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1．はじめに 

 独立行政法人日本原子力研究開発機構（現国立研究開発法人日本原子力研究

開発機構、以下「原子力機構」という。）は、高速増殖原型炉もんじゅ（以下「も

んじゅ」という。）の平成 24 年度第 2 回保安検査において、「1 次系ナトリウム

漏えい検出器（ナトリウムイオン化式検出器、以下「SID」という。）の点検間

隔／頻度を変更しているが、それに必要な手続きが完了していなかった」との

指摘を受けた。このためもんじゅでは、平成 24 年 9 月 13 日に「1 次系 SID の

保全計画の変更手続き遅れ」の不適合の処理を行った。 
 この不適合を踏まえて原子力機構は、平成 24 年 9 月から 11 月にかけてもん

じゅの保全計画に従って点検を行う全ての機器を対象に、同様な不適合の有無

について各保守担当課での調査を行った。その結果、プラント保全部電気保修

課所掌の電気・計測制御設備において、点検期限を超過した未点検機器が多数

ある等の保守管理上の不備が判明したため、平成 24 年 11 月 27 日に不適合処理

を行うとともに、このような状況を「高速増殖原型炉もんじゅにおける電気・

計測制御設備の保守管理の不備について」として原子力規制庁へ報告し、公表

した。 
 平成 24 年 11 月 26 日から同年 12 月 11 日までに行われた平成 24 年度第 3 回

保安検査において、保守管理上の不備の発生に関する事実関係の確認が原子力

規制庁により実施された。その結果、「保全計画に規定された点検頻度、時期を

遵守した点検が行われていない等の事実を確認し、さらに事業者の情報等が整

理されておらず、本件の具体的詳細を確認することが出来ない状態である」こ

と等が指摘された。 
 原子力機構は、平成 24 年 12 月 12 日に原子力規制委員会より「核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 67条第 1項の規定に基づく報告の

徴収について」（原管 P 発第 121207002 号）を受領し、平成 25 年 1 月 31 日ま

でにその結果について報告することを命ぜられた。 

 
原子力機構では、この原子力規制委員会からの命令書を受領するに先立ち、

敦賀本部（当時）からもんじゅの電気・計測制御設備に関する保守管理上の不

備に関する不適合報告が安全統括部長（現安全・核セキュリティ統括部長）に

あり、同部長は根本原因分析（Root Cause Analysis、以下「RCA」という。）

チーム（リーダー：原子炉廃止措置研究開発センター技術開発部長（現原子炉

廃止措置研究開発センター副所長））を設置した。 
原子力機構は、事実関係の調査結果及び原因究明や再発防止対策に関する調

査・検討結果、並びにRCA結果及び当該結果を踏まえた再発防止対策について、

平成 25 年 1 月 31 日に原子力規制委員会へ報告した。 
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その後、原子力規制庁による立入検査（平成 25 年 2 月 14 日、15 日）及び平

成 24 年度第 4 回保安検査（平成 25 年 3 月 4 日から同月 22 日）において、機

械保修課が所掌する設備で過去に点検期限を超過していたものがあること等の

指摘を受けた。 
平成 25 年 5 月 22 日、原子力規制委員会において、措置命令への原子力機構

の報告に対し、「機構の分析結果は、トップマネジメント、コンプライアンス、

職員の意欲の低下等の項目が分析されておらず、組織的要因等 RCA は不十分で

あると判断する。また、過去からの組織的背景要因が未だ解決されずに残って

いるものと考える」等と評価された。 
原子力機構は、平成 25 年 5 月 29 日に原子力規制委員会より「核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 36条第 1項の規定に基づく保安の

ために必要な措置命令について」（原管 P 発第 1305293 号）を受領し、保安の

ために必要な措置を講じることを命ぜられた。また、同時に「核原料物質、核

燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 37条第 3項の規定に基づく保安規定

の変更命令について」（原管 P 発第 1305294 号）を受領し、もんじゅの安全文

化の劣化等に対し、組織要因の問題等の RCA をやり直し、再発防止対策の見直

しを行うとともに、組織内における役割分担並びに責任及び権限を確認した上

で、保安規定の変更を行うことを命ぜられた。 

 
その後、平成 25 年 6 月の平成 25 年度第 1 回保安検査において、燃料環境課

が所掌する設備で過去に点検期限を超過していたものがあることが判明し、

RCA の必要性が指摘された。 
さらに、もんじゅは、同年 7 月から 9 月にかけて実施した点検実績確認作業

の中で、機械保修課及び電気保修課が所掌する設備で点検期限の超過を確認し

た。 
平成 26 年 3 月の平成 25 年度第 4 回保安検査では、点検要領の問題、不適合

管理の問題や点検期限超過の調査に係る問題が指摘された。 
本報告書は、上述したもんじゅで発生した一連の保守管理上の不備に係る

RCA を行い、組織に係る要因を整理し、これを改善するために必要な対策につ

いての提言を取りまとめたものである。 

 
 
2．事象の概要 
 もんじゅでは、保守管理活動における PDCA サイクルを確立するために、平

成 21 年 1 月から保全プログラムを導入し、炉心確認試験が終了する平成 22 年

7 月 22 日までを「第 1 保全サイクル」として保全計画に基づく保全活動を完了
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した。また、その翌日から 40％出力プラント確認試験（以下「性能試験」とい

う。）の終了までを「第 2 保全サイクル」と位置付け、保全計画に基づく保全活

動を開始した。 
 第 2 保全サイクルの期間については、当初、性能試験が計画どおりに進むこ

とを前提に 16 ヶ月間として設定したが、平成 22 年 8 月に発生した炉内中継装

置（以下「IVTM」という。）の落下、同年 12 月に発生した非常用ディーゼル発

電機（以下「非常用 DG」という。）C 号機のシリンダーライナーのひび割れ、

平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災の影響等により、プラント工程（点検工

程＋試験工程）の大幅な変更を余儀なくされ、性能試験の開始時期が見通せな

い状況となった。 
 このため、長期のプラント停止状態が生じ、点検工程を変更せざるを得なく

なり、当初の第 2 保全サイクル期間（16 ヶ月）を平成 23 年 4 月の工程検討会

で 10 ヶ月延長、さらに平成 24 年 3 月の工程検討会で 21 ヶ月延長する変更を行

った。 
 その後、平成 24 年 9 月の第 2 回保安検査において、SID 点検に係る保全計画

の変更手続きの遅れが判明したため、もんじゅにおいて同様な事象がないか確

認したところ、同年 11 月 27 日までに多数の設備機器において、点検期限超過

あるいは点検間隔／頻度の変更に係る手続きが行われていない不適合事象を確

認した。 
 この不適合事象に係る RCA 結果とそれに基づく対策を平成 25 年 1 月 31 日

に原子力規制委員会に報告した以降、原子力規制庁によって行われた立入検査

や四半期毎の保安検査において、機械保修課、燃料環境課及び電気保修課が所

掌する多数の設備において点検期限を超過した不適合事象が確認された。 
 このような状況下で平成 25 年 3 月 7 日に実施した平成 24 年度のマネジメン

トレビュー及び理事長レビューにおいて、品質方針や法令等の遵守活動方針及

び安全文化醸成活動方針を変更することなく、その具体的な活動を展開するた

めの品質目標や活動施策を見直すことに留めた。 
 このような状況を踏まえ、原子力規制委員会において平成 25 年 1 月 31 日の

報告書に対して評価が行われ、その結果、安全文化の劣化が認められることか

ら RCA をやり直した上で保安規定変更を行うよう平成 25 年 5 月 29 日付けで

措置命令が出された。 
 さらに、もんじゅでは保安検査での指摘や不適合事象を確認した都度に実施

した点検期限超過や手続き不備の状況調査において、不適合事象を摘出しきれ

ない不十分な調査を繰り返した。また、その不十分な調査に基づいた資料を用

いて対外説明を行ったために新たな指摘を受ける事態となったことや、点検期

限超過あるいは手続き不備の不適合処理に係る手続きを発生理由だけで簡易的
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に処理できるように不適切な変更を行うなどの不適合事象があった。 
措置命令や不適合事象に対応すべく、もんじゅは、平成 25 年 7 月から 9 月に

掛けて、もんじゅの総力を挙げて未点検機器数確定のための検査成績書の調査

（以下「所大チェック」という。）を行い、未点検機器の処置を実施したとして

同年 9 月 30 日に、また、この所大チェックや点検の結果を反映して新たに見直

した保全計画（点検計画）を策定し、保守管理体制が整ったとして同年 11 月 19
日に、原子力規制委員会へ核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律第 36 条第 1 項（現第 43 条の 3 の 23）に基づく措置命令への報告を行った。

更に、安全文化の面からの分析が不十分と評価された RCA をやり直して、その

対策を反映した保安規定変更認可申請（一部補正）を同年 12 月 26 日に行った。

（なお、この一部補正は、平成 26 年 3 月 19 日に取り下げた。） 
 これら報告等について原子力規制庁による内容確認が行われつつある中で実

施された平成 25 年度第 4 回保安検査（平成 26 年 3 月 10 日から同年 3 月 28 日

の期間で実施）において、保全計画（点検計画）の誤りを訂正印で処理し不適

合管理の対象としていなかったことや、先に実施した所大チェックでの点検実

績の不適切な処理等が指摘され、もんじゅの保守管理体制及び品質保証体制は、

再構築のための取組みが途上の状況にあると評価された。 

 
 
3．RCA の進め方 
分析は、文書類や聞き取りによる事実関係を調査し、事象発生の起点から発

生時までを包絡した時系列を作成した上で、時系列から見出される問題点を整

理し、その問題が発生した「直接要因」とその背後に潜む「組織の要素を含む

背後要因」を求め、それらを総括して根本的な「組織要因」を見出した。 
分析手法は、原則として東京電力㈱が開発した SAFER（Systematic  

Approach For Error Reduction）を用いた。さらに、過去に行われた RCA 等で

得られた結果で今般の保守管理上の不備に関連性のあると考えられるものにつ

いて、組織要因を整理していく過程の中に採り入れたほか、他プラントでの類

似事象について、対策の提言に付加する形で反映した。 
また、分析チームについては、原子力機構の「QS‐A05 不適合等の根本原因

分析に係る手順」に従って、安全統括部長（現安全・核セキュリティ統括部長）

の下にチームを設置するとともに、同部長から本調査分析の重要性を認識して

調査に協力すること及びRCAに携わる者が不利益を被らないように所属する拠

点の長に要請し、分析活動が行える環境を整えた。分析チームの実施体制等に

ついて、添付資料－1 に示す。 
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3.1 分析の手順 
  分析の手順は、①書類やインタビューによる事実関係の調査を行い、今般

の保守管理上の不備事象の中で確認された 4.1 項に示す 4 つの発生事象毎に

時系列として整理し、②時系列の中から問題となる事象 55（4 つの発生事象

から得られた総数）を摘出し、③再発防止を図る必要がある発生した事象を

頂上事象に置き、④頂上事象と関連する問題事象を切り口として、問題を直

接引き起こしたと考えられる要因（直接要因）101（4 つの頂上事象から得ら

れた総数）を分析、⑤その直接要因の背後に潜む要因を分析展開し、⑥分析

された背後要因の中で、組織の要素が含まれるもの 52（4 つの頂上事象から

得られた総数）を抽出した。この際、組織要素を特定するために旧独立行政

法人原子力安全基盤機構がまとめた「組織要因表（ JOFL ： JNES 
Organizational Factors List）」を参考に分類し、また、安全文化の視点から

国際原子力安全諮問委員会（INSAG：International Nuclear Safety Advisory 
Group）が取りまとめた INSAG-4 の安全文化の要素を用いて仕分けた。 

  その後、⑦組織の要素が含まれる要因について、要素毎に分別整理した。

この時点で上述した過去RCAで得られた結果で関連性のあるもの 8つを整理

の中に採り入れた。⑧分別整理した組織の要素を含む要因の中にある組織的

な問題を「組織要因の候補」19 に取りまとめた。⑨「組織要因の候補」で同

類のものを取りまとめて「組織要因」4 つに整理した。 
  上記の手順を添付資料－2 に示す。 

 
 
4．事象の時系列の整理 
 もんじゅにおいて日本電気協会電気技術規程「原子力発電所の保守管理規程

（JEAC4209-2007）」に準拠した保全プログラムを導入した時期から、今般の

一連の保守管理上の不備が発覚するまでの経緯について、文書類の調査及び関

係者への聞き取り調査によって確認された発生事象を 4 つに区分して時系列を

整理した。その概要は以下のとおり。なお、問題事象の番号は要因分析の順に

合わせて整理した。詳細を添付資料－3 に示す。 

 
4.1 発生事象の区分 
(1) 保全を担当するプラント保全部において、保全計画（点検計画）に定め

た点検期限を超過、あるいは手続きをしないで点検頻度を変更した件 
(2) 保守管理上の不備に係る調査が不十分で何度も繰り返した件 
(3) 保守管理の不適合が適切に管理されなかった件 
(4) マネジメントレビュー等で品質方針等が見直されなかった件 
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4.2 時系列 
(1) 保全を担当するプラント保全部において、保全計画（点検計画）に定め

た点検期限を超過、あるいは手続きをしないで点検頻度を変更した件 
○平成 20 年 8 月 29 日 

・保全プログラムに基づく保守管理活動を採り入れた「研究開発段階にあ

る発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則」（「以下「研開

炉規則」という。）の改正が公布された 
 ○平成 20 年 10 月 27 日 

・もんじゅは建設段階ではあったが、平成 7 年 12 月に発生した 2 次主冷

却系中間熱交換器出口ナトリウム温度計からのナトリウム漏えい事故

が発生して以降、低温停止状態が継続しているにも関わらず、平成 20
年 3 月 26 日に 1 次メンテナンス冷却系ナトリウム漏えい検出器の不具

合が発生し、また同年 9 月 9 日には屋外排気ダクトにおいて腐食孔が確

認されたこと等もあり、もんじゅの原子炉等安全審査委員会にて、設備

の保全状態を保つ観点から軽水炉同様に保全プログラムを導入するこ

ととした 
 ○平成 20 年 11 月 7 日 

・もんじゅでは、保全プログラム導入のために特別チームを編成し、ナ  

トリウム設備等の高速炉特有の設備の保全を加味した保全プログラム

を作成することとしたが、これまで運転や保全の経験が少ないことに加

えて導入までの時間が逼迫していたことから、当面は軽水炉で検討され

てきた保全プログラムを参考に、メーカー基準に基づいた保守的な保全

計画を策定運用し、今後、運転と保守経験を積む中で改善を図っていく

こととした 
○平成 21 年 1 月 1 日 

・上記した研開炉規則の施行に合わせて、もんじゅにおいても炉心確認試

験が終了するまでの 16 ヶ月を第 1 保全サイクルの期間として、保全プ

ログラムに基づく保全活動を開始した 
○平成 21 年 3 月 1 日 

・事実関係の調査や要因分析の結果から、保全プログラムに基づく保全活

動を開始して間もなく、電気保修課所掌の淡水供給設備制御盤、排水処

理設備制御盤の外観検査（点検頻度：毎月）において、最初の点検期限

の超過が発生していたものと推定される 
○平成 21 年 9 月 29 日 

・配管支持構造物の点検要領書には、機能を発揮しうる状態にあるか否か

の観点からの点検を行うことが記載されておらず、必要な点検ができて
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いなかった（問題事象 1-23） 
・機械保修課及び燃料環境課では、保全計画（点検計画）で配管支持構造

物「1 式」を点検対象として点検範囲を限定していないにも関わらず、

点検要領書では可視範囲に限定し、それ以外の範囲（以下「可視不可部」

という。）について点検を実施していないなど、保全計画（点検計画）

に基づく配管支持構造物の点検が適切にできていなかった（問題事象

1-24） 
・機械保修課及び燃料環境課は、配管支持構造物の点検結果について個々

の機器を特定できるように記録すべきであったが、「1 式」として記録し、

個々の機器を特定できるように記録していなかった（問題事象 1-25） 
○平成 22 年 5 月 1 日 
  ・電気保修課では、同課が所掌する一部の機器について、保全計画（点検

計画）に定める点検項目、点検間隔／頻度、点検内容に従った点検を実

施しておらず点検期限を超過した（問題事象 1-14） 
・電気保修課では、一部の機器についての保全計画（点検計画）の記載が

現場の機器の状況にそぐわないものとなっており、保全計画（点検計画）

どおりの点検ができなかった（問題事象 1-15） 
○平成 22 年 6 月 1 日 

・電気保修課は、保全計画（点検計画）において、2 次主冷却系循環ポン

プの温度スイッチ等が重複記載されており、電気チーム側の点検は実施

していたが、計装チーム側は保全計画（点検計画）に従った点検を実施

していなかった（問題事象 1-27） 
○平成 22 年 7 月 22 日 

・炉心確認試験終了翌日から 40％出力試験までの 16 ヶ月間の予定で新 

たな保全計画を制定し、第 2 保全サイクルが開始された 
○平成 22 年 8 月 17 日 

・プラント保全部では、点検期限管理が適切でなく、自ら定めた保全計画

（点検計画）どおりの点検ができていなかった（問題事象 1-1） 
○平成 22 年 8 月 26 日 

・燃料交換作業の後片付け時に IVTM が落下するトラブルが発生した 
○平成 22 年 10 月 29 日 

・プラント保全部長、保修計画課長（現保全管理課長及び保全計画課長）

及び電気保修課長は、保全計画を確実に実施するために設けられている

月間レビューにおいて、電気・計測制御設備の一部の機器で、点検期限

が超過することを見つけられなかった（問題事象 1-7） 
○平成 22 年 12 月 28 日 
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・非常用 DG の点検中に C 号機のシリンダーライナーが破損 するトラブ

ルが発生した 
○平成 23 年 2 月 4 日 

・所長以下のライン職、主任技術者等は、IVTM 等のトラブルを受けて変

更したプラント工程に合わせて改定した保全計画（点検計画）を確認・

承認する際に、電気・計測制御設備の点検期限の超過や点検頻度が変更

されていることを見つけられなかった（問題事象 1-2） 
・電気保修課及び機械保修課では、トラブル等によるプラント工程の変更

に伴って点検時期が延期される設備機器が発生した際に、必要な手続き

をしなかった（問題事象 1-4） 
○平成 23 年 2 月 22 日 

・IVTM 等のトラブルを受けて第 2 保全サイクル中に変更したプラント工

程は、電気・計測制御設備の一部の機器の点検が実施できなくなるもの

であった（問題事象 1-3） 
 ○平成 23 年 3 月 1 日 

・機械保修課では、清水膨張タンク等の保全計画（点検計画）が、定めた

とおりの点検間隔で点検管理できるものとなっていなかった（問題事象

1-22） 
○平成 24 年 11 月 9 日 

・原子力安全監査において、監査チームは、電気・計測制御設備の点検期

限の超過及び点検頻度が変更されていることを検出できなかった（問題

事象 1-6） 
○平成 24 年 12 月 1 日 

・電気保修課は、点検計画から特別な保全計画へ移行する際の手続きが不

十分であったにも関わらず、特別な保全計画へ移行したものと誤認して、

点検を実施しなかった（問題事象 1-9） 
・電気保修課では、アニュラス循環排気装置計測・制御設備の点検に係る

予算が十分に確保できなかったことから、点検期限までに点検を実施で

きなかった（問題事象 1-10） 
・電気保修課では、保全計画（点検計画）における点検間隔／頻度に基づ

き点検を実施しなければならないことを十分に理解していなかったこ

とから、非常用 DG 計装ラック（現場計器）について点検期限までに点

検しなかった（問題事象 1-11） 
・電気保修課では、2 次冷却系液面計計装設備について、保全計画（点検

計画）における点検間隔／頻度に基づいて点検を自前で実施することと

していたが、点検期限を失念して点検を実施しなかった（問題事象 1-12） 
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・電気保修課では、保全計画（点検計画）における点検間隔／頻度で点検

を実施すべきであったが、「電気・計測制御設備の点検間隔超過に対す

る健全性確認要領書」に基づき点検期限を超過する前に「準じた確認」

により評価して点検を行わなかった（問題事象 1-13） 
・電気保修課は、淡水供給設備制御盤、排水移送系計測・制御設備現場操

作盤の外観点検について、従前から慣例的に行っている 3 ヶ月に１回の

点検しか実施しておらず、保全計画（点検計画）において毎月点検する

としていた設備の点検期限を超過した（問題事象 1-20） 
○平成 24 年 12 月 12 日 

・原子力規制委員会よりもんじゅで発生した保守管理上の不備に対して、

原子炉等規制法第 36 条第 1 項の規定に基づく保安のために必要な措置

命令及び同法第 67 条第 1 項の規定に基づく報告の徴収についての命令

が発出された 
○平成 25 年 1 月 1 日 

・燃料環境課では、予算の影響により保全計画（点検計画）どおりの点検

を実施しなかった（問題事象 1-5） 
・電気保修課は、714 系カバーガス法破損燃料検出装置等について、点検

計画から特別な保全計画へ移行する際の手続きが不十分であったにも

関わらず、特別な保全計画へ移行したものと誤認して点検を実施しなか

った（問題事象 1-16） 
・電気保修課では、271 系 CLD（特性試験）について、保全計画（点検

計画）に基づく点検期限を誤って把握していたため、点検期限までに点

検ができなかった（問題事象 1-17） 
○平成 25 年 1 月 18 日 

・電気保修課では、補助冷却設備 CDU 盤等の一部について、次回点検期

限が平成 25 年 2 月であることを管理できず点検期限を超過した（問題

事象 1-8） 
○平成 25 年 2 月 1 日 

・電気保修課は、771 系非常用 DG（C 号機）の一部の機器について、保

全計画（点検計画）に基づく点検期限を正しく把握していたにも関わら

ず、点検期限までに点検を実施しなかった（問題事象 1-18） 
○平成 25 年 3 月 1 日 

・電気保修課では、1 次、2 次予熱ヒータについて、平成 25 年 3 月に点検

を実施すればよいと考えていたため設備に見合った点検期限までに点

検を実施しておらず、点検期限の起点の考え方を間違って点検期限を超

過した（問題事象 1-19） 
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○平成 25 年 5 月 29 日 
・平成 25 年 1 月 31 日に原子力機構から報告した原子炉等規制法第 36 条

第 1 項及び第 67 条第 1 項の規定に基づく措置命令への回答について、

原子力規制庁による 2 月の立入検査、3 月の保安検査による確認を経て

評価がなされた結果、措置が完了していないものについての必要な措置

の実施、保守管理体制と品質保証体制の再構築及び組織要因の問題等の

RCA をやり直し、再発防止対策の見直しを行って保安規定を変更する

ことについての命令が原子力規制委員会より発出された 
○平成 25 年 6 月 1 日 

・機械保修課において、１次アルゴンガス系空気作動弁について、保全

計画（点検計画）の次回点検期限欄に誤った点検期限が記載されていた

ため、点検期限の管理ができず保全計画（点検計画）で定めた点検期限

を超過した（問題事象 1-21） 
○平成 26 年 5 月 14 日 

・もんじゅは、平成 25 年度第 4 回保安検査で配管支持構造物の点検につ

いて一部点検が実施されていないものと指摘されたにも関わらず、平成

26 年度第 2 回保安検査まで指摘された箇所の扱いを適切に処置しなか

った（問題事象 1-26） 

  
(2) 保守管理上の不備に係る調査が不十分で何度も繰り返した件 
○平成 24 年 11 月 25 日 

・電気保修課で作成した点検期限超過に係る調査結果の説明資料が適切で

あるかの確認が不足していた（問題事象 2-5） 
○平成 24 年 11 月 26 日 

・電気保修課では、エビデンスに基づく点検期限超過に係る調査結果の説

明資料の作成が正確にできなかった（問題事象 2-4） 
○平成 25 年 1 月末 

・もんじゅでは、措置命令報告書の精査が不十分であり、電気・計測制御

設備の点検期限を超過した安全機能の重要度分類のうちクラス１の機

器について、点検を完了した機器数に誤りがあった（問題事象 2-3） 
○平成 25 年 3 月 

・機械保修課は、保安検査で要求のあった安全機能の重要度クラス 1 
（MS-1）の機器の抽出結果を取りまとめた MS-1 機器リストから清水

膨張タンク等の点検項目が漏れていた（問題事象 2-10） 
○平成 25 年 3 月 7 日 

・機械保修課では、点検期限を超過した機器の調査方法の確認が不足して
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いた（問題事象 2-1） 
・平成 24 年度第 4 回保安検査にて、非常用 DG 設備の点検間隔／頻度の

考え方について当時のルールにないアウトオブサービスを適用するな

ど、点検管理の考え方の統一が取れてないとの指摘を受けた際、電気保

修課での調査時における点検間隔／頻度の考え方に問題がないことを

再確認しなかった（問題事象 2-9） 
○平成 25 年 4 月 15 日～4 月 18 日 

・もんじゅの調査・確認チーム及び燃料環境課では、点検期限の超過に係

るエビデンスの確認が不足していた（問題事象 2-2） 
○平成 25 年 5 月 12 日～5 月 24 日 

・電気保修課は、保全計画における点検計画から特別な保全計画への移行

手続きを整理した保全計画 Rev.12 制定の際に、移行手続き不備により

点検期限が超過していることの調査が適切に実施できていなかった（問

題事象 2-8） 
○平成 25 年 7 月 30 日 

・未点検か否かについて点検内容と点検成績書で確認するための「点検成

績書の記載に係る所大チェック手順書」（以下「所大チェック手順書」

という。）は、保全計画（点検計画）の誤りを十分に抽出できるもので

はなかった（問題事象 2-11） 
・所大チェック班は、所大チェック業務について、保安規定の「7.5.1 業

務の管理」を踏まえた管理と運営をしていなかった（問題事象 2-15） 
○平成 25 年 8 月 1 日～8 月 9 日 

・所大チェックの疑義を処理するための「成績書に対するコメント・疑  

義及び対応リストの処理手順」（以下「疑義処理手順」という。）では、

設備担当課に任せた疑義処理の結果を所大チェック班で再確認するよ

うになっていなかった（問題事象 2-12） 
・所大チェック班の確認員は、所大チェック手順書に従って作業を実施し

たが、一部を疑義として抽出できなかった（問題事象 2-13） 
○平成 25 年 8 月 8 日～8 月 14 日 

・所大チェックで抽出された点検実績等の疑義に対して、設備所管課長の

判断で「問題ないもの（点検を実施したもの）」として処理していた（問

題事象 2-14） 
・平成 25 年度第 4 回保安検査で対象とすることとした未点検機器以外の

機器（700 機器）を対象に、平成 26 年 2 月～3 月に所大で確認（以下

「所大確認」という。）し、誤りを訂正印で処理した箇所の一部につい

ては、平成 25 年 7 月～9 月に実施した所大チェックで疑義として取り



12 
 

上げていたにも関わらず保全計画を改正していなかった（問題事象 2-16） 
○平成 25 年 8 月 30 日 

・電気保修課は、平成 25 年 7 月、8 月の電気保修課内での調査を実施す

るまで、平成 24 年 12 月に入った時点で点検期限を超過している機器が

あることを発見できなかった （問題事象 2-6） 
   ・電気保修課では、平成 25 年 7 月～9 月の電気保修課内確認及び所大で

の未点検機器個数確定のための点検成績書の調査（以下「所大チェック」

という。）を実施するまで、250 系 2 次アルゴンガス系ガスクロ等の外

観点検に係る点検実績を問題ないものとしていた（問題事象 2-7） 
○平成 25 年 9 月 30 日 

・電気保修課は、全ての機器に対して自動で未点検機器が確認できるデ 

ータベースを作成すべきだったが、作成された未点検機器確認データベ

ースは一部の機器の点検期限が超過しているにも関わらず、自動超過判

定ができず、点検期限超過の発見ができなかった（問題事象 2-18） 
○平成 26 年 2 月 22 日～3 月 5 日 

・所大確認し訂正印で処理した箇所の一部は、平成 25 年 7 月～9 月に実

施した所大チェックで疑義として抽出できていなかった（問題事象 2-17） 

 
(3) 保守管理の不適合が適切に管理されなかった件 
○平成 23 年 2 月 4 日 

・電気保修課及び機械保修課では、トラブル等による工程変更に伴い、  

点検時期が延期される設備機器が発生した際に必要な手続きをしなか

ったものがあった（問題事象 3-3） 
○平成 25 年 1 月 18 日～ 

・電気保修課では、補助冷却設備 CDU 盤等の一部の機器の点検期限切れ

について、不適合管理の対象としていなかった（問題事象 3-4） 
○平成 25 年 1 月 28 日 

・ライン職及び会議体は、保守管理要領の第 21 条に予算、組織、工程等

を理由に点検期限を一時的に延長することについて、不適合管理の中の

「特別採用」を用いることとした（問題事象 3-2） 
○平成 25 年 1 月 30 日 

・今回の保守管理上の不備の調査の中で、新たに確認された不適合を「区

分 D」として処理することとして、是正処置の対象外とした（問題事象

3-1） 
○平成 25 年 9 月 28 日 

・平成 25 年 2 月の立入検査で指摘された保守管理上の不備事案が、同年
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9 月の不適合管理委員会まで報告されなかった（問題事象 3-5） 
○平成 26 年 3 月 5 日 

・もんじゅ幹部、品質保証室長、プラント保全部及びプラント管理部の管

理職は、プラント保全部で作成した「未点検機器以外の点検実施状況確

認要領」に従い平成 25 年度第 4 回保安検査で対象となった機器を調査

（所大確認）して抽出した誤りについて、不適合管理要領の「別表－4
の参考」の「業務品質に影響を与えるものであっても影響が及ぶ前に文

書／記録の改正／訂正を実施する（した）場合は、不適合管理は不要」

との記載に従い、該当する誤りを不適合管理の対象外と判断した（問題

事象 3-6） 
・もんじゅ幹部、品質保証室長、プラント保全部及びプラント管理部の管

理職は、不適合管理要領の「別表－4 の参考」に従って不適合管理を不

要に区分した誤りについて、訂正印で修正することを判断し、保全計画

の誤りを不適合管理しないまま訂正印で修正した（問題事象 3-7） 
○平成 26 年 3 月 7 日 

・電気保修課は、保全計画（点検計画）に重複して記載された機器につい

て、どちらか片方でも点検超過している場合には、点検期限超過として

の不適合処理を行うべきであったが、計装チームの当該機器を保全計画

（点検計画）から削除するという不適合報告書の発行により、未点検機

器にならないと判断した（問題事象 3-8） 

 
(4) マネジメントレビュー等で品質方針等が見直されなかった件 
〇平成 25 年 3 月 7 日 

・理事長は、マネジメントレビューにおいて、現行の品質方針を変更せ  

ずに継続することを決定した（問題事象 4-1） 
・理事長は、理事長レビューにおいて、現行の法令等の遵守活動方針及び

安全文化醸成活動方針を変更せずに継続することを決定した（問題事象

4-2） 
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5．要因分析 
分析は、今般の保守管理上の不備に係る時系列を整理するにあたって区分し

た 4 つの発生事象について、再発を防止すべき事象として分析の頂上事象に置

き、発生事象毎の時系列から抽出された問題事象を切り口として背後要因を求

めた。分析の結果を添付資料－4 に示す。 
・頂上事象 A「保全を担当するプラント保全部において、保全計画（点検計

画）に定めた点検期限を超過、あるいは手続きをしないで点検

頻度を変更した」 
・頂上事象 B「保守管理上の不備に係る調査が不十分で何度も繰り返した」 
・頂上事象 C「保守管理の不適合が適切に管理されなかった」 
・頂上事象 D「マネジメントレビュー等で品質方針等が見直されなかった」 
なお、各頂上事象に含まれる問題事象を起点として分析した結果から得られ

た直接要因とその背後にある組織の要素を含む背後要因を以下に示す。 

 
第 1 節 頂上事象 A「保全を担当するプラント保全部において、保全計画（点

検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは手続きをしないで点検

頻度を変更した」に係る分析結果 
もんじゅでは、自ら定めた保全計画（点検計画）に基づいた点検を確実に行

うべきであったが、保全計画策定時に現場機器との照合確認不足による現場機

器との不整合や点検機器の重複記載、点検時期の誤った記載、点検期限の考え

方の間違い、予算確保の不備等、保全計画を管理できていなかった。また、特

別な保全計画へ移行したと誤認したり、保安規定と整合しない「準じた確認」

という技術評価を採用し、これらの不適合管理も行われず、必要な手続きが行

われておらず、点検期限までに点検を実施しない、あるいは手続きをしないで

点検頻度を変更して点検時期を先延ばしにしていた。 
そもそも策定した保全計画が、導入までの検討時間や経験等の準備不足のた

めにもんじゅのプラント状態に則したものでなかったこと、相次ぐトラブルに

よる工程変更を余儀なくされ、保全計画の改善が後送りとなってしまったこと

や、工程変更に合わせて改正された保全計画を承認したライン職や主任技術者

等の確認が不足していたこと、更には原子力安全監査においてもこれらの不備

が検出できなかったこと等の問題があった。 
本案件で見出された 27 の問題事象毎に「直接要因」とその背後に潜む「組織

の要素を含む背後要因」を分析した。 

 
問題事象 1-1：プラント保全部では、点検期限管理が適切でなく、自ら定めた保

全計画（点検計画）どおりの点検ができていなかった 
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直接要因 1-(1) 
運営管理室（現運営管理部）は、プラント工程設定にあたっては、保全計画

（点検計画）との整合を図る必要があったが、点検周期が明確化されたことに

よる点検工程への影響について、プラント工程を調整した際にプラント保全部

から意見がなかったため、確認できていなかった 

○直接要因 1-(1)の背後要因 
 トップマネジメントは、必要な経営資源を投入して保安規定に定められた

保全計画に基づき設備の点検を確実に行うことによって、品質方針に定め

た安全を最優先とするメッセージを確実に実施すべきであったが、もんじ

ゅの幹部が、保全計画（点検計画）に基づく点検の実施よりもプラント起

動のための工程を優先する認識であることを把握できておらず、点検に必

要な予算や工程を確保して安全を最優先するというトップマネジメント

のメッセージが、もんじゅの幹部を含む現場の業務にまで浸透できていな

かった（1-①）〈安全最優先のメッセージの現場業務への浸透：JOFL 3-1
トップマネジメントのコミットメント〉 

 保修計画課が保全計画（点検計画）策定後に行った教育では、点検周期の

起点の考え方等の保全計画（点検計画）策定に直接関連する点検期限に係

る教育であるにも関わらず、当該保全計画（点検計画）策定のために変更

された要領類の施行前に教育が行われていないことや教育の受講率の設

定が適切でなく、プラント保全部全員に事前受講を課すような教育の仕組

みがなかった（1-②）〈保守管理のための教育の仕組み：JOFL 4-7-4 教育・

訓練〉 
 プラント保全部では、保全技術の継続的な維持・向上を図るために保守管

理技術者を適切に配置した体制を敷くべきであったが、プラントの長期停

止によって定常的に点検が必要な設備に係る保守要員を最低限確保すれ

ばよいとしており、長期的観点に立ったプロパーの配置がなされていない

ため豊富な経験を持つ保守員が不足し、点検管理システムやプラント状態

に合った保全プログラム、高速炉の保全プログラムの確立に向けて、継続

的かつ組織的に技術を蓄積・継承し反映していけるような体制ではなかっ

た（1-③）〈保全技術の蓄積・継承のための体制整備：JOFL 4-3-2 技術伝

承〉 
 プラント保全部では、点検方法の継承のために、点検要領書の整備や標準

化を進めるべきであったが、設備保全に必要な点検要領書が、点検をメー

カーに発注することで作成されてきていることから、点検担当者自らが保

全計画（点検計画）の要求事項等を満足する点検要領書となるように作成

する風土がなく、そのための OJT などの教育も行われていなかった（1-
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④）〈保全技術の伝承の仕組み：JOFL 4-3-2 技術伝承〉 

直接要因 1-(2) 
プラント工程策定を担う運営管理室長は、第 2 保全サイクル開始に伴うプラ

ント工程について保全計画との整合を確認すべきであったが、運営管理室長が

炉心確認試験の起動遅延を受けて策定したプラント工程は、遅延分だけを後送

りした工程となっており、保全計画（点検計画）との整合について確認されな

かった 

○直接要因 1-(2)の背後要因 
 工程検討会において、点検工程を考慮せずに試験工程が優先されたことか

ら〈安全最優先のメッセージの現場業務への浸透〉（1-①再掲）（⇒15 頁

参照） 

直接要因 1-(3) 
保守担当課は、設備の点検周期 N サイクルを踏まえた点検が確実に実施でき

る計画とする必要があったが、電気保修課及び機械保修課の一部では、機器毎

の点検期限を確認しなかった 

○直接要因 1-(3)の背後要因 
 保全サイクルの期間内に点検すればよいと誤解していたことから〈保守管

理のための教育の仕組み〉（1-②再掲）（⇒15 頁参照） 
 同上〈保全技術の蓄積・継承のための体制整備〉（1-③再掲）（⇒15頁参照） 
 同上〈保全技術の伝承の仕組み〉（1-④再掲）（⇒15 頁参照） 

直接要因 1-(4) 
機械保修課長及び同課の一部では、QMS に規定されていない場合は業務に

適用できないにも関わらず、点検期限を設定するにあたって、機器の点検のた

めに当該機器を停止していた期間は次の点検までの期間に含めない（アウトオ

ブサービス）と考えていた 

○直接要因 1-(4)の背後要因 
 要領、報告や記録類の審査・承認等を行う職位は、（アウトオブサービス

の考え方等について機器毎の点検期限を管理する等）目的に沿った要領類

等となっていることを確実にしておくべきであったが、自ら行うべき役割、

職務と責任の自覚が不足しており、品質保証室においては保安規定との整

合性確認等の品質保証や人的過誤の観点から、運営管理室においては工程

の観点から等の各々の立場でチェックを行う仕組みが機能していなかっ

た（1-⑤）〈要領類等の審査・承認において各職位の立場でチェックを行

う仕組み：JOFL 4-2-2 ルールの遵守〉 
 プラント保全部長や品質保証室長は、（アウトオブサービス等の点検期限

管理の仕組みを保全計画や月間レビュー等で明らかにする等）保安規定で
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要求される保守管理や不適合管理に関する重要事項については、各種会議

体でチェックする仕組みとするべきであったが、ライン職等の一部の関係

者だけで処理される案件もあり、組織として複数の視点でチェックする機

会を設けていなかった（1-⑥）〈保守管理の重要事項について各種会議体

でチェックする仕組み：JOFL 4-2-2 ルールの遵守〉 
 アウトオブサービスの考え方等の教育が実施されていないことから〈保守

管理のための教育の仕組み〉（1-②再掲）（⇒15 頁参照） 

直接要因 1-(5) 
プラント保全部長は、点検周期 N サイクル（N 年＋4 ヶ月）が明確化された

ことに伴って、点検期限の管理ができるように必要な様式の変更を行うべきで

あったが、点検期限管理方法を変更した際に保全計画（点検計画）を適切に改

善しなかった 

○直接要因 1-(5)の背後要因 
 プラント保全部長や保修計画課長及び安全品質管理室長（現品質保証室長）

は、（点検周期Ｎサイクルの導入など）QMS のプロセスを修正・追加等す

る場合には要領類を見直す必要があったが、保全計画の運用に関すること

は保全計画のみに記載したり、業務連絡書や口頭説明で対処すればよいと

して要領や保全計画（点検計画）の見直しを行っておらず、QMS の維持

管理に関する理解が不足していた（1-⑦）〈保守管理に係る要領類の維持

管理：JOFL 4-2-3 ルールの維持管理〉 

直接要因 1-(6) 
プラント保全部長は、点検周期 N サイクル（N 年＋4 ヶ月）を明確化された

ことに伴って、点検期限の管理ができるように要領の改定を行うべきであった

が、保全計画（点検計画）において、機器毎の点検時期と点検期限を明記する

ような要領（保全計画検討要領）としていなかった  

○直接要因 1-(6)の背後要因 
 機器毎の点検時期と点検期限を明記するような要領ができていないこと

から〈要領類等の審査・承認において各職位の立場でチェックを行う仕組

み〉（1-⑤再掲）（⇒16 頁参照） 
 同上〈保守管理の重要事項について各種会議体でチェックする仕組み〉（1-

⑥再掲）（⇒16 頁参照） 
 同上〈保守管理に係る要領類の維持管理〉（1-⑦再掲）（⇒17 頁参照） 

直接要因 1-(7) 
プラント保全部の安全技術検討会においては、点検期限管理に係る考え方を

検討する機会があったにも関わらず、第 2 保全サイクル開始直後に点検期限が

超過する機器があることについての問題点が明らかにされなかった 
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○直接要因 1-(7)の背後要因 
 外部情勢等から試験工程が優先されるものと考えていたことから〈安全最

優先のメッセージの現場業務への浸透〉（1-①再掲）（⇒15 頁参照） 
 保全計画と保安規定との整合性の確認を行っていないことから〈保守管理

のための教育の仕組み〉（1-②再掲）（⇒15 頁参照） 
 同上〈保全技術の蓄積・継承のための体制整備〉（1-③再掲）（⇒15 頁参

照） 
 同上〈保全技術の伝承の仕組み〉（1-④再掲）（⇒15 頁参照） 
 同上〈要領類等の審査・承認において各職位の立場でチェックを行う仕組

み〉（1-⑤再掲）（⇒16 頁参照） 
 同上〈保守管理の重要事項について各種会議体でチェックする仕組み〉（1-

⑥再掲）（⇒16 頁参照） 

直接要因 1-(8) 
電気保修課では、保全計画（点検計画）の根拠となるデータを整備し、プラ

ント状態を考慮した設備の状態に相応しい保全計画とすべきであったが、デー

タ不足を補充する方策の検討や日常の保守点検を通じて点検間隔を延ばすた

めの分析が不足していた 

○直接要因 1-(8)の背後要因 
 経営層及びもんじゅの幹部は、安全最優先を確実にするための高速炉に相

応しい保全プログラムに向けて具体性、実効性を持って取り組む必要があ

ったが、高速炉用の保全プログラムの開発のためのサポート体制や戦略を

もって取り組まなかった（1-⑧）〈高速炉用保全プログラム開発への計画

的取組み：JOFL 4-1-1 部署レベルの目標・戦略〉 
 経営層、敦賀本部における経営支援組織やもんじゅでは、保全計画（点検

計画）に係る課題を経営に上げるという役割を認識した上でその実施義務

を果たす必要があったが、組織部署及び会議体の相互関係における責任と

権限が明確でなく、実施義務が認識されておらず、点検工程確保に係る課

題を解決するために其々が果たすべき現場の実態把握や連携が不足し、

「保守管理のガバナンス（経営層やもんじゅの各組織部署及び会議体の長

が、点検工程確保に係る課題について、現場の実態を把握して課題解決に

係る意思決定を行って適切に処置すること）」が機能していなかった（1-
⑨）〈部署や会議体の責任・権限と保守管理のガバナンス機能：JOFL 3-2-2
組織構造〉 

 所長は、日常の保守管理業務を通して保全プログラムを充実・発展させる

必要があったが、保全に係る評価は各保全サイクル終了時に行えばよいと

して、理事長が定めた保守管理の実施方針である「保守管理活動の定期的
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な評価を実施する」に基づいた適切な時期に定期的に評価し継続的な改善

を行うことを保守管理目標に定めて取り組まなかった（1-⑩）〈保守管理

活動を定期的に評価する仕組み：JOFL 3-2-3 組織目標・戦略〉 

直接要因 1-(9) 
電気保修課長は、点検数量が膨大である電気・計測制御設備の点検管理のた

めに人的資源や管理方式を整えるべきであったが、数万点に及ぶ機器の点検項

目を人の手で管理していた 

○直接要因 1-(9)の背後要因 
 プラント保全部長は、「保守管理の有効性評価」結果から適切な人員配置

を行っていくことと改善指示を受けていたにも関わらず、業務量に比して

保守要員が不足していたことについて、組織として業務範囲の適正化や管

理者及び保守担当者の増員等をフォローアップせず適切な資源の管理を

行わなかった（1-⑪）〈組織として業務範囲の適正化へのフォローアップ：

JOFL 4-4-2 労使関係や職場の人事管理〉 
 チェックやレビューを合理的に管理するシステムの導入が図られていな

いことから〈高速炉用保全プログラム開発への計画的取組み〉（1-⑧再掲）

（⇒18 頁参照） 
 同上〈部署や会議体の責任・権限と保守管理のガバナンス機能〉（1-⑨再

掲）（⇒18 頁参照） 
 同上〈保守管理活動を定期的に評価し改善する取組み〉（1-⑩再掲）（⇒18

頁参照） 

直接要因 1-(10) 
保守管理の実施にあたり、保全計画（点検計画）に基づいて外部への点検発

注を確実に行う必要があるが、電気保修課の一部では、第 2 保全サイクルの保

全計画における当該年度の点検項目と発注仕様書に記載された点検内容との

整合を確認しなかった 

○直接要因 1-(10)の背後要因 
 点検計画を遵守するという認識が薄かったことから〈安全最優先のメッセ

ージの現場業務への浸透〉（1-①再掲）（⇒15 頁参照） 
 新たな計画で点検内容を見直すことを理解していなかったことから〈保守

管理のための教育の仕組み〉（1-②再掲）（⇒15 頁参照） 
 同上〈保全技術の蓄積・継承のための体制整備〉（1-③再掲）（⇒15 頁参

照） 
 同上〈保全技術の伝承の仕組み〉（1-④再掲）（⇒15 頁参照） 

 
      問題事象 1-2：所長以下のライン職、主任技術者等は、IVTM 等のトラブルを
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受けて変更したプラント工程に合わせて改正した保全計画（点

検計画）を確認・承認する際に、電気・計測制御設備の点検期

限の超過や点検頻度が変更されていることを見つけられなかっ

た 

直接要因 1-(9)（再掲）（⇒19 頁参照） 
電気保修課長は、点検数量が膨大である電気・計測制御設備の点検管理のた

めに人的資源や管理方式を整えるべきであったが、数万点に及ぶ機器の点検項

目を人の手で管理していたこと 

○直接要因 1-(9)の背後要因（再掲）（⇒19 頁参照） 
 〈高速炉用保全プログラム開発への計画的取組み〉（1-⑧再掲） 
 〈部署や会議体の責任・権限と保守管理のガバナンス機能〉（1-⑨再掲） 
 〈保守管理活動を定期的に評価し改善する取組み〉（1-⑩再掲） 
 〈組織として業務範囲の適正化へのフォローアップ〉（1-⑪再掲） 

直接要因 1-(11) 
電気保修課の担当者は、設備機器の点検周期を変更する場合にはチームリー

ダーの確認を受け必要な手続きを経るべきであったが、保全計画（点検計画）

のマスターファイルを変更した際、チームリーダーへ報告しなかった 

 

直接要因 1-(12) 
プラント保全部では、保全計画（点検計画）マスターファイルを容易に変更

できないようにアクセス制限を設ける必要があったが、保全計画のマスターフ

ァイルには自由にアクセス及び変更が可能であった 

○直接要因 1-(11)及び 1-(12)の背後要因 
 アクセス制限や履歴管理等のルールが明確でなかったことから〈要領類等

の審査・承認において各職位の立場でチェックを行う仕組み〉（1-⑤再掲）

（⇒16 頁参照） 

直接要因 1-(13) 
保修計画課長は、保安規定上の職務として、「保守担当課長の行う原子炉施

設の保修の計画及び管理に関する業務」とあるのに対し、管理の業務を保守担

当課に委ねて保全計画（点検計画）の変更に関与していなかった 

○直接要因 1-(13)の背後要因 
 保修計画課長は、原子炉施設の保修の計画及び管理に関する業務の履行を

確実にすべきであったが、島根発電所の保守管理の不備等で得られた教訓

から、保全プログラムの定着化を図るためには、保全計画（点検計画）の

管理を各保守担当課で行うべきであると誤認し、各課との調整や総合的な

工程管理が不足していた（1-⑫）〈保修計画課による部内の調整や総合的
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な工程管理：JOFL 4-4-1 セクショナリズム〉 

 

直接要因 1-(14) 
もんじゅ幹部は、プラントの安全を確保するために点検期限の管理状況を確

認した上で保全計画（点検計画）の精査を確実にすべきであったが、保全計画

の承認の際に、点検期限の管理状況についての確認が不十分であった 

○直接要因 1-(14)の背後要因 
 点検計画に点検期限が明記されていなかったことから〈要領類等の審査・

承認において各職位の立場でチェックを行う仕組み〉（1-⑤再掲）（⇒16
頁参照） 

 同上〈保守管理の重要事項について各種会議体でチェックする仕組み〉（1-
⑥再掲）（⇒16 頁参照） 

 同上〈保守管理に係る要領類の維持管理〉（1-⑦再掲）（⇒17 頁参照） 

直接要因 1-(15) 
プラントの安全に影響するような規定類を制改定する場合には、会議体等で

複数の視点から検討・協議されるべきであるが、保全計画の制改定について、

もんじゅ及びプラント保全部で複数の視点で検討・協議する場がなかった 

○直接要因 1-(15)の背後要因 
 試験工程が優先されるとの認識であったことから〈安全最優先のメッセー

ジの現場業務への浸透〉（1-①再掲）（⇒15 頁参照） 
 点検期限の影響等について報告や情報収集がなされていなかったことか

ら〈保修計画課による部内の調整や総合的な工程管理〉（1-⑫再掲）（⇒20
頁参照） 

 
問題事象 1-3：IVTM 等のトラブルを受けて第 2 保全サイクル中に変更したプラ

ント工程は、電気・計測制御設備の一部の機器の点検が実施でき

なくなるものであった 

直接要因 1-(16) 
プラント保全部は、試験工程を変更する場合、保全計画（点検計画）に基づ

く施設設備の点検期限を守れるような工程となるよう調整する必要があった

が、工程変更に伴う設備点検への影響の課題について正式な提案ができなかっ

たこと 

○直接要因 1-(16)の背後要因 
 試験工程が優先されるとの認識であったことから〈安全最優先のメッセー

ジの現場業務への浸透〉（1-①再掲）（⇒15 頁参照） 
 点検期限の起点の考え方が十分に理解されていなかったことから〈保守管
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理のための教育の仕組み〉（1-②再掲）（⇒15 頁参照） 
 同上〈保全技術の蓄積・継承のための体制整備〉（1-③再掲）（⇒15頁参照） 
 同上〈保全技術の伝承の仕組み〉（1-④再掲）（⇒15 頁参照） 

直接要因 1-(17) 
もんじゅの幹部は、試験工程を変更する場合、保全計画（点検計画）に基づ

く施設設備の点検期限を守れるような工程となるよう調整する必要があった

が、トラブル処理のために設定された目標や 40％出力プラント確認試験の工程

は守るものとし、保全計画との整合性について確認しなかった 

○直接要因 1-(17)の背後要因 
 もんじゅでは、経営が現場の状況を把握する仕組みとして「もんじゅ特別

チーム」等が設置されていたため、当該会議体に試験工程を諮問すれば時

期が示され、もんじゅとしてのプラント工程を引くことができるとして、

当該会議等に課題の解決を依存する風土があった（1-⑬）〈試験工程の課

題解決を会議体に依存：JOFL 3-2-4 本社の意思決定〉 
 試験工程が優先されるとの認識であったことから〈安全最優先のメッセー

ジの現場業務への浸透〉（1-①再掲）（⇒15 頁参照） 
 トラブル時の点検工程への影響を情報収集されていなかったことから〈部

署や会議体の責任・権限と保守管理のガバナンス機能〉（1-⑨再掲）（⇒18
頁参照） 

 
問題事象 1-4：電気保修課及び機械保修課では、トラブル等によるプラント工程

の変更に伴って点検時期が延期される設備機器が発生した際に、

必要な手続きをしなかった 

直接要因 1-(18) 
電気保修課では、点検時期が延期される設備機器が発生した際には、有効性

評価を行い点検間隔又は頻度を変える必要があるが、有効性評価ができなかっ

た 

○直接要因 1-(18)の背後要因 
 電気保修課長は、設備の維持管理に必要な能力と責任感を課員に与えて業

務の改善に取り組むべきであったが、点検データ等を用いて劣化特性を評

価する等の保守員としての技能が十分でないことを把握しておらず、常に

問いかける等して課員の経験・知見を伸ばして業務改善に活かすような取

組みが十分でなかった（1-⑭）〈課員の経験・知見を伸ばして業務改善に

活かす取組み：JOFL6-2 管理者のリーダーシップ〉 
 電気保修課の管理職は、課員が自ら解決できない課題に直面した場合、課

員との情報共有を図り課題解決に取り組むべきであったが、課員の満足度
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や職務遂行意欲及び作業ストレスを評価するような方法を持っておらず、

課員のモチベーション高揚やストレス低減に係るフォローを行っていな

かった（1-⑮）〈課題解決を支援し課員のモチベーションを高める取組み：

JOFL 6-6 満足度、モチベーション〉 
 保修計画課長は、保守管理の PDCA を回すために必要な知識についての

教育を徹底すべきであったが、保全の有効性評価について、他プラントの

事例を踏まえることの教示が不足している等、保守管理に必要な評価方法

や手続き（保全の有効性評価方法や特別な保全計画への移行手続き、アウ

トオブサービスの適用方法）が理解できる教育としていなかった（1-⑯）

〈保守管理の PDCA のために必要な教育：JOFL 4-3-1 学習意欲の促進〉 
 各課に則した保全の有効性評価手法が示されていないことから〈保修計画

課による部内の調整や総合的な工程管理〉（1-⑫再掲）（⇒20 頁参照） 

直接要因 1-(19) 
機械保修課では、点検期限を延長する必要が発生した際に、点検期限までに

保全の有効性評価を実施する必要があるが、必要な保全の有効性評価に係る手

続きが遅れてしまった（結果として手続きしなかったと同様な扱い） 

○直接要因 1-(19)の背後要因 
 点検期限の起点の考え方が十分に理解されていなかったことから〈保守管

理のための教育の仕組み〉（1-②再掲）（⇒15 頁参照） 
 同上〈保全技術の蓄積・継承のための体制整備〉（1-③再掲）（⇒15 頁参

照） 
 同上〈保全技術の伝承の仕組み〉（1-④再掲）（⇒15 頁参照） 

直接要因 1-(20) 
設備の点検期限の一時的な延長を行う場合には、不適合管理の下で延長する

期限までの設備の健全性評価を行う必要があったが、機械保修課では点検期限

の一時的な延長として「技術評価」あるいは「準じた確認」を用い、また電気

保修課では一時的な延長に係る様式等の整備を進めなかった 

○直接要因 1-(20)の背後要因 
 上位規定との整合が確認されていなかったことから〈要領類等の審査・承

認において各職位の立場でチェックを行う仕組み〉（1-⑤再掲）（⇒16 頁

参照） 

直接要因 1-(21) 
機械保修課長は、トラブル等による試験工程変更に伴い点検時期が延期され

た際に、不適合管理の下で延期する時期までの設備の健全性評価を行う必要が

あったが、保安規定との整合性のない「技術評価」あるいは「準じた確認」を

適用して点検期限の一時的な延長を行った 
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○直接要因 1-(21)の背後要因 
 「保守管理要領」の改正を確認・承認したライン職及び各会議体のメンバ

ーは、品質マネジメントシステムの要領類の制改定を行う場合には保安規

定との整合を確実にする必要があるが、規制法下では許認可等の手続き事

項のみが実施可能な行為であることの理解が不足し、これらを是正する役

目を担う品質保証室の介入が不足していたため、保安規定に明記されてい

ないことは別にルールを制定すれば対処できると誤認していた（1-⑰）〈別

にルールを制定すれば対処できると誤認：JOFL 4-2-2 ルールの遵守〉 
 もんじゅ幹部やプラント保全部のライン職は、保守管理業務の内容を自ら

確認して業務を確実に実施すべきであったが、自ら行うべき役割、職務と

責任の自覚が不足しており、担当者等に業務を任せっきりにしてその計画

や実施結果を自ら確認しておらず、ラインとしてのフォローやチェックが

できていなかった（1-⑱）〈管理者層による保守管理業務のフォローやチ

ェック：JOFL 4-7-1 役割・責任〉 
 上位規定と整合しないルールを用いたことから〈要領類等の審査・承認に

おいて各職位の立場でチェックを行う仕組み〉（1-⑤再掲）（⇒16 頁参照） 
 同上〈保守管理に係る要領類の維持管理〉（1-⑦再掲）（⇒17 頁参照） 

 
問題事象 1-5：燃料環境課では、予算の影響により保全計画（点検計画）どおり

の点検を実施しなかった 

直接要因 1-(22) 
保全計画（点検計画）の履行に必要な予算を確保し計画に則った点検を行う

必要があるが、燃料環境課では、年度当初は保全計画（点検計画）どおりに点

検を予定していたにも関わらず、全体予算削減の中で、燃料環境課の一部の設

備の点検予算が確保できなくなった 

○直接要因 1-(22)の背後要因 
 試験工程が優先されるとの認識で点検計画を遵守するための予算確保を

確実にしなかったことから〈安全最優先のメッセージの現場業務への浸

透〉（1-①再掲）（⇒15 頁参照） 
 同上〈部署や会議体の責任・権限と保守管理のガバナンス機能〉（1-⑨再

掲）（⇒18 頁参照） 

直接要因 1-(23) 
保全計画（点検計画）を変更する場合には保全の有効性評価によって設備の

安全性を確認する必要があるが、燃料環境課では、予算の影響により共通保修

設備燃取機器洗浄設備（計装分）の点検期限を延長する際、必要な手続きをし

なかった 
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○直接要因 1-(23)の背後要因 
 保全計画（点検計画）における点検間隔／頻度等を変更する場合には、保

全の有効性評価によって設備の安全性を確認した上で保全計画を変更す

る手続きが必要であるが、燃料環境課のチームリーダーは、保守管理の手

続きの理解不足により保修計画課が行った保全計画見直しの説明会での

内容について、点検計画の備考欄に次回点検実施時期が判るように記載す

れば変更手続きをしたことになると思い込み、誤解した手続き方法を課員

に指導した（1-⑲）〈保守管理意識を常に問いかける姿勢：JOFL 6-3 安全

に対する意欲、慎重さ〉 
 保修計画課長は、点検期限超過に係る保全計画（点検計画）の各項目の記

載内容のチェックを行うにあたってチームリーダーと調査の視点を確実

に共有すべきであったが、保守担当課での本格的調査への参考程度と考え、

保守担当課へ例示できる修正箇所を摘出するための調査の視点を計画し

てチームリーダーと共有する取組みが十分でなかった（1-⑳）〈点検期限

超過の調査の段取り：JOFL 4-9-3 工程・計画〉 
 マニュアル改正時の教育が実施されていなかったことより〈保守管理のた

めの教育の仕組み〉（1-②再掲）（⇒15 頁参照） 
 必要な手続きが行われていないことを検知する仕組みがなかったことか

ら〈高速炉用保全プログラム開発への計画的取組み〉（1-⑧再掲）（⇒18
頁参照） 

 同上〈部署や会議体の責任・権限と保守管理のガバナンス機能〉（1-⑨再

掲）（⇒18 頁参照） 
 同上〈保守管理活動を定期的に評価し改善する取組み〉（1-⑩再掲）（⇒18

頁参照） 
 保修計画課の調査が参考的なものであったことから〈保修計画課による部

内の調整や総合的な工程管理〉（1-⑫再掲）（⇒20 頁参照） 
 必要な手続きをメール配信のみで周知したとしていたことから〈管理者層

による保守管理業務のフォローやチェック〉（1-⑱再掲）（⇒24 頁参照） 

 
 
問題事象 1-6：原子力安全監査において、監査チームは、電気・計測制御設備の

点検期限の超過及び点検頻度が変更されていることを検出でき

なかった 

直接要因 1-(24) 
監査チームは、電気・計測制御設備におけるプロセス型監査として計画段

階のプロセスである保全計画（点検計画）と発注仕様書との整合性を確認す
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べきであったが、点検内容・実績の確認は行ったが、保全計画との照合は行

わなかった 

○直接要因 1-(24)の背後要因 
 もんじゅの保守管理活動を原子力安全監査する場合には、保全プログラム

の運用方法を熟知しておく必要がある等、監査内容に応じた監査の対象施

設を熟知した専門家を監査部門に招へいする必要があるが、対象施設を熟

知した専門家は当該施設でも有用な人材なため、当該人材を必要時に招へ

いできるような環境が整備されておらず、安全監査室長は要請しても要員

確保は困難と認識していた（1-㉑）〈原子力安全監査の対象施設の情報を

取得する仕組み：JOFL 3-6 自己評価〉 

 
問題事象 1-7：プラント保全部長、保修計画課長（現保全管理課長及び保全計画

課長）及び電気保修課長は、保全計画を確実に実施するために設

けられている月間レビューにおいて、電気・計測制御設備の一部

の機器で、点検期限が超過することを見つけられなかった 

直接要因 1-(9)（再掲）（⇒19 頁参照） 
電気保修課長は、点検数量が膨大である電気・計測制御設備の点検管理のた

めに人的資源や管理方式を整えるべきであったが、数万点に及ぶ機器の点検項

目を人の手で管理していたこと 

○直接要因 1-(9)の背後要因（再掲）（⇒19 頁参照） 
 〈高速炉用保全プログラム開発への計画的取組み〉（1-⑧再掲） 
 〈部署や会議体の責任・権限と保守管理のガバナンス機能〉（1-⑨再掲） 
 〈保守管理活動を定期的に評価し改善する取組み〉（1-⑩再掲） 
 〈組織として業務範囲の適正化へのフォローアップ〉（1-⑪再掲） 

直接要因 1-(25) 
プラント保全部長は、点検周期 N サイクル（N 年＋4 ヶ月）の導入に係る

保守管理要領の改正及び試験工程変更があった際に、設備点検の予実績管理を

確実にする必要があったが、月間レビューにおいて何を確認するかの検討や様

式の見直しが行われていなかった 

○直接要因 1-(25)の背後要因 
 マニュアル制定の際、施行前に教育を行っていなかったことから〈保守管

理のための教育の仕組み〉（1-②再掲）（⇒15 頁参照） 
 変更事項が及ぼす影響を検討していなかったことから〈保守管理の重要事

項について各種会議体でチェックする仕組み〉（1-⑥再掲）（⇒16 頁参照） 

直接要因 1-(26) 
保修計画課長は、設備の点検期限超過を防ぐために、点検予定と実績の管理
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を確実にする必要があったが、ルールどおりプラント保全部長へ月間レビュー

の報告を実施しなかったことがあった 

○直接要因 1-(26)の背後要因 
 プラント保全部（電気保修課）では、月間レビューを用いて設備の点検予

定と実績の管理を確実にする必要があったが、月間レビューは管理マニュ

アルに記載された「保全計画を確実に実施する」ために行うものであるこ

とを理解しておらず、月間レビューで設備管理する意識がなく、実績記入

だけのやらされ感があった（1-㉒）〈やらされ感での保守管理業務：JOFL 
6-6 ストレス〉 

 月間レビューで点検期限を管理すべきと認識していなかったことから〈保

守管理のための教育の仕組み〉（1-②再掲）（⇒15 頁参照） 
 月間レビューを合理的に管理するシステムがなかったことから〈高速炉用

保全プログラム開発への計画的取組み〉（1-⑧再掲）（⇒18 頁参照） 
 同上〈部署や会議体の責任・権限と保守管理のガバナンス機能〉（1-⑨再

掲）（⇒18 頁参照） 
 同上〈保守管理活動を定期的に評価し改善する取組み〉（1-⑩再掲）（⇒18

頁参照） 
 同上〈組織として業務範囲の適正化へのフォローアップ〉（1-⑪再掲）（⇒

19 頁参照） 
 月間レビューの上覧がなされていなかったことから〈管理者層による保守

管理業務のフォローやチェック〉（1-⑱再掲）（⇒24 頁参照） 

直接要因 1-(27) 
プラント保全部長は、保全計画（点検計画）の実施状況を把握するために、

月間レビューによって点検の実施状況を確認する必要があったが、保全計画

（点検計画）に基づく点検の実施状況を確認していないことがあった 

○直接要因 1-(27)の背後要因 
 プラント保全部では、設備の点検は保全計画（点検計画）の間隔／頻度を

遵守して期限までに行うべきであるが、長期使用可能な機器であってもメ

ーカーからは 1 年毎の点検を推奨されている事例を経験しており、技術的

な評価に基づくことなく、メーカーの推奨値には安全裕度が加味されてい

るものであると誤認してメーカー推奨値を用いて設定した期限を延長さ

せた（1-㉓）〈点検間隔／頻度の理解や点検期限管理に係る教育・サポー

ト：JOFL 5-2 集団としての学習意欲〉 
 点検計画を遵守するという認識が低かったことから〈安全最優先のメッセ

ージの現場業務への浸透〉（1-①再掲）（⇒15 頁参照） 
 月間レビューで点検期限を管理すべきと認識していなかったことから〈保
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守管理のための教育の仕組み〉（1-②再掲）（⇒15 頁参照） 
 月間レビューを合理的に管理するシステムがなかったことから〈高速炉用

保全プログラム開発への計画的取組み〉（1-⑧再掲）（⇒18 頁参照） 
 同上〈部署や会議体の責任・権限と保守管理のガバナンス機能〉（1-⑨再

掲）（⇒18 頁参照） 
 同上〈保守管理活動を定期的に評価し改善する取組み〉（1-⑩再掲）（⇒18

頁参照） 
 同上〈組織として業務範囲の適正化へのフォローアップ〉（1-⑪再掲）（⇒

19 頁参照） 
 保修計画課長が計画業務を保守担当課に委ねていたことから〈保修計画課

による部内の調整や総合的な工程管理〉（1-⑫再掲）（⇒20 頁参照） 
 月間レビューの上覧がなされていなかったことから〈管理者層による保守

管理業務のフォローやチェック〉（1-⑱再掲）（⇒24 頁参照） 
 手続きよりは現場が大事と認識していたことから〈やらされ感での保守管

理業務〉（1-㉒再掲）（⇒27 頁参照） 

 
問題事象 1-8：電気保修課では、補助冷却設備 CDU 盤等の一部について、次回

点検期限が平成 25 年 2 月であることを管理できず点検期限を超

過した 

直接要因 1-(28) 
電気保修課では、所掌する設備の点検実績と点検間隔／頻度に基づいて点検

期限を管理すべきであったが、保全計画（Rev.11）における補助冷却設備 CDU
盤等の一部について次回点検期限欄が間違って入力されていた 

○直接要因 1-(28)の背後要因 
 電気保修課長、課長代理及び電気チームリーダーは、課員が抱える業務上

の課題を共有して課題解決に向けた指導や支援を行う必要があったが、保

守管理の不備への対応で忙しく、点検管理に係る情報・状況や点検実績確

認の重要性を保守担当と共有しておらず、点検の計画・管理や未点検機器

の調査を正しく仕上げるための取組みが十分でなかった（1-㉔）〈課員の

課題を共有し指導・支援を行う取組み：JOFL 4-5-1 部署レベルのコミュ

ニケーション〉 
 誤った入力が確認できるシステムの構築がなされていなかったことから

〈高速炉用保全プログラム開発への計画的取組み〉（1-⑧再掲）（⇒18 頁

参照） 
 同上〈部署や会議体の責任・権限と保守管理のガバナンス機能〉（1-⑨再

掲）（⇒18 頁参照） 
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 同上〈保守管理活動を定期的に評価し改善する取組み〉（1-⑩再掲）（⇒18
頁参照） 

 同上〈組織として業務範囲の適正化へのフォローアップ〉（1-⑪再掲）（⇒

19 頁参照） 
 同上〈管理者層による保守管理業務のフォローやチェック〉（1-⑱再掲）（⇒

24 頁参照） 

直接要因 1-(3)（再掲）（⇒16 頁参照） 
保守担当課は、設備の点検周期 N サイクルを踏まえた点検が確実に実施でき

る計画とする必要があったが、電気保修課及び機械保修課の一部では、機器毎

の点検期限を確認しなかった（再掲） 

○直接要因 1-(3)の背後要因（再掲）（⇒16 頁参照） 
 〈保守管理のための教育の仕組み〉（1-②再掲） 
 〈保全技術の蓄積・継承のための体制整備〉（1-③再掲） 
 〈保全技術の伝承の仕組み〉（1-④再掲） 

直接要因 1-(9)（再掲）（⇒19 頁参照） 
電気保修課長は、点検数量が膨大である電気・計測制御設備の点検管理のた

めに人的資源や管理方式を整えるべきであったが、数万点に及ぶ機器の点検項

目を人の手で管理していた（再掲） 

○直接要因 1-(9)の背後要因（再掲）（⇒19 頁参照） 
 〈高速炉用保全プログラム開発への計画的取組み〉（1-⑧再掲） 
 〈部署や会議体の責任・権限と保守管理のガバナンス機能〉（1-⑨再掲） 
 〈保守管理活動を定期的に評価し改善する取組み〉（1-⑩再掲） 
 〈組織として業務範囲の適正化へのフォローアップ〉（1-⑪再掲） 

直接要因 1-(25)（再掲）（⇒26 頁参照） 
プラント保全部長は、点検周期 N サイクル（N 年＋4 ヶ月）の導入に係る保

守管理要領の改正及び試験工程変更があった際に、設備点検の予実績管理を確

実にする必要があったが、月間レビューにおいて何を確認するかの検討や様式

の見直しが行われていなかった（再掲） 

○直接要因 1-(25)の背後要因（再掲）（⇒26 頁参照） 
 〈保守管理のための教育の仕組み〉（1-②再掲） 
 〈保守管理の重要事項について各種会議体でチェックする仕組み〉（1-⑥

再掲） 

 
問題事象 1-9：電気保修課は、点検計画から特別な保全計画へ移行する際の手続

きが不十分であったにも関わらず、特別な保全計画へ移行したも

のと誤認して、点検を実施しなかった 



30 
 

直接要因 1-(29) 
電気保修課の計装チームは、設備を特別な保全計画にて管理する場合には、

特別な保全計画に設備を記載するとともに、点検計画の備考欄に特別な保全計

画に移行する旨の記載を行うこととしていたにも関わらず特別な保全計画へ

の記載を行っておらず、点検計画の備考欄への記載内容も誤った 

○直接要因 1-(29)の背後要因 
 点検計画から特別な保全計画へ移行する作業において、設備担当課と保修

計画課間にて十分に協議して計画した上で改正作業を確実にする必要が

あったが、電気保修課計装チームリーダーと保修計画課担当者間で特別な

保全計画へ移行するための手続きを共有する取組みが十分でなかった（1-
㉕）〈保全計画の作成方法の共有（段取り）：JOFL 4-9-3 工程・計画〉 

 業務連絡書やメールのみにて手続きを周知したことから〈保守管理に係る

要領類の維持管理〉（1-⑦再掲）（⇒17 頁参照） 
 手続きは担当課が行うものとして計画筆頭課としてのフォローを行って

いなかったことから〈保修計画課による部内の調整や総合的な工程管理〉

（1-⑫再掲）（⇒20 頁参照） 
 業務連絡表やメールのみにて手続きを周知したことから〈保守管理の

PDCA のために必要な教育〉（1-⑯再掲）（⇒22 頁参照） 
 手続き不備を指摘できていなかったことから〈管理者層による保守管理業

務のフォローやチェック〉（1-⑱再掲）（⇒24 頁参照） 

 
問題事象 1-10：電気保修課では、アニュラス循環排気装置計測・制御設備の点

検に係る予算が十分に確保できなかったことから、点検期限ま

でに点検を実施できなかった 

直接要因 1-(30) 
電気保修課チームリーダー及び担当者は、アニュラス循環排気装置計測・制

御設備の点検について、平成 24 年 11 月までに点検を実施しなければならなか

ったが、平成 24 年度において外注による点検に必要な予算が十分に確保でき

ず、点検をあきらめた 

○直接要因 1-(30)の背後要因 
 電気保修課長は、保全計画（点検計画）を保安規定に基づく QMS 文書と

して遵守すること、その点検計画（点検内容や点検間隔／頻度等）に従っ

て機器の点検を実施することについて、課員が理解して確実にできるよう

な教育が不足し、保全計画（点検計画）を遵守する意識の共有が図られて

いなかった（1-㉖）〈保全計画（点検計画）遵守に係る教育：JOFL 4-7-4
教育・訓練〉 
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問題事象 1-11：電気保修課では、保全計画（点検計画）における点検間隔／頻

度に基づき点検を実施しなければならないことを十分に理解

していなかったことから、非常用 DG 計装ラック（現場計器）

について点検期限までに点検しなかった 

直接要因 1-(31) 
電気保修課担当者及びチームリーダーは、非常用 DG 計装ラック（現場計器）

について保全計画（点検計画）の点検間隔／頻度に基づき、平成 24 年 11 月中

に点検を実施すべきであったが、担当者は、第 2 保全サイクル中に 1 回実施す

ればよいと誤認し、チームリーダーは、年度内に 1 回点検すればよいと誤解し

ていた 

○直接要因 1-(31)の背後要因 
 点検間隔／頻度の考え方が理解されていなかったことから（1-②再掲）〈保

守管理のための教育の仕組み〉（⇒15 頁参照） 
 点検間隔／頻度を遵守した点検を行うことが理解されていなかったこと

から〈保全計画（点検計画）遵守に係る教育〉（1-㉖再掲）（⇒30 頁参照） 

 
問題事象 1-12：電気保修課では、2 次冷却系液面計計装設備について、保全計

画（点検計画）における点検間隔／頻度に基づいて、点検を自

前で実施することとしていたが、点検期限を失念して点検を実

施しなかった 

直接要因 1-(32) 
電気保修課チームリーダー及び担当者は、保全計画（点検計画）の点検間隔

／頻度に基づき、平成 24 年 11 月中に点検を実施すべきであったが、平成 24
年 9月からの保守管理不備の対応や別の作業の管理（現場のアイソレーション）

に手いっぱいであり、当該計器の点検に思いが至らなかった 

○直接要因 1-(32)の背後要因 
 課内の業務管理が適切でなかったことから〈管理者層による保守管理業務

のフォローやチェック〉（1-⑱再掲）（⇒24 頁参照） 
 同上〈課員の課題を共有し指導・支援を行う取組み〉（1-㉔再掲）（⇒28

頁参照） 
 点検間隔／頻度を遵守した点検を行うことが理解されていなかったこと

から〈保全計画（点検計画）遵守に係る教育〉（1-㉖再掲）（⇒30 頁参照） 

直接要因 1-(33) 
電気保修課では、保全計画（点検計画）の点検間隔／頻度に基づき、平成 24

年 11 月中に点検を実施できるように管理すべきであったが、点検予定と実績

を管理するシステムとして作られていた月間レビューが点検期限管理として
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使用できるものとなっていなかった 

○直接要因 1-(33)の背後要因 
 保全計画を確実に実施するために月間レビューを行うことについての教

育が適切になされなかったことから〈保守管理のための教育の仕組み〉（1-
②再掲）（⇒15 頁参照） 

 月間レビューに点検実績等を記載する様式となっていなかったことから

〈保守管理の重要事項について各種会議体でチェックする仕組み〉（1-⑥
再掲）（⇒16 頁参照） 

 
問題事象 1-13：電気保修課では、保全計画（点検計画）における点検間隔／頻

度で点検を実施すべきであったが、「電気・計測制御設備の点

検間隔超過に対する健全性確認要領書」に基づき点検期限を超

過する前に「準じた確認」により評価して点検を行わなかった 

直接要因 1-(34) 
電気保修課では、点検期限を超過する前に点検を行うか、若しくは不適合管

理の下で評価し特別採用すべきであったが、平成 24 年 11 月の調査において作

成した健全性確認要領書において点検間隔／頻度を超過した機器の健全性を

評価する方法として、保守管理要領に規定された「準じた確認」を用いたこと

により、点検を行う必要がないとした 

○直接要因 1-(34)の背後要因 
 規定にそぐわない評価で点検の必要がないとしていたことから〈別にルー

ルを制定すれば対処できると誤認〉（1-⑰再掲）（⇒23 頁参照） 

 
問題事象 1-14：電気保修課では、同課が所掌する一部の機器について、保全計

画（点検計画）に定める点検項目、点検間隔／頻度、点検内容

に従った点検を実施しておらず点検期限を超過した 

直接要因 1-(35) 
電気保修課の担当者及びチームリーダーは、発注に際して、従来（保全プロ

グラム導入前）からの発注仕様書どおりであることを確認するだけで、保全計

画（点検計画）の点検項目・内容と発注仕様書の点検内容との整合を図らなか

った 

○直接要因 1-(35)の背後要因 
 点検計画と発注仕様に齟齬があることを認識できていなかったことから

〈管理者層による保守管理業務のフォローやチェック〉（1-⑱再掲）（⇒24
頁参照） 

 点検計画は点検の目安や参考的なものとの考えであったことから〈保全計
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画（点検計画）遵守に係る教育〉（1-㉖再掲）（⇒30 頁参照） 

直接要因 1-(36) 
電気保修課の担当者及びチームリーダーは、点検周期 N サイクル（N 年＋4

ヶ月）が導入され、機器毎に点検期限を管理することが明確化されたことから、

保全計画（点検計画）に定めた点検間隔／頻度に従って点検期限を超過しない

時期に点検が実施できるよう発注を含めた点検工程を管理すべきであったが、

点検を実施した時期が既に点検期限超過になることを確認していなかった 

○直接要因 1-(36)の背後要因 
 実績管理のために設けた月間レビューで期限チェックできていなかった

ことから〈保守管理のための教育の仕組み〉（1-②再掲）（⇒15 頁参照） 
 同上〈保守管理の重要事項について各種会議体でチェックする仕組み〉（1-

⑥再掲）（⇒16 頁参照） 
 期限内点検の工程管理の認識が不十分だったことから〈保全計画（点検計

画）遵守に係る教育〉（1-㉖再掲）（⇒30 頁参照） 

直接要因 1-(37) 
電気保修課の担当者は、外部へ発注した点検の実績を管理するためには、点

検の検収にあたって、点検記録に抜けがないことを確認すべきであったが、472
系流量計や 736 系 ITV 設備中継端子箱の点検では、受領した点検報告書の一

部で実施済としていた点検記録が抜けていることを確認していなかった 

○直接要因 1-(37)の背後要因 
 点検記録が報告書から抜けて落ちていることを確認できていなかったこ

とから〈管理者層による保守管理業務のフォローやチェック〉（1-⑱再掲）

（⇒24 頁参照） 
 点検計画と点検記録の照合を認識していなかったことから〈保全計画（点

検計画）遵守に係る教育〉（1-㉖再掲）（⇒30 頁参照） 

 
問題事象 1-15：電気保修課では、一部の機器についての保全計画（点検計画）

の記載が、現場の機器の状況にそぐわないものとなっており、

保全計画（点検計画）どおりの点検ができなかった。 

直接要因 1-(38) 
電気保修課では、保守管理の実施にあたり、機器ごとに点検すべき内容を検

討して設備機器の健全性維持に見合った保全計画（点検計画）を整備していな

かった。また、現場照合や設備仕様との整合を確認していなかった 

○直接要因 1-(38)の背後要因 
 保全プログラムを策定した所大のワーキンググループは、保安規定に基づ

く保全計画の重要性を考慮して保全プログラムの策定や導入のために十
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分な期間を確保するとともに、設備毎の機能要求や点検内容を教育してお

く必要があったが、現場照合や設備仕様と整合した保全計画に仕上げるた

めの計画（作業期間の確保や知識付与）の検討が十分でなく、段取りが不

足していた（1-㉗）〈保全プログラム導入時の作業期間の確保や教育：JOFL 
4-9-3 工程・計画〉 

 機器に見合った点検計画となっていなかったことから〈管理者層による保

守管理業務のフォローやチェック〉（1-⑱再掲）（⇒24 頁参照） 

 
問題事象 1-16：電気保修課は、714 系カバーガス法破損燃料検出装置等につい

て、点検計画から特別な保全計画へ移行する際の手続きが不十

分であったにも関わらず、特別な保全計画へ移行したものと誤

認して点検を実施しなかった（問題事象 1-9 と類似） 

直接要因 1-(29)（再掲）（⇒29 頁参照） 
電気保修課の計装チームは、設備を特別な保全計画にて管理する場合には、

特別な保全計画に設備を記載するとともに、点検計画の備考欄に特別な保全計

画に移行する旨の記載を行うこととしていたにも関わらず特別な保全計画へ

の記載を行っておらず、点検計画の備考欄への記載内容も誤った 

○直接要因 1-(29)の背後要因（再掲）（⇒29 頁参照） 
 〈保守管理に係る要領類の維持管理〉（1-⑦再掲） 
 〈保修計画課による部内の調整や総合的な工程管理〉（1-⑫再掲） 
 〈保守管理の PDCA のために必要な教育〉（1-⑯再掲） 
 〈管理者層による保守管理業務のフォローやチェック〉（1-⑱再掲） 
 〈保全計画の作成方法の共有（段取り）〉（1-㉕再掲） 

 
問題事象 1-17：電気保修課では、271 系 CLD（特性試験）について、保全計画

（点検計画）に基づく点検期限を誤って把握していたため、点

検期限までに点検ができなかった 

直接要因 1-(39) 
電気保修課では、保全計画（点検計画）に基づき点検期限を迎える機器を正

確に把握しておく必要があったが、プラント保全部次長から指示のあった至近

（平成 24 年 12 月～平成 25 年 2 月）に点検期限を迎える機器の抽出リストを

作成した際、当該機器の前回の点検実績を他の実績と取り違えたことから、平

成 23 年 8 月と入力すべきところ平成 23 年 9 月と誤った入力があった 

○直接要因 1-(39)の背後要因 
 点検実績誤記載の確認やシステムの構築ができていなかったことから〈高

速炉用保全プログラム開発への計画的取組み〉（1-⑧再掲）（⇒18 頁参照） 
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 同上〈部署や会議体の責任・権限と保守管理のガバナンス機能〉（1-⑨再

掲）（⇒18 頁参照） 
 同上〈保守管理活動を定期的に評価し改善する取組み〉（1-⑩再掲）（⇒18

頁参照） 
 点検実績誤記載の確認ができていなかったことから〈管理者層による保守

管理業務のフォローやチェック〉（1-⑱再掲）（⇒24 頁参照） 

 
問題事象 1-18：電気保修課は、771 系非常用 DG（C 号機）の一部の機器につ

いて、保全計画（点検計画）に基づく点検期限を正しく把握し

ていたにも関わらず、点検期限までに点検を実施しなかった 

直接要因 1-(40) 
非常用 DG の点検管理を自ら担当している電気保修課チームリーダーは、プ

ラント保全部次長から指示のあった至近（平成 24 年 12 月～平成 25 年 2 月）

に点検期限を迎える機器の抽出リストに基づき点検を実施すべきであったが、

当該機器が平成 24 年 12 月に点検期限が来るとの認識はあったものの、平成

24 年 12 月には A 号機が点検中であったため、C 号機も含めて非常用 DG の 2
台を待機除外とはできないと自ら判断したこと 

○直接要因 1-(40)の背後要因 
 課題の共有化ができていなかったことから〈課題解決を支援し課員のモチ

ベーションを高める取組み〉（1-⑮再掲）（⇒22 頁参照） 
 点検計画を遵守するという認識がなったことから〈保全計画（点検計画）

遵守に係る教育〉（1-㉖再掲）（⇒30 頁参照） 

 
問題事象 1-19：電気保修課では、1 次、2 次予熱ヒータについて、平成 25 年 3

月に点検を実施すればよいと考えていたため設備に見合った点

検期限までに点検を実施しておらず、点検期限の起点の考え方

を間違って点検期限を超過した 

直接要因 1-(41) 
電気保修課では、当該予熱ヒータの次回点検時期を設定するにあたり、起点

をヒータ個々の点検が完了したそれぞれの時期（平成 21 年 10 月）とすべきで

あったが、保修計画課長が内容を精査せずに発行した点検の起点の考え方が曖

昧となっている業務連絡書の指示に従って、予熱ヒータの点検が完了した後に

作成した点検・補修等の結果の確認評価（様式-1）月（平成 21 年 11 月）を起

点として採用した 

○直接要因 1-(41)の背後要因 
 点検完了の定義を業務連絡書のみで周知していたことから〈保守管理に係
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る要領類の維持管理〉（1-⑦再掲）（⇒17 頁参照） 
 点検実績日の考え方の検討が不十分なまま周知されたことから〈管理者層

による保守管理業務のフォローやチェック〉（1-⑱再掲）（⇒24 頁参照） 

 
問題事象 1-20：電気保修課は、淡水供給設備制御盤、排水移送系計測・制御設

備現場操作盤の外観点検について、従前から慣例的に行ってい

る 3 ヶ月に 1 回の点検しか実施しておらず、保全計画（点検計

画）において毎月点検するとしていた設備の点検期限を超過し

た 

直接要因 1-(42) 
電気保修課は、外注で行っている当該制御盤等の点検について保全計画（点

検計画）の点検内容と整合を確認し、保修計画課へ発注依頼すべきであったが、

保全計画（点検計画）の内容と整合のとれていない発注を依頼していた 

○直接要因 1-(42)の背後要因 
 点検計画と整合しない発注としていたことから〈管理者層による保守管理

業務のフォローやチェック〉（1-⑱再掲）（⇒24 頁参照） 
 同上〈保全計画（点検計画）遵守に係る教育〉（1-㉖再掲）（⇒30 頁参照） 

直接要因 1-(43) 
電気保修課は、点検期限を超過する前に不適合管理の下で評価し、特別採用

すべきであったが、平成 24 年 11 月の調査において作成した「電気・計測制御

設備の点検計画の手続きの遅れに関する確認調査要領書」において点検間隔／

頻度を超過した機器の健全性を評価する方法として「準じた確認」を用いてい

た 

○直接要因 1-(43)の背後要因 
 規定にそぐわない評価で点検期限超過機器の健全性評価を実施したこと

から〈別にルールを制定すれば対処できると誤認〉（1-⑰再掲）（⇒23 頁

参照） 

直接要因 1-(44) 
電気保修課チームリーダー及び担当者は、保全計画（点検計画）の点検間隔

／頻度で点検を実施しておく必要があったが、実際に行われている制御盤等の

外観点検の点検周期と保全計画（点検計画）における点検間隔／頻度が整合し

ていないことの確認がなされていなかった 

○直接要因 1-(44)の背後要因 
 点検計画に則った点検ができていなかったことから〈保全計画（点検計画）

遵守に係る教育〉（1-㉖再掲）（⇒30 頁参照） 
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問題事象1-21：機械保修課において、1次アルゴンガス系空気作動弁について、

保全計画（点検計画）の次回点検期限欄に誤った点検期限が記

載されていたため、点検期限の管理ができず保全計画（点検計

画）で定めた点検期限を超過した 

直接要因 1-(45) 
機械保修課は、1 次・2 次冷却系設備の点検間隔／頻度の考え方の統一化の

観点から保全計画（点検計画）を改正した際に、初回の点検となる機器につい

ては点検期限の起点を保全プログラム開始時とする必要があったが、そのよう

な教育が実施されておらず、保全計画（点検計画）を改正した時点を点検期限

の起点とする誤った考え方をしていた 

○直接要因 1-(45)の背後要因 
 点検期限の起点の考え方の周知が口頭のみであったことから〈保守管理の

ための教育の仕組み〉（1-②再掲）（⇒15 頁参照） 
 同上〈保守管理に係る要領類の維持管理〉（1-⑦再掲）（⇒17 頁参照） 

 
問題事象 1-22：機械保修課では、清水膨張タンク等の保全計画（点検計画）が

定めたとおりの点検間隔で点検管理できるものとなっていなか

った 

直接要因 1-(4)（再掲）（⇒16 頁参照） 
機械保修課長及び同課の一部では、QMS に規定されていない場合は業務に

適用できないにも関わらず、点検期限を設定するにあたって、機器の点検のた

めに当該機器を停止していた期間は次の点検までの期間に含めない（アウトオ

ブサービス）と考えていた 

○直接要因 1-(4)の背後要因（再掲）（⇒16 頁参照） 
 〈保守管理のための教育の仕組み〉（1-②再掲） 
 〈要領類等の審査・承認において各職位の立場でチェックを行う仕組み〉

（1-⑤再掲） 
 〈保守管理の重要事項について各種会議体でチェックする仕組み〉（1-⑥

再掲） 

 
問題事象 1-23：配管支持構造物の点検要領書には、機能を発揮しうる状態にあ

るか否かの観点からの点検を行うことが記載されておらず、必

要な点検ができていなかった 

直接要因 1-(46) 
 機械保修課及び燃料環境課の担当者は、配管支持構造物としての機能を発揮

しうる状態にあるか否かの観点からの点検内容を点検要領書に記載すべきで
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あったが、過去の点検要領書（長期停止プラント(高速増殖原型炉「もんじゅ」)
の設備健全性確認等)を参考にして、点検内容（表面にかき傷・打こん・クラッ

ク等がないことの確認等）を記載した 

○直接要因 1-(46)の背後要因 
 担当者の保守経験が浅かったことから〈保全技術の蓄積・継承のための体

制整備〉（1-③再掲）（⇒15 頁参照） 
 点検要領書の標準化などが組織的に行われていなかったことから〈保全技

術の伝承の仕組み〉（1-④再掲）（⇒15 頁参照） 

直接要因 1-(47) 
 機械保修課及び燃料環境課では、保全計画（点検計画）に基づいて点検要領

書を作成していたが、保全計画（点検計画）には配管支持構造物としての機能

を発揮しうる状態にあるか否かの観点からの点検内容が記載されていなかった 

○直接要因 1-(47)の背後要因 
 保全技術の継続的な維持・向上を図るために、新たな知見や保守経験を蓄

積し、保全計画（点検計画）や要領書に反映するべきであったが、そのよ

うな改善につなげる仕組みが機能していなかった（1-㉘）〈保全技術の蓄

積の仕組み：JOFL 4-3-2 技術伝承〉 
 検討不足の保全プログラムが導入されたことから〈保全プログラム導入時

の作業期間の確保や教育〉（1-㉗再掲）（⇒34 頁参照） 

 
問題事象 1-24：機械保修課及び燃料環境課では、保全計画（点検計画）で配管

支持構造物「1 式」を点検対象として点検範囲を限定していない

にも関わらず、点検要領書では可視範囲に限定し、それ以外の

範囲（以下「可視不可部」という。）について点検を実施してい

ない等、保全計画（点検計画）に基づく配管支持構造物の点検

が適切にできていなかった 

直接要因 1-(48) 
機械保修課及び燃料環境課では、可視不可部の存在を認識していたにも関わ

らず、外観点検の点検要領における可視不可部の健全性評価の方法が明確にな

っていなかった 

○直接要因 1-(48)の背後要因 
 目視できない箇所は妥当性評価でよいと認識していたことから〈保全技術

の伝承の仕組み〉（1-④再掲）（⇒15 頁参照） 
 点検計画の充足性に思い至らなかったこと等から〈保全技術の蓄積の仕組

み〉（1-㉘再掲）（⇒38 頁参照） 
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問題事象 1-25：機械保修課及び燃料環境課は、配管支持構造物の点検結果につ

いて個々の機器を特定できるように記録すべきであったが、「1
式」として記録し、個々の機器を特定できるように記録してい

なかった 

直接要因 1-(49) 
 機械保修課及び燃料環境課では、保全計画（点検計画）に機器数量「1 式」

として記載されている配管支持構造物の点検記録について、リストやアイソメ

図を添付し、個々の支持構造物が特定できるように記録することをルール

（QMS 文書 作業要領標準記載要領）として明確に定めていなかった 

○直接要因 1-(49)の背後要因 
 目視できない箇所は妥当性評価でよいと認識していたことから〈保全技術

の伝承の仕組み〉（1-④再掲）（⇒15 頁参照） 
 点検計画の充足性に思い至らなかったこと等から〈保全技術の蓄積の仕組

み〉（1-㉘再掲）（⇒38 頁参照） 

直接要因 1-(50) 
機械保修課の担当者は、点検要領書・報告書に点検範囲を示すもの（配管系

統図や対象機器のリスト等）を添付し、当該箇所を色塗りすることで点検した

機器を特定できるように記録すべきであったが、配管系統図を添付していなか

ったり、色塗りをしていなかった 

○直接要因 1-(50)の背後要因 
 配管系統図等の添付に思い至らなかったことから〈保全技術の伝承の仕組

み〉（1-④再掲）（⇒15 頁参照） 
 系統図や機器リストの添付等を指摘できなかったことから〈要領類等の審

査・承認において各職位の立場でチェックを行う仕組み〉（1-⑤再掲）（⇒

16 頁参照） 

 
問題事象 1-26：もんじゅは、平成 25 年度第 4 回保安検査で、配管支持構造物

の点検について一部点検が実施されていないものと指摘された

にも関わらず、平成 26 年度第 2 回保安検査まで指摘された箇所

の扱いを適切に処置しなかった 

直接要因 1-(51) 
 もんじゅでは、自ら定めた保全計画（点検計画）を基に全ての機器を特定し

て点検すべきであったが、保全計画（点検計画）の当該設備（配管支持構造物）

は「1 式」で点検を実施することになっており、点検要領では外観点検は可視

可能な範囲としていたことから、保安検査官の指摘について保全計画（点検計

画）に立ち返った要求事項に対する検討が行われず、不適合の識別ができてい
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なかった 

○直接要因 1-(51)の背後要因 
 もんじゅでは、不適合が発生した場合、要求事項に適合しない状況が放置

されることを防ぐために、不適合を迅速に識別して機器の健全性を評価し

て適切な処置を行うべきであったが、不適合管理が正しく理解されておら

ず、QMS の教育が十分でなかった（1-㉙）〈不適合管理の教育：JOFL 4-7-4
教育・訓練〉 

 所長代理及び運営管理室長は、QMS のルールに則って保守管理の不備に

係る不適合管理を適切に行い、未点検状態を解消することを議論し、適切

な情報を提示すべきであったが、適切な判断に必要な情報の伝達や検討結

果の妥当性の確認が十分に行われていなかった（1-㉚）〈不適合管理の判

断に係る検討や情報共有：JOFL 4-1-4 発電所の意思決定〉 
 保安検査対象部署は、保安検査官からの指摘を自らの安全の考え方に照ら

して、内包する課題を検討した上で適切に処置すべきであったが、不適合

の的確な処置と改善に繋げるための有効なアクションができていなかっ

た（1-㉛）〈規制側の指摘への検討や処置に係る対応：JOFL 1-4 組織間関

係(外部コミュニケーション)〉 

 
問題事象 1-27：電気保修課は、保全計画（点検計画）において、2 次主冷却系

循環ポンプの温度スイッチ等が重複記載されており、電気チー

ム側の点検は実施していたが、計装チーム側は保全計画（点検

計画）に従った点検を実施していなかった 

直接要因 1-(52) 
電気保修課計装チームは、保全計画（点検計画）に当該機器が記載されてい

るにも関わらず、当該機器を所掌している認識がなく、また、当該機器につい

て保全計画（点検計画）を確認していなかった 

 

直接要因 1-(53) 
電気保修課は、平成 21 年の保全計画作成時、電気チームは制御盤、計装チ

ームは温度スイッチとして、当該機器の保全計画（点検計画）を作成し、保全

計画（点検計画）改正で所掌範囲が不明確なまま、詳細化の記載に伴い双方の

計画に同じ機器番号、点検項目等が記載された 

○直接要因 1-(52) 及び 1- (53)の背後要因 
 点検計画の重複記載の適切な改善ができなかったことから〈管理者層によ

る保守管理業務のフォローやチェック〉（1-⑱再掲）（⇒24 頁参照） 
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第 2 節 頂上事象 B「保守管理上の不備に係る調査が不十分で何度も繰り返

した」に係る分析結果 
もんじゅでは、点検期限超過や手続き不備等の保守管理上の不備について、

自らの調査によって不適合を摘出し、要求事項に適合しない状況が放置されな

いように的確に処置していくべきであったが、保安検査等で指摘された都度等

で実施した調査では、調査範囲が限定的であったり点検項目が抜けていたり、

他課への水平展開が不足している等、そもそも調査の要求事項が明確となって

おらず計画がきちんと検討されていなかったことから、何度も同様な調査を繰

り返すこととなってしまった。特に、原子力規制委員会からの措置命令対応を

図るべくもんじゅを挙げて実施した所大チェックにおいても、点検時期や範囲

を限定する等、誤りを抽出するに十分な計画となっていなかったことに加えて、

抽出された疑義を設備担当課長の判断で問題なしと処置してしまったものもあ

る等、調査を実施するために計画された手順に問題があった。 
本案件で見出された 13 の問題事象毎に「直接要因」とその背後に潜む「組織

の要素を含む背後要因」を分析した。 

 
問題事象 2-1：機械保修課では、点検期限を超過した機器の調査方法の確認が不

足していた 

直接要因 2-(1) 
機械保修課の一部では、点検期限の調査にあたって保安規定と整合した保全

計画に基づいて点検実績を確認すべきであったが、点検期限を管理する考え方

が不適切であったことから、点検期限を超過した機器を超過していないものと

した 

○直接要因 2-(1)の背後要因 
 点検期限の起点の考え方が理解されていなかったことから〈保守管理のた

めの教育の仕組み〉（1-②再掲）（⇒15 頁参照） 
 同上〈保全技術の蓄積・継承のための体制整備〉（1-③再掲）（⇒15 頁参

照） 
 同上〈保全技術の伝承の仕組み〉（1-④再掲）（⇒15 頁参照） 
 要領類に規定のないアウトオブサービスの考え方を用いていたことから

〈要領類等の審査・承認において各職位の立場でチェックを行う仕組み〉

（1-⑤再掲）（⇒16 頁参照） 
 同上〈保守管理の重要事項について各種会議体でチェックする仕組み〉（1-

⑥再掲）（⇒16 頁参照） 
 規定と整合しないルールを用いたことから〈保守管理に係る要領類の維持

管理〉（1-⑦再掲）（⇒17 頁参照） 
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 同上〈別にルールを制定すれば対処できると誤認〉（1-⑰再掲）（⇒23 頁

参照） 
 同上〈管理者層による保守管理業務のフォローやチェック〉（1-⑱再掲）（⇒

24 頁参照） 

直接要因 2-(2) 
プラント保全部では、点検期限超過の調査についての調査条件や方法を統

一した上で調査すべきであったが、調査にあたっての方法が統一されていなか

った 

 

直接要因 2-(3) 
機械保修課は、他の保守担当課で行われた調査方法や結果について把握して

おく必要があったが、電気保修課で行った調査方法やその結果の情報を知らな

かった 

○直接要因 2-(2)及び 2-(3)の背後要因 
 プラント保全部長は、点検期限超過の調査を指示するにあたり、各課の状

況によるものとして、直近の点検実績だけでなく保全プログラム導入時ま

でに遡って確認する等の調査条件を明確にせず共有化を図らなかった（2-
①）〈点検期限超過の調査の条件の共有：JOFL 4-9-3 工程・計画〉 

 
問題事象 2-2：もんじゅの調査・確認チーム及び燃料環境課では、点検期限の超

過に係るエビデンスの確認が不足していた 

直接要因 2-(4) 
燃料環境課長は、点検期限超過に係る調査において、点検期限が変更されて

いる場合には変更に係る手続きを確認する必要があったが、保全計画（点検計

画）の「次回点検期限」欄が変更されている設備について、変更に係る手続き

を確認していなかったものがあった 

○直接要因 2-(4)の背後要因 
 「点検実績確認要領」の横断的なチェックが機能していなかったことから

〈要領類等の審査・承認において各職位の立場でチェックを行う仕組み〉

（1-⑤再掲）（⇒16 頁参照） 
 同上〈保守管理の重要事項について各種会議体でチェックする仕組み〉（1-

⑥再掲）（⇒16 頁参照） 
 変更手続きが実施されていることを確認していなかったことから〈管理者

層による保守管理業務のフォローやチェック〉（1-⑱再掲）（⇒24 頁参照） 
 点検期限超過に必要な手続きを確認していなかったことから〈保守管理意

識を常に問いかける姿勢〉（1-⑲再掲）（⇒24 頁参照） 



43 
 

直接要因 2-(5) 
点検期限超過を調査するために設けられたもんじゅとしての調査・確認チー

ムは、点検期限の変更が行われている可能性がある箇所については、記載内容

や手続きの妥当性を確認する必要があったが、「次回点検期限」欄が変更され

ている設備について、変更に係る手続きを確認しなかった 

○直接要因 2-(5)の背後要因 
 運営管理室長や所大チェック事務局は、点検期限超過の調査の実施計画に

おいて、（「課題発生時対応要領」や「業務の計画に係る作成要領」に定め

られた）調査に必要な条件や内容を明確にする必要があったが、調査を実

施するための要求事項など「7.1 業務の計画」を理解して計画を作成する

取組みが不足していた（2-②）〈「業務の計画」に則った点検期限超過の調

査計画の検討：JOFL 4-9-3 工程・計画〉 
 確認方法が事前に周知されていなかったことから〈保守管理のための教育

の仕組み〉（1-②再掲）（⇒15 頁参照） 
 情報の流れや職務と責任が明確でないことを指摘できなかったことから

〈要領類等の審査・承認において各職位の立場でチェックを行う仕組み〉

（1-⑤再掲）（⇒16 頁参照） 
 同上〈保守管理の重要事項について各種会議体でチェックする仕組み〉（1-

⑥再掲）（⇒16 頁参照） 

 
問題事象 2-3：もんじゅでは、措置命令報告書の精査が不十分であり、電気・計

測制御設備の点検期限を超過した安全機能の重要度分類のうち

クラス 1 の機器について、点検を完了した機器数に誤りがあった 

直接要因 2-(6) 
所大で対応を図る必要が生じた場合に適用される「課題発生時対応要領」で

は、運営管理室長が、課題発生時対応の実施計画段階で対応体制の情報共有に

ついて明確にするとされているが、保守管理不備に係る点検期限超過の調査の

実施計画において、各班の実施プロセスに対するインプットとアウトプットを

明確にしていなかった 

 

直接要因 2-(7) 
運営管理室長は、「課題発生時対応要領」において実施計画の段階で進捗管

理を明確にすることとされているにも関わらず、実施計画の中で報告書の提出

に向けた進捗管理の具体的方法を明確にしていなかった 

○直接要因 2-(6)及び 2-(7)の背後要因 
 情報の流れや職務と責任が明確でないことを指摘できなかったことから
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〈要領類等の審査・承認において各職位の立場でチェックを行う仕組み〉

（1-⑤再掲）（⇒16 頁参照） 
 同上〈保守管理の重要事項について各種会議体でチェックする仕組み〉（1-

⑥再掲）（⇒16 頁参照） 
 実施プロセスにおけるインプット、アウトプットを明確にしていなかった

ことから〈「業務の計画」に則った点検期限超過の調査計画の検討〉（2-
②再掲）（⇒43 頁参照） 

   
問題事象 2-4：電気保修課では、エビデンスに基づく点検期限超過に係る調査結

果の説明資料の作成が正確にできなかった 

直接要因 2-(8) 
電気保修課管理職は、SID と同様な事象の調査にあたり、調査計画を明確に

して実行すべきであったが、調査開始時期に具体的な調査方法、スケジュール、

調査体制の指示をしなかったので調査情報が統一されていなかった 

○直接要因 2-(8)の背後要因 
 類似の件を既に説明していたために当該案件は理解しているものとして

指示しなかったことから〈管理者層による保守管理業務のフォローやチェ

ック〉（1-⑱再掲）（⇒24 頁参照） 
 詳細な調査方法、体制、工程を指示しなかったことから〈点検期限超過の

調査の条件の共有〉（2-①再掲）（⇒42 頁参照） 

直接要因 2-(9) 
電気保修課では、SID と同様な事象の調査にあたり、所掌する設備の点検の

計画と実績を整理しておく必要があったが、照合調査作業を行う際、点検報告

書の調査が不十分だった 

○直接要因 2-(9)の背後要因 
 電気保修課や機械保修課のライン職は、保全計画（点検計画）及び実績管

理に必要なデータを担当課員以外でも確認できるように管理を統一して

おくべきであったが、自ら行うべき役割、職務と責任の自覚が不足してお

り、自営の点検管理や保全計画（点検計画）のデータ管理を担当者に任せ

ている等、保全計画（点検計画）から点検報告書、記録までの一元管理が

できていなかった（2-③）〈管理者による保守管理情報の一元的な管理：

JOFL 4-7-1 役割・責任〉 
 電気保修課長は、所掌する設備の点検項目と点検内容を課員に周知・理解

させておく必要があったが、課内マニュアルの教育が設備の概要を紹介す

る程度であり、設備点検の実施項目と実施内容についての教育が十分でな

く、課員の一部では保全に係る基礎的な知識が不足していた（2-④）〈点
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検の管理や業務計画に係る教育内容：JOFL 4-7-4 教育・訓練〉 

直接要因 2-(10) 
電気保修課員は、調査に用いる電子データの確認を確実に行うべきであった

が、調査対象とする保全計画（点検計画）とは異なる電子データをチェックシ

ートに用いた 

○直接要因 2-(10)の背後要因 
 マスターファイルの履歴管理をしていなかったことから〈管理者による保

守管理情報の一元的な管理〉（2-③再掲）（⇒44 頁参照） 

直接要因 2-(11) 
電気保修課長は、エビデンスに基づく説明資料が正確に作成されていること

を確認する必要があったが、点検期限超過に係る調査に労力と時間が必要であ

るにも関わらず、説明資料の内容確認についてもんじゅ及びプラント保全部に

応援体制を要請しなかった 

 

直接要因 2-(12) 
プラント保全部長は、電気保修課が作成した説明資料がエビデンスに基づ

き正確に作成され、精査されていることを確認する必要があったが、電気保修

課の作業量を把握しておらず、説明資料の内容確認作業をプラント保全部で展

開する体制を敷かなかった 

○直接要因 2-(11)及び 2-(12)の背後要因 
 電気保修課長は、課内で作成した説明資料がエビデンスに基づき正確に作

成されていることを確認すべきであったが、SID の類似調査や点検実績入

力は電気保修課内で行うものと考え、業務量や作成資料の重要性の観点か

ら部レベルで取り組む課題との認識がなかったこと（2-⑤）〈点検期限超

過の調査の体制整備：JOFL 4-9-3 工程・計画〉 

 
問題事象 2-5：電気保修課で作成した点検期限超過に係る調査結果の説明資料

が適切であるかの確認が不足していた 

直接要因 2-(13) 
もんじゅの調査・確認チームは、電気保修課が作成した説明資料がエビデン

スに基づき正確に作成されていることを確認する必要があったが、同チームが

行った作業は、電気保修課が調査した件数を確定するための内容となっていた

○直接要因 2-(13)の背後要因 
 プラント保全部長や電気保修課長は、不適合が発生した場合、積極的かつ

迅速に対応すべきであったが、過去の経験から件数の扱いは慎重にするべ

きと捉えて数の確定に傾注していたため、もんじゅ内外への対応が遅れた
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（2-⑥）〈保守管理の不備に係るもんじゅ内外への対応ルール：JOFL 
4-5-2 報告する文化〉 

 
問題事象 2-6：電気保修課は、平成 25 年 7 月、8 月の電気保修課内での調査を

実施するまで、平成 24 年 12 月に入った時点で点検期限を超過

している機器があることを発見できなかった 

直接要因 2-(14) 
電気保修課では、平成 24 年 12 月に入った時点で点検期限を超過しているこ

とを早期に発見すべきであったが、平成 25 年 7 月、8 月に調査を実施するま

でに行った調査では、平成 24 年 12 月から平成 25 年 3 月までに実施した点検

の実績が報告書と比較して誤りがないかを確認するのみであり、平成 24 年 12
月に入った時点での点検期限超過を発見できる調査ではなかった 

○直接要因 2-(14)の背後要因 
 検査で指摘された視点を用いた必要最低限のチェックとしていたことか

ら（2-②再掲）〈「業務の計画」に則った点検期限超過の調査計画の検討〉

（⇒43 頁参照） 

 
問題事象 2-7：電気保修課では、平成 25 年 7 月～9 月の電気保修課内確認及び

所大の未点検機器個数確定のための点検成績書の調査（以下「所

大チェック」という。）を実施するまで、250 系 2 次アルゴンガ

ス系ガスクロ等の外観点検に係る点検実績を問題ないものとし

ていた 

直接要因 2-(15) 
電気保修課では、平成 24 年 9 月末～11 月末に入力した点検実績について、

平成 25 年 4 月（平成 25 年 3 月末までの実績確認作業）までの間、入力した実

績を確認していなかった 

○直接要因 2-(15) の背後要因 
 入力作業に手いっぱいで、作業工程の調整と管理ができなかったことから

〈課員の課題を共有し指導・支援を行う取組み〉（1-㉔再掲）（⇒28 頁参

照） 
 同上〈点検期限超過の調査の体制整備〉（2-⑤再掲）（⇒45 頁参照） 

直接要因 2-(16) 
電気保修課では、平成 24 年 9 月末～11 月末に入力した点検実績に加えて、

平成 25 年 3 月末までの点検実績について、平成 25 年 6 月までの間に再確認し

たが、その中で確認された誤った実績を修正していなかった 

○直接要因 2-(16)の背後要因 
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 未点検機器数が変わる点検実績の修正を迅速に決断できなかったことか

ら〈保守管理の不備に係るもんじゅ内外への対応ルール〉（2-⑥再掲）（⇒

46 頁参照） 

 
問題事象 2-8：電気保修課は、保全計画における点検計画から特別な保全計画へ

の移行手続きを整理した保全計画 Rev.12 制定の際に、移行手続

き不備により点検期限が超過していることの調査が適切に実施

できていなかった 

直接要因 2-(17) 
電気保修課は、点検計画から特別な保全計画への移行手続きをまとめて実施

した平成 25 年 5 月の保全計画 Rev.12 改正時に、移行手続きが不十分なため点

検期限を超過した機器が発生していることを発見し不適合管理すべきであった

が、過去に移行手続きが不十分で未点検となっている機器(平成 25 年 1 月に点

検期限超過）について確認を行わなかった 

○直接要因 2-(17)の背後要因 
 保全計画改正で未点検は反映されていると思い込み再確認ができていな

かったことから〈管理者層による保守管理業務のフォローやチェック〉（1-
⑱再掲）（⇒24 頁参照） 

 
問題事象 2-9：平成 24 年度第 4 回保安検査にて、非常用 DG の点検間隔／頻度

の考え方について当時のルールにないアウトオブサービスを適

用するなど、点検管理の考え方の統一が取れていないとの指摘を

受けた際、電気保修課での調査時における点検間隔／頻度の考え

方に問題がないことを再確認しなかった 

直接要因 2-(18) 
電気保修課では、予熱ヒータの点検実績として、前回点検実績日と次回点検

実施日とすべきであったが、実際には前回評価日から次回評価日で管理してい

たにも関わらず、点検間隔が点と点で管理されているため、水平展開を行わな

くてもいいと誤解していた 

○直接要因 2-(18)の背後要因 
 点検期限の考え方が統一されておらず各課の考え方で運用されていたこ

とから〈保守管理の PDCA のために必要な教育〉（1-⑯再掲）（⇒23 頁参

照） 

 
問題事象 2-10：機械保修課は、保安検査で要求のあった安全機能の重要度クラ

ス 1（MS-1）の機器の抽出結果を取りまとめた MS-1 機器リス
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トから清水膨張タンク等の点検項目が漏れていた 

直接要因 2-(19) 
機械保修課担当者は、保全計画（点検計画）から MS-1 機器の点検リストを

抽出する際に、清水膨張タンク等の開放点検は抽出したが、外観点検が抽出で

きなかった 

○直接要因 2-(19)の背後要因 
 担当者の失念によって必要なデータが検索されていなかったことから〈管

理者層による保守管理業務のフォローやチェック〉（1-⑱再掲）（⇒24頁参

照） 
 担当者が独自にデータを作成していたことから〈管理者による保守管理情

報の一元的な管理〉（2-③再掲）（⇒44 頁参照） 

 
問題事象 2-11：未点検か否かについて点検内容と点検成績書で確認するための

「点検成績書の記載に係る所大チェック手順書」（以下「所大

チェック手順書」という。）は、保全計画（点検計画）の誤り

を十分に抽出できるものではなかった 

直接要因 2-(20) 
所大チェック事務局（プラント保全部）は、所大チェック手順書において、

所大チェックで保全計画（点検計画）の誤りを厳格に抽出できる作業内容とす

べきであったが、確認する範囲を「直近 2 回分（直近及び直々近）」に限定した

り、疑義とする判断基準に代替点検等を容認しうるような表現を用いる等の内

容にしていた 

○直接要因 2-(20)の背後要因 
 調査に係る作業見積ができていなかったことから〈管理者層による保守管

理業務のフォローやチェック〉（1-⑱再掲）（⇒24 頁参照） 
 手順書が「業務の計画の作成要領」に則って整備されていなかったことか

ら〈「業務の計画」に則った点検期限超過の調査計画の検討〉（2-②再掲）

（⇒43 頁参照） 

直接要因 2-(21) 
所大チェック事務局は、所大チェック手順書の作成にあたって、未点検を確

実に抽出するための必要な事項を明確にすべきであったが、作業の要求事項、

プロセスの確立、資源の提供、監視・測定、記録を検討せず、それらを所大チ

ェック手順書に記載しなかった 

○直接要因 2-(21)の背後要因 
 手順書策定にあたって、各職位が自己の所掌範囲のチェックができていな

かったことから〈要領類等の審査・承認において各職位の立場でチェック
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を行う仕組み〉（1-⑤再掲）（⇒16 頁参照） 
 手順書の要求事項の過不足について指導ができていなかったことから〈管

理者層による保守管理業務のフォローやチェック〉（1-⑱再掲）（⇒24 頁

参照） 
 手順書が「業務の計画の作成要領」に則って整備されていなかったことか

ら〈「業務の計画」に則った点検期限超過の調査計画の検討〉（2-②再掲）

（⇒43 頁参照） 

直接要因 2-(22) 
所大チェック事務局は、所大チェック手順書の作成にあたり、所大チェック

作業を行う前に、未点検を確実に抽出できることをレビューすべきであった

が、手順書のレビュー項目を決めていなかった 

○直接要因 2-(22)の背後要因 
 手順書が「業務の計画の作成要領」に則って整備されていなかったことか

ら〈「業務の計画」に則った点検期限超過の調査計画の検討〉（2-②再掲）

（⇒43 頁参照） 

 
問題事象 2-12：所大チェックの疑義を処理するための「成績書に対するコメン

ト・疑義及び対応リストの処理手順」（以下「疑義処理手順」と

いう。）では、設備担当課に任せた疑義処理の結果を所大チェッ

ク班で再確認するようになっていなかった 

直接要因 2-(23) 
所大チェック事務局は、疑義処理手順において、所大チェックで抽出した疑

義が確実に保全計画（点検計画）の見直しに反映されていることを確認できる

作業フローにすべきであったが、保全計画（点検計画）の見直しに反映するか

どうかの処理を設備担当課に判断させる作業フローにした 

○直接要因 2-(23)の背後要因 
 手順書策定にあたって、各職位が自己の所掌範囲のチェックができていな

かったことから〈要領類等の審査・承認において各職位の立場でチェック

を行う仕組み〉（1-⑤再掲）（⇒16 頁参照） 
 手順書が「業務の計画の作成要領」に則って整備されていなかったことか

ら〈「業務の計画」に則った点検期限超過の調査計画の検討〉（2-②再掲）

（⇒43 頁参照） 

直接要因 2-(24) 
所大チェック事務局は、疑義処理手順の作成にあたり、疑義処理作業を行う

前に、疑義を確実に処理できることをレビューすべきであったが、手順書のレ

ビュー項目を決めていなかった 
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○直接要因 2-(24)の背後要因 
 手順書が「業務の計画の作成要領」に則って整備されていなかったことか

ら〈「業務の計画」に則った点検期限超過の調査計画の検討〉（2-②再掲）

（⇒43 頁参照） 

 
問題事象 2-13：所大チェック班の確認員は、所大チェック手順書に従って作業

を実施したが、一部を疑義として抽出できなかった。 

直接要因 2-(25) 
所大チェック事務局は、1 次アルゴンガス系設備の支持構造物の外観点検で

は、機器個数が「1 式」とした構成機器の点検実績が特定できないことを疑義

として抽出できるような手順書とすべきであったが、所大チェック手順書に

は、「1 式」表記の構成機器の点検実績を確認する方法が明記されていなかった

 

直接要因 2-(26) 
所大チェック事務局は、1 次主冷却系循環ポンプ M－G セット C 油冷却器出

口温度計の外観点検では、外観点検（点検項目）の代替点検として絶縁抵抗測

定及び導通確認（点検内容）を実施していることを疑義として抽出できるよう

な手順書とすべきであったが、所大チェック手順書では、点検計画の記載内容

（「点検項目」と「点検内容」等）を個々に点検成績書で確認することのみに

なっていた 

○直接要因 2-(25)及び 2-(26)の背後要因 
 点検項目と点検内容の整合がチェックされていなかったことから〈要領類

等の審査・承認において各職位の立場でチェックを行う仕組み〉（1-⑤再

掲）（⇒16 頁参照） 
 点検項目と点検内容の整合性確認に思いが至らなかったことから〈管理者

層による保守管理業務のフォローやチェック〉（1-⑱再掲）（⇒24 頁参照） 
 手順書が「業務の計画の作成要領」に則って整備されていなかったことか

ら〈「業務の計画」に則った点検期限超過の調査計画の検討〉（2-②再掲）

（⇒43 頁参照） 

 
問題事象 2-14：所大チェックで抽出された点検実績等の疑義に対して、設備所

管課長の判断で「問題ないもの（点検を実施したもの）」として

処理していた 

直接要因 2-(27) 
電気保修課は、1 次主循環ポンプ A 軸封部供給第 1 停止弁の外観点検では、

外観点検の記録がないことから、未点検として不適合処理すべきであったが、
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“特性試験（機能試験）の記録をもって、外観点検を実施したと見なす”とする

「保全の有効性評価」で処理することで、未点検を点検したものとして扱える

と判断した 

 

直接要因 2-(28) 
電気保修課は、B1 次冷却系循環ポンプ M-G セット界磁遮断機の機能・性能

試験等では、機能・性能試験（作動試験）の記録がないことから、未点検とし

て不適合処理すべきであったが、機器の運転状態で“遮断器の不動作状態が確認

できる”という理由で、作動試験の未点検を点検したものとして判断した 

○直接要因 2-(27) 及び 2-(28)の背後要因 
 保守担当課長は、「保全の有効性評価」や「表現の適正化」にて未点検の

解消ができない場合には、「不適合」を発行した上で、解消できない状況

であることを表明すべきであったが、もんじゅでは未点検機器を出さない

ことに傾注していたことが保守担当課の判断に影響し、未点検機器の調査

に係る意思決定が適切に行われていなかった（2-⑦）〈保守管理の課題を

吸い上げ組織の意思決定に反映する取組み：JOFL 4-5（コミュニケーシ

ョン）〉 
 もんじゅの幹部やプラント保全部の管理職は、所大チェックで抽出した疑

義の処理や未点検機器確認データベースの入力を設備所管課が適切に実

施していることを確認する仕組みを構築すべきであったが、設備所管課長

が判断した処理内容や担当者が入力したデータの妥当性を所大チェック

班あるいは第三者的な審議体等で確認する仕組みを設ける等の取組みが

十分でなかった（2-⑧）〈点検期限超過の調査に係る第三者チェックの仕

組み：JOFL 4-9-3 工程・計画〉 

直接要因 2-(29) 
機械保修課は、液体窒素貯蔵タンク A 安全弁の分解点検等では、分解点検の

記録がないことから、未点検として不適合処理すべきであったが、点検要領書

に「作動試験の結果が否である場合に、分解点検を行う」旨を記載しており、

“分解点検は「作動試験」に含む”という理由で、本件は保全計画（点検計画）

の点検内容の表現が適正でなかったものとして処理した 

○直接要因 2-(29)の背後要因 
 疑義処理の扱いが明確化されていなかったことから〈点検期限超過の調査

に係る第三者チェックの仕組み〉（2-⑧再掲）（⇒51 頁参照） 

 
問題事象 2-15：所大チェック班は、所大チェック業務について、保安規定の「7.5.1

業務の管理」を踏まえた管理と運営をしていなかった 
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直接要因 2-(30) 
所大チェック事務局は、所大チェック業務を監視・測定し、所大チェック結

果を次の工程にリリースできていることを確認し、記録化すべきであったが、

所大チェックが確実に実施できていることを監視・測定していなかった 

○直接要因 2-(30)の背後要因 
 チェック結果の最終判断と次工程へのリリース許可について手順書等で

明確化されていないことをチェックできていなかったことから〈要領類等

の審査・承認において各職位の立場でチェックを行う仕組み〉（1-⑤再掲）

（⇒16 頁参照） 
 チェック結果の最終判断と次工程へのリリース許可が確認できていなか

ったことから〈管理者層による保守管理業務のフォローやチェック〉（1-
⑱再掲）（⇒24 頁参照） 

 手順書が「業務の計画の作成要領」に則って整備されていなかったことか

ら〈「業務の計画」に則った点検期限超過の調査計画の検討〉（2-②再掲）

（⇒43 頁参照） 

直接要因 2-(31) 
所大チェック責任者は、所大チェック結果を確認して次の工程へリリースす

べきであったが、未点検機器確認作業の状況、設備所管課長による疑義処理の

結果、所大チェック完了の状態を確認していなかった 

〇直接要因 2-(31)の背後要因 
 手順書において、完了状態を責任者に確認を受けるプロセスの記載がない

ことをチェックできていなかったことから〈要領類等の審査・承認におい

て各職位の立場でチェックを行う仕組み〉（1-⑤再掲）（⇒16 頁参照） 
 作業の完了状態を責任者に確認を受けることができていなかったことか

ら〈管理者層による保守管理業務のフォローやチェック〉（1-⑱再掲）（⇒

24 頁参照） 
 手順書が「業務の計画の作成要領」に則って整備されていなかったことか

ら〈「業務の計画」に則った点検期限超過の調査計画の検討〉（2-②再掲）

（⇒43 頁参照） 

 
問題事象 2-16：平成 25 年度第 4 回保安検査で対象とすることとした未点検機

器以外の機器（700 機器）を対象に、平成 26 年 2 月～3 月に所

大で確認（以下「所大確認」という。）し、誤りを訂正印で処理

した箇所の一部については、平成 25 年 7 月～9 月に実施した所

大チェックで疑義として取り上げていたにも関わらず、保全計

画を改正していなかった 
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直接要因 2-(32) 
電気保修課長は、所大チェックで疑義として抽出した事項について、点検実

績が直接確認できる点検を点検実績ありとすべきであったが、抽出された疑義

の一部について、点検項目で要求されている点検内容を間接的な記録等で点検

の実績があるとみなした 

○直接要因 2-(32)の背後要因 
 手順書において疑義処理の方策が明確化されていないことをチェックで

きていなかったことから〈要領類等の審査・承認において各職位の立場で

チェックを行う仕組み〉（1-⑤再掲）（⇒16 頁参照） 
 疑義処理に問題があることを確認できていなかったことから〈管理者層に

よる保守管理業務のフォローやチェック〉（1-⑱再掲）（⇒24 頁参照） 
 手順書が「業務の計画の作成要領」に則って整備されていなかったことか

ら〈「業務の計画」に則った点検期限超過の調査計画の検討〉（2-②再掲）

（⇒43 頁参照） 
 間接的な方法でしか確認できないという問題を提議できていなかったこ

とから〈保守管理の課題を吸い上げ組織の意思決定に反映する取組み〉（2-
⑦再掲）（⇒51 頁参照） 

 疑義処理を当事者が行う仕組みとなっていたことから〈点検期限超過の調

査に係る第三者チェックの仕組み〉（2-⑧再掲）（⇒51 頁参照） 

 
問題事象 2-17：所大確認し訂正印で処理した箇所の一部は、平成 25 年 7 月～9

月に実施した所大チェックで疑義として抽出できていなかった 

直接要因 2-(33) 
所大チェック班は、保全計画のすべてを対象に疑義の有無を確認すべきであ

ったが、確認対象範囲を限定する等としたため、所大確認において発見された

記録の不備等を疑義として抽出できなかった 

○直接要因 2-(33)の背後要因 
 記録の不備を疑義として抽出できなかったことから〈管理者層による保守

管理業務のフォローやチェック〉（1-⑱再掲）（⇒24 頁参照） 
 手順書が「業務の計画の作成要領」に則って整備されていなかったことか

ら〈「業務の計画」に則った点検期限超過の調査計画の検討〉（2-②再掲）

（⇒43 頁参照） 

 
問題事象 2-18：電気保修課は、全ての機器に対して自動で未点検機器が確認で

きるデータベースを作成すべきだったが、作成された未点検機

器確認データベースは一部の機器の点検期限が超過しているに
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も関わらず自動超過判定ができず、点検期限超過の発見ができ

なかった 

直接要因 2-(34) 
 未点検機器確認データベース作成時において、担当者は、全ての超過の有無

判定ができるようにする必要があったが、誤って 6 ヶ月（サイクル表記以外）

に対しては確認が漏れ、6M と入力しなかったことから、当該機器について点検

超過の自動判定ができないデータベースとなった 

 

直接要因 2-(35) 
 平成 25 年 3 月に行われた「数量再確認結果に基づく再確認」による作業にお

いて、電気保修課抽出リスト作成者は、未点検機器確認データベースからサイ

クル表記以外の一つである「6 ヶ月」の抽出を誤って行わなかったため、超過の

発見ができなかった 

○直接要因 2-(34)及び 2-(35)の背後要因 
 作成チェックを担当者任せにして確認ができていなかったことから〈管理

者層による保守管理業務のフォローやチェック〉（1-⑱再掲）（⇒24 頁参

照） 
 ダブルチェックができていなかったことから〈点検期限超過の調査に係る

第三者チェックの仕組み〉（2-⑧再掲）（⇒51 頁参照） 

 
 
第 3 節 頂上事象 C「保守管理の不適合が適切に管理されなかった」に係る

分析結果 
もんじゅでは、点検期限超過や手続きの不備等の保守管理上の不備について、

不適合管理の下で適切に処置していくべきであったが、新たに確認された期限

超過等の不適合を区分 D として扱い是正処置の対象外とすることや、予算、組

織、工程等が理由であれば不適合管理における特別採用の適用ができるなど、

誤った不適合管理をしていた。また、不適合管理が必要な保全計画（点検計画）

の誤りを訂正印で修正したり、保全計画（点検計画）に重複して記載された機

器を計画から削除することで点検期限超過したことを不適合管理していないこ

とや、特別な保全計画への移行等の手続きの不備を不適合管理するまで時間を

要しているなど、要求事項へ適合しない状況が放置される状態が発生しており、

不適合管理に基づく処置がきちんと行われていない問題がある。 
本案件で見出された 7 個の問題事象毎に「直接要因」とその背後に潜む「組

織の要素を含む背後要因」を分析した。 
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問題事象 3-1：今回の保守管理上の不備の調査の中で、新たに確認された不適

合を「区分 D」として処理することとして、是正処置の対象外

とした。 

直接要因 3-(1) 
品質保証室長は、不適合区分について発生事象や設備の重要度によって区分

する必要があるにも関わらず、「もんじゅ不適合管理要領」に予算、組織、工

程等により、点検期限を一時的に延長する場合は「不適合区分 D」として管理

することとした 

○直接要因 3-(1)の背後要因 
 もんじゅのライン職及び会議体のメンバーは、不適合については、発生の

都度原因を究明しその再発防止に努める必要があるが、不適合の理由によ

って不適合の程度（区分）や特別採用についての扱いを決めるものではな

いにも関わらず、予算、工程等の理由によって不適合の程度（区分）や特

別採用の適用を決めており、適切な保安活動や設備の健全性確認の観点か

ら不適合管理を適用し、不適合の改善を図ることが理解されていなかった

（3-①）〈不適合管理による改善(ルール遵守)：JOFL 4-2-2 ルールの遵守〉 

 
 
問題事象 3-2：ライン職及び会議体は、保守管理要領の第 21 条に予算、組織、

工程等を理由に点検期限を一時的に延長することについて、不

適合管理の中の「特別採用」を用いることとした 

直接要因 3-(2) 
もんじゅでは、不適合管理における「特別採用」は対象物や発生事象のグレ

ードによるものでなく技術的な安全性の確保を前提とした措置にも関わらず、

過去において、予算、組織、工程等の理由により点検期限を一時的に延長する

ことがあったために、当該理由であるならば、不適合管理の「特別採用」を適

用することは妥当と判断した 

○直接要因 3-(2)の背後要因 
 予算や試験工程が優先されていたことから〈安全最優先のメッセージの現

場業務への浸透〉（1-①再掲）（⇒15 頁参照） 
 不適合管理における「特別採用」の意図が理解されていなかったことから

〈不適合管理による改善(ルール遵守)〉（3-①再掲）（⇒55 頁参照） 

 
問題事象 3-3：電気保修課及び機械保修課では、トラブル等による工程変更に伴

い、点検時期が延期される設備機器が発生した際に必要な手続き

をしなかったものがあった 
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直接要因 3-(3) 
プラント保全部では、設備の点検時期の一時的な延期を行う場合には不適合

管理の下で延期する時期までの設備の健全性評価を行う必要があったが、規制

庁からの指摘を受けるまで試験工程の変更等で点検期限を延長する場合、不適

合管理に基づく改善措置をしなかった 

○直接要因 3-(3)の背後要因 
 プラント保全部では、QMS 文書に規定された事項の不履行について、保

守管理要領に記載された不適合のみでなく不適合管理要領の下で処置す

る必要があるが、点検期限の超過が発生した場合でも保全の有効性評価

をすれば不適合として扱わない等、保守管理で発生した不適合事象の扱

いについて保守管理要領と不適合管理要領の関係を理解しておらず、品

質マネジメメントシステムの教育が十分でなかった（3-②）〈不適合に係

る QMS の教育管理：JOFL 4-7-4 教育・訓練〉 
 プラント保全部では、島根発電所の不適合事象を受けて発出された NISA

指示文書への報告において、類似事象の発生防止に努めていくとしてい

るが、島根発電所の不適合事象を受けて入手した「保守管理の実施状況

の確認フロー」は保安検査のみで使用するものと考え、またその後に発

生した他電力での類似事象についてはニューシア情報が最終報告となっ

ていないとして、水平展開や教育に活かさなかった（3-③）〈他プラント

の不適合事象の水平展開：JOFL 4-3-3 自社及び国内外運転経験の反映〉 
 設備の安全は確保されているものと誤解して不適合の認識がなかったこ

とから〈要領類等の審査・承認において各職位の立場でチェックを行う

仕組み〉（1-⑤再掲）（⇒16 頁参照） 
 同上〈保守管理に係る要領類の維持管理〉（1-⑦再掲）（⇒17 頁参照） 
 同上〈別にルールを制定すれば対処できると誤認〉（1-⑰再掲）（⇒23 頁

参照） 
 同上〈管理者層による保守管理業務のフォローやチェック〉（1-⑱再掲）

（⇒24 頁参照） 
 同上〈点検間隔／頻度の理解や点検期限管理に係る教育・サポート〉（1-

㉓再掲）（⇒27 頁参照） 
 不適合の報告が遅れたことから〈保守管理の不備に係るもんじゅ内外へ

の対応ルール〉（2-⑥再掲）（⇒46 頁参照） 

 
 
問題事象 3-4：電気保修課では、補助冷却設備 CDU 盤等の一部の機器の点検期

限切れについて、不適合管理の対象としていなかった。 
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直接要因 3-(4) 
電気保修課の課長、課長代理及び電気チームリーダーは、補助冷却設備 CDU

盤等の一部の機器の点検期限切れ（平成 25 年 2 月）を把握しており、不適合報

告を発行する際には対象機器を確認すべきであったが、担当者が抽出した不適

合とする機器について、当該機器が抽出されていないことを確認しなかった 

○直接要因 3-(4)の背後要因 
 データに間違いないと思い、担当者任せとなっていたことから〈管理者

層による保守管理業務のフォローやチェック〉（1-⑱再掲）（⇒24 頁参照） 

 
問題事象3-5：平成25年2月の立入検査で指摘された保守管理上の不備事案が、

同年 9 月の不適合管理委員会まで報告されなかった 

直接要因 3-(5) 
電気保修課長代理は、不適合が発生した場合、迅速に不適合管理委員会へ報

告すべきであったが、迅速性の認識が甘く、その報告が遅くなった 

○直接要因 3-(5) の背後要因 
 品質保証室長は、保安検査での指摘事項などの不適合が発生した場合、迅

速に不適合管理委員会へ報告されるよう指導・助言すべきであったが、電

気保修課（処置担当課）に任せっきりにし、その実施状況を自ら確認して

おらず、品質保証の観点から適切な指導・助言を行う仕組みが機能してい

なかった（3-④）〈不適合を管理する仕組み：JOFL 4-2-2 ルールの遵守〉 
 不適合に対する迅速性が甘く、報告が遅くなったことから〈管理者層によ

る保守管理業務のフォローやチェック〉（1-⑱再掲）（⇒24 頁参照） 
 同上〈不適合管理の教育〉（1-㉙再掲）（⇒40 頁参照） 

 
問題事象 3-6：もんじゅ幹部、品質保証室長、プラント保全部及びプラント管理

部の管理職は、プラント保全部で作成した「未点検機器以外の点

検実施状況確認要領」に従い平成 25 年度第 4 回保安検査で対象

となった機器を調査（所大確認）して抽出した誤りについて、不

適合管理要領の「別表－4 の参考」の「業務品質に影響を与える

ものであっても影響が及ぶ前に文書／記録の改正／訂正を実施

する（した）場合は、不適合管理は不要」との記載に従い、該当

する誤りを不適合管理の対象外と判断した 

直接要因 3-(6) 
品質保証室長は、保全計画に関する不適合区分の考え方の変更内容が適切か

を検討すべきだったが、「もんじゅ保全計画改善検討委員会」での決定事項及

び所長代理からの指示を踏まえ、これまで不適合管理委員会で決定し対応して
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きた不適合の考え方をやめて不適合管理要領に定めた区分に従って分類でき

るとし不適合管理委員会で検討する必要はないと誤認し、所長及び所長代理に

当該区分を適用することを説明し了解された 

○直接要因 3-(6)の背後要因 
 所長、所長代理は、品質保証室長から不適合区分の変更に関する説明があ

った際に、適切な判断を行うための情報（変更することによるデメリット

等）を確認し判断すべきだったが、品質保証室長の検討結果にゆだねてお

り（属人主義的な意思決定）、区分を変更することの妥当性を確認する意

識が不足していた（3-⑤）〈保全計画修正時の不適合区分の変更に係る妥

当性確認：JOFL 4-1-4 発電所の意思決定〉 
 プラント保全部は、保全計画に関する不適合管理の情報をもんじゅ幹部に

対して正確に伝達すべきだったが、不適合管理の実施状況を正確に説明し

ておらず、組織判断のためのコミュニケーションが不足していた（3-⑥）

〈保全計画修正の不適合管理に係る情報共有：JOFL 4-1-4 発電所の意思

決定〉 
 所長代理は、品質保証室長への指示の際に、適切な判断を行うための情報

提供（変更することによるデメリット等）を含めた不適合区分の変更に関

する計画を検討するよう指示すべきだったが、一方的（視野狭窄的）な指

示となり、品質保証室長の誤った対応を招いた（3-⑦）〈保全計画修正時

の検討指示：JOFL 4-1-4 発電所の意思決定〉 
 品質保証室長は、所長代理の指示に対して適切な判断を行うための正しい

情報を伝達すべきだったが、様々な視点での検討（変更することによるデ

メリット等）を行い意見具申しなかった（3-⑧）〈保全計画修正の判断に

必要な情報の検討：JOFL 4-1-4 発電所の意思決定〉 
 委員会で決定した事項の変更について再度委員会へ諮問していなかった

ことから〈保守管理の重要事項について各種会議体でチェックする仕組

み〉（1-⑥再掲）（⇒16 頁参照） 

直接要因 3-(7) 
品質保証室長は、保全計画の点検実績日、機器個数などの誤りは不適合管理

すると判断すべきだったが、「別表－4」と整合していない「別表－4 の参考」

の「業務品質に影響を与えるものであっても影響が及ぶ前に文書／記録の改正

／訂正を実施する（した）場合は、不適合管理は不要」と記載している定義を

適用して区分すればよいと考え判断を誤った 

○直接要因 3-(7)の背後要因 
 品質保証室長は、不適合管理要領に新たな区分を導入する際に文書に不整

合がないかという確認、及びルールを変更した際に明文化すべきだったが、
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不適合管理要領の確認が不十分であること、現場が遵守している運用のル

ールを明文化しなかった等、QMS の維持管理に関する対応が不足してい

た（3-⑨）〈不適合管理要領の維持管理：JOFL 4-2-3 ルールの維持管理〉 

直接要因 3-(8) 
プラント保全部長、プラント管理部長及び各課長は、「別表－4 の参考」に従

い区分し訂正印により修正するという品質保証室長の説明に対して、これまで

の運用のルールと異なることについて意見すべきだったが、意見しなかったこ

と 

○直接要因 3-(8)の背後要因 
 プラント保全部長、プラント管理部長及び各課長は、不適合管理に関して

自らが PDCA を展開しているという意識を持って業務を行うべきだった

が、不適合管理に関しては品質保証室の所管であり、その判断に従えばよ

いと考え、自ら検討していなかった（3-⑩）〈保全計画修正時の不適合区

分の変更に係る管理職層自らの確認検討：JOFL 4-1-4 発電所の意思決定〉 

 
問題事象 3-7：もんじゅ幹部、品質保証室長、プラント保全部及びプラント管理

部の管理職は、不適合管理要領の「別表－4 の参考」に従って不

適合管理を不要に区分した誤りについて、訂正印で修正すること

を判断し、保全計画の誤りを不適合管理しないまま訂正印で修正

した 

直接要因 3-(9) 
品質保証室長は、保全計画を文書と捉えるべきだったが、品質記録管理要領

第 13 条（記録の修正）で定めているルールに従い保全計画を記録の訂正で対

応できると誤認し、所長及び所長代理に訂正印により修正することを説明し了

解された 

○直接要因 3-(9)の背後要因 
 管理課及びプラント保全部は、文書及び記録の定義とその扱いについて明

確にすべきだったが、文書と記録の定義があいまいに読み取れる等、QMS
の維持管理に関する理解が不足していた（3-⑪）〈QMS に係る文書と記録

の定義：JOFL 4-2-3 ルールの維持管理〉 
 訂正印で修正することの妥当性を確認していなかったことから〈保全計画

修正時の不適合区分の変更に係る妥当性確認〉（3-⑤再掲）（⇒58 頁参照） 
 訂正印による修正を事例にした誤解する指示を行ったことから〈保全計画

修正時の検討指示〉（3-⑦再掲）（⇒58 頁参照） 

直接要因 3-(8)再掲（⇒59 頁参照） 
プラント保全部長、プラント管理部長及び各課長は、「別表－4 の参考」に従
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い区分し訂正印により修正するという品質保証室長の説明に対して、これまで

の運用のルールと異なることについて意見すべきだったが、意見しなかった 

○直接要因 3-(8)の背後要因（再掲）（⇒59 頁参照） 
 品質保証室長からの従前と異なる指示にそのまま従ったことから〈保全計

画修正時の不適合区分の変更に係る管理職層自らの確認検討〉（3-⑩再掲） 

 
問題事象 3-8：電気保修課は、保全計画（点検計画）に重複して記載された機器

について、どちらか片方でも点検超過している場合には、点検期

限超過としての不適合処理を行うべきであったが、計装チームの

当該機器を保全計画（点検計画）から削除するという不適合報告

書の発行により、未点検機器にならないと判断した 

直接要因 3-(10) 
電気保修課は、記載が重複している機器の点検間隔／頻度が異なるにも関わ

らず、単純な重複記載と考え、点検を実施している一方を正の保全計画（点検

計画）とし、点検を実施していない計装チーム分を削除することで未点検にな

らないとした 

○直接要因 3-(10)の背後要因 
 重複記載の片方を削除すれば不適合とならないと誤解していたことから

〈不適合に係る QMS の教育管理〉（3-②再掲）（⇒56 頁参照） 

 
 
第 4 節 頂上事象 D「マネジメントレビュー等で品質方針等が見直されなか

った」に係る分析結果 
トップマネジメントは、安全を最優先とするメッセージを現場第一線まで浸

透させ、安全確保を確実にする必要があったが、もんじゅで保守管理上の不備

という安全上重要な事案が発生したにも関わらず、マネジメントレビューにお

いて品質方針の変更を行わなかった。また、法令等の遵守活動方針及び安全文

化醸成活動方針についても、理事長レビューにおいて変更せず現行方針を継続

することとした。 
本案件で見出された 2 つの問題事象毎に「直接要因」とその背後に潜む「組

織の要素を含む背後要因」を分析した。 

 
問題事象 4-1：理事長は、マネジメントレビューにおいて、現行の品質方針を変

更せずに継続することを決定した 

直接要因 4-(1) 
理事長は、保守管理の不備が法令及び保安規定違反という重大な問題であ
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ることを受け、品質方針を見直すべきであったが、品質方針に係る具体的な目

標を設定して保安活動に展開する品質目標で対応することで妥当とした 

○直接要因 4-(1)の背後要因 
 安全統括部長は、もんじゅの保守管理上の不備を踏まえて品質方針を見直

すことをインプットすべきであったが、品質方針の見直しはトップマネジ

メントが判断するものとして、見直すためのインプットする具体的な視点

を整理していなかった（4-①）〈品質方針の見直しの視点：JOFL 3-2-5 本

社の QMS、コンプライアンスの推進活動〉 

 
問題事象 4-2：理事長は、理事長レビューにおいて、現行の法令等の遵守活動方

針及び安全文化醸成活動方針を変更せずに継続することを決定

した 

直接要因 4-(2) 
理事長は、保守管理の不備が法令及び保安規定違反という重大な問題である

ことを受け、活動方針を見直すべきであったが、活動方針よりも同方針を具体

化する活動施策の見直しに留めてしまった 

 

直接要因 4-(3) 
安全統括部長は、もんじゅの保守管理上の不備を踏まえて活動方針の見直し

を提案すべきであったが、活動方針及び活動施策を審議する理事長レビューの

時間が短く、特筆事項の報告等になっていることから、当該審議時間を十分に

確保していなかった 

○直接要因 4-(2)及び 4-(3)の背後要因 
 安全統括部長は、もんじゅの保守管理上の不備を踏まえて安全文化醸成等

の活動方針を見直すことをインプットすべきであったが、活動方針の見直

しは理事長が判断するものとして、原子炉等規制法や保安規定の違反等、

原子力安全に重大な影響を及ぼす事案等に対して、内外情勢を踏まえて柔

軟に活動方針を見直すための視点を明確にしていなかった（4-②）〈安全

文化醸成等の活動方針の見直しの視点：JOFL 3-2-5 本社の QMS、コン

プライアンスの推進活動〉 

 
  



62 
 

6. もんじゅにおける過去の RCA 等の調査 
 平成 25 年 1 月 31 日付けで原子力機構理事長から原子力規制委員会宛てに報

告した「「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 67 条第 1
項の規定に基づく報告の徴収について（平成 24 年 12 月 12 日 原管 P 発第

121207002 号）」に対する報告について（平成 25 年 1 月 31 日 24 原機（も）

636）」の報告書に記載した「9.もんじゅにおける過去の RCA の調査」の内容に

ついて、その後に行われた原子力規制委員会で、「過去に原子力機構が行った

RCA の結果が反映されていなかった。」との評価を受けた。 
 上記の原子力機構からの報告書に記載した「9.もんじゅにおける過去の RCA
の調査」の内容は、今回のもんじゅにおける保守管理上の不備が「保全プログ

ラム」に関連した事象であるとして、過去にもんじゅで発生したトラブル等に

係る RCA について「保全プログラム」をキーワードに検索して抽出された分析

結果と、今回のもんじゅの保守管理上の不備に係る RCA 結果との関連性を調査

した結果を示したものであった。 
 その結果、「保全プログラム」という同じキーワードであっても、対策の具体

的内容には共通点が認められないことから、過去の RCA 結果から今回の保守管

理上の不備への反映事項はないとした。 
 しかしながら、今回のもんじゅにおける保守管理上の不備は、個別業務プロ

セスに関わる QMS の問題のみならず、経営全体に関わる QMS、さらには安全

文化・組織風土等の問題に起因する事象であることから、過去の RCA 結果につ

いても「保全プログラム」というキーワード検索だけではなく、今回の事象へ

の適用性について網羅的に調査し、今回の事象発生を防止するために、過去の

RCA から出された対策の有効性を確認し、何が不足していたのか、何を強化す

べきなのかについて洗い出した。 
 以下に、過去の RCA の結果に基づいて実施した対策のうち、今回の事象発生

を防止するために反映すべき事項を示す。詳細は、添付資料－5 に示す。 

 
6.1 調査対象とした過去の RCA 等の選定 

  本調査の対象は、もんじゅで実施された過去の RCA の報告に安全性総点検

の報告を加えた以下の 6 件（以下「過去の RCA 等」という。）である。 
（1）1 次メンテナンス冷却系ナトリウム漏えい検出器の不具合（平成 20 年 3

月 26 日発生） 
（2）ナトリウム漏えい検出器の点検体制等（平成 20 年 9 月 6 日発生） 
（3）屋外排気ダクトの腐食孔の確認（平成 20 年 9 月 9 日発生） 
（4）炉内中継装置の落下による変形（平成 22 年 8 月 26 日発生） 
（5）非常用ディーゼル発電機 C 号機シリンダーライナーのひび割れ（平成 22
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年 12 月 28 日発生） 
（6）高速増殖原型炉もんじゅ安全性総点検に係る対処及び報告について（第 5

回報告）（平成 21 年 11 月 9 日報告及び平成 22 年 2 月 9 日補正） 

 
6.2 洗い出した過去の RCA 等における対策の不足事項 

  上記 6.1 項で示した 6 件の過去の RCA 等での対策について、今回の事象発

生を防止するために、何が不足していたのか、何を強化すべきなのかについ

て、旧独立行政法人原子力安全基盤機構の「組織要因表（JOFL）」における

区分に従って洗い出した。 

 
(1) JOFL 4.中間管理要因 

① 4-3-1 学習意欲の促進 
「ナトリウム漏えい検出器の点検体制等」及び「屋外排気ダクトの腐

食孔の確認」の RCA の結果として、プラント保全部では、プラントの

長期停止によって保全の意識が低下していたことから、一般教育計画の

中に保守管理の PDCA を認識させるため保全プログラム全般に係る集

合教育を追加し、保守管理の PDCA の意識を醸成する対策を実施してき

たが、今般の保守管理上の不備では、点検周期 N サイクルの点検期限管

理ができる計画となっておらず、一部の設備においては保全計画（点検

計画）の要求事項を満足する点検が行われず、また、保全計画（点検計

画）に基づく実施状況の確認もなされていなかった。 
これは、教育が、点検の起点の考え方や保守管理に必要な評価方法・

手続き・設備点検内容等を理解させるには十分な教育内容でなく、また、

プラント保全部全員に要領類施行前の受講を課す教育の仕組みになっ

ていなかったため、プラント保全部における保全予算の効率的運用や保

守員の保全技術に係る力量の不足によって保全プログラムに基づく保

守管理の PDCA により点検を確実に実施していくという意識が浸透し

ておらず、PDCA サイクルをまわすための基礎的な知識や意欲に関わる

教育や動機づけが十分でなかったことによる。 
② 4-5-1 部署レベルのコミュニケーション 

「ナトリウム漏えい検出器の点検体制等」の RCA の結果として、保

守管理の保全方式等を定期的に見直す仕組みがなかったことから「保修

履歴及び過去のトラブル等のデータベース化と保全計画（点検計画）へ

の反映」及び「保全サイクルの終了時における保全または保守管理の有

効性評価」を実施してきたが、点検間隔／頻度の変更に係る保全の有効

性評価に必要な点検データや評価方法の整備が十分でなく、担当者によ
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る評価が困難であった。 
これは、プラント保全部長が、部員の保守管理の技能や職務遂行意欲

を評価する方法を持たず、それらを向上させるフォローもせず、さらに、

点検管理の状況や点検実績確認の重要性を保守担当と共有していなか

ったことから、保守管理の技術的課題を共有し解決する部署内のコミュ

ニケーションが不足していたことによる。 
③ 4-7-1 役割・責任 

「ナトリウム漏えい検出器の点検体制等」、「屋外排気ダクトの腐食孔 

の確認」及び「炉内中継装置の落下による変形」の RCA の結果並びに

「安全性総点検報告」では、重要度の高い一部の静的機器等に対して予

防保全がなされてこなかったことから、保全の計画的実施を目的として、

（高速炉特有の）安全上重要な機器に対する保全の重要度を明確にした

保全計画（点検計画）を策定することとし当時の主要な機器の重要度分

類に応じた保全計画（点検計画）を作成してきたが、プラント保全部で

は機器・設備の詳細な重要度分類が適切に整理されていなかった。 
これは、炉心確認試験後に発生した IVTM の落下や非常用ディーゼル

発電機のシリンダーライナーのひび割れ等のトラブル対応に集中し、役

割と責任に基づいた設備機器の詳細な重要度分類作業が行われていな

かったこと、また、この分類作業において確実な進捗管理が十分でなか

ったことによる。 
④ 4-9-3 工程・計画 

「ナトリウム漏えい検出器の点検体制等」の RCA の結果として、漏

えい検出器の数量に係る保全計画（点検計画）が「業務の計画」に基づ

く要求事項を明確にしておらず、対象とする検出器の洗い出しが不足す

る等、「業務の計画」の重要性が認識されていなかったため、「業務の計

画」の作成及びレビューの必要性を教育するとともに、その後は「業務

の計画に係る作成要領」を定めて「業務の計画」を確実にするための対

策を実施してきた。しかしながら、保守管理においては、「業務の計画」

に従った保全計画（点検計画）を策定しておらず、また、「業務の計画

に係る作成要領」の制定後に保全計画（点検計画）の見直しを行わず、

点検期限超過を招いた。 
これは、プラント保全部において、点検を実施するための要求事項 

等 QMS が理解されておらず、また、業務を確実に実施するために必要

な業務のプロセスを計画し、構築するという「業務の計画」の重要性が

理解されていなかったため、保全計画（点検計画）が「業務の計画」の

一部であることの認識がなかったことによる。 
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（2）JOFL 5.集団要因 
① 5-2 集団としての学習意欲 

「ナトリウム漏えい検出器の点検体制等」の RCA の結果として、保

守管理の保全方式等を定期的に見直す仕組みがなかったことから「保修

履歴及び過去のトラブル等のデータベース化と保全計画（点検計画）へ

の反映」及び「保全サイクルの終了時における保全または保守管理の有

効性評価」を実施してきたが、点検間隔／頻度の変更に係る保全の有効

性評価に必要な点検データや評価方法の整備が十分でなく、担当者によ

る評価が困難であった。 
これは、プラント保全部長が、保全の有効性評価に利用できるデータ

ベース化の取組みに対する計画検討（機器毎の劣化条件、監視等を考慮

した計画）や一般産業界等のデータの活用による評価手法の拡充等の検

討が不足していたこと、加えて評価の方法や手順の教育並びにサポート

体制を十分に構築していなかったことによる。 
（3）JOFL 6.個人要因 

① 6-3 安全に対する意欲、慎重さ 
「1 次メンテナンス冷却系ナトリウム漏えい検出器の不具合」及び「非

常用ディーゼル発電機 C 号機シリンダーライナーのひび割れ」の RCA
の結果として、施工状態や作業手順の意味を考え理解しようとする「常

に問いかける姿勢」を従業員に定着させることを目的として当該トラブ

ル事例を基にした教育を対策として実施してきたが、保守担当課員の一

部では、点検周期の起点の考え方を明確に確認せずにサイクル開始時や

年度当初を起点とする等、各々の考え方で点検期限を管理していたため、

点検期限を超過することとなった。 
これは、計画検討時や作業開始前に「常に問いかける姿勢」を確実に

するように教育するとしてきたが、その教育がトラブル事例の周知に留

まり、自ら問いかけ問題点を発見するような意識を醸成する教育内容と

はなっていなかったことによる。 
② 6-6 ストレス 

「ナトリウム漏えい検出器の点検体制等」、「屋外排気ダクトの腐食孔 

の確認」及び「炉内中継装置の落下による変形」の RCA の結果として、

点検作業の実施計画の作成を含めてメーカーに任せっきりで自らプラ

ントを保守管理するという認識が低かったことから、マイプラント意識

を醸成し自ら主体的に保守していく考え方の定着に向けて、RCA を行っ

たトラブル事例の教育等を対策として実施してきたが、月間レビューで

は実績記入だけのやらされ感があったこと等、保全計画（点検計画）に
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基づき点検期限を遵守した設備点検を行い設備の健全性を確保すると

いう保守管理活動ができていなかった。 
これは、マイプラント意識の醸成を図る対策として実施してきた教育 

が RCA を行ったトラブル事例の紹介に止まっており、マイプラント意

識として必要となる任された設備の健全性確保の責任が自らにあるこ

とを自覚させ、自信を持たせるような教育（OJT）となっていなかった

ことによる。 

 
6.3 過去の RCA 等による対策にも関わらずトラブルが繰り返されることに

関する検討 
過去の RCA 等とそれを受けたもんじゅにおける対策の取組みに係る実施

状況を今般の保守管理上の不備と比較した結果、過去の RCA に基づくいく

つかの対策と同様の対策が保守管理上の不備に対しても必要とされており、

結果として過去のトラブルに係る「組織要因」が解決されずに残っているこ

とが示唆されている。これを JOFL の区分に従うと次のとおり。 
JOFL 4.中間管理要因 
 4-12 是正処置・予防処置 

過去のトラブルに対して、その都度 RCA を行い、その結果に基づき

対策を図ってきているが、この対策によっても過去の要因が解決されず

に残っている原因として、対策の仕組みは作ったがその原因となった組

織要因に対する効果がどうか等について、現場の第一線までの確認が必

ずしも十分でなかったこと、対策の定着が不十分であったことから、対

策のフォローアップが組織要因を解決するための対処として十分でな

く、「対策の有効性のフォローアップができていなかった」ことが要因

である。 

 
本件については、RCA 実施後の対策全般に係る事項であることから、今

般の対策が有効に機能するように、以下の取組みを行っていく必要があると

考えられる。この取組みについては、後述する対策提言に採用した。 

 
(1) 対策をフォローアップする仕組みの構築 
① RCA 結果に対する再発防止対策の実施状況を確認し、対策の有効性を評

価して実施内容をフォローアップする仕組みを確実なものとする。 
② 対策の実施状況を確認した結果、当初の効果が見込めない等、再発防止

対策の見直しが必要と判断される場合には、更なる対策により再発防止

対策の実効性を向上させる。 
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(2) 対策の実施確認（自己レビュー）の業務の中への取入れ 
① 各課に品質保証担当者を配置し、作業担当者が作成した作業要領書等 

が対策の反映されたQMS文書を用いて作成されていることを確認する。 
② 作業要領書等を作成する担当者及びチームリーダーは、作成資料が     

QMS 文書に従っていることを確実にするために、作成資料をチーム内

で発表させる等してレビューの実施と情報の共有化を図れるようにす

る。 

 
6.4 過去の RCA 等の調査結果からの反映事項について 

過去の RCA 等の調査結果から得られた 6.2、6.3 項の今般の保守管理上の

不備に係る再発防止策へ反映すべき事項として考えられる 8 項目、すなわち、 
・「4-3-1 学習意欲の促進」の問題  
・「4-5-1 部署レベルのコミュニケーション」の問題 
・「4-7-1 役割・責任」の問題 
・「4-9-3 工程・計画」の問題 
・「4-12 是正処置・予防処置」の問題 
・「5-2 集団としての学習意欲」の問題 
・「6-3 安全に対する意欲、慎重さ」の問題 
・「6-6 ストレス」の問題 

について、今般の保守管理の不備に係る組織の要素を含む背後要因と共通す

る要因であるかの確認を行った。その結果、7 項目は抽出された幾つかの背

後要因の中にその趣旨が網羅されることから、「組織要因」の抽出の過程に

取り上げないこととする。 
一方、前項の過去 RCA 等による対策にも関わらずトラブルが繰り返され

ることに関する検討からの「4-12 是正処置・予防処置」の問題（対策の有

効性のフォローアップ）については、「組織の要素を含む背後要因」として

抽出し、「組織要因」及びその対策提言に反映した。 
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7．RCA 結果のまとめ 
 5.要因分析において、頂上事象に続く問題事象を切り口として分析を行い、問

題発生の直接の原因となっている要因を「直接要因」として抽出した。抽出さ

れた「直接要因」の一覧を添付資料－6 に示す。 
抽出された「直接要因」の背後にある「組織要因」を導き出すために、5.要因

分析及び 6.過去の RCA 等の調査から得られた「組織の要素を含む背後要因」に

ついて、同類の要素を含むものを取りまとめて「組織要因の候補」とした。 
 この「組織要因の候補」について、同様な組織の要素となるものを取りまと

めると、大きく 4 つの「組織要因」に整理された。 
 以下に取りまとめ内容と整理した 4 つの「組織要因」を示す。 
 以上の「組織要因」を導くまでの整理過程を組織要因の評価として、添付資

料－7 に示す。 

 
(1) 「組織の要素を含む背後要因」から「組織要因」の候補への取りまとめ 
 5.要因分析で分析した「組織の要素を含む背後要因」について、個々の組

織の要素が同類の背後要因を以下のとおり取りまとめて「組織要因の候補」

とした。（ ）内は 5.要因分析で記載した要因番号を表す。 
①「保守管理活動の評価」〈JOFL 3-2-3 組織目標・戦略〉に係る要素を含

む要因を取りまとめた 
   ・保守管理活動を定期的に評価し改善する取組み（1-⑩） 

   これを「組織要因の候補①」とした。 

「組織要因の候補①」：保守管理活動の評価の仕組みが不十分 
トラブル等で保全サイクルが長期化したことにより、「保守管理の実施方

針」に則って行うべき保守管理活動の定期的な評価と改善がなされていな

い 

②「役割と責任」〈JOFL 4-7-1 役割・責任〉に関連する要素を含む要因を

取りまとめた 
・管理者層による保守管理業務のフォローやチェック（1-⑱） 
・管理者による保守管理情報の一元的な管理（2-③） 
・組織として業務範囲の適正化へのフォローアップ（1-⑪） 

   これらを「組織要因の候補②」とした。 

「組織要因の候補②」：役割と責任が不明確 
もんじゅの幹部やプラント保全部の管理・監督者は、自らの役割と責任の

自覚が不足し、重要度分類等の保全計画の根拠整備等に係る「業務の計画」

や進捗管理が確実になされておらず、また、管理者自らがプレーヤーとな
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っていたため保守管理業務を担当者等へ委ねて進捗管理や実施結果の確認

を自ら行えていない等、管理・監督者としての役割と責任が果たされてい

ない。また、トラブル対応に追われ、管理者の過大な業務範囲を適正化す

るフォローアップがなされていない 

③「業務の計画」〈JOFL 4-9-3 工程・計画〉に係る要素を含む要因を取り

まとめたもの 
   ・点検期限超過の調査の段取り（1-⑳） 
   ・保全計画の作成方法の共有(段取り)（1-㉕） 

・点検期限超過の調査の条件の共有（2-①） 
   ・点検期限超過の調査の体制整備（2-⑤） 
   ・保全プログラム導入時の作業期間の確保や教育（1-㉗） 
   ・点検期限超過の調査に係る第三者チェックの仕組み（2-⑧） 
   ・「業務の計画」に則った点検期限超過の調査の計画検討（2-②） 

   これらを「組織要因の候補③」とした。 

「組織要因の候補③」：業務の計画(段取り八分)の管理が不十分 
保全プログラム導入にあたり、保全計画策定のための準備期間の確保や事

前の教育が十分でなく、現場照合や設備仕様と整合した保全計画に仕上げ

る取組み（段取り）が不足していた。また、プラント保全部や品質保証室

長、運営管理室長は、保全計画の作成や点検期限超過の調査計画にあたり、

「7.1 業務の計画」の理解や意識の不足により要求事項や調査に必要な条件

を明確にしてそれを共有しておらず、「段取り八分」が整っていない 

④「QMS の管理」〈JOFL 4-2-3 ルールの維持管理〉に係る要素を含む要  

因を取りまとめたもの 
・保守管理に係る要領類の維持管理（1-⑦） 
・不適合管理要領の維持管理（3-⑨） 
・QMS に係る文書と記録の定義（3-⑪） 

   これらを「組織要因の候補④」とした。 

「組織要因の候補④」：QMS の管理の定着化が不十分 
もんじゅでは、新たに追加・規定したプロセスやルールを QMS 文書に明

文化しなかったことや、文書と記録の定義があいまいなものがある等 QMS
の維持管理に関する対応が不足していた 

⑤「組織判断のための情報管理と対応」〈JOFL 4-1-4 発電所の意思決定〉に

係る要素を含む要因を取りまとめたもの 
   ・不適合管理の判断に係る情報共有(1-㉚) 
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・保全計画修正時の不適合区分の変更に係る妥当性確認（3-⑤） 
・他プラントの不適合事象の水平展開（3-③) 

   ・保全計画修正の判断に必要な情報の検討（3-⑧） 
   ・保全計画修正時の不適合区分の変更に係る管理職層自らの確認検討

（3-⑩） 
   ・保全計画修正の不適合管理に係る情報共有（3-⑥） 
   ・保全計画修正時の検討指示（3-⑦） 

   これらを「組織要因の候補⑤」とした。 

「組織要因の候補⑤」：組織判断のための情報管理や対応が不十分 
もんじゅの幹部は、保全計画修正等の不適合対応において適切な判断に必

要な情報の伝達や検討結果の妥当性の確認が十分になされておらず、組織

判断のための情報管理や対応が不足していた 

⑥「コミュニケーション」〈JOFL 4-5-1 部署レベルのコミュニケーション〉

に関連する要素を含む要因を取りまとめたもの 
   ・課員の経験・知見を伸ばして業務改善に活かす取組み(1-⑭） 
   ・課題解決を支援し課員のモチベーションを高める取組み（1-⑮） 
   ・課員の課題を共有し指導・支援を行う取組み（1-㉔） 

   これらを「組織要因の候補⑥」とした。 

「組織要因の候補⑥」：コミュニケーションが不足 
電気保修課では、課員が抱える業務上の課題を把握・共有する手段や機会

が不足しており、課題解決に向けた指導や支援の取組み、課員の経験・知

見を伸ばして保守管理業務の改善につなげるように動機付けしモチベーシ

ョンを高めるような取組みが十分になされていない 

⑦「ルールの遵守の定着」〈JOFL 4-2-2 ルールの遵守〉に係る要素を含む

要因を取りまとめたもの 
   ・要領類等の審査・承認において各職位の立場でチェックを行う仕組み

（1-⑤） 
   ・保守管理の重要事項について各種会議体でチェックする仕組み（1-⑥） 
   ・別にルールを制定すれば対処できると誤認（1-⑰） 
   ・不適合管理による改善（ルール遵守）(3-①) 
   ・不適合を管理する仕組み（3-④） 

   これらを「組織要因の候補⑦」とした。 

「組織要因の候補⑦」：ルール遵守の定着化（横串機能）が不十分 
もんじゅでは、要領類等の審査・承認を行う際に品質保証室等によるチェ

ックの仕組みが機能していないことや、保全の有効性評価に「準じた確認」
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等を保守管理に適用する等、ルールが遵守されていない。また、保守管理

や不適合管理に関する重要事項について、必要な会議体を用いて複数の視

点でチェックする仕組みが欠けている 

⑧「設備保全への取組み」〈JOFL 5-2 集団としての学習意欲〉に関連する  

要素を含む要因を取りまとめたもの 
・高速炉用保全プログラム開発への計画的取組み（1-⑧） 
・保修計画課による部内の調整や総合的な工程管理（1-⑫） 
・点検間隔／頻度の理解や点検期限管理に係る教育・サポート（1-㉓) 
これらを「組織要因の候補⑧」とした。 

「組織要因の候補⑧」：計画的な設備保全の取組みが不足 
経営層及びもんじゅの幹部では、保全計画（点検計画）の管理等に係る部

内の調整や総合的な工程管理、教育・サポート体制が不足していたため、

保全の有効性評価技術の充実、プラント状態に合った保全計画への改善や

高速炉用の保全プログラム開発等への計画的な取組みが十分でない 

⑨「保全技術の蓄積・継承」〈JOFL 4-3-2 技術伝承〉に関連する要素を含  

む要因を取りまとめたもの 
   ・保全技術の蓄積・継承のための体制整備（1-③） 
   ・保全技術の伝承の仕組み（1-④） 
   ・保全技術の蓄積の仕組み（1-㉘） 
     ・保全プログラム導入時の作業期間の確保や教育（1-㉗再掲） 

これらを「組織要因の候補⑨」とした。 

「組織要因の候補⑨」：技術蓄積・継承への取組みが不十分 
プラント保全部では、プラントの長期停止による保全への意識の低下によ

り保守担当者に長期的観点に立ったプロパーの配置がなされていないた

め、豊富な経験を持つ保守員が不足し、点検管理システムの整備やプラン

ト状態に合った保全プログラムの導入、保守経験を踏まえた改善並びに高

速炉の保全プログラムの確立に向けて継続的かつ組織的に技術を蓄積・継

承していける体制が整っていない。また、保守技術蓄積の基礎となる保全

計画（点検計画）の見直しや技術継承のための点検要領標準化への取組み

や OJT 等の教育もなされていない 

⑩ 「QMS 理解のための教育」〈JOFL 4-7-4 教育・訓練〉のうち、特に QMS
の理解に関連する要素を含む要因を取りまとめたもの 

   ・不適合管理の教育が不十分（1-㉙) 
・不適合に係る QMS の教育管理（3-②） 
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   ・他プラントの不適合事象の水平展開（3-③再掲) 
   これらを「組織要因の候補⑩」とした。 

「組織要因の候補⑩」：QMS の理解に係る教育が不十分 
もんじゅでは、QMS の理解不足により保守管理業務の中で発生した不適合

が適切に処理されておらず、保守管理に係る他プラントの不適合事象の水

平展開が教育に活かされていない等不適合管理に係る教育が十分でない 

⑪「保守員の力量向上」〈JOFL 4-7-4 教育・訓練〉に関連する要素を含む  

要因を取りまとめたもの 
   ・保守管理のための教育の仕組み（1-②） 
   ・保守管理の PDCA のために必要な教育（1-⑯） 
   ・保全計画（点検計画）遵守に係る教育（1-㉖） 

・点検の管理や業務計画に係る教育内容（2-④） 
   これらを「組織要因の候補⑪」とした。 

「組織要因の候補⑪」：保守員の力量向上への取組みが不足 
プラント保全部では、教育内容が保守管理の PDCA を回すために必要な点

検期限の管理等の基礎的知識の付与や動機づけのために十分なものとなっ

ておらず、保守管理に必要な力量が十分に付与されていない。また、教育

計画の設定が適切でなく、要領類の施行前に保守員全員が受講する教育の

仕組みが成立していない 

⑫「保全意識」〈JOFL 6-3 安全に対する意欲・慎重さ〉に関連する要素を  

含む要因を取りまとめたもの 
   ・保守管理意識を常に問いかける姿勢（1-⑲） 
   ・やらされ感での保守管理業務（1-㉒） 

   これらを「組織要因の候補⑫」とした。 

「組織要因の候補⑫」：設備の保全意識醸成への取組みが不十分 
プラント保全部では、保守管理の手続きを誤解したまま下位者に指導した

り、月間レビューを実績記入だけのやらされ感で業務実施する等、「常に問

いかける姿勢」を確実にし、自らプラントを保守管理していくマイプラン

ト意識の醸成につながるような効果的な OJT 等の教育となっていない 

⑬「保守管理の組織体制」〈JOFL 3-2-2 組織構造〉に関連する要素を含む  

要因を取りまとめたもの 
   ・部署や会議体の責任・権限と保守管理のガバナンス機能（1-⑨） 
   ・試験工程の課題解決を会議体に依存（1-⑬） 

これらを「組織要因の候補⑬」とした。 
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「組織要因の候補⑬」：保守管理のガバナンスが有効に機能していない 
経営層、敦賀本部における経営支援組織やもんじゅの幹部は、組織部署及

び会議体が点検工程確保に係る実態を把握し課題を解決するために果たす

べき責任と権限を明確にしていないこと、また、もんじゅは会議体に試験

工程等の課題解決を依存する風土があり、保守管理のガバナンスが有効に

機能していない 

⑭「安全最優先のメッセージ」〈JOFL 3-1 トップマネジメントのコミット

メント〉に係る要素を含む要因を取りまとめたもの 
   ・安全最優先のメッセージの現場業務への浸透（1-①） 

これを「組織要因の候補⑭」とした。 

「組織要因の候補⑭」：安全最優先のメッセージの浸透が不十分 
トップマネジメントは、もんじゅにおける試験工程を優先するとの認識を

把握しておらず、点検に必要な予算や工程を確保して安全を最優先とする

メッセージをもんじゅの幹部を含む現場の業務まで意識として浸透できて

いない 

⑮「品質方針」〈JOFL 3-2-5 本社の QMS、コンプライアンスの推進活動〉

に係る要素を含む要因を取りまとめたもの 
   ・品質方針の見直しの視点（4-①） 
   ・安全文化醸成等の活動方針の見直しの視点（4-②） 

これらを「組織要因の候補⑮」とした。 

「組織要因の候補⑮」：品質方針等の決定プロセスの整備が不十分 
安全統括部長は、品質方針や安全文化醸成活動の方針を見直すための視点

を明確にしておらず、トップマネジメントが適切に評価できるような情報

のインプットが行われていない 

⑯「ルールの遵守」〈JOFL 4-5-2 報告する文化〉に係る要素を含む要因を

取りまとめたもの 
   ・保守管理の不備に係るもんじゅ内外への対応ルール（2-⑥） 

これを「組織要因の候補⑯」とした。 

「組織要因の候補⑯」：ルール遵守の意識醸成が不十分 
もんじゅでは、保守管理上の不備に係る事象が明らかになった時点で不適

合管理へ移行しておらず、関係者との情報共有やもんじゅ内外への対応が

遅れる等、ルールを遵守する意識が徹底されていない  

⑰「課題を吸い上げ」〈JOFL 1-4 組織間関係（外部コミュニケーション）、

4-5 コミュニケーション〉に係る要素を含む要因を取りまとめたもの 
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   ・規制側の指摘への検討や処置に係る対応が不十分（1-㉛） 
   ・保守管理の課題を吸上げ組織の意思決定に反映する取り組み（2⁻⑦） 

これらを「組織要因の候補⑰」とした。 

「組織要因の候補⑰」：課題を吸い上げ組織の意思決定に反映する取組みが

不十分 
もんじゅでは、保守管理活動において未点検機器を出さないことに傾注す

るあまり、組織として正しい判断を行うために課題等の情報を共有し相談

できる風土が十分に醸成されていない 

⑱「対策のフォローアップ」〈JOFL 4-12 是正処置・予防処置〉に係る要素

を含む要因を取りまとめたもの 
   ・RCA 対策の効果等に係るフォローアップ（過去 RCA 全般） 

これを「組織要因の候補⑱」とした。 

「組織要因の候補⑱」：対策の有効性のフォローアップが不十分 
もんじゅの幹部、敦賀本部安全品質推進部長（現敦賀事業本部安全品質推

進室長）及び本部安全統括部長は、RCA の結果に基づく対策の効果がどう

か等について、現場の第一線までの確認を十分に行っていない等、対策の

フォローアップが「組織要因」を解決するための対処として十分なものと

なっていない 

⑲「原子力安全監査」〈JOFL 3-6 自己評価〉に係る要素を含む要因を取り

まとめたもの 
   ・原子力安全監査の対象施設の情報を取得する仕組み（1-㉑）  

これを「組織要因の候補⑲」とした。 

「組織要因の候補⑲」：原子力安全監査の仕組みが不十分 
原子力安全監査にあたり、必要時に監査対象施設を熟知した専門家の招へ

いを要請し、監査に必要な対象施設の情報を獲得できる環境が整備されて

いない 

 
(2) 「組織要因の候補」から「組織要因」を整理 

上記(1)で取りまとめた「組織要因の候補」について、同様な組織の要因を

以下のとおり取りまとめて「組織要因」を整理した。 
①  業務の段取りとマネジメントの要因を取りまとめ 

・「組織要因の候補①」：保守管理活動の評価の仕組みが不十分 
   ・「組織要因の候補②」：役割と責任が不明確 
   ・「組織要因の候補③」：業務の計画（段取り八分）の管理が不十分 
   ・「組織要因の候補④」：QMS の管理の定着化が不十分 
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   ・「組織要因の候補⑤」：組織判断のための情報管理や対応が不十分 
   ・「組織要因の候補⑥」：コミュニケーションが不足 

   上記を取りまとめて、管理機能の不足に係る「組織要因その 1」とした。 

「組織要因その 1」（管理機能が不足） 
管理者の所掌範囲が過大であるにも関わらず、管理者自らが一担当者（プ

レーヤー）となりマネージャーとしての意識が不足していたため、保全計

画の制改定、点検期限調査等の業務の段取りに係る整備状況や担当者の保

守管理業務の実施状況の確認を自ら行っておらず、保守管理における管理

機能が十分に発揮されていなかった 

②  業務遂行にあたってのチェックに係るマネジメントの要因を取りまと

め 
・「組織要因の候補⑦」：ルール遵守の定着化（横串機能）が不十分 
・「組織要因の候補⑧」：計画的な設備保全の取組みが不足 

   上記を取りまとめて、チェック(横串)機能の不足に係る「組織要因その 2」
とした。 

「組織要因その 2」（チェック(横串)機能が不足） 
組織としてルール遵守意識が不足しており、これを是正すべき品質保証室

等によるチェック（横串）機能が十分に働いていなかった。また、保全プ

ログラム開発等への計画的な取組みのための調整、管理機能やサポート体

制が不足していた 

③  保守管理業務遂行のための技術基盤に係る要因を取りまとめ 
・「組織要因の候補⑨」：技術蓄積・継承への取組みが不十分 
・「組織要因の候補⑩」：QMS の理解に係る教育が不十分 
・「組織要因の候補⑪」：保守員の力量向上への取組みが不足 
・「組織要因の候補⑫」：設備の保全意識醸成への取組みが不十分 

   上記を取りまとめて、保全の技術基盤の整備不足に係る「組織要因その 3」
とした。 

「組織要因その 3」（保全に係る技術基盤の整備が不足） 
保全計画や点検管理システムが構築途上にあるにも関わらず、頻発するト

ラブル対応に傾注し、保守管理に係る課題に対して本質的な対応（保守管

理に係る要領類や保全計画の見直し、点検要領標準化への取組み、QMS 理

解への取組み等）が十分でなく、また、これらを実践する要員、体制が不

十分であった 

④  安全を最優先とする意識や取組みに係る要因を取りまとめ 
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・「組織要因の候補⑬」：保守管理のガバナンスが有効に機能していない 
・「組織要因の候補⑭」：安全最優先のメッセージの浸透が不十分 
・「組織要因の候補⑮」：品質方針等の決定プロセスの整備が不十分 
・「組織要因の候補⑯」：ルール遵守の意識醸成が不十分 
・「組織要因の候補⑰」：課題を吸い上げ組織の意思決定に反映する取組

みが不十分 
・「組織要因の候補⑱」：対策の有効性のフォローアップが不十分 
・「組織要因の候補⑲」：原子力安全監査の仕組みが不十分 
上記を取りまとめて、安全最優先の意識と取組み不足に係る「組織要因

その 4」とした。また、本項は安全の意識に係る要因であるため、安全文

化の観点から INSAG－4 に基づく安全文化の要素である「組織の基本方針

レベルのコミットメント、管理者のコミットメント」に分類し、これに係

る安全文化の劣化を防止するための施策を求めることとした。 

「組織要因その 4」（安全最優先の意識と取組みが不足） 
安全文化の劣化（組織の基本方針レベルのコミットメント、管理者のコミ

ットメント） 
点検期限超過等の保守管理状況の実態把握が不足して、現場の安全を最優

先とする意識や資源確保等への取組みが不足していた。また、過去の RCA
の対策取組みへのフォローアップも不足していた 
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8．類似事象の調査 
8.1 類似事象の選定 

今般のもんじゅの保守管理上の不備に係る対策の参考とするため、一般社

団法人原子力安全推進協会が公開している「ニューシア 原子力施設情報公

開ライブラリー」（以下「ニューシア」という。）より、国内の原子力発電所

で発生した類似事象を調査した。点検周期の超過や保守管理の不備を原因と

し、保安規定違反等に至った類似事象として、原子力機構外にて 4 件が該当

した（平成 26 年 3 月末現在）。また、これまでに経済産業省原子力安全・

保安院又は原子力規制委員会の指示等を受けた類似事象についての報告内

容等を調査し 4 件が該当した（平成 26 年 3 月末現在）。 
該当した事象は、以下の通りである。 

〇ニューシアによる調査対象 
・中国電力株式会社：「島根原子力発電所の保守管理の不備等について」

（2009-中国-M003 Rev.1） 
・中部電力株式会社：「浜岡原子力発電所 機器の点検周期を超過した点

検計画及び実績に係る調査について」（2010-中部-M008 Rev.2） 
・東京電力株式会社：「点検周期超過機器における保安規定違反に関する

根本原因と再発防止対策について」（2010-東京-M030 Rev.4、2010-東
京-M031 Rev.4、2010-東京-M044 Rev.2） 

・東京電力株式会社：「柏崎刈羽原子力発電所 2,3,4 号機 長期停止中プラ

ントの計器の点検・校正に関する不適合について」（2011-東京-M009 
Rev.3） 

 
○経済産業省原子力安全・保安院又は原子力規制委員会の指示に基づく報 

告書等 
・中国電力株式会社島根原子力発電所：「島根原子力発電所の保守管理並

びに定期事業者検査に係る調査報告（最終）」（平成 22 年 6 月 3 日） 
・中部電力株式会社浜岡原子力発電所：「中部電力株式会社浜岡原子力発

電所第 3 号機、第 4 号機及び第 5 号機の点検周期を超過した機器におけ

る保安規定違反事象の根本的な原因及び再発防止対策の報告について」

（平成 23 年 3 月 1 日 原子力安全・保安院プレス） 
・東京電力株式会社柏崎刈羽、福島第一及び福島第二原子力発電所：「柏

崎刈羽原子力発電所、福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所

の点検周期を超過した機器における保安規定違反に関する直接原因、組

織体制に起因する根本原因及び再発防止策について」（平成 24 年 9 月

28 日） 
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・東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所関係：「柏崎刈羽原子力発電所

における保守管理不備に係る保安規定違反に関する直接原因、組織体制

に起因する根本原因及び再発防止策について」（平成 24 年 9 月 28 日） 

 
類似事象 4 件のうち、中国電力株式会社島根原子力発電所における保守 

管理の不備等については、当時、原子力安全・保安院から指示：22・04・
30 原院第 1 号（主要な直接的な原因に係る確認）及び指示：22・06・09 原

院第 1 号（最終報告に係る確認）の指示を受け、もんじゅでは次のような対

応を行っているが、関係者間による確認に留まり、他施設の知見を踏まえて

自らの保守管理活動の改善に繋げるような、水平展開として十分な対応では

なかったと考えられる。 
最初の原子力安全・保安院からの指示に対しては、主要な直接的な原因 

とされている点検計画表の策定段階の問題、点検の実施段階における問題、

保守管理の運用の問題について、安全品質管理室と保修計画課の関係者間で

保守管理の仕組みの構築状況に限定された確認が行われ、点検計画と点検実

績との整合性を確認することなく安全品質管理室が結果を取りまとめ、「も

んじゅにおいて同様の問題がなく、また、仮に誤りが発生した場合において

も適切に是正がなされ、保守管理に関して不適合状態が長期間放置されない

仕組みとなっている」として平成 22 年 6 月 3 日付で国に報告している。な

お、このとき、第 1 保全サイクル終了に向け、平成 21 年度の点検実績等を

反映して保全計画の改正作業を進めていたこともあり、もんじゅの関係者間

では保守管理上の不備はないものと考えられていたと推定される。 
また、最終報告における根本原因分析で明らかとなった組織的要因や安 

全文化等に係る問題に対する確認の指示に対しては、同じように安全品質管

理室とプラント保全部次長との関係者間において、①もんじゅにおける保守

管理部門の強化や技術的事項の組織横断的調整機能の強化等の改善状況、②

不適合管理の仕組みの構築状況及び③「内部コミュニケーションの充実」等

に重点を置いた安全文化醸成活動の状況について確認が行われた。その後、

安全品質管理室が確認結果を取りまとめ、運営管理室長、プラント保全部長、

プラント管理部長の確認及び敦賀本部安全品質会議（議長：敦賀本部長）で

の審議を経て、「もんじゅではいずれも適切な対応がなされており、同様な

問題がない」として平成 22 年 7 月 6 日付で国に報告している。 
なお、これら国への報告について、平成 22 年度第 2 回～4 回の保安検査

にて、「島根原子力発電所と同様・類似不備の確認状況」として、抜取りで

状況確認を受けている。 
その他 3 件の他電力での類似事象については、ニューシア情報が最終報 
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告となっていないとして、改善に活かされることはなかった。 

 
8.2 類似事象ともんじゅの対策提言との関係 

類似事象においてまとめられた原因・要因ともんじゅの保守管理上の不備

でまとめた原因・要因の類似性を踏まえ、参考とすべき対策を整理した。 

 
(1) 中国電力株式会社島根原子力発電所における保守管理の不備等 

当該類似事象の概要は、以下のとおりである。 
〇 発生日：2010 年 1 月 22 日 
〇 発電所名：島根原子力発電所第 1、2 号機 
○ 事象概要： 

平成 22 年 1 月 22 日に開催した「島根原子力発電所不適合管理検  

討会注 1」において、「点検計画表注 2」では島根原子力発電所第 1 号機第

26 回定期検査で点検したこととなっていた「高圧注水系蒸気外側隔離

弁駆動用電動機」が、実際には点検されておらず、点検期間を超過し

て使用していたことが報告された。 
他にも同様の事象がないか、島根原子力発電所第 1、2 号機の機器の

うち、重要度の高い設備注 3について至近の点検実績を調査したところ、

弁の分解やヒューズの取替え等、当該電動機も含め合計 123 件（第 1
号機 74 件、第 2 号機 49 件）の機器について、自ら定めた点検計画ど

おりに点検されていないことを確認した。 
その後、総点検を行い最終的に点検周期を超過している機器が 511 機

器あったことを確認した。 
注 1．不適合管理検討会：不適合か否かの判定、グレードの選定や処置内

容に迷う場合に、その内容について協議するため必要の都度開催して

いた検討会 

注 2．点検計画表：島根原子力発電所の発電設備に対して、中国電力が定

めた点検内容、点検頻度、点検実施時期及び点検実績、定期事業者検

査の有無を記載する表。島根原子力発電所第 1 号機は平成 18 年 4 月、

島根原子力発電所第 2 号機は平成 17 年 10 月に制定した 

注 3．重要度の高い設備：「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分

類に関する審査指針（平成 2 年 8 月 30 日原子力安全委員会決定）」

におけるクラス 1 及び 2 に分類される機能を有する系統の構成設備 

 
本件は、自ら定めた点検計画どおりに点検が実施されなかった事象であ

り、また、①不適合管理プロセス・体制が不十分だったため、不適合管
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理を適切かつ確実に行うことができなかった、②組織体制が不十分なた

めに規制要求事項の変更に速やかに対応するマネジメントの仕組みが弱

かった、③安全文化要素のうち『報告する文化』及び『常に問いかける

姿勢』が組織として不足していた、等が原因・要因に挙げられており、

もんじゅの保守管理上の不備と類似している事象であると判断できる。 
本類似項目については、もんじゅでの RCA においても分析されている

ことから、分析結果から提言する対策を実施することにより再発防止が

図られると考える。 

 
（2）中部電力株式会社浜岡原子力発電所第 3 号機、第 4 号機及び第 5 号機の

点検周期を超過した機器について 
当該類似事象の概要は、以下のとおりである。 
○ 発生日：2010 年 8 月 25 日 
○ 発電所名：浜岡原子力発電所第 1～5 号機 
○ 事象概要： 

他社における保守管理不備（不適切な点検実績の管理等）を踏まえ、 

平成 22 年 8 月下旬に浜岡原子力発電所第 3 号機を対象とした原子力安

全基盤機構による定期安全管理審査が行われた。第 16 保全サイクルで

定期事業者検査（分解検査）を行った 148 弁から抜き取りされた 50 弁

に対し審査が行われ、同年 8 月 25 日に、このうちの 1 弁について、点

検計画注 4 に定められた点検周期を超えて点検していた事象が確認され、

事実確認の説明を求められた。事実確認の結果、弁の点検周期について

は目安で管理しており、点検時期の変更を認めていたものの、当該弁に

ついては周期を超えることの評価の記録が残されていないことが確認

された。 
また、同年 9 月初旬の保安検査官による平成 22 年度第 2 回保安検査

で、安全重要度クラス 1～3 及びクラス外の弁から抜き取りされた 110
弁について確認した結果、内 1 弁について点検周期を超えて点検してい

た事象が確認された。 
このため、浜岡原子力発電所第 3～5 号機を対象に定期事業者検査の

対象機器について同様の事象の発生の有無及び事象発生の原因につい

て調査を実施した。 
注 4．点検計画：設備の保全の対象範囲に対し、点検周期や点検方法等を定

めている文書 

 
本件は、点検計画に定められた点検周期を超えて点検していた事象であ
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り、①保守管理等の業務に対する法令・規格等の要求事項について業務

計画への適切な反映に関する要員の認識不足、②発電所幹部や管理職が

主体性を持って業務の課題の把握、抽出・共有、改善・フォローするこ

とに対する認識不足、③過去から継続している業務について状況の変化

や説明責任を考慮し主体性を持って適切に改善する意識不足、等が原

因・要因として挙げられており、もんじゅの保守管理上の不備と類似し

ている事象であると判断できる。 
本類似項目については、もんじゅでの RCA においても分析されている

ことから、分析結果から提言する対策を実施することにより再発防止が

図られると考える。 

 
（3）東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所、福島第一原子力発電所及び福

島第二原子力発電所の点検周期を超過した機器について 
当該類似事象の概要は、以下のとおりである。 
○ 発生日：2010 年 12 月 21 日 
○ 発電所名：柏崎刈羽原子力発電所第 1～7 号機、福島第一原子力発電

所第 1～6 号機、福島第二原子力発電所第 1～4 号機 
○ 事象概要： 

柏崎刈羽原子力発電所における平成 22 年度第 3 回保安検査（平成 22
年 11 月 30 日～平成 22 年 12 月 21 日）において、点検周期を超過して

いた機器が確認された。これを受け、機器の点検状況を全発電所で調査

した結果、点検周期を超過した機器が柏崎刈羽原子力発電所において

117 機器、福島第一原子力発電所において 33 機器、福島第二原子力発

電所において 21 機器の全発電所合わせて 171 機器が確認された。機器

の点検については、保守管理基本マニュアルに基づき点検を実施してい

たが、点検長期計画導入時の新規制定、点検長期計画表改訂、発注段階

における仕様書作成、点検長期計画表の維持、技術評価の各プロセスに

おいて不備があったことが確認された。 

 
本件は、点検周期のサイクルを超過してしまった事象であり、①品質マ

ネジメントシステム導入以降、点検長期計画に基づいて機器を管理してい

くことに対して教育を行う仕組みが不十分であった、②多数の点検機器を

合理的に管理するために必要な方法が不足していた、③点検長期計画表に

基づき、適切に点検を実施し、また、実施状況を把握し、改善につなげる

ために管理職が関与していく仕組みが不十分であった、④機器の実力を踏

まえて点検の対象を選定し、最適な保全の計画を作成していく仕組みが不
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十分だった、等が原因・要因に挙げられており、もんじゅの保守管理上の

不備と類似している事象であると判断できる。 
本類似項目については、もんじゅでの RCA においても分析されている

ことから、分析結果から提言する対策を実施することにより再発防止が図

られると考える。 

 
（4）東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所における保守管理不備について 

当該類似事象の概要は、以下のとおりである。 
○ 発生日：2012 年 3 月 9 日 
○ 発電所名：柏崎刈羽原子力発電所第 2～4 号機 
○ 事象概要： 

平成 19 年 7 月 16 日、中越沖地震の発生により、柏崎刈羽原子力発電

所の全プラントが自動停止した。 
平成 21 年 4 月 1 日の電気事業法施行規則施行に伴い、「特別な保全計

画」注 5 を国へ提出し、第一保全部 計測制御（1･4 号）及び（2･3 号）

グループ（以下「計測制御グループ」という。）は、「特別な保全計画」

に基づく保全を開始することとなった。 
平成 21 年 8 月 12 日、計測制御グループは、「特別な保全計画」に基

づく具体的な運用の考え方を定めた技術検討書を作成した。技術検討書

では、点検間隔を主要な計器注 6については極力 27 ヶ月、その他計器注 7

については 34 ヶ月を目安として設定されたが、プラント復旧工程と点

検間隔の関係から点検不要と結論づけられ、具体的な点検計画は作成さ

れなかった。 
しかしながら、その後、プラント停止期間が耐震強化工事等により延

伸したため、本来であれば、「特別な保全計画」に基づく点検が実施さ

れるべきだったが、具体的な点検計画が作成されることはなく、機器の

点検が適切に実施されなかった。その結果、プラント長期停止中に行う

べき「特別な保全計画」に基づいて自ら定めた点検間隔を超過している

機器が多数存在することとなった。 
注 5．「特別な保全計画」：地震、事故等により長期停止を伴った保全を実

施する場合等、特別な措置として、あらかじめ当該原子炉施設の状

態に応じた保全方法及び実施時期を定めた計画 

注 6．主要な計器：検査対象計器（定期事業者検査、使用前検査及び保安

規定に係るもの） 

注 7．その他計器：「主要な計器以外」の計測制御設備で、一定の環境条件

の下で、測定量以外の影響によって生じる計器の特性の緩やかで継
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続的なずれを生じる計器 

 

本件は、「特別な保全計画」という同一の点検周期のサイクル内で期限

を超過した事象であり、①各計器の重要度の分類や点検間隔等、「特別な

保全計画」における計測制御設備への要求事項を明確に定める仕組みが不

足していた、②「特別な保全計画」実施に向けた点検実績の把握や点検間

隔の設定等による計画、具体的な作業内容や手順に従った着実な実行、実

施中の進捗状況の把握等による管理、実施中における必要に応じた改善を

行う仕組みがなかった、③定例的ではない業務に着目し、設計した手順に

対するモニタリング及びレビューを行う仕組みが不十分であったことが

原因・要因に挙げられており、もんじゅの保守管理上の不備と類似してい

る事象であると判断できる。 
本類似項目については、もんじゅでの RCA においても分析されている

ことから、分析結果から提言する対策を実施することにより再発防止が図

られると考える。 

 
8.3  参考となる反映事項について 

類似事象における対策については、もんじゅの保守管理上の不備に係る 

直接原因・要因への対策を含め対策の実施や対策提言が行われており、他

プラントの事象と類似するもんじゅの保守管理上の不備に対し、再発防止

が図られるものと考えられる。 
一方、建設段階のもんじゅに新しい保全プログラムとその手順等を保守

管理業務に導入する際、もんじゅの幹部や管理職は問題点を適切に抽出・

共有していなかったことが挙げられており、他プラントでの対策のうち、

中部電力株式会社浜岡原子力発電所の以下の対策については、もんじゅの

保守管理上の不備に係る対策の検討において、具体化や更なる改善策とし

て参考になると考えられる。これら事項は対策提言に付加する形で反映さ

せることとする。 
 QMS と保守管理に係る実際の業務プロセスの不整合の修正や保守管

理業務の要求事項のレビューに対し、業務計画に反映した結果を確認

する体制として作成箇所以外によるチェックを導入すること 
 新しい制度や手順等を保守管理業務に導入する際、発電所の幹部や 

管理職が問題点を適切に抽出・共有していなかったため適切な改善・

フォローができていなかったことへの対策として、業務プロセスの課

題となる可能性のある情報を抽出・把握するために、発電所各部長等

が取り組むべき観点を明確化し、管理職に幅広く収集させるとともに、
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抽出結果について発電所内で共有し、経営資源の配分を含めて改善に

つなげる手順とすること 
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9．対策の提言 
  7.項で整理した「組織要因」に対し、必要な対策を講じる必要がある。また、

8.項の類似事象の調査から得られた参考となる事項を対策提言に反映する。 
  効果的な対策とするために、「組織要因」を構成する「組織要因の候補」や

「組織の要素を含む背後要因」まで遡って対策方針を検討し、できるだけ具

体的な対策を打てるよう以下のように提言する。詳細は添付資料－8 に示す。 
(1) 「組織要因その 1」（管理機能が不足）について 

① 保守管理活動の評価の仕組みが不十分（「組織要因の候補①」）に対し

て 
ⅰ．所長は、「保守管理の実施方針」の下で、保守管理目標を年度毎に

定めて毎年度保守管理の有効性の評価を行うこと。また、その活動

状況を四半期毎に評価して課題の摘出を行い、資源運用の適正化や

確保のための活動につなげること 
② 役割と責任が不明確（「組織要因の候補②」）に対して 
ⅰ．業務を行う場合、業務担当職位に応じた責任範囲と業務分担を「業

務の計画」で明確にし、「報連相」の励行によって個々の業務を管

理職層が確実にマネジメントできるようにすること。また、管理職

層に対して、自らの役割と責任を認識させるためにマネジメント研

修を実施すること 
ⅱ．管理・監督者は、業務連絡の場として実施しているモーニング・ミ

ーティングやイブニング・ミーティングについて、週毎、日毎の「業

務の計画」や進捗管理の PDCA サイクルを回すためのツールとして

も活用していくこと。また、課題発生時における部署間の横通しと

迅速な対処に結びつけるため、管理者間コミュニケーションを強化

すること 
ⅲ．業務を指示した上位職者は、管理者がプレーヤーに留まることなく

管理者として、業務が職務ラインでマネジメントされていることや

その実施結果を確認すること 
ⅳ．経営層及びもんじゅ幹部は、業務量に比して管理者層が少ない部署

については、管理者層を増強する、当該部署を業務特性から分割す

る等、管理者の所掌範囲の適正化を図ること 
ⅴ．経営層及びもんじゅ幹部は、法令改正対応や改造工事等が発生した

場合の変更許可等の技術支援を行う体制を整備し、当該案件に係る

計画を適切に構築できるようにすること 
③ 業務の計画（段取り八分）の管理が不十分（「組織要因の候補③」）に

対して 
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ⅰ．「業務の計画」を始めとした QMS の知識を確実にして管理業務に適

用できるよう、技術系管理職による ISO9000 外部研修受講（監査

員補申請資格取得）を促進すること 
ⅱ．業務の実施にあたっては、業務の要求事項を明確にし、業務に特有

なプロセス、資源の必要性、妥当性確認、監視・測定、合否判定基

準、記録等が適切に検討された計画を策定し、関係者間で共有を図

り「段取り八分」を整えること 
ⅲ．適切な保全計画を確実に実施するため、計画に要求される事項を明

らかにし、その業務の検証、妥当性評価、監視・測定、検査及び試

験活動、並びにこれらの合否判定、記録等が明確化された計画を作

成して、工程に縛られることなく、また必要な資源が確保されるこ

とを確実にすること 
ⅳ．QMS と保守管理に係る実際の業務プロセスの不整合の修正や保守

管理業務の要求事項のレビューに対し、業務計画に反映した結果を

確認する体制として作成箇所以外によるチェックを導入すること

（類似事象からの反映事項） 
④ QMS の管理の定着化が不十分（「組織要因の候補④」）に対して 
ⅰ．文書レビューのやり方、視点を教育する。また、教育には具体的  

に何を確認したのかを確認者に問いかける等、チェックの仕方を含

めること 
ⅱ．保安規定に整合したルールの遵守を徹底するために、ルールを変更

した場合は、文書に明確にすること 
ⅲ．プラント保全部や管理課で所管している要領類の文書・記録一覧表

の表記（文書としての扱い、記録としての扱い）を解り易くするこ

と 
⑤ 組織判断のための情報管理や対応が不十分（「組織要因の候補⑤」）に

対して 
ⅰ．もんじゅの幹部は、不適合につながる情報等について是正処置プロ

グラム（CAP：Corrective Action Program）に係る会合を活用して

必要な情報の共有化を図り、不適合の処置など検討結果の妥当性を

確認し、適切に対処すること 
ⅱ．もんじゅは、他プラントの不適合情報について、水平展開の必要性

を吟味し保守管理の PDCA の取組みに活かすことができるように、

情報の管理を行う仕組みを見直すこと 
⑥ コミュニケーションが不足（「組織要因の候補⑥」）に対して 
ⅰ．管理職とチームリーダー、チームリーダーと担当者間の報告・連 
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絡・相談の徹底によって、各課室の年間業務計画に基づく業務進捗

や課題を把握・管理し、フェイストゥフェイスでの指導・支援を強

化すること 
ⅱ．管理職は、担当者へ業務を指示する際に業務の必要性、重要性を理

解させ、業務への取組み意欲を持たせることの徹底化を図ること 
ⅲ．保守のチーム毎等に「業務報告会」等を義務付け、チーム員に発表

の場を与えることによって自らの業務を振り返り、また意見交換に

よって改善につなげるようなモチベーションを向上させる取組み

を行うこと 
(2) 「組織要因その 2」（チェック(横串)機能が不足）について 

① ルール遵守の定着化（横串機能）が不十分(「組織要因の候補⑦」)に対

して 
ⅰ．QMS 活動の推進を行う品質保証室を強化し、ルール遵守に係るチ

ェック機能を強化する仕組みに改善すること。また、品質保証専任

の幹部を配置する等品質保証部門の人員を充実すること 
ⅱ．ルールに準拠した不適合管理を徹底するために、是正処置プログラ

ム（CAP）を導入すること 
ⅲ．運営管理室が担っていたもんじゅの運転再開や将来計画の検討等の

事業推進機能をもんじゅから軽減してもんじゅの運営に必要な機

能のみを残し、点検工程の確保を主体としたプラント工程となるよ

うにチェックできることや、保全プログラムの充実等の進捗状況を

チェックできる組織とすること 
ⅳ．もんじゅは、保守管理で重要な計画や要領類等の制改定の際に、ラ

イン職によるチェックや品証保証部門による横串チェックに加え、

部や所に設置された会議体で要求事項や規格・基準類との整合が保

たれていることを審議内容として確認する仕組みにすること 
② 計画的な設備保全の取組みが不足（「組織要因の候補⑧」）に対して 
ⅰ．経営層及びもんじゅ幹部は、法令改正対応や改造工事等が発生した

場合の変更許可等の技術支援を行う体制を整備し、当該案件に係る

計画を適切に構築できるようにすること（「組織要因の候補②」に

係る対策提言ⅴの再掲） 
ⅱ．プラント保全部では、保全計画の改善等に向けた計画管理、保守担

当課間における点検工程の横通し調整や保全計画（点検計画）の確

実な履行のための技術支援、教育等のサポートを行えるように、保

修計画課へ経験者を優先配置して管理調整の機能を強化すること 
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(3) 「組織要因その 3」（保全に係る技術基盤の整備が不足）について 
① 技術蓄積・継承への取組みが不十分（「組織要因の候補⑨」）に対して 
ⅰ．技能職員の異動、キャリア採用、電力・メーカー等からの派遣受入

れと保守の要員計画に基づく計画的人材育成等により、経験を有す

る保守員を確保し保全技術を継続的に維持・向上できる体制を構築

すること 
ⅱ．誤入力防止機能向上等の保守管理業務支援システムの充実を図るこ

と 
ⅲ．点検頻度や点検項目等の見直し等現行の保全計画（点検計画）の問

題点を解消するとともに、技術根拠に基づくプラント状態に見合っ

た保全計画への改善見直しを継続的・計画的に実施していくこと 
ⅳ．誤作業や見落とし等を防止し保全技術を継承していけるよう、点検

要領書の標準化・整備を計画的に進めること 
ⅴ．技術を継承し自らプラントを保守管理していくマイプラント意識や

「常に問いかける姿勢」を醸成するため、ライン職による直営の点

検や点検の発注管理を中心とした OJT プログラムを策定し実施し

ていくこと 
② QMS の理解に係る教育が不十分(「組織要因の候補⑩」)に対して 
ⅰ．各課室に品質保証室を兼務する品質保証担当者（JEAC4111 又は

ISO9000 の内部監査員研修を修了し合格した者相当）を配置し、作

業単位毎に承認レベルでのチェック機能を確実にする。また、担当

者を輪番制として、「常に問いかける姿勢」を定着させることや

QMS に係る意識の底上げを図ること 
ⅱ．管理職に QMS の維持管理を着実にするための教育を行うこと。ま

た、もんじゅ所員に対して保守管理に係る他プラントの不適合事象

からの水平展開の具体策及び今般の保守管理の不備に関する事例

（点検期限超過、調査の不備、誤ったルールの適用等）教育の追加

等により不適合管理を的確に適用するための教育を徹底すること 
③ 保守員の力量向上への取組みが不足（「組織要因の候補⑪」）に対して 
ⅰ．QMS のステップに則って保守管理業務が実施され、QMS が遵守さ

れていることを確認し業務改善に活かしていくため、保守担当者自

らが監査員となって直接関係しない保守管理業務の内部監査を行

う制度をもんじゅに導入すること 
ⅱ．保守管理のための保守管理要領等と JEAG4210 の理解促進に係る

教育を実施すること 
ⅲ．保守管理に必要な設備機器に係る基礎的知識や保守管理技術習得の
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ための教育プログラムを研修部門と連携して策定し、教育を実施し

ていくこと 
ⅳ．管理者により保守員の力量に応じた育成計画を策定し、OJT 等を通

して年度単位で実行管理し評価を行うこと。また、保守管理の意味

や重要性が理解できるよう、動機づけを図ること 
ｖ．QMS 文書（所長、部課長承認の要領類）の制改定時には、各課室

の品質保証担当者から施行前に担当者全員に制改定の内容を教育

するよう教育計画に定め実施していくこと 
④ 設備の保全意識醸成への取組みが不十分（「組織要因の候補⑫」）に対

して 
     本要因への対策の提言は、上記した①ⅴ、②ⅰ及び③ⅰと同様であ

る。 
(4) 「組織要因その 4」（安全最優先の意識と取組みが不足）及び安全文化の劣

化（組織の基本方針レベルのコミットメント、管理者のコミットメント）

について 
① 保守管理のガバナンスが有効に機能していない（「組織要因の候補⑬」）

に対して 
ⅰ．施設の安全確保に係る保守管理を正常化させるため、もんじゅの 

保守に関わる状況が経営に直接的に伝わるように可能な限りトッ

プマネジメントともんじゅが直結するような組織構成とし、保守管

理のガバナンス強化を図ること 
ⅱ．会議体は、責任の所在が曖昧となるような合議制的なものはなくし、

施設の保安に必要なもののみとするようルール化（チェックや改善

の確認も行うことを含む。）すること。また、プラント工程等のも

んじゅ運営業務は、責任と権限を明確にしたライン組織で決定がな

されることを原則とした体制とすること 
ⅲ．新しい制度等を保守管理業務等に導入する場合は、もんじゅ大で情

報を共有して検討を行い、課題となる可能性のある情報を抽出・把

握し、経営資源の配分を含めて改善につなげるようにすること（類

似事象からの反映事項） 
② 安全最優先のメッセージの浸透が不十分（「組織要因の候補⑭」）に対

して 
ⅰ．経営と現場が直接的に対話をする場や現場からのインプット情報を

受けるマネジメントレビュー等において、経営資源を始めとした現

場の課題を経営が把握し、点検工程を確実に確保するために的確に

資源投入を行うこと 
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ⅱ．各部、室、課が作成する年間業務計画において、「原子力安全に係

る品質方針」に示される安全を最優先とするための視点（点検にあ

たり必要な工程を確保する等）を特記する欄を設け、また、その実

施状況をレビューすることにより、もんじゅの幹部から現場の第一

線まで安全最優先を意識して業務を遂行できるようにすること 
ⅲ．安全最優先の意識を徹底するため、現場担当者等を対象とした安全

文化醸成に係る教育訓練や、幹部級職員等に対する企業の社会的責

任（CSR）に係る教育を行うこと 
③ 品質方針等の決定プロセスの整備が不十分（「組織要因の候補⑮」）に

対して 
ⅰ．安全・核セキュリティ統括部長は、品質方針や安全文化醸成に係  

る活動方針の見直しの視点をトップマネジメントによるレビュー

の実施計画や運営要領類で明確にしてレビューのためのインプッ

ト情報の一部とし、理事長が方針の見直しを的確に判断できるよう

にすること 
ⅱ．トップマネジメントによるレビューを必要に応じて開催（原則とし

て年度中期及び年度末）できるようにすること 
④ ルール遵守の意識醸成が不十分（「組織要因の候補⑯」）に対して 
ⅰ．是正処置プログラム（CAP）を導入し、ルールに準拠した不適合管

理を徹底すること。また、CAP の運用を通じてルール遵守の重要

性を認識させ意識醸成を図ること 
⑤ 課題を吸い上げ組織の意思決定に反映する取組みが不十分（「組織要因

の候補⑰」）に対して 
ⅰ．もんじゅの幹部からの業務の課題の有無について問いかけを習慣化

し、不利益となる情報ほど速やかに共有化できるように風土の改善

を図ること 
ⅱ．もんじゅは、日々の保守管理活動上の改善情報等について、保安検

査官からの指摘等で新たに顕在化した課題となる情報は速やかに

所内で共有化し、改善に繋げる仕組みを構築すること 
⑥ 対策の有効性のフォローアップが不十分（「組織要因の候補⑱」)に対

して 
ⅰ．安全・核セキュリティ統括部は、RCA 結果に対する再発防止対策の

実施状況や浸透度合いについて、現場の第一線へのインタビュー等

を活用して確認し、対策の有効性を評価して実施内容をフォローア

ップする。また、対策の実施状況を確認した結果、当初の効果が見

込めない等、再発防止対策の見直しが必要と判断される場合には、
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更なる対策について現場と協議・立案し、再発防止対策の実効性を

向上させること 
ⅱ．もんじゅの各課に品質保証室を兼務する品質保証担当者を配置し、

各課室における文書レビューや教育等の QMS の推進、QA 自主診

断等の業務を行わせること。また、担当者及びチームリーダーは、

作成する資料等をチーム内で発表させる等して、作成資料等のレビ

ューと情報の共有化を図ること 
⑦ 原子力安全監査の仕組みが不十分（「組織要因の候補⑲」）に対して 
ⅰ．統括監査の職は、監査にあたり、事前の情報収集のために監査対象

施設から専門家を招へいできるようにすること 
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10．まとめ 
もんじゅで判明した「点検間隔等の変更に係る保守管理上の不備」に対して、

組織風土の問題を含む組織に潜在している問題を調査し対策を提言するため、

今回の問題に直接関与しないメンバーを主体とした「RCA チーム」を組織し、

中立的な立場で根本原因の調査・分析を実施した。 
RCA の対象は、平成 24 年 9 月の第 2 回保安検査で判明した保全計画の変更

手続き遅れを受けて、平成 26 年 3 月の第 4 回保安検査までに確認された保守管

理上の不備に係る不適合事象であり、加えて過去に行った RCA 等の対策につい

ても今回の保守管理上の不備を防止するために何が不足していたのか等につい

ても調査し、これらの分析や調査の結果から「組織要因」を取りまとめた。そ

して、「組織要因」を確実に潰していくために、できるだけ現場に密着した形で

の対策を提言した。 

 
もんじゅは、平成 20 年 8 月の「研開炉規則」の改正で行われた「保全プログ

ラムを基礎とする検査制度の導入」に伴い、建設段階ではあったが、軽水炉と

同様に設備の保全を確保するために、平成 21 年 1 月に保全プログラムを導入し

運用を開始した。このプログラムに適用する保全計画は、もんじゅに特別チー

ムを編成して作成したが、導入までの期間が迫っていたことから、作業期間の

確保や保全計画の作成に係る教育が十分とは言えない中で、数ヶ月のチーム作

業により作成された。また、このような状況下で導入した保全プログラムにつ

いては、もんじゅの運転と保守経験を積みながら内容を充実し改善を図ってい

くこととしていた。 
しかしながら、プラントの長期停止によって保全技術を蓄積し継承していく

体制が整えられず、組織としての継続的な保全プログラムの改善や高速炉用の

保全プログラム開発への取組みが不足し、現場機器と点検項目との整合性や保

守管理（JEAC4209）の要求事項への適合性の確認が不十分なまま運用が継続

された。 
一方、保守担当者は、作成された保全計画はメーカー基準に基づく保守的な

ものであるとして安全裕度があるとの思い込みや点検間隔は目安程度との考え

等から、点検期限の管理が厳密になされていなかった。特に、平成 22 年 7 月の

第２保全サイクルの開始直前には、設備の健全性確保の観点から点検期限の管

理方法がより厳密化され、点検間隔／頻度がそれまでの運転サイクル単位から

月単位に変更され期限管理が詳細化された。しかしながら、この期限管理の詳

細化にも関わらず、適切な点検期限管理に必要な要領類の見直しや教育が十分

になされず、点検期限の超過を招く一因となった。また、膨大な量の設備機器

の点検管理を人の手で行うなど管理者や担当者の業務スパンも大きく、点検管
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理が担当者任せとなり、管理者層による点検実施状況等の確認も十分になされ

ていなかった。 
本報告は、これら事実確認・調査や要因分析で明らかとなった保守管理に係

るこれらの経緯や状況を踏まえ、組織に潜在する要因を整理した。 
現在、もんじゅは建設段階にあるが、今回の保守管理上の不備に係る問題を踏

まえて適切な保全計画に早急に改善し、保守管理を確実に実施して実績を積み

上げていく必要があり、またこのことが高速炉開発の成果に繋がるという共通

認識にたち、保守管理をはじめとしたプラントの運用管理に係るルールやプロ

セスを今一度確実なものとして業務に取り組み、自らの技術力の向上に努めて

いく必要がある。 
また、職場での意識改革やコミュニケーションの活性化を進め、良好な職場風

土を醸成していく必要がある。 
以上をきちんと PDCA を回して自律的な活動を行えるようにするために、本

報告で述べた対策の提言をかみ砕き、実効的な対策について早急に検討して実

施していくようにもんじゅに要請する。 
以 上 
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添付資料－１ 

根本原因分析チーム実施体制について 

 

１．分析チームの設置（分析対象事象の抽出を含む。） 

安全統括部長は、敦賀本部からの不適合報告書を踏まえ、「QS-A05 不適合等の根本

原因分析に係る手順」（安全統括部 平成 19 年 12 月）（以下「原子力機構の分析手順」と

いう。）に従って、もんじゅの保守管理上の不備を「安全に重大な影響を与える事象」として

抽出し、平成 24 年 12 月 11 日、「もんじゅ点検間隔等の変更に係る保守管理上の不備に関

する根本原因分析チーム」（以下「分析チーム」という。）を設置し、分析を開始した。また、

安全統括部長は、根本原因分析を実施するにあたり、分析チームの要員が処遇上の不利

益を被らないこと、本調査の重要性を認識し、調査に協力することを分析対象のもんじゅに

要請した。さらに、当該事象に関する情報収集等を行うため、中立的な立場で活動が行え

る範囲で、もんじゅに調査チームの設置を要請し、分析活動が行える環境を整えた。 

平成 25 年 1 月に保守管理上の不備に対する原因究明と再発防止対策の報告書を原子

力規制委員会に報告した以降、分析チームは、度重なり発見された過去の点検期限超過

の不備等、個々の不適合事案に応じて分析活動を行った。 

 

２．分析チームの実施体制 

安全統括部長は、原子力機構の分析手順に従い、根本原因分析の中立性を確保する

ため、次の事項に留意し分析チームのメンバーを人選した。 

                             （別添 「分析チームの体制と構成」参照） 

（1）分析の主体となるメンバーは、分析対象事象に直接関与しないもんじゅ以外の部署か

ら人選した。これら分析の主体となる者は、過去において当該事象への関わりはない。

また、分析主体に該当しないメンバーとして、当該事象に関する情報収集等を行うた

め、中立的な立場で活動が行える範囲でもんじゅの職員を加えた。 

（2）メンバーを取りまとめる者（リーダー）は、原子力施設における長年にわたる保安活動

の実務経験を有し、国のガイドラインをはじめ、原子力機構内での根本原因分析の事

例を理解している。また、過去に根本原因分析を経験しており、既に根本原因分析に

関する教育を受けている。 

（3）その他のメンバーは、原子力施設における保安活動の実務経験を有し、国のガイドラ

インをはじめ、原子力機構内での根本原因分析の事例を理解している。また、過去に

根本原因分析を経験しており、既に根本原因分析に関する教育を受けている。 

（4）分析チームは、分析対象に関する必要な文書類へのアクセス及びもんじゅ幹部を含

む関係者への聴取等による調査を実施することができる。 

 

３．活動期間 

平成 24 年 12 月 13 日から平成 26 年 11 月 7 日 
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（別 添） 

分析チームの体制と構成 

 

① 分析チーム等の体制 

（分析チーム発足時の組織名を記載） 

 

図－1 分析チームの位置付け 

 

  

図－2 分析チーム等の体制  

理事長 安全統括部長 

もんじゅ点検間隔等の変更に係る保守管理上の不備に

関する根本原因分析チーム 

敦賀本部長 

高速増殖炉研究開発センター 

分析チームリーダー（総括） 

（原子炉廃止措置研究開発センター 技術開発部長） 

メンバー（調査・分析） 計 21 名※1 

（安全統括部、安全研究センター、原子力科学研究所、核燃料サイクル工学研究

所、大洗研究開発センター、敦賀本部、原子炉廃止措置研究開発センター）     

メンバー（情報収集等） 計 2 名 

（高速増殖炉研究開発センター） 

事務局 計 3 名 

（安全統括部、高速増殖炉研究開発センター） 
※1 活動期間中の延べ 

人数 

調査チームリーダー（総括） 

（副所長） 

調査メンバー（調査）約 20 名 

   （運営管理室員、品質保証室員、 

プラント保全部員） 

（もんじゅ調査チーム※2） 事象の把握と問題点の整理（直接

要因の検討）に対する情報の共有 

※2 もんじゅに設置し、事実関係の整理及び原因を調査するチーム 

：分析の主体 
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② 分析チームの構成 

リーダー： 原子炉廃止措置研究開発センター 技術開発部長 

メンバー： 安全・核セキュリティ統括部 技術主席 

 安全・核セキュリティ統括部 次長（平成 26 年 6 月から） 

 安全・核セキュリティ統括部 品質保証課長（平成 26 年 6 月から） 

 安全・核セキュリティ統括部 品質保証課長代理（平成 25 年 4 月から） 

 安全・核セキュリティ統括部 嘱託（平成 25 年 11 月から） 

 安全・核セキュリティ統括部 嘱託（平成 25 年 11 月から） 

 安全研究センター シビアアクシデント評価研究グループ サブリーダー 

（平成 24 年 12 月から平成 26 年 3 月） 

 原子力科学研究所 保安管理部 施設安全課 主査 

（平成 26 年 6 月から平成 26 年 8 月） 

 原子力科学研究所 バックエンド技術部 放射性廃棄物管理技術課 

 技術副主幹（平成 26 年 6 月から平成 26 年 8 月） 

 核燃料サイクル工学研究所 放射線管理部 放射線管理第 1 課長 

（平成 24 年 12 月から平成 26 年 3 月） 

 大洗研究開発センター 高速実験炉部 技術主席 

（平成 24 年 12 月から平成 25 年 1 月） 

 大洗研究開発センター 高速実験炉部 高速炉第 1 課長代理 

（平成 25 年 4 月から平成 26 年 3 月） 

 大洗研究開発センター 福島燃料材料試験部 集合体試験課長代理 

（平成 26 年 6 月から平成 26 年 9 月） 

 敦賀本部 安全品質推進部長 

 敦賀本部 ＦＢＲ安全技術センター 運転技術支援部 保全技術開発グループ

リーダー（平成 26 年 6 月から） 

 原子炉廃止措置研究開発センター 技術主幹 

（平成 24 年 12 月から平成 25 年 9 月） 

 原子炉廃止措置研究開発センター 技術開発部 設備保全課 技術副主幹 

（平成 24 年 12 月から平成 25 年 1 月） 

 原子炉廃止措置研究開発センター 安全品質管理課長代理 

（平成 25 年 4 月から平成 26 年 3 月） 

 原子炉廃止措置研究開発センター 技術開発部 開発実証課長代理 

（平成 25 年 11 月から平成 26 年 3 月） 

 原子炉廃止措置研究開発センター 技術開発部 開発実証課 技術副主幹 

（平成 26 年 6 月から平成 26 年 9 月） 

 安全・核セキュリティ統括部 特命嘱託  

 高速増殖炉研究開発センター 技術部 次長 

 高速増殖炉研究開発センター 技術部 試験計画課長代理 

事務局： 安全・核セキュリティ統括部 品質保証課長 

 高速増殖炉研究開発センター 品質保証室長 

 高速増殖炉研究開発センター 品質保証室長代理 

※ 活動期間を示す者はそのときの所属を、活動期間のない者は平成 26 年 9 月 30 日現

在の所属を示す。 
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添付資料－２ 

 
要因分析の流れ図 

⑥ 組織の要素を含む背後要因を
抽出し分類 （52 個） 

⑧ 組織の要素を含む要因の中
にある組織的な問題を「組織要
因の候補」として取りまとめ 
（19 個） 

⑨ 同類のものを取りまとめて 
「組織要因」を整理 

（4 個） 

① 書類確認やインタビューによる事実関係
の調査から得られた 4 つの発生事象毎
に時系列を整理 

② 時系列から問題となる事象を摘出  
（55 個） 

③ 4 つの発生事象を頂上事象として選定 

④ 頂上事象毎に直接要因を分析 
（101 個） 

⑤ 背後に潜む要因を分析、展開 

⑦ 組織の要素を含む要因を要素毎 
に分類整理 

(1) 組織要因（JOFL）による分類 
(2) INSAG-4 の安全要素による分類 

もんじゅの過去の 
RCA 等の調査結果 

（関連性のある 1 個の要因） 





時系列「保全を担当するプラント保全部において、保全計画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは手続きをしないで点検頻度を変更した」(1/70) 添付資料-３

平成20年8月22日

平成20年8月25日

～

平成20年8月29日

平成20年10月27日

原子炉
主任技術者
（炉主任）
C

（代行）
ａ

敦賀本部長
安全品質管理室

長
N

安全管理課

土木建築チーム
課長Ｂ34
課代Ｂ35

技術支援チーム

チームリーダ(TL)
ｇ

機械Ⅰチーム
機械Ⅱチーム

課代
U
L

担当h
i（タスクチーム）

室長K
担当者Ｂ38
（タスクチーム）

プラント第２課

タスクチーム
Ｊ、Ｂ32

タスクチーム

課長ｆ チームリーダ(TL)
ｌ

チームリーダ（ＴＬ）
ＲＲ

担当
ｈ、ＪＪ、Ｂ33

電気・計装チーム

チームリーダ(TL)
Ｂ25

担当
A2、Ｂ26

ＴＬ Ｂ36

プラント第３課

理事日付 トピックス
所長
A

理事長
敦賀本部長代

理

総括チーム

担当
KK

もんじゅ開発部長
VV

運営管理室

管理課長
ｄ

原子炉等安全

審査委員会

(第455回)

補足（議事録より抜粋）

議題：保安規定改正内容（保全プログラム）について

質疑内容：

電力（電気事業法体系下）では、保全計画については改正保安規定施行後3ヶ月以内（平成21年3月31日）又は改
正保安規定施行後の初定検の3ヶ月前までに保全計画（保安規定）の提出が義務付けられているが、「もんじゅ」の
場合は前述の内容が適用されないこともあり、保安院側からは平成20年度第3回保安検査（平成20年11月25日開
始予定）までに保全計画や関連する下部要領を整備するように言われている。対応可能か。対応が不可能な場合

は、可能な範囲の工程やその考え方を明確にしておく必要がある。

回答：

保安検査までには「保守管理要領」と「建設段階における保守管理の重要度管理要領」は整備する考えである。そ

れ以外の下部要領や保全計画の策定については、改正保安規定が施行されるまで（今年中）に整備したい。

出席者：もんじゅ開発部長、炉主任、各課室長等

【要因T１－２】

もんじゅ幹部は、施行日から逆算して、

保全計画（点検計画）の作成に必要な

期間を確保すべきであったが、工程優

先で点検計画の作成を進めさせた【Ｆ

-125 】

【要因T１－１】

実用炉への保全プログラム導入準備が数

年前から進められていたにも関わらず、建

設段階にある「もんじゅ」への保全プログラ

ム導入の要否と導入期限について、法律の

解釈や規制側との調整に時間を要し、保安

規定の施行日である平成21年1月1日の前

までに作成するとの方針が固まったのは平

成20年10月末であった

【Ｇ-125 】

【要因T１－１１】

【Ｇ-101 】

【凡例】

ケースＡ

ケースＢ

ケースＣ

ケースＤ

補足

インタビュー

QMSの改正

保全計画改正

→

→

→

→

→

→

→

保全プロセスの調

査から抽出された

問題点

→

空気だめB 外観点検

2次主冷却系蒸気発生器入口止め弁A

外観点検及び機能・性能試験

空気だめC 外観点検

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関C主要部 機能・性能試験

【要因の凡例】

直接要因

組織的な要

素を含む要

因

頂上事象 →

問題事象 →

→

→

「も」安全保護系機能試

験他計器点検 発注／

契約

【ＴＬ B25】

発注仕様書

確認

【課代U】

確認

【課長f】

確認
補足

⑥４１０、４２０系圧力指示計
補足

外観点検及び特性試験（校正試験）は、仕様書に

記載有り

補足

大気解放ゼロ点確認とは、「圧力指示計を大気圧とし、ゼロ点を指示して

いることを確認する。」のこと（以下同じ）補足

保全計画（第１保全サイクル）施行前の発注

（保全計画施行後の契約変更は確認できず）
1

平成21年9月1日へ

【担当者Ａ２】

発注仕様書

作成

【部長VV】

承認

補足（業連より抜粋）

【業連内容】

添付資料として、保全プログラムを策定する経緯、保全プログラム及び保全計画のイメージ、体制及

び工程を示した「「保全プログラムを基礎とする検査制度導入」の対応方法について」を添付し、協力

を依頼している。

また、平成20年9月の点検実績・計画まとめ表（表-5、表-7）をベースに、その点検頻度の根拠、過

去の実績等について、原子力学会、ＪＥＡＣ、もんじゅ10年計画あるいは、電力情報を参考にまとめる。

記載は機器レベルを基本とするが、部品レベルへの展開を考慮する。（運開時には部品レベルとす

る。）

【業連の目的】

・保全プログラム策定に向け、各分野の専門家によるワーキンググループを設置するため、各拠点

（敦賀本部、大洗研究開発センター、次世代原子力システム研究開発部門、安全研究センター）へ

協力を依頼している。

【所長Ａ】

承認し、各

拠点長へ発

信

新検査制度（保全プログラム

を基礎とする検査）の導入に

伴うワーキンググループ設立

【担当者ｈ】

業連「新保全

プログラム対

応ワーキング

グループへの

協力依頼」作

成

【課代Ｕ】

確認

【部長ＶＶ】

確認
補足（業連添付資料より記載）

メンバー：もんじゅ各課室、敦賀本部、大洗研究開発セン

ター高速実験炉部、次世代原子力システム研究開発部門、

安全研究センター

開催回数：4回

新保全プログラム

の整備

補足（業連「新保全プログラム対応ワーキンググループへの協力について」より抜粋）

「保全プログラムを基礎とする検査制度導入」に伴う、保守管理に関する経済産業省令の改正に伴い、平成21年4月まで
に「もんじゅ」の原子炉施設保安規定及び電気工作物保安規定の改定が要求されている。これらの規定類の改定には保全

プログラム及び保全計画の策定が必要となる。 保全プログラム及び点検計画の策定おいては、高速炉並びに軽水炉の構

造健全性、ナトリウム冷却炉の保守並びに高経年化評価、ISI、PSA等に関する専門家が必要であり、各分野の専門家よる
ワーキンググループを設立し対応を図ることとした。

【実施内容】

原子炉施設保安規定及び電気工作物保安規程の改正

【実施時期】

平成20年8月～平成21年4月

保全プログラムを基礎とする検査制度導入」の対応方法について（案）

【至近対応】

①体制

・ＷＧ長、事務局、電力からのもんじゅ支援者、保全内容策定作業Ｇｒ等

②作業分担

・保安規定改定案作成、重要度分類及び保全方式選定、劣化メカニズム整理表の作成等

③工程

【中期対応（詳細は今後検討）】

①体制

・保全担当課代表とは別に、保全担当ライン以外の者から選抜メンバーを選定、データベース構築に精通したもの。

②作業分担

・保全計画検討、データベース構築検討。

③工程

【必要情報】

・法令、長期停止プラント（もんじゅ）の設備健全性確認計画書等

【タスクチームN インタビュー結果】

平成20年8月に研開炉規則が改正され、もんじゅに保全プログラムを導入す

ることになり、発電炉と同じように保安規定に保全プログラムの基本的な事項

を記載することが必要となった。

8月の保全プログラム対応ワーキンググループ立ち上げから実際に作業を

開始する11月まで、保全計画作成の準備として、何をやらなければならないの

か、人がどのくらい必要なのか、保安規定変更申請にどう書くか、先行してい

た電力の調査などを行い、保全計画を作成するための計画作成や保安規定

変更申請を行っていた。省令公布

改正内容：新検査制度

（保全プログラムを基礎と

する検査）の導入により改

正

【電気保修課ＴＬ-ＴＴインタビュー】

・圧力指示計の校正試験（特性試験）で、入出力特性

としてゼロ点を点検している
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プラント第２課
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Ｊ、Ｂ32
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ｌ
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ｈ、ＪＪ、Ｂ33
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チームリーダ(TL)
Ｂ25

担当
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理事日付 トピックス
所長
A

理事長
敦賀本部長代

理

総括チーム

担当
KK

もんじゅ開発部長
VV

運営管理室

管理課長
ｄ

平成20年11月7日

（タスクチームＢ32 インタビュー結果）

平成20年10月31日申請の保安規定が電力との横

並びにより平成21年1月1日付けで施行されるので、

とにかく12月中に保全計画をまとめろとの指示で

あった。たった2ヶ月でこんなに膨大な点検計画を

仕上げるのは非常に厳しく、とにかく保安規定が認

可されるまでに保全計画が存在することが大事と

いう認識で作業した。

保全計画の作成開始

補足（業連より抜粋）

【業連の概要】

11月末からの保安検査及び平成21年1月からの施行を目指して保全プロ

グラムを作成する。作成は、本資料記載のメンバーを1つの居室にまとめ、集

中的に作業を行う。

また、平成21年1月から3月については、平成21年度あるいは臨界試験後

の保全計画策定を行う。

その後、運開までの保全計画策定、保全データベースの作成等に関しては、

長期的計画に従い、作業を進める。

保全プログラムのスコープは、平成21年1月から運開（最終使用前検査合

格）までとする。

【室長Ｋ】

業連「新保全プ

ログラムの作成

について」を承

認し、発信

【課長ｆ】

業連を受信

【課長Ｂ34】

業連を受信

【課長】

業連を受信

保全計画策定タスクチーム設

置

補足（業連より抜粋）

所内各課から人選【次長、次世代（2名）、

運営管理室（3名）、プラント第２課（技術

支援チーム、計装チーム、電気チーム、

機械チーム）（14名）、プラント第３課（3

名）、プラント第１課（4名）、安全管理課

（1名）】から人選

【室長Ｎ】

業連を受

信

第１保全サイクルの保全計画策定

（ Rev0） （タスクチームＪ インタビュー結果）

発電炉の場合、保全計画そのものは電事法施行

規則に基づき保安規定で届け出ることになってお

り、届け出の基準日は電事法施行規則施行後の

平成21年4月1日でよかったが、もんじゅは電事法

施行規則適用外なので保安規定施行日である平

成21年1月1日までに保全計画を持っていないとい

けなかった。これは保安院に言われたこともあるが、

もんじゅ内での検討でも1月1日に保安規定が施行

されるまでには定めておくしかないとの結論であっ

た。

【要因T１－２】

【Ｆ-125 】

【要因T１－１】

【Ｇ-125 】

再掲

【Ｊ、Ｂ32】

タスクチーム

員に指名

【要因T１－６】

【Ｄ-125 】

再掲

【ＴＬ ＲＲ、担当ｈ、ＪＪ、Ｂ33】

タスクチーム員に指名

【担当Ｂ38】

タスクチーム員

に指名

(点検計画入力作業開始)

緊急招集された保全プログラムタ

スクチーム員が、点検計画（表）

を作成し、各設備担当者が内容

を確認した。

(点検計画入力作業開始)

緊急招集された保全プログラムタス

クチーム員が点検機器をリストアッ

プし、各設備担当者が指定された様

式で点検計画（表）を作成した。

（点検計画へのインプット）

・設備図書（配管系統図、 機器リ

スト、弁リスト等）

・「も健」計画書※１

・10年計画※２

・設備点検関連資料 など

（担当者ＪＪ(タスクチーム)

インタビュー結果）

11月末より点検計画の入

力作業が始まり、平成21

年1月1日施行に向けて、

約2週間と少しの短い期

間でRev.0までの形を形

成し、12月末に審査承認

行為を行った。

（担当者Ｂ38(タスクチーム) インタビュー結果）

点検計画作成に当たり、タスクチーム員が点検機器のリス

トアップを機器リスト・弁リスト・計測器リスト・盤リストを基

に機器名称等を入力し、その後設備担当者に点検計画内

容の入力作業を依頼した（P3課のみ）。配管支持構造物に

ついてはリストがないため、リストを基に入力していないと

考える。タスクチーム員は作業を一つのプレハブで実施し

ていたので、懸案事項が出るとプレハブ内で集まり相談を

していた。

作業の概要程度の説明はあったが、ＪＡＥＣ４２０９等の詳

しい教育はなかった。

（点検計画へのインプット）

・設備図書（配管系統図、 機器リス

ト、弁リスト等）

・「も健」計画書※１

・10年計画※２

・設備点検関連資料 など

（担当者Ｂ33(タスクチーム) インタビュー結果）

設備担当者から、当時保全に使用していた参考資料を

いただき、それを基に点検計画の内容部分の作成を

行った。点検計画作成にあたり、上からの具体的な指

示はなかったと思う。設備の詳細は設備担当者へ相談

等を行っていた。

3平成21年12月26日へ

【要因１－○】

機械保修課及び燃料環境課では、

点検計画に基づいて点検要領書を

作成していたが、点検計画には、配

管支持構造物としての機能を発揮し

うる状態にあるか否かの観点からの

点検内容が記載されていなかった。

【要因T１－６】

保全計画（点検計画）の作成担当者は、

配管支持構造物の劣化モード等を詳しく

調べた上で点検計画を作成すべきで

あったが、期限が迫っていたことから、

「も健」※１の計画書等を参照しつつ、点

検計画の表を埋めるだけで精一杯だっ

【要因T１－３】

保全計画（点検計画）の作成担当者は、配

管支持構造物の劣化モード等を詳しく調べ

た上で点検計画を作成すべきであったが、

平成20.年11月に点検計画の作成を開始し、

保安規定の施行日である平成21年1月1日

の前までに作成を終えなければならなかっ

た【Ｅ-125】

【要因T１－２】

【Ｆ-125 】

再掲

【要因T１－４】

タスクチームでは、点検計画の作成に先立ち、

保全計画（点検計画）の記載内容について、

JEAC4209や軽水炉の情報に基づいて具体

的なルールを定め、チーム内で共有すべきで

あったが、保全プログラムの概要を説明した

だけで、体系的な教育は行われていなかった

【Ｅ-126】

【要因T１－１１】

【Ｇ-101 】

(プラント第2課代Ｌ(タスクチーム) インタビュー結果)

点検計画はTL Kらが担当だったので正確なことはわ

からないが、JEAG4210（原子力発電所の保守管理指

針）をもとに、点検計画の様式・記載項目を定め、記載

する内容は「も健」計画書、※１10年計画、※2点検実績

のリストなどを参考に点検計画を策定していたと思う。

（プラント第2課TL ＲＲ(タスクチーム) インタビュー結果）

記載様式については電力から情報を入手し、それを元にメンバーと様式、

項目を協議しながら進めた。

機器の登録については、当時10年計画※2のリストがあり、それに系統図

を基本に、機器リスト、弁リスト機器を追加して、点検内容、劣化モード、

点検頻度等保全プログラムに必要な項目を加えていった。

内容については各々チームの設備担当にチェックをしてもらっていた。

（プラント第3課TL Ｂ36 インタビュー結果）

・作業用に作成された点検計画のサンプル

を参考に、表をうめるよう指示された。項目

毎の書き方について事務局（ＴＬ Ｔ）に問い

合わせたが、有効な返答はなかった。

・明確な指示がなかったため、「も健」評価

シート※１をもとに作成を開始した。

・作成期間は11月中旬から12月上旬にかけ

ての2週間程であった。当時は限られた期

間内に表をうめることが作業の主体となっ

ており、保全計画制定後の運用にまで意識

が及んでいなかった。

4 平成21年12月26日へ

タスクチーム員

指名

2

平成21年12

月26日へ

【要因T１－５】

保全計画策定タスクチーム（以降「タス

クチーム」という。）では、保全計画（点

検計画）に所定の機能を発揮しうる状

態にあるか否かの観点からの点検内

容を記載すべきであったが、点検計画

に記載する内容について具体的な指

示やルール（保全計画検討要領）がな

いまま、担当者の判断で点検計画の作

成が進められた【Ｄ-126】
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担当
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VV

運営管理室

管理課長
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平成20年12月26日

（プラント第2課ＴＬＲＲ(タスクチーム) インタ

ビュー結果）

・1次系の場合、｢1式｣というのは可視範囲のみと

いう認識だった。

・全ての支持構造物を対象とすると足場が必要に

なるし、立ち入る期間も制約される。また、将来的

には被曝線量を考えなければいけないので、こ

の時から可視範囲としておけばいいと考えた。ま

た、目視できない支持構造物については妥当性

表評価を行えばよいと思っていた。
【室長Ｋ】

保全計画

起案

【部長ＶＶ】

承認し、所長へ

報告

【タスクチーム】

各課の入力

内容を確認し、

保全計画として

取り纏め、運営

管理室長へ提

出

【課長ｆ】

協議

【所長Ａ】

確認

【炉主任Ｃ】

確認

【課長】

協議

【課長Ｂ34】

協議

点検計画（第１

保全サイクルＲ

ｅｖ．０）入力終

了

3

平成20年11月7日から

補足１（保守管理要領より抜粋）

保全計画は、以下の３つの計画から構成されている。

・各課の点検計画

・各課の補修、取替え及び改造の計画

・特別な保全計画

補足２（保守管理要領より抜粋）

制定については運営管理室長が起案している。

・補足３（保全計画より抜粋）

６．点検計画

点検計画は次のとおりとする。

6.1 点検計画の始期及び期間
本保全計画策定後から炉心確認試験終了までとする。なお、各構造物、系統及び機器の個々の点検の時期については、本

原子炉施設が建設段階にあることから、各構築物、系統及び機器に係る設計に基づいたメーカ推奨の時期または保全実績

を基本とし、これまでの運転経験から得られた知見等を反映して見直したものとする。

6.2 点検計画表
系統名称、機器名、機器個数、点検及び試験・検査の項目、保全の重要度等についてまとめた点検計画表を策定する。

策定した点検計画表を添付する。なお、供用開始までは、点検計画表の「点検時期/頻度欄」の定検は年（1定検→ 1年）と読
み替える。

4

点検計画（第１保全サイクルＲｅｖ．

０）入力終了

（継続して、Ｒｅｖ．1へ向けた修正を
実施）

点検計画（第１保全サイクルＲｅｖ．

０）入力終了

（継続して、Ｒｅｖ．1へ向けた修正を
実施）

平成20年11月7日か

2

平成20年

11月7日から

（プラント第2課ＴＬＲＲ(タスクチーム) インタビュー結果）

審査はタスクチームの長と一緒に審査していたが、修正

依頼等細かい指示はなかった。時間も限られており、中

身は各担当者の一任で済ませたものと思われる。

（タスクチームＢ32 インタビュー結果）

点検計画の表は、例に従って各担当が作ったものを束ねただけ

で、保全計画の文章と同様のチェックはしていなかったと記憶し

ている。期限が限られていたしダクトやCLDのトラブル対応も手

伝っていたので、出来栄えは気にしていられなかった。保全計画

があることが大事だった。初版なので点検計画はこれから改定し

ていけばよいものと思っていた。

【要因T１－９】

保全計画（点検計画）を審査・承認するライン

職は、点検計画の内容を確認した上で審査・

承認すべきであったが、自らはトラブル対応

（アニュラス排気ダクト、ナトリウム漏えい検

出器の誤警報など）に追われていたことや、

制定の期限が迫っていたことから、十分な確

認を行わなかった 【Ｄ-127 】

【要因T１－８】

保全計画（点検計画）を審査・承認する

ライン職は、点検計画の内容について

十分確認を行うべきであったが、内容の

適切さよりも、期日までに保全計画が制

定されることが大事であると認識してい

た 【Ｅ-127 】

【要因T１－７】

保全計画（点検計画）を審査・承認す

るライン職は、作成する点検計画は

初版なので、これから改訂していけ

ば良いと思っていた 【Ｆ-127 】

【要因T１－３】

【Ｅ-125 】

再掲

【プラント第3課ＴＬＢ36 インタビュー結果】

・作成された表についてはＴＬとして確認は

したが、審査・承認等の書類上の手続きは

特になかった。タスクチームで内容の精査

もされず、そのままの状態で制定されると

は思わなかった。

・明確なルールや指示もないまま、短期間

で行った。

【担当者Ｂ33(タスクチーム) インタビュー結果】

・保全計画策定時、支持構造物や弁は種類及び数も多く、機器数を｢1式｣とした。

・その後、保全計画改正時(Rev.1)、弁についてはリストを基に分割表記とした。しか

し、支持構造物についてはリストがなく、今後リストとなるものを作成していくうえで

点検計画から呼び込める形にしていく考えでいたが、物量も多く、結局リスト作成に

とりかかれないまま任期が終わり、引継ぎ等も特に行わなかった。

・｢1式｣表示は点検範囲が全てにわたるという認識はなく、後々点検を実施するうえ

での点検範囲について、考えて記載したものではない。

【要因T１－１０】

タスクチーム員は、保全計画（点検計画）に従って

全ての配管支持構造物を点検範囲と認識すべき

であったが、全ての配管支持構造物を対象にする

と、高所で足場が必要になったり、環境（雰囲気・

放射線）によっては立入期間が制限されることか

ら、点検範囲は「可視可能範囲」とし、目視できな

い支持構造物については妥当性評価を行うものと

認識していた【Ｄ-133 】

【要因T１－１３１】

【Ｍ-5 】

（プラント第2課長ｆ インタビュー結果）

担当者が入力した点検計画について、内容等の確認

はしていない。期限が迫り、トラブル対応もあり、とてもで

きる状況ではなかった。

【要因T１－９】

【Ｄ-127 】

再掲

【要因T１－８】

【Ｅ-127 】

再掲
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平成21年1月1日

平成21年2月4日

～

　　　　　　第１保全サイクル開始

（電気保修課ＭＭインタビュー）

・従来から、プリアンプを含む全体のシステムで実液を

用いたループ校正で点検していた

・点検計画にあるプリアンプ単体での特性試験は意識し

ていなかった

供用前第1保全サイクルの保

全計画の施行（平成20年12月

26日制定/平成21年1月1日施

行）

●制定内容

・炉心確認試験終了までの保

全サイクル（供用開始前の第１

保全サイクル）における保全計

画を新規制定

【要因１０】

電気保修課の課長代理、ＴＬ及び

担当者は、点検計画と整合させた

点検実施に基づく保全活動がＱＭ

Ｓに基づく活動であり、適切な品質

保証活動が保安規定遵守につな

がるという理解が不足していた 〔Ｈ

１〕

【要因７】

電気保修課の課長代理、ＴＬ及び担当者は、保

安規定に定める点検計画を遵守する必要がある

にも関わらず、従来からの発注仕様書通りの点

検内容と齟齬のある点検計画を遵守しなければ

ならないという意識がなかった 〔Ｆ１〕

「も」安全保護系設備他計器点

検

発注／契約
補足

①２１０系蒸発器液位プリ

アンプ

補足

プリアンプの特性試験は、仕様書

に記載無し

平成２１年１１月１日へ
【要因T１－２３】

電気保修課の担当者及びチーム

リーダーは、発注に際して、従来（保

全プログラム導入前）からの発注仕

様書どおりであることを確認するだ

けで、保全計画（点検計画）の点検

項目・内容と発注仕様書の点検内

容との整合を図らなかった 【Ｄ-92 】

【要因T１－１７】

電気保修課の課長代理、チームリーダー及び担当者は、保全計画（点

検計画）については、保守担当部署（プラント保全部）として、機器の健

全性をどのような点検で確認するかといった基本的な考え方を整理し確

定していない状態で、また、機器の点検担当者が計画作りに参画してい

ない状況で作成されたものであり、これまでの点検内容とそぐわない点

検計画は機器点検の目安や参考的なものと考えていた 【Ｇ-92 】

【要因T１－２０】

電気保修課の課長代理、チームリーダー及び担

当者は、保安規定に定める保全計画（点検計

画）を遵守する必要があるにも関わらず、従来か

らの発注仕様書通りの点検内容と齟齬のある点

検計画を遵守しなければならないという意識がな

かった【Ｆ-92 】

【要因T１－３１３】

【Ｆ-84】

【要因T１－１６】

電気保修課の課長代理、チームリーダー及

び担当者は、保全計画（点検計画）が保安規

定に基づくＱＭＳ文書であるとの認識が不足

し、点検計画を遵守しないことが保安規定違

反になるとは思っていなかった【Ｇ-93 】

【要因T１－２１】

電気保修課のチームリーダーは、保全計画（点検計画）は機器の機能を担保

する項目を記載しているのに対し、従来からの発注仕様書には、機器の健全

性を確認する上で必要な点検が点検計画の項目以上に含まれていると考え

ていた【Ｅ-92 】

【要因T１－２４】

電気保修課の一部では、保守管理の実施に

あたり、保全計画（点検計画）に基づいて外部

への点検発注を行う必要があるにも関わらず、

１３０系計装弁、２１０系液面計プリアンプ等の

点検では、発注仕様書に点検計画の点検項

目・内容の記載が抜けていた【Ｃ-92 】

【要因T１－２２】

電気保修課のチームリーダーは、保全計画（点検計画）と発注仕様書との内

容の相違があっても、前任者を含めて実施してきており、また、発注仕様書

に記載している点検項目が点検計画に記載されていない場合もあり、点検

計画との違いの重要性を気付いていなかった 【Ｅ-93 】

【要因T１－１５】

電気保修課の課長代理、チームリーダー

及び担当者は、保全計画（点検計画）と

整合させた点検実施に基づく保全活動が

ＱＭＳに基づく活動であり、適切な品質保

証活動が保安規定遵守につながるという

理解が不足していた 【Ｈ-92 】

【要因T１－１９】

電気保修課長は、保全計画（点検計

画）に定める点検内容と発注仕様書の

点検内容との整合を図ることを課員に

周知し理解させていなかった 【Ｇ-

94 】

【要因T１－１８】

電気保修課長は、保全計画（点検計画）

に沿った発注仕様書の作成と確認は担当

者（チームリーダー含む）等の責務として、

当然チームリーダーや課長代理の審査が

なされているものと考えていた【Ｈ-94 】

【要因T１－１７２】

【Ｆ-42】

【ＴＬ Ｂ25】

発注仕様書

確認

【課代Ｕ】

確認
【課長ｆ】

確認、承認

【担当者Ｂ26】

発注仕様書

作成

5

【要因Ｔ１-２７】

電気保修課では、保守管理の実施にあた

り、機器ごとに点検すべき内容を検討して

設備機器の健全性維持に見合った保全計

画（点検計画）を整備していなかった。また、

現場照合や設備仕様との整合を確認して

いなかった

【Ｃ-101】

補足

【点検計画に定める点検が実施されていない機器と点検項目】

①２１０系蒸発器液位プリアンプの特性試験（校正試験）

②換気空調設備盤の機能・性能試験

②換気空調設備計装品の機能・性能試験

③１３０系計装弁の外観点検

④２１０系圧力伝送器の特性試験（校正試験）

⑤２次アルゴンガス系ガスクロ 操作盤、アナライザ制御盤の外観点検

⑥４１０系圧力指示計の特性試験（大気解放ゼロ点確認）

⑥４２０系圧力指示計の特性試験（大気解放ゼロ点確認）

⑦４７０系Ｅ／Ｐ変換器、４７１系電空変換器の分解点検（部品交換）

⑦４７１系圧力指示計の特性試験（大気解放ゼロ点確認）

⑦４７２系流量計の特性試験（校正試験）

⑧６７４系圧力現場指示計の特性試験（大気解放ゼロ点確認）

⑨７１２系液位指示計：外観点検及び特性試験

【点検計画に不要な点検が記載されている機器と点検項目】

⑩中央計算機通信制御装置の機能・性能試験

【要因Ｔ１-１４】

電気保修課の担当者及びチーム

リーダーは、中央計算機の通信制御

装置（盤）の「機能・性能試験（性能確

認用プログラムを用いた作動試験）」

では、当該盤の一部が端子盤のみの

機器で構成されており、そもそも当該

試験を実施することができないにも関

わらず、実施できない試験項目につい

て他の盤と同様に保全計画（点検計

画）に記載してしまった 【Ｄ-101】

【要因T１－１３】

電気保修課の担当者及びチームリー

ダーは、保全計画（点検計画）の点検内

容を設備機器の仕様と照合し、設備機器

に適した点検項目や点検内容を設定すべ

きであったが、他の同種機器と同じ機器

であるものとみなして点検項目を誤って設

定してしまった【Ｅ-101】

【要因T１－１２】

保全プログラムを策定した所大のワー

キンググループは、限られた時間の中で

現存する資料をもとに保全計画をまとめ

あげることとし、作成した保全計画につい

て現場照合や設備仕様との整合を確認

する等のための十分なスケジュールを確

保していなかった

【Ｆ-101】

【要因T１－１１】

保全プログラムを策定した所大のワーキング

グループは、保安規定に基づく保全計画の重要

性を考慮して保全プログラムの策定や導入のた

めに十分な期間を確保するとともに、設備毎の

機能要求や点検内容を教育しておく必要があっ

たが、現場照合や設備仕様と整合した保全計

画に仕上げるための計画（作業期間の確保や

知識付与）の検討が十分でなく、段取りが不足

していた

【要因T１－２６】

電気保修課の担当者及びチームリー

ダーは、２１０系蒸発器液面計の保全計

画（点検計画）には液面計を構成する機

器ごとに点検を実施するとしているのに

対し、実際の点検では機器の健全性を確

認できる液面計を構成する全体機器（検

出器、プリアンプ、信号変換器、指示計

等）を対象としたループ校正試験を実施

していた 【Ｄ-102】

【要因Ｔ１－２５】

電気保修課では、機器（機種）ごと

に健全性を確認する保全のやり方

を決めておらず、点検すべき項目を

機器に係る規格等に照らし合わせ

るなど、よく吟味しないで保全計画

（点検計画）を作成していた他、点

検の実態を考慮した点検計画の見

直しも実施していなかった【Ｅ-102】

【要因T１－１７２ 】

【Ｆ-42】

【要因Ｔ１-２７】

【Ｃ-101】

再掲
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平成21年3月23日

～

平成21年4月16日

～

平成21年5月1日

～

平成21年5月15日

平成21年5月25日

平成21年5月26日

平成21年6月1日

平成21年6月22日

～

平成21年7月1日

～

供用前第１保全サイクルの月間レビュー開始

担当
Ｂ37

チームリーダ
（TL）
ｈ
A6
WW

担当
OO
A6
JJ
KK
ｊ

チームリーダ
（TL）
RR

担当
ｋ
A4

計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g）
計装Ⅱ-TT
計装A2
計装 Ｂ25

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd

計装
Ａ2、ee、MM、gg、hh、Ｂ
27、Ｂ28、Ｂ29

電気、水蒸気
bb、cc、ｒｒ

他課

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

室長
E
F

室代
K
ZZ
ｎ
N

チームリーダ
（TL）
SS

部長
J
I
K

次長
I
F
Y
Z

燃料環境課

施設保全課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

プラント
管理部長

試験・工程管理チーム

課長
U
Ｖ

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ、Ｂ24、Ａ7

チームリーダ（TL）

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ
Ｂ31

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ

担当
ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＥＥ，ＦＦ，

ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，
ＤＤ
Ｂ33

課長Ｂ34
課長代理（課代）

Ｂ35

チームリーダ（TL）
Ｂ36

担当

所大
チェック班

プラント保全部 保修計画課 電気保修課 機械保修課

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長
ｆ

(次長兼務）

課代
L
M

保全プログラム

敦賀本部長
代理
A⑦
A⑧

所長
A
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 副所長
Ａ１

原子炉主任技術
者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理室
長C

副主幹ｍ

品質保証室長
D

室長代理c

運営管理室

日付 トピックス
理事長
Ａ①
Ａ②

理事
A③
A④

敦賀本部長
A⑤
A⑥

【担当ｋ】

年度作業計

画の作成及

び年度作業

計画の月間

レビュー（4、5

月）をメール

にて依頼

【課長ｆ】

年度作業計

画作成及び

年度作業計

画の月間レ

ビュー（4、5

月）を依頼

票にて依頼

【担当ｋ】

とりまとめ

【部長J】

承認

【課長ｆ】

承認書作成

プラント保全

部安全技術検

討会（第11回）

付議

【課長Ｕ、各TL、各担当】

年度作業計画の作成及び月間レビュー（4、5月）を実施し、回答票提出（5/25）

【課長Ｎ、各TL、各担当】

年度作業計画の作成及び月間レビュー（4、5月）を実施し、回答票提出

（5/25）

【課長、各TL、各担当】

年度作業計画の作成

及び月間レビュー（4、

5月）を実施し、回答票

提出（5/25）

【課長、各TL、各担当】

年度作業計画の作成

及び月間レビュー（4、

5月）を実施し、回答票

提出（5/25）

補足（マニュアルの内容より抜粋）

保全計画を基に当該年度に点検が必要な点検項目

をリスト化し、各課に点検計画を記入する「年度作業

計画の作成」と点検実績を記入する「月間レビュー」を

依頼している。

年度作業計画作成

及び年度作業計画の

月間レビューの実施

（4、5月）

【次長I、Z】

確認

補足（第11回安全技術検討会議事録より抜粋）

議題：平成21年度年度作業計画の策定について

出席者：（委員長）次長Ｉ、（委員）保修計画課長ｆ、電気保修課

長、安全管理課代

事務局：保修計画課

検討内容：年度作業計画の内容

コメント：年度（作業）計画の改訂については、毎月のレビュー

時に計画を変更することとする。

＊年度作業計画を変更する場合は、月間レビュー実施時に変

更部分を追記し、備考欄に変更内容を記載する。

【課長ｆ】

申請

これ以降、月間レビューは

平成21年度6月から～平成

22年度7月まで実施し、部長

の承認を受けている。（以降、

事象に関連する計画の変更

があった月については記載

する）

【要因T１－２６】

【Ｄ-102 】

再掲

マニュアルに基づく月間レビューの実施

【ＴＬ Ｂ25】

発注仕様書

確認

【課代Ａ7】

確認

【課長Ｕ】

確認、承認

6

平成21年7月1日へ

【担当者ｅｅ、Ｂ27】

発注仕様書

作成

「も」１次／２次Ａｒガス

系純度

監視装置点検

発注／契約 補足

⑤２次アルゴンガス系ガスクロ

補足

操作盤、アナライザ制御盤の外観点検は、仕様書

に記載無し

（特性試験は記載有り）

【要因T１－２４】

【Ｃ-92 】

再掲

【課代Ａ7】

確認

【課長Ｕ】

確認

【担当者Ａ2】

発注仕様書

作成

「もんじゅ」１次系等計

測器類・制御盤他点検

発注／契約

補足

③１３０系計装弁
補足

１３０系計装弁そのものが、仕様書に記

載無し

（関連の冷却ガス流量変換器(130‐
FT002)等の点検は記載有り）

【電気保修課ＴＬ-Ａ２インタビュー】

・１３０系計装弁は、他の計装弁と同様に点検計画上の点

検対象外の機器とするつもでいた

・当時の担当に点検計画の見直し（１３０系計装弁の削除）

を指示していたが、見直しの確認とフォローができていな

かった

【ＴＬ Ｂ25】

発注仕様書

確認

【課代Ａ7】

確認

【課長Ｕ】

確認、承認

【担当者Ｂ28】

発注仕様書

作成

「も」補助ボイラ設備計

装品点検

発注／契約
補足

⑦４７０系Ｅ／Ｐ変換器、４７１系電空変換器

⑦４７１系圧力指示計

⑦４７２系流量計

補足

変換器の分解点検は、仕様書に記載無し

圧力指示計の点検は、仕様書に記載無し

流量計の外観点検及び特性試験（校正試験）は、

仕様書に記載有り

【要因４７】 〔Ｅ１

１〕

再掲【要因T１－２７】

【Ｃ-101 】

再掲

【要因T１－２８】

電気保修課の担当者及びチームリーダーは、４１０系や６７４系等

の圧力指示計の保全計画（点検計画）には「特性試験（圧力指示

計を大気圧としてゼロ点指示を確認する）」を実施するとしている

のに対し、点検ではこの特性試験を明確にしないで測定範囲の入

出力を確認する特性試験の一部として実施していた 【Ｄ-103 】

【要因T１－２５】

【Ｅ-102 】

再掲
【要因T１－２９】

電気保修課の担当者及びチームリーダーは、４７０系や４７１系電

空変換器の保全計画（点検計画）には「分解点検（パイロットリレー、

減圧弁、フィルタを交換する）」を実施するとしているのに対し、点検

では交換の必要がある部品だけを実施していた【Ｄ‐104 】

中央制御室空調装置

浄化系機能確認実施

補足

保安規定第103条7.＊3「施設定期検査時に実施する検査に代わる確認項
目」

建設段階における重要な機能等の確認管理要領第７条に基づく要領書に

よる機能確認として実施

◆安全保護回路等機能確認設定値確認（中央制御室空調装置浄化系作

動計装）〔施‐2 第33条別表33‐6〕
確認項目：安全保護回路等機能確認設定値確認（中央制御室空調装置

浄化系作動計装）、手動起動

対象：②換気空調設備盤

補足

点検計画（保安規定第３３条に基づく試験計

画）に当該実績の記載無し

「も」換気空調設備現

場計装品点検

発注／契約 補足

②換気空調設備計装品

⑧６７４系圧力指示計

補足

換気空調設備計装品の作動確認は、数量限定で仕様書に

記載有り（６７２系７個、６８１系２個）

圧力指示計の特性試験（大気解放ゼロ点確認）は、仕様書

に記載無し

平成21年11月1日へ

8

【ＴＬ Ｂ25】

発注仕様書

確認

【課代Ａ7、Ｂ24】

確認

【課長Ｕ】

確認、承認

【担当者Ｂ29】

発注仕様書

作成

２次Ａｒガス系

ガスクロ

外観点検

（実績削除）

補足

⑤２次アルゴンガス系ガスクロ：外観点検の点検記録が無い⇒未点検

《過去超過》

（未点検期間：平成２１年１月～平成２２年１０月）

対象：C-L007、C-L008、C-L114、C-L115、C-L214

平成２１年３月２３日から6

7

【部長Ｊ】

申請

【所長Ａ】

承認

平成21年10月1日へ

【要因T１－２４】

【Ｃ-92 】

再掲

【要因T１－２４】

【Ｃ-92 】

再掲

【要因T１－２４】

【Ｃ-92 】

再掲

【電気保修課ＴＬ-ＴＴインタビュー】（再掲）

・圧力指示計の校正試験（特性試験）で、入出力特性とし

てゼロ点を点検している 【要因T１－２７】

【Ｃ-101 】

再掲

【要因T１－２８】

【Ｄ-103 】

再掲

補足

平成25年7月～9月のチェック作業において点検実績

として認められなくなった
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者
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（代行）ｂ

安全品質管理室
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副主幹ｍ
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理事長
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A③
A④

敦賀本部長
A⑤
A⑥

平成21年7月27日

平成21年9月1日

～

平成21年度9月29日

【要因T１－３８】

点検要領書を審査・承認するライン職は、保

全計画（点検計画）に基づく点検ができていな

いことを指摘すべきであったが、配管支持構

造物が所定の機能を発揮しうる状態にあるこ

とを確認するための外観点検の具体的方法

や確認・評価項目について理解が不足してい

たため、指摘できなかった【Ｇ-122 】

【問題事象1-25】（要因T１－５０）

機械保修課及び燃料環境課は、配管支持構造物の

点検結果について個々の機器を特定できるように記

録すべきであったが、「１式」として記録し、個々の機

器を特定できるように記録していなかった【Ｂ-136 】

410系、420系圧力指

示計

特性試験

（実績削除）

補足

⑥４１０系、４２０系圧力指示計：特性試験（大気解放ゼロ点確認）が点

検記録から確認できない⇒未点検《過去超過》

（未点検期間：平成２１年１月～平成２５年９月現在）

対象：410C‐PI003C、420C‐PI003A、420C‐PI003B、420C‐PI003C

平成２０年８月２５日から
1

作業要領書

標準記載要領

16次改正

(第１保全サイクル開

始後初めての改正）

補足（作業要領書標準記載要領より抜粋）

第１条 本要領は、「保守管理要領」に基づき、高速増殖炉研究開発センターに

おける、作業要領書を作成する際の標準様式及び記載要領を定める。

別表３ 解説⑦作業範囲および内容

・（作業範囲が）広範囲に及ぶ場合は、添付資料で作業範囲及び内容リスト等

で記載する。

作業範囲及び取合点の詳細は、添付資料にして図面等（系統図、単線結線図、

展開接続図、インターロック線図等）を用いて内容が具体的に明確に判るよう記

載すること。

補足

・作業要領書標準記載要領の制定日は平成10年8
月20日
・以後、最新版（平成26年3月27日改正30）まで、左
記「広範囲に及ぶ場合は、添付資料で・・・・」の記載

は変更されていない。

【要因T１－３０】

機械保修課及び燃料環境課では、保全計画（点検計

画）に機器数量「１式」として記載されている配管支持構

造物の点検記録について、リストやアイソメ図を添付し、

個々の支持構造物が特定できるように記録することを

ルール（ＱＭＳ文書：作業要領書標準記載要領）として

明確に定めていなかった 【Ｃ-136 】

【要因T１－３６】

燃料環境課長代理等は、点検要領書の

審査にあたり、リストやアイソメ図を添付

し、個々の支持構造物が特定できるよう

に指導すべきであったが、アイソメ図を添

付すると要領書が分厚くなること、アイソ

メ図にない支持構造物があることから、

配管系統図に点検範囲を色塗りさせるこ

とで、点検範囲が判ればよいと考えてい

た【Ｄ-138 】

【担当者Ｂ37】

作成

【課長Ｂ34】

承認

【課代Ｂ35】

審査

保守点検要領書

(Q42-500J-09055-08)

WO承認

燃料取扱及び貯蔵設

備外観確認（その2）

【TL Ｂ36】

審査

補足 ※３： 「も健」要領書

高速増殖原型炉「もんじゅ」 健全性確認要領書

平成19年5月 独立行政法人日本原子力研究開発機構

設備名：使用前検査設備（燃料取扱及び貯蔵設備等）

点検・確認項目：使用前検査対象設備の外観据付状態確認

・健全性確認対象：炉外燃料貯蔵槽

・判定基準：可視範囲について、表面に著しいかき傷、打こん、

クラック等がないこと。

補足（使用前検査記録より抜粋）

・判定基準

「表面に著しいかき傷、打こん、ク

ラック等がないこと」

【要因T１－３３】

機械保修課及び燃料環境課の担当者

は、配管支持構造物としての機能を発

揮しうる状態にあるか否かの観点から

の点検内容を点検要領書に記載すべ

きであったが、過去の点検要領書（「も

健」※3等）を参考にして点検内容（表面

にかき傷・打こん・クラック等がないこと

の確認等）を記載した【Ｃ-120 】

【要因T１－３２】
機械保修課及び燃料環境課の担当者は、配

管支持構造物の機能や劣化モード等を理解し

た上で点検要領書を作成すべきであったが、

支持構造物の機能や劣化モードを踏まえた点

検内容について理解が不足していた 【Ｄ‐
120 】

【要因T１－３１】
プラント保全部では、人に頼ることなく点検技

術や要領の技術継承ができるように点検要領

の標準化を行っておくべきであったが、点検計

画に基づく点検要領の標準化や点検要領書

の作成が計画的かつ組織的に行われていな

かった【Ｌ‐5 】

【要因T１－４１】

点検要領書を審査・承認するライン職は、

配管支持構造物としての機能を発揮しうる

状態にあるか否かの観点からの点検内容

を点検要領書に記載するよう指摘しなかっ

た 【Ｄ-122 】

【要因T１－４０】

点検要領書を審査・承認するライン職は、点

検要領書に記載された点検内容では、保全

計画（点検計画）に基づく配管支持構造物の

外観点検ができていないとは思わなかった

【Ｅ-122 】

【要因T１－３９】

燃料環境課長は、点検要領書の承認時

に保全計画（点検計画）との整合等を確認

していたが、前回の点検要領書の内容を

踏襲していることからこれでよいと考えて

いた【Ｆ-124 】

【要因T１－１３１】

【Ｍ-5 】

再掲

【頂上事象Ａ】【要因T１－５１】

保全を担当するプラント保全部において、保全

計画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あ

るいは手続きをしないで点検頻度を変更した

【A-1】

（ａ-8機械保修課及び燃料環境課では、保全計

画（点検計画）に基づく配管支持構造物の点検

ができていなかった）

【要因T１－４４】

機械保修課及び燃料環境課の担当者と要領書

を審査・承認するライン職は、保全計画（点検計

画）との整合・充足性について慎重に検討すべき

であったが、点検対象を可視範囲に限定するこ

とにより、その上位にある点検計画への充足性

が損なわれることや健全性評価が必要であるこ

とに思い至らなかった【Ｅ-130 】

【要因T１－４５】

燃料環境課長等は、保全計画（点検計画）と

の整合・充足性等について慎重に審査すべ

きであったが、可視範囲の配管支持構造物

が判定基準を満足すれば、可視不可部も包

絡されると考えていた【Ｄ-130 】

【要因T１－４６ 】

機械保修課及び燃料環境課では、可視不

可部の存在を認識していたにも関わらず、

外観点検における可視不可部の点検要領

や健全性評価の方法が明確になっていな

かった【Ｃ-130 】

【要因T１－４３】

機械保修課及び燃料環境課では、

可視不可部の存在を認識した時点

でその取扱いを明確にしておくべき

であったが、可視不可部に対する問

題意識が薄かった【Ｆ-130 】

【要因T１－３４】
機械保修課及び燃料環境課の担当者は、保全計画（点検

計画）との整合・充足性等について慎重に検討すべきであっ

たが、十分な検討を行うことなく、過去の点検要領書（「も健」

※等）を参考にして、点検対象を可視範囲に限定した【Ｄ‐
132 】

【要因T１－４６ 】

【Ｃ-130 】

再掲

【要因T１－３７】

機械保修課及び燃料環境課は、点検要領書の作成

にあたり、リストやアイソメ図を添付し、個々の支持

構造物を特定できるようにすべきであったが、保全

計画（点検計画）に機器数量「１式」として記載されて

いるので、記録も「１式」で管理すればよいと認識し

ていた 【Ｄ-136 】

【要因T１－３５】

機械保修課及び燃料環境課は、保全計画（点検計

画）に機器数量「１式」として記載されている配管支

持構造物の点検記録について、重要性や機能を勘

案した上で個別に点検し記録するよう要領書を定め

るべきであったが、個々を特定して記録を管理しな

ければならないという意識が薄かった【Ｅ-136 】

【要因T１－１３１】

【Ｍ-5 】

再掲

【要因T１－１３１】

【Ｍ-5 】

再掲

【要因T１－３５】

【Ｅ-136 】

再掲

【要因T１－３０】

【Ｃ-136 】

再掲

【要因T１－４６ 】

【Ｃ-130 】

再掲

【要因T１－４７】

機械保修課及び燃料環境課では、保全計画（点検

計画）に基づいて点検要領書を作成していたが、保

全計画（点検計画）には配管支持構造物としての機

能を発揮しうる状態にあるか否かの観点からの点

検内容が記載されていなかった【Ｃ-125 】

補足

・対象機器

配管支持構造物 （燃料出入機冷却装置、炉外燃料貯蔵槽、炉外燃料貯蔵槽1次補助Na系、炉外燃料
貯蔵槽1次アルゴンガス系、炉外燃料貯蔵槽2次アルゴンガス系、燃料検査設備、燃料池水冷却浄化装
置） ※不適合対象のみ記載

・作業内容

外観確認の対象は通常目視確認できる範囲とし、特別にハッチの開放や空気置換が必要な部屋に設

置されている機器は範囲外とする。

・判定基準

可視範囲について、表面に著しいかき傷・打こん・クラック等がないこと。

・作業範囲を示すため配管系統図が添付されているが、アイソメ図は添付されてない。

・点検記録は、個々の支持構造物が特定できるようになっていない。

【要因T１－３３】

【Ｃ-120 】

再掲

【燃料環境課Ｂ37 インタビュー結果】

・要領書作成には、弁リスト、機器リストおよび「も健」要領書※３を参考にした。

・「も健」は据付検査としていたためアイソメ図で１個ずつチェックしていたが、点検計画

は外観検査だけなのでアイソメ図が必要だと思わなかった。

・「1式｣の考え方としては、あくまで「1式｣。個別に管理する必要はないと考えており、

配管系統図に色塗りした範囲全てと認識していた。

・可視範囲とした理由は、「も健」要領書は部長承認であり、その内容を踏襲していた

ので当然と考えた。

・要領書作成時にQMS文書は見ていなかった。

【燃料環境課TL Ｂ36 インタビュー結果】

・要領書作成段階で横並びを考慮し一人の担当者Tにまとめさせ、判断基

準等を使用前検査に合わせるようチームでの意識合わせを指示した。

・「1式」表示について、1個1個までは特定できないため、点検記録に確認

した範囲が分かるよう配管系統図をつけ、確認した範囲を色塗りすること

にした。

・点検計画で外観点検に必要なものが網羅されているかをチーム員に

チェックさせ、点検計画で｢1式｣となっていたものは要領書でも｢1式｣でOK

とした。

・常時、窒素雰囲気の部屋があること、人が入って見れない箇所があるこ

と、ハッチを開けないと見れない箇所があることを知っていたので、外観点

検のためその箇所については見なくてよいと考え、可視可能範囲とした。

人が入れない箇所は壊れる要因がないし、窒素雰囲気の環境であれば

腐食が少なく、屋内であれば雨ざらしもない。周囲の支持構造物に異常が

なければ見れない同じ環境の支持構造物も大丈夫だと考えていた。

・作業要領書標準記載要領に基づき作業要領書を作成することは理解し

ていたが、当該要領と作業要領書を見比べるようなことはしていない。

【燃料環境課代Ｂ35 インタビュー結果】

・要領書では、配管系統図で点検範囲が特定されていればよいという認識なの

で、範囲を色塗りさせた。ボリュームがあることも踏まえ、要領書にはアイソメ図

をつける必要はないと考えていた。

・要領書審査時、系統図にて色塗りがされている範囲が本当に見れるのか問い

かけはした。記載内容については点検・連絡体制などをチェックした。機器個別

の特定までは思い至らなかった。

・点検計画と要領書との整合性は確認していなかった。

・作業要領書標準記載要領等のQMS文書、及び点検計画との整合は確認して

いない。

・QMS文書について、部内レベルでの教育はあったが、課内教育では特にな

かったと記憶している。

【問題事象1-24】（要因T１－４９）

機械保修課及び燃料環境課では、保全計画（点検計

画）で配管支持構造物「１式」を点検対象として点検

範囲を限定していないにも関わらず、点検要領書で

は可視範囲に限定し、それ以外の範囲（以下「可視

不可部という」）について点検を実施していない等、

保全計画（点検計画）に基づく配管支持構造物の点

検が適切にできていなかった【Ｂ-130 】

【問題事象1-23】（要因T１－４８）

配管支持構造物の点検要領書には、機能を発揮しう

る状態にあるか否かの観点からの点検を行うことが

記載されておらず、必要な点検ができていなかった

【Ｂ-120 】

【要因T１－４２】

保全技術の継続的な維持・向上を図るため

に、新たな知見や保守経験を蓄積し、保全

計画（点検計画）や要領書に反映するべきで

あったが、そのような改善につなげる仕組み

が機能していなかった 【Ｆ-128 】

補足

平成25年7月～9月のチェック作業において点検実績

として認められなくなった
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～

平成21年10月20日

平成21年11月1日

～

補足

電気チーム側＜点検周期の変更＞

1定検→ 1サイクル

計装チーム側＜機器名称、機器番号、点検周期の変更＞

TIS：機器名称 指示スイッチ→  212系温度指示スイッチ
点検内容（周期） 外観（毎定検→1サイクル）

実信号又は模擬信号での校正試験・調整（毎定検

→6ヶ月）

dps：機器名称 差圧スイッチ→ 212系差圧指示スイッチ
点検内容（周期） 目視により異常の有無の確認を行う（6ヶ月）

絶縁抵抗測定/導通試験（3定検）
実信号又は模擬信号での校正試験・調整（6ヶ月）

【担当A6】

第2保全サイ

クルの保全計

画のブラッ

シュアップ依

頼についての

エンジニアリ

ングシートを

作成

【課長Ｉ】

確認

【TL ｈ】

確認

【部長J】

承認

補足（エンジニアリングシートより抜粋）

次サイクル開始に先立ち、確実かつ円滑に運用開始が行えるように、保全部担当

部署にて炉心確認試験終了後の点検開始から40％出力プラント確認試験終了まで

の工程・予算等を考慮し、当該保全計画のブラッシュアップを開始するよう依頼して

いる。

【課長Ｎ、各TL、各担当】

第2保全サイクル保全計画のブラッシュアップ開始

【課長Ｕ、各TL、各担当】

第2保全サイクル保全計画のブラッシュアップ開始

【課長、各TL、各担当】

第2保全サイクル保全計画のブラッシュアップ開始

【課長、各TL、各担当】

第2保全サイクル保全

計画のブラッシュアップ

開始

【課長、各TL、各担当】

第2保全サイクル保全

計画のブラッシュアッ

プ開始

【次長I】

確認

9

【課代Ｌ】

確認

平成22年7月22，23日へ

電気保修課員インタビュー

Rev0は点検周期等、記載内容の統一を図る目的で改正さ

れており、212_TISを毎定検から1サイクルに変更する際、周

期が6ヶ月の212_dpsと点検計画上近くにあったため、誤って

6ヶ月としてしまったと思う。

472系流量計

外観点検

（実績削除）

補足

⑦４７２系流量計：外観点検の点検記録が無い⇒

未点検《過去超過》

（未点検期間：平成２１年１月～平成２３年１１月）

対象：472‐FT001

平成２１年５月１日から7

210系プリアンプ

特性試験

（実績削除）

5

補足

①２１０系蒸発器液位プリアンプ：特性試験が点検記録か

ら確認できない⇒未点検《過去超過》

（未点検期間：平成２１年１月～平成２５年９月現在）

対象：210A-LT061A1、210A-LT061B1、210C-LT061A1、

210C-LT061B1

平成２１年２月４日から

674系圧力指示計

特性試験

（実績削除）

補足

⑧６７４系圧力現場指示計 特性試験（大気解放ゼロ点確認）が点検記

録から確認できない⇒未点検《過去超過》

（未点検期間：平成２１年１月～平成２５年９月現在）

対象：674-PI004A～674-PI015

平成２１年６月２２日から8

補足（再掲）

電気チーム側＜点検周期の変更＞

1定検→ 1サイクル

計装チーム側＜機器名称、機器番号、点検周期の変更＞

TIS：機器名称 指示スイッチ→  212系温度指示スイッチ
点検内容（周期） 外観（毎定検→1サイクル）

実信号又は模擬信号での校正試験・調整（毎定検→6ヶ月）

dps：機器名称 差圧スイッチ→ 212系差圧指示スイッチ
点検内容（周期） 目視により異常の有無の確認を行う（6ヶ月）

絶縁抵抗測定/導通試験（3定検）
実信号又は模擬信号での校正試験・調整（6ヶ月）

電気保修課員インタビュー（再掲）

Rev0は点検周期等、記載内容の統一を図る目的で改正

されており、212_TISを毎定検から1サイクルに変更する際、

周期が6ヶ月の212_dpsと点検計画上近くにあったため、

誤って6ヶ月としてしまったと思う。

補足

換気空調設備計装品（換気空調盤の機能・性能試験は、点検計画と点検計画（保安規定第３３条

に基づく試験計画）として策定

換気空調設備計装品（６７２系ダンパ計装品、６８１系ダンパ計装品）の機能・性能試験は、点検

計画と点検計画（保安規定第１０３条に基づく試験計画）として策定

補足

換気空調盤の点検頻度は「毎定

検」

ダンパ計装品の点検頻度は「１サ

イクル」

【電気保修課長Ｖインタビュー】

・換気空調設備計装品の機能・性能試験は、第２保全サイク

ルの保全計画制定時から「点検計画（保安規定第１０３条に基

づく試験計画）」として、点検計画とは別に策定していた

・１サイクルは「１保全サイクル」のことである

補足（再掲）

【点検計画に定める点検が実施されていない機器と点検項目】

①２１０系蒸発器液位プリアンプの特性試験（校正試験）

②換気空調設備盤の機能・性能試験

②換気空調設備計装品の機能・性能試験

③１３０系計装弁の外観点検

④２１０系圧力伝送器の特性試験（校正試験）

⑤２次アルゴンガス系ガスクロ 操作盤、アナライザ制御盤の外観点検

⑥４１０系圧力指示計の特性試験（大気解放ゼロ点確認）

⑥４２０系圧力指示計の特性試験（大気解放ゼロ点確認）

⑦４７０系Ｅ／Ｐ変換器、４７１系電空変換器の分解点検（部品交換）

⑦４７１系圧力指示計の特性試験（大気解放ゼロ点確認）

⑦４７２系流量計の特性試験（校正試験）

⑧６７４系圧力現場指示計の特性試験（大気解放ゼロ点確認）

⑨７１２系液位指示計：外観点検及び特性試験

【点検計画に不要な点検が記載されている機器と点検項目】

⑩中央計算機通信制御装置の機能・性能試験

補足

第１保全サイクルにおける点検実績

も無い

【要因T１－２７】

【Ｃ-101 】

再掲

保守点検要領書

(Q42-600J-09055-

02)

WO承認

廃棄物処理設備

外観点検

【担当者kｋ】

作成

【TL Ｂ49】

審査

【燃料環境課ｋｋ インタビュー結果】

・｢1式｣について深くは考えていなかった。
・廃棄物系にはスナバ等はなく、Uボルト等の配管支持構造物ばかりであり、外観だけ見ればいいと考えて
いた。

・要領書作成時には、点検計画を基に点検対象をリストアップしリスト化した。

・課代Rに、要領書上覧時のコメントで図面をつけるよう指示された。アイソメ図では膨大となるし、アイソメ
図にない支持構造物もあるため配管系統図をつけた。

・要領書で可視可能範囲と記載したのは、チーム員と相談して決めた。

・見えない支持構造物について特に考えていなかった。要領書に可視可能範囲と記載しているので問題な

いと考え、健全性評価も考えていない。隠れている部分なので、外的要因で破損等はないと考えていた。

・所内で外観点検について明確なルールがなかった。

補足

・対象機器

配管支持構造物（気体廃棄物処理系） ※不適合対象のみ記載

・作業内容

外観確認の対象は通常目視確認できる範囲とし、特別にハッチの開放や空気置換が必要な部屋に

設置されている機器は範囲外とする。

・判定基準

可視範囲について、表面に著しいかき傷・打こん・クラック等がないこと

・点検実施日

平成21年11月17日～平成21年11月26日
・保守点検報告書

廃棄物処理設備外観点検（Q44‐600J‐09055‐02）
Z0承認：平成21年11月27日

【不適合内容】

・作業範囲を示すため配管系統図が添付されているが、アイソメ図は添付されてない。

・点検記録は、個々の支持構造物が特定できるようになっていない

【課長Ｂ34】

承認

【課代Ｂ35】

審査【問題事象1-25】（要因T１－５０）（再掲）

機械保修課及び燃料環境課は、配管支持構造物の

点検結果について個々の機器を特定できるように記

録すべきであったが、「１式」として記録し、個々の機

器を特定できるように記録していなかった【Ｂ-136 】

【頂上事象Ａ】【要因T１－５１】 （再掲）

保全を担当するプラント保全部において、

保全計画（点検計画）に定めた点検期限を

超過、あるいは手続きをしないで点検頻度

を変更した 【A-1】

（ａ-8機械保修課及び燃料環境課では、保

全計画（点検計画）に基づく配管支持構造

物の点検ができていなかった）

【問題事象1-24】（要因T１－４９）（再掲）

機械保修課及び燃料環境課では、保全計画（点検計

画）で配管支持構造物「１式」を点検対象として点検

範囲を限定していないにも関わらず、点検要領書で

は可視範囲に限定し、それ以外の範囲（以下「可視

不可部」）について点検を実施していないなど、保全

計画（点検計画）に基づく配管支持構造物の点検が

適切にできていなかった【Ｂ-130 】

【問題事象1-23】（要因T１－４８）（再掲）

配管支持構造物の点検要領書には、機能を発揮しう

る状態にあるか否かの観点からの点検を行うことが

記載されておらず、必要な点検ができていなかった

【Ｂ-120 】

【要因T１－３０】

【Ｃ-136 】

再掲

【要因T１－４６ 】

【Ｃ-130 】

再掲

【要因T１－３３】

【Ｃ-120 】

【要因T１－４７】

【Ｃ-125 】

再掲

【要因T１－４６ 】

【Ｃ-130 】

再掲

補足

平成25年7月～9月のチェック作業において点検実績

として認められなくなった

補足

平成25年7月～9月のチェック作業において点検実績

として認められなくなった

補足

平成25年7月～9月のチェック作業において点検実績

として認められなくなった
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日付 トピックス
理事長
Ａ①
Ａ②

理事
A③
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敦賀本部長
A⑤
A⑥

平成21年12月1日

～
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～

平成22年2月16日

平成22年3月19日

～

平成22年3月31日

～

平成22年4月21日

～

平成22年4月23日

～
【要因T１－２４】

【Ｃ-92 】

再掲

472系流量計

外観点検

（実績削除）

補足

⑦４７２系流量計：外観点検の点検記録が無い⇒

未点検《過去超過》

（未点検期間：平成２１年１月～平成２４年１月）

対象：472‐FT002

平成２１年５月１日から7

「も」補助ボイラ

設備計装品点検

点検報告書

受領

7

【ＴＬ-TT】

発注仕様書

確認

【課代W】

確認
【課長V】

確認

【担当者Ｂ28】

報告書確認

平成２１年５月１日から

中央制御室空調装

置浄化系機能確認

実施

補足

保安規定第103条7.＊3「施設定期検査時に実施する検査に代わる確認項目」

建設段階における重要な機能等の確認管理要領第７条に基づく要領書による機能確認として実施

◆安全保護回路等機能確認設定値確認（中央制御室空調装置浄化系作動計装）〔施-2 第33条

別表33-8〕及び中央制御室空調装置浄化系機能確認〔施-17〕

・確認項目：安全保護回路等機能確認設定値確認（中央制御室空調装置浄化系作動計装）中央

制御室空調装置浄化系機能確認

対象：②換気空調設備計装品（６８１系ダンパ計装品）

補足

当該実績は、点検計画（保安規定第１０３条に基づく試験計画）の「機能・性

能試験」であった

〔点検計画（保安規定第１０３条に基づく試験計画）に当該実績の記載無し〕

対象：681‐AD001A～681‐AD010B

【ＴＬ ＰＰ】

発注仕様書

確認

【課代W】

確認

【課長Ｕ】

確認

【担当者ｒｒ】

発注仕様書

作成

二次主冷却系等設備

点検

発注／契約

【部長Ｊ】

確認

【所長A】

承認

補足

④２次系圧力伝送器等
補足

④２次系圧力伝送器等

２１０系圧力伝送器（210B‐PT001）の特性試験は、仕様書に記載無し
２５０系圧力発信器（250C‐PT008A）の外観点検は、仕様書に記載無し（特性
試験は記載有り）

２６０系アイソレータ（260A‐FY002‐2）の外観点検は、仕様書に記載無し（特
性試験は記載有り）

【課代Ｗ】

確認

【課長Ｕ】

確認、承認

原子炉補機冷却水／

海水設備（計装設備）

計装品点検

発注／契約 補足

⑥４１０、４２０系圧力指示計
補足

外観点検及び特性試験（校正試験）は、仕様書に

記載有り

特性試験（大気解放ゼロ点確認）は、仕様書に記

載無し平成２２年１０月１日、平成

２２年１１月１日、平成２２年

１２月１日へ
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【ＴＬ ｇ】

発注仕様書

確認

【担当者Ｂ28】

発注仕様書

作成

【電気保修課 課長Ｕ、課代Ｗ、ＴＬ-Ａ２】

電気保修課分の確認

換気空調設備等保守

点検

発注／契約

【部長Ｊ】

確認

【所長A】

承認

補足

②換気空調設備（６７２系、

６８１系ダンパ計装品）

【機械保修課】

発注仕様書

作成、確認

補足

②換気空調設備（６７２系、６８１系ダンパ計装品）

外観検査と機能・性能試験（作動試験）は、仕様書に

記載有り

機能・性能試験（機能確認）は、仕様書に記載無し

補足

①２１０系蒸発器液位プリアンプ

②換気空調設備（換気空調盤、継

電器盤）

補足

①２１０系蒸発器液位プリアンプ

プリアンプの単体での特性試験は、仕様書に記載無し

信号変換器の特性試験は、仕様書に記載有り（変換器点検、変換

器実液校正試験）

②換気空調設備（換気空調盤、継電器盤）

空調用冷凍機、ポンプ等の分解点検の仕様として、外観検査の記

載有り

補足（契約仕様書から抜粋）

①２１０系蒸発器液位プリアンプ

変換器実液校正試験：充填時・ドレン時、蒸発器の出口温

度と変換器（プリアンプを含む）計測値と液位変換器温度補

正表による変換器の基準出力との比較を行い、管理基準

以内に調整を行う。

【電気保修課ＴＬ-Ａ２インタビュー】

・仕様書の確認は、前回分を基に点検内容に抜けがないことであった

・プリアンプや信号変換機を含む計器全体（システム）としてループ校正を行うことが理に

かなっていると考えた

【電気保修課ＭＭインタビュー】

・従来から、プリアンプを含む全体のシステムで実液を用いたループ校正で点検していた

・点検計画にあるプリアンプ単体での特性試験は意識していなかった

平成２３年１月１日、平成23年７月

１日へ

【電気保修課 課長Ｕ、課代Ｗ、ＴＬ-Ａ２】

電気保修課分の確認

原子炉格納容器等設

備点検

発注／契約

【部長Ｊ】

確認

【所長A】

承認

【機械保修課】

発注仕様書

作成、確認
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補足

平成25年7月～9月のチェック作業において点検実績

として認められなくなった

【要因T１－５８】
電気保修課の担当者は、外部へ発注し

た点検の実績を管理するためには、点

検の検収にあたって、点検記録に抜け

がないことを確認すべきであったが、４７

２系流量計や７３６系ＩＴＶ設備中継端子

箱の点検では、受領した点検報告書の

一部で実施済みとしていた点検記録が

抜けていることを確認しなかった

【Ｃ-99 】

【要因T１－５４】

電気保修課の担当者は、受領した点検報告書

について、チームリーダーから「点検記録の記

載漏れ等はないか」との質問を受けていたにも

関わらず、点検記録の確認が抜けてしまった

【Ｄ-99 】

【要因T１－５７】

電気保修課のチームリーダーは、受領した点検報

告書全体について、「点検記録」に抜けがないことを

自ら確認すべきであったが、当該担当者に点検記

録の確認を任せていた 【Ｄ-100 】

【要因T１－５３】

電気保修課の担当者は、受領した点検報告書の検収におい

て、仕様書に記載された点検の記録が漏れなく提出されてい

ることを確認する意義を理解できておらず、点検記録を確認

したつもりでいた 【Ｅ‐99 】

【要因T１－５２】

電気保修課のチームリーダーは、もんじゅにおける保安活

動に係る調達に適用されるＱＭＳ文書「物品等調達管理要

領」に従って調達製品の検証（点検報告書等の検収）を実施

することを担当者に理解させる必要があったが、担当者に

対する点検報告書の検収を確実に実施できるような指導が

不足していた【Ｆ-99 】

【要因T１－５６】

電気保修課のチームリーダーは、受領した点検報告書

の点検記録から点検実績を確認して、点検期限を管理

すべきであったが、所掌する設備が多く、受領した点検

報告書１件ごとの点検結果の量も多いことから、仕様書

に記載した点検ごとの内容を点検記録から逐一確認す

る必要があることへの意識が不足していた【Ｅ-100 】

【要因T１－５５】

電気保修課の管理職は、課員に対して、今回の点検実

績を起点とした次回点検期限を管理する業務の重要性

に関する指導が不十分であった 【Ｆ-100 】

【要因T１－１７２】

【Ｆ-42】

【要因T１－３１３】

【Ｆ-84】

【要因Ｔ１-５２】

【Ｆ-99】

再掲

【要因T１－２４】

【Ｃ-92 】

再掲

【要因T１－２４】

【Ｃ-92 】

再掲

【要因T１－２７】

【Ｃ-101 】

再掲

【要因T１－２８】

【Ｄ-103 】

再掲

【要因２９】

電気保修課では、点検計画の「機

能・性能試験」を不要とするなど、

新たな考え方で点検を実施する前

には点検計画を改訂する必要があ

ることをＱＭＳで求められているに

も関わらず、点検計画は機器点検

の目安や参考的なものと考え、そ

の見直しを実施していないなど、保

全活動がＱＭＳに基づく活動である

という理解が不足していた 〔Ｈ６〕

【要因T１－６３】

電気保修課の担当者及びチームリーダーは、

換気空調盤や６８１系ダンパ計装品等のように、

保全計画（点検計画）と点検計画〔保安規定

（第３３条又は第１０３条）に基づく試験計画〕

（以下、「試験計画」という。）の２つの計画に重

複する点検項目（機能・性能試験）については、

点検間隔／頻度が異なることを意識して個別

に点検する必要があったが、点検計画の“１６

Ｍ”よりも、試験計画の“１保全サイクル”を意

識していた 【Ｅ-97】

【要因T１－６２】

電気保修課の担当者及びチームリーダー

は、保全計画（点検計画）と試験計画に重複

する「機能・性能試験」については、課長代理

から『「機能・性能試験」は、原子炉が“低温停

止”中には機能要求がなく、起動に備えて適

切な時期に点検する』との説明を受けて、試

験計画に規定する点検間隔／頻度の“１保全

サイクル”で管理するものと認識した 【Ｆ-97】

【要因T１－６１】

電気保修課長及び課長代理は、もんじゅは燃料を装荷している状態

であり、保全計画に基づく点検の他に、原子炉の状態に応じて保安規

定で要求される機能を確認する内容があることから、保全計画（点検

計画）の「機能・性能試験」は不要とし、「外観点検」と「特性試験」は点

検計画で、「機能・性能試験」は試験計画（点検間隔／頻度は“１保全

サイクル”）での実施に区分したが、不要とした「機能・性能試験」につ

いては課員に連絡していなかった 【Ｇ-97】

【要因Ｔ１－６０】

電気保修課長及び課長代理は、保全計画（点検計画）と試験計画の２

つの計画に重複している「機能・性能試験」の取り扱いを課員が間違え

ないよう、不要とした点検計画の「機能・性能試験」を削除すべきであっ

たが、課員に点検計画の見直しを指示していなかった 【Ｇ-98】

【要因Ｔ１-５９】

電気保修課では、保全計画（点検計

画）の「機能・性能試験」を不要とするな

ど、新たな考え方で点検を実施する前に

は点検計画を改訂する必要があることを

ＱＭＳで求められているにも関わらず、

点検計画は機器点検の目安や参考的な

ものと考え、その見直しを実施していな

いなど、保全活動がＱＭＳに基づく活動

であるという理解が不足していた 【Ｈ-

97】

【要因T１－３１３】

【Ｆ-84】

【要因T１－２７】

【Ｃ-101 】

再掲

【要因T１－２６】

【Ｄ-102 】

再掲
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担当
Ｂ37

チームリーダ
（TL）
ｈ
A6
WW

担当
OO
A6
JJ
KK
ｊ

チームリーダ
（TL）
RR

担当
ｋ
A4

計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g）
計装Ⅱ-TT
計装A2
計装 Ｂ25

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd

計装
Ａ2、ee、MM、gg、hh、Ｂ
27、Ｂ28、Ｂ29

電気、水蒸気
bb、cc、ｒｒ

他課

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

室長
E
F

室代
K
ZZ
ｎ
N

チームリーダ
（TL）
SS

部長
J
I
K

次長
I
F
Y
Z

燃料環境課

施設保全課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

プラント
管理部長

試験・工程管理チーム

課長
U
Ｖ

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ、Ｂ24、Ａ7

チームリーダ（TL）

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ
Ｂ31

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ

担当
ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＥＥ，ＦＦ，

ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，
ＤＤ
Ｂ33

課長Ｂ34
課長代理（課代）

Ｂ35

チームリーダ（TL）
Ｂ36

担当

所大
チェック班

プラント保全部 保修計画課 電気保修課 機械保修課

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長
ｆ

(次長兼務）

課代
L
M

保全プログラム

敦賀本部長
代理
A⑦
A⑧

所長
A
B
 

 副所長
Ａ１

原子炉主任技術
者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理室
長C

副主幹ｍ

品質保証室長
D

室長代理c

運営管理室

日付 トピックス
理事長
Ａ①
Ａ②

理事
A③
A④

敦賀本部長
A⑤
A⑥

平成22年4月26日

平成22年4月28日

平成22年4月30日

【TL-SS】

平成22年度

現地マスター

工程（改訂１）

に係る承認

書作成

【室代Ｋ】

確認

【室長Ｅ】

起案

【部長J】

確認

【室長Ｃ】

確認

【所長Ａ】

承認

【炉主任ａ】

確認

【TL-SS】

平成22年度

現地マスター

工程（改訂１）

を周知するた

め、エンジニ

アリングシー

ト作成

【部長】

合議

補足（エンジニアリングシートより抜粋）

敦賀本部、所幹部、各室課及びメーカに対

し、平成22年度現地マスター工程（改訂1）

を周知

補足（承認書より抜粋）

起動時期を見極めていた状況であったことから、起

動の目途が立った段階でマスター工程を改訂

炉心確認試験開始：平成22年5月6日

【室代Ｋ】

確認

【室長Ｅ】

承認]

【TL-ＳＳ】

【確認依頼】

5/6起動を想定

した炉心確認

試験日割工程

（案）を提示し、

メールにてコメ

ントを依頼
メール着信を にて示す。

補足

・炉心確認試験の開始時期が平成22年度マスター

工程から1ヶ月遅れる見通しとなった。

補足

・機械保修課からは工

程変更による影響はな

いとの回答

補足

・電気保修課からは、

炉心確認試験期間中

に点検が実施できるよ

う要請した。

補足

・ＴＬ SSは、炉心確認試験期間中

に点検を実施することで関係者と

の調整を行った。

【TL-ＳＳ】

口頭で室長に

確認後、性能

試験日割工程

表4/28版を

メールにて関

係各課室へ連

絡

・原子炉起動

は5/6

・炉心確認試

験完了は7月

21日

【工程担当ＴＬ-ＳＳＬインタビュー結果】

・マスター工程検討会は実施していない。

・4月下旬頃に5月上旬に性能試験が開始で

きる情報がきたので、炉心確認試験の開始

時期を5月上旬とし、炉心確認試験期間に

有効期限の切れる計器について原子炉停

止時に計器校正を追加した。

・炉心確認試験終了後の燃料交換以降に

ついては保全部からのコメントはなかった。

メール着信先を で示す。

敦賀本部、所幹部、各課室及びメーカに周知 周知 周知 周知 周知 周知 周知

平成22年度現地マスター工程に基づ

く日割り工程策定

【要因T１－６５】

運営管理室が事務局を担う現地マスター工程検討会では、プラントの運転

や保守に係る諸条件を満足するようにプラント工程の検討がなされるべきで

あったが、保守管理のための工程を考慮することなく、炉心確認試験に係る

起動承認が予定より遅れた場合は遅れた分だけ全体工程を後送りする方

針とされていた 【Ｅ-6】

←【要因T１－６４】

現地マスター工程検討会では、プラントの安全を確保するために、保全計

画（点検計画）に則った点検が実施できるプラント工程とすべきであったが、

現地マスター工程検討会では、点検のための工程を考慮することなく試験

工程が優先され、保全計画との整合を図るという認識がなかった 【Ｆ-6】

【要因T１－６６】

プラント工程策定を担う運営管理室長は、第2保全サイク

ル開始に伴うプラント工程について保全計画との整合を

確認すべきであったが、運営管理室長が炉心確認試験の

起動遅延を受けて策定したプラント工程は、遅延分だけを

後送りした工程となっており、保全計画（点検計画）との整

合について確認されなかった【Ｄ-6 】

【要因T１－６７】

第2保全サイクルの点検工程は、保全

サイクル開始時に策定された保全計画

にある点検計画（点検間隔/頻度）を満

足できる工程であるべきだったが、電

気・計測制御設備の一部の機器におい

て、第2保全サイクル開始直後の燃料

交換時期に点検期限超過が発生する

点検工程になっていた【C-1】

【要因T１－６６】

【Ｄ-6】

再掲

【要因T１－３７３】

【Ｉ-１】

【要因T１－８７】

【Ｄ-1】

【電気保修課ＴＬ-ＴＴインタビュー】

・ＩＴＶ設備点検の技術仕様を機械保修課に提示している

平成２２年１１月１日、

平成２３年２月２５日へ

【電気保修課】

電気保修課分の確認

１次主冷却系等設備

点検

発注／契約

【部長Ｊ】

確認

【所長A】

承認

【機械保修課】

発注仕様書

作成、確認

12

補足

⑩ＩＴＶ設備（７３６系ＩＴＶ設備） 補足

制御リレー箱（C‐R2051、C‐A2171、C‐2H121）の外観点検は、仕様書
に記載有り

中継端子箱（T‐CU52‐1、T‐CU53‐1、T‐CU54‐1）の外観点検は、仕様
書に記載無し

【要因T１－２４】

【Ｃ-92 】

再掲
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 副所長
Ａ１

原子炉主任技術
者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理室
長C

副主幹ｍ

品質保証室長
D

室長代理c

運営管理室

日付 トピックス
理事長
Ａ①
Ａ②

理事
A③
A④

敦賀本部長
A⑤
A⑥

平成22年5月1日

210系蒸発器液面計

プリアンプ

特性試験

（期限超過）

補足

①２１０系蒸発器液位プリアンプの特性試験（校正試

験）

平成２１年１１月の実績が認められなかったことから点

検期限超過

補足

平成22年5月1日の点検期限超過以降の期限超過

★①２１０系蒸発器液位プリアンプ、信号変換器：Ｃループの外観点検が点検期限を超過（前点検の

2009年09月で次回点検期限は2011年01月に対し、次点検が2011年06月だった）

（未点検期間：平成２３年２月～平成２３年５月）

対象：210C-LT061A1,A2、210C-LT061B1,B2

★①２１０系蒸発器液位信号変換器：Ｃループの特性試験が点検期限を超過（前点検の2009年11月

で次回点検期限は2011年03月に対し、次点検が2011年07月だった）

（未点検期間：平成２３年４月～平成２３年６月）

対象：210C-LT061A2、210C-LT061B2

★①２１０系蒸発器液位信号変換器：Ａループの特性試験が点検期限を超過（前点検の2011年01月

で次回点検期限は2012年05月に対し、次点検が2013年05月だった）

（未点検期間：平成２４年６月～平成２５年４月）

対象：210A-LT061A1、210A-LT061B1

★①２１０系蒸発器液位信号変換器：Ｃループの特性試験が点検期限を超過（前点検の2011年07月
で次回点検期限は2012年11月に対し、次点検が2013年08月だった）
（未点検期間：平成２４年１２月～平成２５年７月）

対象：210C‐LT061A2、210C‐LT061B2

補足

２１０系蒸発器液位プリアンプ、信号変換器（Ｃループ）の外観点検の実

績について、当初は2011年02月としていたが、その実績は誤りで正解は

2011年06月だった

対象：210A-LT061A1、210A-LT061B1

【頂上事象Ａ】（要因T１－５１）（再掲）

保全を担当するプラント保全部において、保全計画（点検

計画）に定めた点検期限を超過、あるいは手続きをしない

で点検頻度を変更した【A-1】

（ａ-2 所大チェックで点検実績が認められず電気保修課所

掌設備で点検期限超過した）

【問題事象1-14】（要因T１－７３）

電気保修課では、同課が所掌する一

部の機器について、保全計画（点検

計画）に定める点検項目、点検間隔

／頻度、点検内容に従った点検を実

施しておらず点検期限を超過した

【Ｂ-92】

【問題事象1-15】（要因T１－７４）

電気保修課では、一部の機器について

の保全計画（点検計画）の記載が、現場の

機器の状況にそぐわないものとなっており、

保全計画（点検計画）どおりの点検ができ

なかった

【Ｂ-101】

【要因T１－２７】

【Ｃ-101 】

再掲

【要因T１－２６】

【Ｄ-102 】

再掲

【要因T１－２４】

【Ｃ-92 】

再掲

換気空調設備盤

機能・性能確認

（期限超過）

補足

②換気空調設備盤の機能・性能試験

平成２１年１月以降点検を実施していないことから点

検期限超過

（平成２２年４月２３日の発注仕様書に記載がない） 【要因T１－７２】

電気保修課の一部では、保守管理の

実施にあたり、保全計画（点検計画）の

点検間隔／頻度に従って点検期限が超

過しないように外部への点検発注を行う

必要があるにも関わらず、２５０系圧力

発信器等の点検では、契約後に実施し

た点検の時期が既に点検期限超過と

なっていた 【Ｃ-95】

【要因Ｔ１－７１】

電気保修課の担当者及びチームリーダーは、点検

周期Ｎサイクル（Ｎ年＋４ヶ月）が導入され、機器毎

に点検期限を管理することが明確化されたことから、

保全計画（点検計画）に定めた点検間隔／頻度に

従って点検期限を超過しない時期に点検が実施で

きるよう発注を含めた点検工程を管理すべきで

あったが、点検を実施した時期が既に点検期限超

過になることを確認していなかった

【Ｄ-95】

【要因Ｔ１-６９】

電気保修課の担当者及びチームリーダーでは、

点検周期Ｎサイクルの導入により、機器毎に点

検期限を管理する必要があったが、前回の点検

実績を把握しておらず、外部に点検発注する際

に次回点検期限の確認が不足していた【Ｅ-95】

【要因Ｔ１－６８】

電気保修課長及び課長代理は、前回の点

検実績を起点とした次回点検期限を確認し

て、点検期限の時期に点検を実施するとし

た点検工程管理の重要性について、課員へ

の指導が不十分であった 【Ｆ-95】

【要因Ｔ１－７０】

保全計画（点検計画）を適切に実施するためには、

点検期限の管理を確実にすべきであったが、プラ

ント保全部長が予定・実績管理のために設けた月

間レビューは、点検期限をチェックするツールとして

使えるものとなっていなかった【Ｅ-96】

【要因Ｔ１－１５３】

【Ｅ-59】

【要因Ｔ１-６３】

【Ｅ-97】

再掲

【問題事象1-14】（要因T１－７３） （再掲）

電気保修課では、同課が所掌する一部の機

器について、保全計画（点検計画）に定める

点検項目、点検間隔／頻度、点検内容に

従った点検を実施しておらず点検期限を超

過した 【Ｂ-92】

【頂上事象Ａ】（要因T１－５１）（再掲）

保全を担当するプラント保全部において、保全計

画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは

手続きをしないで点検頻度を変更した【A-1】

（ａ-2 所大チェックで点検実績が認められず電気保

修課所掌設備で点検期限超過した）

【要因T１－３１３】

【Ｆ-84】

130系計装弁

外観点検

（期限超過）

補足

③１３０系計装弁の外観点検

平成２１年１月以降点検を実施していない

ことから点検期限超過

（平成２１年４月１６日の発注仕様書に記

載がない）

【問題事象1-14】（要因T１－７３） （再掲）

電気保修課では、同課が所掌する一部の機

器について、保全計画（点検計画）に定める

点検項目、点検間隔／頻度、点検内容に

従った点検を実施しておらず点検期限を超

過した 【Ｂ-92】
【要因T１－２４】

【Ｃ-92 】

再掲

210系圧力伝送器

特性試験

外観点検

（期限超過）

補足

④２１０系圧力伝送器の特性試験（校正試験）

平成２１年１月以降点検を実施していないことから点

検期限超過

（平成２２年３月１９日の発注仕様書に記載がない）

2次Ａｒガス（250系）

ガスクロ

外観点検

（期限超過）

補足

⑤２次アルゴンガス系ガスクロ：C-L007、C-L008、

C-L114、C-L115、C-L214の外観点検

平成２１年７月の実績が認められなかったことから

点検期限超過

４１０、４２０系

圧力計

特性試験

（期限超過）

補足

⑥４１０系圧力指示計の特性試験（大気解放ゼロ点確認）

⑥４２０系圧力指示計の特性試験（大気解放ゼロ点確認）

平成２１年９月の実績が認められなかったことから点検期限超過

【要因T１－２７】

【Ｃ-101 】

再掲

【要因T１－２８】

【Ｄ-103】

再掲
４７０、４７１系

電空変換器

分解点検

４７１系

圧力指示計

特性試験

（期限超過）

補足

⑦４７０系Ｅ／Ｐ変換器、４７１系電空変換器の分解点検（部品交

換）

⑦４７１系圧力指示計の特性試験（大気解放ゼロ点確認）

平成２１年１月以降点検を実施していないことから点検期限超過

（平成２１年５月１日の発注仕様書に記載がない）

【問題事象1-15】（要因T１－７４）（再掲）

電気保修課では、一部の機器について

の保全計画（点検計画）の記載が、現場の

機器の状況にそぐわないものとなっており、

保全計画（点検計画）どおりの点検ができ

なかった

【Ｂ-101】

【要因T１－２７】

【Ｃ-101 】

再掲

【要因T１－２６】

【Ｄ-102 】

【要因T１－２８】

【Ｄ-103】

再掲

ＩＴＶ設備

機能・性能試験

（期限超過）

補足

⑩中央計算機通信制御装置の機能・性能試験

平成２１年１月以降点検を実施していないことから点検期限超

過

（保全計画（点検計画）に点検不要な「機能・性能試験」が記載

されていた）

【問題事象1-15】（要因T１－７４）（再掲）

電気保修課では、一部の機器について

の保全計画（点検計画）の記載が、現場の

機器の状況にそぐわないものとなっており、

保全計画（点検計画）どおりの点検ができ

なかった

【Ｂ-101】

【要因T１－２７】

【Ｃ-101 】

再掲

【要因T１－１４】

【Ｄ-101 】

再掲

【頂上事象Ａ】（要因T１－５１）（再掲）

保全を担当するプラント保全部において、保全計

画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは

手続きをしないで点検頻度を変更した【A-1】

（ａ-2 所大チェックで点検実績が認められず電気保

修課所掌設備で点検期限超過した）

【問題事象1-14】（要因T１－７３） （再掲）

電気保修課では、同課が所掌する一部の機

器について、保全計画（点検計画）に定める

点検項目、点検間隔／頻度、点検内容に

従った点検を実施しておらず点検期限を超

過した 【Ｂ-92】

【要因T１－２４】

【Ｃ-92 】

再掲

【頂上事象Ａ】（要因T１－５１）（再掲）

保全を担当するプラント保全部において、保全計

画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは

手続きをしないで点検頻度を変更した【A-1】

（ａ-2 所大チェックで点検実績が認められず電気保

修課所掌設備で点検期限超過した）

【頂上事象Ａ】（要因T１－５１）（再掲）

保全を担当するプラント保全部において、保全計

画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは

手続きをしないで点検頻度を変更した【A-1】

（ａ-2 所大チェックで点検実績が認められず電気保

修課所掌設備で点検期限超過した）

【頂上事象Ａ】（要因T１－５１）（再掲）

保全を担当するプラント保全部において、保全計

画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは

手続きをしないで点検頻度を変更した【A-1】

（ａ-2 所大チェックで点検実績が認められず電気保

修課所掌設備で点検期限超過した）

【問題事象1-14】（要因T１－７３） （再掲）

電気保修課では、同課が所掌する一部の機

器について、保全計画（点検計画）に定める

点検項目、点検間隔／頻度、点検内容に

従った点検を実施しておらず点検期限を超

過した 【Ｂ-92】

【要因T１－２４】

【Ｃ-92 】

再掲

【問題事象1-15】（要因T１－７４）（再掲）

電気保修課では、一部の機器について

の保全計画（点検計画）の記載が、現場の

機器の状況にそぐわないものとなっており、

保全計画（点検計画）どおりの点検ができ

なかった

【Ｂ-101】

【頂上事象Ａ】（要因T１－５１）（再掲）

保全を担当するプラント保全部において、保全計

画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは

手続きをしないで点検頻度を変更した【A-1】

（ａ-2 所大チェックで点検実績が認められず電気保

修課所掌設備で点検期限超過した）

【問題事象1-14】（要因T１－７３） （再掲）

電気保修課では、同課が所掌する一部の機

器について、保全計画（点検計画）に定める

点検項目、点検間隔／頻度、点検内容に

従った点検を実施しておらず点検期限を超

過した 【Ｂ-92】

【要因T１－２４】

【Ｃ-92 】

再掲

【頂上事象Ａ】（要因T１－５１）（再掲）

保全を担当するプラント保全部において、保全計

画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは

手続きをしないで点検頻度を変更した【A-1】

（ａ-2 所大チェックで点検実績が認められず電気保

修課所掌設備で点検期限超過した）

【問題事象1-14】（要因T１－７３） （再掲）

電気保修課では、同課が所掌する一部の機

器について、保全計画（点検計画）に定める

点検項目、点検間隔／頻度、点検内容に

従った点検を実施しておらず点検期限を超

過した 【Ｂ-92】

【要因T１－２４】

【Ｃ-92 】

再掲

ディーゼル機関Aの外

観点検及び機能・性能

点検期限超過

補足（保安検査報告書から記載）

平成24年度第4回保安検査において確認

された。（平成25年3月7日）

点検期限超過

【頂上事象Ａ】（要因T１－５１）（再掲）

保全を担当するプラント保全部において、保全

計画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あ

るいは手続きをしないで点検頻度を変更した

【A-1】

【機械保修課長Ｏインタビュー】

第１保全サイクル内で１回点検を行えば

よいと考えた

補足（不適合報告書から記載）

・前回点検実施月：平成19年度

・平成21年1月1日を起点とした点検期限：平

成22年5月
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日付 トピックス
理事長
Ａ①
Ａ②

理事
A③
A④

敦賀本部長
A⑤
A⑥

平成22年5月3日

平成22年5月4日

平成22年5月10日

～
平成22年5月24日

平成22年5月18日

平成22年6月1日

【要因T１－７６】

←【要因T１－１３９】

【I-2】

平成22年度現地マス

ター工程（改訂１）の

策定

・改訂内容

（炉心確認試験延長

に伴う改訂）

【担当OO】

保全計画改

正案作成

【炉主任ａ】

確認

【所長Ａ】

承認

供用前第1保全サイク

ルの保全計画の承認

（所長）及び確認（平成

22年5月3日改正6/平

成22年5月4日施行）

●制定内容

・（点検頻度の記載に

関し、注釈を加え点検

間隔を明確にした。

（本文 6.2 点検計画

の項））

【課長Ｉ】

申請

【部長】

協議

【室長Ｃ】

確認

プラント保全

部安全技術検

討会（第48回）

付議

補足（現地マスター工程より抜粋）

現地マスター工程策定（改訂１）

炉心確認試験：平成２２年５月上旬～平成２２年７月下旬

燃料交換：平成２２年７月下旬～平成２２年８月下旬

設備点検：平成２２年８月下旬～

補足（第48回安全技術検討会申請書より抜粋）

プラント保全部長承認

平成22年5月3日

指示：なし

補足（保全計画本文より抜粋）

６．点検計画

６．２点検計画表

＊3：点検頻度の「N年」又は「N年毎」は、原則点検間隔をN年＋4ヶ月以内を目標に計画する。ただし、点検間隔が前

述の期間を超える場合は、次回点検までの設備、機器の健全性を評価する。＋４ヶ月を猶予期間とした根拠は、軽水

炉プラントの定検の考え方（運転期間（13ヶ月）+定期検査（3ヶ月））を踏襲している。なお、法令、保安規定、規格・基

準等で暦年を基準とした点検頻度を規定している場合は、本定めに係わらず、それぞれの規定に従う。

【課長 Ｉ】

申請

プラント保全部

安全技術検討

会（第51回）付

議

【担当ＪＪ】

申請書作成

補足（第51回安全技術検討会議事録より抜粋）

議題：保守管理要領の改正について

出席者：（委員長）次長Ｚ、（委員）燃料環境課長、施設保全課長Ｙ、保修

計画課代Ｌ、電気保修課代Ｗ、機械保修課長Ｎ

事務局：保修計画課

検討内容：供用開始前第2保全サイクルの保全計画策定に伴う変更に伴

う見直し他

（点検計画に関する審議はなし）

再検討指示

第14条第1項の「点検計画」と同条第4項の「点検計画表」の位置づけを運

用方法を含め明確にすること

補足（第51回安全技術検討会付議申請書より抜粋）

プラント保全部長承認

平成22年5月24日

指示：検討会結果のとおり再審議とする

【保修計画課員ＪＪインタビュー結果】

第２保全サイクルの保全計画の策定に当たり、こ

れまでに実施した保全活動の実績を反映し、関

連要領類を見直すこととした。

補足（保全計画本文より抜粋）

６．点検計画

６．２点検計画表

＊3：点検頻度の「N年」又は「N年毎」は、原則点検間隔をN年＋4ヶ月以内を目標に計画する。ただし、点検間隔が前述の期間を超える場合は、次回点検までの設備、機器の健全性を評価する。＋

４ヶ月を猶予期間とした根拠は、軽水炉プラントの定検の考え方（運転期間（13ヶ月）+定期検査（3ヶ月））を踏襲している。なお、法令、保安規定、規格・基準等で暦年を基準とした点検頻度を規定し

ている場合は、本定めに係わらず、それぞれの規定に従う。

補足（保全の有効性評価記録より抜粋）

・対象機器

・【10051801（機Ⅱ）】ディーゼル発電設備主要部

・【10051802（機Ⅱ）】ディーゼル発電機設備A、B、C号機の付属機器及び補機（燃料ディタン

ク、空気だめ、他）

・変更点

変更前：外観点検、簡易点検、開放点検、分解点検（1年毎）

点検期限：Ａ号機：Ｈ22年5月、

Ｂ号機：H22年8月

C号機：H23年1月

変更後：外観点検、簡易点検、開放点検、分解点検（3年毎）

・変更理由

現在、1年毎に外観・簡易・開放・分解点検を行っているが、平成6年～9年にかけて点検間

隔が3年間空いた時期があった。3年後の各種点検においても全て結果は良好で1年毎の点

検結果と差異はなかった。また、過去の設備点検の結果から性能・機能に影響を及ぼすよう

な不具合事象は発生していないこと及び月1回実施しているサーベランス運転で異常がないこ

とや、漏えいのないことを確認していることから点検頻度の見直しを行う。

【課長N】
作成

【部長J】

承認

（6/8）

【室長E】

確認

（6/9）

【室長C】

確認

（6/9）

補足（第48回安全技術検討会議事録より抜粋）

議題：保全計画第６次改正について

出席者：（委員長）次長Ｚ、（委員）次長Ｉ、保修計画課長Ｉ、電気保修課長、機械保修課長、燃

料環境課長、施設保全課長

事務局：保修計画課

検討内容：保全計画本文6.2点検計画の項に、点検頻度の考え方を追記する。

コメント：点検頻度の猶予期間とは、軽水炉の保全サイクルの考え方（運転期間（13ヶ月）+通

常の定期点検期間（3ヶ月）の計16ヶ月を一つの保全サイクル）を参考に４ヶ月とすること。
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【担当FF】
ケースA及びケースC
についての保全の有

効性評価（10051802
（機Ⅱ）、10051802（機
Ⅱ））実施

14

平成22年7月2日へ

平成22年6月17日へ

期限超過に関する

有効性評価

保守管理要領の改正

（点検周期Ｎサイクル（N+4ヶ月の導入等）

補足（検討資料より抜粋）

変更目的及び必要性：

点検間隔の期間の明確化と点検間隔を超

える場合に健全性評価を行うことを明示

【要因Ｔ１-１３０、Ｔ１-１２９】

要領改正時（要領の内容、審議及

び承認過程）の要因と同じ

【要因T１－８８】

機械保修課では、点検期限を延長する必要が発生した際に、点

検期限までに保全の有効性評価を実施する必要があるが、必要

な保全の有効性評価に係る手続きが遅れてしまった（結果として

手続きしなかったと同様な扱い）【C-37】

【要因T１－８１】

プラント保全部の安全技術検討会においては、

点検期限管理に係る考え方を検討する機会が

あったにも関わらず、第2保全サイクル開始直後

に点検期限が超過する機器があることについて

の問題点が明らかにされなかった【D-13】

【要因T１－８０】

プラント保全部各課長は、保全計画（点検計

画）と点検工程との整合性を確認すべきで

あったが、第2保全サイクルにおける設備点

検について、期限内に点検の実施が困難と

なるような場合には、必要な手続きを行うこと

として点検工程上の問題は生じないと思った

【Ｅ-13】

【要因T１－７８】

プラント保全部長は、保全計画（点検計画）に基づき時間基準保全を行う設備に係る点検工程の確保を確実にしていく必要があったが、

設備の重要度が高く時間基準保全を行っていく機器を整理させ、当該機器の点検工程と試験工程の整合について保守担当部署に確認

しなかった 【Ｆ-1】

←【要因T１－７７】

プラント保全部長は、点検周期Ｎサイクル（Ｎ年+4ヶ月）の導入による保全計画（点検計画）への影響を保守担当課へ確認すべきであった

が、点検周期Nサイクルの導入以降も各課の責任で点検が問題なく行われると考えていた【Ｇ-2】

←【要因T１－７６】

保守担当課長は、点検周期Nサイクル（Ｎ年+4ヶ月）の導入に伴い保全計画（点検計画）が工程に及ぼす影響を確認し、課題を上申すべ

きであったが、点検周期Nサイクル（Ｎ年+4ヶ月）を取り入れた点検計画が点検工程に及ぼす影響を十分に検討しておらず、工程が成立

するための課題をプラント保全部長に意見具申しなかった 【Ｈ-2】

【要因T１－７９】

プラント保全部は、点検周期Nサイクル

（Ｎ年+4ヶ月）を導入した保全計画（点検

計画）が工程に及ぼす影響について確認

すべきであったが、十分に検討しておら

ず、運営管理室へ課題の提起ができな

かった 【Ｅ-1】

【要因T１－８３】

プラント保全部長は、保全計画の遂行についてQMSの規定に基づいて

実施していくべきであったが、過去の経験からトラブル等で点検工程が動

くことへの対応として、次回点検までの健全性評価を行う処置を行ってい

た 【Ｇ-13】

←【要因T１－８２】

プラント保全部長は、プラントの安全を確保するために点検計画を確実

に履行すべきであったが、外部情勢等から試験工程が優先されるものと

考え、保全計画（点検計画）を守るという認識が低かった【Ｈ-13】

【要因T１－８５】

保全計画を確認・承認するライン職では、点検期限を超過する場合は不適合管理の下で設備、機器の健全性評

価を行う必要があったが、保全計画に記載された内容のみのチェックを行い、不適合管理を行う必要があること

について保全計画が適切でない記載となっていることを見落とした 【Ｇ-14】

←【要因T１－８４】

保全計画を確認・承認するライン職では、保全計画とその上位規定である保安規定との整合を確認する必要が

あったが、保安規定と整合していることの確認をしなかった 【Ｈ-14】

【要因T１－８６】

プラント保全部長は、点検期限を超える場合

は、不適合管理の下で健全性を評価し、特

別採用として対処する必要があったが、次

回点検までの設備、機器の健全性を評価す

ることで点検期限超過に対処できるとした

誤った記載とした保全計画を作成した 【Ｆ-

13】

【要因T１－２４９】

【H-1】

【要因T１－７８】

←【要因T１－７５】

プラント保全部長は、保全計画（点検計画）に則った

設備点検を実施できるように試験工程への意見具申

を行うべきであったが、もんじゅ所長から、もんじゅの

試験工程については外部からのプレッシャーが大きく、

また、予算要求のベースとなる工程の変更は難しいな

ど、試験工程優先が示唆されていた事を重要視して

いた【Ｇ-1】

【担当OO】

安全技術検討

会での審議結

果を受け、保

全計画の記載

内容を変更

【課長Ｉ】

確認

【部長J】

作成

【要因T１－７９】

【E-1】

再掲

【要因T１－８７】

運営管理室（現運営管理部）は、プラント工程設定にあ

たっては、保全計画（点検計画）との整合を図る必要が

あったが、点検周期が明確化されたことによる点検工程

への影響について、プラント工程を調整した際にプラント

保全部から意見がなかったため、確認できていなかった

【D-1】

【室長E】

確認

【要因T１－８６】

【Ｆ-13】

【要因T１－１４０】

【Ｅ-7】

【要因T１－８４】

←【要因T１－１２８】

【Ｉ-8】

【要因T１－８４】

←【要因T１－１２７】

【Ｉ-9】

【要因T１－８２】

←【要因T１－７５】

【G-1】

再掲

【要因T１－１３９】

【Ｉ-2】

第１保全サイクルの保全計画の改正（Rev6）

（点検周期Nサイクル＝N+4ケ月の考え方導入）

【要因T１－９０】

電気保修課計装チームは、保全計画（点検計

画）に当該機器が記載されているにも関わら

ず、当該機器を所掌している認識がなく、また、

当該機器について保全計画（点検計画）を確

認していなかった【C-150】

【要因T１－８９】

電気保修課は、課内のチーム間の保全

計画（点検計画）における機器の所掌範

囲を明確にして業務を実施すべきところ、

これまでの慣例に従った所掌範囲で点検

業務ができていると思った【Ｄ-150 】

計装チーム側

212_TIS05(A～C),
07(A～C),09(A～C)
点検期限超過(H22/5)

補足

点検期限の考え方

1定検（毎定検）＝1サイクル＝16M

【頂上事象Ａ】（要因T１－５１）（再掲）

保全を担当するプラント保全部において、保全

計画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あ

るいは手続きをしないで点検頻度を変更した

【A-1】

（ａ-9 保全計画（点検計画）に重複記載された2

次主冷却系循環ポンプ駆動装置温度スイッチ

について、計装チーム分の点検期限が超過し

ていた）

【問題事象1-27】（要因T１－９１）

電気保修課は、保全計画（点検計画）において、2次主冷却系循

環ポンプの温度スイッチ等が重複記載されており、電気チーム

側の点検は実施していたが、計装チーム側は保全計画（点検計

画）に従った点検を実施していなかった【Ｂ-150 】

【要因T１－１７２】

【Ｆ-42】



時系列「保全を担当するプラント保全部において、保全計画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは手続きをしないで点検頻度を変更した」(12/70) 添付資料-３

担当
Ｂ37

チームリーダ
（TL）
ｈ
A6
WW

担当
OO
A6
JJ
KK
ｊ

チームリーダ
（TL）
RR

担当
ｋ
A4

計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g）
計装Ⅱ-TT
計装A2
計装 Ｂ25

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd

計装
Ａ2、ee、MM、gg、hh、Ｂ
27、Ｂ28、Ｂ29

電気、水蒸気
bb、cc、ｒｒ

他課

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

室長
E
F

室代
K
ZZ
ｎ
N

チームリーダ
（TL）
SS

部長
J
I
K

次長
I
F
Y
Z

燃料環境課

施設保全課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

プラント
管理部長

試験・工程管理チーム

課長
U
Ｖ

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ、Ｂ24、Ａ7

チームリーダ（TL）

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ
Ｂ31

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ

担当
ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＥＥ，ＦＦ，

ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，
ＤＤ
Ｂ33

課長Ｂ34
課長代理（課代）

Ｂ35

チームリーダ（TL）
Ｂ36

担当

所大
チェック班

プラント保全部 保修計画課 電気保修課 機械保修課

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長
ｆ

(次長兼務）

課代
L
M

保全プログラム

敦賀本部長
代理
A⑦
A⑧

所長
A
B
 

 副所長
Ａ１

原子炉主任技術
者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理室
長C

副主幹ｍ

品質保証室長
D

室長代理c

運営管理室

日付 トピックス
理事長
Ａ①
Ａ②

理事
A③
A④

敦賀本部長
A⑤
A⑥

平成22年6月2日

平成22年6月17日

～

平成22年6月24日

平成22年6月30日

平成22年7月2日

平成22年7月6日

～

平成22年7月9日

～

平成22年7月12日

【TL-Ａ6】

第１保全サイ

クル終了時の

保全の有効性

評価（第１回

目：平成21年1

月1日～平成

22年6月末）の

情報を収集し、

保全の有効性

評価記録を作

成

供用前第1保全サイク

ルの保全計画の承認

（所長）及び確認（平成

22年6月30日改正7/平

成22年6月30日施行）

補足（保全の有効性評価結果より抜粋）

サイクル終了時の保全の有効性評価においては、供用前

第１保全サイクル内で実施した保全の有効性評価の結果

（保全データの推移、機器等稼働状況・点検状況の結果、ト

ラブルなどの運転経験）を「保全計画への反映事項」として、

整理している。

プラント保全

部安全技術検

討会（第57回）

付議

【担当JJ】
保守管理要

領及び保全

計画検討要

領の改正案

作成

【課長Ｉ】

申請
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【担当者JJインタビュー結果】

・第２保全サイクルの保全計画の策定に

当たり、これまでに実施した保全活動の

実績を反映し、関連要領類を見直すことと

した。

【課長 Ｉ】

申請

【担当ＪＪ】

保全サイクル

設定の考え方

についての検

討案作成

【保修計画課員ＪＪインタビュー結果】

第２保全サイクルの保全計画の策定に当たり、これまで

に保安管理専門委員会や安全技術検討会等で検討して

きたことについて、関連要領類に反映することとした。

16

補足（アンケート結果より記載）

情報収集が十分でなく、上位文書の「保守管理

要領」の改正後に「年度作業計画管理マニュアル」

改正の検討を行ったため部内制定が遅れてしまっ

た。（平成22年9月15日の安全技術検討会の審議

を経て、平成22年10月に「保全サイクル作業計画

管理マニュアル」に改称した。）

【課代 Ｌ】

申請

プラント保全部

安全技術検討

会

（第56回）付議

【担当ＪＪ】

申請書作成

補足（第56回安全技術検討会議事録より抜粋）

議題：保守管理要領の改正について（再審議）

出席者：（委員長）次長Ｚ、（委員）燃料環境課代、施設保全課長Ｙ、保修計画課代Ｌ、電気保修課長Ｕ、機械保修課長Ｎ

事務局：保修計画課

検討内容：供用開始前第2保全サイクルの保全計画策定に伴う変更に伴う見直し他

第51回での再検討指示「第14条第1項の「点検計画」と同条第4項の「点検計画表」の位置づけを運用方法を含め明確にすること」の対応

検討指示に対する回答：「点検計画」と「点検計画表」の定義を追記し、位置付けの明確化を図った。

第56回でのコメント：

第13条の保全計画の策定において部長が作成する点検計画、補修、取替え計画及び改造計画及び、特別な保全計画については、課長が作成し、部長が確認したものを

まとめて保全計画となるようにすること

→再審議が必要と判断（委員長）

補足（第56回安全技術検討

会申請書より抜粋）

プラント保全部長承認

平成22年7月2日

指示：なし

補足（第57回安全技術検討会申請書より抜粋）

プラント保全部長承認

平成22年7月9日

指示：なし

補足（第57回安全技術検討会議事録より抜粋）

議題：「保守管理要領」及び「保全計画検討要領」の改正について

出席者：（委員長）次長Ｚ、（委員）保修計画課代Ｌ、電気保修課代、機械保修課代、施設保全課長、燃料環境課長

事務局：保修計画課

検討内容：供用開始前第２保全サイクルの保全計画策定に伴う変更に伴う見直し他

第56回でのコメント「第13条の保全計画の策定において部長が作成する点検計画、補修、取替え計画及び改造計画及び、特別な

保全計画については、課長が作成し、部長が確認したものをまとめて保全計画となるようにすること」の対応

第56回でのコメントに対する回答：点検計画の作成者を「部長」から「保守担当課長」へ変更した。

第57回でのコメント：プラント保全部長及びプラント管理部長が確認するのは、所掌する課であることがわかる記載に修正すること。

（保守管理要領については、第13条から第16条及び20条、保全計画検討要領については、第10条から第13条）

補足（点検計画より抜粋）

【点検計画記載変更】

ケースA点検時期/頻度

1年毎→3年毎

ケース点検時期/頻度

1年毎→3年毎

平成22年度第1回保

安検査（平成22年6

月17日～6月24日）

【課長Ｎ、各ＴＬ、各担当】

平成22年度第1回保安検査にて、ディーゼル機関主要部の点検頻度を「1年

毎」→「3年毎」とする保全の有効性評価に対してコメントがあり、クランクケー

スの外観点検と始動弁の分解点検について、軽水炉との横並びを確認

13

14

平成22年7月13日へ

平成22年7月15日へ

第１保全サイクル終了時の保守管理の有効性評

価の実施

平成22年5月18日から

平成22年5月10日から

【要因T１－９５】

機械保修課では、設備の点検間隔/頻度を設定する際には他プラントの実績を十分に把握しておく必要があったが、保全の

有効性評価を実施した際、他プラントの実績等（始動弁、クランクケース）に係る調査が不十分であった【E-36】

←【要因T１－９４】

機械保修課は、設備の点検間隔/頻度を設定する際には他プラントの実績を十分に把握しておく必要があったが、軽水炉の

同種機器に対する点検間隔/頻度等の情報収集を行うことに思い至らなかった【Ｆ-36】

←【要因T１－９３】

機械保修課は、保全の有効性評価を実施するに当たっては、QMSの要領に従って対応するべきであったが、保全の有効

性評価に係るQMS要領の理解（他プラントの経年劣化傾向を参照すること）が不足していた【Ｇ-36】

【要因T１－９２】

保修計画課長は、保守管理のPDCAを回すために必要な知識につ

いての教育を徹底すべきであったが、（保全の有効性評価について

他プラントの事例を踏まえることの教示が不足しているなど）保守管

理に必要な評価方法や手続き（保全の有効性評価方法や特別な保

全計画への移行手続き、アウトオブサービスの適用方法）が理解で

きる教育としていなかった【Ｈ-36】

【要因T１－９９】

プラント保全部長は、点検周期Nサイクル（Ｎ年＋４ヶ月）が明確化されたこ

とに伴って、点検期限の管理ができるように必要な様式の変更を行うべき

であったが、点検期限管理方法を変更した際に保全計画（点検計画）を適

切に改善しなかった【Ｅ-11】

【要因T１－９８】

プラント保全部長は、設備機器の点検に係る管理については保全計画（点検計画）で

行うべきであったが、実際の点検時期や実績の把握については、従来から運用して

いる保全サイクル作業計画の月間レビューで実施するものと考え、点検計画の変更

に思いが至らなかった 【Ｆ-11】

←【要因T１－９７】

プラント保全部長及び安全品質管理室長は、業務の手順を修正・追加等する場合に

は、必要な要領類を見直すべきであるが、点検の実績などは月間レビューに記載す

るものと考え、点検周期Ｎサイクル（N年＋4ヶ月）を導入した際に、点検実績管理に係

る要領や保全計画（点検計画）の改善の要否を確認しなかった 【Ｇ-11】

【要因Ｔ１-１３０、Ｔ１-１２９】

要領改正時（要領の内容、審議及び承認過

程）の要因と同じ

【要因Ｔ１-１３０、Ｔ１-１２９】

要領改正時（要領の内容、審議及

び承認過程）の要因と同じ

【要因T１－９６】

プラント保全部長や保修計画課長及び安全品質管理室長（現品質保証室

長）は、（点検周期Nサイクルの導入など）ＱＭＳのプロセスを修正・追加等

する場合には要領類を見直す必要があったが、保全計画の運用に関する

ことは保全計画に記載したり、業務連絡書や口頭説明で対処すればよいと

して要領や保全計画（点検計画）の見直しを行っておらず、ＱＭＳの維持管

理に関する理解が不足していた 【H-11】

燃料取扱設備室換気

装置浄化系機能確認

実施

補足

保安規定第103条7.＊3「施設定期検査時に実施する検査に代わる確認項目」
建設段階における重要な機能等の確認管理要領第７条に基づく要領書による機能確認として実施

◆安全保護回路等機能確認設定値確認（燃料取扱設備室換気装置浄化系作動計装）〔施‐2 第33条別表33‐8〕及び燃料取扱設備室換気装置浄化系機
能確認〔施‐19〕
・確認項目：安全保護回路等機能確認設定値確認（燃料取扱設備室換気装置浄化系作動計装）、燃料取扱設備室換気装置浄化系機能確認

対象：②換気空調設備計装品（６７２系ダンパ計装品）

補足

当該実績は、点検計画（保安規定第１０３条に基づく試験計画）の「機能・性能試験」であった

〔点検計画（保安規定第１０３条に基づく試験計画）に当該実績の記載無し〕

対象：672‐AD001A～672‐AD012

各課にて資料準備

補足

配管支持構造物の外観点検について、

保全計画への反映事項は報告されてい

ない。

【要因T１－１００】

機械保修課及び燃料環境課では、保守経

験（保全の有効性評価等）を通じて保全計

画（点検計画）を見直すべきであったが、

見直しを行わなかった【Ｄ-128 】

【要因Ｔ１－１５２】

【Ｅ‐128】
【要因Ｔ１－２５８】

【Ｅ‐129】
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日付 トピックス
理事長
Ａ①
Ａ②

理事
A③
A④

敦賀本部長
A⑤
A⑥

平成22年7月13日

平成22年7月15日

平成22年7月16日

平成22年7月21日

ＱＭＳ文書専

門部会付議

保安管理専

門委員会

（第47回）付

議

【担当JJ、

NN、OO】

改正案の修

正

【課長Ｉ】

申請確認

保安管理専門

委員会

（第48回）付議

プラント保全

部安全技術

検討会（第59

回）付議

15
補足（QMS文書専門部会答申書より抜粋）

出席者：部会長Ｄ、安全管理課員、保修計画課副主幹Ｍ、保修計画課員ＫＫ、施設保全課員、燃料環境課員

事務局：安全品質管理室

検討内容：40%出力試験終了までの保全計画を制定するに際して保守管理要領等を改正する

「点検計画」、「保修計画及び改造の計画」及び「特別な保全計画」については、これまで部長が作成することとなって

いたが、保守担当課長が作成し、部長が確認することに変更した。なお、保全計画は、これまで通り部長作成し、所長

の承認を得る。（第13条、14条、15条）

コメント：

第14条第1項、第15条第1項及び第16条第1項

「安全品質管理室長及び運営管理室長の確認を受けた後、主任技術者等の確認を受け、所長の承認を得る」の削除

は、点検計画をとりまとめた「保全計画」については、安品室長、運管室長、主任技術者の確認を得て、所長の承認を

得るため、点検計画自体は両室長、主任技術者の確認、所長承認を受けないことを反映したとのことであるが、それ

を記載すること。

ＱＭＳ文書専

門部会

【担当ＪＪ、ＮＮ、

ＯＯ】

修正

【課長Ｉ】

確認

【部長Ｊ】

確認

【担当ＪＪ、ＮＮ、

ＯＯ】

修正

【課長 Ｉ】

確認

【部長 Ｊ】

確認

16

補足（QMS文書専門部会答申書より抜粋）

部会長Cによるコメント反映確認

反映状況：点検計画が保全計画の一部として、安品室長、運管室長、主任技術者の確認を得て、所長の承認を受けることが記載されていることを確認

した。

補足（第59回安全技術検討会議事録より抜粋）

今回の要領改正において、各種の記録作成が容易に行えるように、記載のサンプルを

添付するよう改善したことから、部内の安全技術検討会の審議結果として、「各評価シー

トの作成・上申にあたっては様子を見ることとし、保修計画課の関与はしばらく行わない

こととする。」となった。

【部長J】

申請

補足（QMS文書専門部会答申書より抜粋）
専門部会としての結論

以下を確認できたため、ＱＭＳ文書専門部会として、「保守管理要領」の改正案が妥当であると結論する。

（１）改正概要が正しく反映されていること。

（２）ＱＭＳ専門部会でコメントした不具合点が修正されたこと。

（３）誤記及び適切でない表現が修正されたこと。
ＱＭＳ文書専

門部会部会

長 Ｄ

答申

補足（第59回安全技術検討会申請

書より抜粋）

プラント保全部長承認

平成22年7月15日

指示：なし

補足（保安管理専門委員会議事録より抜粋）

議題：保守管理に関する要領改正について

出席者：（委員長）所長Ａ、（委員）炉主任ａ、安全品質管理室長Ｃ、運営管理室代Ｋ、プ

ラント保全部長Ｊ，プラント管理部長

事務局：安全品質管理室

検討内容：：要領の改正について

コメント：

概要書は、改正点のみ記載されており、改正の目的、保安規定との整合性が記載さ

れていないこと及びＱＭＳ文書専門部会において改正目的の妥当性、保安規定との整

合性が審議されていないため、本委員会において、原子炉の安全性に影響を与えない

ことが確認できない。

以下のコメントを反映したもので再審議する。

①概要書について、改正の目的、保安規定との整合性を明らかにして記載すること。

②点検計画の作成者が部長から保守担当課長に変更となっている件について、保全

計画、点検計画、点検計画表の作成者・承認者の整理を行うこと。

③保全サイクル単位での保全計画とした場合に、暦年で点検頻度が要求されている機

器について、要求が守れなくなる恐れがある。これに対し、保全サイクルの長さを制限

する考えでいるとのことであるが、十分検討されたい。

④保全の有効性評価結果の記録及び点検、補修等の結果の確認・評価シートの上覧

について、保修計画課は確認しないとのことであるが、保全プログラム及び保全計画

の所管部署の立場から確認することを検討すること。

補足（第59回安全技術検討会議事録より抜粋）

議題：保守管理要領の改正に伴う保全サイクル設定の考え方について

出席者：（委員長）次長Z、（委員）保修計画課代Ｌ、電気保修課代、燃料環境課長、施設保全課長、（オブザーバー）部長Ｊ

事務局：保修計画課

検討内容：保全サイクル設定の考え方について

コメント：

①保全サイクルの基本期間（１年＋４ヶ月）を超える保全サイクルについて、設備の管理方法の考え方（１年４ヶ月（16ヶ月）を超える工程のある場合は点検の評価で超過す

る月の健全を評価すること。）を保守管理要領の本文に記載すること。

②説明に使用した「点検頻度の年単位の管理からサイクル単位の変更概要」表について、保全計画検討要領にリンク付けし添付すること。

検討会の付議事項ではないが次の事項について相談

・保全の有効性評価の記録及び点検、補修等の結果の確認・評価シートの上覧に関する、保修計画課の関与の要否について安全品質管理室長の要望として、作成担当者

ごとに内容のばらつきがあるため、保修計画課が関与するように依頼があった。

→関連する記録及び確認・評価シートに係わる要領に、各担当者が作成しやすいよう作成のポイントを示したサンプルを盛り込んで様子を見ることとし、保修計画課の関与

はしばらく行わないこととした。

補足（第48回保安管理専門委員会議事録より抜粋）

議題：保守管理に関する要領改正について（再審議）

出席者：（委員長）所長Ａ、（委員）炉主任代行ｂ、プラント保全部長Ｊ，プラント管理部長

G、技術部長ＶＶ、技術主席Ｈ

事務局：安全品質管理室

検討内容：要領の改正について

第47回での以下のコメントについて確認した

①概要書について、改正の目的、保安規定との整合性

②保全計画、点検計画、点検計画表の作成者・承認者の整理

③保全サイクルの長さを制限について十分検討のこと

④保全の有効性評価結果の記録等について、保修計画課の確認を検討のこと

・第13条第１項 *1：点検時期/頻度を保全サイクル単位とする場合には、点検間隔

をN年＋４ヶ月以内を目標に設定し、これを超過する場合には、第20条に基づく点検・

補修等の結果の確認・評価及び第22条に基づく保全の有効性評価を実施する。

・保全計画は部長が作成し、保全計画に添付される点検計画、補修・取替え及び改造

の計画、特別な保全計画は保守担当課長が作成する。

・保全計画の所管部署としての立場から、点検・補修等の確認・評価記録を保守計画

課が確認するべきか検討。その結果、記録様式の記載例を追加し記載のポイントを例

示するなど内容の充実が図られる予定であることから、現状のルールで十分機能する

と判断。

コメント：

①保全の有効性評価記録及び点検・補修等の結果の確認・評価シートについて、今

回の改正で、記載のポイントや記載例を整備し、かつ現状でも保修計画課で確認して

いることは理解したが、保修計画課長が押印することは、エビデンスを残す意味である

ので、再度確認のこと。

②概要書のクレジット（日付、申請部署）を記載すること。

平成22年7月9日から

平成22年7月9日から

【要因T１－１０２】

プラント保全部長は、点検周期N

サイクル（Ｎ年＋4ヶ月）の導入に

係る保守管理要領の改正及び試

験工程変更があった際に、設備

点検の予実績管理を確実にする

必要があったが、月間レビューに

おいて何を確認するかの検討や

様式の見直しが行われていな

かった [Ｆ-59]

【要因T１－１０１】

プラント保全部長は、月間レビューを用

いて設備点検の予実績管理を確実に

する必要があったが、プラント保全部で

は月間レビューは作業スケジュール程

度のものであると認識し、月間レビュー

において点検期限について管理する

意識がなかった 【Ｇ-59 】

【要因Ｔ１-１３０、Ｔ１-１２９】

要領改正時（要領の内容、審議及び承認過程）

の要因と同じ

【要因Ｔ１-１３０、Ｔ１-１２９】

要領改正時（要領の内容、審議及び承認過

程）の要因と同じ

【要因Ｔ１-１３０、Ｔ１-１２９】

要領改正時（要領の内容、審議及

び承認過程）の要因と同じ

【要因T１－１５５】

[H-59]



時系列「保全を担当するプラント保全部において、保全計画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは手続きをしないで点検頻度を変更した」(14/70) 添付資料-３

平成22年7月22,23日

総括／試験・工程管理チーム

課長代理
（課代）
L
M

課長
ｆ

I(次長兼務)
L

原子炉主任技術
者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

敦賀本部長
代理
A⑦
A⑧

運営管理室

チームリーダ
（TL)
SS

日付 トピックス

所長
A
B

副所長
Ａ１

安全品質管理室
長C

副主幹ｍ

品質保証室長
D

室長代理c

プラント保全部

理事
A③
A④

他課

プラント
管理部長

施設保全課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

他課

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

課長
U
Ｖ

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

電気保修課 機械保修課

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ
R

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
B23

担当
ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＥＥ，ＦＦ，

ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，
ＤＤ，Ｂ13、B39、Ｂ41

燃料環境課

課長
Ｂ34、Y

課長代理（課代）
Ｂ35

チームリーダ（TL）
Ｂ36、ｋｋ

担当
Ｂ37、B50、Ｂ51

チームリーダ
（TL)
ｈ
A6
WW

担当
OO
A6
JJ
KK
ｊ

理事長
Ａ①
Ａ②

敦賀本部長
A⑤
A⑥

保修計画課

チームリーダ
（TL）
RR

担当
ｋ
A4

総括担当
LL

部長
J
I
K

次長
I
F
H
Y
Z

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

室長
E
F

室長代理
（室代）
K
ZZ
ｎ
N

供用前第２保全サイクル開始

保全プログラム

所大
チェック班 計装Ⅰ-ff

計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT
計装A2

チームリーダ（ＴＬ）

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd

担当

計装
Ａ2、ee、MM、gg、hh、pp、

ｆｆ、uu

電気、水蒸気
ＱＱ、bb、cc、ｒｒ

【要因Ｔ１-１０８】

電気保修課長は、点検数量が膨大である電気・計測制御設備の点検管

理のために人的資源や管理方式を整えるべきであったが、数万点に及ぶ

機器の点検項目を人の手で管理していた【Ｆ-17】

【要因Ｔ１-１２１】

←【要因Ｔ１-１２０】

プラント保全部長は、保全プログラムを適用するにあたって、建設段階におけるプラント状態に相応しい点検間隔/頻度を設定する

ために必要なデータの分析を行い、適切な保全計画（点検計画）を設定するべきであったが、本格運転のプラント状態を基本とした

点検計画を設定し、これを運用しながら本格運転開始までに段階的に良くしていけばよいものとして、建設段階に適した保全計画を

設定しなかった 【Ｆ-15】

←【要因Ｔ１-１１９】

プラント保全部長及び運営管理室長は、建設段階に見合った保全プログラムを適用し、その運用実績を積み重ねながら、本格運

転状態での保全プログラムを構築すべきであったが、本格運転開始に向けた保全プログラムを充実・発展させるための資源投入に

係る取組みや展開が十分でなかった 【Ｇ-15】

【要因Ｔ1-112】

←【要因Ｔ1-249】

【H-1】

【要因Ｔ1-112】

←【要因Ｔ1-139】

【Ｉ-2】

【要因Ｔ１-１１７】

経営層及びもんじゅの幹部は、安全最優先を確実にするための高速炉に相応しい保全プログ

ラムに向けて具体性、実効性を持って取り組む必要があったが、プラントの本格運転までには

時間的猶予があることに加え、平成21年1月から導入した保全プログラムの運用に問題はない

と思っていた 【Ｉ-15】

【要因Ｔ1-114】

←【要因Ｔ1-134】

【J-4】

【要因Ｔ１-１１５】

保守管理の実施にあたり、保全計画（点検計画）に基づ

いて外部への点検発注を確実に行う必要があるが、電気

保修課の一部では、第2保全サイクルの点検計画におけ

る当該年度の点検項目と発注仕様書に記載された点検

内容との整合を確認しなかった【Ｃ-19】

【要因Ｔ１-１２５】

保修計画課長は、保安規定上の職務とし

て、「保守担当課長の行う原子炉施設の保

修の計画及び管理に関する業務」とあるの

に対し、管理の業務を保守担当課に委ね

て保全計画（点検計画）の変更に関与して

いなかった 【E-22】

【要因Ｔ1-119】

←【要因Ｔ1-104】

【H-16】

再掲

【要因Ｔ1-109】

【E-17】

再掲

供用前第2保全

サイクルの保全

計画の承認（所

長）及び確認（平

成22年7月22日

制定/平成22年7

月23日施行）

●制定内容

・40％出力プラン

ト確認試験終了

までの保全サイ

クル（供用開始

前の第２保全サ

イクル）における

保全計画を新規

制定

【課長Ｕ】

第２保全サイクルの

点検計画を作成

平成21年9月30日～

【部長J】

確認

【部長J】

保全計画作

成

【室長Ｃ】

確認

【炉主任ａ】

確認

【所長Ａ】

承認

【室長Ｅ】

確認

【課長Ｎ】

第２保全サイクルの点

検計画を作成

平成21年9月30日～

【課長】

第２保全サイクルの点

検計画を作成

平成21年9月30日～

【課長】

第２保全サイクルの点

検計画を作成

平成21年9月30日～

【課長】

第２保全サイクルの

点検計画を作成

平成21年9月30日～

9

【担当JJ】

保全計画本

文作成及び

点検計画の

とりまとめ

【部長】

協議

【室長Ｃ】

業連にて保守

管理の実施

方針及び保

守管理目標に

ついて周知

【部長J】

保守管理目

標を設定

（7/27）

【課長Ｉ】

保守管理目

標を設定

(7/28）

【課長Ｕ】

保守管理目標を

設定

（7/28）

【課長Ｎ】

保守管理目標を

設定

（7/30）

【課長】

保守管理目標を

設定

（7/28）

【課長】

保守管理目標を設

定

（7/30）

【部長】

保守管理目

標を設定

（7/22）

【課長】

保守管理目標を

設定

（7/22）

【課長I】

確認

補足（保全計画本文より抜粋）

６．点検計画

点検時期/頻度を保全サイクル単位と

する場合には、点検間隔をN年＋4ヶ月

以内を目標に設定し、これを超過する

場合には点検・補修等の結果の確認

及び保全の有効性評価を実施する。

補足（業連添付より抜粋）

【保守管理方針1】

1.長期停止プラント設備健全性計画書に基づき、40％プラント確認試験開始までに必要な設備の健全性確認を着実に進める。

【保守管理方針2】

2.点検、補修等の保守管理活動を着実に実施し、40％出力プラント確認試験開始までに、必要となる設備に係る機器故障及び不適合の処

置を完了する。

【保守管理方針3】

3.設備の健全性評価、「もんじゅ」の運転保守経験を保全プログラムに反映するとともに、設備の保全を着実に実施し、保全の有効性を評価

する。

4.40％出力プラント確認試験終了後の点検開始から出力上昇試験終了までの保全プログラムを40％出力プラント確認試験終了までに策定

する。【改善活動計画№2】

5.保修履歴及び過去のトラブル等のデータベース化の一環として、機器のデータベース化を進める。【改善活動計画№2】

補足（保安管理専門委員会規則及びプラント保全部安全技術検討会運営マニュアルか

ら記載）

・センター又はプラント保全部内で保全計画を審議する会議体はなく、作成後、関係者へ

上覧するルールとなっている。

【要因Ｔ１-１０４】

所長は、日常の保守管理業務を通して保全プログラムを充実・発展させる必要があっ

たが、保全に係る評価は各保全サイクル終了時に行えばよいとして、,理事長が定めた

保守管理の実施方針である「保守管理活動の定期的な評価を実施する」に基づいた適

切な時期に定期的に評価し継続的な改善を行うことを保守管理目標に定めて取り組ま

なかった【H-16】

【部長】

作成

【課代Lインタビュー結果】
計画から実績まで実施担当課が

やるのを基本としている。島根はそ

れらを別々に管理していることが

問題となった。

【副主幹M】
点検計画の管理は、基本的に

は設備担当が行う。不備がある

かどうか保修計画課がチェック

することはない。

【所長Ａ】

センター保守

管理目標を設

定

（7/22）

【室長Ｃ】

センター保守

管理目標の承

認書起案

（7/22）

【室長Ｅ】

確認

【部長】

確認

【部長Ｊ】

確認

【炉主任ａ】

確認

【副所長】

確認

【所長Ａ】

承認

（7/22）

【本部長

Ａ⑤】

確認

（8/2）

平成21年9月30日から

第2保全サイクル開始のための保全

計画（Rev0）策定

【要因Ｔ１-１１１】

第2保全サイクルの保全計画（点検計画）は、点検間隔/頻度内で点

検時期を設定すべきであったが、電気保修課及び機械保修課が所

掌する設備の一部の機器において、第2保全サイクル期間中に点検

期限超過が発生する点検計画となっていた 【C-7】

【要因Ｔ１-１２２】

電気・計測制御設備に係る点検計画の点検間隔/頻度は、点検実績等のデータに基づいて評価した結果から設

定すべきであるが、劣化モード等のデータが不足していたため、メーカーの推奨値を保守的なものとして採用した。

その結果、点検数量が点検不可能なほどに膨大となっていた 【D-15】

【要因Ｔ１-１１４】

第2保全サイクルの保全計画の策定にあたり、発注仕様書と設備点検項目との整合につい

て確認すべきであるが、電気保修課の一部では、保全計画策定前に当該年度の設備点検に

係る契約が完了していたとして、確認を行わなかった 【Ｄ-19】

←【要因Ｔ１-１１３】

電気保修課の一部では、年度当初に契約が完了していても、第2保全サイクルの保全計画

の策定に伴って発注仕様書と設備点検項目との整合を確認すべきであったが、第2保全サイ

クルの計画が従来と大きく変わらないと考え、年度当初に前回の実績を踏まえて発注を行って

いるため、前年度どおりの仕様のままとしていた 【Ｅ-19】

←【要因Ｔ１-１１２】

電気保修課では、設備機器の安全を確保するために保全計画（点検計画）を確実に履行す

べきであったが、点検計画は遵守しなければならないものとの認識が薄く、新たな保全サイク

ルでは、既に発注済みの設備点検内容について新たな計画に基づき見直すべきであるにも

関わらず、それを十分に理解していなかった 【Ｆ-19】

【要因Ｔ１-１０５】

プラント保全部長及び電気保修課長は、保守管理データが人の手で管理不能な量

であったにも関わらず、点検期限のチェックや月間レビューを合理的に管理するシ

ステムの導入が図られていなかった 【Ｇ-17】

【要因１-８０】

【H-1】

【要因１-３２】

電気保修課及び機械保修課の一部では、機器毎の点検期限を確認しなかった【Ｄ-4】

【要因Ｔ１-１１０】

保守担当課は、設備の点検周期Nサイクルを踏まえた点検が確実に実施できる計画とする必要があったが、電気保修

課及び機械保修課の一部では、機器毎の点検期限を確認しなかった【Ｄ-7】

【要因Ｔ1-140】

【E-7】

【要因Ｔ1-122】

【Ｄ-15】

【要因Ｔ1-123】

【Ｄ-11】

再掲

【要因１-８０】

【H-1】

【要因１-８０】

【H-1】
【要因Ｔ1-249】

【H-1】

【要因Ｔ1-86】

【F-13】

再掲

【要因Ｔ１-１２６】

（保全計画の策定や月間レビューについて、）部大

や所大の技術的検討の場としてのプラント保全部安

全技術検討会や保安管理専門委員会の審議事項と

なっていなかった 【J-9】

【要因Ｔ１-１２７】

プラント保全部長及び品質保証室長は、（アウトオブサー

ビス等の点検期限管理の仕組みを保全計画や月間レ

ビュー等で明らかにする等）保安規定で要求される保守管

理に関する重要事項については各種会議体でチェックす

る仕組みとするべきであったが、ライン職だけで処理され

る案件もあり複数の視点でチェックする機会を設けていな

かった【I-9】

【要因Ｔ１-１２３】

保全計画（点検計画）には、点検期限の管

理を確実にするための情報が記載されている

べきであったが、機器毎の点検時期と点検期

限が明記されていなかった 【D-11】

【要因Ｔ１-１０３】

所長は、理事長が定めた保守管理の実施方針

である「保守管理活動の定期的な評価を実施

する」に基づいて、定期的に評価し継続的な改

善を行う必要があったが、「保守管理の有効性

評価」は保全サイクル終了時に行うことになっ

ていた 【I-16】

【要因Ｔ１-１１９】

【G-15】

【要因Ｔ1-81】

【Ｄ-13】

【要因Ｔ1-110】

【Ｄ-7】

再掲

【要因Ｔ1-198】

【Ｄ-8】

【要因Ｔ１-１０６】

プラント保全部長は、「保守管理の有効性評価」結果からの

改善指示を受けて適切な人員配置を行っていく必要があっ

たが、ＩＶＴＭや非常用D/G等の連続して発生したトラブル対

応に集中せざるを得なくなり、プラント保全部としての業務

範囲の適正化や管理者、スタッフの増員等の対応に手が回

らなかった 【Ｈ-18】

【要因Ｔ1-99】

【E-11】

再掲

補足

第1保全サイクルRev.2から第2保全サイクルRev.0にかけて、配管支持構造物に
ついて点検計画の記載内容に変更があり、主な変更点を以下に示す。

〈燃料環境課〉

・炉外燃料貯蔵槽冷却系（533系）の配管支持構造物について、「外観点検（A‐
471、 A‐370分を除く）」と「外観点検（A‐471分）」に項目が分割され、前者の点
検時期／頻度を「2ｻｲｸﾙ」、後者を「5ｻｲｸﾙ」に変更。
・炉外燃料貯蔵槽1次アルゴンガス系（536系）の配管支持構造物について、「外
観点検（空気雰囲気設置）」と「外観点検（窒素雰囲気設置）」に項目が分割され

ている。

・燃料池水冷却浄化装置（574系）の配管支持構造物について、「外観点検（A‐
382a,b室設置配管支持構造物以外）」と「外観点検（A‐382a,b室設置配管支持
構造物）」に項目が分割されている。

供用前第2保全

サイクル開始

【担当者】

センター保守

管理目標承認

書作成

（7/22）

第2保全サイクル開始に向けたセン

ター保守管理目標の設定

【要因Ｔ１-１２４】

保修計画課長は、原子炉施設の保修の計画及び管理に関する業

務の履行を確実にすべきであったが、島根発電所の保守管理の不

備等で得られた教訓から、保全プログラムの定着化を図るためには、

保全計画（点検計画）の管理を各保守担当課で行うべきであると誤

認し、各課との調整や総合的な工程管理が不足していた【F-22】

【要因Ｔ１-１２１】

電気保修課では、保全計画（点検計画）の根拠となるデータを整備し、プラント状態を

考慮した設備の状態に相応しい保全計画とすべきであったが、データ不足を補充する

方策の検討や日常の保守点検を通じて点検間隔を延ばすための分析が不足していた

【Ｅ-15】

【要因Ｔ１-１０７】

プラント保全部長は、「保守管理の有効性評価」

結果から適切な人員配置を行っていくことと改善指

示を受けていたにも関わらず、業務量に比して保

守要員が不足していたことについて、組織として業

務範囲の適正化や管理者及び保守担当者の増員

等をフォローアップせず適切な資源の管理を行わ

なかった【G-18】

【要因Ｔ１-１０９】

電気保修課長は、設備機器の安全を確保するために保全計画（点

検計画）を確実に履行すべきであったが、電気・計測制御設備の点

検項目が多く、一つ一つの項目に対して点検実績を確認することが

できなかった 【E-17】

【要因Ｔ１-１１８】

経営層及びもんじゅの幹部は、安全最優先を確実にするための高速炉に

相応しい保全プログラムに向けて具体性、実効性を持って取り組む必要が

あったが、高速炉用の保全プログラムの開発のためのサポート体制や戦略

をもって取り組まなかった 【Ｈ-15】 【要因Ｔ１-１１６】

経営層、敦賀本部における経営支援組織やもんじゅでは、保全

計画（点検計画）に係る課題を経営に上げるという役割を認識し

た上でその実施義務を果たす必要があったが、組織部署及び会

議体の相互関係における責任と権限が明確でなく、実施義務が

認識されておらず、点検工程確保に係る課題を解決するために

其々が果たすべき現場の実態把握や連携が不足し、「保守管理

のガバナンス（経営層やもんじゅの各組織部署及び会議体の長

が、点検工程確保に係る課題について、現場の実態を把握して

課題解決に係る意思決定を行って適切に処置すること）」が機能

していなかった【Ｊ-15】

【要因Ｔ１-１１９】

【Ｇ-15】

【要因Ｔ1-130】

【E-12】

【要因Ｔ１-１２９】

【H-8】
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炉内中継装置

（IVTM)落下事象

発生

保守管理要領及

び関連要領の改

正について教育

実施

【部長J】

合議

【室長Ｅ】

合議
【室長Ｃ】

合議

【炉主任ａ】

合議
【所長Ａ】

決裁

【担当者JJ】

回議書（「保守

管理要領」「保

全計画検討要

領」、「保全の

有効性評価要

領」「点検・補

修等の結果の

確認・評価要

領」の改正に

ついて）作成

[QAP715]保守管

理要領(24次改正

平成22年7月22

日;施行平成22年

7月22日)

[MQ715-13]保全

計画検討要領(5

次改正平成22年

7月22日;施行平

成22年7月22日)

[MQ715-15]保全

の有効性評価要

領(3次改正平成

22年7月22日;施

行平成22年7月

22日)

[MQ715-18]点

検・補修等の結

果の確認・評価

要領(3次改正平

成22年7月22日;

施行平成22年7

月22日)

補足（各要領の改正履歴より）

【各要領改正内容】

○保守管理要領

・40％出力プラント確認試験終了までの保全計画策定に伴う変更

保守管理要領第13条（保全計画策定及び変更）に保全サイクルにおける点検頻度の考え方※1（点検時期/頻度を保全サイクル単位とする場合には、点検間隔をＮ年+4ヶ月以内を目標に設定し、これを超過する場合には、第20条に基づく点検・補修等の

結果の確認及び第22条に基づく保全の有効性評価を実施する。）の記載を追加した。

「保守管理要領」の改正により、各課長が点検計画を作成することとしたため、「保全計画検討要領」に添付-13を追加し、各担当課で改正を行えるように変更した。

・記載の適正化

○保全計画検討要領

・40％出力プラント確認試験までの保全計画策定に伴う変更

・ 第６条「保全活動管理指標の設定及び監視計画の作成」を、MQ715-14「保全活動管理指標監視要領」へ移動した。

・ 点検の実施頻度の定義を保全サイクル単位に変更

・ 点検計画への点検実績の反映時期を明確にした。

・ 記載の適正化

○保全の有効性評価要領

・40％出力プラント確認試験終了までの保全計画策定に伴う変更に伴う見直し

・第２表、第１図の追加

・添付-１の追加

・参考-１記載例の充実

○点検・補修等の結果の確認・評価要領

・４０％出力プラント確認試験までの保全計画策定に伴う変更

・様式－1～3の記載例のサンプルを追加した。

・記載の適正化

【課長Ｉ】

起案

部内教育にて「保守管理関連要領改正時教育」教育受講

教育内容：点検時期/頻度を保全サイクル単位とする場合には、点検間隔をＮ年+4ヶ月以内を目標に設定し、これを超過する場合には、第20条に基づく点検・補修等の結果の確認・評価及び第22条に基づく保全の有効性評価を実施する。
・中国電力保守管理不備の対応

点検計画表と点検実績の不整合に関する原因分析とＪＡＥＡの対応状況

（出席率：全体61.4％、電気保修課：54.5％、機械保修課：30％（別途フォローを実施した結果、最終的な受講率：全体75.8％、電気保修課66.6％、機械保修課：43.3％）

２次系Ｎａ漏えい

検出設備ＲＩＤ記

録計（200Ｂ-ＸＲ

001（＃1、＃2））

の点検期限超過

【部長】

合議

全体工程影響検討班

8月30日～9月22日の間、9回実施

第9回会合にて、配布したプラント状態表につい

ては、コメントを反映させた上で一旦確定させた工

程表を関係者に情報発信する。

調整しきれない事項については、今後も検討を

継続し、適宜、プラント状態表の見直しは行う。

補足

メンバー：運営管理室、発電課、安全管理課、保修計画課、機械保修課、

電気保修課、燃料環境課、施設保全課、技術課、メーカ

検討内容：プラント状態を検討するにあたって、ＣＲＤ取外し点検、１次系主

ポンプ関連点検、アニュラスダクト交換工事、排気筒気廃系取り合い管台

工事期間の検討を進める。

補足（回議書添付資料より抜粋）

「保守管理要領」の改正について

第13条 保全計画の策定及び変更

*1：点検時期/頻度を保全サイクル単位とする場合には、点検間隔をＮ年＋4ヶ月以内を目標に設定し、これを超過す

る場合には、第20条に基づく点検・補修等の結果の確認及び第22条に基づく保全の有効性評価を実施する。

【要因Ｔ１-１４２】

運営管理室は、試験工程設定にあたって設備点検計画への影響等の

調整をプラント保全部及びプラント管理部と工程調整会議等で行うことと

しているが、プラント保全部から点検計画の課題が正式に提起されず、

IVTM等のトラブル対応を優先とした工程となり、保全計画（点検計画）と

の整合についての調整ができなかった 【D-25】

保守管理関連要領の改正教育

（点検周期Nサイクル＝N年＋4ケ月の考え方導入等）

第2保全サイクル開始のための保守管

理要領等の改正

IVTM落下事象発生に伴う工程変更

【要因Ｔ１-１３０】

プラント保全部長は、点検周期Ｎサイクル（Ｎ年＋

４ヶ月）を明確化されたことに伴って、点検期限の管

理ができるように要領の改定を行うべきであったが、

保全計画（点検計画）において、機器毎の点検時期

と点検期限を明記するような要領（保全計画検討要

領）としていなかった【E-12】

【要因Ｔ1-185】

【E-25】

【要因Ｔ1-191】

【E-26】

２次系Ｎａ漏えい検出

設備ＲＩＤ記録計（200

Ｂ-ＸＲ001（＃1、＃2））

の点検期限超過

補足（保安検査報告書から記載）

平成24年度第3回保安検査において確認され

た。（平成24年11月30日）

【頂上事象Ａ】（要因Ｔ１-５１）(再掲)

保全を担当するプラント保全部において、保全計

画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは

手続きをしないで点検頻度を変更した【A-1】

【問題事象１－１】（要因Ｔ１-１４１）

プラント保全部では、点検期限管理が適切でなく、

自ら定めた保全計画（点検計画）どおりの点検がで

きていなかった【B-1】

【要因Ｔ1-111】

【C-7】

再掲

【要因Ｔ１-１２９】

要領類の審査・承認等を行うライン職及び各会議体は、アウトオブサー

ビスの考え方等について機器毎の点検期限を管理するための要領類

で明確にしておくべきであったが、アウトオブサービスの考え方を整理し

た機器毎の点検期限の管理ができる要領類でないことを指摘できな

かった 【H-8】

【要因Ｔ1-99】

【E-11】

再掲

【要因Ｔ1-127】

【Ｉ-9】

再掲

【要因Ｔ１-１３６】

保修計画課長は、保守管理に重要な情報については、プラント保全部内での教育に係る受

講率の指標を高く設定し周知を徹底すべきであったが、同課長が実施した保全計画（点検計

画）策定後に行われた教育では、保守管理に関わる担当者全員が受講しなければならない教

育計画となっていなかったことから、特に機械保修課の受講率が低く、点検周期Ｎサイクル（Ｎ

年＋4ヶ月）の起点の考え方がプラント保全部内で統一されていなかった 【J-3】

【要因Ｔ１-１３５】

保修計画課が保全計画（点検計画）策定後に行った教育では、点検周期の起点の考え方

等の保全計画策定に直接関連する点検期限に係る教育であるにも関わらず、当該保全計

画策定のために変更された要領類の施行前に教育が行われていないことや教育の受講率

の設定が適切でなく、プラント保全部全員に事前受講を課すような教育の仕組みがなかった

【K-3】

【要因Ｔ１-１２８】

要領、報告や記録類の審査・承認等を行う職位は、（アウトオブサービスの考え方等

について機器毎の点検期限を管理する等）目的に沿った要領類等となっていること

を確実にしておくべきであったが、自ら行うべき役割、職務と責任の自覚が不足して

おり、品質保証室においては保安規定との整合性確認などの品質保証や人的過誤

の観点から、運営管理室においては工程の観点から等の各々の立場でチェックを行

う仕組みが機能していなかった 【I-8】

【要因Ｔ１-１３８】

保修計画課長は、保守担当課員に対し、保全計画（点検計画）策定前に点

検周期Nサイクル（Ｎ年＋4ヶ月）の起点等、第2保全サイクルの点検計画策定

に関する注意事項等の理解を確実にすべきであったが、その教育がなされて

いなかった 【J-2】

←【要因Ｔ１-１３７】

保修計画課長は、保守担当課員に対して、第2保全サイクルの保全計画（点

検計画）を作成する前に、点検周期Nサイクル（N年+4ヶ月）の起点の考え方等

を周知徹底するべきであったが、プラント保全部においては第1保全サイクル

開始時から第2保全サイクルのための点検計画を継続して作成してきたことか

ら、点検周期の起点の考え方等の第2保全サイクルの点検計画作成に特化し

た教育を行うことに考えが及ばなかった 【K-2】

【要因Ｔ１-１３９】

保守担当課は、設備機器の時間基準保全のためには、保全計画（点検計画）に規

定された点検周期Nサイクル（N年+4ヶ月）を厳守することを確実にすべきであったが、

電気保修課及び機械保修課の一部では、点検周期の起点の考え方が点検期限の管

理に必要不可欠なものであることが十分に理解されていなかった 【I-2】

【要因Ｔ１-１４０】

保守担当課は、保全計画（点検計画）において設備の

点検周期Nサイクル（N年+4ヶ月）を明確にした際に、機器

毎に設定された点検周期を厳守すべきであったが、電気

保修課及び機械保修課の一部では、保全サイクルの期

間内に点検が行われればよいと誤解していた 【E-7】

【要因Ｔ1-129】

【H-8】

再掲

【要因Ｔ1-97】

【G-11】

再掲

【要因Ｔ1-139】

【I-2】

再掲

【要因Ｔ１-１３４】

プラント保全部の保守担当者は出向者が多く、交替時に確実な技術継承をすべきで

あったが、前任者との直接引継ぎのオーバラップ期間がなく、技術伝承がほとんどなかっ

たことから、点検実施状況やナトリウムの系統管理を考慮した期限管理の考え方等に基

づいた対応が十分になされていない状況があった 【J-4】

←【要因Ｔ１-１３３】

保守担当の出向者は、3年程度で交替しており、もんじゅに特有の保全管理に関係した

技量が備わった頃に出向解除となり、周囲の人によるOJTではカバーできないマンツー

マンで行うべきことが出来ず、「技術は人に蓄積されていく」という状況にはなかった 【K-

4】

【要因Ｔ１-１３１】

プラント保全部では、点検方法の継承のために、点検要領書

の整備や標準化を進めるべきであったが、設備保全に必要な

点検要領書が、点検をメーカーに発注することで作成されてき

ていることから、点検担当者自らが保全計画（点検計画）の要

求事項等を満足する点検要領となるように作成する風土がなく、

そのためのOJTなどの教育も行われていなかった【M-5】

燃料取扱設備

室換気装置浄

化系機能確認

要領書（所長

承認）

補足

保安規定第103条7.＊3「施設定期検査時に実施する検査に代わる確認項目」
建設段階における重要な機能等の確認管理要領第７条に基づく要領書

対象：②換気空調設備計装品（６７２系ダンパ計装品）

中央制御室

空調装置浄

化系機能確

認要領書（所

長承認）

補足

保安規定第103条7.＊3「施設定期検査時に実施する検査に代わる確認項目」
建設段階における重要な機能等の確認管理要領第７条に基づく要領書

対象：②換気空調設備計装品（６８１系ダンパ計装品）

補足

燃料交換（燃料取替作業）に伴って実

施

補足

燃料交換（燃料取替作業）に伴って実施

機能確認実施

機能確認実施

【電気保修課ｕｕインタビュー】

・燃料交換に際し、保安規定第６０条に基づく“定期的な検

査”として実施した

【電気保修課ｕｕインタビュー】

・燃料交換に際し、保安規定第５９条に基づく“定期的な検査”として

実施した

【電気保修課長Ｖインタビュー】

・もんじゅは燃料を装荷していることから、保全計画に基づく点検

の他に、原子炉の状態に応じて、保安規定（条項）にて要求され

る機能を満足していることを確認する必要がある。

補足

◆安全保護回路等機能確認設定値確認（燃料取扱設備室換気装置浄化系作動計装）

〔施‐2 第33条別表33‐8〕及び燃料取扱設備室換気装置浄化系機能確認〔施‐19〕
・確認項目：安全保護回路等機能確認設定値確認（燃料取扱設備室換気装置浄化系

作動計装）、燃料取扱設備室換気装置浄化系機能確認

対象：②換気空調設備計装品（６７２系ダンパ計装品）

【電気保修課長Ｖインタビュー】（再掲）

・もんじゅは燃料を装荷していることから、保全計画に基づく点検の

他に、原子炉の状態に応じて、保安規定（条項）にて要求される機能

を満足していることを確認する必要がある。

補足

◆安全保護回路等機能確認設定値確認（中央制御室空調装置浄化系作動計装）〔施‐2
第33条別表33‐8〕及び中央制御室空調装置浄化系機能確認〔施‐17〕
・確認項目：安全保護回路等機能確認設定値確認（中央制御室空調装置浄化系作動計

装）中央制御室空調装置浄化系機能確認

対象：②換気空調設備計装品（６８１系ダンパ計装品）

補足

当該実績は、点検計画（保安規定第１０３条に基づく試験計画）の「機能・性能

試験」であった

〔点検計画（保安規定第１０３条に基づく試験計画）に当該実績の記載無し〕

対象：681‐AD001A～681‐AD010B

補足

当該実績は、点検計画（保安規定第１０３条に基づく試験計画）の「機能・性

能試験」であった

〔点検計画（保安規定第１０３条に基づく試験計画）に当該実績の記載無し〕

対象：672‐AD001A～672‐AD012

【要因Ｔ１-１３２】

プラント保全部では、保全技術の継続的な維持・向上を図るために、保守管理技術者

を適切に配置した体制を敷くべきであったが、プラントの長期停止によって定常的に点

検が必要な設備に係る保守要員を最低限確保すればよいとしており、長期的観点に

立ったプロパーの配置がなされていないため豊富な経験を持つ保守員が不足し、点検

管理システムやプラント状態に合った保全プログラム、高速炉の保全プログラムの確立

に向けて、継続的かつ組織的に技術を蓄積・継承し反映していけるような体制ではな

かった【L-4】

【要因Ｔ1-１３３】

←【要因Ｔ１-３１】

【L-5】

再掲
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【頂上事象Ａ】（要因Ｔ１-５１）(再掲)

保全を担当するプラント保全部において、保全計

画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは

手続きをしないで点検頻度を変更した【A-1】

（ａ-8 機械保修課及び燃料環境課では、保全計画

（点検計画）に基づく配管支持構造物の点検ができ

ていなかった）

【燃料環境課TL ｋｋ インタ
ビュー結果】

点検計画の改定指示で「弁」

を個別に分けたとき、配管と

支持構造物は機器リストにも

記載がなく、正式な機器番号

も持っていないため分ける対

象ではないと理解していた。

平成22年度第2回

保安検査

（平成22年8月30

日～9月10日）

【担当JJ】

業連を起案

「点検計画記

載の統一に

ついて」

補足（保安検査報告書より抜粋）

平成22年度第2回保安検査 島根原子力発電所と同様・類似不備の確認状況

・検査の結果、島根原子力発電所と同様・類似不備の確認状況を保安規定により定め

られた保守管理計画に基づき、各要領書により適切に行われていること、炉心確認試

験終了までの保全サイクルにおける弁及び駆動部の分解点検（実績）について、保全計

画（計画及び実績）及び作業報告書等に基づき72体が適切に点検されていることを確認

した。

また、根本原因分析の結果に係る安全文化の取り組みについては、コンプライアンス・

安全文化醸成活動の中で活動が実施されていることを確認した。

補足（業連から抜粋）

平成22年度第2回保安検査において、「点検計画の記載レベル（点検・試験内容の具体化の程度）を統一すべき。」とのコメント

を受けた。点検計画の記載の統一についてはこれまでも適宜実施し、徐々に改善されつつある。今回の保安検査におけるコメント

を契機に、誤記の修正を含め、現行の40％出力プラント確認試験終了までの点検計画を11月/Eを目標にチェックし、点検計画の

改善を図ることを目的とし、各課へ見直しを依頼した。

・点検計画の問題点

１．点検内容の記載内容（記載レベル）にバラツキがある。

機械保修課：○○弁分解点検→弁座・弁体当り確認、PT検査、etc・・・

燃料環境課：○○弁分解点検→分解点検

電気保修課：○○弁分解点検→点検手入れ、消耗品交換、位置確認

2．項目をまとめて記載したものがある。

海水ポンプ出口逆止弁→機器番号：420AV1,BV1,CV1A,CV1B,CV1C

・点検計画の問題点修正方針

1．保全計画検討要領第10条（10）点検内容「点検の具体的内容を簡潔に記載する。また、定期的な交換 部品がある場合には

記載する。」としており、（9）点検項目を参考に可能な限り統一する。なお、詳細な点検内容は、個別の要領書にて明確となること

から点検計画における点検内容は簡潔なものとする。

2．機器1品単位で管理できるように記載方法を改める。

【担当ｋ】

部内マニュア

ル「年度作業

計画管理マ

ニュアル」（Ｍ

Ｑ-保全-08）

の改正案作成

補足（マニュアル改正内容から抜粋）

「保守管理要領」改正により、年度単位からサイクル単位の管理に変

更となったため、サイクルごとの管理に見直しを実施した。

また、マニュアル名称を「保全サイクル作業計画管理マニュアル」に

変更
【課長Ｌ】

申請

【TL-Ａ6】

確認

【課長Ｌ】

承認

プラント保全

部安全技術検

討会（第64回）
付議

【課長V、各TL、各担当】

点検計画の見直し開始

【課長Ｏ、各TL、各担当】

点検計画の見直し開始

【課長、各TL、各担当】

点検計画の見直し開始

【課長、各TL、各担

当】

点検計画の見直し

開始

【課長、各TL、各担

当】

点検計画の見直し

開始
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補足（第64回安全技術検討会議事録より抜粋）

議題：年度作業計画管理マニュアルの改正について

出席者：（委員長）次長Ｚ、（委員）保修計画課長Ｌ、電気保修課長、機械保修課代、燃料環境

課長、施設保全課長

事務局：保修計画課

検討内容：部内マニュアルの改正

コメント：

・「当該サイクル」の記載を「当該保全サイクル」と修正すること。

・「作業期間」を「作業に必要な日数」に修正すること。

・保全サイクル時期の変更があった場合の取扱について明記すること。⇒保全サイクル作業

計画策定時に設定した、保全サイクルの時期に変更があった場合は、フォーマットを修正した

上で依頼することとする。」を追記した。

【ＴＬ-ＳＳ】

・口頭で室長

に確認後、

IVTM落下に伴

う工程変更、プ

ラント状態表

の9/22版の工

程をメールに

て関係各課室

へ連絡

・１０月（約１ケ

月遅れ）から設

備点検を開始

することとなっ

た。

メール着信先を で示す。

【担当者ＡＡ】

IVTM落下事象に

伴うプラント工程変

更検討に伴い、原子

炉補機冷却海水系

B系の設備点検時

期が平成23年1月以

降となったことを知り、

これに合わせて点

検を実施する空調

用冷水冷凍機ＩＢの

点検期限（平成22年

11月）までに点検す

ることが困難になっ

たことがわかった

【機械保修課員ＡＡインタビュー結果】

ダクトの補修がいつできるか工程を気にしていたので工程に

関する情報は自分にも教えてほしいと運管の工程担当ＴＬ-ＳＳ

に依頼していた。
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平成22年10月4日へ

平成22年11月15日へ

平成22年11月8日へ

月間レビューマニュアルの改正

（年度単位からサイクル単位の管理に変更）

工程変更に伴う技術評価の実施

保安検査コメントを踏まえた点検計画

票の見直し実施

【要因Ｔ１-１２９、Ｔ１-１５４】

マニュアル制定時（マニュアルの内容、審議

及び承認過程）の要因と同じ

18平成22年11月12日へ

計装チーム側

212_dps01～03
点検期限超過

【問題事象1-27】（要因Ｔ１-９１）（再掲）

電気保修課は、保全計画（点検計画）において、

２次主冷却系循環ポンプの温度スイッチ等が重

複記載されており、電気チーム側の点検は実施

していたが、計装チーム側は保全計画（点検計

画）に従った点検を実施していなかった【Ｂ-150】
【要因Ｔ1-90】

【C-150】

再掲

補足（保安検査コメントシートまとめ表より抜粋）

点検内容の記載レベルが、課、機器でばらついていることが

見受けられる。可能な限り統一化を検討すること。

【保修計画課N インタビュー結果】
業連内の「機器1品単位で管理できるように記載方法を改
める。」は、実績管理ができるようにするためという意図での

指示。１式の場合で、（その一部を）年度を分けて点検する

場合、年度単位で実績管理できないため。

【機械保修課長O インタビュー結果】
・配管支持装置については、点検計画に１台

１台記載するのは数が膨大で大変なので、

その指示はしていないが、実際には個別に

管理する必要があるし、担当者は点検計画

上で一式表記としていても実態は個別に管

理していると思っていた。

・配管支持構造物のリストは、使用前検査対

象については位置図が整理されている。私

は以前、２次系を担当していたが、２次系に

ついてはすべての配管支持構造物をリスト

化していた。

【要因Ｔ１-１４３】

保修計画課長は、平成22年度第2回保安検査の指摘事項

（点検計画の記載レベル統一）に対して、保全計画（点検計

画）に1台1台記載するのは膨大になるが、実際には個別に

管理する必要があるので、QMS文書等で管理するよう保全

部内に周知すべきであったが、担当者は支持構造物につい

て個別に管理していると思い、指示しなかった 【Ｄ-140】

【要因Ｔ1-131】

【Ｍ-5】

再掲

（燃料環境課TLB36 イ
ンタビュー結果）

「１式」と記載された機器

を分割しなければならな

いという認識はなかった。

据付時の使用前検査に

おいても、「支持構造

物」については表紙の

記録様式としてはまとめ

てかかれていたため、

特に個別に区分するこ

とまでは考えなかった。

【燃料環境課B50 インタ
ビュー結果】

支持構造物が分離対象

という認識はなかった。

特に議論はされていない。

そのような指示もなかっ

た。

【燃料環境課B37 インタ
ビュー結果】

軸封冷却ユニット（550系）
等は分離対象と認識してい

たが、支持構造物は分離

対象と認識していなかった。

【要因Ｔ1-35】

【Ｅ-136】

再掲

保守点検要領書

(Q42-500J-

10042-02)

WO承認

燃料取扱及び貯

蔵設備外観確認

【担当者B50】

作成

【TL B36】

審査

【課長B34】

承認

【課代B35】

審査

【燃料環境課B50 インタビュー結果】
・点検要領書作成時、前年度の点検要領書を参考にし、QMS文書等は見なかった。前年度
の点検要領書を参考にすれば間違いないという認識があり、前年度の点検要領書はQMSに
従って作成されていると思っていたため。

・見えない箇所があるため点検要領書に可視可能範囲を記載するようTL Sから指示があった。
また、点検計画に可視可能範囲の記載がないことについてあまり意識はしておらず、点検計

画との整合性は考えなかった。

・支持構造物についてはリストもないし、個別でチェックは行っていない。配管を見ながらざっ

と見る感じで実施しており、個別でしっかり見ていなかった。対象範囲が分かればいいと考え

ていたので、個別に記録が残らないことについて疑問はなかった。

・部屋内にある支持構造物に異常がないことを確認していた。支持構造物の数や単品１個づ

つ機器番号等の確認まではしていない。

【要因Ｔ1-34】

【Ｄ-132】

再掲

【要因Ｔ1-37】

【Ｄ-136】

再掲

【要因Ｔ1-33】

【Ｃ-120】

再掲

補足

・対象機器

配管支持構造物

（燃料出入機冷却装置、炉外燃料貯蔵槽、炉外燃料貯蔵槽1次補助Na系、炉外燃料貯蔵槽1次ア
ルゴンガス系、炉外燃料貯蔵槽2次アルゴンガス系、燃料検査設備、燃料池水冷却浄化装置） ※

不適合対象のみ記載

・作業内容

外観確認の対象は通常目視確認できる範囲とし、特別にハッチの開放や空気置換が必要な部屋に

設置されている機器は範囲外とする。また、保温材に覆われた機器・配管・弁等については、保温材

外表面を目視確認することとし、保温材外表面について判定するものとする。

・判定基準

可視範囲について、表面に著しいかき傷・打こん・クラック等がないこと。

・点検記録は、個々の支持構造物が特定できるようになっていない。

・点検実施日

平成22年10月20日～平成23年3月23日
・保守点検報告書

燃料取扱及び貯蔵設備外観確認（Q44‐500J‐10042‐02）
Z0承認：平成23年7月1日

【不適合内容】

・配管支持構造物としての機能を発揮しうる状態にあるか否かの観点からの点検を行うことが点検要

領書に記載されていない。

・作業範囲を示すため配管系統図が添付されているが、アイソメ図は添付されてない

【要因Ｔ1-33】

【Ｃ-120】

【要因Ｔ1-47】

【Ｃ-125】

再掲

【問題事象1-25】（要因Ｔ１-５０）（再掲）

機械保修課及び燃料環境課は、配管支持構造物の

点検結果について個々の機器を特定できるように記

録すべきであったが、「１式」として記録し、個々の機

器を特定できるように記録していなかった 【Ｂ-136】

【要因Ｔ1-30】

【Ｃ-136】

再掲

【問題事象1－23】（要因Ｔ１-４８）（再掲）

配管支持構造物の点検要領書には、機能を発揮しう

る状態にあるか否かの観点からの点検を行うことが

記載されておらず、必要な点検ができていなかった

【B-120】

【問題事象1－24】（要因Ｔ１-４９）（再掲）

機械保修課及び燃料環境課では、保全計画（点検

計画）で配管支持構造物「１式」を点検対象として点

検範囲を限定していないにも関わらず、点検要領書

では可視範囲に限定し、それ以外の範囲（以下「可

視不可部」）について点検を実施していないなど、保

全計画（点検計画）に基づく配管支持構造物の点検

が適切にできていなかった【Ｂ-130】

【頂上事象Ａ】（要因Ｔ1-59）(再掲)

保全を担当するプラント保全部において、保全計

画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは

手続きをしないで点検頻度を変更した【A-1】

（ａ-9 保全計画（点検計画）に重複記載された2次

主冷却系循環ポンプ駆動装置温度スイッチについ

て、計装チーム分の点検期限が超過していた）

【要因Ｔ1-46】

【Ｃ-130】

再掲
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チームリーダ
（TL)
ｈ
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A6
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ｊ

理事長
Ａ①
Ａ②

敦賀本部長
A⑤
A⑥

保修計画課

チームリーダ
（TL）
RR

担当
ｋ
A4

総括担当
LL

部長
J
I
K

次長
I
F
H
Y
Z

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

室長
E
F

室長代理
（室代）
K
ZZ
ｎ
N

保全プログラム

所大
チェック班 計装Ⅰ-ff

計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT
計装A2

チームリーダ（ＴＬ）

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd

担当

計装
Ａ2、ee、MM、gg、hh、pp、

ｆｆ、uu

電気、水蒸気
ＱＱ、bb、cc、ｒｒ

平成22年10月1日

～

平成22年10月8日

平成22年10月21日

平成22年10月22日

【担当者ＡＡ】

当該機器の点検

が困難になったた

め、ＴＬ-Ｔ，課長Ｏ

に相談した

【課長Ｏ】

ＴＬ-Ｔ，担当者ＡＡ

から相談を受けた

【課長Ｏ】

過去の点検実績等

を基に技術評価を行

い、点検時期を一時

的に延長することと

し、技術評価の実施

を担当者ＡＡに指示

した

【担当者ＡＡ】

課長Ｏの指示を

受け、技術評価に

ついて、検討開始

した

【安全品質管

理室長Ｃ】

保修計画課

長Ｌから、「技

術評価を行っ

て、点検期限

超過を回避す

ることは、不適

合か」の相談

を受け、「点検

期限前の評価

であれば、不

適合にはなら

ない」と回答し

た。

【課長L】

機械保修課

Ｏから相談を

受け、有効性

評価を行うよう

回答した

【課長Ｌ】

設備担当課

が困っており

その対応とし

て技術評価の

実施をアドバ

イスした。

また、技術評

価の承認は課

長の裁量でよ

いし、様式も

問わないとし

た

【課長L】

安全品質管

理室長Ｃに

「技術評価を

行って、点検

期限超過を回

避することは、

不適合か」の

相談をした

【ＴＬ-Ｔ】

担当者ＡＡから相

談を受け、担当者

ＡＡとともに課長に

相談した

【課長Ｏ】

点検をせずに点検

時期を一時的にず

らすのは有効性評

価の趣旨と異なると

考え、その対応策を

保修計画課長Ｌに

相談した

【課長Ｏ】

保修計画課長Ｌの

アドバイスを聞き、

一時的に点検時期

を変更するため技術

評価で対応すること

とした

【課長Ｏ】

点検が期限内に

できない場合、どう

すればよいか保修

計画課長Ｌに相談し

た

【安全品質管理室長Ｃインタビュー結果】

安全品質管理室長Ｃは、保修計画課長Ｌから相談を受けた評

価とは、有効性評価であると思っていたので、点検期限超過前

に評価すれば不適合にあたらないと考えた。

【課長Ｌインタビュー結果】

・ＪＥＡＣ４２０９【解説５０】に記載されている点検間隔の変更時に

行う技術評価を採用すればよいと考えた。

・技術評価として、既に「有効性評価」があることから、これに相当

する評価を実施してくれればよいと考えた。

【要因Ｔ１-１４７】

機械保修課長から相談を受けた保修計画課長は、設備の点検時期の

一時的な延期を行う場合の対応として、不適合管理の下で延期する時

期までの設備の健全性評価を行うよう回答すべきであったが、ＪＥＡＣ４２

０９【解説５０】に記載されている点検間隔の変更時に行う技術評価を何

らかの技術評価をすればよいものと曲解し、点検期限の一時的延長に

使えると回答した 【E-40】

【要因Ｔ１-１４６】

保修計画課長は、設備の点検時期の一時的な延期を行う場合には、

保安規定に則って不適合管理の下で延期する時期までの設備の健全

性評価を行う必要があったが、機械保修課長へ回答した技術評価につ

いて、保安規定との整合性をチェックしなかった【F-41】

【要因Ｔ１-１５１】

機械保修課長は、トラブル等による試験工程

変更に伴い点検時期が延期された際に、不適

合管理の下で延期する時期までの設備の健全

性評価を行う必要があったが、保安規定との整

合性のない「技術評価」あるいは「準じた確認」

を適用して点検期限の一時的な延長を行った

【C-40】

【要因Ｔ１-１４８】

プラント保全部内では、設備の点検時期の一時的な延期を行う場合の対応として、不適

合管理の下で延期する時期までの設備の健全性評価を行う必要があったが、「技術評価」

の導入時や「準じた確認」が「保守管理要領」にルール化された際、一時的な延期であり担

当課長の裁量で任意の様式を用いて評価を行えばよいとしていた 【E-39】

【課長Ｌ】

安全品質管

理室長Ｃから

点検期限前に

技術評価して

健全性の確認

ができれば不

適合扱いにし

なくてもよいと

の認識に至っ

た

【担当者ＡＡ】

空調用冷水冷凍機

ＩＢの簡易点検の点

検時期を変更するた

めの評価書を作成し

た。

（H22.11→H23.11)

【機械ⅡＴＬ-Ｔ】

確認

【課長O】

承認

【課代Ｐ】

確認

【機械保修課長Ｏインタビュー結

果】

当該設備は重要度の低い設備

であり、部長までの上覧の必要

性を感じなかった。
技術評価１

【担当OO】

素案作成

【課長L】

申請

プラント保全

部安全技術

検討会（第66

回）付議

補足（第66回安全技術検討会議事録から抜粋）

議題：「保全計画検討要領」の改正について

出席者：（委員長）次長Ｚ、（委員）保修計画課長Ｌ、電気保修課代、機械保修課代、施設保全課長

事務局：保修計画課

検討内容：記載の追加及び記載の削除に伴う見直し

コメント：

・11条（14）の実績反映の備考欄に「検収日」を記載することとしているが適切か。

→作業報告書を受けて、「点検・補修等の結果の確認評価」を行った日と修正する。

・12条（13）の「該当する作業の終了を持って…」についても、作業終了日ではなく、確認・評価後にすること。

→拝承。

27

【評価書からの問題点】1.1.2（2）-2

点検時期延長のルールを変更した際、当時の検討内容を示す内部記録が残っていなかった

【要因Ｔ１-１４９】

保修計画課長は、点検期限を一時的に延長する場合には保安規定に則った手続きで処理する必要があったが、点検期限の

一時的な延長のための「技術評価」を認めた際、それをルールとして定めず、また、検討内容を記録として残さず関係者に周知

しなかった 【E-43】

平成22年11月30日へ

保全計画検討要領の改正

（補修、取替え及び改造計画、並びに特別な保全計画におけ

る実績の反映方法の明確化）

【要因Ｔ1-151】

【C-40】

再掲

【要因Ｔ１-１５０】

機械保修課長は、設備の点検時期の一時的な

延期を行う場合の対応として、不適合管理の下で

延期する時期までの設備の健全性評価を行う必

要があったが、点検期限を変更する手続きである

保全の有効性評価は、定常的に点検頻度を変更

する際に用いる手法であり一時的に点検期限を

延長する場合には、他の手法が必要だと思った

【Ｄ-40】

【要因Ｔ１-１４７】

←【要因Ｔ１-１４５】

保修計画課長は、設備の点検時期の一時的

な延期を行う場合には、不適合管理の下で延

期する時期までの設備の健全性評価を行う必

要があったが、トラブル等による試験工程の変

更に伴う点検時期の変更に対応するため、点

検期限の一時的な延長のための簡便な手続き

が必要と判断した 【Ｆ-40】

【要因Ｔ1-147】

【E-40】

再掲

【要因Ｔ1-174】

【Ｄ-42】

【要因Ｔ1-96】

【H-11】

再掲

【要因Ｔ1-265】

【Ｄ-44】

【要因Ｔ１-１４４】

「保守管理要領」の改正を確認・承認したラ

イン職及び各会議体のメンバーは、品質マ

ネジメントシステムの要領類の制定・改正を

行う場合には保安規定との整合を確実にす

る必要があるが、規制法下では許認可等の

手続き事項のみが実施可能な行為であるこ

との理解が不足し、これらを是正する役目を

担う品質保証室の介入が不足していたため、

保安規定に明記されていないことは別に

ルールを制定すれば対処できると誤認して

いた【Ｇ-40】

【要因Ｔ1-146】

←【要因Ｔ1-128】

【I-8】

再掲

420系圧力指示計

特性試験

（実績削除）

補足

⑥４２０系圧力指示計：特性試験（大気解放ゼロ点確認）が点検記録か

ら確認できない⇒未点検《過去超過》

（未点検期間：平成２１年１月～平成２５年９月現在）

対象：420C‐PI003A

平成２２年３月３１日から10

要領書

（Q42-100H-

10145-07）

W0承認

1次主冷却系等設

備点検

1次冷却系メカニ

カル

防振器点検作業

【TL B23】

メーカにて作成され

た要領書を確認

【TL R】

合議

【課長O】

承認

【課代Q】

合議

補足

・目的

1次主冷却系メカニカル防振器点検を実施し、固着等がなく使用前検査を受検した状態に維持されていることを確認する。
・対象機器

1次主冷却系メカニカル防振器：574台（ＡループおよびＣループ）
※Ｂループについては平成２３年１月２６日承認要領書にて点検実施。

・作業内容

（外観点検）

防振器本体、ターンバックル、球面軸受、ピンなどに過大荷重による曲がりや損傷がないことを、目視により確認

ボルト・ナット類のゆるみの有無を確認

インジケータ位置を確認

（低速走行試験）

11台（サーベランス用6台、本設5台の抜き取り）を対象に作動確認を実施
・点検実施日

平成22年10月13日～平成22年11月11日
・報告書

1次主冷却系等設備点検1次冷却系メカニカル防振器点検作業（Q44‐100H‐10145‐07）
Z0承認：平成23年10月18日

【機械保修課長O インタビュー結果】

平成22年のメカニカルスナバの点検は、起動に向け

て実施した。機能要求を満足させなければいけないと

いう意識はあった。点検計画に記載がない点検でも、

機器に心配な部分があれば実施したが、それを点検計

画に追加しようという考えはなかった。

【要因Ｔ１-１５２】

機械保修課長は、保全計画（点検計画）に記

載がない点検でも、必要があれば実施すべき

と考え、起動に備えてメーカーによる１次系メカ

スナの外観点検及び作動試験を実施したが、

その内容を点検計画に追加することには思い

至らなかった 【Ｅ-128】

【要因Ｔ1-42】

【Ｆ-128】

再掲

補足

平成25年7月～9月のチェック作業において点検実
績として認められなくなった
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WW
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A⑤
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チームリーダ
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RR
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ｋ
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LL

部長
J
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Y
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ｅ
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E
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保全プログラム

所大
チェック班 計装Ⅰ-ff

計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT
計装A2

チームリーダ（ＴＬ）

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd
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計装
Ａ2、ee、MM、gg、hh、pp、

ｆｆ、uu

電気、水蒸気
ＱＱ、bb、cc、ｒｒ

平成22年10月4日

平成22年10月29日

供用前第２保全サイクルの月間レビュー開始

【要因Ｔ1-127】

【I-9】

再掲

【要因Ｔ1-135】

【K-3】

再掲

【要因Ｔ１-１５４】

保全計画を適切に実施するためには、点検期限の管理を確実にすべきで

あるが、プラント保全部長が実績管理のために設けた月間レビューは、点検

期限をチェックするツールとして使えるものとなっていなかった 【D-59】

【課長Ｌ】

保全サイクル

作業計画作

成及び保全

サイクル作業

計画の月間レ

ビュー（8,9,10
月）を依頼票

にて依頼

【室長Ｃ】

確認

【部長I】

承認

【担当ｋ】

安全技術検討

会での審議結

果を受け、部

内マニュアル

「年度作業計

画管理マニュ

アル」（ＭＱ-

保全-08）コメ

ント反映

【課長Ｌ】

審査

【TL-RR】

審査

【担当ｋ】

保全サイクル

作業計画作

成及び保全

サイクル作業

計画の月間レ

ビュー（8,9,10
月）をメール

にて依頼

保全サイクル作

業計画管理マ

ニュアル（ＭＱ-

保全-08）改正

【課長V、各TL、各担当】
保全サイクル作業計画の作成及びレビュー（8、9、10月）を実施し、回答票提出（10/29）

【課長O、各TL、各担当】
保全サイクル作業計画の作成及びレビュー（8、9、10月）を実施し、回答票

提出（10/25）

【課長、各TL、各担当】
保全サイクル作業計画の作成及びレビュー（8、9、10月）を実施し、回答票提

出（10/22）

【課長、各TL、各担当】
保全サイクル作業計画

の作成及びレビュー（8、
9、10月）を実施し、回答
票提出（10/22）

枠線内は月間レビュー実施の流れを示している。これ以降、供用前

第2保全サイクル中は毎月同様の流れであるため、ルール通り完了

している月については記載を省略する。

プラント保全部

安全技術検討

会（第67回）付

議

17

保全サイクル作

業計画作成及び

保全サイクル作

業計画の月間レ

ビューの実施

（8，9，10月）

【課代Ｍ】

審査

【課長O】

合議

【課長】

合議

【課長】

合議

【課長V】

合議

【次長F、Z】

確認

補足（第67回安全技術検討会議事録から抜粋）

議題：保全サイクル作業計画の作成について

出席者：（委員長）次長Ｚ、（委員）保修計画課長Ｌ、電気保修課長、機械保修課

代、施設保全課長

事務局：保修計画課

検討内容：保全サイクル作業計画の内容

コメント：保全サイクル作業計画の部長決裁について、安全技術検討会審議事項

に該当しないのではないか。

⇒現状、「保全サイクル作業計画管理マニュアル」にて安全技術検討会へ付議す

ることが明記されているため、その必要性について検討する（平成22年11月17日

の安全技術検討会にて審議）。

補足（マニュアル改正内容から抜粋）

「保守管理要領」改正により、年度単位からサイクル単位の管理に

変更となったため、サイクルごとの管理に見直しを実施した。

また、マニュアル名称を「保全サイクル作業計画管理マニュアル」

に変更

補足（保安検査資料より抜粋）

・原則、マニュアルでは、計画は事前（点検前）で実績は事後（点検後）であるが、

第1保全サイクルから第2保全サイクルに移行するような過渡期には、計画と実績

を同時に実施するケースがあり得る。

(第2保全サイクル計画策定とH22年8～10月分の実績を同時に依頼するような

ケース)

なお、8～10月の3ヶ月分を纏めることとなった理由としては、第2保全サイクルへ

移行し、年度管理からサイクル管理に変更する内容のマニュアルに改正するた

め、課内検討、及び部内検討を経た結果、H22年10月4日に改正となったからで

ある。マニュアルの附則にも、8～10月分の実績を兼ねて計画を策定すると記載

してある。

【担当ｋ】

とりまとめ

【課長L】

申請

【部長J】

承認

【課長L】

承認書作成

【次長I、Z】

確認

マニュアルに基づく作業計画及び月間レビューの

実施

平成22年9月15日から

【問題事象１－７】（要因Ｔ１-１５７）

プラント保全部長、保修計画課長（現保全管理

管理及び保全計画課長）及び電気保修課長は、

保全計画（点検計画）を確実に実施するために設

けられている月間レビューにおいて、電気・計測

制御設備の一部の機器で、点検期限が超過する

ことを見つけられなかった【Ｂ-59】

【要因Ｔ１-１５６】

プラント保全部保守担当課では、設備の点検予定と

実績の管理を確実にし、期限超過を防ぐ必要があっ

たが、点検期限の管理ができていなかった 【Ｃ-59】

【要因Ｔ１-１５５】

保修計画課長は、マニュアルを制定した場合は施行に先

立ち教育を実施すべきであったが、プラント保全部員に対し

て、月間レビューの実施前に、年度作業計画管理マニュアル

の教育（目的：保全計画を確実に実行するために月間レ

ビューを行うこと）を実施しなかった 【H-59】

【要因Ｔ1-170】

【C-66】

【要因Ｔ1-109】

【E-17】

【要因Ｔ1-154】

【D-59】

再掲

【要因Ｔ1-129】

【Ｈ-8】

再掲

【要因Ｔ１-１２９、Ｔ１-１５４】

マニュアル制定時（マニュアルの内容、審議及

び承認過程）の要因と同じ

【要因Ｔ1-102】

【F-59】

再掲

【要因Ｔ１-１５３】

プラント保全部長は、点検期限を管理するために点検間

隔/頻度や前回の点検実績を把握しておく必要があった

が、月間レビューには、前回の点検日や点検間隔/頻度を

記入する様式にはなっていなかった 【E597】
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平成22年11月1日

～

平成22年11月8日

平成22年11月10日

【問題事象1-25】（要因Ｔ１-５０）（再掲）

機械保修課及び燃料環境課は、配管支持構造物の

点検結果について個々の機器を特定できるように記

録すべきであったが、「１式」として記録し、個々の機

器を特定できるように記録していなかった 【Ｂ-136】

保守管理要領(25

次改正

施行平成22年11

月8日)

補足（保守管理要領から抜粋）

第13条保全計画の策定及び変更（第24次改正と同じ記載）

*1：点検時期/頻度を保全サイクル単位とする場合には、点検間隔をＮ年＋4ヶ月以内を目標に設定し、

これを超過する場合には、第20条に基づく点検・補修等の結果の確認及び第22条に基づく保全の有

効性評価を実施する。

【機械Ｉ ＴＬ－Ｓ】

運管の工程担当ＴＬ-

ＳＳからIVTM落下に

伴う工程変更、プラン

ト状態表を受け、機

械Ｉ TL-Rに連絡した。

保安院より「保守

管理の実施状況

の確認フロー」を

入手

21

20

平成22年11月24日へ

技術評価

平成22年9月22日から

410系圧力指示計

特性試験

（実績削除）

平成２２年３月３１日から10

補足

⑥４１０系圧力指示計：特性試験（大気解放ゼロ点確認）が点検記録か

ら確認できない⇒未点検《過去超過》

（未点検期間：平成２１年１月～平成２５年９月現在）

対象：410C‐PI003C

補足

⑩７３６系ＩＴＶ設備：外観点検の点検記録が無い⇒

未点検《過去超過》

（未点検期間：平成２１年１月～平成２５年１月）

対象：T‐CU52‐1、C‐R2051、T‐CU53‐1、C‐A2171、T‐
CU54‐1、C‐2H121

平成２２年４月２３日から
12

736系ＩＴＶ設備

外観点検

（実績削除）

検査要領書

Q31-100Ｊ-

10221-01

W0承認

保全計画に基づ

く健全性確認（機

械保修課）の内

１次冷却系設備

等外観据付確認

【担当者B39、

Ｉ Ｉ、Ｂ40】

作成

【TL Ｓ】

審査

【課長Ｏ】

承認

【課代Ｐ】

審査

【機械保修課TLＳ インタビュー結果】
・も健の計画書作成段階で可視できない支持構造物に対しては、当時の保安院へ説明しており、

実績があったため妥当性評価及び有効性評価を実施しなくてもよいと思っていた。

・弁に関しては点検計画の第1サイクルRev1にて分割するよう指示があったため、個別管理を行っ
たが、支持構造物に関しては指示がなかったため｢1式｣管理でよいと思っていた。
・要領書としては作業範囲が分かればよいとの認識であり、アイソメ図を添付するとボリュームが

多くなるため、要領書には添付せず現場で使用していた。

・「も健」の際アイソメ図を用いていたが、それはも健が運転再開のキーポイントとなるものであり品

質としてのグレードが高く、出来うる最大限の点検を行うというもので、通常の点検で同じグレード

で点検を行う必要はないと認識していたと思う。

・要領書を作成し、課内承認を得る際にアイソメ図を添付するようコメントがなかったことから、課と

しても同様の認識であったと考えられる。

・点検計画の外観点検は、可能な限り自前で行うと言うのがもんじゅの認識としてある。これは、も

健の頃に醸成されたものと考えられる。

補足

・対象機器

炉上部ピット蓋、1次主冷却系、1次ナトリウムオーバーフロー系、1次ナトリウム充填ドレン系、1次アルゴンガス系※、1次
アルゴンガス系Ⅲ（希ガスホールドアップ設備）※、1次メンテナンス冷却系※、2次メンテナンス冷却系※、機器冷却系
※をつけた系統が、配管支持装置を点検対象としていた。

・検査方法

可視可能範囲について外観状態を目視により確認する。保温施工された箇所は保温材外表面から外観状態を目視に

より確認する。

・判定基準

表面に著しいかき傷・打痕・クラック等がないこと。

保温施工された箇所は保温材外表面に著しい変形等がないこと。

機器表面又は保温材外表面に漏えいの痕跡のないこと。

【不適合内容】

・配管支持構造物としての機能を発揮しうる状態にあるか否かの観点からの点検を行うことが点検要領書に記載されてい

ない。

・作業範囲を示すため配管系統図が添付されているが、アイソメ図は添付されてない。

・点検記録は、個々の支持構造物が特定できるようになっていない。

【機械保修課長Ｏ インタビュー結果】

・点検計画で支持構造物が｢1式｣と記載されているのは認識していた。｢1式」なので、個々を特
定する認識はなかった。そのため、要領書の審査段階で個々に見るよう指摘はしなかった。点

検計画どおりに実施していたとの認識。所定の機能を発揮しうる点検でなかった部分について

は、点検内容の深さの観点での認識はなく、通常の外観点検を行えばよいとの認識であった。

・要領書の点検範囲が｢1式｣となっていることに対し、個別管理しないものが｢1式｣管理である
と認識していたため、何の疑問も持たなかった。

・要領書審査段階で主に見ていた内容は、実施時期、点検範囲、点検計画に書かれているこ

とを実施しているかの確認。

・当時、2次系は細かく管理していたという認識はなく、点検の内容一つ一つまで把握していな
かった。また、全く見ることができない機器があることを想定していなかったので、裏側など一

部が見えないものであっても、見える側から見ればその外観状態を確認できると考えていた。

・教育の状況について、部内教育と導入教育以外は行っていない。OJT等はTLに随時新人の
教育に当たらせていた。

【要因Ｔ１-１５９】

機械保修課は自前での点検を行うに当たって、過去

にメーカで行っていた支持構造物の点検記録等（可

視不可能部が明確、機能を発揮しうる状態にあるか

否かの観点での点検内容、個々の支持構造物が識

別されている記録）を調査した上で、要領書や記録を

作成すべきであったが、自前で行った「も健」の記録

を参照した 【Ｄ-135】

【要因Ｔ１-１５８】

支持構造物の点検は可視不可部を明確にし、機能を発揮しうる状

態にあるか否かの観点での点検内容とし、個々の支持構造物が識

別されている記録とすべきであったが、保全計画（点検計画）の外

観点検は、可能な限り自前で行うことが保全部の認識としてあった

ことから、自前でできる範囲の点検を想定していたため、足場等を

使用してのメーカーの点検内容を導入することは考えていなかった

【Ｅ-135】

【要因Ｔ1-42】

【F-128】

再掲

【要因Ｔ１-１６０】

機械保修課チームリーダーは、可視不可部

にある支持構造物について、「も健」※１の計

画書の中でも評価し、当時の保安院にも説

明した実績があったため、あらためて健全性

評価を実施しなくてもよいと考えた 【D-

134】

【要因Ｔ1-44】

【Ｅ-130】

再掲

【要因Ｔ1-283】

【Ｃ-141】

【要因Ｔ1-41】

【Ｄ-122】

再掲

【要因Ｔ1-37】

【Ｄ-136】

再掲

22

平成22年

11月18日へ

【頂上事象Ａ】（要因Ｔ１-５１）(再掲)

保全を担当するプラント保全部において、保全計

画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは

手続きをしないで点検頻度を変更した【A-1】

（ａ-8 機械保修課及び燃料環境課では、保全計画

（点検計画）に基づく配管支持構造物の点検ができ

ていなかった）

【要因Ｔ１-１６１】

機械保修課長は、点検要領書の承認時に保全計画（点検

計画）との整合等を確認していたが、点検内容については

通常の外観点検（表面にかき傷・打こん・クラック等がない

ことの確認等）を行えばよいと認識していた 【Ｆ-123】

【要因Ｔ1-38】

【Ｇ-122】

再掲

補足

平成25年7月～9月のチェック作業において点検

実績として認められなくなった

補足

平成25年7月～9月のチェック作業において点検

実績として認められなくなった

【要因Ｔ1-33】

【Ｃ-120】

【要因Ｔ1-47】

【Ｃ-125】

再掲

【要因Ｔ1-30】

【Ｄ-136】

再掲

【問題事象1－23】（要因Ｔ１-４８）（再掲）

配管支持構造物の点検要領書には、機能を発揮しう

る状態にあるか否かの観点からの点検を行うことが

記載されておらず、必要な点検ができていなかった

【B-120】

【問題事象1－24】（要因Ｔ１-４９）（再掲）

機械保修課及び燃料環境課では、保全計画（点検

計画）で配管支持構造物「１式」を点検対象として点

検範囲を限定していないにも関わらず、点検要領書

では可視範囲に限定し、それ以外の範囲（以下「可

視不可部」）について点検を実施していないなど、保

全計画（点検計画）に基づく配管支持構造物の点検

が適切にできていなかった【Ｂ-130】

【要因Ｔ1-46】

【Ｃ-130】

再掲
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Ｑ
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燃料環境課

課長
Ｂ34、Y

課長代理（課代）
Ｂ35

チームリーダ（TL）
Ｂ36、ｋｋ
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Ｂ37、B50、Ｂ51
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ｈ
A6
WW
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OO
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JJ
KK
ｊ

理事長
Ａ①
Ａ②

敦賀本部長
A⑤
A⑥

保修計画課

チームリーダ
（TL）
RR

担当
ｋ
A4

総括担当
LL

部長
J
I
K

次長
I
F
H
Y
Z

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

室長
E
F

室長代理
（室代）
K
ZZ
ｎ
N

保全プログラム

所大
チェック班 計装Ⅰ-ff

計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT
計装A2

チームリーダ（ＴＬ）

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd

担当

計装
Ａ2、ee、MM、gg、hh、pp、

ｆｆ、uu

電気、水蒸気
ＱＱ、bb、cc、ｒｒ

平成22年11月12日

平成22年11月15日

～

平成22年11月17日

平成22年11月18日

～

平成23年8月30日

平成22年11月24日

【課長O、各TL、各担当】

点検計画の見直しを実施し、点検計画の作成

【電気保修課TLｆｆ インタビュー結果】

点検期限の超過について課長に相談するまでは至らないと考えて、

課内会議では議論しなかった

供用前第2保全

サイクルの保全

計画の承認（所

長）及び確認（平

成22年11月22日

改正1/平成22年

11月24日施行）

●改正内容

・点検計画の記

載レベルの統一

・記載の適正化、

誤字等の見直し

補足（業連から抜粋）

・関連業連：10も保(業)091701；平成22年第2回

保安検査での「点検計画の記載レベルを統一

すべき。」とのコメントを受けての改正

【所長Ａ】

承認

【炉主任ａ】

確認

【室長Ｃ】

確認

【部長I】

保全計画作

成

【担当ｋ】

部内マニュア

ル「保全サイ

クル作業計画

管理マニュア

ル」（ＭＱ-保

全-08）改正

案を起案
補足（マニュアルから抜粋）

計画作成時の部長決裁方法の変更のため改正を行った。

改正前：安全技術検討会へ付議した後、部長の決裁を得る。

改正後：次長の確認後、部長の承認を得る。

【課長Ｌ】

申請

【室代Ｎ】

確認

【課長V、各TL、各担当】

点検計画の見直しを実施し、点検計画の作成

【課長、各TL、各担当】

点検計画の見直しを実施し、点検計画の作成

【課長、各TL、各担

当】

点検計画の見直し

を実施し、点検計画

の作成

【課長、各TL、各担

当】

点検計画の見直し

を実施し、点検計画

の作成

【部長I】

確認

プラント保全部

安全技術検討

会（第69回）付

議

18

【担当JJ】

保全計画本文

作成及び点検

計画のとりま

とめ

24

【部長】

協議

補足（第69回安全技術検討会議事録から抜粋）

議題：保全サイクル作業計画管理マニュアルの改正について

出席者：（委員長）次長Ｚ、（委員）保修計画課長Ｌ、電気保修課長、機械保修課長

事務局：保修計画課

検討内容：部内マニュアルの改正

コメント：安全技術検討会へ付議しないこととしたプロセスのステップをエビデンスとして残すこと。⇒議事

録にて残す。

議事録には検討結果のいきさつ（なぜ安全技術検討会への付議が必要ないのか）がわかるように記載

すること。

（経緯）第67回安全技術検討会でのコメントを受けて、保全サイクル作業計画の部長決裁について、安

全技術検討会へ付議する必要性を保修計画課にて検討した。

（検討結果）保全サイクル作業計画は、保全計画の一部（当該サイクル対象部分）を抜粋したものである。

保全計画は、必要な場で審議され、部長の決裁が得られているものであるため、保全サイクル作業計画

を再び安全技術検討会に付議する必要はないと考える。

補足（平成24年度保安検査資料より抜

粋）

・プラント保全部安全技術検討会の議事

録は、審議の主題及びその結果につい

て記録するよう努めている。なお、プラン

ト保全部安全技術検討会運営マニュア

ルでは、議事録の作成、上覧、保管等を

定めているが、記載内容までは規定して

いない。

23

21

【担当者ＢＢ】

ＩＶＴＭトラブルに伴

うプラント工程調整に

より、２次系配管支持

装置のトラベル量を

確認するためのプラ

ント状態（ナトリウム

充填中）ができず、点

検期限までに点検す

ることが困難になった

【担当者BBインタビュー結果】

担当者ＢＢは点検期限を超過する時の手

続きとして、担当者ＤＤから技術評価を行う

ようになっていると聞いた。

【担当者ＢＢ】

点検期限を超過す

る時の手続きとして技

術評価を担当者ＤＤ

に指導してもらいなが

ら、一緒に作成した。

【担当者ＢＢ】

機械I TL-Rに点検

期限を超過すること

の相談をした。

【機械I TL-R】

担当者ＢＢの相談を

受け、点検期限内に

点検ができないことを

保修計画課に電話で

相談した。

【担当者】

電話で機械I 

TL-Rの相談を

受け、何らか

の評価を行え

ばよいと伝え

た。

【機械I TL-R】

保修計画課の担当

からの回答を受け、

担当者BBに、技術

評価を行うことを伝

えた。

23

26

補足（第67回安全技術検討会議事録から抜粋）

第67回安全技術検討会のコメントを受け、改正案を作成した

ただし、保安管理専門委員会議事録及び台帳にも審議された記録はないことから、

所内の会議体による審議は行われず、軽微な変更と扱われたと推定。

【部長】

作成

平成22年11月24日へ

平成22年12月1日へ

平成22年12月13日へ

第67回安全技術検討会からのコ

メント反映に伴う月間レビューの

マニュアル改正

保全計画改正（Rev1）

平成22年9月17日から

平成22年11月8日から

平成22年11月15日から

保全計画改正

（Rev1）

【要因Ｔ1-122、Ｔ1-108、Ｔ1-109、Ｔ1-125、Ｔ1-127、Ｔ1-141】

保全計画制定・改正時（保全計画の内容、審議及び承認過程）の要

因と同じ

【要因Ｔ１-１２９、Ｔ１-１５４】

マニュアル制定時（マニュアルの内容、審議

及び承認過程）の要因と同じ

【担当ＩＩ】

エンジニアリングシー

ト「機械保修課所掌設

備における、弁（ダン

パを含む）の点検周期

について」を作成した

【ＴＬ Ｒ、 Ｓ】

確認

【課長Ｏ】

承認

補足

○課内の意識統一のためにエンジニアリングシートを発行

【内容】

機械保修課所掌設備の弁（ダンパを含む）の点検周期が法的適用・準用に係る点検周期

及び点検時の不具合事象を反映した点検周期を除き、系統設備毎でばらつきがあったため、

軽水炉の点検計画を調査し、内容の反映を行った。

・当該弁「分解点検」点検間隔／頻度：１０年 → ４サイクル

・配管支持構造物に関する記述なし。

（課長Ｏインタビュー結果）

10年→4サイクルに変更したのは、1次・2次冷却
系設備の点検間隔･頻度の統一化を図るためで

あった。

安全側への変更であることから、エンジニアリング

シートを発行することとし有効性評価の手続きは

省略した。

17 平成22年9月17日から

【担当者ＩＩ】

エンジニアリングシー

トに基づき点検計画

の点検間隔/頻度を

変更した

（TLＳ 担当者Ｂ13インタビュー結果）
担当者及びチーム内で検討した結果、点検計画変更時点

（平成22年11月）から、変更後の点検間隔／頻度4サイクル
（点検期限：平成27年3月）を加算しても、当初の点検計画（点
検間隔／頻度:10年）の点検期限（平成31年1月）を超過しない
ことから、安全側に保守管理されているため、有効性評価は

必要ないと考えた。

また、次回点検時期の起点についても同様の理由から点検間

隔/頻度変更時点とした。

（課長Ｏインタビュー結果）

点検の起点について、点検の起点を本変更時（平

成22年11月）とした場合でも、当初の１０年後の点
検の範囲内であり安全側への変更で保守管理され

ているため、有効性評価は必要ないと考えた。

補足

①２１０系蒸発器液位プリアンプ：◆機器番号毎に細分化（210A‐LT061A1、210A‐LT061B1、210C‐LT061A1、210C‐
LT061B1）
②換気空調設備（換気空調設備非常用／常用継電器盤）：◆保全重要度の変更；Ａ→Ｂ（C‐AR041A、C‐AR041B、C‐
AR041C、C‐DR002‐1、C‐DR002‐2）
②換気空調設備（６７２系ダンパ計装品、６８１系ダンパ計装品）：◆機器番号毎に細分化（672‐AD001A～672‐AD012、
681‐AD001A～681‐AD010B）
④２５０系圧力伝送器：◆機器番号毎に細分化、点検間隔／頻度の変更；１サイクル→６５日（250C‐PT008A）
⑥４１０、４２０系圧力計：◆機器番号毎に細分化（410C‐PI003C、420C‐PI003A、420C‐PI003B、420C‐PI003C）
⑦４７０、４７１、４７２系計器：◆機器番号毎に細分化（470‐PT006‐1、470‐LT001‐1、470‐PT007‐1、470‐LT005‐1、471‐
PT001‐2、471‐TT001‐2、471‐HT001、471‐PI002A、471‐PI002B、472‐FT002、472‐FQ002）
⑧６７４系圧力指示計：◆機器番号毎に細分化（674‐PI004A～674‐PI015）
⑨７１２系液位指示計：◆機器番号毎に細分化（712‐LI002C2）
⑩ＩＴＶ設備（中継端子箱、制御用リレー箱）：◆機器番号毎に細分化（T‐CU52‐1、C‐R2051、T‐CU53‐1、C‐A2171、T‐
CU54‐1、C‐2H121）

補足

換気空調設備計装品（換気空調盤の機能・性能試験は、点検計画（保安規

定第３３条に基づく試験計画）として策定 《再掲》

換気空調設備計装品（６７２系ダンパ計装品、６８１系ダンパ計装品）の機

能・性能試験は、点検計画（保安規定第１０３条に基づく試験計画）として策

定 《再掲》

補足

換気空調盤の点検頻度の「毎定検」を「１サイクル」に変更

ダンパ計装品の点検頻度は「１サイクル」 《再掲》

補足

計装チーム側＜機器名称の変更、機器番号の追加、

細分化＞

TIS ：212系温度スイッチ
→212‐TIS05(A～C),07(A～C),09(A～C)

dps：212系差圧スイッチ
→212‐dps01～03

補足

計装チーム側にて機器番号を設定した結果、電気チーム

側と機器番号の重複となったが、電気保修課で気付かず、

保全計画が作成された。

補足

配管支持構造物については、軽水炉

の点検計画調査は行っていない。

（機械保修課ＴＬＲ インタビュー結果）

過去（第1保全サイクルRev.1改正時）に、弁については機器を個別に展
開し記載することを行ったが、支持構造物に関しては、点検計画作成当

初からどの系統についても数ものという管理を行っており、保全部全体

で「１式」記載として統一されていたという認識であったため議論の対象

にならなかった。

1次冷却系設備
等の外観確認実

施

【担当者】

点検実施

【TL】

点検指揮

【担当者】

記録作成
【TL】

記録確認

平成22年11月1０日から

平成25年4月30日へ

22

25

補足＜変更内容＞

点検周期：年管理⇒サイクル管理に変更

対象：150AV144,152,153,154,155（5弁）

補足

第1保全サイクルRev.0から第2保全サイクルRev.1にかけて、配管支持構造物につ
いて点検計画の記載内容に変更があり、主な変更点を以下に示す。

〈機械保修課〉

・配管支持構造物（外観点検）の点検内容について、「外観確認」から「亀裂、変形

等の有無を目視等により確認」に変更されている。

〈燃料環境課〉

・配管支持構造物の点検内容について、「かき傷、打こん、クラック等がないこと」に

統一されている。

補足

第1保全サイクルRev.0から第2保全サイクルRev.1にかけて、配管支持構造物につ
いて点検計画の記載内容に変更があり、主な変更点を以下に示す。

〈機械保修課〉

・配管支持構造物（外観点検）の点検内容について、「外観確認」から「亀裂、変形

等の有無を目視等により確認」に変更されている。

〈燃料環境課〉

・配管支持構造物の点検内容について、「かき傷、打こん、クラック等がないこと」に

統一されている。
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D

室長代理c

プラント保全部

理事
A③
A④

他課

プラント
管理部長

施設保全課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

他課

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

課長
U
Ｖ

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

電気保修課 機械保修課

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ
R

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
B23

担当
ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＥＥ，ＦＦ，

ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，
ＤＤ，Ｂ13、B39、Ｂ41

燃料環境課

課長
Ｂ34、Y

課長代理（課代）
Ｂ35

チームリーダ（TL）
Ｂ36、ｋｋ

担当
Ｂ37、B50、Ｂ51

チームリーダ
（TL)
ｈ
A6
WW

担当
OO
A6
JJ
KK
ｊ

理事長
Ａ①
Ａ②

敦賀本部長
A⑤
A⑥

保修計画課

チームリーダ
（TL）
RR

担当
ｋ
A4

総括担当
LL

部長
J
I
K

次長
I
F
H
Y
Z

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

室長
E
F

室長代理
（室代）
K
ZZ
ｎ
N

保全プログラム

所大
チェック班 計装Ⅰ-ff

計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT
計装A2

チームリーダ（ＴＬ）

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd

担当

計装
Ａ2、ee、MM、gg、hh、pp、

ｆｆ、uu

電気、水蒸気
ＱＱ、bb、cc、ｒｒ

平成22年11月30日

平成22年12月1日

～

平成22年12月10日

平成22年12月13日

平成22年12月28日

平成23年1月1日

～

平成23年1月上旬頃

平成23月1月5日

～

ＩＶＴＭ落下事象及びディーゼル発電機シリンダーライナーひび割れによる工程変更に係る対応

【要因Ｔ１-１６９】

プラント保全部長は、月間レビューによって点検の実施状況を確認する必要があったが、保守担当課により保全計画（点検計画）通りに点検が実施されていると思っていた 【Ｄ-66】

←【要因Ｔ１-１６８】

保修担当課長は、保全計画（点検計画）通りに点検を実施するための課題を把握してプラント保全部長に報告する必要があったが、保守担当課長からプラント保全部長へ点検が出来ないという情報は上がってこなかった【Ｅ-67】

←【要因Ｔ１-１６７】

保守担当課の担当者は、点検期限を超える場合は課長に報告すべきであったが、点検間隔/頻度のメーカ推奨値には余裕があり点検期限を少し超えても健全性は維持されると思ったので、点検期限を超えたことを課長に報告しなかった【Ｆ-

67】

←【要因Ｔ１-１６６】

保守担当課の担当者は、保全計画（点検計画）に基づいて設備の点検期限を守る必要があったが、点検計画を守るという認識が低かった【Ｇ-68】

【要因Ｔ1-166】

←【要因Ｔ1-373】

【I-1】

【要因T1－167】

←【要因T1－164】

【Ｇ-67】

補足（要領改正内容から抜粋）

・ 補修取替及び改造計画、特別な保全計画の実績反映方法を明確化した。

・ 記載の適正化等

・「業務の計画に係る作成要領」制定に伴う見直し

平成22年度第3

回保安検査

（平成22年11月

29日～12月10

日）

補足（保安検査報告書から抜粋）

平成22年度第3回保安検査 島根原子力発電所と同様・類似不備の確認状況

・検査の結果、島根原子力発電所の保守管理の不備に対する機械品、電気品、

計装品について、保安規定第103条（建設段階における保守管理計画）に定める

保全計画の策定に基づき、保全計画の策定状況、保全計画の変更、点検の実施

について抜き取りにより38項目（内訳は、機械品、電気品各々12項目、計装品14

項目）を確認し、これらの実施状況が適正に行われていることを判定フローチャー

トにより確認した。

また、島根水平展開における追加確認について保安院指示事項に基づく、12機器

を系統図及び配置図から選定し、保全計画に含まれていること、及び現場での設

置状況について確認した。

・機構として自主的に確認したものはない。

【室長Ｃ】

確認

【部長I】

承認

【担当ｋ】

安全技術検

討会での審

議結果を受け、

部内マニュア

ル「保全サイ

クル作業計画

管理マニュア

ル」（ＭＱ-保

全-08）起案

【課長Ｌ】

審査

【TL-RR】

審査

【担当OO】

回議書（「保

全計画検討

要領」の改

正につい

て）作成

【課代Ｍ】

審査

【課長V】

合議

【課長O】

合議

【課長】

合議

【課長】

合議

保全サイクル作

業計画管理マ

ニュアル（ＭＱ-

保全-08）改正

【室代Ｎ】

合議

【炉主任ａ】

合議

【所長Ａ】

決裁
【部長】

合議
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[ＭＱ715-13]保

全計画検討要領

（改正平成22年

11月29日；施行

平成22年11月30

日）

【次長F、Z】

合議

非常用DG[C号

機シリンダーライ

ナーの破損事象

発生

【部長I】

起案

【担当者ＢＢ】

２次系配管支持装

置（C) 外観点検の

点検時期を変更する

ための評価書を作成

した（平22年.12月→

平成23年12月)

【機械ⅠTL-Ｒ】

確認

【課長Ｏ】

承認

【課長Ｐ】

確認

技術評価２

26

【担当者AA】

非常用ディーゼル発

電機（DG)C号機のトラ

ブルによりDG-B号機

の待機除外時期が平

成23年1月以降となり

中央制御室空調ファン

Bの点検期限までに点

検できないことがわ

かった。

【課長Ｏ】

担当者ＡＡから相

談を受け、技術評価

で対応することを指

示した。

【担当者ＡＡ】

当該機器の点検が

困難になったため、

課長、ＴＬに相談した。

【機械ＩＩＴＬ-Ｔ】

担当者ＡＡから相

談を受けた

【担当者ＡＡ】

課長Oの指示によ

り、技術評価を実施

した。

【機械ＩＩＴＬ-Ｔ】

技術評価を行うこと

を課長Oより指示を

受けた。
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【要因Ｔ１-１５１】

技術評価の要因と同じ

【要因Ｔ１-１２９、Ｔ１-１３０】

要領改正時（要領の内容、審議及び承認過

程の問題）の要因と同じ

補修・取替及び改造計画及び特別な保全計画における実績の反

映方法明確化に伴う要領改正

月間レビューのマニュアル改正

技術評価

技術評価

平成22年10月22日から

平成22年11月17日から

平成22年11月24日から

【要因Ｔ１-１７０】

プラント保全部長は、保全計画（点検計画）の実

施状況を把握するために、月間レビューによっ

て点検の実施状況を確認する必要があったが、

保全計画（点検計画）に基づく点検の実施状況

を確認していないことがあった【Ｃ-66】

【要因Ｔ１-１６９】

←【要因Ｔ１-１６３】

保修計画課長は、保全計画（点検計画）通りに点検を実施するための課題を把握してプ

ラント保全部長に報告する必要があったが、保修計画課長からプラント保全部長へ点検

計画の管理に係る問題が課題として挙がってこなかった 【E-66】

←【要因Ｔ１-１６２】

保修計画課長は、保安規定上の職務として、「保守担当課長の行う原子炉施設の保修

の計画及び管理に関する業務」とあるにも関わらず、管理の業務を保守担当課に委ねて

いた 【Ｆ-66】

【要因Ｔ１-１２９、Ｔ１-１５４】

マニュアル制定時（マニュアルの内容、審議及び承認過

程）の要因と同じ

【要因Ｔ1-230】

【D-60】

計装チーム側

212_dps01～03
点検実施(12/10)
超過解消

10

【保修計画

課】

発注仕様書

作成、確認

【部長Ｉ】

確認

プラント巡視点

検作業

発注／契約

補足

②換気空調設備（換気空調盤、

継電器盤）
補足

電気盤・制御盤として、「換気空調設備」の外観点検（数量

６０台）は、仕様書に記載有り

ただし、数量６０台の内訳は記載無し

210系プリアンプ

特性試験

（実績削除）

補足

①２１０系蒸発器液位プリアンプ：特性試験が点検記録か

ら確認できない⇒未点検《過去超過》

（未点検期間：平成２１年１月～平成２５年９月現在）

対象：210A‐LT061A1、210A‐LT061B1

平成２２年４月２３日から
11

【要因Ｔ１-１６５】

プラント保全部では、設備の点検は点検計画の点検間

隔/頻度を遵守して期限までに点検を行うべきであるが、

長期使用可能な機器であってもメーカからは１年毎の点

検を推奨されている事例を経験しており、技術的な評価

に基づくことなく、メーカの推奨値には安全裕度が加味さ

れているものであると誤認してメーカ推奨値を用いて設

定した期限を延長させた

【Ｈ-67】

420系圧力指示計

特性試験

（実績削除）

平成２２年３月３１日から

補足

⑥４２０系圧力指示計：特性試験（大気解放ゼロ点確認）が点検記録か

ら確認できない⇒未点検《過去超過》

（未点検期間：平成２１年１月～平成２５年９月現在）

対象：420C‐PI003B、420C‐PI003C

補足

平成25年7月～9月のチェック作業において点検

実績として認められなくなった

補足

平成25年7月～9月のチェック作業において点検

実績として認められなくなった

【要因Ｔ1-63】

【E-97】

再掲

【要因Ｔ１-１６４】

設備の点検間隔/頻度はメーカの推奨の有無に

関わらず、これを遵守して期限までに点検を行う

べきであるが、電気保修課では、元々、電気・計

測制御設備に係る点検間隔又は頻度は、メーカ

の推奨値を保守的なものと考え、少々の期限超過

では設備の健全性に影響しないとしていた【Ｇ-

67】



時系列「保全を担当するプラント保全部において、保全計画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは手続きをしないで点検頻度を変更した」(22/70) 添付資料-３

総括／試験・工程管理チーム

課長代理
（課代）
L
M

課長
ｆ

I(次長兼務)
L

原子炉主任技術
者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

敦賀本部長
代理
A⑦
A⑧

運営管理室

チームリーダ
（TL)
SS

日付 トピックス

所長
A
B

副所長
Ａ１

安全品質管理室
長C

副主幹ｍ

品質保証室長
D

室長代理c

プラント保全部

理事
A③
A④

他課
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施設保全課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

他課

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

課長
U
Ｖ

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

電気保修課 機械保修課

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ
R

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
B23

担当
ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＥＥ，ＦＦ，

ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，
ＤＤ，Ｂ13、B39、Ｂ41

燃料環境課

課長
Ｂ34、Y

課長代理（課代）
Ｂ35

チームリーダ（TL）
Ｂ36、ｋｋ

担当
Ｂ37、B50、Ｂ51

チームリーダ
（TL)
ｈ
A6
WW

担当
OO
A6
JJ
KK
ｊ

理事長
Ａ①
Ａ②

敦賀本部長
A⑤
A⑥

保修計画課

チームリーダ
（TL）
RR

担当
ｋ
A4

総括担当
LL

部長
J
I
K

次長
I
F
H
Y
Z

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

室長
E
F

室長代理
（室代）
K
ZZ
ｎ
N

保全プログラム

所大
チェック班 計装Ⅰ-ff

計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT
計装A2

チームリーダ（ＴＬ）

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd

担当

計装
Ａ2、ee、MM、gg、hh、pp、

ｆｆ、uu

電気、水蒸気
ＱＱ、bb、cc、ｒｒ

平成23年1月11日

～

平成23年1月中旬頃

【担当者ＡＡ】

中央制御室空調

ファンBの簡易点検

の点検時期を変更

するための評価書を

作成した

（平成23年1月→平

成24年1月）

【機械ⅡTL-Ｔ】

確認

【課長Ｏ】

承認

【課代Ｐ】

確認

技術評価３

【担当者ＣＣ】

ＤＧ－Ｃ号機対応も

担当しており、Ｃ号機

の復旧遅れにより、

ＤＧ－Ｂ号機の点検

工程も後送りになる

ことが分かった

【担当者ＣＣ】

ＤＧ－Ｂ号機の外観、

分解点検の点検期限

までにの点検が困難

であることをＴＬ-Ｔ、

課長に相談した

【担当者ＣＣ】

有効性評価の様式

を用いて技術評価を

実施した。

【担当者ＣＣ】

作成した技術評価

（案）を保修計画課

長に相談した。

【課長Ｌ】

機械保修課

担当者ＣＣか

ら技術評価の

内容について

相談を受け、

このようなも

のでよいと回

答した。

【担当者ＣＣ】

保修計画課長Ｌか

ら資料に対し、この

ようなものでよいと

の回答を得た。

【課長Ｏ】

担当者ＣＣから相談

を受け、技術評価で

対応することを指示し

た。

【機械ＩＩTL-Ｔ】

担当者ＣＣから相

談を受けた

【機械ＩＩTL-Ｔ】

技術評価を行うこ

とを課長Oより指示

を受けた。

メール着信先を で示す。
【工程ＴＬ-ＳＳ】

・口頭で室長に

確認後、1/26

版の設備点検

日割工程表を

関係各室に連

絡。

・今後、77KV

の点検や非常

用Ｄ/Ｇ（C）の

復旧状態を踏

まえ工程見直

しを行う（D/G

（B)点検調整

中）

【担当者QQ】

ＤＧ－B号機の電気

関係の点検期限まで

に点検できないこと

がわかった。

【電気保修課担当者ＱＱインタビュー結果】

課長への相談はしていない。

【ＴＬ-PP】

担当者ＱＱに非常

用Ｄ/Ｇ（C）の復旧状

態を踏まえ工程見直

しを行うことを伝えた。

【工程ＴＬ-ＳＳインタビュー結果】

・Ｄ/Ｇ（Ｃ）の復旧時期は調整できない状況であったが、１次系Ａポニーモータ単

体試験実施時期の見直しや水蒸気系試験を２月１日から開始する調整をおこ

なった。

本見直しは、関係者からのコメントを踏まえて調整を行った工程表を作成した

・ Ｄ/Ｇ（Ｃ）シリンダライナー破損事象の影響により、Ｄ/Ｇ（Ｃ）の待機除外状態

が続き、当面の工程の見通しが立たない状態が続いた

【担当者QQ】

有効性評価を行うこ

ととして、ＴＬ-PPに相

談した。

【ＴＬ-PP】

担当者QQから相談

を受け、有効性評価

を実施するように指

示した。

【担当者QQ】

有効性評価を進め

たが、開閉所の対応

で忙しく時間がとられ

てしまった

【問題点】仮

点検工程を確保するべく意見具申しなかった

【問題点】仮

点検工程を確保するべく意見具申しな

かった

【要因Ｔ１-１７１】

電気保修課及び機械保修課は、保全計画（点検計画）に基づき施設設備の点検期限内に点検を完遂す

るための工程を確保する必要があったが、工程変更に伴い、点検工程を確保するべくプラント保全部長に

意見具申しなかった 【Ｇ-24】

ディーゼル発電機Ｃ号機のトラブルに伴う日割り工程

【要因Ｔ1-260】

【H-24】

【要因１-１５１】

技術評価の要因と同じ

技術評価

【担当JJ】

業連「工程見

直しに伴う保

全計画の見

直し方針につ

いて」作成

補足（業連から抜粋）

プラント工程の変更（IVTM及びDGトラブル反映）に伴う、第２保全サイクルの点検計画において、年度毎に管理している項目に

ついては、本サイクルが平成24年度まで及ぶことを考慮し、平成24年度までの計画を記載すること。また、サイクル単位で管理し

ている項目については、工程変更により、追加、再点検を実施するもの（次サイクルにて実施予定の項目を前倒しで実施する項

目）を工程変更分として明確に記載することとした。（工程変更分欄追加）

【TL-Ａ6】

確認

【課代Ｍ】

確認

【課長Ｌ】

承認

【担当ＪＪ】

工程変更に

伴い、保全計

画を見直すこ

とは、「保守管

理の実施状況

の確認フ

ロー」によると

不適合と考え

られるため、

不適合報告書

（案）を作成し、

課長Lにメー

ルで相談した。

【課長L】

担当者JJか

ら相談を受け、

点検期限を超

過するような

機器について

事前に評価す

れば、不適合

にならないと

口頭で回答し

た。

【担当ＪＪ】

課長Lからの

回答を受け、

事前に評価す

れば、不適合

にならないと

認識した。
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ｈ
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WW

担当
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A⑥

保修計画課

チームリーダ
（TL）
RR

担当
ｋ
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LL

部長
J
I
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次長
I
F
H
Y
Z
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技術副主幹

ｅ

室長
E
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室長代理
（室代）
K
ZZ
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保全プログラム

所大
チェック班 計装Ⅰ-ff

計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT
計装A2

チームリーダ（ＴＬ）

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd

担当

計装
Ａ2、ee、MM、gg、hh、pp、

ｆｆ、uu

電気、水蒸気
ＱＱ、bb、cc、ｒｒ

平成23年1月26日

平成23年2月1日

～

平成23年2月4日

平成23年2月4日

【頂上事象Ａ】（要因Ｔ１-５１）(再掲)

保全を担当するプラント保全部において、保全計

画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは

手続きをしないで点検頻度を変更した【A-1】

（ａ-2 所大チェックで点検実績が認められず電気保

修課所掌設備で点検期限超過した）

【課長O、各TL、各担当】

点検計画の見直しを実施し、点検計画を作成

補足＜変更内容＞

点検間隔／頻度：年管理⇒サイク

ル管理に変更

対象：150AV005（１弁）を追加（計６
弁）

【電気保修課担当MMインタビュー結果】

トラブル等でプラント工程が変更され、点検

工程と合わなくなった

補足（点検計画表より記載）

点検計画の記載を手続きせずに、以下のとおり変更した

ケースＣ点検時期/頻度：3サイクル毎→1サイクル毎

ケースＤ点検時期/頻度：3サイクル毎→1サイクル毎

【部長I】

確認

【TL Ａ6、担当JJ】

プラント保全部の各チームリー

ダを集め、保全計画改正に関す

る説明会を実施

【課長V、各TL、各担当】

点検計画の見直しを実施し、点検計画を作成

【課長、各TL、各担当】

点検計画の見直しを実施し、点検計画を作成

【課長、各TL、各担

当】

点検計画の見直しを

実施し、点検計画を

作成

【課長、各TL、各担

当】

点検計画の見直しを

実施し、点検計画を

作成
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この段階で保全の有効性評価の手続き前に点検周期を変更した。

機器数の内訳は次のとおり

計装分：11件、電気分：5件

（平成25年1月31日現在）

【電気保修課TL A2インタビュー結果】
・有効性評価について保修計画課からは、何か

評価すればよいとのことであったが、データがな

く、わからなかった。

・有効性評価について、過去の実績管理とその

考え方が整理されていないので、計画の見直し

の検討ができない状態であった。

【部長Iインタビュー】
・点検計画変更時のチェックの量が多くしき

れなかった。

・電気保修課がこんなに多くのものが点検時

期を超過するまで分からなかった。

【担当者ＣＣ】

ディーゼル発電

機設備 ディーゼ

ル機関B号機（始

動弁、クランク室）

の外観点検及び分

解点検の点検頻

度を一時的に変更

するため有効性評

価の様式を用いた

評価書を上覧した。

（1サイクル→2サイ

クル）

【課長Ｏ】

作成

【室長Ｅ】

確認

【室長Ｃ】

確認

【部長 Ｉ】

承認

【安全品質管理室長Cインタ

ビュー結果】

案件は22条の有効性評価だと

思って押印した。

【プラント保全部長Ｉインタビュー結果】

自分の承認が必要なのは有効性評価

だと思っていた。
【運営管理室長Ｅインタ

ビュー結果】

有効性評価だと思って押

印した。

技術評価４

【要因T１-１７３】

プラント保全部長及び安全品質管理室長/品質保証室長並びに

運営管理室長は、保全の有効性評価の確認・承認にあたっては

ＱＭＳの「保全の有効性評価要領」に従った評価が行われている

ことを確認すべきであったが、技術評価の中身を十分確認せずに

承認したため保安規定や規格にない「技術評価」であることを認

識できなかった【E-42】

【電気保修課TL A2インタビュー結果】

・点検期限の超過について課長に相談するまでは至らないと考えて、

課内会議では議論しなかった

・点検期限超過について不適合と認識していなかった

・点検期限切れの後の点検で精度逸脱がなかったことから、技術的

に問題ないと思った

【電気保修課ＴＬ A2インタビュー結果】

予定を急に変えられて、有効性評価をすればよいと言われても評価が追い付

かない。現場があって、評価に必要なデータを整理できる時間が取れない

【部長】

確認

【電気保修課担当MMインタビュー結果】

課のチームリーダは、運営管理室、保修計画課には点検期限を超過することを相談したが、「有効性

評価を行うこと」との回答だった

平成23年4月6日へ

工程変更に伴う保全計画改正
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【要因T１-１７４】

プラント保全部長及び安全品質管理室長/品質保証室長並びに

運営管理室長は、保全の有効性評価の確認・承認にあたってはＱ

ＭＳの「保全の有効性評価要領」に従った評価が行われていること

を確認すべきであったが、保全の有効性評価の様式を用いて評価

が行われていたため、「技術評価」を保全の有効性評価だと誤解し

て評価結果を認めた 【Ｄ-42】

【要因Ｔ1-221】

【C-30】

【要因Ｔ１－１４８】

【E-39】

【要因Ｔ１－１４９】

【E-43】

再掲

【問題事象1-2】（要因Ｔ１-１８３）

所長以下のライン職、主任技術者等は、IVTM等のトラブルを受けて変更したプラン

ト工程に合わせて改正した保全計画（点検計画）を確認・承認する際に、電気・計測制

御設備の点検期限の超過や点検頻度が変更されていることを見つけられなかった

【Ｂ-20】

【問題事象1‐4】（要因Ｔ１－１８０）（再掲）
電気保修課及び機械保修課では、トラブ

ル等によるプラント工程の変更に伴って点

検時期が延期される設備機器が発生した際

に、必要な手続きをしなかった【Ｂ‐30】

【要因T１-１７９】

電気保修課では、保全計画（点検計画）における点検周

期の変更についてラインで管理されるべきであったが、担

当者が行った点検周期の変更を覚知できなかった 【D-

20】

【要因T１-１７７】

電気保修課の担当者は、設備機器の点検周期を変更する

場合にはチームリーダーの確認を受け必要な手続きを経る

べきであったが、保全計画（点検計画）のマスターファイルを

変更した際、チームリーダーへ報告しなかった 【Ｆ-20】

【要因T１-１７６】

プラント保全部では、保全計画（点検計画）マスターファイル

を容易に変更できないようにアクセス制限を設ける必要が

あったが、点検計画のマスターファイルには自由にアクセス

及び変更が可能であった【Ｆ-21】

【要因T１-１７８】

電気保修課では、保全計画（点検計画）を変更

する場合のルールを構築して点検周期の変更管

理を確実にすべきであったが、点検計画の改正

時において、点検計画の点検周期のチェックが

不十分であった 【Ｅ-20】

【要因T１-１７７、Ｔ１-１７６】

←【要因T１-１７５】

プラント保全部では、保全計画（点検計画）マスターファイルの変更に

係るルールを構築して点検計画の管理を行うべきであったが、点検計画

のマスターファイルの管理に関するアクセス制限や履歴管理等のルール

を明確にしていなかった 【Ｇ-20】

【要因Ｔ1-205】

【C-23】

【要因Ｔ1-203】

【C-24】

【要因Ｔ１-88】

【C-37】

再掲

【要因T1-122、T1-111、T1-108、T1-109、T1-125】

保全計画制定・改正時（保全計画の内容、審査及び

承認過程）の要因と同じ

【要因Ｔ１-179】

【D-20】

再掲

【要因Ｔ１-１８２】

プラント保全部では、保全計画

（点検計画）に合致した点検業務

が部レベル、課レベルで管理され

るべきであったが、各保守担当課

の担当者任せとなっており、組織

として管理する仕組みが欠けてい

た 【Ｃ-20】

【要因T１-１５１、T１-１００】

技術評価の要因と同じ

【要因Ｔ１-１８１】

プラント保全部長は保全計画（点検計画）を

変更する場合は変更点における保安上の重

要事項を確認しておくべきであるが、点検計

画の変更にあたり、保安上の重要事項があ

る場合は、保修計画課長から課題として挙げ

られてくるものと考えていたが、課題の報告

がなかった 【D-22】

【要因Ｔ1-125】

【E-22】

再掲

【要因T１-１７２】

もんじゅ幹部やプラント保全部のライン職は、保守管理業務の内容

を自ら確認して業務を確実に実施すべきであったが、自ら行うべき役

割、職務と責任の自覚が不足しており、担当者等に業務を任せっきり

にしてその計画や実施結果を自ら確認しておらず、ラインとしてのフォ

ローやチェックができていなかった

【F-42】

【要因T1-109】

【E-17】

再掲

【要因T1-128】

【I-8】

再掲

【担当者Ｆ】

業連に基づく点検計画

の改訂作業に合わせ

て、点検間隔/頻度を

変更した

（担当者Gインタビュー結果）

保全計画rev11改正時に抜けて

いた1弁について、追加を行った。

210系プリアンプ

及び信号変換器

外観点検

（期限超過）

補足

①２１０系蒸発器液位プリアンプ、信号変換器：Ｃループの

外観点検が点検期限を超過（前点検の2009年09月で次回

点検期限は2011年01月に対し、次点検が2011年06月だっ

た）

（未点検期間：平成２３年２月～平成２３年５月）

対象：210C-LT061A1,A2、210C-LT061B1,B2

補足

２１０系蒸発器液位プリアンプ、信号変換器（Ｃループ）の

外観点検の実績について、当初は2011年02月としていた

が、その実績は誤りで正解は2011年06月だった

対象：210A-LT061A1、210A-LT061B1

【問題事象1-14】（要因Ｔ１-７３）（再掲）

電気保修課では、同課が所掌する一部の機器に

ついて、保全計画（点検計画）に定める点検項目、

点検間隔／頻度、点検内容に従った点検を実施し

ておらず点検期限を超過した【B-92】

電気チーム側

212_TIS05(B,C),
07(B,C),09(B,C)
点検期限超過

【要因Ｔ1-72】

【C-95】

再掲
【問題事象1-27】（要因Ｔ1-91）（再掲）

電気保修課は、保全計画（点検計画）において、

２次主冷却系循環ポンプの温度スイッチ等が重

複記載されており、電気チーム側の点検は実施

していたが、計装チーム側は保全計画（点検計

画）に従った点検を実施していなかった【B-150】

【要因Ｔ1-90】

【C-150】

再掲

【頂上事象Ａ】（要因Ｔ１-５１）(再掲)

保全を担当するプラント保全部において、保全計

画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは

手続きをしないで点検頻度を変更した【A-1】

（ａ-9 保全計画（点検計画）に重複記載された2次

主冷却系循環ポンプ駆動装置温度スイッチについ

て、計装チーム分の点検期限が超過していた）

【頂上事象Ａ】（要因Ｔ１-５１）(再掲)

保全を担当するプラント保全部において、保全計

画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは

手続きをしないで点検頻度を変更した【A-1】

【頂上事象Ａ】（要因Ｔ１-５１）(再掲)

保全を担当するプラント保全部におい

て、保全計画（点検計画）に定めた点検

期限を超過、あるいは手続きをしない

で点検頻度を変更した【A-1】

【問題事象1-4】（要因Ｔ１－１８０）

電気保修課及び機械保修課では、トラブ

ル等によるプラント工程の変更に伴って点

検時期が延期される設備機器が発生した際

に、必要な手続きをしなかった【Ｂ-30】

【TL B23】

メーカにて作成され

た要領書を確認

【TL R】

合議

【課長O】

承認

【課代Q】

合議

要領書

（Q42-100H-

10145-12）

W0承認

1次主冷却系等設

備点検

1次冷却系メカニ

カル

防振器点検作業

(Bループ室)

補足

・目的

1次主冷却系メカニカル防振器点検を実施し、固着等がなく使用前検査を受検した状態に維持されていることを
確認する。

・対象機器

1次主冷却系メカニカル防振器：275台（Bループ）
・作業内容（外観点検）

防振器本体、ターンバックル、球面軸受、ピンなどに過大荷重による曲がりや損傷がないことを、目視により確

認する。

ボルト・ナット類のゆるみの有無を確認する。

インジケータ位置を確認する。

・点検実施日

平成23年2月21日～平成23年3月10日
・報告書

1次主冷却系等設備点検1次冷却系メカニカル防振器点検作業（Bループ室）（Q44‐100H‐10145‐12）
Z0承認：平成23年10月18日
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時系列「保全を担当するプラント保全部において、保全計画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは手続きをしないで点検頻度を変更した」(24/70) 添付資料-３

総括／試験・工程管理チーム

課長代理
（課代）
L
M

課長
ｆ

I(次長兼務)
L

原子炉主任技術
者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

敦賀本部長
代理
A⑦
A⑧

運営管理室

チームリーダ
（TL)
SS

日付 トピックス

所長
A
B

副所長
Ａ１

安全品質管理室
長C

副主幹ｍ

品質保証室長
D

室長代理c

プラント保全部

理事
A③
A④

他課

プラント
管理部長

施設保全課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

他課

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

課長
U
Ｖ

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

電気保修課 機械保修課

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ
R

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
B23

担当
ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＥＥ，ＦＦ，

ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，
ＤＤ，Ｂ13、B39、Ｂ41

燃料環境課

課長
Ｂ34、Y

課長代理（課代）
Ｂ35

チームリーダ（TL）
Ｂ36、ｋｋ

担当
Ｂ37、B50、Ｂ51

チームリーダ
（TL)
ｈ
A6
WW

担当
OO
A6
JJ
KK
ｊ

理事長
Ａ①
Ａ②

敦賀本部長
A⑤
A⑥

保修計画課

チームリーダ
（TL）
RR

担当
ｋ
A4

総括担当
LL

部長
J
I
K

次長
I
F
H
Y
Z

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

室長
E
F

室長代理
（室代）
K
ZZ
ｎ
N

保全プログラム

所大
チェック班 計装Ⅰ-ff

計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT
計装A2

チームリーダ（ＴＬ）

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd

担当

計装
Ａ2、ee、MM、gg、hh、pp、

ｆｆ、uu

電気、水蒸気
ＱＱ、bb、cc、ｒｒ

平成23年2月18日

平成23年2月22日

平成23年2月25日

平成23年3月1日

平成23年3月1日

～

平成23年3月9日

平成23年3月11日

【問題事象1-3】（要因T１-１９３）

IVTM等のトラブルを受けて第2保全サイクル中に変更

したプラント工程は、電気・計測制御設備の一部の機器

の点検が実施できなくなるものであった【Ｂ-25】

【要因T１-１８６】

もんじゅ幹部は、保全計画（点検計画）に則り点

検を確実に遂行する必要があるが、予算の関係

から点検計画で点検を予定された全ての設備で

はなく、安全確保に必要な最低限の設備点検を行

うことを確実にすることが重要と考えていた 【Ｈ-

27】

【要因T1-78】

【F-1】

再掲

【要因T１-１８５】

プラント保全部は、試験工程を変更する

場合、保全計画（点検計画）に基づく施設

設備の点検期限を守れるような工程とな

るよう調整する必要があったが、工程変

更に伴う設備点検への影響の課題につい

て正式な提案ができなかった 【Ｅ-25】

【要因T１-１９０】

運営管理室長及びプラント保全部長は、トラブル等により工程が遅延

するような場合において、点検工程等への影響について十分な情報収

集を行っておらず、保安規定を遵守し、保全計画（点検計画）に基づく

点検工程を確保する必要があることを敦賀本部長、敦賀本部長代理

（担当理事）及び所長に意見具申することができなかった 【Ｆ-28】平成22年度

現地マスター工

程（改訂2）

策定

平成22年度第4

回保安検査

（平成23年3月7

日～3月18日）

東日本大震災発

生

【TL-SS】

平成22年度

現地マス

ター工程（改

訂２）に係る

承認書作成

【室代Ｋ】

確認

【室長Ｅ】

起案

【部長I】

確認・合議

【室長Ｃ】

確認

【所長Ｂ】

承認

【炉主任ａ】

確認

【TL-SS】

平成22年度

現地マスター

工程（改訂2）

を周知するた

め、エンジニ

アリングシー

ト作成

【室代Ｋ】

確認

【部長】

確認・合議

【室長Ｅ】

承認
補足（エンジニアンリングシートから記載）

・運営管理室より敦賀本部、所幹部、全室課及び

メーカに対し、現地マスター工程の改正について

エンジニアリングシートにて、周知を行っている。

【TL-SS】

平成22年度

現地マス

ター工程表

（改訂2）案

作成

【室代Ｋ】

確認

【室長Ｅ】

確認

【室長Ｅ】

確認

平成22年度第

3回現地マス

ター工程検討

会付議

補足（平成22年度現地マスター工程（改訂２）承認書

から記載）

議事録なし

検討内容：

D/Gトラブル対応を受け3月末までの年度工程の見

直しを実施した結果、Ｄ/Ｇ（Ｃ）の今年度内の復旧が

なくなった。

現地マスター工

程検討会

補足（平成22年度現地マスター工程（改訂2）から抜粋）

現地マスター工程策定（改訂２）

炉心確認試験：平成２２年５月上旬～平成２２年７月下旬

燃料交換：平成２２年７月下旬～平成２２年８月下旬

設備点検：平成２２年８月下旬～

敦賀本部、所幹部、各課室及びメーカに周知 周知 周知

補足（保安検査報告書から抜粋）

平成22年度第4回保安検査 島根原子力発電所と同様・類似不備の確認状況

・検査の結果、島根原子力発電所の保守管理の不備に対する機械品、電気品、計装品

について、保安規定第103条（建設段階における保守管理計画）に定める保全計画の策

定に基づき、保全計画の策定状況、保全計画の変更、点検の実施について抜き取りによ

り38項目（内訳は、機械品、電気品各々12項目、計装品14項目）を確認し、これらの実施

状況が適正に行われていることを判定フローチャートにより確認した。

また、島根水平展開における追加確認について保安院指示事項に基づく、12機器を系

統図及び配置図から選定し、保全計画に含まれていること、及び現場での設置状況につ

いて確認した。

【TL SSインタビュー】

敦賀本部や経営からは、もんじゅプロ

ジェクトは遅らせることが出来ず、出力

上昇試験の時期を厳守せよとの意見が

あった

【所長Ｂインタビュー】

平成22年12月に公表したプラント工程は変えられ

ないとの認識である

【所長Ｂインタビュー】

プラント工程の変更について自分たちでは工程

を決められない。文科省、財務省に予算説明を

しており、予算ベースとなる工程の変更は難しい。

【保修計画課長Ｌインタビュー結果】

試験工程優先であり、点検計画は2の次になっている

工程変更に伴うマスター工程変更

【要因１-５８】

センター幹部は、トラブル処理のために設定された目標や

40％出力プラント確認試験の工程は守るものとし、点検計

画との整合性について確認しなかった 【Ｅ-25】

【要因T１-１９２】

施設設備の安全を確保するために保全計画（点検計画）を確実に実行できるプラ

ント工程とする必要があるが、設備の点検時期が点検期限を超えたプラント工程と

なった 【Ｃ-25】

【要因T1-116】

【Ｊ-15】

再掲

【要因Ｔ1-142】

【D-25】

再掲

【要因T１-１７０】

保安検査時の要因（点検期限超過に対する取扱い

及び自主的な確認）と同じ

【要因Ｔ１-１８４】

経営層及びもんじゅの幹部は、保全計画（点検計画）を

確実に履行するために必要な方針を明確にし、実行すべ

きであったが、プラント工程を確定させる作業において試

験工程優先の考えから、安全を最優先させる方針を明確

に示さなかった 【J-1】

【要因１-５

７】

【要因T1-184】

【J-1】

再掲

【要因１-５８】

センター幹部は、トラブル処理のために設定された目標や

40％出力プラント確認試験の工程は守るものとし、点検計

画との整合性について確認しなかった 【Ｅ-25】

【要因１-５８】

センター幹部は、トラブル処理のために設定された目標や

40％出力プラント確認試験の工程は守るものとし、点検計

画との整合性について確認しなかった 【Ｅ-25】

【要因１-５８】

センター幹部は、トラブル処理のために設定された目標や

40％出力プラント確認試験の工程は守るものとし、点検計

画との整合性について確認しなかった 【Ｅ-25】

【要因T１-１９１】

もんじゅの幹部は、試験工程を変更する場合、保全計画（点

検計画）に基づく施設設備の点検期限を守れるような工程とな

るよう調整する必要があったが、トラブル処理のために設定さ

れた目標や40％出力プラント確認試験の工程は守るものとし、

保全計画との整合性について確認しなかった【Ｅ-26】

【要因T1-184】

【J-1】

再掲

【要因T1-199】

【F-29】

【要因T１-１８８】

もんじゅでは、プラント工程のうち、試験工程を決めた

後で点検工程を組み立てていけばよいとして経営とプ

ラント工程を議論できる「もんじゅ特別チーム」等にて試

験工程の時期を検討したが、点検の工程は諮問してい

なかった 【G-26】

【要因T1-249】

【H-1】

１次主冷却系等

設備点検

736系ＩＴＶ設備

点検作業報告書

受領

【担当者】

報告書確認

【ＴＬ-ＴＴ】

確認

【課代Ｗ】

確認

【課長Ｖ】

確認

平成２２年４月２３日から
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電気チーム側

212_TIS05,07,09 A
点検期限超過

電気チーム側

（計装チーム側）

212_TIS05A～C
212_TIS07A～C
212_TIS09A～C
点検実施(3/5)
超過解消

電気保修課員電気チームインタビュー

電気チーム、計装チームで同報告書（Q44‐212T‐10064‐03）
を実績としているが、点検実績確認作業において、電気チー

ムで行われた点検実績を使用した。本設備は一括契約のの

ち電気、計装各担当に振り分けを行っていたため、電気チー

ムでしか点検を行っていない

電気保修課員計装チームインタビュー

電気チーム、計装チームで同報告書（Q44‐212T‐10064‐03）
を実績としているが、当時、計装チーム側では当該計器が自

分たちの所掌であるという認識がなく、実際は電気チーム側

でのみ点検が行われていた

【問題事象1-27】（要因Ｔ1-92）（再掲）

電気保修課は、保全計画（点検計画）において、

２次主冷却系循環ポンプの温度スイッチ等が重

複記載されており、電気チーム側の点検は実施

していたが、計装チーム側は保全計画（点検計

画）に従った点検を実施していなかった【B-150】

【要因Ｔ1-90】

【C-150】

再掲

【頂上事象Ａ】（要因Ｔ１-５１）(再掲)

保全を担当するプラント保全部において、保全計

画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは

手続きをしないで点検頻度を変更した【A-1】

（ａ-9 保全計画（点検計画）に重複記載された2次

主冷却系循環ポンプ駆動装置温度スイッチについ

て、計装チーム分の点検期限が超過していた）

【要因T１-１８７】

もんじゅでは、経営が現場の状況を把握する仕組みとして

「もんじゅ特別チーム」等が設置されていたため、当該会議

体に試験工程を諮問すれば時期が示され、もんじゅとしての

プラント工程を引くことができるとして、当該会議等に課題の

解決を依存する風土があった 【H-26】

ケースＤの点検期限

超過

補足（保安検査報告書から記載）

平成24年度第4回保安検査にお

いて確認された。（平成25年3月7

日）

【要因Ｔ１-１９５】

プラント保全部では、アウトオブサービスを考慮

した点検周期の起点の考え方を要領類で明確に

した上で業務に適用する必要があったが、アウト

オブサービスの扱いを要領類で明確にしていな

かった 【Ｇ-8】

補足（不適合報告書から記載）

前回点検実施月：平成21年10月

・前回点検実施月を起点とした点検期限：平成23年2月

・ディーゼル発電機休止期間（平成22年12月～平成23年6月：6M）を点検

間隔に含めない点検期限：平成23年8月

【要因Ｔ1-135】

【K-3】

再掲

【問題事象1-1】（要因Ｔ１－１４１）（再掲）

プラント保全部では、点検期限管理が適切でな

く、自ら定めた保全計画（点検計画）どおりの点検

ができていなかった【B-1】
【要因Ｔ1-67】

【C-1】

【要因Ｔ1-111】

【C-7】

再掲

【要因Ｔ１-１９７】

もんじゅのQMSにおいて規定されていない場合は業

務に適用できないにも関わらず、機械保修課長及び

同課の一部では、軽水炉でアウトオブサービスの考

え方を取り入れた点検期限の管理がなされており、

同様の考え方が適用できると思った 【Ｅ-8】

【要因１-２０】

←【要因１-５８】

機械保修課長及び同課の一部では、QMSに規定さ

れていない場合は業務に適用できないにも関わらず、

点検期限を設定するにあたって、機器の点検のため

に当該機器を停止していた期間は次の点検までの期

間に含めない（アウトオブサービス）と考えていた【D-

8】

【課長Ｏインタビュー結果】

点検期間中は、当該機器の運転を停止して

おり、その間は機器の劣化は進行しないとの

考え方（アウトオブサービス）を取り入れて、

点検期限の管理をしていた

【要因Ｔ１-１１１】

←【要因Ｔ１-１９８】

機械保修課長及び同課の一部では、QMSに規定さ

れていない場合は業務に適用できないにも関わらず、

点検期限を設定するにあたって、機器の点検のため

に当該機器を停止していた期間は次の点検までの期

間に含めない（アウトオブサービス）と考えていた【D-

8】

【頂上事象Ａ】（要因Ｔ１-５１）(再掲)

保全を担当するプラント保全部において、保全計

画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは

手続きをしないで点検頻度を変更した【A-1】

【問題事象1-22】（要因T１－４０１）

機械保修課では、清水膨張タンク等の保

全計画（点検計画）が、定めたとおりの点

検間隔で点検管理できるものとなっていな

かった 【Ｂ-119】

【要因Ｔ１－１１１】（再掲）

保全計画（点検計画）は、点検間隔/頻度内で

点検時期を設定すべきであったが、機械保修

課の当該機器については、点検期限超過が

発生する点検計画となっていた

【Ｃ-119】

【要因Ｔ1－198】

【Ｄ-119】

再掲

【要因Ｔ1-58】

【Ｃ-99】

再掲

補足

ＩＴＶ設備の外観点検は、契約仕様書に記載されているが、

点検報告書には、点検作業の実施工程が示されている

ものの当該点検記録が無かった

【頂上事象Ａ】（要因Ｔ１-５１）(再掲)

保全を担当するプラント保全部において、保全計

画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは

手続きをしないで点検頻度を変更した【A-1】

（ａ-7 機械保修課所掌設備において、過去の点検

期限超過が確認された）

【要因T１-１８９】

敦賀本部長、敦賀本部長代理（担当理事）及び所長は、トラブル等に

よって工程変更する必要がある場合、試験工程の維持よりもプラント施

設設備の安全確保のための点検工程を確保することについて、現場と

のコミュニケーションが十分でなかった 【Ｆ-26】

【要因T1-116】

【Ｊ-15】

再掲

【要因Ｔ１－１９６】

機械保修課長及び同課の一部では、QMSにアウト

オブサービスが規定されていないにも関わらず、点

検期間中の機器は停止していることから劣化の進行

がなく、その期間を点検周期に考慮しなくてよいと考

えた 【Ｆ-8】

【要因Ｔ１-１９４】

保修計画課長は、点検期限の管理に必要な知

識の一つとして規定にない事項は業務に適用で

きないことをプラント保全部内で周知徹底すべき

であったが、保全計画（点検計画）策定に係る教

育において、アウトオブサービスの考え方の教

育を実施しておらず、プラント保全部内で統一さ

れていなかった 【Ｇ-10】
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総括／試験・工程管理チーム

課長代理
（課代）
L
M

課長
ｆ

I(次長兼務)
L

原子炉主任技術
者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

敦賀本部長
代理
A⑦
A⑧

運営管理室

チームリーダ
（TL)
SS

日付 トピックス

所長
A
B

副所長
Ａ１

安全品質管理室
長C

副主幹ｍ

品質保証室長
D

室長代理c

プラント保全部

理事
A③
A④

他課

プラント
管理部長

施設保全課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

他課

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

課長
U
Ｖ

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

電気保修課 機械保修課

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ
R

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
B23

担当
ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＥＥ，ＦＦ，

ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，
ＤＤ，Ｂ13、B39、Ｂ41

燃料環境課

課長
Ｂ34、Y

課長代理（課代）
Ｂ35

チームリーダ（TL）
Ｂ36、ｋｋ

担当
Ｂ37、B50、Ｂ51

チームリーダ
（TL)
ｈ
A6
WW

担当
OO
A6
JJ
KK
ｊ

理事長
Ａ①
Ａ②

敦賀本部長
A⑤
A⑥

保修計画課

チームリーダ
（TL）
RR

担当
ｋ
A4

総括担当
LL

部長
J
I
K

次長
I
F
H
Y
Z

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

室長
E
F

室長代理
（室代）
K
ZZ
ｎ
N

保全プログラム

所大
チェック班 計装Ⅰ-ff

計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT
計装A2

チームリーダ（ＴＬ）

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd

担当

計装
Ａ2、ee、MM、gg、hh、pp、

ｆｆ、uu

電気、水蒸気
ＱＱ、bb、cc、ｒｒ

平成23年3月23日

平成23年4月1日

～

平成23年4月8日

平成23年4月6日

【要因T１-２００】

プラント保全部長は、工程変更に伴う保全計画（点検計画）の変更

時における点検期限の影響を保守担当課へ確認すべきであったが、

各課の責任で点検計画の変更が問題なく行われると考えていた 【Ｆ

-24】

【要因１-６０】

プラントの安全に影響するような保全計画の制改正は、センター

の保安管理専門委員会及びプラント保全部の安全技術検討会で

の審議事項となっておらず、保安上の重要事項として審議されて

いなかった【Ｄ-22】

供用前第2保全

サイクルの保全

計画の承認（所

長）及び確認（平

成23年4月5日改

正2/平成23年4

月6日施行）

●改正内容

・ＩＶＴＭのトラブ

ルに伴う保全計

画の見直し（点検

計画の見直し（工

程延長に伴う年

度展開の見直し、

年度で管理する

設備について平

成24年度分を今

サイクルに追加）、

ＩＶＴＭの対策の

反映（ＩＶＴＭ製作

を補修・取替え及

び改造計画に追

加））

・補修・取替え及

び改造計画の記

載レベルの統一

・記載の適正化、

誤字等の見直し

補足

・IVTM本体落下に伴う工程変更による改正(サイ

クル期間16ヶ月強→26ヶ月強)

・ＩＶＴＭ製作を補修・取替え及び改造計画に追加

・関連業連発行：11も保(業)011102；「設備変更管

理要領」第2条改正伴う見直し・改正

【室長Ｃ】

確認

【所長Ｂ】

承認

【室長Ｅ】

確認

29

【部長】

協議
【炉主任ａ】

確認

【部長I】

保全計画

作成

【担当JJ】

保全計画本文

作成及び点検

計画のとりま

とめ

メール着信先を で示す。

【工程ＴＬ-ＳＳ】

・口頭で室長に

確認後、3/23

版の設備点検

日割工程表を

関係各室に連

絡。

・今後、非常用

Ｄ/Ｇ（C）の復

旧状態を踏ま

え工程見直し

を行う（D/G（B)

点検調整中の

ためNa充填ド

レン時期未定）

【担当者ＤＤ】

Ｄ/Ｇ（C）の復旧状

態を踏まえ工程見直

しが行われ、D/G（B)

点検工程が調整中の

ためNa充填ドレン時

期未定となり、点検

が困難となった

【工程ＴＬ-ＳＳインタビュー結果】

・Ｄ/Ｇ（Ｃ）シリンダライナー破損事象の影響により、Ｄ/Ｇ（Ｃ）の待機除外状態が続き、当

面の工程の見通しが立たない状態が続ていた

・当面の想定工程を定める必要があることから、Ｄ/Ｇ（Ｃ）の復旧について５月９日を目標

として設定することでプラント状態の見直しを行った工程表を作成した

補足（保全計画本文から抜粋）

６．点検計画

点検時期/頻度を保全サイクル単位とする場合には、点検間隔をN年＋4ヶ月以内を目標に

設定し保全をを行うこととする。

なお、平成22年8月26日に発生した炉内中継装置（以下「IVTM」という。）のトラブルについて、

復旧作業の具体的な方法を反映した全体工程の見直しを行った。そのため今サイクルの保

全計画は基本的な保全サイクルの考え方に基づく点検間隔にて点検を行うが、これを超過し

た場合には不適合管理のもと点検・補修等の結果の確認及び保全の有効性評価を実施し管

理する。

【担当者ＤＤ】

ナトリウム・水反応

生成物収納設備 カ

バーガス第１圧力開

放弁Ａ，Ｃ、カバーガ

ス第２圧力開放弁Ａ，

Ｃの点検期限を変更

するための有効性評

価の様式を用いて評

価書を作成した（平成

23年4月→Ｈ平成24

年3月）

【課長Ｏ】

作成

【部長 Ｉ】

承認

【室長Ｅ】

確認

【室長Ｃ】

確認

技術評価５

【要因T１-１９９】

運営管理室長は、施設設備の安全を確保するために、保

全計画（点検計画）を確実に実行できるプラント工程とする

必要があるが、平成23年度の現地マスター工程検討会に

おいて、ＩＶＴＭや非常用ＤＧのトラブルにより当面の工程が

流動的であり確定できず、点検工程を確保するような現地

マスター工程が制定できなかった 【Ｆ-29】

【要因T１-１５１、T１-１００】

技術評価の要因と同じ

ディーゼル発電機Ｃ号機のトラブル復旧状態を踏まえた日割り工

程策定

技術評価

保全計画改正

平成23年2月4日から

【要因T１-２０３】

プラントの安全に影響するような規定類を制改定する場合には、会議体等で複数

の視点から検討・協議されるべきであるが、保全計画の制改定について、もんじゅ

及びプラント保全部で複数の視点で検討・協議する場がなかった【Ｃ-24】

【要因T１-２０１】

プラント保全部長は、施設設備の安全を確保するために点検期限の管理

を確実に行うべきであったが、工程変更に伴う保全計画（点検計画）の変更

時における点検期限の影響等があるとの情報や報告がなく自ら確認もしな

かったことから、保安上の重要事項と認識していなかった 【Ｅ-24】

【問題事象２】要因１-５３

第2保全サイクル中に変更した試験工程に合わせて改定した点検計

画において、所長以下の確認・承認ライン職及び主任技術者等は、電

気・計測制御設備の点検期限の超過及び点検頻度が変更されている

ことを見つけられなかった 【B-19】

【問題事象２】要因１-５３

第2保全サイクル中に変更した試験工程に合わせて改定した点検計

画において、所長以下の確認・承認ライン職及び主任技術者等は、電

気・計測制御設備の点検期限の超過及び点検頻度が変更されている

ことを見つけられなかった 【B-19】

【問題事象２】要因１-５３

第2保全サイクル中に変更した試験工程に合わせて改定した点検計

画において、所長以下の確認・承認ライン職及び主任技術者等は、電

気・計測制御設備の点検期限の超過及び点検頻度が変更されている

ことを見つけられなかった 【B-19】

【問題事象1-2】（要因T１-１８３）（再掲）

所長以下のライン職、主任技術者等は、IVTM等のトラブルを受けて

変更したプラント工程に合わせて改定した保全計画（点検計画）を確

認・承認する際に、電気・計測制御設備の点検期限の超過や点検頻度

が変更されていることを見つけられなかった【Ｂ-20】

【要因T1-182】

【C-20】

再掲

【要因T１-２０４】

もんじゅ幹部は、保全計画の承認を受けるべき変更箇所

に「点検期限を超過した場合」と記載されているにもかか

わらず、プラント保全部長からは新旧対比表を用いた説

明がなく、トラブル（IVTMやDG）対応に意識が集中し、既

に点検超過があるかどうかの確認に思い至らなかった

【Ｄ-23】

【要因T１-２０５】

もんじゅ幹部は、プラントの安全を確保するために点検期限の管理状

況を確認した上で保全計画（点検計画）の精査を確実にすべきであっ

たが、保全計画の承認の際に、点検期限の管理状況についての確認

が不十分であった【Ｃ-23】

【要因T１-２０２】

保全計画の変更は、施設設備の安全に直結するためセンターとして会議体

等で確認審議すべきであるが、保全計画の制改正は、センターの保安管理専

門委員会及びプラント保全部の安全技術検討会での審議事項となっておらず、

保安上の重要事項として審議されていなかった【Ｆ-29】

【要因T1-171】

【Ｇ-24】

再掲

【要因T1-122、T1-111、T1-108、T1-

109、T1-125】

保全計画制定・改正時（保全計画の

内容、審議及び承認過程）の要因と同

じ

【要因T1-171】

【Ｇ-24】

再掲

補足（保安管理専門委員会規則及びプラント保全部安全技術検討会運営

マニュアルから記載）

・センター又はプラント保全部内で保全計画を審議する会議体はなく、作成

後、関係者へ上覧するルールとなっている。

【要因T1-249】

【H-1】

【要因T1-123】

【D-11】

再掲

【要因T1-181】

【D-22】

再掲

ケースＡの点検期

限超過

補足（保安検査報告書から記載）

平成24年度第4回保安検査にお

いて確認された。（平成25年3月7

日）

【問題事象1-1】（要因T１-１４１）（再掲）

プラント保全部では、点検期限管理が適切でな

く、自ら定めた保全計画（点検計画）どおりの点

検ができていなかった【B-1】

補足（不適合報告書から記載）

前回点検実施月：平成21年4月

・有効性評価（平成22年6月30日）にて1年毎→3年毎（点検期限：平成24年8月）

・第2保全サイクル開始時（平成22年7月22日）に3年毎→3サイクル毎（点検期限：平成25年11月）

・第2保全サイクルRev2時（平成23年4月6日）に、有効性評価をせず3サイクル毎→1サイクル毎に変更（次回点検のための起点：

1ヶ月前（平成23年3月）（点検期限：平成24年7月）

・第2保全サイクルを起点とすると平成23年11月

点検期限（間隔/頻度）：平成23年3月

【要因T1-111】

【Ｃ-7】

再掲

【課長Ｏインタビュー結果】

第１保全サイクルでは、サイクル内に１回点検

すればよいとの考えであった

また、第２サイクルに入りゼロリセットされたもの

と考えた

【頂上事象Ａ】（要因Ｔ１-５１）(再掲)

保全を担当するプラント保全部において、保全計

画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは

手続きをしないで点検頻度を変更した【A-1】

【要因T１-140】

【E-7】

再掲

【要因T1-171】

【Ｇ-24】

再掲

【要因T1-171】

【Ｇ-24】

再掲

【要因T1-110】

【Ｄ-7】

再掲
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総括／試験・工程管理チーム

課長代理
（課代）
L
M

課長
ｆ

I(次長兼務)
L

原子炉主任技術
者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

敦賀本部長
代理
A⑦
A⑧

運営管理室

チームリーダ
（TL)
SS

日付 トピックス

所長
A
B

副所長
Ａ１

安全品質管理室
長C

副主幹ｍ

品質保証室長
D

室長代理c

プラント保全部

理事
A③
A④

他課

プラント
管理部長

施設保全課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

他課

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

課長
U
Ｖ

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

電気保修課 機械保修課

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ
R

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
B23

担当
ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＥＥ，ＦＦ，

ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，
ＤＤ，Ｂ13、B39、Ｂ41

燃料環境課

課長
Ｂ34、Y

課長代理（課代）
Ｂ35

チームリーダ（TL）
Ｂ36、ｋｋ

担当
Ｂ37、B50、Ｂ51

チームリーダ
（TL)
ｈ
A6
WW

担当
OO
A6
JJ
KK
ｊ

理事長
Ａ①
Ａ②

敦賀本部長
A⑤
A⑥

保修計画課

チームリーダ
（TL）
RR

担当
ｋ
A4

総括担当
LL

部長
J
I
K

次長
I
F
H
Y
Z

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

室長
E
F

室長代理
（室代）
K
ZZ
ｎ
N

保全プログラム

所大
チェック班 計装Ⅰ-ff

計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT
計装A2

チームリーダ（ＴＬ）

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd

担当

計装
Ａ2、ee、MM、gg、hh、pp、

ｆｆ、uu

電気、水蒸気
ＱＱ、bb、cc、ｒｒ

平成23年4月7日

平成23年4月27日

平成23年4月28日

平成23年5月1日

【要因T1-206】

【F-35】

【課長V、各TL、各担当】

点検計画の改正を実施し、点検計画を作成

供用前第2保全

サイクルの保全

計画の承認（所

長）及び確認（平

成23年4月28日

改正3/平成23年

4月28日施行）

●改正内容

・ＩＶＴＭのトラブ

ルに伴う保全計

画の見直し（ＩＶＴ

Ｍの取替え作業

を特別な保全計

画へ移行（ＩＶＴＭ

復旧までの作業

を特別な保全計

画で管理、ＩＶＴＭ

のトラブルに係る

設備を点検計画

から除外）、保全

計画本文の見直

し）

・平成22年度第4

期 保安検査コメ

ント反映（絶縁抵

抗基準値の点検

記録との整合（点

検計画））

・記載の適正化、

誤記等の見直し

補足（保全計画本文から記載）

・IVTMのトラブルにより、IVTM関連の作業等について特別な保全計画策定に伴う改訂

・関連業連発行：11も保(業)040701；平成22年第４回保安検査での「絶縁抵抗の判定基準値につい

て、保全計画と実際の点検記録との整合を図ること」とのコメントを受けての改正

・保全計画（平成23年4月6日施行版）では、点検期限を超過した場合の扱いを不適合処理とすると

していたが、本改正において不適合処理の記載を削除し、点検期限を超過した場合、評価を実施

し管理するか若しくは点検間隔目標値の期間内で点検を計画することとした。

【部長I】

確認

補足（業連から抜粋）

平成22年度第4回保安検査において、点検計画に記載している絶縁抵抗測定の管理基準と点検要領書に記載されている

判定基準が異なっており、「絶縁抵抗の判定基準値について、保全計画と実際の点検記録との整合を図ること」との指摘を受

け、管理基準値を判定基準に統一する作業を各課へ依頼した。

【室長Ｃ】

確認

【炉主任ａ】

確認

【所長Ｂ】

承認

【室長Ｅ】

確認

【担当JJ】

業連「保全計

画の改正に

ついて」作成

【TL-Ａ6】

確認

【課代Ｍ】

確認

【課長Ｌ】

承認

【課長O、各TL、各担当】

点検計画の改正を実施し、点検計画を作成

【課長、各TL、各担当】

点検計画の改正を実施し、点検計画を作成

【課長、各TL、各

担当】

点検計画の改正

を実施し、点検計

画を作成

【課長、各TL、各

担当】

点検計画の改正

を実施し、点検計

画を作成

【電気保修課TLTTインタビュー】
点検期限を超過することについて、保修

計画課TLに相談したが、有効性評価しか
ないと言われ、また、課内で相談するよう

に言われた。

【部長】

協議

補足（有効性評価記録（押印

無し）及びデータ更新履歴か

ら記載）

【計装ⅡTL‐TT】
保全の有効性評価の検討・

立案

（平成23年4月25日～平成23
年11月頃）

【電気保修課TL TTインタビュー】
・保全計画の改正を終え、点検頻度が短いもの（1次、2次系計器等）を延ばそうと思い、担当者は平
成23年4月下旬から有効性評価に着手した。課長、部長と上覧し、部長や安全品質管理室長から
「現状の内容では、将来を予測できていない」とのコメント付きで却下された。その後、担当者がコメン

トへの対応を自分も含め、検討したが、対応できず評価を諦め（課長には相談していない）、点検もで

きず期限（平成23年10月頃）を超過してしまった。

【部長I】

保全計画作

成

【担当JJ】

保全計画本文

作成及び点検

計画のとりまと

め

補足

現在在籍している当時の関係者に確認したところ、電気保修

課からの相談があったことは確認できなかった。

補足（保全計画本文から抜粋）

６．点検計画

見直し後の工程に従い、今サイクルの

保全計画において点検間隔目標値のN

年＋4ヶ月を超過した場合は、評価を実

施し管理するか若しくは点検間隔目標

値の期間内で点検を計画する。

*2：点検時期/頻度を保全サイクル単位

とする場合には、点検間隔をN年＋4ヶ

月以内を目標に設定する。

保全計画改正

（Rev3）

【要因１-６２】

Ｅ-32】

【要因１-６５】

電気保修課では、点検時期が延期される設備

機器が発生した際に有効性評価ができなかっ

た 【Ｃ-28】

【要因１-６４】

電気保修課では、有効

性評価の方法を十分に

理解していなかった

【Ｅ-28】

【問題事象1-4】要因T１-１８０（再掲）

電気保修課及び機械保修課では、トラ

ブル等によるプラント工程の変更に伴っ

て点検時期が延期される設備機器が発

生した際に、必要な手続きをしなかった

【Ｂ-30】

【要因T１-２２０】

電気保修課では、保全の有効性評価を行う場合に「保全の有効性評価要領」に

基づいて過去の点検実績やそれを用いた評価が必要であるにも関わらず、評価

を実施するための方法の具体化が不足し、有効性評価に取組めなかった【Ｄ-

30】

←【要因T１-２１９】

電気保修課の担当者は、保全の有効性評価を行うために過去の点検データ等

を十分に把握し活用する必要があるが、プラント工程変更時までに得られた保守

担当者の把握している情報量が不足していた 【Ｅ-32】

【要因T１-２１１】

保修計画課長は、プラント保全部が所掌する設備機器の特徴を踏まえて、各担当

者が活用できる保全の有効性評価に係る教育を実施するべきであったが、教育内

容が機械類のものであり、電気・計装の全てに適用できるものではなかった【Ｆ-30】

←【要因T１-２１０】

保修計画課長は、保全の有効性評価のために各保守担当課に有効的な教育とす

べきであったが、保全の有効性評価手法の一例として機械類のものを示したことで

電気・計装系も対応できると考えた 【Ｇ-30】

←【要因T１-２０９】

保修計画課長は、実践的な保全の有効性評価手法を教育すべきであったが、実際

の保全の有効性評価の実施は保守担当課が行うものであるとして、具体的な実施

方法等の実務的・実効的な評価方法の適用について教育機会を設けるなどのフォ

ローをしなかった、特にプラント保全部の管理職は、保全の有効性評価等の職務遂

行にあたって本来持たなければならない力量が不足していた 【Ｈ-30】

【要因T１-２２２】

電気保修課では、トラブル等による試験工程変更に伴い点検

時期が延期される際に、不適合管理の下で延期する時期までの

設備の健全性評価を行う必要があったが、点検期限超過する設

備・機器に対して、点検期限の一時的な延長を簡便に行う方法を

持ち合わせておらず、一時的な延長の手続きを行うことが出来な

かった 【Ｃ-38】

【要因Ｔ１-２２３】

電気保修課の担当者は、自らで解決できない課題に直面し

た場合、上司に相談すべきであったが、保全の有効性評価の

内容が「現状の内容では将来を予測できない」との安全品質

管理室長（当時）からの指摘に対して、課長に相談することなく、

評価を諦めてしまった 【Ｅ-35】

【要因T1-274】

【D-38】

【要因T１-２１５】

電気保修課では、保全の有効性評価の

方法や点検データ等の活用策を理解して

おく必要があったが、有効性評価の方法

を十分に理解していなかった【Ｅ-30】

【要因T１-２１４】

電気保修課のチームリーダー及び担当は、過去の点検データ等を用

いた設備機器の劣化特性の評価が可能なスキルを有しておくべきで

あったが、設備機器の経年劣化の長期的傾向監視・分析の経験が乏

しかった 【Ｆ-31】

←【要因T１-２１３】

電気保修課では、点検で得られた知見等について、設備の維持管理

に反映して行く風土が醸成されているべきであったが、業務で得られ

た経験・知見を分析し、さらなる業務改善に活かすようにチームリー

ダー及び担当の意識が育成されていなかった 【Ｇ-31】

【要因T1-208】

【D-34】

【要因Ｔ１-２２１】

電気保修課では、点検時期が延期される設備

機器が発生した際には、有効性評価を行い点

検間隔又は頻度を変える必要があるが、有効

性評価ができなかった 【Ｃ-30】

【要因T１-２０８】

電気保修課及び機械保修課の一部の課員は、必要な場合には

上司あるいは同僚の協力を得ながら業務を遂行すべきであったが、

自らの経験により、有効性評価を提出したが、内容が不十分で

あった【Ｄ-34】

【要因T１-２０７】

プラント保全部及び電気保修課の管理職は、課員

が実施する保全の有効性評価が円滑に行えるような

技術指導や支援に努めるべきであるが、有効性評価

に係る技術的支援が十分でなかった 【Ｅ-34】

【要因T1-215】

【E-30】

【要因T1-223】

【E-35】

【要因T1-122、T1-111、T1-108、T1-109、T１-125】

保全計画制定・改正時（保全計画の内容、審議及び承認過

程）の要因と同じ

【要因T１-２１９】

←【要因T１-２１８】

保全の有効性評価のためには、不足した情報量を補うために自らの点検データに捉

われず類似プラントや公開情報等も採り入れて評価方法を検討する必要があるが、電

気保修課の担当者は、他プラント等の類似のデータを使用する考えに至らなかった【Ｆ-

32】

←【要因T１-２１７】

電気保修課では、保全の有効性評価を行うために設備の状況に応じた評価方法を用

いる必要があったが、電気・計測制御設備の機器類に係る具体的な有効性評価方法に

ついて、劣化兆候把握のための温度、振動、摩耗量、使用環境等の評価指標を多様化

しようとする取り組みが継続的に実施されていなかった【Ｆ-33】

←【要因T１-２１６】

電気保修課では、設備の状況に適した保全の有効性評価を行うために、自らの点検

データはもとより類似プラント等の情報を活用すべきであったが、有効性評価の手法を

確立し多様化するためには、点検データが必要だと考えていた 【Ｇ-33】

【要因Ｔ１－２２３】

←【要因Ｔ１－２０６】

電気保修課の管理職は、課員が自ら解決できない課題に直面した場

合、課員との情報共有を図り課題解決に取り組むべきであったが、課

員の満足度や職務遂行意欲及び作業ストレスを評価するような方法を

持っておらず、課員のモチベーション高揚やストレス低減に係るフォ

ローを行っていなかった【Ｆ-35】

【要因T1-124】

【F-22】

再掲

【要因２－218】

←【要因T1-215】

【E-30】

【要因T1‐217】
←【要因T1-209】

【H-30】

【要因T1-212】

【H-31】

【要因Ｔ１-２１３】

←【要因T１-２１２】

電気保修課長は、設備の維持管理に必要な能力と責任感を課員に与え

て業務の改善に取り組むように動機付けすべきであったが、点検データ等

を用いて劣化特性を評価する等の保守員としての技能が十分でないこと

を把握しておらず、常に問いかける等して課員の経験・知見を伸ばして業

務改善に活かすような取組みが十分でなかった【Ｈ-31】

４７２系

流量計

外観点検

特性試験

（期限超過）

補足

⑦４７２系流量計の外観点検及び特性試験

平成２１年１月以降点検を実施していないことから点検期限超過

（平成２２年２月に受領した報告書に記録がないため、平成２１年１０月の点検実績が認

められず、点検期限超過）

736系ＩＴＶ設備

外観点検

（期限超過）

補足

⑩736系ＩＴＶ設備の外観点検

平成２１年１月以降点検を実施していないことから点検期限超過

（平成２３年２月２５日に受領した報告書に記録がないため、平成２２年１１月の点

検実績が認められず、点検期限超過）

【問題事象1-14】（要因Ｔ１-７３）（再掲）

電気保修課では、同課が所掌する一部の機

器について、保全計画（点検計画）に定める点

検項目、点検間隔／頻度、点検内容に従った

点検を実施しておらず点検期限を超過した

【B-92】

【要因T1－57 】

【Ｄ-100】

再掲

【頂上事象Ａ】（要因Ｔ1-59）(再掲)

保全を担当するプラント保全部において、保全計

画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは

手続きをしないで点検頻度を変更した【A-1】

【頂上事象Ａ】（要因Ｔ１-５１）(再掲)

保全を担当するプラント保全部において、保全計

画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは

手続きをしないで点検頻度を変更した【A-1】

(頂上事象ａ-2）所大チェックで点検実績が認められ

ず電気保修課所掌設備で点検期限超過した
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チームリーダ（ＴＬ）

電気-ＰＰ
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担当

計装
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電気、水蒸気
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平成23年5月9日

平成23年5月10日

～

平成23年5月12日

平成23年5月13日

平成23年5月24日

平成23年6月1日

～

平成23年6月15日

～

部内教育にて「保

全プログラム教育

（定期：年1回）」教

育実施

部内教育にて「保全プログラム教育（定期：年1回）」教育受講

教育内容：①現状の保全の流れの説明②「保守管理要領」及び「保全計画検討要領」で定める保全内容決定表等の充実化に向けた説明 等

（出席率：全体約64.5％、電気保修課90.6％、機械保修課31.3％（当日のみ）であり、別途フォローを実施した結果、最終的な受講率：全体87％、電気保修課90.6％、機械保修課66％）

保全サイクル作

業計画の月間レ

ビュー実施（6月）

【課長Ｌ】

保全サイクル

作業計画の

月間レビュー

（6月）を依頼
票にて依頼

【担当A4】
保全サイクル

作業計画の

月間レビュー

（6月）をメー
ルにて依頼

【担当者ＥＥ】

原子炉補機冷却水

系熱交換器B 開放

点検の点検頻度を一

時的に変更した（1サ

イクル→30ケ月）

【課長Ｏ】

作成

【室長Ｅ】

確認

【室長Ｃ】

確認

【担当者ＥＥ】

原子炉補機冷却海

水系 海水ポンプB

簡易点検の点検頻

度を一時的に変更し

た（1サイクル→30ケ

月）

【課長Ｏ】

作成

【室長Ｅ】

確認

【室長Ｃ】

確認

【担当者ＥＥ】

原子炉補機冷却海

水系海水ポンプB出

口逆止弁分解点検

の頻度を一時的に変

更した（1サイクル

→30ケ月）

【課長Ｏ】

作成

【室長Ｅ】

確認

【室長Ｃ】

確認

【部長 Ｉ】

承認

【部長 Ｉ】

承認

【部長 Ｉ】

承認

【担当者ＥＥ】

機械チーム内の情

報共有によりＤ/Ｇ

（Ｃ）の復旧が遅れ、

Ｄ/Ｇ（Ｂ）の点検工

程が遅れることが分

かり、点検が困難な

状況になった

【工程担当

者】

機械保修課

担当に、Ｄ/Ｇ

（Ｃ）の復旧が

遅れ、Ｄ/Ｇ

（Ｂ）の点検工

程が遅れるこ

とを伝えた。

【担当者ＥＥ】

ＴＬ-Ｔ、課長に原

子炉補機冷却水系

及び海水系の点検

期限までに点検する

ことが困難であるこ

とを相談した。

【担当者ＥＥ】

点検周期を変更す

る時は有効性評価し

かないと思い、先行

のＤ/Ｇの技術評価

のやり方を参考にし

て、有効性評価の

フォーマットを使用し

て、技術評価を行っ

た。

【工程担当ＴＬ-ＲＲ、担当者ＪＪ】

担当者ＥＥから相談を受け、有

効性評価を行うよう回答した。

【課長Ｏ】

担当者ＥＥから相談

を受け、技術評価で

対応することを指示し

た。

【機械ＩＩTL-Ｔ】

担当者ＥＥから

相談を受けた

【機械ＩＩＴＬ-Ｔ】

技術評価を行うこ

とを課長Oより指示

を受けた。

【担当者ＥＥ】

保修計画課にも

相談した

【担当者ＥＥインタビュー結果】

有効性評価を行ったつもりであった

技術評価６

技術評価７

技術評価８

メール着信先を で示す。

【ＴＬ-ＳＳ】

・口頭で室長

に確認後、

6/15版の設

備点検日割

工程表（年度

末までの暫定

版）を関係各

室に連絡。

・ＩＶＴＭ引抜き

状況、水・蒸

気系試験の

進捗状況によ

りナトリウム

充填・ドレン工

程は大きく見

直しが必要に

なる可能性あ

り

ＩＶＴＭ引抜き状況、

水・蒸気系試験の進

捗状況によりナトリ

ウム充填・ドレン工

程の漸次延長状態

が継続

【工程ＴＬ-ＳＳインタビュー結果】

Ｄ/Ｇ（Ｃ）の復旧について５月９日を目標としていたが、復旧時期が遅

れ、６月２１日になる見通しとなった。また、Ｃループドレン期間の変更

について関係者と打合せした結果を工程表に反映した

30

ケースD点検実施

【要因T１-１５１】

技術評価の要因と同じ

平成23年10月6日へ

技術評価

技術評価

マニュアルに基づく

月間レビュー実施

【担当者ＦＦ】

作成

【TL Ｔ】

審査

【課長Ｏ】

承認

【課代Ｑ】

審査

作業要領書

（Q42-*Ｊ-11386-

01）

W0承認

設備健全性確認

作業（平成23年

度）原子炉・ター

ビン補助設備等

機器・配管外観点

検作業（460系、

461系、771系）

補足

・目的

1次主冷却系メカニカル防振器点検を実施し、固着等がなく使用前検査を受検した状態に維持されてい
ることを確認する。

・対象機器

1次主冷却系メカニカル防振器：275台（Bループ）
・作業内容（外観点検）

防振器本体、ターンバックル、球面軸受、ピンなどに過大荷重による曲がりや損傷がないことを、目視に

より確認する。

ボルト・ナット類のゆるみの有無を確認する。

インジケータ位置を確認する。

・点検実施日

平成23年2月21日～平成23年3月10日
・報告書

1次主冷却系等設備点検1次冷却系メカニカル防振器点検作業（Bループ室）（Q44‐100H‐10145‐12）
Z0承認：平成23年10月18日

【問題事象1-25】（要因Ｔ１-５０）（再掲）

機械保修課及び燃料環境課は、配管支持構造物の

点検結果について個々の機器を特定できるように記

録すべきであったが、「１式」として記録し、個々の機

器を特定できるように記録していなかった 【Ｂ-136】

【頂上事象Ａ】（要因Ｔ１-５１）(再掲)

保全を担当するプラント保全部において、保全計

画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは

手続きをしないで点検頻度を変更した【A-1】

（ａ-8 機械保修課及び燃料環境課では、保全計画

（点検計画）に基づく配管支持構造物の点検ができ

ていなかった）

【要因Ｔ1-33】

【Ｃ-120】

【要因Ｔ1-47】

【Ｃ-125】

再掲

【要因Ｔ1-30】

【Ｃ-136】

再掲

【問題事象1－23】（要因Ｔ１-４８）（再掲）

配管支持構造物の点検要領書には、機能を発揮しう

る状態にあるか否かの観点からの点検を行うことが

記載されておらず、必要な点検ができていなかった

【B-120】

【問題事象1－24】（要因Ｔ１-４９）（再掲）

機械保修課及び燃料環境課では、保全計画（点検

計画）で配管支持構造物「１式」を点検対象として点

検範囲を限定していないにも関わらず、点検要領書

では可視範囲に限定し、それ以外の範囲（以下「可

視不可部」）について点検を実施していないなど、保

全計画（点検計画）に基づく配管支持構造物の点検

が適切にできていなかった【Ｂ-130】

【要因Ｔ1-46】

【Ｃ-130】

再掲
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（課代）
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M
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ｆ

I(次長兼務)
L

原子炉主任技術
者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

敦賀本部長
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A⑧

運営管理室
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SS

日付 トピックス

所長
A
B

副所長
Ａ１

安全品質管理室
長C

副主幹ｍ

品質保証室長
D

室長代理c

プラント保全部

理事
A③
A④

他課

プラント
管理部長

施設保全課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

他課

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

課長
U
Ｖ

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

電気保修課 機械保修課

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ
R

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
B23

担当
ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＥＥ，ＦＦ，

ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，
ＤＤ，Ｂ13、B39、Ｂ41

燃料環境課

課長
Ｂ34、Y

課長代理（課代）
Ｂ35

チームリーダ（TL）
Ｂ36、ｋｋ

担当
Ｂ37、B50、Ｂ51

チームリーダ
（TL)
ｈ
A6
WW

担当
OO
A6
JJ
KK
ｊ

理事長
Ａ①
Ａ②

敦賀本部長
A⑤
A⑥

保修計画課

チームリーダ
（TL）
RR

担当
ｋ
A4

総括担当
LL

部長
J
I
K

次長
I
F
H
Y
Z

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

室長
E
F

室長代理
（室代）
K
ZZ
ｎ
N

保全プログラム

所大
チェック班 計装Ⅰ-ff

計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT
計装A2

チームリーダ（ＴＬ）

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd

担当

計装
Ａ2、ee、MM、gg、hh、pp、

ｆｆ、uu

電気、水蒸気
ＱＱ、bb、cc、ｒｒ

平成23年7月1日

～

平成23年7月13日

【要因T１-２３１】

プラント保全部（電気保修課）では、月間レビューを用い

て設備の点検予定と実績の管理を確実にする必要があっ

たが、月間レビューは管理マニュアルに記載された「保全

計画を確実に実施する」ために行うものであることを理解

しておらず、月間レビューで設備管理する意識がなく、実

績記入だけのやらされ感があった【Ｈ-63】

【要因T１-２３２】

電気保修課長は、ルールに基づき所掌する設備の

点検予定と実績を取り纏めた月間レビューを保修

計画課へ提出すべきであったが、月間レビューは

担当及びチームリーダーが責任を持って行うもの

で実績を記入する程度のものであることから、手続

きに時間をかけるよりは現場が大事と認識してい

た 【Ｇ-63】

【担当A4】

各課から回答

票受領及びと

りまとめ

【各担当】

月間レビュー（6月）を実施

【各担当】

月間レビュー（6月）を
実施

【各担当】

月間レビュー（6月）を
実施

【各担当】

月間レビュー（6月）を
実施

【課長V】
実施結果を回答票に

て提出（7/11）

【課長O】
実施結果を回答票に

て提出（6/27）

【課長、各TL】
各TLが確認し、課長が実施結果を回答票にて提

出

（6/28）

【課長、各TL】
各TLが確認し、課長が
実施結果を回答票に

て提出

（6/24）

【保修計画課担当A4アンケート】

平成23年5月の部長報告の際、3ヵ月

程度まとめて報告して欲しいと部長から

依頼があった。その後、3ヵ月まとめて報

告するつもりでいたため、6月分の報告

を保管していた。

【各TL】
確認

【各TL】
確認

【要因Ｔ１－２２７】

保修計画課担当者は、プラント保全部長か

らの月間レビューの報告頻度の見直し指示に

ついて、マニュアルに則っていないことを意見

具申せず、また、課長に連絡及び相談するこ

となく指示を受け入れた【Ｆ-62】

【要因T１-２２６】

プラント保全部長は、「保全サイクル作業計画管理マニュアル」

では、プラント保全部長が承認を毎月行うこととなっているにも

関わらず、保修計画課の担当者に対し、現場の負担軽減のた

めに3ヵ月程度まとめて報告するよう指示した【Ｆ-61】

【要因T１-２２９】

保修計画課担当者は、ルールに基づき保

守担当課が作成した実績を取りまとめた

上で、保修計画課長へ報告すべきであっ

たが、月間レビューの取り纏め結果を保

修計画課長に上覧しなかった 【Ｅ-61】

【要因T１-２２５】

プラント保全部長は、「保全サイクル作業計画管理マニュアル」

では、月間レビューの承認を毎月行う必要があったが、トラブル

対応している現場の負担を出来るだけ軽減することとして指示し

たもののマニュアルの変更をしようとの思いには至らなかった

【Ｇ-61】

【要因T1-226】

【Ｆ-61】

【要因T1-227】

【F-62】

【要因T1-109】

再掲

【E-17】

【要因T１-２３０】

保修計画課長は、設備の点検期限超過を防ぐために、点検予定と実績の管理を確実にす

る必要があったが、ルールどおりプラント保全部長へ月間レビューの報告を実施しなかった

ことがあった【Ｄ-60】

【要因Ｔ１-１５４】

月間レビュー（マニュアルの内容）の要因と

同じ

【要因T１-２２４】

保修計画課担当者は、プラント保全部長からの指示について課長

に連絡・相談すべきであったが、部長からの指示でありルールに

則っていないとの認識に思い至らなかった【Ｇ-62】

【要因T1-228】

【E-60】

【要因T1-101】

【G-59】

再掲

ａ．原子炉格納施設計装設備（66個）：外観点検、

特性試験

b．安全保護系設備（18個）：外観点検、特性試験

ｃ．アニュラス循環排気装置計測・制御設備（6個）
ｄ．観測用地震計（1個）

ｅ．非常用DG（A）計装ラック（現場計器）（2個）

ｆ．非常用DG（A）計装ラック（計装ラック）（4個）
ｇ．2次冷却系液面計計装設備（蒸気発生器ＣＮａ

液位計盤）（2個）

ｈ．中央制御盤（11個）：外観点検、特性試験

ｉ．2次冷却系安全保護系設備（138個）

点検実施

210系プリアンプ

特性試験

（実績削除）

補足

①２１０系蒸発器液位プリアンプ：特性試験が点検記録から確認

できない⇒未点検《過去超過》

（未点検期間：平成２１年１月～平成２５年９月現在）

対象：210C‐LT061A1、210C‐LT061B1

平成２２年４月２３日から11

計装チーム側

212_dps01～03

点検期限超過

【担当者ＥＥ、Ｂ41】

メーカが作成した要領

書を確認

【TL Ｔ】

審査

【課長Ｏ】

承認

【課代Ｑ】

審査

保守点検要領書

（Q42-420Y-

11121-01）

W0承認

原子炉補機冷却

海水系

放水配管点検補

修

補足

・作業範囲

原子炉補機冷却海水系 送水管路内放水主配管点検捕修一式

・記録

対象：420系配管支持構造物（放水ピット内）簡易点検
・判定基準

配管外表面に著しいかき傷・打痕・クラック等がないこと。

配管外表面に著しい塗装の剥離及び錆等がないこと。

・点検実施日

平成23年7月19日～平成23年8月5日
・保守点検報告書

原子炉補機冷却水 放水配管点検捕集（Q44‐420Y‐11121‐01）
Z0承認：平成23年11月15日

【不適合内容】

補修後の最終外観検査記録において、検査範囲を一括で記録し、個々の支持構造物が特定できるように

なっていない。

【要因Ｔ1-36】

【D-138】

再掲

【問題事象1-27】（要因Ｔ１-９１）（再掲）

電気保修課は、保全計画（点検計画）に従って点検

を実施すべきところ、点検計画の２次主冷却系循環

ポンプの温度スイッチ等が重複記載されており、電気

チーム側の点検は実施していたが、計装チーム側は

保全計画（点検計画）に従った点検を実施していな

かった 【B-150】

【要因Ｔ1-90】

【C-150】

再掲

【頂上事象Ａ】（要因Ｔ１-５１）(再掲)

保全を担当するプラント保全部において、保全計

画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは

手続きをしないで点検頻度を変更した【A-1】

（ａ-8 機械保修課及び燃料環境課では、保全計画

（点検計画）に基づく配管支持構造物の点検ができ

ていなかった）

【問題事象1-25】（要因Ｔ１-５０）（再掲）

機械保修課及び燃料環境課は、配管支持構造物等

の点検結果について個々の機器を特定できるように

記録すべきであったが、「１式」として記録し、個々の

機器を特定できるように記録していなかった【Ｂ-136】

【頂上事象Ａ】（要因Ｔ１-５１）(再掲)

保全を担当するプラント保全部において、保全計

画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは

手続きをしないで点検頻度を変更した【A-1】

（ａ-9 保全計画（点検計画）に重複記載された2次

主冷却系循環ポンプ駆動装置温度スイッチについ

て、計装チーム分の点検期限が超過していた）

【要因T１-２２８】

保修計画課長は、ルールに基づき保

守担当課が作成した実績を取りまとめ

た上で、プラント保全部長へ報告すべき

であったが、「保全サイクル作業計画管

理マニュアル」において、「月間レビュー

をとりまとめ部長の承認を得る」との規

定を遵守しておらず、担当者に任せて

いた【Ｅ-60】

補足

平成25年7月～9月のチェック作業において点検

実績として認められなくなった

中央制御室

換気空調設備盤

機能・性能試験

（期限超過）

補足

②換気空調設備盤の機能・性能試験

平成２２年２月以降点検を実施していないことから点検期

限超過

【問題事象1-14】（要因T１-７３）（再掲）

電気保修課では、同課が所掌する一部の機

器について、保全計画（点検計画）に定める点

検項目、点検間隔／頻度、点検内容に従った

点検を実施しておらず点検期限を超過した

【B-92】

【要因T1-72 】

【Ｃ-95】

再掲

【頂上事象Ａ】（要因Ｔ１-５１）(再掲)

保全を担当するプラント保全部において、保全計

画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは

手続きをしないで点検頻度を変更した【A-1】

(頂上事象ａ-2）所大チェックで点検実績が認められ

ず電気保修課所掌設備で点検期限超過した

【要因T1-71 】

【Ｄ-95】

再掲

【要因T1－63 】

【Ｅ-97】

再掲
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Ａ１

安全品質管理室
長C

副主幹ｍ

品質保証室長
D

室長代理c

プラント保全部

理事
A③
A④

他課

プラント
管理部長

施設保全課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

他課

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

課長
U
Ｖ

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

電気保修課 機械保修課

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ
R

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
B23

担当
ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＥＥ，ＦＦ，

ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，
ＤＤ，Ｂ13、B39、Ｂ41

燃料環境課

課長
Ｂ34、Y

課長代理（課代）
Ｂ35

チームリーダ（TL）
Ｂ36、ｋｋ

担当
Ｂ37、B50、Ｂ51

チームリーダ
（TL)
ｈ
A6
WW

担当
OO
A6
JJ
KK
ｊ

理事長
Ａ①
Ａ②

敦賀本部長
A⑤
A⑥

保修計画課

チームリーダ
（TL）
RR

担当
ｋ
A4

総括担当
LL

部長
J
I
K

次長
I
F
H
Y
Z

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

室長
E
F

室長代理
（室代）
K
ZZ
ｎ
N

保全プログラム

所大
チェック班 計装Ⅰ-ff

計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT
計装A2

チームリーダ（ＴＬ）

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd

担当

計装
Ａ2、ee、MM、gg、hh、pp、

ｆｆ、uu

電気、水蒸気
ＱＱ、bb、cc、ｒｒ

平成23年7月19日

～

平成23年7月20日

～

平成23年8月12日

平成23年8月31日

～

【要因Ｔ1-28】

【Ｄ-103】

【要因Ｔ1-29】

【Ｄ-104】

再掲

保全サイクル作

業計画の月間レ

ビュー実施（7月）

以降10月の月間レ

ビューまで同様のた

め記載を省略する。

補足（アンケートから記載）

・担当者は電気保修課担当者へ問い合わせて、入力が完了しているかを確認

し、印刷した。ただし、回答票は未受領。

・部長への報告を実施していない。

・課長への報告は行っていない。

・電気保修課より回答がなかったため、提出するよう求めたが、一向に提出さ

れなかった。

【担当A4】

各課（電気保

修課を除く）

から回答票

受領及びとり

まとめ

【課長Ｌ】

保全サイクル

作業計画の

月間レビュー

（7月）を依頼
票にて依頼

【担当A4】
保全サイクル

作業計画の

月間レビュー

（7月）をメー
ルにて依頼

【各担当】

月間レビュー（7月）を実施

【各担当】

月間レビュー（7月）を
実施

【各担当】

月間レビュー（7月）を
実施

【各担当】

月間レビュー（7月）を
実施

【各TL】
確認

【各TL】
確認

【課長、各TL】
各TLが確認し、課長が実施結果を回答票提出

（7/26）

【課長、各TL】
各TLが確認し、課長が
実施結果を回答票提

出

（7/26）

補足（アンケートから記載）

課長、課長代理への報告は行われていな

かった。

【課長O】
実施結果を回答票提

出（7/26）

補足（月間レビューの実績から記載）

電気保修課は、平成23年7月～9月分の月間レビュー

を提出していない

マニュアルに基づく月間レ

ビュー実施

【要因T１-２３５】

電気保修課の担当は、ルールに基づき担当

する設備の点検予定や実績を取りまとめた

上で、電気保修課長へ報告すべきであったが、

月間レビューへの実績の記入に時間が掛か

り、期限内に提出できず、報告を行わないこ

とがあった【Ｆ-64】

【要因１-７０】

約700ページに及ぶ月間レビュー（エクセルシート）への点

検実績入力は、現場作業後の残業時間帯に集中するた

め、複数の担当者が同時に使用できずに時間がかかった

【Ｇ-72】

【要因T1-230】

【Ｄ-60】

再掲

【要因T１-２３６】

電気保修課長は、ルールに基づき所掌する設備の点検予定と実績

に係る月間レビューを保修計画課へ提出すべきであったが、月間レ

ビューを行って、設備点検の実績管理をきちんと行うよう保修計画課

長からの再三の提出要請に対して提出しない場合があった 【Ｅ-63】
【要因T１-235】

【F-64】

再掲

【要因T１-２３４】

約700ページに及ぶ月間レビュー（エクセルシート）への点検実績入力

は、データ数が多く、効率的に行う必要があったが、現場作業後の残

業時間帯に集中するため、複数の担当者が同時に使用できずに時間

がかかった【Ｇ-64】

【要因T１-２３３】

電気保修課では、月間レビューを確実に実施すべきであったが、担当

者１人で数千個の機器を担当する場合もあり、現場作業で手一杯で月

間レビューに時間を割けなかった【Ｇ-65】

【要因T1-154】

月間レビュー（マニュアルの内容）の要因と

同じ

【要因T1-234】、

【要因T1-233】

←【要因T1-108】

【F-17】

再掲

【要因T1-259】

【F-63】

【担当】

発注仕様書作成

【ＴＬ-TT】

確認

【課代Ｗ】

確認

【課長Ｖ】

確認・承認

補助ボイラ設備

計装品点検

発注／契約

52

平成２３年１２月１日、平成２４年２月１日、

平成２４年２月２８日へ

補足

変換器の分解点検は、仕様書に記載無し

圧力指示計の点検は、仕様書に記載有り

流量計の外観点検及び特性試験（校正試験）は、仕様

書に記載有り

２次系計測制御

設備計装品等点

検

発注／契約
補足

④２次系圧力伝送器等 補足

④２次系圧力伝送器等

２１０系圧力伝送器（210B‐PT001）の特性試験は、仕様書に記載無し
２５０系圧力発信器（250C‐PT008A）、２６０系アイソレータの外観点検
は、仕様書に記載無し（特性試験は記載有り）

【担当者ＭＭ】

発注仕様書作成

【ＴＬ-A２】

確認

【課代Ｗ】

確認

【部長I】

確認

【課長V】

確認

【所長B】

承認

保守点検要領書

(Q42-600J-

11054-01)

WO承認

廃棄物処理設備

外観点検

【担当者Ｂ51】

作成

【TL kk】

審査

【課長Y】

承認

【課代B35】

審査

【燃料環境課TLkk インタビュー結果】
・要領書審査時、点検計画との整合性、及び名称

の確認を実施した。

・｢1式｣について（H25第4回保安検査で）指摘があ
るまで意識していなかった。

・各担当がしっかり現場で確認しているので、ＴＬと

して現場立会いは行っていない。

【燃料環境課長Y インタビュー結果】
・｢1式｣とは支持構造物全体を指しているイメージ。｢1式」の範囲は点検要領書で系統図により明確化し、その
範囲のうち、記録において可視可能箇所と可視不可能箇所が分かるようにする必要があると考え、可視でき

た箇所を色塗りするよう指導していた。

・当時は、点検要領書において｢1式｣の範囲を特定するために、対象支持構造物を識別する必要があるという
ことまでは考えていなかった。可視可能範囲において判定基準を満足していれば、その結果は可視不可能範

囲箇所も包絡されると考え、可視できないものについて技術的な評価を行うまで思い至らなかった。

・当時は、点検計画に記載されていることをそのまま要領書に記載する必要はなく、要領書内で内容を詳しく

すればよいという認識であった。

・保守管理に係るQMS文書については、部内教育として実施されていたことから、燃料環境課内では行ってい
ない。

・点検を行うにあたり、課員が検査員等の資格をもっているかをメインに確認していた。内容も多少見ていた

が、細かな所まではチェックしていない。

補足

・対象機器

配管支持構造物（気体廃棄物処理系） ※不適合対象のみ記載

・作業内容

外観確認の対象は通常目視確認できる範囲とし、特別にハッチの開放や空気置換が必要な部屋に設置されてい

る機器は範囲外とする。

・判定基準

可視範囲について、表面に著しいかき傷・打こん・クラック等がないこと。

・点検実施日

平成23年9月1日～平成23年9月30日
・保守点検報告書

廃棄物処理設備外観点検（Q44‐600J‐11054‐01）
Z0承認：平成23年11月8日

【不適合内容】

・作業範囲を示すため配管系統図が添付されているが、アイソメ図は添付されてない。

・点検記録は、個々の支持構造物が特定できるようになっていない。

【要因T１-２３７】

燃料環境課長は、保全計画（点検計画）との整

合・充足性について慎重に審査すべきであった

が、点検要領書は点検計画で定めた点検内容

を具体化するものであり、「可視範囲」との記載

を追加しても構わないと考えていた 【Ｄ-131】

【要因T1-37】

【Ｄ-136】

再掲

【要因T1-44】

【Ｅ-130】

再掲

【要因Ｔ1-24】

【Ｃ-92】

再掲

補足

⑦４７０系Ｅ／Ｐ変換器、４７１系電空変換器

⑦４７１系圧力指示計

⑦４７２系流量計

【要因Ｔ1-24】

【Ｃ-92】

再掲

【問題事象1-25】（要因Ｔ１-５０）（再掲）

機械保修課及び燃料環境課は、配管支持構造物の

点検結果について個々の機器を特定できるように記

録すべきであったが、「１式」として記録し、個々の機

器を特定できるように記録していなかった 【Ｂ-136】

【頂上事象Ａ】（要因Ｔ１-５１）(再掲)

保全を担当するプラント保全部において、保全計

画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは

手続きをしないで点検頻度を変更した【A-1】

（ａ-8 機械保修課及び燃料環境課では、保全計画

（点検計画）に基づく配管支持構造物の点検ができ

ていなかった）

【要因Ｔ1-33】

【Ｃ-120】

【要因Ｔ1-47】

【Ｃ-125】

再掲

【要因Ｔ1-30】

【Ｃ-136】

再掲

【問題事象1－23】（要因Ｔ１-４８）（再掲）

配管支持構造物の点検要領書には、機能を発揮しう

る状態にあるか否かの観点からの点検を行うことが

記載されておらず、必要な点検ができていなかった

【B-120】

【問題事象1－24】（要因Ｔ１-４９）（再掲）

機械保修課及び燃料環境課では、保全計画（点検

計画）で配管支持構造物「１式」を点検対象として点

検範囲を限定していないにも関わらず、点検要領書

では可視範囲に限定し、それ以外の範囲（以下「可

視不可部」）について点検を実施していないなど、保

全計画（点検計画）に基づく配管支持構造物の点検

が適切にできていなかった【Ｂ-130】

【要因Ｔ1-46】

【Ｃ-130】

再掲
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保全プログラム

所大
チェック班 計装Ⅰ-ff

計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT
計装A2

チームリーダ（ＴＬ）

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd

担当

計装
Ａ2、ee、MM、gg、hh、pp、

ｆｆ、uu

電気、水蒸気
ＱＱ、bb、cc、ｒｒ

平成23年9月1日

平成23年10月6日

～

平成23年10月11日

平成23年10月17日

～

平成23年10月21日

保全サイクル作

業計画の月間レ

ビュー実施（10

月）

【担当A4】

各課から回

答票受領及

びとりまとめ

補足（アンケートから記載）

・平成23年6月～9月分の報告

ができていなかったため、部長

への報告を実施していない。

【課長Ｌ】

保全サイクル

作業計画の

月間レビュー

（10月）を依頼
票にて依頼

【担当A4】
保全サイクル

作業計画の

月間レビュー

（10月）をメー
ルにて依頼

【各担当】

月間レビュー（10月）を実施

【各担当】

月間レビュー（10月）
を実施

【各担当】

月間レビュー（10月）を
実施

【各担当】

月間レビュー（10月）を
実施

【課長V】
実施結果を回答票

提出

（11/18）

【各TL】
確認

【課長、各TL】
各TLが確認し、課長が実施結果を回答票提出

（10/26）

【課長、各TL】
各TLが確認し、課長が
実施結果を回答票提

出

（10/26）

30

【担当者ＤＤ】

2次ナトリウムオー

バーフロー系空気作

動弁、2次ナトリウム

純化系空気作動弁

及び2次アルゴンガ

ス系空気作動弁の

点検期限を一時的に

延長するため有効性

評価の様式を用いた

技術評価を行った

（平成23年10月→平

成24年10月）

【課長Ｏ】

作成

【室長Ｅ】

確認

【室長Ｄ】

確認

【部長 Ｉ】

承認

技術評価９

ケースＢの点検期限

超過

ケースＡ点検実施

【課長Ｏ】

実施結果を回答票提

出

（11/1）

【各TL】
確認

補足（保安検査報告書から記載）

平成24年度第4回保安検査において

確認された。（平成25年3月7日）

マニュアルに基づく月間レ

ビュー実施

平成23年6月15日から

【要因T１-１５１】

技術評価の要因と同じ

【課長Ｏインタビュー結果】

第１保全サイクルでは、サイクル内に１回点検すればよいとの考えであっ

た.。また、第２サイクルに入りゼロリセットされたものと考えた

補足（不適合報告書から記載）

前回点検実施月：平成21年5月

・前回点検実施月を起点とした点検期限：平成23年9月

・第2保全サイクル開始を起点とした点検期限：平成24年11月

【要因T1-140】

【E-7】

再掲

【問題事象1-2】（要因Ｔ１-１８３）（再掲）

所長以下のライン職、主任技術者等は、IVTM等の

トラブルを受けて変更したプラント工程に合わせて改

定した保全計画（点検計画）を確認・承認する際に、

電気・計測制御設備の点検期限の超過や点検頻度

が変更されていることを見つけられなかった【Ｂ-20】

【要因T1-205】

【C-23】

【要因T1-203】

【C-24】

再掲

【要因T１-１５４】

月間レビュー（マニュアルの内容）の

要因と同じ

（計装チーム側）

212_TIS05A～C
212_TIS07A～C
212_TIS09A～C
点検期限超過

【担当者ＥＥ、Ｂ41】

メーカが作成した要領

書を確認

【TL Ｔ】

審査

【課長Ｏ】

承認

【課代Ｑ】

審査

保守点検要領書

（Q42-420Y-

11260-01）

W0承認

原子炉補機冷却

海水系配管補修 補足

・作業範囲

原子炉補機冷却海水系 主配管・支持構造物簡易点検一式

・記録

検査方法：配管支持構造物各部の状態を目視にて確認する。

対象：420系配管支持構造物（屋外）簡易点検
・判定基準

表面に著しいかき傷、打痕、クラック等がないこと。

表面に著しい塗装の剥離及び錆等がないこと。

・点検実施日

平成23年10月31日～平成23年11月7日
・保守点検報告書

原子炉補機冷却海水系配管捕集（Q44‐420Y‐11260‐01）
Z0承認：平成23年11月21日

【不適合内容】

・補修後の最終外観検査記録において、検査範囲を一括で記録し、個々の支持構造物が特定できるように

なっていない。

【要因T1-90】

【C-150】

再掲

【問題事象1-27】（要因Ｔ１-９１）（再掲）

電気保修課は、保全計画（点検計画）において、

２次主冷却系循環ポンプの温度スイッチ等が重

複記載されており、電気チーム側の点検は実施

していたが、計装チーム側は保全計画（点検計

画）に従った点検を実施していなかった【B-150】

【頂上事象Ａ】（要因Ｔ１-５１）(再掲)

保全を担当するプラント保全部において、保全計

画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは

手続きをしないで点検頻度を変更した【A-1】

【頂上事象Ａ】（要因Ｔ１-５１）(再掲)

保全を担当するプラント保全部において、保全計

画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは

手続きをしないで点検頻度を変更した【A-1】

（ａ-9 保全計画（点検計画）に重複記載された2次

主冷却系循環ポンプ駆動装置温度スイッチについ

て、計装チーム分の点検期限が超過していた）

【要因Ｔ1-36】

【D-138】

再掲

【頂上事象Ａ】（要因Ｔ１-５１）(再掲)

保全を担当するプラント保全部において、保全計

画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは

手続きをしないで点検頻度を変更した【A-1】

（ａ-8 機械保修課及び燃料環境課では、保全計画

（点検計画）に基づく配管支持構造物の点検ができ

ていなかった）

【問題事象1-25】（要因Ｔ１-５０）（再掲）

機械保修課及び燃料環境課は、配管支持構造物等

の点検結果について個々の機器を特定できるように

記録すべきであったが、「１式」として記録し、個々の

機器を特定できるように記録していなかった【Ｂ-136】
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Ａ１
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副主幹ｍ

品質保証室長
D

室長代理c

プラント保全部

理事
A③
A④

他課

プラント
管理部長

施設保全課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

他課

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

課長
U
Ｖ

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

電気保修課 機械保修課

課長
Ｎ
Ｏ
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Ｏ
Ｐ
Ｑ
R

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
B23

担当
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ＤＤ，Ｂ13、B39、Ｂ41

燃料環境課

課長
Ｂ34、Y

課長代理（課代）
Ｂ35
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Ａ①
Ａ②

敦賀本部長
A⑤
A⑥

保修計画課

チームリーダ
（TL）
RR

担当
ｋ
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総括担当
LL

部長
J
I
K

次長
I
F
H
Y
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主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

室長
E
F
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K
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保全プログラム

所大
チェック班 計装Ⅰ-ff

計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT
計装A2

チームリーダ（ＴＬ）

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd

担当

計装
Ａ2、ee、MM、gg、hh、pp、

ｆｆ、uu

電気、水蒸気
ＱＱ、bb、cc、ｒｒ

平成23年11月14日

平成23年11月16日

平成23年11月19日

～

ＩＶＴＭ原因究明の長期化及びＢＣＲＤの復旧に伴う工程変更に係る保全計画改正（Ｒｅｖ5）

電気保修課からの回答票を受領していないことから、全

課分の回答票が揃っていないため、部長への報告を実施

していない。

【担当A4】

各課（電気保

修課を除く）

から回答票

受領及びとり

まとめ

【課長Ｌ】

保全サイクル

の月間レ

ビュー（11月）
を依頼票にて

依頼

【担当A4】
保全サイクル

作業計画の

月間レビュー

（11月）をメー
ルにて依頼

【各担当】

月間レビュー（11月）を実施

【各担当】

月間レビュー（11月）
を実施

【各担当】

月間レビュー（11月）を
実施

【各担当】

月間レビュー（11月）を
実施

【各TL】
確認

【各TL】
確認

【課長、各TL】
TLが確認し、課長が実施結果を回答票にて提出

（11/25）

【課長、各TL】
TLが確認し、課長が実
施結果を回答票にて

提出

（11/24）

第2保全サイク

ルの月間レ

ビュー実施

（11月）

【課長O】
実施結果を回答

票にて提出

（12/5）

マニュアルに基づく月間レ

ビュー実施

【要因T１-２３５】

月間レビュー（マニュアルに基づく報

告）の要因と同じ

補足（業連より抜粋）

【業連内容】

40％出力プラント確認試験の開始時期が先送りに伴う、保全計画等の見直しを依頼した。

・原子炉停止中に運転中又は待機要求がある設備・機器について、次サイクルで計画していた点検を前倒しする必要がある場合には点検計画を見直す。（年度展開欄を追加し、今回の工程変更に

より前倒しした点検に「○」を記載する。）

・原子炉停止中に停止中又は保管中の設備・機器について、通常の停止状態又は待機状態で、想定されて劣化事象に対して長期的な劣化抑制のために必要な管理（信頼性確保の観点から実施す

る巡視点検や固着防止のための作動確認など）を実施する場合には、その項目を「特別な保全計画」として追加する。

・原子炉停止中の機能要求、法令等の要求がない設備は、原子炉起動時期が明確となった以降に点検するよう点検計画を見直す。

●改正方法

「特別な保全計画」に追加すると共に原子炉起動が見えた段階で点検するものは点検計画の備考欄に下記を記載する。

「原子炉停止中に機能要求はなく、起動に備えて適切な時期に点検する。（停止中の状態確認は、特別な保全計画にて実施する。）」

【担当JJ】

業連「工程

変更に伴う

保全計画の

見直しにつ

いて」作成

【TL-WW】
確認

【課代Ｍ】

確認

【課長Ｌ】

承認

工程変更に伴う保全計画改正

（Rev5）

【補足】

業連以外に（特別な保全計画へ

の移行に係る記載方法に関する

所大での会議体は開催していな

い

【保修計画課長L インタビュー】

・9月に文科省からもんじゅの運転再開に向けた試験中断の指示が出さ

れ、相当長期間にわたり低温停止状態が続くことが予想できたので、そ

の対応をどうするか考えた。その当時、保安院との間で特別な保全計画

に移行する考え方を説明している。

・保全計画見直しの業連に点検計画から特別な保全計画に移行する考

え方を添付した。

・機能要求がない機器は点検計画の備考欄にその旨記載し、特別に移

行して管理する場合は、必ずその旨記載し特保を作成するような考え方

で見直しを行ったと思う。

・特別な保全計画への移行については、ＱＭＳ文書に記載もあるが、各

設備担当課がわかりやすいように詳細な運用を決めたものであり、ＱＭ

Ｓ文書を補完する位置付けと考えた。また、特別な保全計画へは第２保

全サイクル期間中における一時的な移行であると考えたことからＱＭＳ

に反映するまでもないと思った。

・業連の作成にあたり、品質保証室との協議は行っていない。

・計画から実績まで実施担当課がやるのを基本としている。島根はそれ

らを別々に管理していることが問題となった。

【保修計画課ＴＬ-WWインタビュー】

・業連を発行するきっかけは、保安院に対して特別な保全計画への移

行に係る方針を説明したこと。

・保守管理要領では、地震、事故等により長期停止（おおむね１年）と

なった場合には特別な保全計画へ移行することとなっているにも関わ

らず、移行手続きがなされていないのはおかしいと思った。

・電力では一般的に、保全計画の細かい運用は、ＱＭＳとは別に決め

て行っていたこともあり、業連にて点検計画の備考欄を使うことにより

紐付を行うことを提案した。

・業連を作成する際には、自らが品質保証室長、運営管理室長、プラ

ント保全部長への相談はしていない。

【要因Ｔ１-２３８】

保修計画課は点検計画から特別な保全計画へ移行する場合の具体

的方法について、ＱＭＳとして取り入れルール化して教育すべきであっ

たが、ＱＭＳ文書を制改定せず保修計画課長の決裁による業連と説

明やメールで対処したのみであり、理解の徹底化を図らなかった 【Ｆ-

81】

【要因Ｔ１－９６】

【H-11】

再掲

【要因Ｔ１－１２４】

【Ｆ-22】

再掲

【要因T1-92】

【F-80】

32

以降、平成24年8月まで

（平成24年3月分を除く）月

間レビューを実施している

が、同様であることから記

載を省略する。

平成23年11月24日～へ

【担当者ＢB】

メーカが作成した要領

書を確認

【TL R、S】

審査

【課長Ｏ】

承認

【課代Ｑ】

審査

保守点検要領書

二次系設備等点

検

2次系配管支持
構造物点検（そ

の2）
(Q42-200Y-

10146-05)

WO承認

補足

・対象機器

2次系配管支持装置点検一式
オイルスナッバ、メカニカルスナッバ、ハンガ、アンカ、レストレント

系統：210系、220系、230系、240系、250系、260系、270系、271系、272系、EV、SH
・作業内容

外観目視検査：支持装置及びオイルスナッバのオイル導管の著しい変形、損傷、発錆の有無を確認する。

トラベル量測定：トラベル量をトラベルインジケータから読み取り記録する。

残ストローク計算：トラベル量測定値と配管変位方向から残ストローク量を計算する。

比較判定：トラベル量解析値と残ストローク両を比較し、解析値が小さいことを確認する。

オイル残量確認：オイルスナッバのオイルポットの蓋をはずし、オイル量を確認する。

オイル漏れ確認：オイルスナッバからオイル漏れの有無を確認する。

・点検実施日

平成23年11月28日～平成23年12月22日
・保守点検報告書

二次系設備等点検

2次系配管支持装置点検（その2）（Q44‐200Y‐10146‐05）
Z0承認：平成24年3月19日

補足

・配管支持構造物が個別にリスト化された記録に

なっており、機能を発揮しうる観点での点検内容

となっている。また、配管支持構造物の種類も識

別されている。

【機械保修課TLR インタビュー結果】
・2次系は数が多く、かつオイルスナバの油漏れ、ブー
ツ破損等の不具合を多く経験していること、及びFTECに
外注していることからリストを添付していた。リストは、

改造工事の後東芝に作らせた。

【要因T１-１２５】

【Ｅ-22】

再掲



時系列「保全を担当するプラント保全部において、保全計画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは手続きをしないで点検頻度を変更した」(32/70) 添付資料-３

総括／試験・工程管理チーム

課長代理
（課代）
L
M

課長
ｆ

I(次長兼務)
L

原子炉主任技術
者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

敦賀本部長
代理
A⑦
A⑧

運営管理室

チームリーダ
（TL)
SS

日付 トピックス

所長
A
B

副所長
Ａ１

安全品質管理室
長C

副主幹ｍ

品質保証室長
D

室長代理c

プラント保全部

理事
A③
A④

他課

プラント
管理部長

施設保全課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当
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担当
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チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
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ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，
ＤＤ，Ｂ13、B39、Ｂ41

燃料環境課

課長
Ｂ34、Y

課長代理（課代）
Ｂ35

チームリーダ（TL）
Ｂ36、ｋｋ

担当
Ｂ37、B50、Ｂ51

チームリーダ
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ｈ
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WW
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OO
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JJ
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ｊ

理事長
Ａ①
Ａ②

敦賀本部長
A⑤
A⑥

保修計画課

チームリーダ
（TL）
RR

担当
ｋ
A4

総括担当
LL

部長
J
I
K

次長
I
F
H
Y
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主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

室長
E
F

室長代理
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K
ZZ
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保全プログラム

所大
チェック班 計装Ⅰ-ff

計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT
計装A2

チームリーダ（ＴＬ）
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電気-ＱＱ
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平成23年11月24日

～

平成23年11月30日

【保修計画課担当者ＪＪインタビュー】

・電気保修課ＴＬ-ＴＴから聞かれたことの

認識はあるが、やり取りは覚えていない。

【要因T１－２４７】

電気保修課担当者は、保全計画（点検計画）

の点検内容及び点検間隔/頻度に基づき発注

を依頼すべきであったが、点検計画が制定され

る以前から1回/3ヶ月の頻度で点検を発注して

いたことから、前年度の発注のままとしていた

【Ｄ-114】

【要因Ｔ１－２４６】

電気保修課では、設備機器の安全を確保するために保全計画（点検計画）を確実に履行すべきで

あったが、点検計画は遵守しなければならないものとの認識が薄く、既に発注済みの設備点検内容に

ついて点検計画に基づき見直すべきであるにも関わらず、それを十分に理解していなかった【Ｅ-114】

←【要因Ｔ１－２４５】

電気保修課では、保全計画（点検計画）を保安規定に基づくＱＭＳ文書として遵守すること、その点検

計画（点検内容や点検間隔／頻度等）に従って機器の点検を実施することについて、課員が理解して

確実にできるような意識の共有が図られていなかった【Ｆ-114】

【担当ｕｕ】

プラント巡視点検の

契約発注に係る点

検対象機器情報の

選定

補足

平成24年度実施項目・内容のうち、電気
盤・制御盤については前年度からの変更は

なく、1回/3ヶ月の頻度で外観目視点検を実
施することとしている

担当者インタビュー

発注に関しては、前年度の実

績を踏まえて行っていた。

平成24年度

電気盤・制御盤巡視点検

契約発注～点検の実施

【保修計画課Ｔ

Ｌ】

プラント巡視

点検の契約発

注に係る点検

対象機器情報

の選定をメー

ルにて依頼

補足

【確認・依頼事項】

頻度の変更の有無、点検内容の変

更の無、実施理由の記載等

【保修計画

課】

各課の点検

対象機器情

報等をとりま

とめ、発注仕

様書起案

【部長Ｉ】

確認・決済

【要因T１-２４８】

電気保修課は、外注で行っている当該制御盤等の点

検について保全計画（点検計画）の点検内容と整合を

確認し、保修計画課へ発注依頼すべきであったが、点

検計画の内容と整合のとれていない発注を依頼してい

た 【C-114】

【要因Ｔ1-313】

【F-84】

【担当者JJ】

保全計画改定

に向けた作業

事前説明

ＴＬ-Ａ2，ＴＴ，QQ 担当者

出席

【機械保修課 課代Ｒ インタビュー】

・業連の資料を基に説明を受けた。説明で特別な保

全計画に移行するため点検計画表と特別な保全計

画の両方に記載することは理解した。

・両方ともに対応することは当然と思っていたので、保

修計画課に問い合わせは行っていない。

【機械保修課】

出席

【保修計画課担当者ＪＪ インタビュー】

・業連資料を基に説明を行った。特別な保全計画に

移すためにこうやろうと説明した。皆、特別な保全計

画自体理解できていないようだったので、運転してい

ない機器の管理方法を変えるものであると説明した。

・特別な保全計画へ移行する場合は、備考欄に記載

することは依頼した

【ＴＬ-ＴＴインタビュー】

・機能要求の無いものは特別な保全計画へ

移行するということで、代表的な系統名称

が挙がっていた

【担当者JJ】

保全計画改定

に向けた作業

事前説明を実

施する旨、

メールにて周

知

補足

各チーム１名以上の出席を

依頼

【課長V】

業連を受信し、コピー

して各TLへ作業指示

（11/24）

【課長Vインタビュー】

・課長の作業指示は、課内の庶務担当に、各チームリーダ

にコピーして配布回覧するように依頼した。管理職にも回

覧した。

・特別な保全計画への移行手続きについて、当時はこのよ

うな手続きを行うことの意識はなかった。業連を突っ込んで

読んでいない。手続きは担当者同士で行っていたため、管

理職間での話はしていない。

32 平成23年11月14日から

33 平成24年2月29日へ

【燃料環境課】

ＴＬ、担当者出席

【施設保全課】

ＴＬ、担当者出席

【要因T1-239】

保修計画課長は、事前に業務連絡票で通知していた特

別な保全計画への移行手続きについて、説明会出席者の

理解が十分でないと感じたことから、説明会の場で特別な

保全計画の内容や手続きを周知することとしたが、説明会

であったためにその理解程度までは把握していなかった

【Ｇ-80、Ｇ-105】

【担当者ｆｆインタビュー】

・保修計画課担当者ＪＪに聞いた結果、点検計画の備考欄に「業連

工程の見直しに伴う保全計画見直しについて」にある記載例と同じよ

うに記載すれば良いとの回答があった。

・点検計画の備考欄に書いて最終的には特保に移すと思っていたが、

その時点では特保にも書くとの手続きの認識は無かった。この時に

は誤記も含めて作業を行った。

・他の担当も作業を行っていて担当者ベースで話し合っていた。この

件に関して課長、課代、ＴＬとは話し合っていない。

・特保への移行に関する事項は管理要領等に記載があることは知っ

ていた。

・特保への移行手続きは今回が初めてである。

【保修計画課担当者ＪＪインタビュー】

・自分は電気チームの兼務でもあり、ＴＬから依頼

があったので、自分がチェックして特別な保全計

画に追加したが、計装分は何が特別な保全計画

になるか判らなかったのでこのような対応はやっ

ていない。

【ＴＬ Ａ2インタビュー】

・担当者MMとｐｐからは、「特別な保全計画への移行手続きについて何を作成し、どのように

行えばよいか」、「特別な保全計画への移行はどのように行えばよいのか」という内容との質

問を受けた。

・資料はチーム内へ回した。担当者らの質問をまとめて保修計画課へ電話で質問し、点検計

画の備考に記載すればよいとのことだったので、その旨、チーム内へ指示した。

・特別な保全計画の対象は当時は水蒸気系ぐらいであまりなじみがなかった。

【計装担当者ｆｆ】

保修計画課担当者ＪＪ

へ、特別な保全計画の

見直し方法について口

頭にて質問

【担当者JJ】

電気保修課

担当者ｆｆへ回

答

【ＴＬ-ＴＴ】

保修計画課長及び担

当者へ口頭にて質問

し、回答をチーム員へ

周知

【担当者ＪＪ】

電気保修課Ｔ

Ｌ-ＴＴへ回答

【課長Ｌ】

電気保修課Ｔ

Ｌ-ＴＴへ回答

【ＴＬ-Ａ2】

説明会資料をチーム

内へ回覧

【担当者】

資料を確認し、質問事

項をＴＬ-計装Ａへ回答

【ＴＬ-Ａ2】

担当者らの質問をまと

めて、保修計画課担当

者へ電話にて確認

【担当者ＪＪ】

電気保修課ＴＬ

-Ａ2へ回答

【ＴＬ-PP】

保修計画課担当者ＪＪ

へ、特別な保全計画の

修正を口頭にて依頼

【担当者ＪＪ】

電気保修課Ｔ

Ｌ-ＰＰから依

頼を受け、電

気チーム分の

特保へ追加

【担当者】

TL-TTから口頭にて周

知を受けた

【保修計画課長Ｌインタビュー】

・電気保修課ＴＬ-ＴＴから聞かれたことの

認識はあるが、やり取りは覚えていない。

【保修計画課担当者ＪＪインタビュー】

・電気保修課ＴＬ-Ａ2から聞かれたことも、

やり取りも覚えていない。

【担当者】

TL-Ａ2から口頭にて周

知を受けた

【保修計画課担当者ＪＪインタビュー】

・電気保修課ＴＬ-ＴＴから聞かれたことの

認識はあるが、やり取りは覚えていない。

【保修計画課担当者ＪＪインタビュー】

・特別の移行に関し電気TLからの指示については、電気TLも特別な保

全計画への移行に関する説明会に出席しており、その終了後に電気

チーム分の移行の作業を指示された（具体的な方法の指示はなかった）。

・移行作業（点検計画備考欄への記載、特別な保全計画への記載）は、

一人で行った。その結果には、少なくとも特別な保全計画への記載に関

しては見せた。なお、電気TLが特別な保全計画への移行の方法を理解

していたかはわからない。

【ＴＬ-ＴＴインタビュー】

・直接、保修計画課長や担当に聞きに行っている。その時、

保修計画課長へ点検計画の備考欄に記載すれば、特別

な保全計画へ移行したことが読めるかとの質問をしたとこ

ろ、そう読めると回答があった。そのため、備考欄に「機能

要求が無く、適切な時期に点検を実施する」ことのみを記

載すればよいとの認識であった。

・12/2の保修計画課からのメールを受け、担当者からの質

問等もあったことから、保修計画課へ問合せを行っている。

【担当者JJ】

各課ＴＬへ特

別な保全計画

の記載方法に

ついてメール

にて周知

補足

【点検計画と特別な保全計画の関係】

点検計画は当該保全サイクル内のどの時期に点検するかを表現した計

画ではない。

したがって、点検時期の延期による点検計画の改正はない。

（ただし、備考欄に「原子炉停止中の機能要求がなく、起動に備えて適切な

時期に点検する。」と記載して、先送りすることを明示する。）

点検時期を延期したが、次の点検までの間に劣化防止等の観点から何

かしらの簡易的な点検（外観点検、ターニング等）を追加する場合には、そ

の追加点検を「特別な保全計画」として管理する。

点検時期を先送りしたことを「特別な保全計画」で表現するものではない。

【ＴＬ－Ａ2 インタビュー】

・アニュラス循環排気装置については、保修計画

課からの業連にて「点検計画」から「特別な保全

計画」へ移行できる設備として記載されていること

から、特別な保全計画へ移行するよう、担当者へ

指示した

【担当者ｕｕインタビュー】

・アニュラス循環排気装置について「点検計画」から「特別

な保全計画」へ移行するよう指示されたかは覚えていない

・「点検計画」から「特別な保全計画」への移行手続きは

行っていない

【要因T1-244】

【Ｄ-79、Ｄ-105】

再掲

【要因Ｔ１－２３８】

【Ｆ‐81】
再掲

【要T1-242】

保修計画課は、保守担当課員による特別な保全計画への移行手続きが確実となる

ように理解させておく必要があったが、電気保修課では手続きを誤認し結果としてプラ

ント保全部内で特別な保全計画への移行手続きが統一されていなかった【Ｅ-81、Ｅ-

106】

【要因T1-238】

【F-81】

【要因Ｔ1-241】

【Ｆ-82】

【要因T1-124】

【Ｆ-22】

【要因T1-244】

電気保修課計装チームリーダーは、特別な保全計画に

て管理する場合には、特別な保全計画に当該設備を記載

するとともに点検計画の備考欄に特別な保全計画に移行

する旨の記載を行う必要があることを理解した上で担当者

へ指導すべきであったが、保修計画課が実施した業務連

絡やその説明会等で周知された当該手続きを誤認し、担

当者へ適切な指導ができなかった【Ｄ-79、Ｄ-105】

←【要因T1-243】

電気保修課計装チームリーダーは、手続きを十分理解し

た上でチーム員へ周知すべきだったが、説明会後の保修

計画課への再確認において、点検計画の備考欄に記載

すれば特別な保全計画への移行手続きを行ったことにな

るかと問い合わせしたことに対し、保修計画課から移行し

たことになるとの回答を得たためそのままチーム員に指導

し、特別な保全計画への記載を怠った【Ｅ-79】

【要因T1-92】

【Ｆ-80】

再掲

【要因Ｔ1-172】

【Ｆ-42】

再掲

【要因T1-240】

点検計画から特別な保全計画へ移行する作業において、設備担当課と保修計画課間

にて十分に協議して計画した上で改正作業を確実にする必要があったが、電気保修課

計装チームリーダーと保修計画課担当者間で特別な保全計画へ移行するための手続き

を共有する取組みが十分でなかった【Ｆ-79】

【要因T1-241】

保修計画課長は、特別な保全計画への移行手続き等について正しく処理されている

ことを確認すべきであったが、保全計画を確認した際に移行されている機器が少ない

と思ったものの実際の手続きは保守担当課が行うものであるとして、保全計画への移

行が適切に行われてるどうかについて十分なフォローをしなかった【Ｆ-82、Ｆ-107】
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Ｑ
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ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＥＥ，ＦＦ，

ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，
ＤＤ，Ｂ13、B39、Ｂ41

燃料環境課

課長
Ｂ34、Y

課長代理（課代）
Ｂ35

チームリーダ（TL）
Ｂ36、ｋｋ
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Ｂ37、B50、Ｂ51
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ｈ
A6
WW
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OO
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KK
ｊ

理事長
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敦賀本部長
A⑤
A⑥

保修計画課

チームリーダ
（TL）
RR
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ｋ
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LL

部長
J
I
K

次長
I
F
H
Y
Z

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

室長
E
F

室長代理
（室代）
K
ZZ
ｎ
N

保全プログラム

所大
チェック班 計装Ⅰ-ff

計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT
計装A2

チームリーダ（ＴＬ）

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd

担当

計装
Ａ2、ee、MM、gg、hh、pp、

ｆｆ、uu

電気、水蒸気
ＱＱ、bb、cc、ｒｒ

平成23年12月1日

～

平成23年12月12日

平成23年12月13日
～

平成24年1月17日

平成24年1月1日

～

平成24年1月16日

平成24年2月3日

平成24年1月18日

平成24年1月24日

平成24年1月26日
～

平成24年2月9日

平成24年2月10日

後備炉停止棒駆

動機構（ＢＣＲＤ）

の不具合

（作動試験で動

作不調）

メール着信先を で示す。

【担当者ＡＡ】

燃料取扱設備

室 給気ファンＩ

Ａ簡易点検の点

検間隔を延長す

る評価書を作成

（２サイクル→３

サイクル）

【機械ⅡTL-Ｔ】

確認

【課長Ｏ】

承認

【課代Ｑ】

確認

【TL-ＳＳ】

・口頭で室長

に確認後、

1/18版の設

備点検日割

工程表を関

係各室に連

絡。

・今後の工程

は、ＩＶＴＭ試

験等の進捗

状況や平成２

４年４月以降

の工程策定

方針が確認

後に調整す

る。

当面の日割工程

は、センターの方

針に従いＩＶＴＭ

ナトリウム中機能

確認試験及び２

次系保温材パッ

ケージ化工事を

優先させたプラン

ト状態となり、点

検工程が定まら

なくなった

【担当ＡＡ】

燃料取扱設備室

給気ファンＩＡの

点検期限までに

点検することが

困難であること

から、技術評価

を実施

技術評価１０

【運営管理室ＴＬ ＳＳインタビュー】

ＩＶＴＭ機能試験の時期やＢＣＲＤ不具合対

応等、当面の工程の見通しがつかない状

況であった。

【室長E及びTL-ＳＳ】

全体工程案をFBRセンター運営会議で説明し、

IVTM対応が優先であることをセンターの方針

として確認した。（Na液位確保のため、3ループ

ドレンができない状態）

【運営管理室ＴＬ ＳＳインタビュー】

当面の工程として、２次系保温材パッケー

ジ化工事及びＩＶＴＭナトリウム中機能確

認試験を優先させることとし、３月よりＩＶＴ

Ｍ準備作業を開始する工程とした。

【課長Ｌ】

プラント工程

上の都合で一

時的に点検

時期を遅らせ

る場合が多々

あるため、そ

の際の具体

的な対応を明

文化する必要

があると判断

し、担当ＫＫ

へ保守管理

要領の改正を

指示

【保修計画課長Ｌインタビュー】

ＩＶＴＭ落下に伴う工程変更時期にルール化すべきも

のであったが、遅れてしまった。

【保修計画課長Ｌインタビュー】

機械保修課では、既に同様な評価を実施してきており、実態

があったので、ルール化したもの。

【担当者ＡＡ】

蒸気発生器室

（Ａ） 給気ファン

Ｂ及び蒸気発生

器室（C） 給気

ファンＢ簡易点

検の点検間隔を

延長する評価書

を作成（２サイク

ル→３サイクル）

【機械ⅡTL-Ｔ】

確認

【課長Ｏ】

承認

【課代Ｑ】

確認

【担当者ＡＡ】

蒸気発生器室

（Ａ） 給気ファン

Ｂ及び蒸気発生

器室（C）給気

ファンＢの点検

期限までに点検

することが困難

であることから、

技術評価を実施

技術評価１１

【要因Ｔ１－２４９】

もんじゅ幹部は、プラントの安全を確保するために保全計画（点検計

画）を確実に履行すべきであったが、試験工程を優先することを重要視

しており点検計画を遵守しなければならないという意識が浸透していな

かった 【Ｈ-1】

【要因T１-２５１】

保修計画課長は、点検期限を一時的に延長する場合には保安

規定に則った手続きで処理する必要があったが、保安規定に整

合しない手続きである「準じた確認」をQMSに採り入れるよう同課

の担当者に指示した【Ｆ-45】

34平成24年3月17日及び

平成24年6月4日へ

保守管理要領の改正

（準じた確認）

技術評価

平成24年2月16日へ35

【要因T１-１５１】

技術評価の要因と同じ

【要因T１-２５０】

機械保修課では、点検期限を一時的に延長する場合には保安規定に則っ

た手続きで処理する必要があったが、既に「準じた確認」と同様な「技術評価」

を実施してきており実績があるので、この「技術評価」の手続きを明文化する

必要があると誤認した【Ｇ-45】

【要因Ｔ１－３７３】

【I-1】

【要因T-151】

【G-40】

472系流量計

特性試験

（実績削除）

補足

⑦４７２系流量計：特性試験の点検記録が無い⇒未点検《過去超

過》

（未点検期間：平成２１年１月～平成２５年８月）

対象：472-FT001

平成２３年７月２０日から31

計装チーム側

212_dps01～03
点検実施(1/24)
超過解消

補足

平成25年7月～9月のチェック作業において点検実

績として認められなくなった

換気空調設備

計装品

機能・性能試験

（期限超過）

補足

②換気空調設備計装品：機能・性能試験の点検実績が無い（機能・性能試験

の前回実績を平成２２年７月とすれば、点検計画における次回点検期限は平

成２３年１０月となる）

（未点検期間：平成２３年１１月～平成２５年２月）

対象：672-AD001A～672-AD012、681-AD001A～681-AD010B

【問題事象1-14】（要因T１-７３）（再掲）

電気保修課では、同課が所掌する一部の機

器について、保全計画（点検計画）に定める点

検項目、点検間隔／頻度、点検内容に従った

点検を実施しておらず点検期限を超過した

【B-92】

【要因T1-72  】

【Ｃ-95】

再掲

【頂上事象Ａ】（要因Ｔ１-５１）(再掲)

保全を担当するプラント保全部において、保全計

画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは

手続きをしないで点検頻度を変更した【A-1】

(ａ-2）所大チェックで点検実績が認められず電気保

修課所掌設備で点検期限超過した

【要因T1-71 】

【Ｄ-95】

再掲

【要因Ｔ1-63 】

【Ｅ-97】

再掲

補足

点検間隔の変更：「１サイクル」を「２サイクル」に設定

④２６０系アイソレータ

対象：260A-FY001、260A-FY002

保全の有効性

評価記録

〔供用前第２-

0012(EM)〕

【電気保修課ＭＭインタビュー】

・保全の有効性評価記録は、課長に上げる前に必ずＴ

Ｌ及び課代の確認を受けている

【要因T１-１５１】

技術評価の要因と同じ
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平成24年2月1日

平成24年2月16日

平成24年2月17日

平成24年2月22日

平成24年2月27日

担当
ｍｍ、ｎｎ、B50

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW

担当
OO
A6
JJ
KK
ｊ

チームリーダ
（TL）
RR

担当
ｋ
A4

計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT
計装A2

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd

計装
Ａ2、ee、MM、gg、hh、pp、

ｆｆ、uu、ｘｘ

電気、水蒸気
ＱＱ、bb、cc、ｒｒ

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

室長
E
F

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

チームリーダ
(TL)
SS

部長
J
I
K

次長
I
F
Y
Z

燃料環境課

施設保全課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

プラント
管理部長

試験・工程管理チーム

課長
U
Ｖ

課長代理
（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

チームリーダ（ＴＬ）

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
B23

担当
ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＥＥ，ＦＦ，

ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，
ＤＤ

B42、B43

課長
Y
ii

課長代理（課代）
B19

チームリーダ（TL)
計装-ｊｊ
機械-ｋｋ
管理-A3
B36

担当

所大
チェック班

プラント保全部 保修計画課 電気保修課 機械保修課

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長
ｆ

I(次長兼務）
L

課長代理
（課代)
L
M

保全プログラム

敦賀本部長
代理
A⑦
A⑧

所長
A
B

副所長A１

原子炉主任技術
者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理室
長C

副主幹ｍ

品質保証室長
D

室長代理c

運営管理室

日付 トピックス
理事長
Ａ①
Ａ②

理事
A③
A④

敦賀本部長
A⑤
A⑥

【担当KK】

「保守管理要

領」、「保全計

画検討要領」、

「保全の有効

性評価要領」

及び「点検・

補修等の結

果の確認・評

価要領」の改

正案作成

【課長Ｌ】

申請

保安管理専

門委員会

（第94回)付

議

36

プラント保全

部安全技術検

討会（第103
回）付議

補足（第103回安全技術検討会議事録より抜粋）

議題：保守管理要領の改正

出席者：（委員長）主幹ＺＺ、（委員）保修計画課長Ｌ、電気保修課代、施設保全課長

事務局：保修計画課

検討内容：保守管理要領の改正

コメント：第13条の改正について、この改正内容では、説明を受けなければ改正の意図を理解することが難しい。

QMS文書であり、使用する者が読んだだけで理解できるよう検討すること。

ＱＭＳ文書専

門部会付議

補足（ＱＭＳ文書専門部会答申書より抜粋）

議題：「保守管理要領」、「保全計画検討要領」、「保全の有効性評価要領」及び「点検・補修等の結果の確認・評価要領」

の改正について

出席者：（部会長）安全品質管理室長Ｃ、（部会員）各課担当者

事務局：安全品質管理室

検討内容：要領の改正内容

コメント：

○保守管理要領

「点検間隔をN年＋4ヶ月以内を目標に設定し、これを超過する場合には、次回点検までの設備、機器の健全性が維持で

きるか否かを第20条に基づく点検・補修等の結果の確認又はそれに準じた確認により・・・」の「準じた」について、もうす

こし方向性をはっきりさせ、別添-1（点検間隔/頻度の考え方について）に記載すること。

○その他要領

コメントなし

補足（保安管理専門委員会議事録より抜粋）

議題：「保守管理要領」、「保全計画検討要領」、「保全の有効性評価要領」及び「点検・

補修等の結果の確認・評価要領」の改正について

出席者：（委員長）所長Ｂ、（委員）炉主任ａ、品質保証室長Ｄ、プラント保全部長Ｉ、保修

計画課長Ｉ、プラント管理部長

事務局：品質保証室

検討内容：要領の改正について

コメント：なし

補足（改正履歴より抜粋）

【各要領の改正内容】

・プラント工程からの影響に伴う点検実施時

期の延長の考え方の追加

・特別な保全計画と長期停止設備の健全性

確認計画書との統合に伴う改正

【課長Ｌ】

確認

【担当ＫＫ】

改正案修正

【部長 Ｉ】

申請

主幹ＸＸ

確認

ＱＭＳ文書

専門部会

部会長Ｄ確認

補足（ＱＭＳ文書専門部会答申書より抜粋）

QMS文書専門部会答申書： 平成24年2月27日

保安規定及び上位文書との整合性が担保されている。

ＱＭＳ文書

専門部会

部会長Ｄ答申

【担当ＫＫ】

修正

【課長 Ｌ】

確認

【部長 Ｉ】

確認

補足（ＱＭＳ文書専門部会答申書より抜粋）

議題：保守管理要領の改正

出席者：（部会長）品質保証室長Ｄ

事務局：品質保証室

検討内容：特別な保全計画と長期停止設備の健全性確認計画書との統合に伴う修正等

コメント確認：

１．別添-1へ、具体的な記載がされていることを確認した。

ケースB点検実施

平成24年3月2日へ

【要因Ｔ１-１３０、Ｔ１-１２９】

要領改正時（要領の内容、審議及び承認過程）の要因と

同じ

平成24年2月10日から

35

準じた確認を取り入れた

要領の改正

【要因T１－１４８】

【E-39】

再掲

472系流量計

特性試験

（実績削除）

補足

⑦４７２系流量計：特性試験の点検記録が無い⇒未点検《過

去超過》

（未点検期間：平成２１年１月～平成２５年８月）

対象：472-FT002、472-FQ002

31 平成23年7月20日から

補足

平成25年7月～9月のチェック作業において点検実

績として認められなくなった

【要因T１－２７２】

プラント保全部安全技術検討会では、QMSにルールを採り入れる際には保安規定との整合につい

て確認すべきであるが、点検期限の一時的な延長の手法について議論されて認められていたが、

上位規定との整合に係る検討がなされておらず保安規定に整合しないものであった【Ｆ-38】
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ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＥＥ，ＦＦ，

ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，
ＤＤ
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課長
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課長代理（課代）
B19

チームリーダ（TL)
計装-ｊｊ
機械-ｋｋ
管理-A3
B36

担当
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チェック班

プラント保全部 保修計画課 電気保修課 機械保修課

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長
ｆ

I(次長兼務）
L

課長代理
（課代)
L
M

保全プログラム

敦賀本部長
代理
A⑦
A⑧

所長
A
B

副所長A１

原子炉主任技術
者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理室
長C

副主幹ｍ

品質保証室長
D

室長代理c

運営管理室

日付 トピックス
理事長
Ａ①
Ａ②

理事
A③
A④

敦賀本部長
A⑤
A⑥

平成24年2月28日

～

平成24年2月29日

平成24年3月2日

ン

平成24年3月1日

補足

電気チーム側

TIS：特別な保全計画に移行
特別な保全計画：外観（3ヶ月/回）
点計計画：外観、校正 1サイクル→3サイクル

備考欄に特保事項記載

絶縁抵抗測定、導通確認を削除

補足

②換気空調設備計装品：◆対象機器を機器番号のＡＤ又はＣＤに整理（ＳＶを削除）

⑤２次アルゴンガス系ガスクロ：◆機器番号毎に細分化（C‐L007、C‐L008、C‐L114、C‐L115、C‐L214）
⑥４１０系圧力指示計：◆外観点検及び特性試験の点検間隔／頻度の変更；１サイクル→２サイクル（410C‐PI003C）
⑥４２０系圧力指示計：◆外観点検及び特性試験の点検間隔／頻度の変更；１サイクル→２サイクル（420C‐PI003A、420C‐
PI003B、420C‐PI003C）
⑦４７２系容積式流量計：◆外観点検の点検間隔／頻度の変更；１サイクル→２サイクル、特性試験の点検間隔／頻度の変
更；３サイクル→２サイクル（472‐FT001、472‐FT002）

【電気保修課代Wインタビュー】

・一般の教育の内、部内教育のQMS教育は保修計画課が実施している。

・本件の特別な保全計画に関しての教育は、保修計画課から業連が出され説明会を開催して実施している。

しかし、電気保修課では主旨が伝わらず手続き不備が起きた。

・特保に移すことは初めての経験である。

・今までは特保に移った設備があり、点検計画とは分割して管理しているが、Rev5での特保への移行は今

回が初めてであり、移行方法について事前に検討が行われたようである。

・特別な保全計画に移行する手続きについては各要領に記載されていることは分っていたが、自身が詳しく

理解していたわけではない。

・本件は電気保修課のチェックで発見したものである。

・特別な保全計画を活かして「こう書けば良い」と保修計画課と相談した結果「点検計画表の備考欄に書け

ば良い」との言うことを課員から聞いたので、それで特別な保全計画に移行できると思っていた。

・特別な保全計画への移行については、特段関与していない。

・全てを確認することはできなかった

・詳しいチェックは行っていない

【ＴＬ-Ａ2及びＴＬ-ＴＴインタビュー】

・備考欄に記載すれば良いと考えており、点検計画を見てい

た

・点検計画の変更箇所は、特別な保全計画への移行だけで

はなく、点検工程の変更に伴う見直し等、確認箇所が多く、点

検項目の一つ一つについては確認していない

【課長Vインタビュー】

・一つ一つの変更箇所について、詳細な確認は行っていない

・当時は課内での上覧は無く、今すぐ印鑑を欲しいとのことであった。チェックする暇は

なかった。

・当時の課内、部内の業務の流れは、電気保修課で検討し決定した計画が保修計画

課に上がるような業務の流れではなく、担当が作成した計画をデータファイルに入れて、

それを保修計画課がまとめて上覧するとの流れであった。課として業務を行っているよ

うなものではなかった。担当者もファイルに入れるだけでチェックは行われていない状

況であった。

・このような業務の流れの中で各課での確認というより保修計画課が部として確認する

という感覚でいた。

・当時もいろいろトラブル等があり、ゆとりがなかった。

・保全計画についての教育実態は、当時は出向者が多く、教育としては導入教育で保

全計画の概要を話す程度の教育しかしていない。

供用前第2保全サイク

ルの保全計画の承認

（所長）及び確認（平成

24年3月1日改正5/平

成24年3月2日施行）

●改正内容

・添付資料－１点検計

画及び補修、取替え及

び改造計画の見直し

(40％出力試験先送り

に伴う実施時期変更

等)

・燃料取扱設備の点検

単位の記載適正化

・添付資料―２ 40％出

力試験先送りに伴う加

措置／代替措置の追

記及び設備健全性確

認計画書取り込み

・添付資料－３ ｢炉内

中継装置本体の落下

による設備への影響

評価等について｣の内

容を反映

補足（保全計画改正履歴より抜粋）

・40％出力試験先送りに伴う工程変更による

改正(サイクル期間26ヶ月強→47ヶ月強)

・従前より別途管理していた設備健全性確認

計画書に関して、保全計画との統合のための

改正

・合わせて特別な保全計画に追加措置／代替

措置の追記(MKS中断後の水・蒸気系保管状

態等を定めた特別な保全計画)

・IVTM関連の特別な保全計画の改正

【部長I】

確認

【部長I】

保全計画

作成

【室長Ｄ】

確認

【炉主任ａ】

確認

【所長Ｂ】

承認

【室長Ｅ】

確認

【担当ｊ】

保全計画本

文作成及び

点検計画の

とりまとめ

補足（各要領の改正履歴より抜粋）

○保守管理要領

・ 保安規定第23次改正に伴う変更

・保守管理要領に別添-1（点検間隔/頻度の考え方について）を追加した。

・ 記載の適正化

○保全計画検討要領

・ 保安規定第23次改正に伴う変更

・ 記載の適正化

○保全の有効性評価要領

・ 保安規定第23次改正に伴う変更

・ 「業務の計画に係る作成要領」の適用に伴う変更

・ 記載の適正化

○点検・補修等の結果の確認・評価要領

・ 保安規定第23次改正に伴う変更

・ 「業務の計画に係る作成要領」の適用に伴う変更

・ 記載の適正化

【部長I】

起案

【室長Ｅ】

合議

【担当KK】

回議書（「保

守管理要領」、

「保全計画検

討要領」、「保

全の有効性

評価要領」及

び「点検・補

修等の結果

の確認・評価

要領」の改正

について）作

成

【室長Ｄ】

合議

【炉主任ａ】

合議

【所長Ｂ】

決裁
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[QAP715]保守管理要

領(27次改正平成24年

2月29日;施行平成24

年3月2日)

[MQ715-13]保全計画

検討要領(8次改正平

成24年2月29日;施行

平成24年3月2日)

[MQ715-15]保全の有

効性評価要領(5次改

正平成24年2月29日;

施行平成24年3月2日)

[MQ715-18]点検・補修

等の結果の確認・評価

要領(5次改正平成24

年2月29日;施行平成

24年3月2日)

電気保修課の点検計画（電気・計測制御設備)改正(Rev5）

この段階で保全の有効性評価を実施せず、点検周期を変更した。

機器数の内訳は次のとおり

計装分：1203件、電気分：302件（H25.1.31現在）

なお、うち2件は改正0→改正2の段階でも変更しているため重複して計上している。

（Ｈ25.1.31現在）

【部長】

協議

【部長】

合議

【課長V、各TL、各担当】

点検計画の改正を実施し、点検計画の作成、特別な保全計画作成

【課長Ｏ、各TL、各担当】

点検計画の改正を実施し、点検計画の作成

【課長Y、各TL、各担当】

点検計画の改正を実施し、点検計画の作成

【課長、各TL、各

担当者】

点検計画の改正

を実施し、点検計

画の作成

【課長、各TL、各

担当者】

点検計画の改正

を実施し、点検計

画の作成
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補足（回議書添付資料より抜粋）

第13条 保全計画の策定及び変更

*1：点検間隔/頻度を保全サイクル単位とする場合には、点

検間隔をN年＋4ヶ月以内を目標に設定し、これを超過する

場合には、次回点検までの設備、機器の健全性が維持でき

るか否かを第20条に基づく点検・補修等の結果の確認又は

それに準じた確認により判断する。その結果、健全性が維持

可能な期間内で点検することができる。点検間隔/頻度を変

更する場合は、第22条に基づく保全の有効性評価を実施す

る。（考え方を別添-1に示す。）

平成23年11月14日から

平成24年2月27日から

点検計画（Rev5）改正

の実施

【頂上事象Ａ】（要因Ｔ１-５１）（再掲）

保全を担当するプラント保全部において、保

全計画（点検計画）に定めた点検期限を超過、

あるいは手続きをしないで点検頻度を変更した

【A-1】

【問題事象２】要因１-５３（再掲）

第2保全サイクル中に変更した

試験工程に合わせて改定した点

検計画において、所長以下の確

認・承認ライン職及び主任技術者

【問題事象1-4】（要因Ｔ１－１８０）（再掲）

電気保修課及び機械保修課では、トラブ

ル等によるプラント工程の変更に伴って点

検時期が延期される設備機器が発生した

際に、必要な手続きをしなかった【Ｂ-30】

【問題事象２】要因１-５

３（再掲）

第2保全サイクル中に

変更した試験工程に合

【問題事象２】要因１-５３（再掲）

第2保全サイクル中に変更した

試験工程に合わせて改定した点

検計画において、所長以下の確

認・承認ライン職及び主任技術

【問題事象1-2】（要因Ｔ１-１８３）（再掲）

所長以下のライン職、主任技術者等は、IVTM等のトラブルを受けて変更したプラント

工程に合わせて改定した保全計画（点検計画）を確認・承認する際に、電気・計測制御

設備の点検期限の超過や点検頻度が変更されていることを見つけられなかった【Ｂ-

20】

【要因Ｔ１-２２１】

【Ｃ-30】

再掲

【要因Ｔ１-２２２】

【C-38】

再掲
【問題事象1-2】（要因Ｔ１-１８３）（再掲）

所長以下のライン職、主任技術者等は、

IVTM等のトラブルを受けて変更したプラ

ント工程に合わせて改定した保全計画

（点検計画）を確認・承認する際に、電

気・計測制御設備の点検期限の超過や

点検頻度が変更されていることを見つけ

られなかった【Ｂ-20】

【要因Ｔ１－１８２】

【C-20】

再掲

【要因Ｔ１-１３０、Ｔ１-１２９】

要領改正時（要領の内容、審議及び承認過程）の要因と同じ

【要因T1-122、T1-111、T1-108、T1-109、T１-125】

保全計画制定・改正時（保全計画の内容、審議及び承

認過程）の要因と同じ

【要因Ｔ１-２０５】

【C-23】

【要因Ｔ１-２０３】

【C-24】

再掲

【要因Ｔ１－２５２】

電気保修課長及び課長代理は、点検計画から特別

な保全計画への移行手続きが適切になされていないこ

とを指摘すべきであったが、その手続きが適切になさ

れていないことを指摘できなかった【Ｄ-83、Ｄ-108】

【要因T１－２５３】

電気保修課の計装チームは、設備を特別な保全計画に

て管理する場合には、特別な保全計画に設備を記載する

とともに、点検計画の備考欄に特別な保全計画に移行す

る旨の記載を行うこととしていたにも関わらず特別な保

全計画への記載を行っておらず、点検計画の備考欄へ

の記載内容も誤った【Ｃ-79、Ｃ-105】

【要因Ｔ１－２４４】

【Ｄ－７９、１０６】

再掲

補助ボイラ設備

計装品点検

保守点検報告書

受領

【担当者】

報告書確認

【ＴＬ-ＴＴ】

確認

【課代Ｗ】

確認

【課長Ｖ】

確認

平成２３年７月２０日から
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260系アイソレータ

外観点検

特性試験

（期限超過）

補足

④２６０系アイソレータ：外観点検及び特性試験が点検期限を超過（前

点検の2010年10月に対し、次点検が2012年02月だった）
（未点検期間：平成２４年３月～平成２４年１１月）

対象：250C‐PT008A

【保修計画課長L インタビュー】

・特別な保全計画のリストを確認した際、特別な

保全計画へ移行する主な機器が1次系MGセット

くらいで少ないと思った。

・点検計画は各課の判断によるものであると

思っており、電気保修課へのフォローは行って

いない。

【課長Ｌ】

確認

補足

電気チーム側の点検計画に登録されている当該温度スイッチの点検内容

から絶縁抵抗測定、導通試験を削除したことによって、計装チーム側の点

検計画に登録されている当該温度スイッチと機器番号だけでなく点検内容

も一致した。

【要因Ｔ１－２５４】

電気保修課は、平成２１年の保全計画作成時、電気チームは

制御盤、計装チームは温度スイッチとして、当該機器の保全計

画（点検計画）を作成し保全計画（点検計画）改正で所掌範囲

が不明確なまま、詳細化の記載に伴い双方の計画に同じ機器

番号、点検項目等が記載された【Ｃ-151】

【要因Ｔ１－１７２】

【Ｆ-42】

【要因Ｔ１-２５６】

「保守管理要領」の改訂を確認・承認したライン職及び各会議体は、点検期限を一時

的に延長する場合には保安規定に則った手続きとなっていることを確認する必要が

あったが、「準じた確認」を採り入れた保守管理要領が、点検期限超過を前提とした内

容であるにも関わらず誤って承認した【Ｆ-44】

【要因Ｔ１-２５５】

「保守管理要領」の改訂を確認・承認したライン職及び各会議体は、点検期限を一時

的に延長する場合には保安規定に則った手続きとなっていることを確認する必要が

あったが、「準じた確認」を採り入れた保守管理要領は保安規定と整合しているとして、

判断を誤った【Ｇ-44】

（要因Ｔ１-１４４）

再掲

【Ｇ-40】

【要因Ｔ１-２０５】

【C-23】

再掲

【要因Ｔ１-２０３】

【C-24】

再掲

【頂上事象Ａ】（要因Ｔ１-５１）（再掲）

保全を担当するプラント保全部において、保

全計画（点検計画）に定めた点検期限を超過、

あるいは手続きをしないで点検頻度を変更した

【A-1】

（ａ-2所大チェックで点検実績が認められず電

気保修課所掌設備で点検期限超過した）

【問題事象1-14】（要因Ｔ１－７３）（再掲）

電気保修課では、同課が所掌する一部の

機器について、保全計画（点検計画）に定め

る点検項目、点検間隔／頻度、点検内容に

従った点検を実施しておらず点検期限を超

過した【B-92】

【電気保修課ＴＬ-ＴＴインタビュー】

・外観点検の点検記録の「動作確認」をもって特性試験と

したが、特性試験を証明できるものではなかった

補足

流量計の特性試験は、契約仕様書に記載されている

が、点検報告書には当該点検記録が無かった

【要因Ｔ1-58】

【C-99】

再掲

【要因T1-72  】

【Ｃ-95】

再掲

【要因T1-71】

【Ｄ-95】

再掲

【要因T1-69 】

【Ｅ-95 】

【要因T1-70】

【Ｅ-96 】

再掲



時系列「保全を担当するプラント保全部において、保全計画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは手続きをしないで点検頻度を変更した」(36/70) 添付資料-３
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ｅ
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ｆ

I(次長兼務）
L

課長代理
（課代)
L
M

保全プログラム

敦賀本部長
代理
A⑦
A⑧

所長
A
B

副所長A１

原子炉主任技術
者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理室
長C

副主幹ｍ

品質保証室長
D

室長代理c

運営管理室

日付 トピックス
理事長
Ａ①
Ａ②

理事
A③
A④

敦賀本部長
A⑤
A⑥

平成24年3月7日

平成24年3月12日

平成24年3月16日

～

平成24年3月23日

平成24年3月17日

～

平成24年3月22日

平成24年3月23日

ＩＶＴＭ原因究明の長期化及びＢＣＲＤの復旧に伴う工程変更

補足

出席者：副所長A１（議長）、運営管理室長Ｅ、室代Ｋ、プラント保全部長Ｉ、電気保修課長、燃料環境課長、

施設保全課長、プラント管理部長、安全管理課代

コメント：

・マスター工程の策定に際しては電源点検等、プラント全般に影響を与える作業について明記しておくこと。

・マスター工程の初版については、もんじゅの設備維持に必要な最小限の点検作業に絞り込んで制定す

るものとする。（M－Gセット等の点検は、削除すること。）

※特別な保全計画に基づく点検を行う計画に変更

・40％出力プラント確認試験に向けた点検の開始時期は、政府における原子力・エネルギー政策の見直

しの議論の方向性を踏まえた上で決定し、マスター工程に反映するものとする。

【TL-SS】

平成24年度

現地マス

ター工程表

案作成

【TL-SS】

平成24年度

現地マスター

工程策定に

係る承認書

作成

【室代Ｋ】

確認

【課長Ｌ】

保全サイクル

作業計画の

月間レビュー

（3月）を依頼
票にて依頼

【担当A4】
保全サイクル

作業計画の

月間レビュー

（3月）をメー
ルにて依頼

【担当A4】

各課から回

答票受領及

びとりまとめ

【課長Ｌ】

確認

【各担当】

月間レビュー（3月）を実施

【各担当】

月間レビュー（3月）を
実施

【各担当】

月間レビュー（3月）を
実施

【各TL】
確認

【各TL】
確認

【課長Ｙ】

実施結果を回答票

にて提出

（3/28）

【課長、各TL】
TLが確認し、課長が実
施結果を回答票にて

提出

（3/30）

【課長Ｌ】

電気保修課

分にコメント

ありのため、

電気保修課

長へ返却

【課長Ｖ】

保修計画課長より

コメント受領

保全サイクル作業計

画の月間レビュー実施

（3月）

【課長Vインタビュー結果】

コメントの修正依頼を受けて

いたが、物量も多くフォローが

出来ていないため、修正は完

了していない。

【室長Ｅ】

起案

現地マスター

工程検討会

（第1回）付議

【課長Vアンケート結果】

コメント内容を課長として確認することとしてチェックしてい

たが、業務多忙に伴いチェックを後回しとしてしまった。

【要因Ｔ１-１４２】

【D-25】

再掲

【担当者ＡＡ】

格納容器排気

ファンＡ簡易点

検の点検頻度を

一時的に変更（1

サイクル→2サイ

クル）

【機械Ⅱ

TL-Ｔ】

確認

【課長Ｏ】

承認

【課代Ｑ】

確認

【担当者ＡＡ】

格納容器排気

ファンＡの点検

期限までに点検

することが困難

であることから、

「準じた確認」を

実施

準じた確認１

【課長Ｖ】

実施結果を回答

票にて提出

【課長Ｏ】

実施結果を回答票

にて提出

（4/3）

【要因Ｔ１-２６０】

もんじゅでは、施設設備の安全を確保するために保全計画（点検

計画）に基づく点検工程の確保を確実にする必要があるが、試験工

程優先となっており、運営管理室に相談しても手続きで対応するよ

う示唆されるだけであった【Ｈ-24】

【担当AAインタビュー】

プラント工程優先なので、DGや補機冷の点検

のためにプラント工程を調整することはできな

いと思っていた

【要因Ｔ１-１５１】

【C-40】

再掲
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【要因Ｔ１-１９０、１-１８４、１-１８５】

マスター工程検討会の要因と同じ

平成24年度現地マスター工程

の策定

月間レビュー実施

準じた確認 平成24年1月18日から

【各TL】
確認

【各担当】

月間レビュー（3月）を
実施

補足

プラント保全部長へ未報告

【要因Ｔ１-２５９】

電気保修課長は、ルールに基づき所掌する設備の点検

予定と実績を取り纏めた月間レビューを保修計画課へ提

出すべきであったが、保修計画課長からのコメントに対し、

課内に対応を指示しなかった【Ｆ-63】

補足

平成24年度のマスター工程表策定のた

め

【要因Ｔ１-２３２】

【Ｇ-63】

再掲

【要因T1－１５４】

月間レビュー（マニュアルの内容）の要因と同じ

【要因Ｔ１-３７３】

【I-1】

【担当者Ｂ42、HH、

B43】

作成

【TL B23】

審査

【課長Ｏ】

承認

【課代Ｑ】

審査

検査要領書

福島第一原子力発

電所事故を踏まえた

ソフト面を含めた安

全対策の内、１次2次

主冷却配管の耐震

サポートの総点検

1次主冷却系設備配

管

支持蔵置外観点検

Q31-100J-11306-01

W0承認

補足

・目的

本確認は、平成23年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震による津波に起因する東京電力株式会
社福島第一発電所事故を受け、平成23年10月17日に福井県当局から「平成23年福島第一原子力発電所事
故を踏まえた事業者への安全対策の実施要請」を受けた。この要請の中で「緊急炉心冷却系統の耐震サ

ポートの総点検」についての項目があり、1次主冷却系設備の外観確認を実施するものである。
・対象機器

1次主冷却系配管支持装置
Aループ：86台 Bループ：86台 Cループ：86台
・検査方法： 外観状態を目視により確認する。

・判定基準： 変形・破損・発錆等がないこと。

・作業範囲を示すため概略系統図が添付されている。

・点検記録は、個々の支持構造物毎にリスト化され、異常（打痕・傷、変形・破損、相互干渉、発生）の有無が

記録されている。

・点検実施日

平成24年3月8日～平成24年8月29日
・検査成績書

福島第一原子力発電所事故を踏まえたソフト面を含めた安全対策の内、１次2次主冷却配管の耐震サポー
トの総点検

1次主冷却系設備配管支持蔵置外観点検（Q23‐100J‐11306‐01）
Z0承認：平成24年8月30日

（機械保修課TLR インタビュー結果）
・「福島の水平展開」に関しては、福井県からの指示により実施

したものであり、その要求に応えるために、点検対象（崩壊熱除

去系）の支持構造物のリストを作成し、要領書及び成績書を作

成した。しかし、リスト作成は県対応のためという認識で、その内

容を次回点検時に反映する考えはなかった。

【要因Ｔ１－２５７】

機械保修課チームリーダーは、福井県から

の指示により実施した「福島の水平展開」

※に際し、点検対象（崩壊熱除去系）の支

持構造物のリストを作成し、要領書及び成

績書に使用したが、リスト作成は県からの

要求に応えるためと認識しており、その内

容を保全計画（点検計画）に基づく点検に

反映する考えはなかった 【Ｄ‐139】

【機械保修課長O インタビュー結果】
・点検計画では対象の機器はある頻度で定められた点検を行う。支持

装置の場合は外観検査である。点検計画で定められた点検をやって行

けばよいと考えていた。支持装置として機能上の要求を満足する必要

があるとは思っていたが、点検計画に定められた点検をやって行こうと

考えていた。

・福井県からの要請の件は、要請を受けた後若狭地区の他の電力とも

協議したうえで統一したフォーマットで点検記録をまとめて福井県に対し

て回答することにしていたので、点検計画に反映する必要はないと考え

ていた。点検計画は点検計画として決められた通りに行なっていけばよ

いと考えていた。

【要因Ｔ１－２５８】

機械保修課長は、保全計画（点検計画）に記載がな

い点検でも、県の要請等により実施した耐震支持構

造物の点検において支持構造物を個別に識別しリス

ト化たことから、点検計画に基づく点検においても、

要領書や記録に反映すべｊきであったが、点検計画

のとおり1式で点検すべきとして考え反映しなかった
【Ｅ‐129】

【要因Ｔ1-42】

【Ｆ-128】

再掲

補足

・福島第一原子力発電所事故を踏まえたソフト面を含

めた安全対策の内、1次2次主冷却系配管の配管サ
ポートの総点検

【要因Ｔ１－42】
【Ｆ‐128】
再掲
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担当
ｍｍ、ｎｎ、B50

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW

担当
OO
A6
JJ
KK
ｊ

チームリーダ
（TL）
RR

担当
ｋ
A4

計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT
計装A2

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd

計装
Ａ2、ee、MM、gg、hh、pp、

ｆｆ、uu、ｘｘ

電気、水蒸気
ＱＱ、bb、cc、ｒｒ

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

室長
E
F

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

チームリーダ
(TL)
SS

部長
J
I
K

次長
I
F
Y
Z

燃料環境課

施設保全課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

プラント
管理部長

試験・工程管理チーム

課長
U
Ｖ

課長代理
（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

チームリーダ（ＴＬ）

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
B23

担当
ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＥＥ，ＦＦ，

ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，
ＤＤ

B42、B43

課長
Y
ii

課長代理（課代）
B19

チームリーダ（TL)
計装-ｊｊ
機械-ｋｋ
管理-A3
B36

担当

所大
チェック班

プラント保全部 保修計画課 電気保修課 機械保修課

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長
ｆ

I(次長兼務）
L

課長代理
（課代)
L
M

保全プログラム

敦賀本部長
代理
A⑦
A⑧

所長
A
B

副所長A１

原子炉主任技術
者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理室
長C

副主幹ｍ

品質保証室長
D

室長代理c

運営管理室

日付 トピックス
理事長
Ａ①
Ａ②

理事
A③
A④

敦賀本部長
A⑤
A⑥

平成24年3月26日

平成24年3月27日

～

平成24年4月18日

現地マスター工程の

策定

（平成24年度）

【部長】

合議

【室長Ｄ】

確認

【所長Ｂ】

承認

【炉主任ａ】

確認

【TL- SS】

平成24年度

現地マスター

工程制定を

周知するた

め、エンジニ

アリングシー

ト作成

【室代Ｋ】

承認

【部長K】

合議

補足（ESの表紙より抜粋）

24年度現地マスター工程策定（制定）

ＩＶＴＭ関連工事、機能確認試験：平成24年４月～平

成24年７月

ＢＣＲＤ点検、作動試験：平成24年4月～平成24年７

月

冷却系統設備等点検：平成24年７月～平成25年3月

メール着信先を で示す。

【TL-ＳＳ】

・口頭で室長

に確認後、Ｂ

ＣＲＤ駆動部

取り外し、ＩＶＴ

Ｍ機能確認を

追加した3/26

版の設備点検

日割工程表を

関係各室に連

絡

敦賀本部、所幹部、各課室及びメーカに周知 周知 周知

【担当ＦＦ】

ＤＧ-Ａ号機温度調

節弁の分解点検の

頻度を一時的に変

更（3サイクル（40ケ

月）→46ケ月）

【機械ⅡTL-Ｔ】

確認

【担当ＦＦ】

ＤＧ-Ｃ号機空気

だめの安全弁、

温度調節弁及び

電磁弁の分解

点検の頻度を一

時的に変更（3サ

イクル（40ケ月）

→48ケ月）

【機械ⅡTL-Ｔ】

確認

【課長Ｏ】

承認

【課代Ｑ】

確認

【課長Ｏ】

承認

【課代Ｑ】

確認

ＢＣＲＤ駆動部取り

外し、ＩＶＴＭ機能確

認を実施すること

から、系統のナトリ

ウムドレンができ

ず、点検が困難と

なった。

【担当者ＦＦ】

ＴＬ-Ｔ、課長に、非

常用ディーゼル発

電機設備（ＤＧ）Ａ号

機温度調節弁の分

解点検及びＤＧ－Ｃ

号機空気だめの安

全弁、温度調節弁

及び電磁弁の分解

点検の点検期限内

に点検することが

困難であったので、

有効性評価で対応

することを相談した。

【課長Ｏ】

担当者ＦＦか

ら相談を受け、

評価の方法と

して、「準じた

確認」があり、

課内に実例

があることを

伝えた。

【TL-Ｔ】

担当ＦＦから

相談を受けた。

【担当ＦＦ】

課内の実施例を

参考にして「準じ

た確認」を実施

【担当ＦＦインタビュー結果】

準じた確認のルールを知らなかった

準じた確認２

準じた確認３

37平成24年4月20日へ

【要因T1-151、260】

準じた確認と同じ

準じた確認

周知 周知 周知 周知

【要因T1-151、260】

準じた確認と同じ
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担当
ｍｍ、ｎｎ、B50

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW

担当
OO
A6
JJ
KK
ｊ

チームリーダ
（TL）
RR

担当
ｋ
A4

計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT
計装A2

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd

計装
Ａ2、ee、MM、gg、hh、pp、

ｆｆ、uu、ｘｘ

電気、水蒸気
ＱＱ、bb、cc、ｒｒ

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

室長
E
F

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

チームリーダ
(TL)
SS

部長
J
I
K

次長
I
F
Y
Z

燃料環境課

施設保全課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

プラント
管理部長

試験・工程管理チーム

課長
U
Ｖ

課長代理
（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

チームリーダ（ＴＬ）

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
B23

担当
ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＥＥ，ＦＦ，

ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，
ＤＤ

B42、B43

課長
Y
ii

課長代理（課代）
B19

チームリーダ（TL)
計装-ｊｊ
機械-ｋｋ
管理-A3
B36

担当

所大
チェック班

プラント保全部 保修計画課 電気保修課 機械保修課

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長
ｆ

I(次長兼務）
L

課長代理
（課代)
L
M

保全プログラム

敦賀本部長
代理
A⑦
A⑧

所長
A
B

副所長A１

原子炉主任技術
者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理室
長C

副主幹ｍ

品質保証室長
D

室長代理c

運営管理室

日付 トピックス
理事長
Ａ①
Ａ②

理事
A③
A④

敦賀本部長
A⑤
A⑥

平成24年4月1日

～

平成24年4月20日

【担当ＧG】

原子炉格納容器

貫通部局部漏え

い率試験及び外

観点検の点検頻

度を一時的に変

更するため「準じ

た確認」を実施

・漏えい率試験（3

サイクル→4サイ

クル）

・外観点検（1サイ

クル→2サイクル）

副主幹Ｒ

/機械ⅠTL-Ｓ

【課長Ｏ】

承認

【課代Ｑ】

確認

東日本大震災で

の福島第一原

発事故の影響

により性能試験

の工程の目途

が立っておらず、

原子炉格納容

器全体漏えい率

試験（Ａ種試験）

が延伸しており、

B,C種試験も延

伸することが合

理的。

【担当ＧＧ】

ＴＬ-Ｔ、課長に、

原子炉格納容

器貫通部局部

漏えい率試験及

び外観点検を合

理的に延長する

ことを相談

【課長Ｏ】

担当ＧＧから

相談を受け、

「準じた確認」

で良いと伝え

た。

【TL-Ｔ】

担当ＧＧから

相談を受けた。

【担当ＧＧ】

課長Ｏから「準じ

た確認」でよいと

言われた。

【担当ＧＧ】

評価の様式を保

修計画課に相談

【担当】

様式の問い

合わせに対し、

様式は特に

決まっていな

いと回答した。

準じた確認４

【担当ＨＨ】

保修計画課TL-

ＷＷに、機器冷

却系冷凍機A

圧縮機、油圧ポ

ンプが点検期限

までに点検する

ことが困難である

ことが分かった。
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38 平成24年4月23日へ

準じた確認

平成24年3月26日から

【要因T1-151、260】

準じた確認と同じ

【課長Ｌ】

年度作業計画

作成及び年度

作業計画の月

間レビュー（4

月）を依頼票

にて依頼

年度作業計画作成及び年度作業計画の月間レビュー（4月）を実施した

補足（年度作業計画、月間レビュー記録を基に記載）

淡水供給系（淡水供給設備制御盤、排水移送系計

測・制御設備現場操作盤）について、発注仕様書及び

記録では制御盤の点検を実施していないが、計器類の

点検を毎月実施していることから毎月実施する計画とし、

毎月実績あり。

【ＴＬ-ＴＴインタビュー】

淡水供給系（淡水供給設備制御盤、排水移送系

計測・制御設備現場操作盤）について、淡水・排水

設備計測計器点検（点検間隔/頻度：毎月）の計画

及び実績を用いていた

【要因Ｔ１－２６２】

電気保修課チームリーダー及び担当者は、保

全計画（点検計画）の点検間隔/頻度で点検を

実施しておく必要があったが、実際に行われて

いる制御盤等の外観点検の点検周期と保全計

画（点検計画）における点検間隔/頻度が整合

していないことの確認がなされていなかった【Ｄ-

116】

マニュアルに基づく作業計画及び月間レ

ビューの実施

【要因Ｔ１－２６３】

電気保修課チームリーダー及び担当者は、保全計

画（点検計画）で毎月と定められた淡水・排水設備の

制御盤等の外観点検を1回/3ヶ月の頻度で実施してい
るにも関わらず、同設備における計測計器点検におい

て毎月点検する際に当該盤の外観も合わせて点検し

ていると考え、当該盤の外観点検は毎月実施している

と誤認していた【Ｃ‐116】

【要因Ｔ１－２４５】

【Ｆ‐114】
再掲

【要因Ｔ１－２６１】

電気保修課チームリーダー及び担当者は、保全計

画（点検計画）の点検間隔/頻度及び点検内容が点検
計画に沿っていることを常に確認しておくべきであった

が、点検計画を常に確認し、その内容に沿って点検を

行うことが出来ていなかった【Ｅ‐116】
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ｆ

I(次長兼務）
L

課長代理
（課代)
L
M

保全プログラム

敦賀本部長
代理
A⑦
A⑧

所長
A
B

副所長A１

原子炉主任技術
者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理室
長C

副主幹ｍ

品質保証室長
D

室長代理c

運営管理室

日付 トピックス
理事長
Ａ①
Ａ②

理事
A③
A④

敦賀本部長
A⑤
A⑥

平成24年4月23日

平成24年4月26日

平成24年4月27日

平成24年5月1日

平成24年5月22日

～

部内教育にて「保全プログラム教育（定期：年1回）」教育受講

教育内容：点検時期/頻度を保全サイクル単位とする場合には、点検間隔をＮ年+4ヶ月以内を目標に設定し、これを超過する場合には、次回点検までの設備、機器の健全性が維持できるか否かを第20条に基づく点検・補修等の結果の確認又はそれに準じた確認により判断する。

その結果、健全性が維持可能な期間内で点検することができる。点検間隔/頻度を変更する場合は、第22条に基づく保全の有効性評価を実施する。

（出席率：全体約66％、電気保修課80％、機械保修課42％当日のみ）であり、別途フォローを実施した結果、最終的な受講率： 全体92％、電気保修課93％、機械保修課46％）

部内教育にて「保全プ

ログラム教育（定期：年

1回）」教育実施

【電気保修課ＴＬ-Ａ２イン

タビュー】

有効性評価が困難だっ

たので、「準じた確認」が

ルール化され、この方法

を用いて点検時期変更を

課長に説明できると思っ

た。

【電気保修課ＴＬ－ＱＱインタ

ビュー】

教育を受けたが、「準じた確

認」について、よく覚えていな

い。

【電気保修課ＴＬ－ＴＴインタ

ビュー】

「準じた確認」と「有効性評価」

の違いが判らなかった。

【電気保修課課員ＭＭインタ

ビュー】

有効性評価を多数行うのは難しい

と考えていたので、「準じた確認」の

ルール化を受けて、自分なりに評価

の実施方法の検討を進めた。

【部長Ｋ】

確認

副主幹Ｒ

/機械ⅠTL-Ｓ

【課長Ｏ】

承認

【課代Ｑ】

確認

【担当ＨH】

ＱＭＳ改正に係

る部内教育で

「準じた確認」を

知った。

【担当ＨＨ】

保修計画課TL

ＷＷに、「準じた

確認」の実施に

ついて相談した。

【担当HHのイ

ンタビュー結

果】

担当ＨＨから

相談を受けた

TLWWは、評

価方法は問わ

ず、様式はな

んでもよいと

回答した。

【担当ＨＨ】

保修計画課TL

ＷＷから評価方

法は問わず、様

式は何でもよい

と言われた

準じた確認５

【課長Ｏインタビュー結果】

「準じた確認」ではあるが、重要度の高

い設備については、部長まで上覧しよ

うと考えた。

【部長Ｋインタビュー結果】

「準じた確認」ではあるが、重要度の

高い設備については、部長にまで情

報が来ると理解した。

【担当ＨH】

機器冷却系冷凍機

A 圧縮機、油圧ポ

ンプ 外観点検、分

解点検、機能・性能

試験の点検頻度を

一時的に変更する

ため「準じた確認」

を行った。（3サイク

ル→4サイクル）

【要因Ｔ１-２６５】

保修計画課は、設備の点検時期の一時的な延期を行う場合の対応として、不適合管理の下

で延期する時期までの設備の健全性評価を行う必要があったが、保守管理要領に「準じた確

認」を採り入れたことに伴い教育を行った【Ｄ-44】

ケースC

点検期限超過

38

補足

平成24年度第4回保安検査において確認され
た。（平成25年3月7日）

準じた確認

平成24年4月20日から

準じた確認を取り入れた要領の

部内教育

【要因Ｔ１-２６４】

プラント保全部長は、点検期限を一時的に延長する場合には保安規定に則った手続きで処理す

る必要があったが、「準じた確認」を点検期限の一時的な延長のための方法として保守管理要領

に規定した【Ｅ-44】

【要因Ｔ１-２５６】

【F-44】

【要因Ｔ１-２５１】

【F-45】

再掲

補足（不適合報告書から記載）

前回点検実施月：平成22年12月

・前回点検実施月を起点とした点検期限：平成24年4月

・ディーゼル発電機休止期間（平成22年12月～平成23年6月：6M）を考慮した点

検期限：平成24年10月

【要因T1-151、260】

準じた確認と同じ

【担当者ｆｆ】

発注仕様書作成

【ＴＬ-ＴＴ】

発注仕様書確認

【課代Ｗ】

確認

【課長Ｖ】

確認、承認

原子炉補機冷却水系

／海水系

計装品点検

発注／契約
補足

⑥４１０、４２０系圧力指示計

補足

外観点検及び特性試験（校正試験）は、仕様書に記載有り

特性試験（大気解放ゼロ点確認）は、仕様書に記載無し
補足

大気解放ゼロ点確認とは、「圧力指示計を大気圧とし、ゼロ点を

指示していることを確認する。」のこと（以下同じ）
平成２４年９月、平成２４年１１月、平成２

５年１月へ

40

250系圧力発信器

外観点検

特性試験

（期限超過）

補足

④２５０系圧力発信器：外観点検及び特性試験が点検期限を超過（前

点検の2010年12月に対し、次点検が2013年04月だった）
（未点検期間：平成２４年５月～平成２４年１２月）

対象：250C‐PT008A

39 平成24年7月2日へ

【頂上事象Ａ】（要因Ｔ１-５１）（再掲）

保全を担当するプラント保全部において、保

全計画（点検計画）に定めた点検期限を超過、

あるいは手続きをしないで点検頻度を変更した

【A-1】

【問題事象1-2】（要因T１-１８３）（再掲）

所長以下のライン職、主任技術者等は、IVTM等のトラ

ブルを受けて変更したプラント工程に合わせて改定した保

全計画（点検計画）を確認・承認する際に、電気・計測制

御設備の点検期限の超過や点検頻度が変更されている

ことを見つけられなかった【Ｂ-20】

【要因Ｔ１－２０５】

【Ｃ-23】

【要因Ｔ１－２０３】

【Ｃ-24】

再掲

【問題事象1-22】要因T１－４０１（再掲）

機械保修課では、清水膨張タンク等の保全

計画（点検計画）が、定めたとおりの点検間隔

で点検管理できるものとなっていなかった 【Ｂ

-119】

【要因Ｔ１－１１１】

【Ｃ-119】

再掲

【頂上事象Ａ】（要因Ｔ１-５１）（再掲）

保全を担当するプラント保全部において、保

全計画（点検計画）に定めた点検期限を超過、

あるいは手続きをしないで点検頻度を変更した

【A-1】

（ａ-2所大チェックで点検実績が認められず電

気保修課所掌設備で点検期限超過した）

【問題事象1-14】（要因Ｔ１－７３）（再掲）

電気保修課では、同課が所掌する一部の

機器について、保全計画（点検計画）に定め

る点検項目、点検間隔／頻度、点検内容に

従った点検を実施しておらず点検期限を超

過した【B-92】

【要因T1-72 】

【Ｃ-95】

再掲

【要因T1－71 】

【Ｄ-95】

再掲

【要因T1-69 】

【Ｅ-95 】

【要因T1-70】

【Ｅ-96 】

再掲

４７２系流量計

特性試験

（期限超過）

補足

⑦４７２系流量計の特性試験（校正試験）

平成２１年１月以降点検を実施していないことから点検期限超過

（平成２４年２月２８日に受領した報告書に記録がないため、平成２４

年２月及び平成２３年１２月の点検実績が認められず、点検期限超

過）

【頂上事象Ａ】（要因Ｔ１-５１）（再掲）

保全を担当するプラント保全部において、保

全計画（点検計画）に定めた点検期限を超過、

あるいは手続きをしないで点検頻度を変更した

【A-1】

（ａ-2所大チェックで点検実績が認められず電

気保修課所掌設備で点検期限超過した）

【問題事象1-14】（要因Ｔ１－７３）（再掲）

電気保修課では、同課が所掌する一部の

機器について、保全計画（点検計画）に定め

る点検項目、点検間隔／頻度、点検内容に

従った点検を実施しておらず点検期限を超

過した【B-92】

【要因T1-58 】

【Ｃ-99】

再掲

【要因T1－24 】

【Ｃ-92】

再掲

【要因T1－29 】

【Ｄ-104】

再掲

【要因T1－28】

【Ｄ-103】

再掲
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日付 トピックス
理事長
Ａ①
Ａ②

理事
A③
A④

敦賀本部長
A⑤
A⑥

平成24年6月4日

平成24年6月7日

平成24年6月13日

平成24年6月14日

平成24年6月19日

平成24年6月26日

平成24年7月1日

平成24年7月2日

【担当ＡA】

燃料取扱設備

室排気ファンＡ

簡易点検の点

検間隔を一時的

に変更するため

の「準じた確認」

を実施（1サイク

ル→2サイクル）

【機械Ⅱ

TL-Ｔ】

確認

【課長Ｏ】

承認

【課代Ｑ】

確認

準じた確認６

保守管理要領(28次

改正

施行H24/6/4)

第13条 保全計画の策

定及び変更

（第２７次改正と同じ記

載）

【担当ＡA】

空調用冷媒冷凍

機Ｃ簡易点検の

点検間隔を一時

的に変更するた

め「準じた確認」

を実施（1サイク

ル→2サイクル）

【機械Ⅱ

TL-Ｔ】

確認

【担当ＡA】

空調用冷水冷凍

機ⅡＡ及び空調

用冷水冷凍機ⅡB

簡易点検の点検

間隔を一時的に

変更するため「準

じた確認を実施（1

サイクル→2サイ

クル）

【機械Ⅱ

TL-Ｔ】

確認

【課長Ｏ】

承認

【課代Ｑ】

確認

【課長Ｏ】

承認

【課代Ｑ】

確認

メール着信先を で示す。

【TL-ＳＳ】

・口頭で室長

に確認後、Ｂ

ＣＲＤ工程の

見直しなど、

5/30Ｒ1版の

設備点検日

割工程表を関

係各室に連

絡

原子炉補機冷却

海水系Ｃ系の設

備点検時期が8

月以降となった

ため、点検が困

難となった。

準じた確認７

準じた確認８

【ＴＬ ＳＳインタビュー】

BCRD機能試験の工程詳細化及びＲＣＷＳ（Ｃ）、Ｄ/

Ｇ（Ｃ）冷却器清掃の実施時期の見直しの結果を工

程表に反映した

34

準じた確認

準じた確認

平成24年1月18日から

【部長】

プラント保全

部部会にて

今後の点検

項目のリスト

アップに対す

る方針を決

定

補足（議事録から記載）

【保修計画課長から周知】

・平成24年度実施予定の「設備維持のための点検」「起動
に向けての点検」について部長及び保修計画課長にて、各

課その必要性について、ヒアリングして確認する。

・点検の必要性では、「点検計画による」は、理由にならな

い。運転実績、点検実績、劣化傾向等を評価してどうしても

行わなければならない理由となっていること。

【所長代理Ｖ

Ｖ】

維持管理費

の削減指示

補足（所長代理からの発信メールから記載）

7/2の拡大理事長打合せにて、理事長から指示のあったも
んじゅに係る予算削減についてセンター幹部へ周知

【理事長からの指示内容】

・機構予算が厳しい中、もんじゅ、FaCT（FBRサイクル実用化
研究開発）も大きく削減が必要。

FBRセンター

運営会議にて、

もんじゅ維持

管理費削減に

係る検討指示

(6/19)

補足（議事録から記載）

８．もんじゅ維持費削減

もんじゅ維持管理費削減計画案について、予算状況、削減方策、実

施計画を確認。

資料抜粋

１．予算状況

もんじゅ維持費は、FBRサイクル研究開発費の大きな部分を占めて
おり、効率的な研究開発の推進のためにも、維持管理費の低減は

機構の大きな課題である。

２．維持管理費削減方策

（１）点検・修繕費

①保全物量の見直し・適正化

以下の項目の精査・見直しを実施する。

a.停止時のプラント維持のための点検項目
b.試験再開に向けた点検項目
c.本格運転開始までの点検項目
d.本格運転開始以降の点検項目

予算削減

【要因T1-151、260】

準じた確認と同じ

【要因T1-151、260】

準じた確認と同じ

【要因T1-151、260】

準じた確認と同じ

712系液位指示計

外観点検

特性試験

（期限超過）

補足

⑨７１２系液位指示計：外観点検及び特性試験が点検期限を超過（前

点検の2011年02月に対し、次点検が2012年12月だった）
（未点検期間：平成２４年７月～平成２４年１１月）

対象：712‐LI002C2

39
平成24年4月27日から

【頂上事象Ａ】（要因Ｔ１-５１）（再掲）

保全を担当するプラント保全部において、保

全計画（点検計画）に定めた点検期限を超過、

あるいは手続きをしないで点検頻度を変更した

【A-1】

（ａ-2所大チェックで点検実績が認められず電

気保修課所掌設備で点検期限超過した）

【問題事象1-14】（要因Ｔ１－７３）（再掲）

電気保修課では、同課が所掌する一部の

機器について、保全計画（点検計画）に定め

る点検項目、点検間隔／頻度、点検内容に

従った点検を実施しておらず点検期限を超

過した【B-92】

【要因T1-72 】

【Ｃ-95】

再掲

【要因T1-71 】

【Ｄ-95】

再掲

【要因T1--69 】

【Ｅ-95 】

【要因T1-70】

【Ｅ-96 】

再掲
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A⑧

所長
A
B

副所長A１

原子炉主任技術
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（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理室
長C

副主幹ｍ

品質保証室長
D

室長代理c

運営管理室

日付 トピックス
理事長
Ａ①
Ａ②

理事
A③
A④

敦賀本部長
A⑤
A⑥

平成24年7月9日

～

平成24年7月17日

平成24年8月1日

平成24年8月7日

平成24年8月23日

平成24年8月27日

～

平成24年8月30日

平成24年9月1日

～

【担当ＭＭ】

電気計装品類

の健全性が維

持可能な期間の

設定方針

【各ＴＬ】

確認

【課長Ｖ】

作成

【部長Ｋ】

承認

【室長Ｆ】

確認

【室長Ｄ】

確認

【課代Ｗ】

メール着信先を で示す。

【TL-ＳＳ】

・口頭で室長に確認後、7/19Ｒ4版

の設備点検日割工程表を関係各

室に連絡。

プラント保全

部安全技術検

討会（第137

回）付議

【課長Ｖ】

「電気計装品類

の健全性が維持

可能な期間の設

定方針」として安

全技術検討会に

申請

【担当ＭＭ】

電気計装系に関

する「準じた確

認」方法を提案

議題：健全性が維持可能な期間の設定方針について（電気計装品類）

出席者：（委員長）技術主幹ＺＺ、（委員）電気保修課長Ｖ、保修計画課長Ｌ、燃料環境課長、機械保修課代Ｑ

事務局：保修計画課

検討内容：プラント工程の変更により前回性能試験後から供用開始前第２サイクルの期間が延長され、当初想定した保全サイク

ル（16ケ月）を超過する見通しである。そのため、保守管理要領に基づき、評価方針により電気計装品類の健全性が担保できる期
間として健全性が維持可能な期間を設定する。

コメント：

品質保証室長、運営管理室長の確認を得ることを条件で妥当と判断する。

評価・確認の際は、点検・補修等の結果の確認・評価と同様にプラント保全部長の承認、品質保証室長、運営管理室の確認を得

ること。

原子炉補機冷却

海水系Ａ系の設備

点検時期が11月

以降となったため、

点検が困難となっ

た。

プラント保全部長承認

平成24年8月30日
指示：なし

【担当ＭＭインタビュー】

有効性評価を多数の機器に実施するのは難しく、

「準じた確認」を用いれば健全性の評価が容易に

なるので、自分なりに評価方法について検討を進

めていた。

【担当ＭＭインタビュー】

電気計装品類の点検は、燃料環境課も行うので、情

報の共有化を図るため、部の安全技術検討会に諮

るように課長Ｖより指示を受けた。
【担当ＭＭインタビュー】

「準じた確認」は第20条「点検・補修等の結果の確認・評

価」に準ずるものであるため、この設定方針に基づいて確

認・評価した結果も20条と同じ承認行為をするようにとのコ

メントと理解し、議事録を作成した。

【要因Ｔ１－２５６】

【F-44】

再掲

補足（第137回安全技術検討会議事録から記載）
安全技術検討会で両室長の確認を得ることが承認の条件であったため

確認・上覧された

補足（第137回安全技術検討会議事録から記載）
安全技術検討会で両室長の確認を得ることが承認の条件であったため

確認・上覧された

準じた確認

【課長ii、TL-jj、TL-kk、TL-A3】

請求契約 部長ヒアリング出席

【部長K】

請求契約

部長ヒアリン

グ実施

【課長L】

請求契約

部長ヒアリン

グ出席

課内打合せにて燃

取機器洗浄槽等点

検（計装分）を平成

24年度は取りやめた

補足（説明資料及び議事録から記載）

【出席者】

プラント保全部長、燃料環境課（課長、ＴＬ‐jj，kk，A3）、保修計画課長他
【議事録】

年内に予定しているドリップパン洗浄前に点検を実施したい。：燃料環境課

⇒点検せずに洗浄しても問題ないのではないか。：保修計画課長

⇒確かにランクは低い作業であるが、エントリーのみしておく。：燃料環境課

⇒エントリーは構わないが、政策決定後、上層部へ説明する際に先送りになる又は実施し

ない可能性は高い。：保修計画課長

補足（ＴＬ-ｊｊインタビュー）

部長ヒアリングにて、共通保修設備燃取機器洗浄設備（計装分）の点検を平成24

年度に実施することの理解が得られなかったことから、平成24年度の点検は取りや

めることとした

燃料環境課における

請求計画部長ヒアリングの実施

電気保修課における準じた確認方法

の提案検討

【委員長ＺＺインタビュー】

当検討会のコメントとしては、「品質保証室長、運営

管理室長の確認を得ることを条件に審議の結果を

妥当と判断する」としたものであり、評価・確認の際

に、部長、両室長の確認を得ることを求めたもので

はない。

42 平成24年11月3日へ

【要因Ｔ１－２６８】

保全計画（点検計画）の履行に必要な予算を確保し計画に則った点検を行う必要があるが、

燃料環境課では、年度当初は保全計画（点検計画）どおりに点検を予定していたにも関わら

ず、全体予算削減の中で、燃料環境課の一部の設備の点検予算が確保できなくなった【Ｃ-

46】

【要因Ｔ１－２６６】

プラントの安全確保に必要な保全計画（点検計画）遂行のための予算は、常に確保されるべきも

のであるが、機構全体での予算調整においてセンター所長から点検計画を遵守するための予算

を確保する必要があることについての説明が不足したため、トップマネジメントとして「安全を最優

先に必要な資源を確保し充当する」というコミットメントができなかった【Ｅ-46】

【要因Ｔ１－１８６】

【H-27】

再掲

【要因Ｔ１-１１６】

【Ｊ-15】

再掲

【担当者】

発注仕様書

作成

【ＴＬ-ＴＴ】

発注仕様書

確認

【課代Ｗ】

確認

【課長Ｖ】

確認、承認

補助ボイラ設備

計装品点検

発注／契約
補足

⑦４７０、４７１系電空変換器

⑦４７１系圧力指示計

⑦４７２系流量計

補足

４７０、４７１系電空変換器の分解点検は、仕様書に記載無し

（なお、消耗品交換として、フィルタ交換は記載有り）

４７１系圧力指示計の特性試験（大気解放ゼロ点確認）は、仕様書に記載無

し

４７２系流量計の特性試験は、仕様書に記載無し
補足

分解点検とは、「パイロットリレー、減圧弁、

フィルタの交換を行う。」のこと（以下同じ）

平成２４年１２月へ

67

計装チーム側

212_dps01～03

点検期限超過

【要因Ｔ１－９０】

【C-150】

再掲

【問題事象1-27】（要因Ｔ１－９１）（再掲）

電気保修課は、保全計画（点検計画）において、

２次主冷却系循環ポンプの温度スイッチ等が重

複記載されており、電気チーム側の点検は実施

していたが、計装チーム側は保全計画（点検計

画）に従った点検を実施していなかった【B-150】

ケースC点検実施

420系圧力指示計

特性試験

（実績削除）

補足

⑥４２０系圧力指示計：特性試験（大気解放ゼロ点確認）が点検記録から

確認できず

対象：420C-PI003B

40 平成２４年５月２２日から

【担当者Ｂ50】

作成

【TL B36】

審査

【課長ｉｉ】

承認

【課代B19】

審査

【燃料環境課長ｉｉ インタビュー結果】

・外観点検では、配管系統図で対象範囲を示して実施すれば良いものと

考えていた。

・要領書の｢1式」については、支持構造物は重要度の高いものから低い
ものもあるので、｢1式｣でよいと考えた。
・可視範囲について、保温材等で見えないところは、保温材に著しい傷

等があれば見ることとしていた。

・点検要領書の承認時には、点検計画との整合性を確認した。前回の点

検要領書が通っているのでこれでよいと考えていた。

【要因Ｔ１－４１】

【D‐122】
再掲

保守点検要領書

(Q42-500J-12039-07)

WO承認

燃料取扱設備及び貯

蔵設備外観点検

補足

・対象機器

配管支持構造物

（燃料出入機冷却装置、炉外燃料貯蔵槽、炉外燃料貯蔵槽1次補助Na系、炉外燃料貯蔵槽1次アルゴンガス系、炉外燃料貯蔵槽2次アルゴ
ンガス系、燃料検査設備、燃料池水冷却浄化装置） ※不適合対象のみ記載

・作業内容

目視で可視範囲について、表面に著しいかき傷、打こん、クラック等がないことを確認する。

目視で可視範囲について、保温材またはしゃへい体外表面に著しい変形、漏えいの痕跡がないことを確認する。

特別にハッチの開放や空気置換が必要な部屋に設置されている機器については範囲外とする。

・判定基準

表面に著しいかき傷、打こん、クラック等がないこと。

保温材またはしゃへい体外表面に著しい変形、漏えいの痕跡がないこと。

・点検実施日

平成24年12月10日～平成25年3月15日
・保守点検報告書

燃料取扱及び貯蔵設備外観確認（Q44‐500J‐12039‐07）
Z0承認：平成25年4月11日

【不適合内容】

・配管支持構造物としての機能を発揮しうる状態にあるか否かの観点からの点検を行うことが点検要領書に記載されていない。

・作業範囲を示すため配管系統図が添付されているが、アイソメ図は添付されてない。

・点検記録は、個々の支持構造物が特定できるようになっていない。

【頂上事象Ａ】（要因Ｔ１-５１）（再掲）

保全を担当するプラント保全部において、保

全計画（点検計画）に定めた点検期限を超過、

あるいは手続きをしないで点検頻度を変更した

【A-1】

（ａ-9 保全計画（点検計画）に重複記載された2

次主冷却系循環ポンプ駆動装置温度スイッチ

について、計装チーム分の点検期限が超過し

ていた）

【要因Ｔ１－２６７】

もんじゅ所長は、プラントの安全確保に必要な保全計画（点検計

画）遂行のための予算を常に確保すべきであるが、機構全体業務

の調整（設備維持管理費の削減）の中で削減されることを受入れた

【Ｄ-46】

【要因T1-24 】

【Ｃ-92】

再掲

【要因T1-28】

【Ｄ-103】

再掲

補足

平成25年7月～9月のチェック作業において点検

実績として認められなくなった
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試験・工程管理チーム

課長
U
Ｖ

課長代理
（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

チームリーダ（ＴＬ）

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
B23

担当
ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＥＥ，ＦＦ，

ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，
ＤＤ

B42、B43

課長
Y
ii

課長代理（課代）
B19

チームリーダ（TL)
計装-ｊｊ
機械-ｋｋ
管理-A3
B36

担当

所大
チェック班

プラント保全部 保修計画課 電気保修課 機械保修課

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長
ｆ

I(次長兼務）
L

課長代理
（課代)
L
M

保全プログラム

敦賀本部長
代理
A⑦
A⑧

所長
A
B

副所長A１

原子炉主任技術
者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理室
長C

副主幹ｍ

品質保証室長
D

室長代理c

運営管理室

日付 トピックス
理事長
Ａ①
Ａ②

理事
A③
A④

敦賀本部長
A⑤
A⑥

平成24年9月5日

平成24年9月11日

～

【担当ＡA】

空調用冷媒冷

凍機Ａ簡易点検

の点検間隔を一

時的に変更する

ため「準じた確

認」を実施（1サ

イクル→2サイク

ル）

【機械Ⅱ

TL-Ｔ】

確認

【課長Ｏ】

承認

【課代Ｑ】

確認

準じた確認９

【要因T1-151、Ｔ1-260】

準じた確認と同じ

【担当ｘｘ】

契約請求作成

非常用ディーゼル発

電機設備他計装品

等点検

補足（契約仕様書を基に記載）

ｅ．非常用DG（A）計装ラック（現場計器）
・納期：平成25年3月15日【ＴＬ-ＴＴ】

確認

【課代Ｗ】

確認

【課長Ｖ】

起案

契約締結

（11/9）

【ＴＬ-ＴＴインタビュー】

・保全サイクルの枠の中でやって来てお

り、年度管理で点検を実施してきた。年

度に1回実施していけばよいと思ってい

たものである。

【担当ｆｆインタビュー】

・1サイクルの考え方は16Mが点検周期であることの認識はあった

・サイクルが伸びた時には原子炉起動前までに行えば良いと思って

いた

・1サイクルの機器の点検周期の管理として年度管理は行っていない

【】【要因Ｔ１－２７１】

電気保修課担当者及びチームリーダーは、非常用DG 計装

ラック（現場計器）について保全計画（点検計画）の点検間隔/

頻度に基づき、平成24年11月中に点検を実施すべきであった

が、担当者は、第２保全サイクル中に１回実施すればよいと誤

認し、チームリーダーは、年度内に１回点検すればよいと誤解

していた【Ｃ-86】

【要因Ｔ１－２６９】

電気保修課チームリーダーは、設備機器の時間基準保全のためには、保全計画

（点検計画）に規定された点検周期Nサイクル（N年+4ヶ月）を厳守することを確実に

すべきであったが、第2保全サイクルの直前に導入された点検間隔/頻度の考え方

が電気保修課内で統一されておらず、適切に理解されていなかった【Ｄ-86】

【要因Ｔ１－２７０】

電気保修課担当者は、設備機器の安全を確保する

ために保全計画（点検計画）を確実に履行すべきで

あったが、点検計画は遵守しなければならないものと

の認識がなく、点検間隔/頻度に基づき点検を確実

に実施しなければならないことを十分に理解していな

かった【Ｄ-87】

【要因Ｔ１－３１３】

【Ｆ-84】

再掲

平成２４年１２月１日へ43

【要因Ｔ１－１３５】

【K-3】
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平成24年9月13日

平成24年9月14日

平成24年9月18日

～

平成24年9月27日

～

チームリーダ
(TL)
SS

運営管理室

所大
チェック班

日付 トピックス
理事長
Ａ①
Ａ②

敦賀本部長
A⑤
A⑥
本部長
代理
A⑦
A⑧

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

室長
E
F

敦賀本部
安全品質推進

部長
A⑩

安全統括部
部長
A⑨

所長
A
B

副所長
A１
H

安全品質管理
室長C

副主幹ｍ
品質保証室長

D

室長代理c

次長
I
F
Y
Z

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長代理
（課代)
L
M

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW

課長
U
Ｖ

燃料環境課

課長
Y
ii

課長代理（課代）

チームリーダ（TL)
計装-ｊｊ
機械-ｋｋ
管理-A3

担当
ｍｍ、ｎｎ、oo

計装
Ａ2、ee、MM、gg、hh、
pp、ｆｆ、uu、ｘｘ、qq、ｙｙ

電気、水蒸気
ＱＱ、bb、cc、ｒｒ

電気保修課 機械保修課

担当

計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT
計装A2

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
B23、Ｂ12

担当
ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＥＥ，Ｆ
Ｆ，ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，

ＤＤ
B13、B41、Ｂ42、Ｂ44、

B45、B48

チームリーダ（ＴＬ）

課長代理
（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

プラント
管理部長

施設保全課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

平成24年度第２回保安検査を受けた対応

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

課長
ｆ

Ｉ (次長兼務）
L

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

理事
A③
A④

試験・工程管理チーム

チームリーダ
（TL）
RR

プラント保全部

部長
J
I
K

保修計画課

担当
ｋ
A4

担当
OO
A6
JJ
KK
ｊ

保全プログラム

【部長K】

他に同様な

ことがないか

確認するよう

に各設備担

当課へ指示

補足（保安検査報告書より抜粋）

保安検査において、1次系SIDの一部で、フィラメント

の交換周期の点検計画の変更(2サイクル→3サイク

ル)に関し、有効性評価の必要な手続きが遅れてい

ることを確認

平成24年度第2回保

安検査

（平成24年9月3日～

9月14日）

【部長K】

保安検査に

て同席

【課長Ｖ、課代Ｗ】

不適合報告書「1次系SID検出器の保全計画

の変更手続き漏れ」を作成

【所長Ｂ】

承認

不適合管理委員会

（平成24年9月14日）

開催

【課長Ｖ、課代Ｗ、Ｘ、各TL、各担当】

部長の指示を受け、課長がTL、担当者に点検計画の変更手続きが未完了のまま点検計画が変更されているものがないかの調査を指示し、調査を

開始した。

不適合管

理委員会

付議

44

【要因T１－２７４】

設備の点検期限の一時的な延長を行う場合には、不

適合管理の下で延長する期限までの設備の健全性

評価を行う必要があったが、機械保修課では点検期

限の一時的な延長として「技術評価」あるいは「準じた

確認」を用い、また電気保修課では一時的な延長に

係る様式等の整備を進めなかった【Ｄ-38】

46

保安検査の抜打ち

検査対応にて、ＳＩＤ

の点検計画の変更

に関し、必要な手続

きが遅れていること

を確認し、保安検査

にて説明

44

【課長Ｏ、課代Ｑ、各

TL、各担当】

部長の指示を受け、

課長がTL、担当者に

点検計画の変更手続

きが未完了のまま点

検計画が変更されて

いるものがないかの

調査を指示し、調査

を開始した。

↓

調査の結果、点検計

画の変更手続き未完

了のまま点検計画を

変更したものがな

かったため、その旨を

プラント保全部長に

報告

（平成24年10月9日）

【課長ii、課代、各TL、

各担当】

部長の指示を受け、

課長がTL、担当者に

点検計画の変更手続

きが未完了のまま点

検計画が変更されて

いるものがないかの

調査を指示し、調査

を開始した。

↓

調査の結果、点検計

画の変更手続き未完

了のまま点検計画を

変更したものがな

かったため、その旨を

プラント保全部長に

報告

（平成24年10月16日）

【課長、課代、各TL、

各担当】

部長の指示を受け、

課長がTL、担当者に

点検計画の変更手続

きが未完了のまま点

検計画が変更されて

いるものがないかの

調査を指示し、調査

を開始した。

↓

調査の結果、点検計

画の変更手続き未完

了のまま点検計画を

変更したものがな

かったため、その旨を

プラント保全部長に

報告

（平成24年10月15日）

補足（不適合管理委員会議事録より抜粋）

審議案件：1次系SID検出器の保全計画の変更手続き遅れ 他

出席者：（委員長）品質保証室代ｃ、（委員）炉主任ａ、運営管理室代ｎ、

保修計画課代Ｍ、電気保修課代、安全管理課代

事務局：品質保証室

コメント：保安検査で指摘を受けた事象でもあり、是正処置の検討に

万全を期すためヒューマンエラー防止検討会の審議を「要」とする。た

だし、類似事象の確認等が完了した後に実施する。

補足

当該SIDの不適合(SID検出器の保全計画変更手続き

遅れ)と同様なことが他の機器においても、発生してい

ないかを課内においてrev0,2.5の保全計画(点検計画)

原本を用いて、まずはチェックするべきとの話がなされ、

調査を始めたものである。(本件は部長の指示による

対応である。)

【担当ＦF】

制御用圧縮空

気設備圧縮機

本体Ａ号機圧縮

機の分解点検

時に実施するア

ンローダーばね

及び吐出弁の交

換時期を延ばす

ために「準じた

確認」を実施

（8600時間以内

→9300時間以

内）

【機械Ⅱ

TL-Ｔ】

【課長Ｏ】

承認

【課代Ｑ】

確認

準じた確認10

平成24年9月18日へ

平成24年10月17日へ

【要因T１－１５１ 、T１－２６０】

準じた確認と同じ

SID検出器の保全計画変更手続き

遅れに対する対応

保全計画変更手続き遅れに対する

保全部での水平展開の実施

不適合管理の実施

準じた確認

平成24年9月13日から

保全計画変更手続き遅れに対する

保全部での水平展開の実施

【要因T１－２７３】

電気保修課長は、設備の点検時期の一時的な延期を行う場合の

対応として、不適合管理の下で延期する時期までの設備の健全性評

価を行う必要があったが、一時的な延期の手法として用いられている

「準じた確認」はJEAC4209にないものであるとしてＱＭＳに取り入れ

られていたが、修正することなく「準じた確認」方法の整備にも取り組

まなかった【Ｅ-38】

【要因T１－１４８】

【E-39】

再掲

【要因T１－２７２】

【Ｆ-38】

再掲

（課長、TL、担当者インタビュー結果）
担当者及びチーム内で検討した結果、

点検計画変更時点（平成22年11月）か
ら、変更後の点検間隔／頻度4サイクル
（点検期限：平成27年3月）を加算しても、
当初の点検計画（点検間隔／頻度:10
年）の点検期限（平成31年1月）を超過
しないことから、安全側に保守管理され

ているため、有効性評価は必要ないと

考えた。(再掲)

【担当ｑｑ】

契約請求作成

アニュラス循環排気

装置他計測器類点検

作業

補足（契約仕様書を基に記載）

ｅ．アニュラス循環排気装置他計測器

類点検

・納期：平成25年3月15日【ＴＬ-Ａ2】

確認

【課代Ｗ】

確認

【課長Ｖ】

確認

【次長】

代理決裁

47

【担当者ｑｑ】

発注仕様書作成

【ＴＬ】

発注仕様書

確認

【課代Ｗ】

確認

【課長Ｖ】

確認、承認

換気空調設備

現場計装品点検

発注／契約
補足

⑧６７４系圧力現場指示計

補足

特性試験（大気解放ゼロ点確認）は、仕様書に

記載無し

（平成２１年６月２２日～の発注／契約に含まれ

ていた「換気空調設備計装品」の点検は、仕様

書に記載無し）

平成２４年１２月１日へ
48

平成24年11月18日へ

45
平成24年10月2日へ
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チームリーダ
(TL)
SS

運営管理室

所大
チェック班

日付 トピックス
理事長
Ａ①
Ａ②

敦賀本部長
A⑤
A⑥
本部長
代理
A⑦
A⑧

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

室長
E
F

敦賀本部
安全品質推進

部長
A⑩

安全統括部
部長
A⑨

所長
A
B

副所長
A１
H

安全品質管理
室長C

副主幹ｍ
品質保証室長

D

室長代理c

次長
I
F
Y
Z

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長代理
（課代)
L
M

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW

課長
U
Ｖ

燃料環境課

課長
Y
ii

課長代理（課代）

チームリーダ（TL)
計装-ｊｊ
機械-ｋｋ
管理-A3

担当
ｍｍ、ｎｎ、oo

計装
Ａ2、ee、MM、gg、hh、
pp、ｆｆ、uu、ｘｘ、qq、ｙｙ

電気、水蒸気
ＱＱ、bb、cc、ｒｒ

電気保修課 機械保修課

担当

計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT
計装A2

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
B23、Ｂ12

担当
ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＥＥ，Ｆ
Ｆ，ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，

ＤＤ
B13、B41、Ｂ42、Ｂ44、

B45、B48

チームリーダ（ＴＬ）

課長代理
（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

プラント
管理部長

施設保全課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

課長
ｆ

Ｉ (次長兼務）
L

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

理事
A③
A④

試験・工程管理チーム

チームリーダ
（TL）
RR

プラント保全部

部長
J
I
K

保修計画課

担当
ｋ
A4

担当
OO
A6
JJ
KK
ｊ

保全プログラム

平成24年10月2日

平成24年10月3日

平成24年10月4日

平成24年10月12日

（担当者B13インタビュー結果）

予実績管理における次回点検期限の起

点について、担当者Ｇ及び1次系チーム

内で検討した結果、点検計画変更時点

（平成22年11月）から、変更後の点検間

隔／頻度4サイクル（点検期限：平成27

年3月）を加算しても、当初の点検計画

（点検間隔／頻度:10年）の点検期限（平

成31年1月）を超過しないことから、安全

側に保守管理されているため、点検計画

を変更した時点（平成22年11月）を起点

とすることとした。(再掲)

補足（担当者mmインタビュー）
保全計画改正に向けた作業は、設備点検準

備・実作業対応で手いっぱいのため、担当者nn
及びooに作業を依頼した

供用前第2保全サイ

クルの保全計画の

承認（所長）及び確

認（平成24年10月3

日改正9/平成24年

10月3日施行）

●改正内容

・添付資料-1 電

気保修課 点検計画

の見直し（SID素子セ

ンサの点検時期/頻

度の変更、150系計

測設備の点検時期/

頻度の変更）

・添付資料-1 電

気保修課補修、取替

え及び改造計画の

見直し

・添付資料-1 燃

料環境課点検計画

の見直し

・添付資料-1 燃

料環境課補修、取替

え及び改造計画見

直し

補足（保全計画より記載）

・今回の不適合と発端となった、機器について不適合事象を修正(除去)

するための修正

・工事計画進捗による見直し(追加)

・有効性評価等の反映

・工事計画進捗による見直し(追加)

【担当JJ】

業連「保全計

画改正につ

いて」作成

【部長K】

保全計画作

成

【室長Ｄ】

確認

【炉主任ａ】

確認

【所長Ｂ】

承認

【課長Ｖ、課代Ｗ、Ｘ、各TL、各担当】

点検計画の見直しを実施し、点検計画の作成

【部長K】

確認

【担当ｊ】

保全計画本

文作成及び

点検計画の

とりまとめ

【TL WW】

確認

【課代Ｍ】

確認

【課長Ｌ】

承認し、各

課長へ発

信

【課長Ｖ、各ＴＬ、各担当】

点検計画の変更作業実施

【課長Ｏ、各ＴＬ、各担当】

点検計画の変更作業実施
【課長ii、各ＴＬ、各担当】

点検計画の変更作業実施

【課長、各ＴＬ、各担

当】

点検計画の変更作

業実施

【課長、各ＴＬ、各担当】

点検計画の変更作業

実施

補足（保全計画改正履歴より抜粋）

不適合処理として、SID素子センサの点検時期/頻度を

変更

また、保全の有効性評価の結果より、150系計測設備の

点検時期/頻度を変更

【課長ii、課代、各TL、

各担当】

点検計画の見直し

を実施し、点検計画

の作成

【部長】

協議

補足（業連より抜粋）

供用前第2保全サイクルの保全計画改定（Rev.11）作業を依頼した。

①予定/実績管理の明確化

（要点）

・点検周期12ヶ月以上のものは、必ず「点検完了月」まで記載する。

・次回点検期限はNサイクル＝N年+4ヶ月の換算により記載する。

②機能劣化のある機器に対する点検周期の「月管理」化

改定作業説明会 10/10（約40名）、10/11（約20名）

・実績計画欄の見直し

実績年月は、様式-1,2,3のいずれかの日付とするが、エビデンス情報と劣化進展の考え方に齟齬が生じないことを確認しておくこと。

Ｒｅｖ10改正内容：点検計画見直し（線源領域中性子検出器の点検間隔/頻度の変更）

Ｒｅｖ11改正内容：点検間隔/頻度に関係する考え方（点検終了日と次回点検期限）を追記、点検頻度単位の適正化（月管理）、予定/実績管理の明確化

他

【室長F】

確認

補足（業連より抜粋）

平成25年4月から試運用に入る保守管理システムでは、予定実績管理の管理すべき単位として月or年をベースに展開していた。

このような状況の中で、センター内では保守管理不備の対応として保全計画の年内改定が必要との動きが出たことから、先取りして取り入れること

になった。

補足（保全計画から記載）

巡視点検の追加、有効性評価を

行った結果を反映

50 52平成25年1月28日へ

平成25年1月29日へ

保全計画の改正

（Rev6;SID検出器の保全計画変更遅れ対応）

保全計画の改正

（Rev11;点検間隔/頻度を月or年単位に変更）

【TL WW】

業連に基づ

き保全計画

改正作業

説明会実

施
【TL-ｊｊ、TL-kk、担当者mm、nn、oo】

説明会参加

補足（TL‐ｊｊインタビュー）
・点検間隔／頻度の変更、次回点検期限の記載及び実績日の考え方等を周知し

た。

・点検間隔/頻度の変更を伴わない場合（次回点検時期欄の記載）は、「準じた確
認」及び保全の有効性評価が要らないと認識した

【TL-ｊｊ】

合意事項を受け

チーム員へ周知

説明会参加 説明会参加説明会参加説明会参加

【TL WW】

説明会の

質問事項

に対して合

意事項を

メールにて

発行

補足（保修計画課からのメールに添付された議事録から記載）

・点検実績と点検周期に齟齬があった場合の考え方は？→基本は
一時的な評価で延長したことのエビがあれば良いのではないか。

その場合は備考欄等を使って関連性が見える様にしておけば良い

のではないか。諸事情もあると思われるので各課レベルでの判断

になる。

メール着信を にて示す。

53平成24年11月3日へ

51平成24年11月3日へ

補足

・共通保修設備燃取機器洗浄設備（ 計装分））に

ついては点検計画の変更なし

・変更例

ＥＶＳＴ回転ラック回転角度１検出器

外観点検：1サイクル→3サイクル
（平成24年7月23日：有効性評価（供用前第2‐

0002（ＮＳ））を実施）

【担当者mm、nn、

oo】

TL-ｊｊから周知を受

けた

【要因T1-122、T1-111、T1-108、T1-109、T1-

125】

保全計画制定・改正時（保全計画の内容、審

議及び承認過程）の要因と同じ

49
平成25年1月18日へ

【保修計画課TL WWインタビュー】
・業連で示した、実績年月に様式‐１,２,３を使用した理
由については、もんじゅにおいては、機器点検に伴う

点検実績年月については様式－１，２，３があるとの

ことなので、これを使用して点検計画を作成したら良

いと思った。様式‐1,2.3を使用した意図に深い考えは
無い。

【要因T１－２７７】
保修計画課長は、点検が完了し合格した年月を次回点検時期を設定するための起点とす

べきであったが、保全計画(Rev11）の改正作業の実施に当たり各課へ発行した業連では、
「点検・補修等の結果の確認評価要領」に基づく様式‐1,2,3のいずれかを起点とすることが
できるというあいまいな指示を行った【Ｄ‐112】
←【要因T１－２７６】
保修計画課は、「保全計画検討要領」において点検実績として点検の「完了年月」を記載

するよう定めていたが、当該要領において点検完了の定義を明確にしてルール化すべき

であったが、保修計画課長の決済による業連で対処した【Ｅ‐113】

【要因T１－９６】

【Ｈ-11】

再掲

【要因T１－１７２】

【Ｆ-42】

再掲

【要因T１－２７７】

←【要因T１－２７５】

【Ｅ-112】

再掲

【保修計画課長Lインタビュー】
・業連の改正作業時にはあまり関与し

ていない

・保全計画に実績年月の記載方法に

ついて記載して制定後に実績としてど

の日を採用するかの議論を行った。

【要因１－１】

保修計画課長は、予熱ヒータのように複数の機器

を一括して点検期間として設定し、点検を終了した

ものから運転を行うような機器に対して、点検実績

年月として一連の点検や試運転を完了した後に作

成する様式‐1の評価年月が適用できるかどうかを業
連を発行する前に検討すべきであったが、保修計画

課TLが作成した様式‐1を使用できるとした内容を十

【要因T１－２７５】

保修計画課長は、予熱ヒータのように複数の機器を一括して

点検期間として設定し、点検を終了したものから運転を行うよ

うな機器に対して、点検実績年月として一連の点検や試運転

を完了した後に作成する様式-1の評価年月が適用できるかど

うかを業連を発行する前に検討すべきであったが、保修計画

課TLが作成した様式-1を使用できるとした内容を十分に検討

しないまま、業連を発行した【Ｅ-112】

（TL Rインタビュー結果）

予実績管理における次回点検期限の起点について、TLDは平成21年

1月1日が点検計画の起点であるという認識は保修計画課からの口頭

連絡で知ってはいた。しかし当初点検計画（点検間隔／頻度:10年）の

点検機器について、技術的な問題ではない周期変更であること、及び、

当初の点検期限（平成31年1月）を超過しない安全側の解釈であるこ

とから、点検計画を変更した時点（平成22年11月）を起点とすることに

ついては問題ないと認識していた。

その際その判断となる内容が保守管理要領に明記されていないこと

については、保修計画課に相談しなかった。

補足＜説明内容＞

点検間隔／頻度を変更した際、点

検の起点の考え方について誤った

ことに気付かず点検計画案の作成

を実施していた。

【要因T１－２８１】

機械保修課は、1次・2次冷却系設備の

点検間隔/頻度の考え方の統一化の観点

から保全計画（点検計画）を改正した際に、

初回点検となる機器については点検期限

の起点を保全プログラム開始時とする必

要があったが、そのような教育が実施され

ておらず、保全計画（点検計画）を改正し

た時点を点検期限の起点とする誤った考

え方をしていた

【Ｃ-117】

【要因T１－２８０】

機械保修課は、保全計画（点検計画）につい

て明確に規定されていない点検期限の起点の

考え方を採用する場合、保修計画課に相談す

べきであったが、機械保修課は課内で考え方

を決め、その内容について保修計画課への確

認を実施しなかった【Ｄ-117】

45 平成２４年９月１４日から

【要因T１－３７４】

【Ｄ-118】

×３【E‐129】
機械保修課は、１次アルゴンガス系空気作動弁の点検期限

を設定する際、従来の点検間隔／頻度から短縮して改正す

るものであることから、安全側の改正であると考え、点検期限

の起点の考え方に問題があるとは認識していなかった

【要因T１－２７９】

機械保修課は、１次アルゴンガス系空気作動弁の点検期限

を設定する際、従来の点検間隔／頻度から短縮して改正す

るものであることから、安全側の改正であると考え、点検期限

の起点の考え方に問題があるとは認識していなかった【Ｅ-

117】

【要因T１－２７８】

【Ｆ-117】

再掲

【要因T１－２８１】
【Ｃ‐117】
再掲

【保修計画課長Lインタビュー】
起点の考え方について、点検実績の

ない機器については平成21年1月1月
を起点とする旨は口頭での周知をして

いた。

【要因T１－２７８】

保修計画課は、次回点検期限を設定する場合、点検実績

のない機器の点検期限の起点について、その考え方をルー

ルに明記する必要があったが、保全計画や保守管理要領に

その考え方を記載していなかった、また、保守担当課に対し

口頭での説明であり、十分な教育を実施しておらず、当該

ケースに対する起点の考え方が周知されていなかった【Ｆ-

117】

【要因T１－１３５】

【Ｋ-3】

再掲

【要因T１－９６】

【Ｈ-11】

再掲
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【問題事象1-25】(要因１－５０）（再掲）

機械保修課及び燃料環境課は、配管支持構造物

の点検結果について個々の機器を特定できるよ

うに記録すべきであったが、「１式」として記録し、

個々の機器を特定できるように記録していなかっ

た【Ｂ-136】

【部長K】

電気保修課

から調査に

は相当の時

間を要すると

報告を受け

た

【課長Ｖ】

調査で点検項目が

膨大であり、調査に

は相当な時間を要

するため、11月5日

までに調査を終了す

ることをプラント保全

部長に報告

46

・FCRD1,2号機、

CCRD１～

3,5,7,8,10号機、

BCRD2～5号機

の駆動部分解点

検、バックアップ

シール交換の頻

度

（3サイクル→次

の点検可能時期

直前まで）

・アニュラス部

パージ系ガスユ

ニット、ベローズ

背圧系ガスユ

ニット、スクラム

加速系ガスユ

ニットの機能・性

能試験の点検頻

度

（3サイクル→次

の試験可能時期

直前まで）

【機械ⅠTL-Ｒ】

確認

【部長Ｋ】

確認

【担当ＦＦ】

ＤＧ－Ｃ号機クラ

ンプ室の外観点

検、始動弁の分

解点検及び分解

点検に付随して

実施する性能機

能確認の点検頻

度を一時的に変

更するため「準じ

た確認」を実施（1

サイクル（16ｹ月

→19ｹ月）

【機械Ⅱ

TL-Ｔ】

【部長Ｋ】

確認

【課長Ｏ】

承認

【課代Ｑ】

確認

【課長Ｏ】

承認

【課代Ｑ】

確認

【担当ＩＩ】

アニュラス部

パージ系ガスユ

ニット等の機能・

性能試験につい

て平成24年12月

に期限が来るが

点検の見通しが

立たなくなったの

で、点検頻度を

一時的に変更す

るため「準じた確

認」を実施

準じた確認11

準じた確認12

補足

ケースDの点検期限を

H24年10月→平成25年

1月へ一時的に延長

（16M→19M）

準じた確認

準じた確認

平成24年9月18日から

保全計画変更手続き遅れに対する

電気保修課からプラント保全部長への報告

計装チーム側

212_TIS05,07,09B
点検実施(10/17)
超過解消

補足

２次主冷却系循環ポンプ温度スイッチのうち、

212_TIS05,7,9 Bは点検しているため、B系は平成24年
11月時点での超過機器（36条報告の対象）ではない。
（212_TIS05(A,C),07(A,C),09(A,C)は11月時点で超過継
続）

補足

契約（Naドレン工程）のスケジュール通りの点検
であり、未点検解消の行動として行ったわけでは

ない。

検査要領書

（Q31-930J-12045-

02）

W0承認

H24年度 機械保修

課

機械Ⅰチーム直営

作業における930系

及び934系

外観・据付検査

【担当者BB】

作成

補足

・検査方法

可視可能範囲について外観状態を目視により確認する。保温施工された箇所は保温材外表面から外観状態を

目視により確認する。外観状態に著しい劣化が確認された場合、「外面劣化機器・設備の肉厚測定マニュアル」に

従い肉厚測定を実施する。

・対象機器

トイ（ライニング設備）

・記録

判定基準：表面に著しいかき傷・打痕・クラック等がないこと。

表面又は保温材外表面に漏えいの痕跡のないこと。

【不適合内容】

・点検計画では、機器個数「3式」としているが、点検記録に数量が記載されておらず、添付された検査対象範囲図
には１式（Aループ）分しか色塗りされていない。

【要因T１－２８２】

機械保修課の担当者は、点検要領書・報告書に点検

範囲を示すもの（配管系統図や対象機器のリスト等）を

添付し、当該箇所を色塗り等により識別すべきであると

認識していたが、うっかり添付や色塗りを忘れてしまっ

た【Ｄ-143】

【機械保修課BB インタビュー結果】

・要領書作成段階で塗り忘れ、誰も気づか

ない状態で報告書の承認までいってしまっ

た。

・点検計画が3式と記載されていることは

知っていたが、記録様式に反映することは

なかった。

【要因T１－２８３】

機械保修課の担当者は、点検要領書・報告書に点

検範囲を示すもの（配管系統図や対象機器のリスト

等）を添付し、当該箇所を色塗りすることで、点検した

機器を特定できるように記録すべきであったが、配管

系統図を添付していなかったり、色塗りをしていなかっ

た【Ｃ-141】

【要因T１－３０】

【Ｃ-136】

【要因T１－２８５】

【Ｃ-141】

再掲

【TL R、B23】

審査

【機械保修課TL B23 インタビュー結果】
・点検計画上トイが3式と記載されていることは知っていたが、
検査対象範囲図でトイが「1式」しか塗られていないことに気
付かなかった。

・記録様式に数量が書かれていないのは古い要領書の記

載を踏襲しているためだと思う。

・記録の塗り忘れの確認については担当者にもよるが、この

件については特にしなかったと思う。

【機械保修課TL R インタビュー結果】
・記録の塗り忘れの確認についてはベ

テラン担当者だったので特に指導しな

かったと思う。

【要因T１－２８４】

機械保修課のチームリーダーは、点検

要領書・報告書の記載内容について、確

実に審査すべきであったが、法令報告（ト

ラブル対応）等に追われ、審査する余裕

がなかった【Ｅ-142】

【要因T１－２８５】

機械保修課チームリーダーは、点検要領

書・報告書の記載内容について、確実に審

査すべきであったが、担当者が比較的経験

豊富だったため信頼しており、点検記録を

確認しただけで、添付資料までは確認しな

かった【Ｄ-141】

【課長O】

承認

【課代Q】

審査
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【要因T１－２８６】

点検要領書・報告書を審査・承認するライン職は、

点検範囲を示すもの（配管系統図や対象機器のリ

スト等）が添付されていなかったり、当該箇所を色

塗りされていないことを指摘すべきであったが、これ

らの点に気付かなかった【Ｅ-141】

【要因T１－１２８ 】
【Ｉ‐8】
再掲

【頂上事象Ａ】（要因T１－５１）（再掲）

保全を担当するプラント保全部におい

て、保全計画（点検計画）に定めた点検

期限を超過、あるいは手続きをしないで

点検頻度を変更した【A-1】

（ａ-8 機械保修課及び燃料環境課では、

保全計画（点検計画）に基づく配管支持

構造物の点検ができていなかった）

【要因T１－４６】

【C-130】

再掲

【問題事象1-24】（要因T１－４９）（再掲）

機械保修課及び燃料環境課では、保全計画（点検

計画）で配管支持構造物「１式」を点検対象として点

検範囲を限定していないにも関わらず、点検要領書

では可視範囲に限定し、それ以外の範囲（以下「可

視不可部」）について点検を実施していないなど、保

全計画（点検計画に基づく配管支持構造物の点検

が適切にできていなかった【Ｂ-130】

【要因T１－１２８ 】
【Ｉ‐8】
再掲

【要因T１－１２

８ 】

【Ｉ-8】

再掲

【要因T１－１５１ 、T１－２６０】

準じた確認と同じ

【要因T１－１５１ 、T１－２６０】

準じた確認と同じ
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【問題事象1-25】（要因１－５０）（再掲）

機械保修課及び燃料環境課は、配管支持構造物

の点検結果について個々の機器を特定できるよ

うに記録すべきであったが、「１式」として記録し、

個々の機器を特定できるように記録していなかっ

た【Ｂ-136】

【要因T１－２９０】

機械保修課及び燃料環境課では、担当者の多くは当

該設備の保守経験が浅い（協力会社からの出向者や入

社数年目の職員等）にもかかわらず、熟練者の配置や、

配管支持構造物の機能や点検内容等に関する指導・教

育が行われていない【Ｅ-120】

【要因T１－１２９、要因T１－１３０】

要領改正時（要領の内容、審議及び承認過程）の要因と

同じ

ＱＭＳ文書専

門部会付議

【担当ｊ】

保守管理要

領及び保全

計画検討要

領改正案作

成

【課長Ｌ】

申請

プラント保全

部安全技術

検討会（第

149回）

付議

補足（第149回安全技術検討会議事録より抜粋）

議題：保守管理要領及び保全計画検討要領の改正

出席者：（委員長）次長Ｙ、（委員）保修計画課長Ｌ、電気保修課代、機械保修課代、燃料環境課長

事務局：保修計画課

検討内容：点検間隔/頻度について、保全サイクル単位から月単位へ変更を明確、記載の変更等を行うため、保守管理要領及

び保全計画検討要領を改正する。

コメント：

・保守管理要領：コメントなし

・保全計画検討要領：

①実績反映について、保全計画の改正に併せて現状及び日付を記載する」とあるが、何の日付を記載するのか明確に記載する

こと。⇒（対応）「保全計画の改正に併せて現状又は完了年月を記載する。」に改正

②今回の改正により実績管理が明確化されることを受けて、従前から実績管理と位置付けている月間レビューとの棲み分けを

整理しておくこと。

補足（ＱＭＳ文書専門部会答申書より抜粋）

議題：保守管理要領及び保全計画検討要領の改正

出席者：（部会長）品質保証室長Ｄ、（部会員）各課担当者

事務局：品質保証室

検討内容：要領の改正

コメント

①保守管理要領：点検計画に関する注釈の箇所の修正

⇒適切な箇所へ修正した。

②保全計画検討要領：

・本来、点検頻度として時間の概念を含まない「保全サイクル」の単位で点検するのがふさわしい設備も

あるはずだが、この要領では、すべての設備の点検頻度を「保全サイクル」単位から「月」単位に換算し

て記載するように読めるため、経過時間に基づき点検する設備のみ月単位の点検頻度に換算して記載

することが読めるよう修正すること及び誤記修正

⇒「サイクル単位で設定しているものを月単位に変更する場合は、」と修正及び誤記訂正

上記のコメントを反映後、11月6日にQMS文書専門部会長の確認を以って、本要領が妥当であることを

確認した。

補足

平成25年4月から試運用に入る保守管理システムでは、予定

実績管理の管理すべき単位として月or年をベースに展開してい

た。

このような状況の中で、センター内では保守管理不備の対応と

して保全計画の年内改正が必要との動きが出たことから、先取り

して取り入れることになった。

保守管理要領等の改正

（予定実績管理の管理単位を月or年

ベースに展開）

420系圧力指示

計

特性試験

（実績削除）

補足

⑥４２０系圧力指示計：特性試験（大気解放ゼロ点

確認）が点検記録から確認できず

対象：420C-PI003A

40 平成24年5月22日から

作業要領書

（Q42-*Ｊ-12215-

01）

W0承認

設備健全性確認作

業

原子炉・タービン補

助設備等 機器・

配管外観点検作業

【担当者

FF、EE、B41】

作成

【TL T】

審査

【課長O】

承認

【課代Q】

審査補足

・作業内容

以下の機器について、現状での可視範囲について外観点検を実施し健全性に影響を及ぼすような欠陥の有無を目

視にて確認する。なお、420系の配管支持構造物（オイルスナッバ）については簡易点検として油量の確認を実施する。
配管支持構造物（原子炉補機冷却海水系設備（420系）、制御用圧縮空気設備（460系）、非ナトリウム建物床排水設
備（485系））
※保温材が施工されている機器類、配管及び支持構造物については、保温材外表面に著しい損傷がない限り、機

器の外表面は保護されていると判断し、保温材外表面の変形等の有無を確認することで、機器類の健全性を確認す

ることとする。

・記録

判定基準：表面に著しいかき傷・打痕・クラック等がないこと等。

【不適合内容】

・420系について、
作業範囲を示すため配管系統図が添付されている。オイルスナッバについてはアイソメ図が添付されている。

配管支持構造物（オイルスナッバを除く）の点検記録は、個々の支持構造物が特定できるようになっていない。

・460系および771系について、
作業範囲を示すための配管系統図は添付されていない。

配管支持構造物の点検記録は、個々の支持構造物が特定できるようになっていない。

・485系貫通部について、作業範囲を示すための配管系統図が添付されていない。

原子炉・タービン補

助設備等の外観点

検実施

【担当者】

点検実施

【TL】

点検指揮

【担当者】

記録作成

【TL】

記録確認

【機械保修課B45 インタビュー結果】
・部屋単位ですべて見ることにしていたので、リスト及びアイソメ図は使用

していない。

・一部の支持構造物について部分的に見えない箇所はあったが、完全に

見えない支持構造物は存在しない。高所にあるものについても架台等が

あるため距離は少し離れるが、すべてを確認できる状況であった。

・要領書に「可視範囲のみ」の点検と書かれていたことについては、他系

統の機器の外観点検も同じ要領書内に含まれていたため、意識はしてい

なかった。

・支持構造物の重要性は認識していた。しかしなから、点検は系統の特性

上すべての範囲が健全でなくては問題であるという認識だったため、クラ

スに関係なくすべて同じように見ていた。

【機械保修課B48 インタビュー結果】
・要領書作成時は点検計画から内容をそ

のまま落とし込んだ。

・要領書に配管系統図をつけ、作業範囲

を特定したつもりだったが、添付し忘れて

いた。

【要因T１－２８９】

機械保修課の担当者は、点検する場所（建

屋とその階数）毎に記録を残しておけば、点検

範囲は明確になると考え、配管系統図などの

添付が必要であることに思い至らなかった【Ｄ

-145】

【要因T１－２８８】

機械保修課の担当者は、点検要領書の作成

時に、ＱＭＳ文書（作業要領書標準記載要領）に

基づいて配管系統図等を添付すべきであった

が、点検要領書の作成時にＱＭＳ文書を確認し

ていなかった【Ｅ-145】

【要因T１－２８７】

機械保修課の担当者は、QMS文書の重要性を

理解し、点検要領書の作成時に作業要領書標

準記載要領を確認すべきであったが、ＱＭＳ文

書を含め点検要領書の作成方法について十分

な教育が行われておらず、理解が不十分だった

【Ｆ-145】

【要因T１－１３３】

【Ｍ-5】

再掲

【要因Ｔ１-３３】

【C-120】

【要因T１－４７】

【Ｃ-125】

再掲

（機械保修課TL T インタビュー結果）
・｢1式｣とは数もの機器をひとまとめで管理するイメージ。配管のように数えられないものも｢1
式｣のイメージである。支持構造物のうち、海水系のオイルスナバは架構タイプの支持構造物

と異なり、持帰り点検が必要なため数の管理をしている。｢1式」で管理されている機器の点検
については、｢1式」に含まれる機器を点検要領書で識別すること(部屋毎に管理する、可視範
囲を点検する等)が明記されていなかったことを問題と考える。
・チーム員は配管支持構造物の機能、構造について理解していなかったと思う。チーム員は力

量を云々するレベルになかった。出向者は2～3年で入れ替わってしまい、チーム10人のうちプ
ロパーは自分一人という時期もあった。そういう中で外観点検を直営でやり始めた時に、対象

となる機器の所定の機能を発揮しうる観点からの点検内容を深堀りしなかったのが問題と考え

る。

・要領書審査段階では、法令報告の対応等に時間をとられ、要領書を審査する余裕はなかっ

た。

【要因T１－１３２】

【Ｌ-4】

再掲

【要因T１－２８２】

【Ｄ-143】

再掲

【問題事象Ｔ1-23】（要因１－４８）（再掲）

配管支持構造物の点検要領書には、機能を発

揮しうる状態にあるか否かの観点からの点検を

行うことが記載されておらず、必要な点検ができ

ていなかった 【Ｂ-120】

【要因T１－３０】

【Ｃ-136】

【要因T１－２８３】

【Ｃ-141】

再掲

【頂上事象Ａ】（要因T１－５９）（再掲）

保全を担当するプラント保全部におい

て、保全計画（点検計画）に定めた点検

期限を超過、あるいは手続きをしないで

点検頻度を変更した【A-1】

（ａ-8 機械保修課及び燃料環境課では、

保全計画（点検計画）に基づく配管支持

構造物の点検ができていなかった）

【要因T１－４６】

【C-130】

再掲

【問題事象1-24】（要因T１－４９）（再掲）

機械保修課及び燃料環境課では、保全計画（点検

計画）で配管支持構造物「１式」を点検対象として点

検範囲を限定していないにも関わらず、点検要領書

では可視範囲に限定し、それ以外の範囲（以下「可

視不可部」）について点検を実施していないなど、保

全計画（点検計画に基づく配管支持構造物の点検

が適切にできていなかった【Ｂ-130】

ケースDの点検期

限超過

補足（保安検査資料から記載）

ディーゼル発電機休止期間をアウトオブサービスと考え、点検期間に

カウントしなかった

・前回点検実施月：平成23年6月

・点検期限（間隔/頻度）：平成24年10月（16M、ただし、準じた確認の結

果平成25年1月へ一時的に延長）

・点検実施月：平成25年3月（27M）

・ディーゼル発電機休止期間：平成25年1月～平成25年3月（2M）

【問題事象1-4】（要因Ｔ１－１８０）（再掲）

（電気保修課及び）機械保修課では、トラブル

等によるプラント工程の変更に伴って点検時期

が延期される設備機器が発生した際に、必要

な手続きをしなかった【Ｂ-30】

【要因Ｔ１-１５１】

【C-40】

再掲

【問題事象1-2】（要因１-１８３）（再掲）

所長以下のライン職、主任技術者等は、IVTM等

のトラブルを受けて変更したプラント工程に合わ

せて改定した保全計画（点検計画）を確認・承認

する際に、電気・計測制御設備の点検期限の超

過や点検頻度が変更されていることを見つけられ

なかった【Ｂ-20】
【要因T１－２０５】

【Ｃ-23】

【要因T１－２０３】

【Ｃ-24】

再掲

補足

平成24年度第4回保安検査において確認され

た。（平成25年3月7日）

【要因T１－１８２】

【Ｃ-20】

再掲

【頂上事象Ａ】（要因T１－５１）（再掲）

保全を担当するプラント保全部におい

て、保全計画（点検計画）に定めた点検

期限を超過、あるいは手続きをしないで

点検頻度を変更した【A-1】

【問題事象1-22】要因T１－４０１（ 再掲）

機械保修課では、清水膨張タンク等の保

全計画（点検計画）が、定めたとおりの点検

間隔で点検管理できるものとなっていな

かった 【Ｂ-119】
【要因Ｔ１－１１１】

【Ｃ‐119】
再掲

補足

平成25年7月～9月のチェック作業において点検

実績として認められなくなった

【要因T１－２８３】

【Ｃ-141】

再掲
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電気保修課 機械保修課
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計装Ⅱ-TT
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水蒸気-e
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Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
B23、Ｂ12

担当
ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＥＥ，Ｆ
Ｆ，ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，

ＤＤ
B13、B41、Ｂ42、Ｂ44、

B45、B48

チームリーダ（ＴＬ）

課長代理
（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

プラント
管理部長

施設保全課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

課長
ｆ

Ｉ (次長兼務）
L

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

理事
A③
A④

試験・工程管理チーム

チームリーダ
（TL）
RR

プラント保全部

部長
J
I
K

保修計画課

担当
ｋ
A4

担当
OO
A6
JJ
KK
ｊ

保全プログラム

平成24年11月3日

～

平成24年11月9日

平成24年11月5日

平成24年11月6日

平成24年11月7日

【課長Ｖ、課代Ｗ、Ｘ、

各ＴＬ、各担当】

部長からの指示を受

け、これまでの調査内

容から数量確定作業

を開始

保安管理専

門委員会

（第118回）付

議

【課長Ｖ】

調査を続けた結果、

点検計画に関する

手続き不備が多数

ある（数量は未確

定）ことをプラント保

全部長へ報告

補足

点検計画を変更したものに「保守管理要領」に

基づく保全の有効性評価の手続きが行われてい

ないものや、点検時期を延長する手続きが行わ

れていないものが多数あった。（数量は未確定）

【部長K】

電気保修課

に数量を確

定するよう指

示

補足（第118回保安管理専門委員会議事録より抜粋）

議題：「保守管理要領」、「保全計画検討要領」、「保全の有効性評価要

領」及び「点検・補修等の結果の確認・評価要領」の改正について

出席者：（委員長）所長Ｂ、（委員）炉主任ａ、品質保証室長Ｄ、運営管理

室代ｎ、プラント保全部長Ｋ、プラント管理部長

事務局：品質保証室

検討内容：要領の改正について

コメント：

保守管理要領第13条第1項第1号※1、同添付-1及び保全計画検討要

領第11条第1項第15号の「サイクル単位で設定しているものを月単位に

変更する場合は」の記載では、全てのサイクル単位の記載を月単位に

するように読めることから、「サイクル単位を月単位に変更する場合は」

と修正すること。

【TL-ｊｊ、担当者mm、nn、oo】

TL-ｋｋから、点検計画の変更点の明確化及

び統一の指示を受けた

補足（担当者mmインタビュー）

平成24年度に点検を計画していた共通保修設備燃取機

器洗浄設備（計装分）について、平成24年12月に点検期

限が来るためＴＬ-ｊｊへ相談し、点検間隔/頻度は変更しな

いので、保全の有効性評価は必要ないと理解した

（TL-ｊｊへ相談した内容）

平成24年度に点検を計画していた計器で点検期限が来

るが、今年度の点検予算が確保できなかったことから「次

回点検期限」を「次回使用時」とすればよいか相談した。

（燃取系・機械設備の担当者から次回の使用時までに行

うような記載に変更したものがあることを聞いた）

（TL-ｊｊからの回答）

点検間隔/頻度は変更しないで、次回点検期限を変える

だけなので、有効性評価もいらなし、備考欄に「共通保修

の機能要求がなく、起動に備えて適切な時期に点検する」

旨記載があれば、よい

【担当者mm】

点検計画（640系燃

取機器洗浄設備

（計装分））の変更

について、TL-ｊｊへ

相談

【TL-ｊｊ】

担当者mmへ有効

性評価及び準じた

確認がいらないこと

を伝えた

補足（TL-jjインタビュー）

平成24年10月の説明会の合意事項

から「点検間隔／頻度」を変更しないも

のは、保全の有効性評価も、準じた確

認は必要なく、備考欄に評価を記載す

れば良いと思った

補足（担当者mmインタビュー）

・確認作業を行う中で、共通保修設備燃取機器洗浄設備（計

装分）について、平成24年12月に点検期限を迎えることを初

めて認識した

・指示に基づき共通保修設備燃取機器洗浄設備（計装分）に

ついては、「点検期限」欄を赤字＋セルを黄色で塗り潰して明

確にした

【担当者mm】

担当者nn,ooが入力

した内容を確認し、

TL-kkからの指示を

受け、作業を実施

【TL-ｊｊ、担当者mm、nn、oo】

点検計画の改正作業を実施し、TL-ｊｊへ入力

が完了した旨を連絡（TL-ｊｊ自らも改正作業を

実施）

補足（有効性評価記録及び点検計画から記載）

・共通保修設備 燃取機器洗浄設備（計装分）の平成

24年度契約の見通しの立たないものについて、点検計

画備考欄に「共通保修の機能要求がなく、起動に備え

て適切な時期に点検する」と記載し、次回点検期限を

「次回使用時」に変更し、平成25年度に「〇：計画」を記

入した

・640系（ポンプ洗浄槽、2次系洗浄槽）の内、使用予定

がない計器について保全の有効性評価（平成24年11

月9日（供用前第2-0011（NS）））を実施し、点検間隔/

頻度欄及び次回点検期限欄を「使用前」へ変更

【TL-ｊｊ】

保全計画改正案を確

認後、課長へ説明

【課長ii】

ＴＬ-ｊｊから説明を受

け、了承し、保修

計画課へ提出

補足（TL-ｊｊインタビュー）

・点検計画一式及び変更点リストに基づき、テクニカルメモ、保全の

有効性評価を行った記録と合わせて、入力が完了したこと及び確

認した結果の説明を行った。

・共通保修設備（ポンプ洗浄槽、2次系洗浄槽）について「サイクル」

表記→「使用前」へ変更したことを説明した。

・共通保修設備 燃取機器洗浄設備（計装分）は説明していない。

補足（課長iiインタビュー）

他機器で有効性評価を行い、点検間隔/頻度

を変更したものの説明を受けたため、当該65件も

同様に「点検間隔/頻度」が変更されていると思っ

た。

・変更点リストにて変更した点検計画の説明を受

けたが、系統毎の説明はなかった。個々の設備

の確認は行っていない。

51

平成24年10月12日から

【担当j】

受領

55
平成24年12月6日へ

補足（TL-ｋｋからのメールから記載）

・追記、誤記修正、点検周期変更(有効性評価要)⇒赤

字＋セルを黄色で塗り潰し

・点検周期の表記のみ変更(サイクルを月等に変更：周

期は変更なし)⇒黒字＋セルを水色で塗り潰し

・実績記入は黒字のみ

これら変更点を変更点リストに纏める

53

平成24年10月4日から

燃料環境課における保全計画改正

（Rev11）の実施

保全計画変更手続き遅れに対する報告

電気保修課→プラント保全部→上層部

【要因T１－２９８】

保全計画（点検計画）を変更する場合には保全の有効性評価によって設備の安

全性を確認する必要があるが、燃料環境課では、予算の影響により共通保修設

備燃取機器洗浄設備（計装分）の点検期限を延長する際、必要な手続きをしな

かった【Ｃ-47】

【TL-ｊｊ】

燃料取扱及び貯蔵

設備の電気・計装

分についてテクニカ

ルメモを作成し、課

長の承認を受けた

【要因１－９６】

←【要因１－１０１】
燃料環境課長は、チームリーダから点検計画の改正案の

説明を受けた際、計画変更される設備に関する必要な手続

きの有無を確認する必要があったが、共通保修設備燃取機

器洗浄設備（計装分）の手続きが実施されずに「次回点検期

限」欄が変更されていることを指摘できなかった【E‐56】
←【要因１－１００】
燃料環境課長は、計画変更される設備に関する必要な手続

きの有無を確認する必要があったが、点検計画のような大

量なデータをチェックする場合の仕組みやツールの使用策

を構築していなかったために、ラインとしてのチェックが十分

に行えなかった【Ｆ‐56】

42平成24年8月7日から

【要因T１－２９３】

【Ｄ-47】

再掲

【要因T１－２９３】

←【要因T１－３４４】

【E-49】

【要因T１－２９１】

←【要因T１－２９７】

【G-47】

【要因T１－２９７】

保全計画（点検計画）を変更する場合には保

全の有効性評価によって設備の安全性を確認

する手続きが必要であるが、燃料環境課のチー

ムリーダーは、点検間隔/頻度の変更を伴わず

点検期限を一時的に延長する場合に係る手続

きの理解が不足していた【Ｇ-47】

【要因T１－２９３】

保全計画（点検計画）を変更する場合には保全の有効性評価によって設備の安全

性を確認する手続きが必要であるが、燃料環境課のチームリーダーは、点検間隔/

頻度の変更を伴わず、点検期限を一時的に延長する場合は、保全の有効性評価の

手続きを不要としていた【Ｄ-47】

←【要因T１－２９２】

保全計画（点検計画）を変更する場合には保全の有効性評価によって設備の安全

性を確認する必要があるが、燃料環境課のチームリーダーは、一時的に点検期限を

延長する場合には、点検計画の「次回点検期限」欄と「備考」欄に次回の点検実施時

期が解るような記載をすることで対応できると誤解していた【Ｅ-47】

←【要因T１－２９１】

燃料環境課のチームリーダーは、「一時的に点検期限を延長することに係るエビデ

ンスが判るように、点検計画の備考欄等に関連性を表記すればよいのではないか」

とした保修計画課からの説明を誤解し、点検期限を一時的に変更する場合は、解説

を備考欄に記載することと捉えていた【Ｆ-47】

【要因T１－３６２】

【Ｄ-53】

【要因T１－３７９】

【D-54】

【要因T１－１０５】

【G-17】

再掲

56 平成24年11月18日へ

【要因T１－２９３】

←【要因T１－２９５】

燃料環境課長は、チームリーダーから保全計画（点検計

画）の改正案の説明を受けた際、計画変更される設備に関

する必要な手続きの有無を確認する必要があったが、共通

保修設備燃取機器洗浄設備（計装分）の手続きが実施され

ずに「次回点検期限」欄が変更されていることを指摘できな

かった【Ｅ-48】

←【要因T１－２９４】

燃料環境課長は、計画変更される設備に関する必要な手

続きの有無を確認する必要があったが保全計画（点検計

画）のような大量なデータをチェックする場合の仕組みや

ツールの使用策を構築していなかったために、ラインとして

のチェックが十分に行えなかった【Ｆ-48】

プラント保全

部から上層

部への報告

を実施

（11/6～）

【要因T１－２９６】

保全計画（点検計画）における点検間隔/頻度等を変更す

る場合には、保全の有効性評価によって設備の安全性を確

認した上で保全計画を変更する手続きが必要であるが、燃

料環境課のチームリーダーは、保守管理の手続きの理解不

足により保修計画課が行った保全計画見直しの説明会での

内容について、点検計画の備考欄に次回点検実施時期が

判るように記載すれば変更手続きをしたことになると思い込

み、誤解した手続き方法を課員に指導した【Ｈ-47】
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（課代)
L
M

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW

課長
U
Ｖ

燃料環境課

課長
Y
ii

課長代理（課代）

チームリーダ（TL)
計装-ｊｊ
機械-ｋｋ
管理-A3

担当
ｍｍ、ｎｎ、oo

計装
Ａ2、ee、MM、gg、hh、
pp、ｆｆ、uu、ｘｘ、qq、ｙｙ

電気、水蒸気
ＱＱ、bb、cc、ｒｒ

電気保修課 機械保修課

担当

計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT
計装A2

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
B23、Ｂ12

担当
ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＥＥ，Ｆ
Ｆ，ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，

ＤＤ
B13、B41、Ｂ42、Ｂ44、

B45、B48

チームリーダ（ＴＬ）

課長代理
（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

プラント
管理部長

施設保全課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

課長
ｆ

Ｉ (次長兼務）
L

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

理事
A③
A④

試験・工程管理チーム

チームリーダ
（TL）
RR

プラント保全部

部長
J
I
K

保修計画課

担当
ｋ
A4

担当
OO
A6
JJ
KK
ｊ

保全プログラム

平成24年11月9日

平成24年11月13日

平成24年11月14日

平成24年11月18日

【要因T１－３０４】

←【要因T１－３００】

監査チームは、保全に係る監査を実施するために必

要な保全プログラムを構成する各プロセスを熟知して

おく必要があったが、保全計画に係る業務のプロセス

の学習が不足していた【Ｈ-57】

←【要因T１－２９９】

監査員は、監査対象施設における業務のプロセスを

熟知しておく必要があるが、監査の対象施設が多く、

かつ事業も異なるため、監査手法の統一化が困難で

あることから、現状の監査員数では業務が多忙で自

主的に行う学習には限界がある【Ｉ-57】

【担当KK】

回議書（保守

管理要領、保

全計画検討

要領改正に

ついて）作成

【室長Ｆ】

合議

【所長Ｂ】

決裁

【課代X】

「電気・計装制御設

備の点検計画の手

続きの遅れに関する

確認調査要領書」作

成・承認

補足（各要領改正履歴より抜粋）

○保守管理要領

・ 点検間隔/頻度の管理単位の変更（サイクル→月）

・ 表現の適正化

・ 誤記の修正

○保全計画検討要領

・ 点検間隔/頻度の管理単位の変更（サイクル→月）

・ 表現の適正化

【部長K】

起案

【室長Ｄ】

合議

【炉主任ａ】

合議

【部長】

合議

【プラント保全部付副主幹Ａ７インタビュー結果】

本事案は、所管がプラント保全部であったため、プラント保全部長の

承認と運営管理室の確認と位置づけ、また、保安検査で調査指示を

受けた案件に係る要領書であったことから、品質保証室及び炉主任

も確認を受けた方がよいと提言した。

電気保修課における保守管理不備に係る

調査の実施

平成24年度原子力

安全監査終了会議

（監査：平成24年11

月6日～11月9日）

【問題事象1-6】（要因T１－３１２）

原子力安全監査において、監査

チームは、電気・計測制御設備の点

検期限の超過及び点検頻度が変更

されていることを検出できなかった

【Ｂ-56】

【要因T１－３１１】

監査チームは、電気・計測制御

設備におけるプロセス型監査とし

て計画段階のプロセスである保全

計画（点検計画）と発注仕様書と

の整合性を確認すべきであったが、

点検内容・実績の確認は行ったが、

保全計画との照合は行わなかっ

た【Ｃ-56】

【要因T１－３０７】

監査チームは、プロセス型監査としてＰＤＣＡの各段階ごとに任意の業務について対象とすべきであったが、監査計画において業務の完了したものを対象としていたため、計画段階

のプロセスを発注仕様書で確認した【Ｄ-56】

←【要因T１－３０６】

監査チームは、保全計画を対象に監査計画を立案すべきであったが、発注仕様書を基に作成された点検要領等を保全計画に係る要求事項に基づく業務の計画と認識して監査した

【Ｅ-56】】

←【要因T１－３０５】

監査チームは、保全計画を遂行するための業務の計画として点検計画を監査対象とするべきであったが、保全計画に係る業務の計画としての点検計画が点検を実施するために確

実なものとなっていないことを認識していなかった【Ｆ-56】

←【要因T１－３０４】

監査チームは、保全に係る監査を実施するために必要な保全プログラムを構成する各プロセスを熟知しておく必要があったが、保全計画に係る業務のプロセスの理解が不足して

いた【Ｇ-56】

←【要因T１－３０３】

監査チームには、保全に係る監査を実施するために必要な保全プログラムを構成する各プロセスを熟知しておく必要があったが、保全計画に係る業務のプロセスを熟知した専門家

が配置されていなかった【Ｈ-56】

←【要因T１－３０２】

安全監査室長は、対象施設の監査に必要な知識を有する専門家の協力を得る必要があったが、安全統括部長に対し監査の対象施設毎の専門家を監査部門に配置することにつ

いて、働きかけを強く行わなかった【Ｉ-56】

【要因T１－３１０】

監査チームは、点検計画について保全計画における業務

の計画として監査対象とすべきであったが、保全計画は保安

規定に基づき定められたものであり、業務の計画の要求事

項と認識しており、監査の対象としていない【Ｄ-58】

←【要因T１－３０９】

監査チームは、点検計画について保全計画における業務

の計画として監査対象とすべきであったが、保全計画は保安

規定と同様に国によって確認されているものと認識し、規定

への適合性の確認は必要ないと判断していた【Ｅ-58】

←【要因T１－３０８】

監査チームは、保全計画は軽水炉と同様に国への届出事

項であると思い込みがあった【Ｆ-58】

【要因T１－３０２】

【I-56】

【要因T１－３１０】

←【要因T１－３０６】

【Ｅ-56】

再掲

補足（電気・計装制御設備の点検計画の手続きの遅れに関する確認調査要領書より記載）

目的

平成24年度第2回保安検査において、1次系SIDの保全計画の変更手続き遅れが判明し、同様なことがないか保全計画に記載された全設

備について自主的に調査を行う。

調査方法

（1）必要な手続きを行わず点検間隔/頻度を変更しているものがないかの確認

①保全計画Rev0版とRev2版及びRev2版とRev5版を比較し、点検間隔/頻度を変更したものを抽出

②抽出機器の数量を集計し、一覧表にする

③一覧表より、すでに保全の有効性評価を終えている機器を除外し集計する

（2）点検の実施時期が、点検間隔/頻度を超過したものはないかの確認（平成24年11月末を現時点として調査する。※別紙4による。）

①第2保全サイクルにおける点検実績を点検記録等により調査し、点検計画Rev5と同内容の調査用の電子データ（エクセル）

に点検実績を入力する

②①のエクセルシートより点検周期を超過している機器を抽出する

③②で抽出した機器について、電子データにフラグを立てる

④②で集計した機器数を③で立てたフラグを基に集計する

(3) （2）の調査より「機能が要求されている機器」の定義に従い、該当する機器を抽出する。

①「機能が要求されている機器」の定義に従い、対象機器を図面上より抽出する。

②①をリスト化する。

③機能要求のあるものは、調査用の電子データ（エクセル）にフラグを立てる

④①～③の結果を調査用の電子データ（エクセル）に集約し、フィルタリングにより整理票を作成する。

※別紙４（点検間隔（点検サイクル）の超過の調査フロー）

点検間隔と点検時期の考え方

1サイクル：点検時期の区分 平成23年7月以降に点検実施 ⇒識別「○」

平成23年6月以前に点検実施 ⇒識別「×」

【課長V】

課長代理へ数量確

定のための作業に

関する要領作成を

指示

【課長Ｖインタビュー】

・本件は、課長代理Ｘが主体的に動いており、指示というより

は、方法等も含めて任せた

・平成24年11月中旬～12月中旬の間は、平成24年12月に点
検期限を迎えるものの調査は行っていなかったと思う。その

後、12月、1月、2月に点検期限を迎える機器の調査の中で
平成24年12月に期限を迎えるもので点検できないものを不
適合（特別採用）とする手続きを行っている。

【課代Ｗインタビュー】

・「電気・計測制御設備の点検計画の手続きの遅れに関する確認調

査要領書」は課長代理Ｘが作成した

・点検期限が切れる機器に対して、点検を実施するか、不適合とす

るかの区分けは、平成24年11月末までは個数確定のみであり、区
分けについては、12月末以降に点検期限が切れる計器に対する対
応である。

56

平成24年11月6日から

【要因T１－３１６】

←【要因T１－３１２】

電気保修課では、設備機器の安全を確保するために

保全計画（点検計画）を確実に履行すべきであったが、

点検計画は遵守しなければならないものとの認識が薄

く、点検計画に基づく点検が実施できない場合には、見

直すべきであるにも関わらず、それを十分に理解してい

なかった【Ｅ-85】

【要因T１－３１５】

電気保修課チームリーダー及び担当者は、アニュラス循環排気装置計測・制御

設備について、平成24年11月までに点検を実施しなければならなかったが、「機能

要求のある機器」の点検を優先して実施することで、当該機器の点検は次年度に

点検予算を確保し、実施すればよいと考えた【Ｄ-84】

【要因T１－３１６】

電気保修課チームリーダー及び担当者は、アニュラス循環排気装置計測・制御

設備の点検について、前年度の概算要求時に発注を予定していた業者ではなく従

来から点検を発注していた設備メーカに発注を行なわざるを得なかったため、当該

計器の点検を行わずに、優先順位の高い機器の点検を優先した【Ｄ-85】

【要因１－１５】

電気保修課チームリーダ及び担

当者は、アニュラス循環排気装置

計測・制御設備の点検について、

平成24年11月までに点検を実施し
なければならなかったが、平成24

【TL-A2インタビュー】

・契約できなくなったことは、課長に口頭で報告した。課長からは、

致し方なし、スペックダウンしてもやれるものはやるようにとの指

示があった。

・アニュラス排気装置の点検は、機能要求がないので発注仕様

から落とすことした。これは私（TL-A2）が判断した。

・この時、点検計画は意識していない。

【担当ｑｑ】

業連「一般契約請求

（アニュラス循環排

気装置他計測器類

点検作業）の契約手

続き中止について」

作成

【TL-A2】

確認
【課代W】

確認

【課長V】

承認

【担当ｑｑインタビュー】

・予算と点検費との折り合いがつかなかったことから点検を行なわ

ないとした

・契約ができないことは課長及びＴＬ-Ａ2に伝えたが、点検期限を超

過することは伝えていないと思う。

【要因T１－３１７】

電気保修課チームリーダー及び担当者は、アニュラス循環排気装

置計測・制御設備の点検について、平成24年11月までに点検を実

施しなければならなかったが、平成24年度において外注による点検

に必要な予算が十分に確保できず、点検をあきらめた【Ｃ-84】

【要因T１－３１５】

←【要因T１－３１４】

電気保修課チームリーダー及び担当者は、設備

機器の安全を確保するために保全計画（点検計

画）を確実に履行すべきであったが、点検計画は

遵守しなければならないものとの認識がなく、点検

間隔/頻度に基づき点検を確実に実施しなければ

ならないことを十分に理解していなかった【Ｅ-84】

【要因T１－３１３】

【F-84】

再掲

57 平成24年11月19日へ

47
平成24年9月27日から

【要因T１－１３０、要因T１－１３１】

要領改正時（要領の内容、審議及び承認過程）の要因と

同じ

【要因T１－３１３】

電気保修課長は、保全計画（点検計画）を保

安規定に基づくＱＭＳ文書として遵守すること、

その点検計画（点検内容や点検間隔／頻度

等）に従って機器の点検を実施することについ

て、課員が理解して確実にできるような教育が

不足し、保全計画（点検計画）を遵守する意識

の共有が図られていなかった【Ｆ-84】

【要因T１－３０２】

←【要因T１－３０１】

もんじゅの保守管理活動を原子力安全監査する場合には、保全プログラムの運用

方法を熟知しておく必要がある等、監査内容に応じた監査の対象施設を熟知した専

門家を監査部門に招へいする必要があるが、対象施設を熟知した専門家は当該施

設でも有用な人材なため、当該人材を必要時に招へいできるような環境が整備され

ておらず、安全監査室長は要請しても要員確保は困難と認識していた【Ｊ-56】



時系列「保全を担当するプラント保全部において、保全計画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは手続きをしないで点検頻度を変更した」(49/70) 添付資料-３
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保全プログラム

平成24年11月19日

～

平成24年11月25日

平成24年11月26日

～

平成25年4月23日

平成24年11月26日

平成24年11月27日

【要因T１－３１８】

←【要因T１－１７２】

【Ｆ-42】

【要因T１－３１８】

←【要因T１－３４６】

【Ｆ-75】

再掲

センター内確認チームによる確認作業実施

確認結果（H24.11.25現在）

A：「保全計画の点検時期を一時的に延長」に係る保守管理の不備（プラント工程の変更に伴い、必要な手続きがされないうちに点検時期を超過したもの）が総数8,128個

内訳①電気設備：機能が要求されている機器等39個、その他の機器等44個

内訳②計測制御設備：機能が要求されている機器等792個、その他の機器等7,253個

B：保全計画の点検間隔・頻度の変更に係る保守管理の不備（保全計画の点検間隔・頻度が変更されているのに、必要な保全の有効性評価の手続きがされていないもの）が総数1,551個

内訳①電気設備：機能が要求されている機器等23個、その他の機器等287個

内訳②計測制御設備：機能が要求されている機器等59個、その他の機器等1,182個

不適合報告書「電

気・計測制御設備の

保守管理の不備につ

いて」作成、所長承

認

[QAP715]保守管理

要領

(29次改正平成24年

11月13日;施行平成

24年11月21日)

[MQ715-13]保全計

画検討要領

(9次改正平成24年

11月13日;施行平成

24年11月21日)

【部長K】

「電気・計装

制御設備の

点検計画の

手続きの遅

れに関する

機器個数の

確認調査セ

ンター内確

認チームに

よる確認要

領書」承認

平成24年度第3回保

安検査

（平成24年11月26日

～12月11日）

補足（要領書より記載）

【メンバー】

・確認管理：運営管理室長代理、プラント保全部付、機械保修

課長、燃料環境課長

・アドバイザー：副所長（2名）

・説明者：電気保修課長代理

・確認者：各室課員

【部長Ｋ】

所長から指

示を受け、副

主幹eに要領

書の作成を

指示

【課長Ｖ、課代Ｗ、Ｘ、TL、担当】

各要領書に基づき作業を実施

11月19日～25日

【課長Ｖ、課代Ｗ】

「電気・計測制御設

備の点検間隔超過

に対する健全性確

認報告」作成・部長

承認

補足（保安検査報告書より抜粋）

・保守管理の不備については、保全計画に従った保守点検が行われず点検時期超

過となった機器があること、これら機器には安全上重要度の高いクラス１機器も含ま

れていることから、原子炉等規制法第３５条第1 項（原子炉施設の保全）及び第３７

条第４項（保安規定の遵守）に違反し、原子炉施設の保全が適切に実施されていな

いと判断する。

補足（保全計画本文より抜粋）

第13条 保全計画の策定及び変更（なお書き以降は第27次と同じ）

*1：点検間隔/頻度は原則として、月単位とする（サイクル単位を月単位に変更する場合

は、（12ヶ月×Nサイクル）＋4ヶ月で換算する。）。

なお、これを超過する場合には、次回点検までの設備、機器の健全性が維持できるか否

かを第20条に基づく点検・補修等の結果の確認又はそれに準じた確認により判断する。

その結果、健全性が維持可能な期間内で点検することができる。点検間隔/頻度を変更

する場合は、第22条に基づく保全の有効性評価を実施する。（考え方を別添-1に示す。）

【保修計画課長Ｌインタビュー】

保安検査での保守管理不備の指摘を受け、

点検計画に点検期限が明らかになるように

点検間隔/頻度を月単位とした。

センター内確認チームによる確認作業の実施

【課代X】

「点検間隔超過に対

する設備健全性確認

要領書」作成・部長

承認

57 平成24年11月18日から

補足（電気・計測制御設備の点検間隔超過に対する健全性確認要領書を基に記載）

・電気・計測制御設備の第２保全サイクル点検対象とし、現時点において点検間隔を超過しているものを対象とし、健全性を確認する。

（評価方法）

・点検実績の確認

・健全性維持可能期間の設定と比較

点検期限を超えいている対象品については、健全性が維持される期間の検討を行い、健全性が維持される期間を設定する。設定方法に関しては健全性維持可能な期間の設定要領に従う。

⇒ケース１：機能回復を伴う点検

評価：点検前・後共に最大誤差が計器精度の1/3以内である場合
延長期間：Nサイクル×24ヶ月
例：1サイクル（16ヶ月）の計器は16ヶ月+1×24ヶ月となり健全性が維持可能な期間は40ヶ月となる
・安全性への影響評価

【要因T１－３２０】

電気保修課チームリーダー及び担当者は、保

全計画（点検計画）の点検間隔/頻度に基づき、

平成24年11月中に点検を実施すべきであった

が、平成24年9月からの保守管理不備の対応や

別の作業の管理（現場のアイソレーション）に手

いっぱいであり、当該計器の点検に思いが至ら

なかった【Ｃ-88】

【要因T１－３１９】

電気保修課チームリーダー及び担当者は、保全計画（点検計画）

の点検間隔/頻度に基づき、平成24年11月中に点検を実施できるよ

う、自らが実施すべき点検についての管理ができていなかった【Ｄ-

88】

【要因T１－３１８】

電気保修課長及び課長代理は、保全計画（点検計画）の点検間隔

/頻度に基づき、平成24年11月中に点検を実施できるように部下の

業務管理を適切にすべきであったが、電気保修課における保守管理

不備に係る作業が多く、課内の業務管理が適切でなかった【Ｄ-89】

【ＴＬ－Ａ2 インタビュー】
・2次冷却系液面計計装設備（蒸気発生器Ｃ Ｎａ液位計
盤）については、自前で出来るものはメーカへ発注せず、

自前で実施しようと思っていたが、平成24年9月からの保
守管理不備への対応によりできなくなった

・点検計画は、平成24年9月の保守管理不備の頃から見
ていたが、当時は前回の実績、点検間隔/頻度はあまり意
識して見ていなかった

【要因T１－３１９】

←【要因T１－３１４】

【E-84】

再掲

【TL 、各担当者】

「計装チームで独自で管理していた平成24年11月末までの点検終了日データ」を入力し、点検

時期超過を判定する基となるデータベースとして、データ④「点検実績入力済みの平成24年11

月不適合報告書作成のための未点検機器確認データベース」を作成

本データベースは１１月末で未点検機器を担当者が手作業でフラグを立てて、自動集計してい

る。

【補足】

未点検機器確認データベースは、１１月を起点

に過去の超過を判定する仕組みであったことから、

平成２４年１１月点検期限のものについては期限

内として判定されるため、点検実績の有無に関わ

らず超過と判定されないものであった

【所大チェック

班】

電気保修課

が実施した

チェック結果

に対し、ダブ

ルチェックを

行い不適合

機器数を確

定するための、

エビデンス

（点検計画記

載項目、点検

実績）確認を

所内チェック

体制にて実

施した。

【課代A,B、TL 及び 各担当者】

「電気・計装制御設備の点検計画の手続きの遅れに関する機器個数の確認調査センター内確認チームによる確認要領書」に

基づき所内チェック班によるダブルチェックを受けた

作業目的

電気保修課が実施した調査を確認するために、センター内に設置した確認チームによる機器個数の確

認を行う

調査方法

（1）必要な手続きを行わず点検間隔/頻度を変更しているものがないかの確認
①点検計画

（2）必要な評価や確認を踏まえずに、点検の実施時期が、点検間隔/頻度を超過したものはないかの
確認

①電気保修課が調査用のデータにフラグ入力した機器について、その至近の点検実績が、点検間隔/
頻度内であるか否かを確認する

補足

電気チーム側 温度スイッチ

212_TIS05(A～C),07(A～C),09(A～C)はBの点検間隔・頻度が変更（1
サイクル→3サイクル）されているのに、保全の有効性評価の手続きが
されていないものに含まれていると思われる。（電気保修課不適合件

数はのちの保安検査による指摘のため未点検機器確認データベース

による自動判定方式に移行するため、このデータは破棄）

電気保修課にて、淡水・排水設備計器点検の記録（機器名称、盤番号）が点検計画に定める

「淡水供給設備制御盤（外観点検、機能・性能試験）及び

排水移送系計測・制御設備現場操作盤（外観点検）」とひも付けができないとの電気保修課（課

長）の判断により、電気盤・制御盤巡視点検の記録を適用した

補足（健全性評価結果を基に記載）

・淡水供給設備制御盤（外観点検、機能・

性能試験）及び排水移送系計測・制御設

備現場操作盤（外観点検）」について保守

管理要領 第20条による確認に準じた確

認評価として、維持可能期間として「3ヶ月

毎」とし、毎月、機器の作動状況確認が実

施され、又、過去3ヶ月毎に実施されてい

る外観点検結果異常が確認されていない

ことから、3ヶ月毎の点検であっても健全

性維持可能と評価した。

【要因T１－３２２】

電気保修課は、当該制御盤について保全計画（点検

計画）の点検間隔/頻度に基づき、毎月点検を実施す

べきであったが、「電気・計測制御設備の点検間隔超

過に対する健全性確認要領書」に基づき「準じた確

認」により1回/3ヶ月の点検を行うことにより機器の健

全性が維持されていると評価したため、毎月の点検を

行う必要がないと考えた【Ｃ-115】

【担当者ｙｙインタビュー】

・当該制御盤に対する準じた確認は課長と協議して記載

した

・準じた確認により3ヶ月毎に点検を行えばよく、平成24

年11月、12月中の点検は不要であると考えた

【要因T１－３２１】

電気保修課は、点検期限を超過する前に不適合管理の下で評

価し、特別採用すべきであったが、平成24年11月の調査において

作成した「電気・計測制御設備の点検計画の手続きの遅れに関

する確認調査要領書」において点検間隔/頻度を超過した機器の

健全性を評価する方法として「準じた確認」を用いていた【Ｄ-115】

【要因T１－２６４】

【E-44】

再掲

【補足】

ｈ． 2次冷却系安全保護系設備について、保守管理要領第
20条による確認に準じた確認評価として、2011年7月以降の維
持可能期間として、2014年11月までとしている。
（健全性維持可能期間の設定方針（ケース１）により、健全性

維持が可能と評価した。

【TL‐TTインタビュー】
・2次冷却系安全保護系設備については、平成24年11月の準評価で維持
可能期限を延ばせるという評価になっていたので発注していない。

・平成24年11月末の不適合に際して特別採用の手続きを取るとの概念は
無かった。

・特別採用の手続きを取ったのは平成24年12月からである。

補足

212_TIS05(A,C),7(A,C),9(A,C) ：平成23年10月 点検超過

212_dps01～03                    ：平成24年8月 点検超

過

計9機器はH24年11月末時点で点検超過機器であった。

平成24年10月15日から 54 【担当者】

点検実施

【TL】

点検指揮

【担当者】

記録作成
【TL】

記録確認

【機械保修課WW インタビュー結果】

・点検は点検要領書を持って現場に行き、検査記録を

チェックした。必要により検査対象範囲図を見て対象

物を特定したが、当該部分の機器は場所を確認しなく

ても知っていたため検査範囲を参照することがなく、作

業範囲の塗り忘れに気付くことがなかった。

・点検については証拠があるわけではないが、間違い

なく3ループとも実施した。

【要因T１－３２４】

機械保修課の担当者は、点検実施時に

点検要領書に基づき点検範囲を確認すべ

きであったが、点検対象を事前に把握して

いたため、記録様式に点検結果を記載した

だけで、添付図（検査対象範囲図）を確認

せず、塗り忘れがあることに気づかなかっ

た【Ｄ-144】

【要因T１－２８５】

【Ｄ-141】

再掲

【所長Bインタビュー】

部長からの連絡を受け、理事長及び本部長への報告も踏まえて、自らセ

ンターとして運営管理室が事務局、品質保証室が協力という体制で対応

するよう判断した。

センター内協力体制の設置

【要因T１－２６４】

【E-44】

再掲

【要因T１－３２３】

電気保修課では、点検期限を超過する前に点検を行うか、若

しくは不適合管理の下で評価し特別採用すべきであったが、平

成24年11月の調査において作成した健全性確認要領書におい

て点検間隔/頻度を超過した機器の健全性を評価する方法とし

て、保守管理要領に規定された「準じた確認」を用いたことによ

り、点検を行う必要がないとした【Ｃ-91】

原子力規制員会報

告

「高速増殖原型炉も

んじゅにおける電気・

計測制御設備の保

守管理の不備につい

て」



時系列「保全を担当するプラント保全部において、保全計画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは手続きをしないで点検頻度を変更した」(50/70) 添付資料-３
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保全プログラム

平成24年12月1日

～

平成24年12月2日

～

平成24年12月3日

【課長Ｌ】

次長からメー

ルを受信し、

電気保修課

から最新の

実績が反映

されている

データが提示

されれば、対

応は可能と

次長へ返信

【保修計画課長Ｌインタビュー結果】

・特に計画書等に基づくものでなく、電気保修課が多

種の依頼対応によりカバーできていない情報を保修計

画課として何かできることはないかという考えで行動し

た

・直近の正しい点検実績の入ったデータがほしいと依

頼した。

【課長Ｌ】

課長は電気

保修課長及び

課代へメール

の内容を口頭

にて伝えた

【次長Ｙ】

保修計画課

長に対し、電

気保修課へ

改正中の点

検計画に基

づき、至近

（12月、1月、

2月）が点検

期限となる機

器を確認す

るようメール

にて要請した

（12/2）

至近（12月、1月、2月）に点検期限超過する機

器の調査

【課長Ｖ、課代Ｗ】

保修計画課長から口頭で依頼を受けた

【次長Y】

メールを受信
【課長V】

メールを受信

【計装TL A2,TT】

メールを受信

【部長K】

メールを受信

淡水供給設備制御盤

（外観点検、機能・性

能試験）、排水移送

系計測・制御設備現

場操作盤（外観点検）

点検期限超過

【要因T１－３２２】

【Ｃ-115】

【要因T１－２６３】

【Ｃ-116】

再掲

【問題事象1-20】（要因T１－３２５）

電気保修課は、淡水供給設備制御盤、排水移送

系計測・制御設備現場操作盤の外観点検について、

従前から慣例的に行っている3ヶ月に１回の点検し

か実施しておらず、保全計画（点検計画）において

毎月点検するとしていた設備の点検期限を超過した

【Ｂ-114】

【保修計画課長Lインタビュー】

・保修計画課による平成24年12月～2月の抽出リストにて点検頻度が毎月の

物は抽出されていない

・特に計画書等に基づくものでなく、電気保修課が多種の依頼によりカバーで

きていない情報を保修計画課として何かできることはないかという考えで行動

した

・平成22年～平成25年度の欄について、この時期には点検計画のRev11版

（当時はRev10）を作成していたこともありRev11に即した（平成22年～平成25

年度の欄の付いた）点検実績データが出てくると思っていた。しかし、電気保

修課は点検計画Rev11の作成作業が遅れていた。

471系圧力指示計

特性試験

（実績削除）

補足

⑦４７１系圧力指示計：特性試験（大気解放ゼロ点確認）が点検記

録から確認できず

対象：471-PI002A、471-PI002B

470、471系

電空変換器

分解点検

（実績削除）

補足

⑦４７０、４７１系電空変換器：分解点検（パイロットリレー、減圧弁の交換）が点

検記録から確認できず

対象：470-PT006-1、470-LT001-1、470-PT007-1、470-LT005-1

471-PT001-2、471-TT001-2、471-HT001

674系圧力指示計

特性試験

（実績削除）

補足

⑧６７４系圧力現場指示計 特性試験（大気解放ゼロ点確認）

が点検記録から確認できず

対象：674-PI004A～674-PI015

平成２４年７月９日から

平成２４年７月９日から

平成２４年９月２７日から

41

41

48

【要因T１－２７１】

【Ｃ-86】

再掲

【問題事象1-10】（要因T１－３２９）

電気保修課では、アニュラス循環排気

装置計測・制御設備の点検に係る予算が

十分に確保できなかったことから、点検

期限までに点検を実施できなかった【Ｂ-

84】

【要因T１－２５３】

【C-79】

再掲

【問題事象1-9】（要因T１－３３２）

電気保修課は、点検計画から特別な保

全計画へ移行する際の手続きが不十分

であったにも関わらず、特別な保全計画

へ移行したものと誤認して、点検を実施

しなかった【Ｂ-79】

点検期限超過

（a,b,c,d,e,f,g,h,i）

・平成25年7月末から8月に実施した電気保修課内でのチェックにおいて、

平成24年12月に入った時点で以下の計器が、点検期限を超過している

ことが判明した。

対象機器

ａ．原子炉格納施設計装設備（66個）

b．安全保護系設備（18個）

ｃ．アニュラス循環排気装置計測・制御設備（6個）

ｄ．観測用地震計（1個）

ｅ．非常用DG（A）計装ラック（現場計器）（2個）

ｆ．非常用DG（A）計装ラック（計装ラック）（4個）

ｇ．2次冷却系液面計計装設備（蒸気発生器Ｃ Ｎａ液位計盤）（2個）

ｈ．中央制御盤（11個）

ｉ．2次冷却系安全保護系設備（138個）

【要因T１－３１７】

【C-84】

再掲

【問題事象1-11】（要因T１－３３０）（再掲）

電気保修課では、保全計画（点検計画）に

おける点検間隔／頻度に基づき点検を実施

しなければならないことを十分に理解してい

なかったことから、非常用DG 計装ラック（現

場計器）について点検期限までに点検しな

かった【Ｂ-86】

【問題事象1-12】（要因T１－３２８）

電気保修課では、２次冷却系液面計

計装設備について、保全計画（点検計

画）における点検間隔／頻度に基づい

て点検を自前で実施することとしてい

たが、点検期限を失念して点検を実施

しなかった【Ｂ-88】

【要因T１－３２０】

【C-88】

再掲

【要因T１－３２６】

電気保修課では、保全計画（点検計画）の点検間隔／頻

度に基づき、平成24年11月中に点検を実施できるように管

理すべきであったが、点検予定と実績を管理するシステムと

して作られていた月間レビューが点検期限管理として使用

できるものとなっていなかった

【D-90】

【問題事象1-13】（要因T１－３３１）

電気保修課では、保全計画（点検計画）における点

検間隔／頻度で点検を実施すべきであったが、「電気・

計測制御設備の点検間隔超過に対する健全性確認要

領書」に基づき点検期限を超過する前に「準じた確認」

により評価して点検を行わなかった【Ｂ-91】

【要因T１－３２３】

【C-91】

再掲

【課代W、X】

メールを受信

【課代Ｗインタビュー】

・保修計画課長からの

メールを受けて、要領書

（平成24年12月21日に作

成した対応方針）を作成

し対応を行うことを考えて

いた。

【課長Ｖインタビュー】

・第３回保安検査に向けた

準備として、手続き不備で

点検間隔/頻度を変えた

機器の点検時期を確認し

ていたため、本作業の依

頼を受けた記憶はない。

【課代Ｗ インタビュー】

・.保修計画課からの指示については、11月末までに取

り纏めた点検実績を教えてもらえたら、至近（12月、1月、

2月）が点検期限となる機器の抽出作業の対応を行う旨

の依頼を口頭にて受けた

予熱ヒータＡ系（1次

系、2次系）特性試

験（絶縁抵抗測定・

導通試験）点検実

施（12月）
【要因T１－１７２】

【Ｆ-42】

再掲

【要因T１－１２７】

【I-9】

再掲

【要因T１－１５３】

【E-59】

再掲

非常用ＤＧ（Ａ）

計装ラック

（現場計器）

点検実施

（12/19）

平成２４年９月１１日から

43

【頂上事象Ａ】（要因T１－５１）（再掲）

保全を担当するプラント保全部におい

て、保全計画（点検計画）に定めた点検

期限を超過、あるいは手続きをしないで

点検頻度を変更した【A-1】

（ａ-5 電気保修課では、保全計画（点検

計画）において毎月点検するとしていた

設備の点検期限を超過した）

【頂上事象Ａ】（要因T１－５１）（再掲）

保全を担当するプラント保全部に

おいて、保全計画（点検計画）に定

めた点検期限を超過、あるいは手続

きをしないで点検頻度を変更した

【A-1】

（ａ-1 平成24年11月末時点での点検

期限管理がなされず、同年12月に点

検期限超過となった）

【要因T１－３２７】

電気保修課では、保全計画（点検計画）の点検間隔／頻

度に基づき、平成24年11月中に点検を実施できるように管

理すべきであったが、担当者が失念した場合にも、注意を

促す仕組みやラインからの働きかけがなかった【C-90】

補足

平成25年7月～9月のチェック作業において点検実績

として認められなくなった

補足

平成25年7月～9月のチェック作業において点検実績

として認められなくなった

補足

平成25年7月～9月のチェック作業において点検実績

として認められなくなった

【要因T１－２４８】

【Ｃ-114】

再掲
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【保修計画課長Ｌ インタビュー】

・点検期限切れリストを作業員がエクセルシートに

列を追加し、12月、1月、2月に期限を迎えるフラグ

を立てて未点検になるものを特定しリスト化した。

・3月分は、まだ点検期限超過に至るまでに期間

があるため不要と考えた

【TL-A2インタビュー】

・平成24年11月25日に個数を確定した実績データの

入ったリストを指定のフォルダに格納するよう指示を受

けた。

・当初9月頃には西暦欄へ実績を入力していたが、平

成24年10月の保全計画（Rev10）改正作業に伴って、

新たに平成年度の欄を設け、並行して実績を入力して

いた。

補足（保修計画課 TL‐WWインタビュー）
・点検計画の「次回点検期限」欄が数字であるものを対象として

チェックするよう口頭で指示した

・「次回点検期限」が文字で記載されているものは、設備担当課

で評価されるものと思った

【課長L】

保修計画課

にて横並び

チェックを実

施するよう担

当TLへメー

ルにて指示

55平成24年11月3日から

【TL-WW】

保全計画

Rev10の内容

再確認の実

施開始及び

実施方法に

ついて課員

へ周知

補足（メールから記載）

・Rev10の改正手続きが遅れている。各課から提示されている内容を以下の視点でチェックするよ
う指示。

【確認の視点】

①誤記

②記載内容のダブり

③できない点検項目が記載されていないか

④存在していない計器、基盤等はないか

⑤次回点検期限に誤りがないか

⑥点検頻度の記載は適切か

⑦保全方式にCBMを使っていないか（現状ではCBMまで進んでいない）
⑧月管理の徹底（法定点検、保安規定等で定められているもの、運転経験に基づくものを除く）、

有効月数の考え方の統一

補足（メールから記載）

・個人によりチェックの観点にバラツキがでるのは許容範囲。（内容

の責任はラインであり、保修計画課としては見直しのきっかけを与え

るものであるため）

【チェック手順】

・データベース化された最新データを個人のPCに移動する
・フィルタ機能を活用し、不整合部分等を洗い出し（当該セルの着色

及びその理由を記載）

・チェック終了後、指定のフォルダに格納

【TL、担当者】

指示に基づき、横並びチェッ

クの実施

60 平成24年12月25日へ

【要因T１－３３９】

保修計画課長は、保守担当課が作成

した保全計画（点検計画）の改正素案を

確認した際に、いくつかの誤記等を発見

したために、主要な修正箇所を摘出し保

守担当課へ指摘することとし、「次回点

検期限」欄に文字で記載がある場合も

主要な調査項目としてチームリーダー

へ指示しなかった【Ｉ-49】

保修計画課による横並びチェック

【要因T１－３４４】
保修計画課の確認者は、点検期限が変更されている箇所を確認し必

要な手続きがなされていることをチェックする必要があったが、チーム

リーダの指示にしたがって横並びチェックを実施した際、燃料環境課に

おける共通保修設備燃取機器洗浄設備（計装分）の点検期限が誤って

いることを指摘できなかった【Ｅ‐49】

補足（保修計画課長インタビュー）

点検計画を仕上げるのは各課の業務であるが、設備担当課の点

検計画案をみると、記載内容のダブり等が見受けられたことから、

改正手続きが遅れている機会に、各課から提示のあった計画の

内容を再度チェックして、各課に精査を促すようアクションをとった

【要因１－１２０】

保修計画課のチームリーダは、「次回点検期限」欄が「次回使用時」と

文字で記載された共通保修設備燃取機器洗浄設備（計装分）の点検期

限が誤っていることを抽出できないチェック方法としてしまった【F‐56】

【要因T１－３３８】

保修計画課長は、点検期限超過に係る保全

計画（点検計画）の各項目の記載内容のチェッ

クを行うにあたってチームリーダーと調査の視

点を確実に共有すべきであったが、保守担当

課での本格的調査への参考程度と考え、保守

担当課へ例示できる修正箇所を摘出するため

の調査の視点を計画してチームリーダーと共

有する取組みが十分でなかった【Ｊ-49】

【要因T１－３４３】
保修計画課のチームリーダーは、「次回点検期限」欄に文字で記載が

ある場合でも誤りの有無を確認する必要があったが、「次回点検期限」欄

が「次回使用時」と文字で記載された共通保修設備燃取機器洗浄設備

（計装分）の点検期限が誤っていることを抽出できないチェック方法として

しまった【Ｆ‐49】

【要因T１－３４２】
保修計画課のチームリーダーは、「次回点検期限」欄に文字で記載がある場合で

も誤りの有無を確認する必要があったが、確認者達に対して、次回点検期限の欄

が文字で記載されている場合には、保守担当課で評価が行われているものと思い、

数字で記載されているものだけをチェック対象とするよう口頭指示した【Ｇ‐49】

【要因T１－３４１】
保修計画課長及びチームリーダーは、「次回点検期限」

欄に文字で記載がある場合でも誤りの有無を確認する調

査方法とすべきであったが、チームリーダーは、保全計画

（点検計画）を確定するのは保守担当課であるので、今回

の横並びチェックは保守担当課が修正を確実に行うための

きっかけを与えるものであると考えていた【Ｈ‐49】

【要因T１－３４０】
保修計画課長及びチームリーダーは、「次回点検期限」

欄に文字で記載がある場合でも誤りの有無を確認する必

要があったが、実際の設備状況は保修計画課では把握

できず、保守担当課がきちんと確認する必要があると考

えていた【Ｉ‐50】

【要因T１－１２４】
【F‐22】
再掲

【ＴＬ‐TT】
担当者がフォルダに

格納したデータについ

て確認し、指定のフォ

ルダに格納した旨、

メールにて連絡

【課長L】
メールを受

信

【課長L】
メールにて、

計装チーム

分の至近（12
月、1月、2
月）が点検期

限となる機

器リストを配

信

【ＴＬ‐Ａ2、TT】
計装チーム分につ

いて、指定のフォル

ダへ格納するよう

メールにて担当者へ

指示

【課代Ｘ】

メールを受信

【各担当者】

平成24年12月、平成25年1月、平成25年2月
に点検期限を迎える機器を抽出のために点検

実績/予定（2010年、2011年、2012年、2013
年）欄の右側に、新たに点検実績/予定（H22
年度、H23年度、H24年度25年度）欄を設け、
実績を転記し、指定のフォルダへ格納

【ＴＬ‐Ａ2】
担当者がフォルダに

格納したデータにつ

いて確認

【課長L】
12月～2月に
かけて点検

期限を超過

する機器（点

検項目）をリ

ストアップ

【部長K】
メールを受信

【次長Y】
メールを受信

【課長V】
メールを受信

【課代W/X】
メールを受信

【炉主任ａ】

メールを受

信

【室長D】
メールを受

信

【所長Ｂ】

メールを受

信

【室長F】
メールを受信

【次長Y】
電気チーム

分が不足し

ているのでは

ないかとの確

認をメールに

て問合せ

【課代Ｗ】

計装TL‐A2及びTTへ
口頭にて作業を指示

【TL-A2 インタビュー】

・全体を通して、おかしいものがあるかない

かを確認した。

・点検記録との照合は行っていない

【TL-TT インタビュー】

・全体を通して、おかしいものがあるか

ないかを確認した。

・点検記録との照合は行っていない

【ＴＬ‐QQ】
口頭にて指示を

受けた

【TL-TTインタビュー】

・11月末までに数を確定したデータを格

納し、その旨を保修計画課長へ連絡する

よう指示を受けた

【課代W インタビュー】

・ＴＬに対しての指示は、11月末までに数を確

定したデータを保修計画課へ渡すように指示

をした

補足

・平成24年11月25日に個数確定作業に使
用したデータを格納した。

・一部、和暦欄の実績が誤っているものが

あった

補足（「至近で点検頻度を超過する機器のリストアップについて」から記載）

・電気保修課から受け取ったデータに基づき、保修計画課長から作業員へ作業を依頼

【作業指示内容】

①調査対象は、点検間隔/頻度が3サイクル（40ヶ月）以下の機器とする。
②点検計画（Ｒｅｖ10版）の電子データに列を追加する（Ｈ24年12月期限、Ｈ25年1月期限、Ｈ25年2
月期限）する。

③前回点検時期が以下の機器については、上記②で追加した列にフラグ１を立てる。

ただし、備考欄に「原子炉停止中に機能要求がなく、起動に備えて適切な時期に点検する」と記

載された機器は、除外する。

点検頻度が1サイクル→Ｈ23年8月、9月、10月
点検頻度が2サイクル→Ｈ22年8月、9月、10月
点検頻度が3サイクル→Ｈ21年8月、9月、10月

課代W インタビュー

・１１月実績から新しいリストが出てきたから、間違いがあるとは思わなかった。正しいと

思っていた。とにかく新たな未点検を出してはいけないと考えていたので、先ずは、点

検できるかを確認することを優先した。

既に未点検機器数は11月25日の報告書で確定していたので照合することはやらな

かった

・機器リストはメール添付のエクセルベースのものと紙ベースものを受け取っている。

12/7以降の対応（点検要領や不適合報告）については紙ベース*1のリストにより行って

いた。エクセルデータを使っての対応は行っていない。

*1：紙ベースとは、平成24年12月、平成25年1月、平成25年2月に点検期限を迎える

機器にフラグが立ち、フラグの月毎にソートがかけられたリストである。その中には、機

器名称、機器番号、点検項目、点検間隔/頻度、点検実績/予定（平成22年度、平成23

年度、平成24年度、平成25年度）が記載されている。

TL-QQインタビュー

・課長代理から指示を受けたかは明確ではないが、平成

24年12月3日頃から作業を始めたと思う

・これ以降のリスト作成について、保修計画課長にどの

ようなものを作成するか口頭にて問い合わせを行い、リ

ストを作成した

補足（「至近で点検頻度を超過する機器のリストアップ結果について」から記載）

【抽出条件】

①点検計画の備考欄に「原子炉停止中に機能要求がなく、起動に備えて適切な時期に点検する」と記載された点

検項目については、点検時期の一時的な変更に該当することから、準評価が行われているものと判断し、抽出対

象から外した。ただし、「原子炉停止中につき、機能要求がない」と記載された点検項目は、点検計画に基づいた

頻度で実施する必要があるため、抽出対象とした。

②点検計画から特別な保全計画に移行した設備、機器は、抽出対象から外した。（点検計画の備考に「原子炉停

止中につき、機能要求がない」「原子炉停止中に機能要求がなく、起動に備えて適切な時期に点検する」とした機

器は特別な保全計画に移行した設備に該当しない）

【抽出結果】

平成24年12月に点検頻度を超過する設備
①1次冷却系予熱制御盤Ｂ，Ｃ（機能、性能試験）、非常用設備論理継電器盤Ａ～Ｃ（外観点検）
②2次系ＲＩＤサンプリングブロワＡ～Ｃ（分解点検）、2次系ＲＩＤラック内計装弁Ｃ（外観点検）、2次系アイソレータＢ、
Ｃ、圧力指示計、記録計Ｂ（特性試験）、272系 ＣＬＤ（Ｂ）（特性試験）、各種計装品Ａ～Ｃ（外観点検）
③714系、715系計装品関連（外観点検）
④地震加速度計関連（機能・性能、特性試験）、771系ディーゼル発電機Ｂ計装品（外観、特性試験）
⑤セルモニタ関連盤Ａ～Ｃ（外観、特性試験）、712系液位計装関連（外観、特性試験）

【保修計画課長Ｌインタビュー】

抽出条件の意図は以下のとおり

・備考欄に「機能要求がなく、適切な時期に点検する」

と記載されたものは準評価がなされており、期間が延

長されていると判断し、抽出対象から外した。

・点検計画の備考欄に「特別な保全計画へ移行してい

る」旨の記載があるものは抽出対象から外した

・担当課が実施した準評価は、抽出条件にはしない

58

64

【TL-A2インタビュー】

・当初9月頃には西暦欄へ実績を入力していたが、平成24年10月

の保全計画（当時のRev10）改正作業に伴って、新たに各年度の

欄を設け、並行して実績を入力していた。

・西暦から和暦への転記作業は、電気保修課の担当者から請負

業者へ依頼していたと思う。平成24年9月～11月の作業において

は、電気保修課では西暦で行っていたが、点検計画Ｒｅｖ11の改

正作業の中で和暦年度での記載が必要となった。Rev11では、和

暦年度、Rev15では、西暦年度である
【要因T１－３３７】

電気保修課の課長、課長代理及び電気チームリー

ダーは、至近（平成24年12月～平成25年2月）に点検期

限を迎える機器の抽出リストを作成した際、正確な点検

実績が入力されていることを確認すべきであったが、点

検記録と点検実績が整合が取れていることを確認しな

かったことから誤入力に気が付かなかった【Ｄ-110】

【要因T１－１７２】

【Ｆ-42】

再掲

【担当者MMインタビュー】

・膨大な量のデータを手作業で移しており、時間が

なかった。なお、入力した後のチェックは自らにおい

てやっている。

・西暦欄と和暦欄の整合は確認していない。

・当時は、徹夜作業が続き、業務が破たんしている

状態であった。

【要因T１－３３４】
電気保修課では、至近（平成24年12月～平成25年2月）に点検期限を
迎える機器の抽出リストを作成した際、膨大なデータを手作業で入力し

ており、チェックを実施できる時間が確保できなかった【Ｅ‐109】
←【要因T１－３３３】
電気保修課では至近（平成24年12月～平成25年2月）に点検期限を
迎える機器の抽出リストを作成した際、正確な点検実績が入力されて

いることを確認すべきであったが、点検計画のような大量なデータを

チェックするための仕組みがなかった【Ｆ‐109】

【要因T１－３３６】

電気保修課では、保全計画（点検計画）に基づ

き点検期限を迎える機器を正確に把握しておく必

要があったが、プラント保全部次長から指示の

あった至近（平成24年12月～平成25年2月）に点

検期限を迎える機器の抽出リストを作成した際、

当該機器の前回の点検実績を他の実績と取り違

えたことから、平成23年8月と入力すべきところ平

成23年9月と誤った入力があった【Ｃ-109】

【要因T１－３３５】
電気保修課担当者は、至近（平成24年12月～平成25年2
月）に点検期限を迎える機器の抽出リストを作成した際、

正確な点検実績が入力されていることを確認すべきであっ

たが、自ら入力した点検実績に誤りがないかを確認しな

かった【Ｄ‐109】

【要因T１－３３７】
【D‐110】
再掲

61

1月末、２月末及び３月末の期限

切れ機器に対する不適合報告書

(12-35、12-43、12-51）を起案
62

63

計装チーム側

212_TIS05,07,09A
点検実施(12/7)
超過解消

【要因T１－３５８】

【F-52】

【要因T１－３５６】

【F-51】

【要因T１－３３９】

【Ｉ-49】

再掲

59
平成24年12月7日へ

59
平成24年12月5日から

平成24年12月13日へ

【要因T１－１１９】
【G‐15】
再掲

平成24年12月11日へ

【要因T１－３３３】

【F-109】

再掲
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チームリーダ
(TL)
SS

運営管理室

所大
チェック班

日付 トピックス
理事長
Ａ①
Ａ②

敦賀本部長
A⑤
A⑥
本部長
代理
A⑦
A⑧

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

室長
E
F

敦賀本部
安全品質推進

部長
A⑩

安全統括部
部長
A⑨

所長
A
B

副所長
A１
H

安全品質管理
室長C

副主幹ｍ
品質保証室長

D

室長代理c

次長
I
F
Y
Z

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長代理
（課代)
L
M

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW

課長
U
Ｖ

燃料環境課

課長
Y
ii

課長代理（課代）

チームリーダ（TL)
計装-ｊｊ
機械-ｋｋ
管理-A3

担当
ｍｍ、ｎｎ、oo

計装
Ａ2、ee、MM、gg、hh、
pp、ｆｆ、uu、ｘｘ、qq、ｙｙ

電気、水蒸気
ＱＱ、bb、cc、ｒｒ

電気保修課 機械保修課

担当

計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT
計装A2

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
B23、Ｂ12

担当
ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＥＥ，Ｆ
Ｆ，ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，

ＤＤ
B13、B41、Ｂ42、Ｂ44、

B45、B48

チームリーダ（ＴＬ）

課長代理
（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

プラント
管理部長

施設保全課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

課長
ｆ

Ｉ (次長兼務）
L

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

理事
A③
A④

試験・工程管理チーム

チームリーダ
（TL）
RR

プラント保全部

部長
J
I
K

保修計画課

担当
ｋ
A4

担当
OO
A6
JJ
KK
ｊ

保全プログラム

平成24年12月10日

【部長K】
11月に点検
が必要と

なっている

機器の有無

をメールに

て保修計画

課長へ問合

せ

【課長L】
部長からの

メールを受け、

電気保修課

長及び課代

へ問合せ

【課長V】
メールを受信

【課代W/X】
メールを受信

【課長V】
ＴＬ‐ＴＴへ確認した結
果について、口頭に

て保修計画課長に

対して回答

補足

平成24年11月末に点検の期限が切
れるものは不適合件数にカウントして

いるか否かを確認してほしい旨を連絡。

【課長L】
メールにて部

長へ回答

【部長K】
メールを受

信

【次長Y】
メールを受信

【ＴＬ‐TT】
課長からの指示を受

け、約1万件の不適
合は、11月末で点検
期限を超過するもの

が含まれている旨を

回答

【ＴＬ-ＴＴインタビュー】

・課長からの問い合わせは、自分だけに聞かれた

（他の人はいなかった）

・回答は計装分全体について、平成24年11月末に

期限を迎えるものが含まれていることを回答した

・担当者ｅｅへの確認は行っていない

補足

11月に点検頻度が切れるものは

不適合件数に含まれていることを

電気保修課長及びＴＬ-ＴＴに確認

した旨を回答

【課長Ｖ】

メールを受信
【課代Ｗ/Ｘ】
メールを受信

【ＴＬ‐ＴＴ,A2】
メールを受信

【課長Ｌ】

次長からの

メールを受け、

電気チーム

は、自前で実

施することに

なっているこ

とから、抜け

ている。情報

収集を行い追

加する旨、

メールにて回

答

【次長Ｙ】

メールを受

信

【部長Ｋ】

メールを受

信

【課長Ｖインタビュー】

・11月に点検頻度が切れるものは不適合件数に

含まれていることを電気保修課長ＴＬ-ＴＴのみに

口頭で確認した。

・電気分については保修計画課長と電気ＴＬが相

談しながら調査を行っていたことから電気チーム

には聞かなくてもよいと思った。

【ＴＬ-ＴＴ】（再掲）

平成２４年１１月に点検期限を迎える機器につい

ては、１１月末の未点検機器数確定作業の中で整

理されており、未点検機器についても集計されてい

ると思い込んでいた
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チームリーダ
(TL)
SS

運営管理室

所大
チェック班

日付 トピックス
理事長
Ａ①
Ａ②

敦賀本部長
A⑤
A⑥
本部長
代理
A⑦
A⑧

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

室長
E
F

敦賀本部
安全品質推進

部長
A⑩

安全統括部
部長
A⑨

所長
A
B

副所長
A１
H

安全品質管理
室長C

副主幹ｍ
品質保証室長

D

室長代理c

次長
I
F
Y
Z

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長代理
（課代)
L
M

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW

課長
U
Ｖ

燃料環境課

課長
Y
ii

課長代理（課代）

チームリーダ（TL)
計装-ｊｊ
機械-ｋｋ
管理-A3

担当
ｍｍ、ｎｎ、oo

計装
Ａ2、ee、MM、gg、hh、
pp、ｆｆ、uu、ｘｘ、qq、ｙｙ

電気、水蒸気
ＱＱ、bb、cc、ｒｒ

電気保修課 機械保修課

担当

計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT
計装A2

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
B23、Ｂ12

担当
ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＥＥ，Ｆ
Ｆ，ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，

ＤＤ
B13、B41、Ｂ42、Ｂ44、

B45、B48

チームリーダ（ＴＬ）

課長代理
（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

プラント
管理部長

施設保全課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

課長
ｆ

Ｉ (次長兼務）
L

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

理事
A③
A④

試験・工程管理チーム

チームリーダ
（TL）
RR

プラント保全部

部長
J
I
K

保修計画課

担当
ｋ
A4

担当
OO
A6
JJ
KK
ｊ

保全プログラム

平成24年12月11日

平成24年12月12日

【課代W インタビュー】

・点検実施期間が長期に渡るものの点検実績については様式－１の評

価日を用いることとした。

・本予熱ヒータの点検は点検期間（平成21年5月～10月）が長く、Ａ及び

Ｃ系一括の契約であることもあり、作業票の完了日、点検終了後の発電

課に引き渡し（リリース）日を考慮し、点検終了で評価した様式－１を使

用した。

原子力規制委員会

より命令文書「核原

料物質、核燃料物

質及び原子炉の規

制に関する法律第

36条第1項の規定に

基づく保安のために

必要な措置命令に

ついて」及び「核原

料物質、核燃料物

質及び原子炉の規

制に関する法律第

67条第1項の規定に

基づく報告の徴収に

ついて」受領

【電気TL-QQ】 インタビュー結果

・点検計画に関係なく直近の点検実績から抽出し

た。その後、契約状況、点検内容から実施可否を

確認した。点検計画の整合までは確認していな

かった

・保修計画課長からの依頼に対し、点検実績と点

検周期を比較し、次回点検期限が12月、1月、2月

である点検項目を洗い出し、独自でリストを作成し

ており、各担当者へは周知していなかった。

【電気TL-QQ】

「点検実績入力済み

の平成24年11月不

適合報告作成のた

めの未点検機器確

認データベース」に

ある点検実績の情報

を基に、12月、1月、2

月が点検期限となる

機器を抽出し、「至近

（12月、1月、2月）で

点検期限を超過する

機器のリスト」を課代

へメールにて送付

【電気担当者ｃｃインタビュー結果】

電気TLが作成していた点検期限管理用のリストは課

員には周知されていなかったことから、当該機器の点

検期限について認識はなかった

補足（メール添付より記載）

電気チームにて独自で管理する所管設備すべての点検実績データベースの情報を基に2月までに期限切れとなる機器の抽

出を行った。その中で260系A.C補助冷却設備盤（CDU盤、インバータ盤、極数変換器盤）、弁、ダンパ（CDU、THU）、しゃ断

器（高速、低速）について次の通り記載されている

【記載内容】

・A補助冷却設備CDU盤（外観点検、特性試験、機能・性能試験）

点検期限：H25.2 契約の有無：×

・C補助冷却設備CDU1（空気冷却器出口止め弁）（特性試験、機能・性能試験）

点検期限：H25.2 契約の有無：×

・C補助冷却設備THU1（空気冷却器入口ダンパ）（特性試験、機能・性能試験）

点検期限：H25.2 契約の有無：×

・A補助冷却設備極数変換しゃ断器A-1（高速側）（特性試験、機能・性能試験）

点検期限：H25.2 契約の有無：×

【要因T１－１５４】

【Ｄ-59】

再掲

補足

平成24年度にACS-CDU等の点検に係る契約発注はなかった

【要因T１－１１０】

【Ｄ-7、Ｃ-69】

再掲

58平成24年12月5日から

【電気TL-QQ】

抽出結果に対する、

点検情報の追加依

頼を受領し、追加情

報の調査実施

【課代Ｘ】

電気TLより受け取っ

たリストをメールにて

保修計画課長へ送

付

補足（メール添付より記載）

今後具体的な計画を立てるために、自前でできる点検

は何か、また、その点検は機器の停止が必要（アイソ

レが必要）なものか、外注が必要なものは契約請求さ

れているのか、契約されている場合はいつ実施しようと

しているのかの情報を要求した。（今回の事象発生に

は直接関係しない）

情報不足の

ため、電気

TL-QQへ点

検情報の追

加をメールに

て依頼

電気チーム

の12月、1月、

2月が点検期

限である機器

の抽出結果

をメールにて

受領し、内容

確認
65 平成24年12月13日へ

67 平成24年12月25日へ【課長Ｖ】

「電気・計測制御設

備の点検計画の手

続きの遅れに関する

不適合件数再確認

要領書」起案

【所長Ｂ】

保安検査での

コメント及び

措置命令に対

する対応指示

【部長Ｋ】

対応指示

補足

・平成２４年度第３回保安検査で報告した電気保修課が実施した不適合件数の調査結果の再確認作業にかかる作業

要領書

・（予熱）ヒータの点検実績日を様式－１の確認・評価日とした。

数量カウントの対象となる点検実績欄記入の基準について

① 実績年月は、様式-1※の日付とする。ただし、平成24年度 第3回保安検査にて、より詳細に点検実績日を報告して

いるものについては、今回も同様の方法で日付を記載する（点検報告書による点検完了日とする）。様式-1「確認評価

年月日」に基づくものは以下の通り。

●セルモニタ（705系）、ヒータ（200系）

② 超過を算出するにあたり、現在時点となる日は11月末とする。

※点検・補修等の結果の確認・評価要領（ＭＱ715-18）に基づく「点検・補修等の結果の確認評価シート」であり試運転

等完了時の確認・評価の記録をいう

実施内容

①保安検査にて指摘のあった以下の点について再確認を行う

・点検実施日、点検報告書の再確認

②不適合対象機器を精度よく確定させるため、データベースの再構築を行い、エラー要因を低くする

・点検計画Rev5（原本）と点検計画電子データの整合性確認と点検計画Rev5データベースの再構築

・機能要求、点検時期超過を算出するため、エクセルによる関数自動算出

点検期限超過に係る不適合件数の再確認

【部長Ｋ】

承認

【炉主任ａ】

確認

【室長Ｄ】

確認

【室長Ｆ】

確認

【部長Ｉ】

確認

【課長O】

合議
【課長ii】

合議

【課長】

合議
【課長L】

合議

【作業責任者（課代Ｘ）、各担当者】

保安検査にて指摘のあった点検実施日、点検報告書の再確認のため、再度不適合件数確定に向け、「電気・計測制御設

備の点検計画の手続きの遅れに関する不適合件数再確認要領書」に基づき、再確認作業開始

【各担当者】

要領書に基づくデータベース再構築作業によ

り、「点検実績入力済みの平成25年度1月報

告書作成のための未点検機器確認データ

ベース」の作成作業開始

69
平成25年1月10日へ

至近（12月、1月、2月）に点検期限超過する機

器の調査（補助冷却設備関係）

【課代Ｗインタビュー】

・メールにはリストがあり、電気チームはこのよ

うなものがあるのかと思っただけである。

【担当ｒｒ インタビュー】

・運用については、先ず様式―１を基に管理することが決

められ、これにより期限内に入ることで運用を行っていた。

・点検実績日の考え方について、特に教育はなかった。

【課長Vインタビュー】

・セルモニタ及び予熱ヒータの点検実績年月は、対象機器数が多

く、ループ単位で点検期間が長かったことから点検後リリース日

（様式-1評価日）としていた。

・当時、対象機器数が多く、点検期間が長い場合については、「点

検終了日」「点検終了日と点検間隔/頻度から次回点検開始時期

の設定」についての考え方が明確でなく、各自（担当）の考え方を

基にしていた

【要因T１－３４５】
電気保修課では、当該予熱ヒータの次回点検

時期を設定するにあたり、起点をヒータ個々の点

検が完了したそれぞれの時期（平成21年10月）と

すべきであったが、保修計画課長が内容を精査

せずに発行した点検の起点の考え方が曖昧と

なっている業務連絡書の指示に従って、予熱ヒー

タの点検が完了した後に作成した点検・補修等の

結果の確認・評価（様式-１）月（平成21年11月）を

起点として採用した

【Ｃ‐112】

【課代Ｗインタビュー】

・部長が承認である。

補足

・1次系、2次系予熱ヒータの点検

実績日を様式－１の確認・評価

日とした

補足

目的

平成24年度第3回保安検査にて報告した、電気保修課が実施した不適合件数の調査結果について、再確認する

ための確認要領を定める

実施内容

①保安検査にて指摘のあった以下の点について再確認を行う

・点検実施日、点検報告書の再確認

②不適合対象機器を精度よく確定させるため、データベースの再構築を行い、エラー要因を低くする

・点検計画Rev5（原本）と点検計画電子データの整合性確認と点検計画Rev5データベースの再構築

・機能要求、点検時期超過を算出するため、エクセルによる関数自動算出

66

平成24年12月13日へ

67 平成25年1月18日頃へ

61

平成24年

12月7日から

【要因T１－１１０】

【Ｄ-7、Ｃ-69】

再掲
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安全管理課

課長
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課長
ｆ

Ｉ (次長兼務）
L

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ
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A③
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試験・工程管理チーム

チームリーダ
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部長
J
I
K

保修計画課

担当
ｋ
A4

担当
OO
A6
JJ
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ｊ

保全プログラム

平成24年12月13日

平成24年12月17日

平成24年12月23日

平成24年12月24日

平成24年12月24日

平成24年12月25日

平成24年12月27日

平成24年12月28日

平成24年12月25日

～

平成24年12月26日へ

平成24年12月に点検期限超過する機器への

対応

平成24年12月12日から
64

【課代Ｗ】

確認結果を反映し、

「１２月に点検期限

がくる機器の点検方

針」を改訂

【課長Ｖ】

確認

【課代Ｗ】

１２月末以降に点検

期限がくる機器の対

応方針を決定（点検

不可のものは不適

合管理）し、メールに

て各ＴＬへ指示

【ＴＬ及び各担当者】

未点検機器点検班からの対象月に期限が切れる機器のリストを基に、１２月末までのプラント状

態等により判断

①点検ができない機器は不適合処理を実施

②点検可能な機器は点検を実施

70

未点検機器点検班による平成24年12月、

平成25年1月に点検期限超過する機器へ

の対応

6665

【課代Ｗ】

メールにて、至近（12
月、1月、2月）が点検
期限となる機器リスト

が作成されたこと、設

備の状況把握の指

示及び保存フォルダ

を課員全員に配信し、

リストアップされた機

器の点検状況を把握

するよう指示

補足（「近々で点検頻度を超過するもののメール」から

記載）

保修計画課により来年2月までに点検期限がくるも
ののリストアップきがされました。（計装T分）
各担当者は、担当設備の状況を把握して下さい。

電子データは下記のフォルダに保存してます。

(TL-ＴＴ、A2)

リストアップされた機

器の点検実績の有無、

無いものについて12

月末までに点検可能

であるかを確認

【TL-ＴＴ インタビュー】

・責任者（保修計画課長）から届いた機器リストは実績と次回の

点検時期を示したエクセルである。

・ソートされた状態で月毎に点検機器にフラグが付いていた気が

する。機器点数は数十件であった。

・12月分は超過対象機器が無く、１月以降の対象機器について契

約でカバー出来るものと自前でカバー出来るもの（外観点検）の

点検を行うするための準備を行った。

【計装TL-ＴＴ、A2、電気TL、担当者】メール受信

【電気ＴＬ-QQ】

リストアップされた機

器の点検実績の有無、

無いものについて12

月末までに点検可能

であるかを確認

補足（「12月に点検期限が来る機器の点検方針」より記載）

12月に期限が来る機器の点検については、点検ができるもの（外観、絶縁抵抗測
定等）は実施し、できないもの（特性、機能・性能等）については有効性の評価を年内

に行い対応することとする。（不適合を出し、準評価による特別採用は最後の手段と

する）

不適合を発行し、準評価による特別採用とするものとした。

12月に点検期限が来る機器以外に1月、2月に点検期限が来る主な機器がリスト
アップされている。

保守管理の不備発生に伴い、不適合管理を開始したが、12月以降に点検が行えず
期限超過となる機器については、期限超過前に不適合管理する方針とした

【課代Ｗインタビュー】

・１月、２月分については「12月に点検期限が

来る機器の点検方針」を元に同様に実施する

こととした。

・このことから１月、２月分は存在しない。

平成24年12月末に
点検期限を迎える機

器に対する点検を実

施

（平成24年12月26日
～年内）

【課代W】
外観点検要領書

確認・承認

平成24年12月7日から

平成24年12月12日から

補足

点検間隔の変更：「１サイクル」を「２サイクル」に設定

特性試験内容の変更：「実信号又は模擬信号での校正試験・調整」を「実流量又

は模擬流量による作動試験」に設定

⑦４７２系圧力指示計

対象：472-FT001、472-FT002

保全の有効性

評価記録

〔供用前第２-

0070(EM)〕

補足

外観点検及び特性試験の点検間隔の変更：「１サイクル」を

「２サイクル」に設定

⑥４１０系、４２０系圧力指示計

対象：410C-PI003C、420C-PI003A、420C-PI003B、420C-

PI003C

保全の有効性

評価記録

〔供用前第２-

0080(EM)〕
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室長代理c

次長
I
F
Y
Z

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長代理
（課代)
L
M

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW

課長
U
Ｖ

燃料環境課

課長
Y
ii

課長代理（課代）

チームリーダ（TL)
計装-ｊｊ
機械-ｋｋ
管理-A3

担当
ｍｍ、ｎｎ、oo

計装
Ａ2、ee、MM、gg、hh、
pp、ｆｆ、uu、ｘｘ、qq、ｙｙ

電気、水蒸気
ＱＱ、bb、cc、ｒｒ

電気保修課 機械保修課

担当

計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT
計装A2

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
B23、Ｂ12

担当
ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＥＥ，Ｆ
Ｆ，ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，

ＤＤ
B13、B41、Ｂ42、Ｂ44、

B45、B48

チームリーダ（ＴＬ）

課長代理
（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

プラント
管理部長

施設保全課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

課長
ｆ

Ｉ (次長兼務）
L

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

理事
A③
A④

試験・工程管理チーム

チームリーダ
（TL）
RR

プラント保全部

部長
J
I
K

保修計画課

担当
ｋ
A4

担当
OO
A6
JJ
KK
ｊ

保全プログラム

平成24年12月26日

【電気TL-QQインタビュー結果】

・メールを転送すれば読まれると思ってい

た。

・当時は、保守管理不備の対応（実績の

確認）に追われており、12月末で期限が

切れるものがないことから、1月に入って

からでもよいと思った

【TL、担当者】

指示に基づき、横並びチェッ

クの実施

60 平成24年12月7日から

72 平成24年12月28日へ

平成２４年１２月末に点検期限を迎える機器に対する点検を実施

（平成２４年１２月２６日～年内）

「未点検機器の点検

計画（不適合対象機

器）」策定(12/25)

未点検機器

点検班【実施

責任者Ｌ】

電気TL-ＱＱ

より送付され

たリストを確

認

【電気TL-QQ】

保修計画課長Ｌから

の追加依頼に基づく

情報を追加完了し、

メールにて未点検機

器点検班に送付

未点検機器

点検班【実施

責任者Ｌ】

情報が充足し

ていないこと

から再度、情

報提示依頼

及び抽出に

用いた元デー

タの提出を依

頼

【電気TL-QQ】

未点検機器点検班

からの依頼を受け、

情報の追加を行い、

指定フォルダへ保存

【電気TL-QQ】

メールにて電気担当

者ｃｃへ抽出結果を

送付

【電気担当者ｃｃインタビュー結果】

重要なデータが添付されているとは記載はなく、た

だ転送されたものだと思っていた。中身まではよく

確認していないため期限に関する重要なデータを

受け取った認識はなかった

補足

電気チームが抽出した結果に抜

け落ちがないことを未点検機器

点検班にて再度確認するため、

元データの提出を依頼した

【要因T１－３５１】

電気担当者は、電気チームリーダーからのメールに対し、補

助冷却設備CDU盤等の情報に注意を払うべきであったが、当

該機器等の次回点検期限に関する情報であったにも関わらず、

重要な情報を受け取ったとの認識をしていなかった【Ｅ-77】

【要因T１－３４８】

電気チームリーダーは、メールの

送信にあたって、周知や重要度等

を明確にして担当者へ送付すべき

であったが、周知等を明確にせずと

も担当者にメールを送信することで

認識してくれると考えた【Ｆ-76】

【要因T１－３５０】

電気担当者は、電気チームリーダーからのメー

ルに対し、指示、周知、情報共有の区別を確認

すべきであったが、当該メールには対応を指示

するような記載もなく、口頭による連絡もなかった

ことから、内容をよく確認していなかった【Ｆ-77】

【要因T１－３４９】

電気チームリーダーは、自らの調査（過去の実績

から算出）において、平成24年12月の時点で補助

冷却設備CDU盤等の次回点検期限が平成25年2

月である旨をリスト化しており、その内容を担当者

へ確実に伝えるべきであったが、そのリストを担当

者にメールで転送したのみで、内容を明確に周知

しなかった【Ｅ-76】

【要因T１－３４７】

電気保修課長及び課長代理は、点検期限に関する情報を重

要と考え、部下へ周知すべきであったが、保守管理不備の対

応に追われ保全計画（点検計画）を確実に精査することに気

が回らず、担当者への周知ができなかった【Ｅ-75】

【ＴＬ及び各担当者】

１２月末期限切れ機器に対する準じた確認により、維持可能期間を評価し、評価を実施したリスト

を不適合報告書に添付し、課代へ提出
補足

電気チーム分は１２月に期限切れとなる

機器がなかったことから、計装分のみ不

適合を発行している
【課代Ｗ】

対応方針に従い、１

２月末期限切れ機器

に対する不適合報告

（12-30）を起案（計

装分のみ）

【課代Ｗインタビュー結果】

リストを確認し、期限切れの機器を認識した。アク

ションはなし

【課代Ｗ インタビュー結果】

アクションはなし

【課代Ｗインタビュー結果】

・リスト情報から１２月期限対象の機器を把握し

た上で、電気チームは点検ができるので当月は

「点検期限超過なし」と判断した

・この時点ではチェックが終了していると思って

おり、特にチェックは行っていない

【要因T１－３４６】

電気保修課長、課長代理及び電気チームリーダーは、

課員が抱える業務上の課題を共有して課題解決に向け

た指導や支援を行う必要があったが、保守管理の不備

への対応で忙しく、点検管理に係る情報・状況や点検

実績確認の重要性を保守担当と共有しておらず、点検

の計画・管理や未点検機器の調査を正しく仕上げるた

めの取り組みが十分でなかった【Ｆ-75】

平成24年12月12日から67

70 平成24年12月24日から

71

平成24年12月27日へ

【要因T１－３４６】

【Ｆ-75】

再掲

【要因T１－３４６】

【Ｆ-75】

再掲
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電気、水蒸気
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電気保修課 機械保修課

担当

計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT
計装A2

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd

課長
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Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
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保全プログラム

平成24年12月27日

平成24年12月28日

平成24年12月29日

平成24年12月31日

平成25年1月1日

【要因T１－３５７】
保修計画課長は、保守の計画を管理する課としてチームリーダーが行った調

査結果を自らも確認し点検期限が変更されている箇所については必要な手続

きがなされていることを確認する必要があったが、チェックの内容をチームリー

ダーへメールで伝えていたことから、保守担当課に精査を促すことの主旨を理

解してやってくれていると思い、その作業方法を任せていた【Ｇ‐52】

保全計画改

正

業連発信

補足（業連から記載）

【業連内容】

・改正内容（10/4変更なし）

予/実績管理の明確化

機能劣化のある機器に対する点検周期の「月管理」化

・スケジュール

各課から保修計画課への提出：11/12⇒1/21

保修計画課取り纏め/所内承認：11/16⇒1/25

・追加依頼

保修計画課にて11月に各課（電気保修課を除く）から提出した点検計画について、「横並びチェック」を実施したため、確

認後、必要に応じて見直すこと。

データは共通フォルダに保管している。

・12月末までの点検実績の反映

平成24年12月21日の部会にて保全計画の見直し（Ｒｅｖ10）は、12月中に保修計画課によるチェックが完了するので返却

する。修正と実績は、12月までを反映し、1月目標で提出してほしい。保守管理の不備で反映できる部分も反映してほしい

旨の周知を行った。

また、周知事項として再度点検計画を以下の観点で再確認を依頼する旨の記載有。

・点検の有効期限に誤りがないか。点検できない項目（機器）が存在していないか。ＴＢＭなのに点検頻度/点検間隔が

明確となっていないものはないか（例：「点検の都度」他と記載されているものであり）等

72

【ＴＬ-ｊｊ、担当者mm、nn、oo】

保全計画の改正時期変更に伴い、再度誤

記等、変更がないかの確認を実施し、保修

計画課の横並びチェックのコメント及び保

全の有効性評価の結果を反映し点検計画

を作成

補足（担当者mmインタビュー）

・横並びチェックによるコメントに対し、必要に応じてTL-ｊｊ

と相談しながら回答を記載した。

・変更点リストと点検計画の内容の整合性を確認する指

示を受け、一通り全て確認した。

・保修計画課における「横並びチェック」では、共通保修設

備 燃取機器洗浄設備（計装分）に対するコメントは無かっ

た

平成25年1月28日へ

75

共通保修設備

燃取機器洗浄設

備（計装分）の点

検期限超過

【課長ii】

業連受信

【課長O】

業連受信

【課長V】

業連受信

【課長】

業連受信

【課長】

業連受信

保全計画改正（Rev11）の改正時期の変更 平成24年12月26日から【TL-WW】

業連作成

補足（有効性評価記録から記載）

・640系の盤類等の誤記に伴う変更（平成25年
1月18日（供用前第2‐0024（NS））：点検間隔/
頻度の変更に伴う有効性評価の作成）

・燃取系（521系他）の有効性評価（平成25年1
月28日（供用前第2‐0026（NS））：点検間隔/頻
度の変更に伴う有効性評価の作成）

【要因T１－３５９】
保修計画課長は、保守担当課に対して保修

計画課が行った横並びチェックは主要な設備

に対してのものであることを明確に伝えるべき

であったが、保全計画（点検計画）の誤記等に

ついて、保修計画課が行ったチェックの結果を

参考として、保守担当課で網羅的に設備全体

の再確認が必要であることを明確に要請しな

かった【Ｇ‐53】

【要因T１－３５８】

保修計画課長は、横並びチェックの視点としてある程

度細かく指示しているので、（確認者には）その観点で

チェックしてもらえばよく、横並びチェックは概要的な

チェックであるとして、（チェックの）実施結果について細

かな確認は行わなかった【Ｆ-52】

【要因T１－３５６】

保修計画課チームリーダーは、点検期限が変更されている箇

所を確認し必要な手続きがなされていることをチェックする必要

があったが、各担当者が実施した横並びチェックの結果について

精査を行わなかった【Ｆ-51】

【要因T１－３６２】

燃料環境課は、保全計画（点検計画）を変更した設備には

保全の有効性評価に係る手続きが行われていることを確認

する必要があったが、保修計画課による横並びチェックにて

共通保修設備 燃取機器洗浄設備（計装分）の点検期限に

ついてコメントがなかったため、必要な手続きを行わなかっ

た【Ｄ-53】

←【要因T１－３６１】

燃料環境課は、保全計画（点検計画）を変更した設備には

保全の有効性評価に係る手続きが行われていることを確認

する必要があったが、保修計画課からの指摘の観点に立っ

て、自らの担当設備を網羅的に再確認しなかった【Ｅ-53】

補足（ＴＬ-ｊｊインタビュー）

横並びチェックでのコメントに対して燃料環境課としての反論又は拝

承を記載するようチーム員へ指示した。また、点検計画の変更が必要

な箇所については、合わせて修正するよう指示した。

コメントのない箇所は11月に点検計画の修正を行っているため再

チェックの指示はしていない。

担当者が変更した箇所の確認は行っていない。

【要因T１－３６０】

保修計画課における横並びチェックの結果を受け取った保守担当課では、保全計画（点検

計画）を変更した設備には保全の有効性評価に係る手続きが行われていることを再確認する

必要があったが、保修計画課がプラント全体の横並びチェックを行ったことから、点検計画全

体の問題点が明らかにされているものと誤認した【Ｆ-53】

【問題事象1-5】（要因T１－３６４）

燃料環境課では、予算の影響により保全計画

（点検計画）どおりの点検を実施しなかった【Ｂ-46】

【要因T１－３６０】

【Ｆ-53】

再掲

【要因Ｔ１-２６８】

【Ｃ-46】

【要因Ｔ１-２９８】

【Ｃ-47】

再掲

補足

平成25年度第1回保安検査において

確認された。（平成25年6月19日）

71
平成24年12月25日から

未点検機器

点検班【実施

責任者Ｌ】

電気保修課

から受け取っ

たデータを基

に「未点検機

器の点検計

画（不適合対

象機器）」に

基づき電気

チーム分の至

近で超過する

機器の確認

作業を実施

補足

「未点検機器の点検計画（不適合対象機器）」に基づき以下の手順で作業を行っている

目的

電気保修課にて見直している点検計画（Rev10）に基づき、至近で超過する機器の抽出

調査対象

点検間隔/頻度が3サイクル以下の機器

作業手順

①点検計画の電子データに列を追加（平成24年12月期限、平成25年1月期限、平成25年2月期限）する

②前回点検実施時期が以下の機器については、上記①で追加した列にフラグを立てる

・点検頻度が1サイクル→平成23年8月、9月、10月

・点検頻度が2サイクル→平成22年8月、9月、10月

・点検頻度が3サイクル→平成21年8月、9月、10月

③上記①の列にフラグが立ったものをソートしそのリストをプリントアウトする。また、シートごとに機器数及び点検項目数を計算し出力する

④作成した電子データは、シート名に作業者の名前を追記し、指定のフォルダに格納する

未点検機器

点検班【実施

責任者Ｌ】

上記の確認

結果を関係者

に周知

補足

指定のフォルダに至近（12月、1月）で

点検期限を迎える機器のリストを保存

している旨を周知した

【電気ＴＬ-QQインタビュー結果】

・保全の有効性評価の対応で手いっぱいであり、アクションは取っていない

・・保修計画課からの抽出リストは見ており、非常用ＤＧ-機器の点検期限が切れること

は認識していた。

・12月中はＡ号機の点検中であったため、Ｃ号機も合わせて待機除外にはできないと

思った。

・非常用ＤＧ-Ｃ系には、１月に点検に着手すれば良いと思っており、点検に着手した。。

・点検期限が過ぎる前に不適合管理、有効性評価を行おうと思っていない。

・不適合管理等の手続きは知っていた。

・上司への相談はしていない。部下への指示、部下からの意見具申は覚えていない。

・非常用ＤＧ-Ｃ号機が待機除外にできないため点検できないのは仕方ないと思い、諦め

てしまった【課代Ｗインタビュー】

・リストに基づいた機器の点検及び

不適処理を行うことを考えていた

【要因T１－３４７】

【E-75】

再掲

【実施責任者

Ｌ】

点検期限切

れとなる機器

の点検を管

理する優先

的点検機器

特定班の実

施責任者（プ

ラント保全部

長Ｋ）及び関

係者へ同情

報をメールに

て送付
【課代Ｗインタビュー結果】

アクションはなし

73 平成24年12月31日へ

73 平成24年12月25日から

74
平成25年1月21日へ

【要因T１－３４０】

【I-50】

再掲

【要因T１－１２４】

【F-22】

再掲

【要因T１－１７２】
【F‐42】
再掲

【課長Vインタビュー】

・前の方針に基づき対応を行えばよ

いと思った

【要因T１－３５２】

電気保修課チームリーダーは、設備機器の安全を確保するために

保全計画（点検計画）を確実に履行すべきであったが、点検計画は

遵守しなければならないものとの認識がなく、保安規定違反との認

識もなかった 【Ｆ-111】【要因T１－３５５】

非常用ＤＧの点検管理を自ら担当している電気保修課チームリーダーは、プラント保全部次

長から指示のあった至近（平成24年12月～平成25年2月）に点検期限を迎える機器の抽出リ

ストに基づき点検を実施すべきであったが、当該機器が平成24年12月に点検期限が来るとの

認識はあったものの、平成24年12月にはＡ号機が点検中であったため、Ｃ号機も含めて非常

用ＤＧの2台を待機除外とはできないと自ら判断した【Ｃ-111】
【要因T１－３５３】

電気保修課チームリーダーは、プラント保全部次長から指

示のあった至近（平成24年12月～平成25年2月）に点検期限

を迎える機器の抽出リストに基づき点検を実施すべきであっ

たが、Ｃ号機が１月中旬から２月末に掛けて点検可能となる

ことから、その間に点検を実施すれば良いと考えた【Ｅ-111】

【要因T１－３５３】

【Ｅ-111】

再掲

【問題事象1-17】（要因T１－３６３）

電気保修課では、271系ＣＬＤ（特性

試験）について、保全計画（点検計画）

に基づく点検期限を誤って把握してい

たため、点検期限までに点検ができな

かった【Ｂ-109】

271系CLD（特性試
験）及び714系CG法
点検期限超過

【要因T１－３３６】

【C-109】

再掲

【問題事象1-16】（要因T１－３６５）

電気保修課は、714系カバーガス法破損燃料

検出装置等について、点検計画から特別な保

全計画へ移行する際の手続きが不十分であっ

たにも関わらず、特別な保全計画へ移行したも

のと誤認して点検を実施しなかった【Ｂ-105】

【要因T１－２５３】

【C-105】

再掲

②平成25年1月末、2
月末に点検期限を迎

える機器に対する点

検を実施

（平成25年1月中）

410系、420系

圧力指示計

特性試験

（実績削除）

補足

⑥４１０系、４２０系圧力指示計：特性試験（大気解放ゼロ

点確認）が点検記録から確認できず

対象：410C-PI003C、420C-PI003C

平成２４年５月２２日から40

【要因T１－２０６】

【Ｆ-35】

再掲

【要因T１－３１３】

【Ｆ-84】

再掲

【要因T１－３４０】

【I-50】

再掲

【要因T１－３５９】

【Ｇ-53】

再掲

【頂上事象Ａ】（要因T１－５１）（再掲）

保全を担当するプラント保全部に

おいて、保全計画（点検計画）に定

めた点検期限を超過、あるいは手続

きをしないで点検頻度を変更した

【A-1】

（ａ-3 特別な保全計画への移行手続

き不備や点検期限に気づかずに点

検期限を超過した）

【頂上事象Ａ】（要因T１－５１）（再掲）

保全を担当するプラント保全部に

おいて、保全計画（点検計画）に定

めた点検期限を超過、あるいは手続

きをしないで点検頻度を変更した

【A-1】

【要因T１－３５４】

電気保修課チームリーダーは、プラント保全部次長から指示のあった至近（平成24年12月～

平成25年2月）に点検期限を迎える機器の抽出リストに基づき点検を実施すべきであったが、

点検や不適合管理を行うこと及びこれらについて上司へ相談することなく、非常用ＤＧは2台を

待機除外にできないことから点検できないのは仕方ないと諦めてしまった【Ｄ-111】

補足

平成25年7月～9月のチェック作業において点検

実績として認められなくなった
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チームリーダ
(TL)
SS

運営管理室

所大
チェック班

日付 トピックス
理事長
Ａ①
Ａ②

敦賀本部長
A⑤
A⑥
本部長
代理
A⑦
A⑧

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

室長
E
F

敦賀本部
安全品質推進

部長
A⑩

安全統括部
部長
A⑨

所長
A
B

副所長
A１
H

安全品質管理
室長C

副主幹ｍ
品質保証室長

D

室長代理c

次長
I
F
Y
Z

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長代理
（課代)
L
M

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW

課長
U
Ｖ

燃料環境課

課長
Y
ii

課長代理（課代）

チームリーダ（TL)
計装-ｊｊ
機械-ｋｋ
管理-A3

担当
ｍｍ、ｎｎ、oo

計装
Ａ2、ee、MM、gg、hh、
pp、ｆｆ、uu、ｘｘ、qq、ｙｙ

電気、水蒸気
ＱＱ、bb、cc、ｒｒ

電気保修課 機械保修課

担当

計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT
計装A2

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
B23、Ｂ12

担当
ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＥＥ，Ｆ
Ｆ，ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，

ＤＤ
B13、B41、Ｂ42、Ｂ44、

B45、B48

チームリーダ（ＴＬ）

課長代理
（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

プラント
管理部長

施設保全課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

課長
ｆ

Ｉ (次長兼務）
L

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

理事
A③
A④

試験・工程管理チーム

チームリーダ
（TL）
RR

プラント保全部

部長
J
I
K

保修計画課

担当
ｋ
A4

担当
OO
A6
JJ
KK
ｊ

保全プログラム

平成25年1月8日

平成25年1月10日

～

平成25年1月18日頃

平成25年1月18日頃

～

課題「保守管理の

不備に対する措置

命令及び報告徴

収について」への

対応について

承認

【室長F】

課題「保守

管理の不備

に対する措

置命令及び

報告徴収に

ついて」作成

【室長D】

確認

【所長B】

承認

補足（課題「保守管理の保守管理の不備に対する措置命令及び報告徴収について」から記載）

１．目的

「課題発生時対応要領」に基づき課題とした「保守管理の不備に対する措置命令及び報告徴収について」

について、的確に課題を解決することを目的とする。

２．対応体制

36条1「保安に必要な措置命令」理事＋保全部＋管理部
1‐1 不適合件数確定班
作業内容

Ａ）電子データ整合確認

Ｂ）点検計画データベース再構築

Ｃ）点検実施日・点検報告書確認：電気保修課

検証：保全部他課によるダブルチェック

検証：管理部特別チームによる独立チェック

【課代Ｘ、各担当者、計装チーム】

再度、不適合件数確定に向けた「電気・計測制御設備の点検計画の手続きの遅れに関する不適合件数再確認要領書」に

基づく作業完了

【各担当者】

要領書に基づくデータベース再構築作業によ

り、「点検実績入力済みの平成25年度1月報

告書作成のための未点検機器確認データ

ベース」完成

69 平成24年12月12日から

【電気チーム各担当

者】

点検計画[Rev11]用

の電子データ（作業

用）に次回点検期限

等の情報を手入力し、

点検計画[Ｒｅｖ11]の

電子データを作成

【電気担当者ｃｃ（業

務請負者又は他担

当者）】

入力の際、260系

A.C補助冷却設備

盤（CDU盤、イン

バータ盤、極数変

換器盤）、弁、ダン

パ（CDU、THU）、

しゃ断器（高速、低

速）の「次回点検期

限」欄に「H25.2」と

記載すべきところ、

「H26.7」と誤って入

力し、そのまま

チェックせず、点検

計画を提出

【電気担当者ｃｃインタビュー結果】

当時は手入力で、保守管理不備の対応に担当者がとられていたこと

から、担当設備ごとにその担当者が入力したわけではなく、比較的手が

空いていた業務請負者にも点検計画シートを振り分け、12月中ごろから

機械的に手計算で次回点検期限の欄を埋めていた。ほかの保守管理

不備での対応に追われ、入力後の課内確認は行っていない

補足

電気保修課の計装チームでは、「新データベース」

で自動計算された「次回点検期限」の情報を用い

て改正作業にあたっていたが、電気チームでは、

「次回点検期限」の情報は手計算で行っていた

【計装チーム各担当

者】

受け取ったデータを

加工し、「点検実績入

力済みの平成25年

度1月報告書作成の

ための未点検機器確

認データベース」の

点検実績データを抽

出し、自動で実績を

反映させた点検計画

[Rev11]用の電子

データ（作業用）を作

成し、電気チームへ

提供

【電気担当者ｃｃ】

計装チームより受け

取った点検計画

[Rev11]用の電子

データ（作業用）を基

にチーム員へ作業方

法及び注意点を周知

【電気担当者ｃｃ】

点検計画改正に向け、

点検計画[Rev11]用

の電子データ（改正

用）にある点検実績

データを確実なもの

にするため、計装

チーム担当者へデー

タ提出

補足（メールより記載）

【Rev10内容確認・修正時の注意点】

１．点検実績ダウンロードは、下記１）～３）のすべて合致するもののみ

正常にデータが入力されていますので、いずれかの名称・番号等を修正した

項目については、各自点検実績を手入力してください。

1) 機器名

2) 機器番号

3) 点検項目

２．「次回点検期限」については自動で入力されていないため、各自入力願います。

３．ダウンロードされなかった項目については、下記アドレスに保存されますので、各エクセルファイルの「もれ」と

書いてあるシートを参照のこと。

【要因T１－３７１】

電気保修課では、所掌する設備の点検実績と

点検間隔/頻度に基づいて点検期限を管理すべ

きであったが、保全計画（Ｒｅｖ11）における補助

冷却設備CDU盤等の一部について次回点検期

限欄が間違って入力されていた【Ｃ-72】

補助冷却設備の

保全計画改正（Rev.11）への対応

【電気ＴＬ-QQインタビュー結果】

作業方法については知っており、やり方も

問題ないと思っていた

【業務請負者インタビュー結果】

入力作業は行ったが、対象機器までは記憶にない

【課代Ｗインタビュー結果】

単純計算作業をお願いしたものであ

り、誤入力は当該入力箇所の近くに

正しく入力されていた次回点検期限

の平成26年7月のものを誤ってコピー

したものと思われる

【要因T１－３７０】

電気保修課の課長、課長代理、電気チームリー

ダー及び担当者は、業務請負者等が入力した補助冷

却設備CDU盤等の次回点検期限について、当該機

器の点検実績と点検間隔に基づき算出して入力され

ていることを確認すべきであったが、誤って入力され

た次回点検期限を確認しなかった【Ｄ-72】
【要因Ｔ１－１７２】

【F-42】

再掲

【要因T１－３６９】

作業依頼された業務請負者等は、補助冷却設備

CDU盤等の次回点検期限を入力する際、当該機器

の点検実績に基づき次回点検期限を算出して入力

すべきであったが、他の機器の点検実績と取り違え

て誤って入力したままとしていた【Ｄ-73】

【要因T１－３６７】

作業依頼された業務請負者等は、第三者に

チェックを受けるべきであったが、自ら入力した

結果をチェックしたことから、間違いに気づかな

かった【Ｅ-73】

【要因T１－３６８】

当該機器の次回点検期限が平成25年2月

であることの情報を入手していた電気保修

課長、課長代理及び電気チームリーダーは、

担当者に対しその情報を周知し保全計画

（点検計画）に反映すべきであったが、担当

者への周知が確実に行われず、点検計画

に反映されていなかった【Ｄ-75】

【問題事象1-8】（要因T１－３７２）

電気保修課では、補助冷却設備CDU盤等の一

部について、次回点検期限が平成25年2月であ

ることを管理できず点検期限を超過した【Ｂ-69】

【要因Ｔ１－３４７】

【E-75】

【要因Ｔ１－３４９】

【E-76】

【要因Ｔ１－３５１】

【E-77】

再掲

【要因T１－３６６】

電気担当者は、作業者に対し日常業務の対

応であったことから、指示文書の提示や作業結

果のエビデンスを要求する指示をしなかった【Ｅ

-74】

49平成24年10月4日から

76
平成25年1月28日へ

【要因T１－３７０】
【D‐72】
再掲

【要因Ｔ１－１０９】

【E-17】

再掲

【所大チェック

班（管理部特

別チーム）】

「電気・計測

制御設備の

点検計画の

手続きの遅

れに関する不

適合件数再

確認要領書」

に基づき、点

検実績データ

のダブル

チェック実施

（平成24年12
月19日～平
成25年1月18
日まで実施）

補足（管理部特別チームのうち、ダブルチェック者の

役割より記載）

点検計画のデータベースに記載されている点検実績

日に対して報告書等を参照し、それらのデータが一致

していることを再確認する

68
平成24年12月12日から

【補足】

未点検機器確認データベースは、１１月を起点に過去の

超過を判定する仕組みであったことから、平成２４年１１月

点検期限のものについては期限内として判定されるため、

点検実績の有無に関わらず超過と判定されない仕組みで

あった
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平成25年1月23日
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平成25年1月28日

プラント保全

部安全技術

検討会（第

154回）付議
補足（第154回安全技術検討会議事録より抜粋）

議題：保守管理要領の改正

出席者：（委員長）プラント保全部次長Ｙ、（委員）保修計画課長Ｌ、機械保修課代Ｑ、電気保修課長Ｖ、燃料環境課長、施設保全課長

事務局：保修計画課

検討内容：保守管理の不備での対策である点検間隔/頻度を超過した際の取扱いを明確にする

第13条第１項 *1：点検間隔/頻度は、原則として「月」単位（サイクル単位を月単位に変更する場合は、（12ヶ月×Nサイクル）＋４ヶ月で換算する。）

で設定し、定められた点検間隔/頻度以内で点検を実施する。

第21条第１項 保守担当課長は、次の各号に該当する場合には、「もんじゅ不適合管理要領」に基づき、不適合管理を行った上で、前条で定める点

検・補修等の結果の確認・評価の結果を踏まえて実施すべき原子炉施設の点検等の方法、実施頻度及び時期の是正処置並びに予防処置を講じる。

(1)点検・補修等を実施した構築物、系統及び機器が所定の機能を発揮しうることを確認・評価できない場合

(2)最終的な機能確認では十分な確認・評価ができない場合であって、定められたプロセスに基づき、点検・補修等が実施されていることが確認・評

価できない場合

(3) 決められた点検間隔/頻度以内で点検計画が作成されていない場合

(4) 第13条第４項(2)の発生を受け、運用中の点検計画に定める点検間隔/頻度を一時的に超える可能性がある場合

コメント：なし

【課長Ｌ】

申請者

【担当ＫＫ】

申請担当者

補足

プラント保全部長承認

平成25年1月24日

指示：なし

【課長Ｌ】

確認

【担当ＫＫ】

申請書作成

【部長Ｋ】

申請

【担当ＫＫインタビュー】

保安検査の指摘を踏まえ、点検期限を超過する場合は、

不適合管理の下で処置するよう要領を改正することについ

て、課長より指示があった

点検期限を超過する場合の不適合処置

についての保守管理要領の改正

【担当ＫＫ】

第155回プラ

ント保全部安

全技術検討

会

申請書作成

補足（安全技術検討会付議申請書から記載）

〇保全計画の改正について

１．保全計画の改正理由（主旨）

２．改正内容の概要

‐1：点検頻度/間隔の適切な管理単位の設定（基本的には、「サイクル単位」から「月単位」）
‐2：保全計画本文に点検期限の考え方を明記
‐3：予定実績管理が可能となるよう点検実績及び次回点検期限を記載
‐4：保全の有効性評価の反映
‐5：誤記等の取扱い（もんじゅ不適合管理要領に基づき修正）
‐6：準じた確認の取扱い(保守管理要領第20条による確認又は準じた確認は、保全計画施行に伴
い不適合管理となることを踏まえ、次回点検期限には準じた確認を行う前の期限を記載した。また、

保全計画施行の段階で準じた確認により点検期限を延長している機器は、不適合管理の中で健

全性評価を実施し、実施した評価結果の承認後、主管部長の確認を得る。

【課長L】

押印・付議78平成25年1月28日へ

【要因T１－３７３】

トップマネジメントは、必要な経営資源を投入して、保安規定

に定められた保全計画に基づき設備の点検を確実に行うこと

によって、品質方針に定めた安全を最優先とするメッセージを

確実に実行すべきであったが、もんじゅの幹部が、保全計画

（点検計画）に基づく点検の実施よりもプラント起動のための

工程を優先する認識であることを把握できておらず、点検に

必要な予算や工程を確保して安全を最優先するというトップ

マネジメントのメッセージが、もんじゅの幹部を含む現場の業

務にまで浸透出来ていなかった【Ｉ-1】

【要因Ｔ１－１８４】

【Ｊ-1】

再掲

【課代W】

1月末期限切れ機器

に対する不適合報告

書作成のため、不適

合対象項目の洗い出

しを各チームへ口頭

指示

【電気担当者ｃｃ】

課代Ｗからの指示をう

けて点検計画[Ｒｅｖ11]

の電子データの「次回

点検期限」の情報から、

平成25年1月、2月に

点検期限が切れる機

器を抽出しリストを作

成

補足

「次回点検期限」に誤記（平成25年2月のところ平成26年7月と記

載）があったことにより、「次回点検期限」でソートしたリストには

260系C補助冷却設備CDU、THU（特性試験、機能・性能試験）は

含まれていない

【電気担当者ｃｃ】

抽出結果を課長代理

へ提出

【課代Ｗ】

受け取った抽出結

果に基づき「準じた

確認」により評価を

行うよう指示

補足

2月に点検期限切れとなる機器につい

ても、点検できないことが判っていたこ

とから、月末毎の発行を避けるため、2

月期限のものも含めることを口頭で指

示

【電気ＴＬ-QQインタビュー結果】

・担当から点検期限がくるので、ACSの点検をやらな

ければならないのでやるとの報告があった

・担当には水平展開の問いかけはしていない。

・上司には報告していない

補助冷却設備（ＡＣＳ（Ａ））の3機器に対する点検実施
【課代Ｗインタビュー結果】

・抽出リストは間違いないと思い

込み、以前に入手していた誤り

のない点検期限を迎える機器の

情報と一致していないことを確認

しなかった

【課代Ｗインタビュー結果】

点検期限切れ機器の抽出にあたって、使用

する情報の具体的な指示はしていない

平成25年1月、2月の点検期限超過に係る不適合処理

（補助冷却設備（ACS）関連）

【電気担当者ｃｃ、ｒｒ】

不適合となっている

ACS（A)のCDU以外

に、2月末期限切れ

のACS（A)の機器3台

を確認したため、自

前で点検実施（平成

25年1月25日）

補足

既に不適合となっていたACS（A)CDUの他のCDU及

び盤の期限が平成25年2月であることを確認したた

め自前で急遽点検を実施した。（この際、C系等に同

じく平成25年.2月が期限となる機器を見逃した）

【電気担当者ｒｒ】 インタビュー

担当者ｃｃの指示を受けて、点検を実施

した

【電気担当者ｃｃインタビュー結果】

・１１月までの未点検機器個数確定用に作成されたリストに、１月末

の未点検機器の情報を反映する作業の中で、Ａ系の３台について

点検期限がくることを認識した。

・他の機器については気がまわらなかったのではないかと推測する

補足

プラント工程は、冷却系3系統のうち、Ｃ系統をドレンしており、2

系統以上確保する必要があり、Ａ系点検（分解点検）のための

ドレン又は隔離ができない。

また、極数変換しゃ断器の分解点検は、自前で対応できず、

メーカ契約がないことから点検ができない。

77
平成25年1月30日へ

74
平成24年12月25日から

補足

点検間隔の変更：「６５日（２ヶ月）」を「１サイクル（１

６Ｍ）」に設定

④２５０系アイソレータ

対象：250C‐PT008A、250C‐PT008B
保全の有効性

評価記録

〔供用前第２-

0122(EM)〕

【電気保修課ＭＭインタビュー】

・保全の有効性評価記録は、課長に上げる前に必ずＴＬ

及び課代の確認を受けている 《再掲》

【要因T１－２４９】

【Ｈ-1】

再掲
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【担当ＫＫ】

保守管理要

領、他の改

正について

の回議書を

起案

保守管理要領

(30次改正平成25年1

月28日;

施行平成25年2月18

【部長Ｋ】

起案

【所長Ｂ】

決裁

【室長Ｆ】

合議

【室長Ｄ】

合議

部長 Ｉ

合議

【炉主任a】

合議

補足（改正案より抜粋）

第13条 保全計画の策定及び変更

*1：点検間隔/頻度は、原則として「月」単位（サイクル単位を月単位に変更する場合は、（12ヶ月×Nサイクル）＋4ヶ月で換算する。）で設定し、定

められた点検間隔/頻度以内で点検を実施する。

第21条 点検・補修等の不適合管理、是正処置及び予防処置

2 保守担当課長は、次の各号に該当する場合には、不適合管理を実施し、記録する。

(1) 予算、組織、工程等の保守管理に影響する事象の発生により、運用中の保全計画の点検計画に定める点検間隔/頻度を超える可能性がある

機器・設備に対し、事前に点検計画の点検時期を一時的に延長し、点検を行うまでの期間を特別採用とする場合

(2) その他、決められた点検間隔/頻度以内に点検時期が設定されていない場合

保安管理専

門委員会

（第124回）付

議

ＱＭＳ文書専

門部会

付議

補足（ＱＭＳ文書専門部会答申書より抜粋）

議題：保守管理要領の改正

出席者：（部会長）品質保証室長Ｄ、（メンバー）技術課員、安全管理課員、発電課TL、保修計画課代Ｍ、保修計画課員ＫＫ、機械保修課員ＣＣ、電気保修

課ＴＬ-ＴＴ

事務局：品質保証室

検討内容：第154回プラント保全部安全技術検討会検討内容に同じ。

コメント：

１．別添-1 本図（点検間隔/頻度の考え方について）は、混乱を招くおそれがあるため、削除すること。

２．第21条第１項 原案の第１号～第４号は、保全の計画面と実行面が混在している。よって、第２項（変更なし）を第３項とし、新規に定める第３号及び第

４号を第２項に移動すること。また、原案の第３号の「決められた点検間隔/頻度以内で点検計画が作成されていない場合」は、点検計画の誤植を指すと

受け取れるため、「決められた点検間隔/頻度以内に点検時期が設定されていない場合」と修正すること。

ＱＭＳ文書専

門部会

部会長確認

補足（保安管理専門委員会議事録より抜粋）

出席者：（委員長）所長Ｂ、（委員）炉主任、技術部長、プラント保全部長Ｋ、運営管理室長Ｆ、品質保

証室長Ｄ、危機管理室長Ｈ

事務局：品質保証室

議題①：高速増殖原型炉もんじゅにおける電気・計測制御設備の保守管理上の不備に係る報告につ

いて

コメント：原子炉等規制法第67条第1項に基づく報告については、原子炉の安全上問題のないことを

確認した。原子炉等規制法第36条第1項の規定に基づく保安のために必要な措置の結果報告につい

ては、コメント事項を反映したものを再審議する。

１．36条報告について、「はじめに」に「供用前第2保全サイクル」、「点検計画」、「保全計画」等の定義

を記載すること。また、もんじゅは、建設段階で保全プログラムを導入した経緯を記載すること。

２．36条報告について、2.1.1の最後の「特別採用とすることとした」について、現行システムで実施した

点検期限のための準評価が無効となることがないよう、本件は通常ケースと異なり、点検時期超過を

不適合管理で扱うよう強く求められているため、バックフィットも想定し、施行日を検討すること。

３．36条報告について、2.1.1の最後のパラグラフの「本保守管理の不備」について、この時点で使う用

語としては不適切であると考える。検討すること。

４．36条報告について、3．保全の有効性評価と保全計画の見直しについては、保安規定で定めてい

る広い意味での評価の観点で全体的に再考すること。

５．67条報告について、「はじめに」等36条報告との共通部分は整合させること。

６．67条報告について、全体的に、実施した調査の手順は簡単な記載にとどめ、目的を明確に記載す

ること。

７．67条報告について、原案の2.4.4の冒頭で、当初の報告と比べて機器数が変化した理由（ダブルカ

ウント、数え落とし、記録等の誤記による係数ミス等）を記載すること。

議題②：保守管理要領の改正

検討内容：QMS文書専門部会検討内容にコメントを反映したもの。

コメント：

１．第21条第2項第１号と第２号を入れ替え、第２号（元の第１号）の「第13条第４項第２号の発生を受

け、」の部分を「予算、組織、工程等の保守管理に影響する事象が発生により、」（もんじゅ不適合管理

要領」第27次改正案の別表-4の改正部分の冒頭）と修正すること。

２．第21条第２項の最後の「不適合管理を実施する。」を「不適合管理、是正処置及び予防処置を実

施し、記録する。」と修正することを含めて、文章を整えること。

【課長Ｌ】

起案

補足（ＱＭＳ文書専門部会答申書より抜粋）

議題：保守管理要領の改正

出席者：（部会長）品質保証室長Ｄ

事務局：品質保証室

検討内容：コメントが反映されていることを確認した。

補足（ＱＭＳ文書専門部会答申書より抜粋）

QMS文書専門部会答申書：平成25年1月26日

保守管理において、定められた点検時期を超過するおそれがある場合に不適合としての処

置を行うことは、保安規定第３条8.3不適合管理と整合している。

補足

保安管理専門委員会委員長からの諮問

補足（保安管理専門委員会議事録より抜粋）

議題：高速増殖原型炉もんじゅにおける電気・計測制御設備の保守管理上の不備に係る報告について（36条報告のみ）

出席者：（委員長）所長Ｂ、（委員）炉主任、技術部長、プラント保全部長Ｋ、運営管理室長Ｆ、品質保証室長Ｄ、危機管理室長代理Ｈ

事務局：品質保証室

コメント：コメント事項を反映したものを再々審議する。

１．3.1.2について、表中の保全の有効性評価は、点検頻度他を変更する場合の評価についてである旨注記すること。

２．3.1.3について、

①「(1)保全重要度の設定」について

（ア）点検間隔又は頻度と結びつけて記載すること。

（イ）「3.2.2中期的な見直し」の③と整合（保全重要度を追加）させること。

（ウ）「(1)保全重要度の設定」は、「(3)特別な保全計画の策定」の次に記載すること。

②「(2)保全計画の策定及び変更、点検計画の策定」について

(ア)管理単位では分かりにくいため、説明を追記すること。

(イ）点検計画のうち、特性試験はTBM方式で行うが、外観点検はCM方式で可能との趣旨が分かるように修正すること。

③「(4)保全の実施」について、進捗管理に係る問題を課題とすることとして、「(2)保全計画の策定及び変更、点検計画の策定」と重複するため、同項を引用して簡単な

記載とすること。

④「（5）点検・補修等の結果の確認・評価」について、準じた確認について改善する理由を記載すること。

⑤「（6）不適合管理、是正処置及び予防処置」について、RCAを参考にして、不適合であった理由を記載すること。

⑥「(7)保全の有効性評価」について、小さなPDCAサイクルと大きなPDCAサイクルのうち、大きなPDCAサイクルを改善することを整理して記載すること。

３．3.2.1について、どのように改善されるのか記載すること。

４．3.2.2について

(ア)理事長意見を踏まえ、修正すること。

(イ）③、⑤について、何を意味するのか分かりにくい。説明を追加すること。

保安管理専

門委員会

（第125回）付

議

補足（保安管理専門委員会議事録より抜粋）

議題：高速増殖原型炉もんじゅにおける電気・計測制御設備の保守管理上の不備に係る報告

について（36条報告のみ）

出席者：（委員長）所長Ｂ、（委員）炉主任、技術部長、プラント保全部長Ｋ、運営管理室長Ｆ、品

質保証室長Ｄ

事務局：品質保証室

コメント：原子炉の安全上問題のないことを確認した。

保安管理専

門委員会

（第126回）付

議

80

規制庁に提出する報告書の審議

平成25年1月29日へ

79 平成25年1月28日へ

【要因T１－２４９】

【Ｈ-1】

再掲

【要因T１－２４９】

【Ｈ-1】

再掲



時系列「保全を担当するプラント保全部において、保全計画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは手続きをしないで点検頻度を変更した」(60/70) 添付資料-３
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Ａ②
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補足（点検計画Ｒｅｖ.10における変更点の整理（燃料環境課分）から記
載）

燃料環境課の変更点リスト等を基に、保修計画課担当者にて概要書の

作成。

補足

第2保全サイクルRev.2からRev.11にかけて、配管
支持構造物について点検計画の記載内容に変更

はない。

補足

第2保全サイクルRev.2からRev.11にかけて、配管
支持構造物について点検計画の記載内容に変更

はない。

【課長Ｖ】

作成・押印

【課長Ｏ】

作成・押印

【課長ii】

作成・押印

【課長】

作成・押印

【課長Ｖ】

修正

【課長Ｏ】

修正

【課長】

修正

プラント保全

部安全技術

検討会（第

155回）

付議

補足（第155回安全技術検討会議事録より抜粋）

議題：保全計画（Rev.11）の改訂について

出席者：（委員長）プラント保全部次長Ｙ、（委員）保修計画課長Ｌ、機械

保修課長、電気保修課長Ｖ、燃料環境課長、施設保全課長

事務局：保修計画課

検討内容：保全計画の改訂

燃料環境課の点検計画に対するコメント：

・電気保修課が誤記等において不適合を発行しているため、各課でも誤

記等に対する不適合報告書を発行すること。

・変更点の分かる概要資料が必要であるため準備すること。

・点検間隔/頻度、保全方式の変更については、保全の有効性評価を行

うこと。

・コメントに対しては、再審議とする。

50 平成24年10月4日から

【室長D】

もんじゅ不適

合管理要領

の改正につ

いての回議

書を起案

81

79 平成25年1月26日から

平成25年1月30日へ

75
平成24年12月31日から

点検期限を一時的に延長する場合は「不

適合区分D」として管理することとしたもん

じゅ不適合管理要領の改正

保全計画（Rev11）の改正に係る審議

78 平成25年1月21日から

【TL-ｊｊ】

確認

【TL-ｊｊ】

課長へ説明

【ＴＬ-ｊｊ、担当者mm、nn、oo】

点検計画作成

プラント保全部安全技術検討会でのコメント

に対し、点検計画の修正及び不適合報告書

対象の抽出

補足（不適合報告書から記載）

・燃料環境課点検計画に対する不適合報告書（12‐38）
（平成25年1月28日認知日：第2保全サイクル保全計画
における誤記訂正（燃料環境課分））

【担当者】

変更点に係る概要

書の作成

【課長ii】

確認後、保修計画

課へ送付
【各ＴＬ】

確認

【担当ｊ】

第156回プラ

ント保全部

安全技術検

討会

申請書作成

及び保全計

画案作成

【課長L】

押印・付議

【要因T１－３７８】

←【要因T１－３７７】

燃料環境課では、保全計画（点検計画）

を変更した事案についてはプラント保全部

安全技術検討会運営マニュアルに従い同

検討会において、もれなく説明する必要が

あったが、「点検計画で定められた点検時

期等の変更理由、変更後の実施時期の妥

当性、変更による影響等について検討す

る」との運営マニュアルに規定された事項

が浸透しておらず、点検計画の変更箇所

の一部について説明されていなかった【Ｆ-

54】

【要因T１－３７６】

プラント保全部では、プラント保全部安全技術検討会運営マニュアルの改正に係る教育を行う

べきであったが、改正履歴を電子メールで周知しただけだった【Ｇ-54】

【要因T１－３７５】

保全計画の策定及び見直しに関する事項の審議を規定した「プラント保全部安全技術検討会

運営マニュアル」改正のプラント保全部内への周知が、保全計画（点検計画）変更に係るプラン

ト保全部安全技術検討会審議日と同じ日であった【Ｇ-55】

【要因T１－３７９】

保全計画（点検計画）を変更した場合にはプラント保全部安

全技術検討会等の会議体で審議する（平成25年1月28日プラ

ント保全部安全技術検討会運営マニュアル改訂）こととしてい

たにも関わらず、点検間隔/頻度を変更せず次回点検期限を

変更した事案を見つけられなかった【Ｄ-54】

←【要因T１－３７８】

燃料環境課では、プラント保全部安全技術検討会にて、保

全計画（点検計画）を変更した事案を洩れなく説明する必要が

あったが、点検間隔/頻度を変更せずに次回点検期限を変更

した事案について説明しなかった【Ｅ-54】

「安全技術検討会運

営マニュアル」改正

補足（マニュアルより記載）

【マニュアル記載抜粋】

本会議では、プラント保全部各課が作成する「点検計画」、「補修、

取替え及び改造計画」、「特別な保全計画」を審議対象とし、その

制定及び改正時における点検間隔/頻度等の妥当性及び変更後

の実施時期の妥当性、影響等について確認する。また、点検間隔

/頻度等の変更に際し、必要な手続きが行われていることを確認

する。

平成25年1月18日頃から

【課代Ｗインタビュー結果】

・変更点リストで変更箇所（分厚いリスト）を明ら

かにして説明しているが、課内のラインでの確

認では当該箇所の個々までは見れていない

・すべてについて確認する余裕はなかったため、

時間的に見れる範囲を確認するのみ実施

【電気保修課長Ｖインタビュー結果】

プラント保全部安全技術検討会間際であり、

大量の点検計画を個々までは見ていない

・すべてについて確認する余裕はなかったた

め、時間的に見れる範囲を確認するのみ実

施

・課長の「時間的に見れる範囲」とは、抜き打

ちでさらっと見る程度のことである。

補足

点検間隔/頻度等に変更がないことから、変

更リストに当該機器は記載されていない

【要因Ｔ１－３７０】

【D-72】

再掲

【要因Ｔ１－１０９】

【Ｅ-17】

再掲

76

【要因T１－３７６】

←【要因T１－１３５】

【K-3】

再掲

【担当者】

点検計画Rev１１作成

【担当者MMインタビュー】

・点検実績入力済みの平成25年度1月報告書作成のための未点検機器確

認データベース（エクセル）を流用し、自動計算した次回点検期限を、適宜

確認しながらコピー＆ペーストで点検計画Ｒｅｖ１１へ反映

・点検期限の超過に関しては、すでに保修計画課で作成された12月～2月

に点検期限を超過となる機器リストで管理されているため、確認する必要

はないと思っていた

【担当者MMインタビュー】

・数千点の機器を担当して

おり、作業量が多く、点検期

限を確認する時間はなかっ

た
【ＴＬ-ＴＴインタビュー】

・自らが１担当者となっていたため、、取り扱うデータや

点検作業が多く確認するための時間的余裕がなかった

・点検計画のチェック漏れだと思う。

・点検計画（Ｒｅｖ11）の制定期限が差し迫っていて、十
分確認がとれなかった。

【TL-A2】

【TL-TT】

確認

【TL-QQ】

確認

【課代W】

確認

50

平成24年10月4日から

【要因T１－３７４】

プラント保全部安全技術検討会で保全計画（点検計

画）の改正を審議した際、機械保修課は、QMSに定め

のない１次アルゴンガス系空気作動弁の期限管理に係

る起点の設定を含めて点検計画の変更点を明示し審

議に諮るべきであったが、その必要性に気付かず、起

点の考え方が確認・議論されることがなかった【Ｄ-118】

（機械保修課長インタビュー結果）

本１次アルゴンガス弁について議論

はなかった。

補足

①２１０系蒸発器液位プリアンプ：◆外観点検と特性試験の点検間隔／頻度の変更（１サイクル→１６Ｍ）
②換気空調設備計装品（換気空調盤／継電器盤）：◆機能・性能試験を保安規定第３３条関連試験と重複のため削除、◆外観点検の点検間隔／頻度の変更（１サイクル→１６Ｍ）、◆分解点検の点検間隔／頻度
の変更（１５サイクル→１８４Ｍ）
②換気空調設備（６７２系ダンパ計装品と６８１系ダンパ計装品）：◆機能・性能試験を保安規定第３３条関連試験「点検計画（保安規定第１０３条に基づく試験計画）」と重複にため削除、◆外観点検と性能試験の点

検間隔／頻度の変更（６サイクル→７６Ｍ）
③１３０系計装弁：◆外観点検の点検間隔／頻度の変更（１サイクル→１６Ｍ）
④２５０系圧力発信器：◆外観点検と特性試験の点検間隔／頻度の変更（１サイクル→１６Ｍ） 〔２１０系圧力伝送器（210B‐PT001）の変更点リストがない〕
④２６０系アイソレータ：◆特性試験の点検間隔／頻度の変更（１サイクル→２サイクル→２８Ｍ）
⑤２次アルゴンガス系ガスクロ：◆外観点検と特性試験の点検間隔／頻度の変更（１サイクル→１６Ｍ）
⑥４１０系圧力指示計：◆特性試験の点検内容を「圧力指示計を大気圧とし、ゼロ点を指示していることを確認する」から「実信号又は模擬信号での校正試験・調整」に変更

⑥４２０系圧力指示計：◆特性試験（圧力指示計を大気圧とし、ゼロ点を指示していることを確認する）を“校正試験の中で圧力指示計を大気解放状態とし、ゼロ点確認を実施しており、本項目が重複する”ため削除

⑦４７０系・４７１系電空変換器：◆外観点検、特性試験及び分解点検の点検間隔／頻度の変更（１サイクル→１６Ｍ）
⑦４７１系圧力指示計：◆外観点検と特性試験の点検間隔／頻度のを１６Ｍに変更（１サイクル→１６Ｍ）、◆特性試験（圧力指示計を大気圧とし、ゼロ点を指示していることを確認する）を“当該項目は、実信号又は
模擬信号での校正試験・調整で試験を担保できる”ため削除、

⑦４７２系容積式流量計：◆外観点検と特性試験の点検間隔／頻度の変更（２サイクル→２８Ｍ）、◆特性試験（実信号又は模擬信号での校正試験・調整）を機能試験（実流量又は模擬流量による作動試験）に変更、
⑦４７２系積算計：◆外観点検の点検間隔／頻度の変更（１サイクル→１６Ｍ）、◆特性試験の点検間隔／頻度の変更（３サイクル→４０Ｍ） 〔４７２系積算計（472‐FQ001）の変更点リストがない〕
⑧６７４系圧力指示計：◆外観点検と特性試験の点検間隔／頻度の変更（３サイクル→４０Ｍ）、◆特性試験（圧力指示計を大気圧とし、ゼロ点を指示していることを確認する）の削除〔当該計器は、点検内容が重複
している〕

⑨７１２系液位指示計：◆当該計器（712‐LI002C2）は、７３３系計器（712‐LI002‐C2）と重複掲載しているため、７１２系の項目を削除（誤記訂正） 〔重複している７１２系から削除、なお、７３３系計器の外観点検と特性
試験の点検間隔／頻度を変更（１サイクル→１６Ｍ）〕
⑩ＩＴＶ設備（７３１系中央計算機システム・通信制御装置）：◆外観点検の点検間隔／頻度の変更（１サイクル→１６Ｍ）、◆機能・性能試験の削除〔H18年更新（設備改造連絡書MF‐731H‐05254）により、当該盤に性
能確認用プログラムを用いた作動試験を行う機器は無い（誤記訂正）〕”、◆分解点検の削除〔冷却ファンは無い（誤記訂正）〕

⑩ＩＴＶ設備（７３６系中継端子箱／制御用リレー箱）：◆外観点検の点検間隔／頻度の変更（２サイクル→２８Ｍ）、◆分解点検の点検間隔／頻度の変更（コンデンサ交換は８８Ｍ、ヒューズ交換は１２４Ｍ、リレー交
換は１７２Ｍ）

補足（電気保修課分点検計画より記載）

・260系補助冷却設備A、Cの盤（CDU盤、インバータ盤、極数変換器

盤）、弁、ダンパ（CDU、THU）、しゃ断器（高速、低速）（外観点検、特

性試験、機能・性能試験）の次回点検期限に誤記あり（正：H25.2→誤：

H26.7）

補足（保全計画から記載）

・共通保修設備 燃取機器洗浄設備（計装分）の「次

回点検期限」欄に「次回使用時」と記載

補足

・1次系、2次系予熱ヒータの点検間隔/頻度が「40M」、点検実績/予定

（平成22年度～平成25年度）欄は空白であるが、次回点検期限欄には

起点を様式－１を使用した評価としていることから「Ｈ25.3」と記載されて

いる

計装チーム側

TIS：特別な保全計画に移行

特別な保全計画：外観（1回/年）

dps：特別な保全計画に移行

特別な保全計画：外観（1回/年）

・未点検機器確認データベースはRev.5で作成されていたが、最新の

点検計画に合わせる余裕はなかったため、点検計画の改正に伴う未

点検機器確認データベースへの反映は行わなかった（Rev.5のまま）。

【要因T１－１００】
【Ｄ‐128】
再掲

【要因T１－２８１】

【Ｃ-117】

再掲

【要因T１－２８０】

【Ｄ-117】

再掲

【要因T１－２７９】

【Ｅ-117】

再掲
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ＱＱ、bb、cc、ｒｒ

電気保修課 機械保修課

担当
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計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT
計装A2

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
B23、Ｂ12
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ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＥＥ，Ｆ
Ｆ，ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，

ＤＤ
B13、B41、Ｂ42、Ｂ44、

B45、B48

チームリーダ（ＴＬ）

課長代理
（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

プラント
管理部長

施設保全課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

課長
ｆ

Ｉ (次長兼務）
L

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

理事
A③
A④

試験・工程管理チーム

チームリーダ
（TL）
RR

プラント保全部

部長
J
I
K

保修計画課

担当
ｋ
A4

担当
OO
A6
JJ
KK
ｊ

保全プログラム

平成25年1月29日

平成25年1月30日

平成25年1月31日

【課代Ｗインタビュー】

・外観点検は12月に作成した要領書に基づ

き実施している。

・それ以外の点検については年度当初から

計画していたものは、契約に基づき点検を実

施していた。どちらもできない場合には、不適

合として処理していた

不適合管理

委員会付議

【課代Ｗ】

不適合管理委員会

へ報告

補足

電気・計測制御設備の保守管理の不備について（Ｒ2）

保守管理の不備について、1月30日現在の個数で修正

【課長Ｖ、課代Ｗ】

不適合報告書「電気・計測制御設備の保守管

理の不備について（Ｒ2）」作成

補足

保守管理要領に基づく、点検計画の「点検時期」変更（平成25

年1月）

１月末が点検期限となる機器（リストアップ）。

・保守管理要領第２０条による確認又はそれに準じた確認によ

る判断の手続きを行い、安全上の機能が確保されていることを

確認する

【課長Ｖ、課代Ｗ】

不適合報告書「保守管理要領に基づく、点検

計画の「点検時期」変更（平成25年1月）」作

成

①

②

【課長Ｖ、課代Ｗ】

不適合報告書「保守

管理要領に基づく、

点検計画の「点検時

期」変更（平成25年1

月）」作成、部長承

認

①

②

原子力規制庁より命

令文書「核原料物質、

核燃料物質及び原

子炉の規制に関す

る法律第36条第1項

の規定に基づく保安

のために必要な措

置命令について」及

び「核原料物質、核

燃料物質及び原子

炉の規制に関する

法律第67条第1項の

規定に基づく報告の

徴収について」に基

づく報告

プラント保全

部安全技術

検討会（第

156回）

付議

補足（第156回安全技術検討会議事録より抜粋）

議題：保全計画（Rev.11）の改訂について【再審議】

出席者：（委員長）プラント保全部次長Ｙ、（委員）保修計画課長Ｌ、機械保修課長、電気保修課長Ｖ、燃料環境課長、施設保

全課長

事務局：保修計画課

検討内容：保全計画の改訂

コメント：

・点検計画（変更点リスト）

変更点リスト4.について、特別な保全計画から点検計画に移行したものは、ＩＶＴＭ関連であることがわかるように記載する

こと。

変更点リスト5.について、燃料交換機関係等であることがわかるようにすること。

変更点リスト8.詳細化より、明確化に修正すること。

供用前第2保全サイク

ルの保全計画改正

（改正10）

（改正平成25年1月29

日 ;施行平成25年1

月29日）

●改正内容

・添付資料-1電気保

修課 点検計画見直

し（線源領域中性子

検出器の点検間隔/

頻度の変更）
【課長Ｖ】

作成

保安管理専

門委員会

（第128回）付

議

【課長Ｖ】

修正

【課長Ｏ】

修正

【課長ii】

修正

【課長】

修正

【部長Ｋ】

確認

【部長Ｋ】

確認

【担当OO】

保全計画

案作成

供用前第2保全サイク

ルの保全計画改正

（改正11）

（改正平成25年1月30

日 ;施行平成25年2

月18日）

●改正内容

1．本文 点検間隔/

頻度に関係する考え

方を追記

2．本文 添付資料-3

の位置付けを改正

3．添付資料-1 点検

頻度単位の適正化

4．添付資料-1 点検

頻度の予実績管理の

充実

5．添付資料-2/3 実

績表記の改正及び誤

記修正

【所長Ｂ】

承認

【室長Ｆ】

確認

【室長Ｄ】

確認

【部長 Ｉ】

協議

【炉主任a】

確認

【部長Ｋ】

作成

【担当OO】

保全計画書

の本文修正

補足（第128回保安管理専門委員会議事録より抜粋）

議題：保全計画（Rev.11）の改正について

出席者：（委員長）所長Ｂ、（委員）炉主任ａ、品質保証室長Ｄ、運営管理室

長F、プラント保全部長Ｋ、プラント管理部長

事務局：品質保証室

検討内容：保全計画（Rev.11）の改正について

コメント：

点検頻度、点検実績及び点検期限の考え方を整理し、文章で記載すること。

なお、文章の補助として、図表を用いることは差し支えない。

52

83

【部長】

確認

【室長F】

回議書起案
80

補足（回議書より抜粋）

回議書２件

①「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第36 条
第1 項の規定に基づく保安のために必要な措置命令について（平成24 
年12 月12 日原管Ｐ発121207001号）」に対する結果報告について
②「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第67 条

第1 項の規定に基づく報告の徴収について（平成24 年12 月12 日 原

管Ｐ発第121207002 号）」に対する報告について

82

82

【部長Ｉ】

合議

【部長K】

協議

【所長Ｂ】

起案

【室長Ｆ】

合議

【室長Ｄ】

合議

【炉主任a】

合議

【敦賀本部

長A⑥】

起案

【敦賀本部

長代理A

⑧】

合議

【理事A④】

合議

【理事長A

②】

決裁

平成25年2月18日へ

平成25年1月30日へ

平成25年1月29日から

平成25年1月28日から

もんじゅ不適合管理

要領

(27次改正H25/1/30;

施行H25/2/18) 【所長Ｂ】

決裁

【室長Ｆ】

合議

部長 Ｉ

合議

【炉主任a】

合議

【部長Ｋ】

作成

81

平成24年10月4日から

平成25年1月28日から

補足（審議申請書より抜粋）

議題：保全計画（Rev.11）の改正について
審議理由：運転管理、燃料管理、放射性廃棄物管理、保守管理及び非常時の

措置に関する重要事項

審議概要：保守管理の不備での対策である、点検計画への「前回点検実績」と

「次回点検期限」の追記、点検間隔/頻度の管理単位の変更による修正（原則
月単位管理）及び、設備点検結果、点検計画表の見直しの結果からの有効性

評価結果の反映による保全計画の改訂

保安管理専

門委員会

（第128回）

申請

【要因T１－３８０】

保全計画（点検計画）Ｒｅｖ11を審査・承認するライン職及び

会議体メンバーは、点検計画の変更内容を確認すべきで

あったが、点検計画の「次回点検期限」欄は全機器の全点検

項目（約９万６千件）にわたっており、当該箇所の誤記を指摘

できなかった【Ｃ-78】

【要因Ｔ１－１０９】

【Ｅ-17】

再掲

保全計画（Rev11）の改正に係る審議

【電気担当者ｃｃ】

1月、2月末期限切れ

機器に対する技術評

価により、維持可能

期間を評価し、不適

合報告書に添付

平成25年1月、2月の点検期限超過に係る不適合処理

（補助冷却設備（ACS）関連）

77 平成25年1月18日頃から

【要因Ｔ１-１２２、Ｔ１-１１１、１-１０８、Ｔ１-１０９、Ｔ１-

１２５】

保全計画制定・改正時（保全計画の内容、審議及

び承認過程）の要因と同じ

補足（保全計画から記載）

○本文 点検間隔/頻度に関係する考え方を追記

6.点検計画

6.3次回点検期限の考え方

原則として、点検終了日と点検間隔/頻度から次回点検開始

時期※2を設定する。

但し、機器特有の条件等明確な理由がある場合は考慮する。

※2：点検対象機器がアウトオブサービス状態になった時期、又

は保守担当者による点検着手時期などを指す。

・・・・等

61平成24年12月7日から

補足（点検計画より抜粋）

点検計画の見直し

・線源領域中性子束検出器(2個）の点検

間隔/頻度

1サイクル→供用開始前124M、供用開

始後2サイクル
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保全プログラム

平成25年2月1日

平成25年2月6日

平成25年2月8日

計装側

212_TIS05,07,09C
点検実施(2/6)
超過解消

観測用地震計

（1個）

点検実施

714系ＣＧ法、715系

ＤＮ法、771系ＤＧ

点検期限超過
【問題事象1-16】（要因Ｔ１－３６５）（再掲）

電気保修課は、714系カバーガス法破損燃

料検出装置等について点検計画から特別な

保全計画へ移行する際の手続きが不十分

であったにも関わらず、特別な保全計画へ

移行したものと誤認して点検を実施しなかっ

た【Ｂ-105】

【要因Ｔ１－２５３】

【C-105】

再掲

【問題事象1-18】（要因Ｔ１－３８１）

電気保修課は、771系非常用DG（C号機）

の一部の機器について、保全計画（点検計

画）に基づく点検期限を正しく把握していた

にも関わらず、点検期限までに点検を実施

しなかった 【B-111】

【要因Ｔ１－３５５】

【C-111】

再掲

【担当者

Ｉ Ｉ、ＨＨ、Ｂ42、ＧＧ、

Ｂ44】

作成

【TL Ｒ、Ｂ23】

審査

【課長Ｏ】

承認

【課代Ｑ】

審査 （機械保修課Ｂ44 インタビュー結果）
・ＴＬ Ｉやチーム員の指導を受けながら、前回要領書（Q31‐100Ｊ‐10221‐01：H22年11月）を
ベースに形をつくり、中身は設備担当毎に分担して確認した。

・配管支持構造物について色々種類があることは知っていたが、点検計画上の点検期

限も迫っており、それぞれの役割まで深く認識・確認等をしていなかった。

・外観点検とは点検計画に記載されている｢亀裂、変形等の有無を目視等により確認｣と

考えていた。機器・系統別の固有の劣化等を踏まえた点検方法等の教育は受けていな

い。

・記録の添付資料として配管系統図を使用した理由は、配管支持構造物は配管に付属

されているものだから、点検の際も配管の範囲を示せばいものと認識していたため。

・要領書の可視範囲の記載について、足場があるところ、見える範囲を見るという認識。

前回の要領書も同様であったため、それほど可視範囲について意識しなかった。

84平成25年2月20日へ

（機械保修課Ｂ42 インタビュー結果）
・｢1式｣とは数もので 一つ一つの表記を

しないもの、また点検の際は、現場にあ

るものを一つ一つ見られる範囲で確認す

るという認識だった。

（機械保修課ＨＨ インタビュー結果）

・前回要領書（Q31‐100Ｊ‐10221‐01：H22年11月）を参考に作成しており、前回点
検時、報告書等の作成時に指摘等がなく、参考にしても問題ないと考えた。

・｢1式｣と書かれたものに対し｢1式｣で管理すれば良いものと認識し、深く考えて
いなかった。

・作業要領書標準記載要領など作成の都度内容は確認していたが、一語一句

まではみていない。

・QMS文書の教育について、部内での教育はあったが課内での教育はない。
QMSの勉強は自前で行っていた。
・可視範囲の扱いに対し、前回要領書から何のコメントもないのでそのやり方で

良いと認識しており、見えないところは見えないと割り切っていた。そのため、有

効性評価には思い至らなかった。

アイソメ図は現場に入る前に配管の取回し等を確認するため見ていた。リスト

管理の必要性は感じていなかった。配管系統図に沿って配管を追っていけば、

すべての配管の健全性を確認できるため、支持構造物の支持不良も確認でき

るものと認識していた。

（機械保修課課代Ｑ インタビュー結果）

・1次系の要領書や記録は、他の自前で
実施した要領書と同様の記載であったた

め特に疑問は抱かなかった。

・2次系についてはメーカ発注であるし、
時期もずれていたので1次系との比較は
全く頭になかった。

【要因T１-３７】

【Ｄ-136】

再掲

【要因T１－４６】

【Ｃ-130】

【要因T１－３３】

【Ｃ-120】

再掲

（機械保修課TL Ｒ インタビュー結果）
・要領書の審査にあたって、点検方法と判定基準をチェックした。

・点検範囲は、自前なので系統図があれば設備担当は範囲が分かると考えた。問

題があれば記録に書くので識別できる。

・1次系はメカニカルスナッパが主なので外観上OKなら支持装置としての機能は問
題ないと考えた。

・個別に管理する認識がなく、何かあれば個別に記録すればよいと認識していた。

・当時(平成25年)の1次系配管支持構造物の点検要領書のチェックは初めてだった。
・当時は、要領書とQMSとの突合せはしていない。

【要因T１－３８２】

機械保修課チームリーダーは、２次系の配管支持

装置は、数が多く不具合（オイルスナバの油漏れ、

ブーツ破損等）も多かったが、１次系は腐食の懸念が

ない窒素雰囲気であり、主な配管支持構造物である

メカニカルスナッパはメンテナンスフリーと認識してい

たので、外観上に問題なければ機能は問題ないと考

えていた【Ｆ-122】

【要因T１－３８】

【Ｇ-122】

再掲

【要因T１－４１】

【Ｄ-122】

【要因T１－４５】

【Ｄ-130】

【要因T１－４４】

【Ｅ-130】

再掲

検査要領書

（Q31-100J-12045-

03）

W0承認

保全計画に基づく

健全性確認の内

原子炉格納容器

1次冷却系設備等

外観据付確認

(空気室内)

補足

・対象機器

支持構造物 （1次循環ポンプ潤滑油系、1次ナトリウム純化系、1次ナトリウム充填ドレン系、1次アル
ゴンガス系、希ガスホールドアップ設備、1次メンテナンス冷却系、2次メンテナンス冷却系、機器冷却系）
※不適合対象のみ記載

・検査方法

可視可能範囲について外観状態を目視により確認する。保温施工された箇所は、保温材外表面から

外観状態を目視により確認する。

・判定基準

表面に著しいかき傷、打こん、クラック等がないこと。

保温施工された箇所は、保温材外表面に著しい変形等がないこと。

機器表面又は保温材外表面に漏えいの痕跡のないこと。

（配管支持構造物としての機能を発揮しうる状態にあるか否かの観点からの点検を行うことが点検要

領書に記載されていない）

・作業範囲を示すため配管系統図が添付されているが、アイソメ図は添付されてない。

・点検記録は、個々の支持構造物が特定できるようになっていない。

【要因T１－３７】

【Ｄ-136】

再掲

【要因T１－３８３】

機械保修課チームリーダーは、点検要領書の審査にあ

たり、リストやアイソメ図を添付し、個々の支持構造物を特

定できるように指導すべきであったが、１次系にはメカニカ

ルスナッバを使用しているので基本的にメンテナンスフ

リーであると考え、自前で点検することもあり、全ての支持

構造物を個別に記録する必要はなく、異常を発見すれば

その都度、個別に記録すればよいと認識していた【Ｄ-

137】

【要因T１－３５】

【Ｅ-136】

再掲

平成25年2月18日へ

検査要領書

（Q31-100J-12045-

04）

W0承認

保全計画に基づく

健全性確認の内

原子炉格納容器

1次冷却系設備等

外観据付確認

(窒素セル室内)

補足

・対象機器

支持構造物 （1次主冷却系、1次ナトリウムオーバーフロー系、1次ナトリウム純化系、1次ナトリウム充填ドレ
ン系、1次アルゴンガス系、1次メンテナンス冷却系、2次メンテナンス冷却系、機器冷却系） ※不適合対象の

み記載

・検査方法

可視可能範囲について外観状態を目視により確認する。保温施工された箇所は、保温材外表面から外観状

態を目視により確認する。

・判定基準

表面に著しいかき傷、打こん、クラック等がないこと。

保温施工された箇所は、保温材外表面に著しい変形等がないこと。

機器表面又は保温材外表面に漏えいの痕跡のないこと。

【不適合内容】

・配管支持構造物としての機能を発揮しうる状態にあるか否かの観点からの点検を行うことが点検要領書に記

載されていない。

・作業範囲を示すため配管系統図が添付されているが、アイソメ図は添付されてない。

・点検記録は、個々の支持構造物が特定できるようになっていない。

【担当者

Ｉ Ｉ、ＨＨ、Ｂ42、ＧＧ、

Ｂ44】

作成

【TL Ｒ、Ｂ23】

審査

【課長Ｏ】

承認

【課代Ｑ】

審査
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【要因T１－３３、T１－４１、T１－４６、T１－４５、T１

－４４、T１－３７、T１－３８２、T１－３８３】

点検要領書作成時の要因と同じ

【頂上事象Ａ】（要因T１－５１）（再掲）

保全を担当するプラント保全部におい

て、保全計画（点検計画）に定めた点検

期限を超過、あるいは手続きをしないで

点検頻度を変更した【A-1】

（ａ-3 特別な保全計画への移行手続き

不備や点検期限に気づかずに点検期限

を超過した）

【要因T１－４６】

【Ｃ-130】

再掲

【問題事象1-25】（要因１－５０）（再掲）

機械保修課及び燃料環境課は、配管支持構造物

の点検結果について個々の機器を特定できるよ

うに記録すべきであったが、「１式」として記録し、

個々の機器を特定できるように記録していなかっ

た【Ｂ-136】

【要因Ｔ１-３３】

【C-120】

【要因T１－４７】

【Ｃ-125】

再掲

【問題事象1-23】（要因１－４８）（再掲）

配管支持構造物の点検要領書には、機能を発

揮しうる状態にあるか否かの観点からの点検を

行うことが記載されておらず、必要な点検ができ

ていなかった 【Ｂ-120】

【要因T１－３０】

【Ｃ-136】

再掲

【頂上事象Ａ】（要因T１－５９）（再掲）

保全を担当するプラント保全部におい

て、保全計画（点検計画）に定めた点検

期限を超過、あるいは手続きをしないで

点検頻度を変更した【A-1】

（ａ-8 機械保修課及び燃料環境課では、

保全計画（点検計画）に基づく配管支持

構造物の点検ができていなかった）

【要因T１－４６】

【C-130】

再掲

【問題事象1-24】（要因T１－４９）（再掲）

機械保修課及び燃料環境課では、保全計画（点検

計画）で配管支持構造物「１式」を点検対象として点

検範囲を限定していないにも関わらず、点検要領書

では可視範囲に限定し、それ以外の範囲（以下「可

視不可部」）について点検を実施していないなど、保

全計画（点検計画）に基づく配管支持構造物の点検

が適切にできていなかった【Ｂ-130】

【問題事象1-25】（要因１－５０）（再掲）

機械保修課及び燃料環境課は、配管支持構造物

の点検結果について個々の機器を特定できるよ

うに記録すべきであったが、「１式」として記録し、

個々の機器を特定できるように記録していなかっ

た【Ｂ-136】

【要因Ｔ１-３３】

【C-120】

【要因T１－４７】

【Ｃ-125】

再掲

【問題事象1-23】（要因１－４８）（再掲）

配管支持構造物の点検要領書には、機能を発

揮しうる状態にあるか否かの観点からの点検を

行うことが記載されておらず、必要な点検ができ

ていなかった 【Ｂ-120】

【要因T１－３０】

【Ｃ-136】

再掲

【頂上事象Ａ】（要因T１－５９）（再掲）

保全を担当するプラント保全部におい

て、保全計画（点検計画）に定めた点検

期限を超過、あるいは手続きをしないで

点検頻度を変更した【A-1】

（ａ-8 機械保修課及び燃料環境課では、

保全計画（点検計画）に基づく配管支持

構造物の点検ができていなかった）

【要因T１－４６】

【C-130】

再掲

【問題事象1-24】（要因T１－４９）（再掲）

機械保修課及び燃料環境課では、保全計画（点検

計画）で配管支持構造物「１式」を点検対象として点

検範囲を限定していないにも関わらず、点検要領書

では可視範囲に限定し、それ以外の範囲（以下「可

視不可部」）について点検を実施していないなど、保

全計画（点検計画）に基づく配管支持構造物の点検

が適切にできていなかった【Ｂ-130】
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平成25年1月31日から

保守管理不備

立ち入り検査

（2/14～2/15）

補足

平成25年7月18日の所内抜き取り確認を受け

るための準備作業（点検実績シートの確認等）

にて発見された

260系補助冷却設備A、Cの盤（CDU盤、イン

バータ盤、極数変換器盤）、弁、ダンパ（CDU、

THU）、しゃ断器（高速、低速）（外観点検、特

性試験、機能・性能試験）点検期限（H25.2）超

過

【問題事象1-8】（要因T１－３７２）（ 再掲）

電気保修課では、補助冷却設備CDU盤等の一部に

ついて、次回点検期限が平成25年2月であることを

管理できず点検期限を超過した【Ｂ-69】

【要因Ｔ１－１１０】

【C-69】

【要因Ｔ１－３７１】

【Ｃ-72】

再掲

補足（立入検査議事録を基に記載）

本立入検査は、「核物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第36条

第1項の規定に基づく保安のために必要な措置命令、法第67条第1項の規定に

基づく報告」に対して、平成25年1月31日付で提出した報告書に記載されている

事実関係及び原因を把握し、再発防止対策の有効性を評価するために行われ

た。

現場における確認で、保全計画では１回/月の頻度で外観点検を行うとしてい

た機器が、巡視点検シートでは１回/３ヶ月の頻度で点検されていたことを確認し

た。

電気保修課にて自

前で外観点検を実施

（Ｈ25年2月以降）

規制庁へ説明

（点検頻度と点検実

施の頻度の不整合

対応について）

補足（ヒアリング説明資料を基に記載）

Q：点検頻度がチェック用不適合リストにおいて一ヶ月に一度とされている機器について、実績では

三ヶ月に一度の頻度で点検されていた機器の詳細について（点検計画等）

A：当該の「D/G-A コールドサンプ排水移送操作箱（S-D1011）」は、点検計画では「毎月」、点検要

領書では「1回/3ヶ月」の頻度となっています。

平成24年11月の「電気・計測制御設備の手続き遅れに関する確認調査」において当該機器は、

平成24年11月の「電気・計測制御設備の手続き遅れに関する確認調査」において当該機器は、平

成24年10月に点検が行われておりケースA（機能要求なしで、現在点検時期を超過していないも

の）にカウントしています。また、11月を超えて12月に入ると不適合になることから平成24年11月25

日に「準じた確認」により3ヶ月毎の点検で健全性を維持できると評価しています。その後、平成25

年1月に点検を行っています。また、2月以降は「毎月」点検を行う計画としている。

【ＴＬ】

確認

【室長Ｄ】

確認

【炉主任ａ】

確認

【課長】

確認

【担当】

771系ＭＳ-1リスト（保

安検査用）作成

（担当者インタビュー結果）

保全計画Rev11作成時のデータで点検項目単

位でクラス記載(MS-1等)が空欄となっているリ

ストからクラス１の抽出を行ったため、清水膨

張タンク等の外観点検項目が抜けたリストと

なってしまった。

【保修計画

課】

保安検査対

応資料取り

纏め

補足（不適合報告書（12‐45）から記載）
保安検査の要求事項によりクラス１機能要求ありの機器に対し、

点検実績を確認できるリストを点検計画Ｒｅｖ１１からデータ抽出を

行い作成した。

予熱ヒータC系

（1次系、2次系）

点検期限超過

予熱ヒータＣ系（1次

系、2次系）特性試

験（絶縁抵抗測定・

導通試験）点検実

施（3月）

補足

・平成25年7月～8月の所大チェックにおいて、未点検機

器や点検超過機器の有無について確認した結果、予熱

ヒータの点検終了日を様式－１の確認・評価年月日から

個々の機器の点検終了日に変更となった。これにより予

熱ヒータが平成25年2月末で点検期限の超過となった 【要因Ｔ１－３４５】

【C-112】

再掲

【問題事象1-19】（要因T１－３８４）

電気保修課では、1次、2次予熱ヒータについて、

平成25年3月に点検を実施すればよいと考えて

いたため設備に見合った点検期限までに点検を

実施しておらず、点検期限の起点の考え方を間

違って点検期限を超過した【Ｂ-112】

【課代Ｗ】

対応方針に従い、2月

末期限切れ機器に対

する不適合報告書

(12-43）を作成・部長

承認

62
平成24年12月7日から

061系CRD Arガス系、
714系CG法、721系
安全保護系

点検期限超過

ケースD点検実施

〈検査実施〉

保全計画に基づく

健全性確認の内

原子炉格納容器

1次冷却系設備等

外観据付確認

(窒素セル室内)

平成25年2月8日から

85 【担当者】

確認

【TL】

確認指揮

【担当者】

記録作成
【TL】

記録確認

【機械保修課ＴＬ Ｂ12 インタビュー結
果】

過去の点検要領書を基に作業実施して

いたので、記録を個別に管理する必要

はないと思っていた。

【機械保修課Ｂ44 インタビュー結果】
・すべての支持構造物をひとつひとつチェックは

していなかったが、配管・弁等を追うために（アイ

ソメ図を）現場には持って行っていた。

可視範囲は、足場があるところ、見える範囲を見

るという認識。

・外観点検は、点検計画に記載されている点検

内容「亀裂、変形等の有無を目視等により確認」

と考えていた。機器・系統別の固有の劣化等を

踏まえた点検の仕方等の教育は受けていない。

【機械保修課ＨＨ インタビュー結果】

・目視により出来うる範囲で確認をしてい

た。

・配管を追いかけて支持構造物の有無を

確認すれば、支持構造物に異常(破損・脱
落)があった場合、確認できると認識して
いた。

・グレーチングで行ける範囲は確認し、鏡

は使わず覗き込んでいた。

〈検査実施〉

保全計画に基づく

健全性確認の内

原子炉格納容器

1次冷却系設備等

外観据付確認

(空気室内)

84 【担当者】

確認

【TL】

確認指揮

【担当者】

記録作成

【TL】

記録確認

平成25年2月8日から 【要因T１－３３、T１－３７】

確認作業時の問題と同じ

【要因T１－３７】

【Ｄ-136】

再掲

【要因T１－３３】

【Ｃ-120】

再掲

【問題事象1-16】（要因Ｔ１－３６５）（再掲）

電気保修課は、714系カバーガス法破損燃

料検出装置等について点検計画から特別な

保全計画へ移行する際の手続きが不十分

であったにも関わらず、特別な保全計画へ

移行したものと誤認して点検を実施しなかっ

た【Ｂ-105】

【要因Ｔ１－２５３】

【C-105】

再掲

【頂上事象Ａ】（要因T１－５１）（再掲）

保全を担当するプラント保全部におい

て、保全計画（点検計画）に定めた点検

期限を超過、あるいは手続きをしないで

点検頻度を変更した【A-1】

（ａ-3 特別な保全計画への移行手続き

不備や点検期限に気づかずに点検期限

を超過した）

【頂上事象Ａ】（要因T１－５１）（再掲）

保全を担当するプラント保全部におい

て、保全計画（点検計画）に定めた点検

期限を超過、あるいは手続きをしないで

点検頻度を変更した【A-1】

（ａ-4 電気保修課では、点検期限の起点

の考え方を間違って点検期限を超過し

た）

【頂上事象Ａ】（要因T１－５１）（再掲）

保全を担当するプラント保全部におい

て、保全計画（点検計画）に定めた点検

期限を超過、あるいは手続きをしないで

点検頻度を変更した【A-1】

【課長Ｖ、課代Ｗ】

不適合報告書「電気・計測制御設備の保守管

理の不備について（Ｒ2）」作成、部長承認

【要因Ｔ１－１５４】

【Ｃ-70】

【要因Ｔ１－１０９】

【Ｃ-71】

【要因Ｔ１－３８０】

【C-78】

再掲
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チームリーダ
(TL)
SS

運営管理室

所大
チェック班

日付 トピックス
理事長
Ａ①
Ａ②

敦賀本部長
A⑤
A⑥
本部長
代理
A⑦
A⑧

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

室長
E
F

敦賀本部
安全品質推進

部長
A⑩

安全統括部
部長
A⑨

所長
A
B

副所長
A１
H

安全品質管理
室長C

副主幹ｍ
品質保証室長

D

室長代理c

次長
I
F
Y
Z

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長代理
（課代)
L
M

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW

課長
U
Ｖ

燃料環境課

課長
Y
ii

課長代理（課代）

チームリーダ（TL)
計装-ｊｊ
機械-ｋｋ
管理-A3

担当
ｍｍ、ｎｎ、oo

計装
Ａ2、ee、MM、gg、hh、
pp、ｆｆ、uu、ｘｘ、qq、ｙｙ

電気、水蒸気
ＱＱ、bb、cc、ｒｒ

電気保修課 機械保修課

担当

計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT
計装A2

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
B23、Ｂ12

担当
ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＥＥ，Ｆ
Ｆ，ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，

ＤＤ
B13、B41、Ｂ42、Ｂ44、

B45、B48

チームリーダ（ＴＬ）

課長代理
（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

プラント
管理部長

施設保全課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

課長
ｆ

Ｉ (次長兼務）
L

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

理事
A③
A④

試験・工程管理チーム

チームリーダ
（TL）
RR

プラント保全部

部長
J
I
K

保修計画課

担当
ｋ
A4

担当
OO
A6
JJ
KK
ｊ

保全プログラム

平成25年3月4日

平成25年3月28日

～

平成25年3月29日

平成24年度第4回保

安検査

（平成25年3月4日～

3月22日）

補足（不適合報告書（12‐45）から記載）
・電気保修課以外の過去の点検実績を確認したところ、機能要求があり、かつ

安全上重要な機械保修課担当機器（10台）の点検期限を超過していることを確
認

・特別な保全計画へ移行しているとしていた機器について、「点検計画の備考

欄記載」と「特別な保全計画の関係整理表」にて説明している。

点検計画（Rev5）の備考欄の記載が「原子炉停止中の機能要求がなく、起動に
備えて適切な時期に点検する。（停止中の状態確認は、特別な保全計画にて

実施する。）」と記載されているもののみが適切に特別な保全計画へ移行され

ていることの説明。
【課代Ｗ】

対応方針に従い、3月
末期限切れ機器に対

する不適合報告書

(12‐51）を作成・部長
承認

63
平成24年12月7日から
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平成25年4月1日

平成25年4月11日

平成25年4月12日

平成25年4月15日

～

平成25年4月18日

平成25年4月23日

～

平成25年4月26日

平成25年4月30日

平成25年5月1日

～

保全プログラム

プラント保全部

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ
技術主席Ｂ18

保修計画課

課長
ｆ

Ｉ (次長兼務）
L

担当
OO
A6
JJ
KK
ｊ

課長代理
（課代)
L
M

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW

チームリーダ
(TL)
SS
担当
Ｃ8

運営管理室

室長
E
F

特別嘱託Ｂ17
技術主席Ｃ7

部長
J
I
K

次長
I
F
Y
Z

所大
チェック班

プラント
管理部長

施設保全課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

燃料環境課

課長
Y
ii  '

課長代理（課代）

チームリーダ（TL)
計装-ｊｊ
機械-ｋｋ
管理-A3

担当
ｍｍ、ｎｎ、oo

担当
ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＥＥ，ＦＦ，

ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，
ＤＤ

Ｂ13,Ｂ41，Ｂ45，Ｂ46，Ｂ
47

試験・工程管理チーム

チームリーダ
（TL）
RR

機械保修課

課長
U
Ｖ
B3

課長
Ｎ
Ｏ
Ｑ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

副主幹
B20

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ

Ｂ10、B12、Ｂ23

担当
ｋ
A4

電気保修課

課長代理
（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

チームリーダ（ＴＬ） 担当

計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT
計装A2

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
電気-ｓｓ
水蒸気-e
水蒸気-dd

計装
Ａ2、ee、MM、gg、hh、pp、
ｆｆ、uu、ｘｘ、qq、ｙｙ、ｔｔ

電気、水蒸気
ＱＱ、bb、cc、ｒｒ、ｖｖ

総括

日付 トピックス

理事長
Ａ①（～Ｈ
22.8.16）

Ａ②（Ｈ22.8.17
～）
Ｃ1

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

原子炉主任技術
者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

理事
A③
A④
Ｃ4

監事
Ｃ6

敦賀本部長
A⑤
A⑥
本部長
代理
A⑦
A⑧

敦賀本部
安全品質推進

部長
A⑩

もんじゅ総括調
整Ｇｒ
次長Ｃ3

安全統括部
部長
A⑨

所長
A
B
A④
Ｂ15

所長代理
ＶＶ
Ｃ5
副所長
A１
H

安全品質管理室
長C

副主幹ｍ

品質保証室長
D

室長代理c

Ｂ31
副主幹
ａａ

所大ダブル

チェック班に

よる確認

補足（点検実績確認要領書より抜粋）

副所長を実施責任者とする所内ダブルチェック班

作業内容

①電気保修課以外の課から、点検周期と直近の点検実施日及び点検実施日を確認し

た報告書番号とページが記載されたチェックシートの提示を受ける。

②チェックシートに記載されている報告書の提示を受け、チェックシートの記載と相違が

ないか確認する。

③直近の点検実施日と点検周期を確認し、現在点検周期を超過していない場合は、

チェックシートへチェック（レ）する。

補足（要領から記載）

要領書制定：平成25年4月11日
目的：電気保修課以外の課の所掌機器において「クラス2以下の機器で機能が要
求されていない機器」に対して、直近の点検実績日と点検周期を確認し、Ｈ25.3現
在で点検周期を超過していないか確認する。

【作業内容】

①チェックシートに記載されている直近の点検実績日及び報告書番号とページの

記載と報告書に相違がないことを確認する。

②直近の実施日と周期を確認し、現在超過の有無を確認する。

【注意事項】

・記載に相違があった場合は、担当課員へ連絡し指示を受ける。

【保全部副主

幹e】
電気保修課以

外で「クラス2
以下で機能要

求なし」の機器

等に対する点

検要領を作成

【副所長H】

確認

補足

点検計画の次回点検期

限に着目したチェックとは

なっていない

【担当】

エンジニアリ

ングシート

保守管理シ

ステムにおけ

る点検計画

等の修正に

ついてを作成

(4/23)

補足（抜粋）

保守管理システムは、現在運用中の保全計画

(Rev.11)をベースに、記載された機器の適正化を図
りシステムにインポートし、平成25年4月22日より試
運用を開始した。今後、保全計画の改定に向け、

重複機器の修正、特別な保全計画の修正、さらに、

各課で検討された変更点の修正等、随時システム

に登録されたデータを用いて修正を行っていく必要

がある。

【課長】

承認

（4/24)

【計装チームTL】

重複機器に対する修正

を実施

（指定フォルダ入力）

【担当者】

修正のため

の指定ファイ

ルを準備

（4/26）

補足

記載の適正化に伴い重複が判明したリストを添付し、配

布した。

（本件もこの中に記載されている。）

【計装チーム担当】

重複機器に対する修正

を実施

（指定フォルダ入力）

065系ＣＲＤ関連、712
系炉心出口計装

点検期限超過

210系プリアンプ

特性試験

（実績削除）

補足

①２１０系蒸発器液位プリアンプ：特性試験が点検記録から確

認できなかった。

対象：210A-LT061A1、210A-LT061B1

【担当者】

要領書作成

【ＴＬ】

要領書確認

【課代Ｗ】

確認

【課長Ｖ】

確認、承認

保守点検要領書

発行

87 平成２５年８月へ

補足

①２１０系蒸発器液位プリアン

プ

補足

２１０系蒸発器液位プリアンプの特性試験は、保守点検要領書に

記載無し

（なお、信号変換器の特性試験は記載有り）

86 平成25年5月8日へ

作業要領書

（Q42-*J-13102-01）

W0承認

設備健全性確認作

業

原子炉・タービン補

助設備等機器・配管

外観点検作業

補足

・作業内容

以下の機器について、現状での可視範囲について外観点検を実施し健全性に影響を及ぼすような

欠陥の有無を目視にて確認する。なお、420系の配管支持構造物（オイルスナッバ）については簡易
点検として油量の確認を実施する。

配管支持構造物（原子炉補機冷却海水系設備（420系）、制御用圧縮空気設備（460系））
※保温が施工されている機器類、配管及び支持構造物については、保温材外表面に著しい損傷

がない限り、機器の外表面は保護されていると判断し、保温材外表面の変形等の有無を確認するこ

とで、機器類の健全性を確認することとする。

・記録

判定基準：表面に著しいかき傷・打痕・クラック等がないこと。

【不適合内容】

・420系について、
作業範囲を示すため配管系統図が添付されている。オイルスナッバについてはアイソメ図が添付

されている。

配管支持構造物（オイルスナッバを除く）の点検記録は、個々の支持構造物が特定できるように

なっていない。

・460系について、
配管系統図は添付されていないが、点検記録が配管番号毎にリスト化されている。

配管支持構造物の点検記録は、個々の支持構造物が特定できるようになっていない。

検査成績書(Q23-

100J-10221-01)

ZO承認

保全計画に基づく健

全性確認（機械保修

課）の内1次冷却設

備等外観据付確認

補足〈点検・補修等の結果の確認・評価シート（様式‐3）より抜
粋〉

「保守管理要領第20条に基づく記録」
・確認・評価年月日：平成25年5月1日
・点検状況の結果：各機器の外観検査・据付検査を実施した。

結果特に異常は認められなかった。

・保全計画導入以降、初めての点検であったが、設備の機

能・性能に影響を及ぼす有意な不具合は発生していない。当

面は保全計画に従い、外観点検を実施し傾向を確認していく。

補足

支持構造物について、特に懸案事項等は挙

げられていない。

【要因T１－１００】
【Ｄ‐128】
再掲

【問題事象1-16】要因Ｔ１－３６５（再掲）

電気保修課は、714系カバーガス法破損燃料検出装置

等について点検計画から特別な保全計画へ移行する際

の手続きが不十分であったにも関わらず、特別な保全計

画へ移行したものと誤認して点検を実施しなかった

【Ｂ-105】

【頂上事象Ａ】要因T１－５１（再掲）

保全を担当するプラント保全部において、

保全計画（点検計画）に定めた点検期限を

超過、あるいは手続きをしないで点検頻度

を変更した【A-1】

（ａ-3 特別な保全計画への移行手続き不備

や点検期限に気づかずに点検期限を超過

した）

【問題事象1-２５】要因１－５０（再掲）

機械保修課及び燃料環境課は、配管支持構造物の

点検結果について個々の機器を特定できるように記

録すべきであったが、「１式」として記録し、個々の機

器を特定できるように記録していなかった【Ｂ-136】

【要因Ｔ１-３３】

【C-120】

【要因T１－４７】

【Ｃ-125】

再掲

【問題事象1-23】要因１－４８（再掲）

配管支持構造物の点検要領書には、機能を発揮し

うる状態にあるか否かの観点からの点検を行うこと

が記載されておらず、必要な点検ができていなかっ

た

【Ｂ-120】

【要因T１－３０】
【Ｃ‐136】
再掲

【頂上事象Ａ】要因T１－５１（再掲）

保全を担当するプラント保全部において、

保全計画（点検計画）に定めた点検期限を

超過、あるいは手続きをしないで点検頻度

を変更した【A-1】

（ａ-8 機械保修課及び燃料環境課では、保

全計画（点検計画）に基づく配管支持構造

物の点検ができていなかった）

【要因T１－４６】

【C-130】

再掲

【問題事象1-24】要因T１－４９（再掲）

機械保修課及び燃料環境課では、保全計画（点検計

画）で配管支持構造物「１式」を点検対象として点検範

囲を限定していないにも関わらず、点検要領書では可

視範囲に限定し、それ以外の範囲（以下「可視不可部」）

について点検を実施していないなど、保全計画（点検計

画）に基づく配管支持構造物の点検が適切にできてい

なかった【Ｂ-130】

（担当者インタビュー結果）

平成25年４月の所大チェックにおいて当該機器についてダブル
チェックを行っていたところ、保安検査にて確認された超過機器

(ディーゼル機関主要部等)以外にもクラス１機能要求有りの機器
で１６Mの機器(点検項目)があったため過去の点検実績を確認し
た結果過去に超過があることを確認した。

【担当】

所大チェックにて確認

補足（所大チェックでの当該機器点検超

過の確認）

4月での所大チェックは、機器担当者と
第3者の2人で機器の点検超過を確認し
ていた。

【担当Ｂ45、Ｂ41、

Ｂ46、Ｂ47】

作成

【課長Ｏ】

承認

【課代Ｑ】

審査

【機械保修課VV インタビュー結果】
・個々の支持構造物についてはアイソメ図に載っている。現場ではアイソメ図を使用し、上流から配管を追って

確認していた。但し、報告書にはアイソメ図を添付していなかった。

・要領書確認段階にて、確認していた作業要領書標準記載要領で｢広範囲に及ぶ場合は・・・｣と書かれているも

のは、作業範囲を指定するためのものと認識していたため、系統図の添付でよいと思った。

・毎年行っている点検なので、基本は前回要領書ベースで内容を確認し、設備の担当になってからは、点検計

画の内容が変更されれば都度その内容を適合させたり、保守作業経験を持ってより実作業に沿った内容に変

更したりしていた。

・可視範囲とは足場を必要とせずに見える範囲。望遠鏡や鏡を使ってできうる限り確認した。

・一部の支持構造物について部分的に見えない箇所はあったが、完全に見えない支持構造物は存在しない。

保温が施工されているものについては、保温の上から確認するよう要領書で規定していた。

・1式とは系統として一括りのもの。全ての支持構造物が一部でも状態を確認できたのなら1式としては網羅され
ていると認識していた。

・重要度の高い配管の支持構造物なので、重要なものであるという認識はあった。

【要因T１－４６】

【Ｃ-130】

再掲

【担当Ｉ Ｉ】

作成

【課長Ｏ】

承認

【課代Ｑ】

審査

【ＴＬ Ｒ】

審査

25 平成22年11月18日から

補足

平成25年7月～9月のチェック作業において点検

実績として認められなくなった

【要因Ｔ１－２５３】

【C‐105】
再掲
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平成25年5月8日

平成25年5月24日

平成25年5月29日

平成25年6月1日

平成25年6月3日

～

平成25年8月1日

～

平成25年8月7日

～

平成25年9月3日

【担当】

保守管理シス

テム修正作業

締切

保全計画

Rev.12作成開

始

電気保修課 元計装チーム員インタビュー

他課間との調整を優先して実施した。TIS(温度スイッチ)9機器に

ついて電気チームと話し合いを実施したが、合意、修正には至らな

かった。

保修計画課員インタビュー

重複機器の調整、修正は各課が行うべきものであるため、結果の

確認は行わなかった。

【要因T１－３８６】

保修計画課は、エンジニアリングシートで電気保修課に重複機器

の確認依頼をしているが、重複確認結果の調整・処置は各設備

担当課であるとし、修正状況をフォローしていなかった【Ｄ-152】

86

【計装チームTL】

他課間との重複機器に

対する調整、修正を終

了

【計装チーム担当者】

他課間との重複機器に

対する調整、修正を終

了

平成25年4月23日から

【課長Ｌ】

承認(8/7)

補足

保守管理システム（現保守管理業務支援システム）データ整備中に、他課又は同課

間にて重複機器が確認されたため、点検計画（Rev.14）改正に向けて所掌箇所を確
定させるため発行。作業内容は以下。

・所掌確認は「設備所掌分担管理要領」及び「機械保修課及び

電気保修課の所掌分担取扱マニュアル」に従うものとする。

・同課内の重複については、課内協議により決定する。

・調整後は保全計画の改正に必要な所定の手続きを実施する。

・再度所掌箇所の確認を行うため、結果の回答を依頼する。

回答期限は8/26

【担当（総括）】

エンジニアリングシート

を各チームに回覧
(8/12)

【担当】

エンジニアリ

ングシート

保全計画改

正（Rev.14）に

向けた重複機

器の確認につ

いてを作成

【課長Ｖ】

確認(8/7)

【課代、担当、TL】
ESの各チーム回覧

【TL】
各チーム員への

周知、確認

【担当】

確認

補足

記載の適正化に伴い重複が判明したリストを添付し、配布

した。

（本件もこの中に記載されている。）

210系プリアンプ

特性試験

（実績削除）

補足

①２１０系蒸発器液位プリアンプ：特性試験が点検記録から

確認できず

対象：210C-LT061A1、210C-LT061B1

87
平成２５年５月１日から

【問題事象1-21】要因T１－３８７

機械保修課において、１次アルゴンガス系

空気作動弁について、保全計画（点検計

画）の次回点検期限欄に誤った点検期限

が記載されていたため、点検期限の管理

ができず保全計画（点検計画）で定めた点

検期限を超過した【Ｂ-117】

【要因Ｔ１－２８１】

【C‐117】
再掲

【要因T１－１７２】

【Ｆ-42】

再掲

点検要領書

（Q42-771Y-13178-

01）

W0承認

非常用ディーゼル発

電機設備（機械設備）

【担当Ｂ45】

メーカが作成した要

領書を確認

【TL Ｔ、Ｒ】

合議

【課長Ｑ】

承認

（機械保修課c インタビュー結果）
・点検時は、担当者及びメーカーですべての支持構造

物を見てはいた。

・D/G建屋の室内にあるものをすべて見ればよいと考え
ていたので、リスト及びアイソメ図の活用はしなかった。

・支持構造物について個別に管理する認識はなかった。

・一部の支持構造物について部分的に見えない箇所は

あったが、完全に見えない支持構造物は存在しない。

高所にあるものについても架台等があるため、距離は

多少離れるがすべてを確認できる状況であった。

補足

・作業内容

ディーゼル発電機設備の機関・補機の保守点検

・記録

判定基準

吸気管：吸気フィルターの損傷や詰まり及び本体外面に発錆、傷、打痕、変形等の有無、又は吸気配管系統のフランジ

部・サポート部の弛みや漏れ跡等の有無などのついて点検を行う。

排気管：フランジ部・フレキシブル継手部・サポート部等の弛みや漏れ痕の有無などについて点検を行う。

配管支持構造物：有害な損傷、腐蝕がないこと。

【不適合内容】

吸気管・排気管： 作業範囲を示すための配配管系統図が添付されていない。

配管・支持構造物： 作業範囲を示すための配配管系統図が添付されていない。

配管支持構造物の点検記録は、個々の支持構造物が特定できるようになっていない。

【要因T１－２８９】

【Ｄ-145】

【要因T１－２８８】

【Ｅ-145】

再掲

【問題事象1-25】要因１－５０（再掲）

機械保修課及び燃料環境課は、配管支持構造物の

点検結果について個々の機器を特定できるように記

録すべきであったが、「１式」として記録し、個々の機

器を特定できるように記録していなかった【Ｂ-136】

【要因Ｔ１-３３】

【C-120】

【要因T１－４７】

【Ｃ-125】

再掲

【要因T１－３０】

【Ｃ-136】

再掲

【頂上事象Ａ】要因T１－５１（再掲）

保全を担当するプラント保全部において、保全

計画（点検計画）に定めた点検期限を超過、ある

いは手続きをしないで点検頻度を変更した【A-1】

（ａ-8 機械保修課及び燃料環境課では、保全計

画（点検計画）に基づく配管支持構造物の点検が

できていなかった）

【要因T１－４６】

【C-130】

再掲

【問題事象1-24】要因T１－４９（再掲）

機械保修課及び燃料環境課では、保全計画（点検計

画）で配管支持構造物「１式」を点検対象として点検範

囲を限定していないにも関わらず、点検要領書では可

視範囲に限定し、それ以外の範囲（以下「可視不可部」）

について点検を実施していないなど、保全計画（点検計

画）に基づく配管支持構造物の点検が適切にできてい

なかった【Ｂ-130】

【所長Ｂ】

承認

（5/24）

供用前第２保全サイ

クルの保全計画改

正（改正12）

改正Ｈ25/5/24

施行Ｈ25/5/24

補足（電気保修課分点検計画より記載）

260系補助冷却設備A、Cの盤（CDU盤、インバータ盤、極数変換器盤）、弁、ダ

ンパ（CDU、THU）、しゃ断器（高速、低速）（外観点検、特性試験、機能・性能試

験）の次回点検期限に誤記あり（正：H25.2→誤：H26.7）

補足

点検計画から特別な保全計画へ移行する機器（計

装分）について点検計画の備考欄の記載を「原子炉

停止中の機能要求がなく、起動に備えて適切な時期

に点検する。（停止中の状態確認は、特別な保全計

画にて実施する。）」と記載している。

１次アルゴンガス系

空気作動弁（６台）

の点検期限超過

【頂上事象Ａ】要因T１－５１（再掲）

保全を担当するプラント保全部において、

保全計画（点検計画）に定めた点検期限を

超過、あるいは手続きをしないで点検頻度

を変更した【A-1】

（ａ-6 機械保修課において、保全計画（点

検計画）に定められた点検期限を超過した）

電気保修課員計装チーム員インタビュー

当時は夏の所大チェック（電気保修課は課内チェック）に追わ

れており、回覧されただけのESに気が付かなかった。

電気保修課員電気チーム員インタビュー

重複内容の確認は口頭で各担当に結果を聞いた。しかし、

当時は所大チェック対応を優先せざるを得なかったため、対

応できなかった

【要因T１－３８６】

【Ｄ-152】

再掲

核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規

制に関する法律第３

７条第３項の規定

に基づく保安規定の

変更命令について

補足

平成２５年１月３１日に機構からの「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第３６条第１項の規定に基づく保安のために必要な措置命令について（平成２４年１２月１

２日 原管Ｐ発第１２１２０７００１号）」に対する「「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第３６条第１項の規定に基づく保安のために必要な措置命令について（平成２

４年１２月１２日 原管Ｐ発第１２１２０７００１号）」に対する結果報告について（平成２５年１月３１日２４原機（も）６３５）」及び「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第

６７条第１項の規定に基づく報告の徴収について（平成２４年１２月１２日原管Ｐ発第１２１２０７００２号）」に対する「「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第６７条第

１項の規定に基づく報告の徴収について（平成２４年１２月１２日原管Ｐ発第１２１２０７００２号）」に対する結果報告について（平成２５年１月３１日２４原機（も）６３６）」の提出を受け、同

年２月１４日から１５日までの立入検査及び平成２４年度第４回保安検査等を通じて、高速増殖原型炉もんじゅ（以下「もんじゅ」という。）において、組織的要因等根本原因分析結果及び

再発防止対策に関し、虚偽の報告は認められないものの対応が不十分であることを確認した。また、当委員会の指摘を受けるまで、貴機構が点検時期の超過を認識し改善に取り組ま

なかったことから、貴機構の安全文化が劣化していることを確認した。

上記の確認結果に基づき、当委員会は、もんじゅの保安活動を適切かつ確実なものとし、災害の防止を図るため、保安規定の変更の必要があると判断する。

このことから、貴機構に対し、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第３７条第３項の規定に基づき、もんじゅについて、安全文化の劣化

等に対し、組織的要因の問題等の根本原因分析をやり直し、再発防止対策の見直しを行うとともに、組織内における役割分担並びに責任及び権限を確認した上で、下記を踏まえ、保安

規定の変更を命ずる。

１ 経営層は、もんじゅの運営に当たり、安全を最優先とすることを改めて認識した上で活動方針を定め、組織内に周知し、当該方針に基づく活動を実施させること。

２ コンプライアンスを徹底し、安全文化醸成活動の取組を強化すること。

３ 経営層及び発電所幹部の責任を明確にし、その履行状況の確認を強化すること。

４ 経営層から現場に至るまで意識の共有化を図ることができる組織を構築すること。

補足

平成25年7月～9月のチェック作業において点検

実績として認められなくなった

【要因T１－３８５】

電気保修課は、保修計画課からの重複に係るエンジニアリング

シートを受け、重複を確認し所掌範囲の調整を行うべきであった

が、担当者の交替に伴う引き継ぎが十分なされず、課内チーム

間の重複調整を後回にしてしまった【Ｄ-151】

【問題事象1-23】要因１－４８（再掲）

配管支持構造物の点検要領書には、機能を発揮し

うる状態にあるか否かの観点からの点検を行うこと

が記載されておらず、必要な点検ができていなかっ

た【Ｂ-120】
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【検査官】

支持構造物点検についてコメント

（3/26）

【機械保修課】

検査官からのコメントについて回答

補足＜保安検査コメントに対する回答（No.105(4/1版)コメントシート)より抜粋＞
当該機器の外観点検については配管系統図の配管、機器に接続されている配管支持構造物を確認することで

配管支持構造物一式の外観を確認している。今回選定された支持構造物SNM‐150‐394Aについては1次Arガス系
配管の支持構造物であり、1次Arガス系の系統図上の配管を支持していることが配管系統図および配管サポート
アイソメ図では特定されるが、ご指摘いただいたように要領書は機器を個別に特定できていない。本支持構造物

の点検については、機器個別の特定について不十分であったことから不適合を発行することとする。

当該機器については機器個別の特定について不十分であることから不適合管理とするものの、配管、機器に接

続されている支持構造物一式の点検は実施していることから、その点検記録は次回点検終了まで特別採用とする。

次回の外観点検は、プラント工程(ドレン含む)に組み込んで平成26年度内に速やかに行うこととし、その際には
点検要領書・成績書で機器を個別に特定できるようにする。

また、7月～9月の所大チェックの疑義リストで当該支持装置に疑義は上がっていない。これは、所大チェックの
チェック事項の一つは｢機器名称及び機器番号にて機器が特定できる｣という項目だが、点検計画の記載も記録上

の記載も｢支持構造物｣であることから機器名称が一致しており特定できると判断したものと推定される。

【検査官】

現場にて対象機器を選定

【機械保修課】

支持構造物点検の点検実績について

説明
補足＜保安検査コメントシートNo.105)より抜粋＞
支持構造物(SNM‐150‐394M)は、アイソメ図がなけ
れば、物と場所を特定できないが、点検要領書及び

成績書にはアイソメ図がない。この点について、7月
～9月の所大チェックで疑義リストに上がったか。上
がっていたとしたら担当課でどのように処置された

か説明する事。

【機械保修課】

対象機器の点検計画表を準備

（機械保修課 TL B12、副主幹B20 イ
ンタビュー結果）

4/9までコメントNo.105の回答につい
て、所内の議論を踏まえて検討。

保安検査コメント

No.105の
回答提出

補足（規制庁追加コメント）

1次Arガス系支持構造物の外観点検を記録として有効と
考えるか否か回答すること。不適合を発行するのであれ

ば点検実績を削除することで良いか回答すること。

【要因T１－３９１】

保安検査対象部署は、保安検査官から指摘さ

れた内容を詳細に検討し、不適合を識別し、管

理された状態とすべきであったが、不適合を理

解しておらず、未点検部分の取り扱いや定義

付けの検討が遅れていた【Ｄ-149】

【要因T１－３８９】

保安検査対象部署は、保安検査官からの指摘を

理解し、詳細に検討すべきであったが、不適合を

識別することや未点検部分の取扱いに関して保安

検査官とのコミュニケーションが足りなかった【Ｅ-

149】

【要因T１－３８８】

保安検査対象部署は、保安検査官からの指摘を自

らの安全の考え方に照らして、内包する課題を検討し

た上で適切に処置すべきであったが、不適合の的確

な処置と改善に繋げるための有効なアクションができ

ていなかった【Ｆ-149】

機械保修課から検査

官へコメントNo.105

の回答を

再提出

【ＴＬ B12】

コメントＮｏ.105につい

て回答を修正

【課長O】

確認

【部長K】

確認

【所長 B15】

承認

【機械保修課】

修正した回答を検査官に再提出

補足＜保安検査コメントに対する回答（No.105(4/9版)コ
メントシート)より抜粋＞
・当該機器の外観点検（平成25年2月20日実施）につい
て担当者は、要領書及び配管系統図を用いて配管、機

器を特定し、現場の配管を追いかけながらすべての支

持構造物を確認した

・支持構造物の外観点検は実施しており点検記録も有

効と考えていたが、当該機器を特定できるようになって

いないことから点検記録として有効でないものとして扱

い、不適合管理を行ったうえで今後見直しを行う点検計

画の実績からは削除する。

補足＜（No.105(4/9版)コメントシート)の添付‐2点
検要領書より抜粋＞

2）検査方法
①可視可能範囲について外観状態を目視により確

認する。保温施行された箇所は、保温材外表面か

ら外観状態を目視により確認する。

【次長Y】

確認

88平成２６年４月１１日へ

88 平成２６年４月１日から

第12回

保全計画点

検・改善小委

員会

（のちのもん

じゅ安全改革

小委員会）

補足＜議事録より＞

・保安検査や保全計画の見直しについて報告を受けた。また、点

検不十分と指摘されているものについての再点検については、窒

素雰囲気である箇所が含まれていることによる作業予定等が報告

された。

【主な参加者】

理事長C1、所長B15、品質保証室長D、運営管理室長F、室代ｎ、
保全部長Ｋ、保全部技術主席Ｂ18
事務局：もんじゅ安全・改革室

（もんじゅ改革室副主幹Ｃ2 インタビュー結果）

・4/11の小委員会において、支持構造物の「一式」管

理に関する保安検査のコメントの回答について口頭

で状況説明があったが、当日の参加者が少なく、さ

らに重要な内容であったため、4/16に再度小委員会

で説明するようもんじゅ幹部に依頼した。

89
平成２６年４月１６日へ

福井新聞報道

補足＜新聞記事より抜粋＞

もんじゅ虚偽報告の疑い

保安検査した際、新たな未点検機器を見つけていたことが10 日、分かった。咋年9 月
の「全機器の点検が完了した」とする原子力規制委員会への報告と矛盾し、規制庁関

係者は「報告が虚偽だった疑いもある」としている。

もんじゅ内打

合せ

（4/16規制委

員会対応準

備）

補足

・4/16の規制委員会における保安検査報告の対応方針に

ついて打合せを実施

【主な参加者】

所長代理ＶＶ、運営管理室室長Ｆ、保全部次長Ｙ、もんじゅ

総括調整Gr. 次長 Ｃ3

補足＜決定事項より＞

・保安検査で受けだ指摘について、点検は実施していることを主張した上で、

点検実績は削除しなくても良い方向で規制庁と再度交渉すること。

・ただし、指摘された機器については水平展開を実施し、該当する機器は

速やかに再点検ができる準備を行うこと。

・具体的対応についてはもんじゅ所長が責任をもってまとめること。

【主な参加者】

理事長Ｃ1、所長Ｂ15、品質保証室長Ｄ、理事Ｃ4、所長代理Ｃ5、所長代理

ＶＶ、運営管理室長Ｆ、保全部長Ｋ

事務局：もんじゅ安全・改革室

【室長Ｆ】

資料説明

【室長Ｄ】

資料説明

補足

運営管理室は、支持構造物の外観点

検に係る対応の経緯と、不適合報告書

発行による影響を想定した資料を説明

補足

品質保証室は、「今後見直しを行う点

検計画の実績から削除する。」の解釈

についての資料を説明

補足

保全部は、4/9に「点検計画の実績から削除す

る」と回答したことについて、現在超過にしない

ための対応策とし資料を説明

【部長Ｋ インタビュー結果】

・点検不十分としたことについて、点検計画にも「一式」と記載されていたことから、当初は点

検計画通り点検を実施したと言えるのではという認識であった。

・行為としては点検を実施していたのだから、点検は実施したが、そのやり方や記録に不十

分性があったという認識であった。保安検査官の「全て見たのか」という問いに、配管を追い

ながら全て見たと回答したが、担当者の証言では「全て見た」とは言い切れないと思うように

なった。その部分については、保安検査後に訂正した。

89 平成26年4月11日から

【部長Ｋ】

資料説明

第13回

保全計画点

検・改善

小委員会

（のちのもん

じゅ安全改革

小委員会）

【要因T１－３９８】

所長は、課題を検討してPDCAを回して改善に努める

べきだったが、4/16保全計画点検・改善小委員会（理

事長出席、以下「小委員会」という。）の決定に基づき、

要領に従い点検を実施していることから、点検は実施し

ていると主張した上で、点検実績は削除しなくても良い

方向で再交渉を行うこととし、保安検査官からの指摘に

ついて詳細な検討に至らなかった

【Ｄ-146】

【要因T１－３９７】

4/16の小委員会では、4/9に「点検計画の実績から削除

する」と回答したことについて、個別機器が特定されてい

ないにも関わらず、現場側から「支持構造物の点検は要

領に従い実施している。」との一面的な説明や点検実績

を削除するこで想定される影響の説明を受け、「要領に従

い、点検を実施しているのであれば、再交渉を行い、速や

かに再点検できる準備を行うこと。具体的な対応について

は所長が責任をもってまとめること。」とした【Ｅ-146】

【要因T１－３９２】

運営管理室長及びプラント保全部長は、検査官からの指摘に対してＱＭＳ

のルールに則って処置すべきであったが、4/9に「点検計画の実績から削除

する」と回答したことについて、現在超過にしないための対応策として、「不

十分であると指摘されている個別機器が特定できていないことを不適合管

理し、支持構造物一式の点検は実施していることから当該記録は次回点検

終了まで特別採用する」との誤った処置方法を説明した【Ｆ-146】

【要因T１－３９０】

【Ｇ-146】

再掲

【要因T１－３９５】
運営管理室長は、4/9回答した「点検計画から実

績を削除する」ことは止むを得ない判断であった

としつつ、不適合報告書を発行する影響の想定と

して、①点検実績を削除すると未点検扱いとなる

こと、②未点検状態により、もんじゅ施設の安全

性が確保されているとは言えないと評価される可

能性があること、③措置命令解除の時期が遅延

すること等、機構が受ける影響の大きさが強調さ

れる説明内容となっていた【Ｆ‐147】

【要因T１－３９６】
小委員会では、プラント保全部長から「未点検機器を未点検

機器でないと主張することで36条措置命令違反となる可能性
がある」こと、品質保証室長から「未点検機器が発生するもの

の、きちんとした不適合管理を行うことが必要と考える」との説

明があったが、運営管理室長からの影響想定に対する対応

策が重要と捉え、再交渉していくことを決定した【Ｆ‐148】

【要因T１－３９４】
所長代理及び運営管理室長は、保守管理の不備に係る不適

合管理を適切に行い、未点検状態を解消することを議論し、適

切な判断を行うための情報を提示すべきであったが、4/11の
新聞報道「もんじゅ虚偽報告疑い（新たに未点検機器）」を受け、

（不十分ではあるが）点検は実施されていることから、プラント

の安全性が確保されていないと評価されるリスクを回避するた

めに、視野狭窄的な資料作成や提案となっていた【Ｇ‐147】

【要因T１－３９３】
所長代理及び運営管理室長は、ＱＭＳのルールに則っ

て保守管理の不備に係る不適合管理を適切に行い、未

点検状態を解消することを議論し、適切な情報を提示す

べきであったが、適切な判断に必要な情報の伝達や検

討結果の妥当性の確認が十分に行われていなかった

【Ｈ‐147】

90平成26年4月16日へ

90 平成26年4月12日から

【機械保修課】

「配管支持構造物の対応方針について」を作成

補足＜保安検査報告書より抜粋＞

配管支持構造物の点検方法、点検時期を定めた。この方針

において、点検実績を削除した場合、点検超過機器が多数

発生することから、安全上重要度の高いものを対象とし、点

検内容は変えずに機器を特定できる要領書を作成し、本年

８月末までに点検を行うとした。

【要因T１－３９１】

【Ｄ-149】

【要因T１－３９０】

もんじゅでは、不適合が発生した場合、要求事項に適

合しない状況が放置されることを防ぐために不適合を迅

速に識別して機器の健全性を評価して適切な処置を行

うべきであったが、不適合管理が正しく理解されておら

ず、QMSの教育が十分でなかった【Ｇ-146】

敦賀本部週報
補足＜週報より抜粋＞

平成25年第4回保安検査対応状況（訂正印による保全計画の修正等）
についてプレス発表。

1次アルゴンガス系支持構造物の外観点検については、コメント
No.105と同様の内容（見直しを行う保全計画からは当該点検の点検
実績を削除する）を記載。



時系列「保全を担当するプラント保全部において、保全計画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは手続きをしないで点検頻度を変更した」(68/70) 添付資料-３

保全プログラム

プラント保全部

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ
技術主席Ｂ18

保修計画課

課長
ｆ

Ｉ (次長兼務）
L

担当
OO
A6
JJ
KK
ｊ

課長代理
（課代)
L
M

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW

チームリーダ
(TL)
SS
担当
Ｃ8

運営管理室

室長
E
F

特別嘱託Ｂ17
技術主席Ｃ7

部長
J
I
K

次長
I
F
Y
Z

所大
チェック班

プラント
管理部長

施設保全課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

燃料環境課

課長
Y
ii  '

課長代理（課代）

チームリーダ（TL)
計装-ｊｊ
機械-ｋｋ
管理-A3

担当
ｍｍ、ｎｎ、oo

担当
ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＥＥ，ＦＦ，

ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，
ＤＤ

Ｂ13,Ｂ41，Ｂ45，Ｂ46，Ｂ
47

試験・工程管理チーム

チームリーダ
（TL）
RR

機械保修課

課長
U
Ｖ
B3

課長
Ｎ
Ｏ
Ｑ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

副主幹
B20

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ

Ｂ10、B12、Ｂ23

担当
ｋ
A4

電気保修課

課長代理
（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

チームリーダ（ＴＬ） 担当

計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT
計装A2

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
電気-ｓｓ
水蒸気-e
水蒸気-dd

計装
Ａ2、ee、MM、gg、hh、pp、
ｆｆ、uu、ｘｘ、qq、ｙｙ、ｔｔ

電気、水蒸気
ＱＱ、bb、cc、ｒｒ、ｖｖ

総括

日付 トピックス

理事長
Ａ①（～Ｈ
22.8.16）

Ａ②（Ｈ22.8.17
～）
Ｃ1

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

原子炉主任技術
者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

理事
A③
A④
Ｃ4

監事
Ｃ6

敦賀本部長
A⑤
A⑥
本部長
代理
A⑦
A⑧

敦賀本部
安全品質推進

部長
A⑩

もんじゅ総括調
整Ｇｒ
次長Ｃ3

安全統括部
部長
A⑨

所長
A
B
A④
Ｂ15

所長代理
ＶＶ
Ｃ5
副所長
A１
H

安全品質管理室
長C

副主幹ｍ

品質保証室長
D

室長代理c

Ｂ31
副主幹
ａａ

平成26年4月23日

平成26年4月25日

平成26年4月30日

平成26年5月1日

平成26年5月2日

平成26年5月8日

平成26年5月11日

平成26年5月12日

平成25年度第4回

保安検査にかかわ

る面談

補足＜規制庁との面談記録より抜粋＞

・平成25年度第4回保安検査で規制庁から指摘があった項目(1次主冷却支持構造物の点検内容)について、機構側の今後の対応について、資料｢平成25年度第4回

保安検査を踏まえた対応(案)｣及び｢平成25年度第4回保安検査を踏まえた今後の対応について｣に基づき、高速増殖炉研究開発センター所長より説明があった。

・1次主冷却支持構造物の点検は、機構が作成した点検計画に基づき実施はしたが、その点検内容は所定の機能を発揮するかを確認するには十分なものではなかっ

た旨の説明があった。

・当時の十分な点検でなかった点検記録については、速やかに再点検を行い、不適合管理を行った上で、再点検の記録に置き換える旨の説明があった。

【主な参加者】

所長Ｂ15、理事Ｃ4、上席嘱託Ｂ17、運営管理室技術主席Ｃ7、保全部技術主席Ｂ18

第14回

保全計画点

検・改善小委

員会

（のちのもん

じゅ安全改

革小委員会）

補足<議事録>

（1）保安検査に対する対応について

規制庁からの判定表について、機構の考え方を議論の上整理した。

（2）喫緊の規制庁への対応について

誤りは真摯に反省し、再点検が必要なものは早急に再検査を実施すること

を議論し、意見の相違や誤解については、説明をつくすこととなった。

【主な参加者】

理事長Ｃ1、監事Ｃ5、所長Ｂ15、所長代理Ｃ5、所長代理ＶＶ、運営管理室長Ｆ、

品質保証室長Ｄ、保全部長Ｋ1、保全部技術主席Ｂ18、保修計画課長ｍ

事務局：もんじゅ安全・改革室

補足＜資料1-1 整理表より抜粋＞

（5.点検記録の有効性）

保安検査後の調査（当時の点検担当者へのインタビュー確認及び

点検デモンストレーション）により点検実施の妥当性が確認できたこ

とから、点検としては有効として取り扱う。なお、点検記録不備は不

適合管理し、次回点検終了まで特別採用とする。

JAEA理事との保安検

査を踏まえた対応に

関する意見交換

（規制庁 本庁との面

談）

補足＜面談記録より抜粋＞

もんじゅの平成25年度保安検査を踏まえた

今後の対応方針について、独立行政法人日

本原子力研究開発機構のY理事から説明が

あった。

【主な参加者】

理事Ｃ4、運営管理室長Ｆ、上席嘱託Ｂ17

補足＜説明資料より抜粋＞

○過去の点検実績について疑義が確認された場合の厳格な対応

・疑義が確認された場合、不適合管理委員会に報告し、内容を精査。

・不十分な事案が確認された場合、速やかに再点検を行うなどの適切な措置を

実施。

＜過去の点検実績との関係＞

・点検記録等が不十分であることが確認された場合、過去の保全計画の点検実

績を残したうえで早急に再点検を行う。

→今回の検査で確認された、1次Arガス系及び1次主冷却系支持構造物の外

観検査等について、上記を適用して対応。

さらに、規制庁のご指摘を踏まえ、水平展開を行い、過去の点検記録に不十分

な点があるもの等を抽出し、早急に再点検を実施。

補足＜議事メモ（JAEA作成）より抜粋＞

・1次Ａｒガス系配管支持構造物の外観点検に関して、機構の考え方と我々の受け

止め方は少し異なっている。

・本件については、機器の特定がなされず検査記録上の問題もあるが、その外観

検査の内容にも問題があると認識している。例えば、機能確認として、ストローク

確認が要求されているが、機構の点検は巡視点検に過ぎず、不十分な外観点検

となっている。

・また、記録の取り方についても工夫が必要と認識している。エビデンスを残すこ

とが必要である。これらが全くできていないと受け止めている。

保安検査判定表（「原

子炉設置者の考え

方」記入）の提出

（現地検査官）

補足＜議事メモ（JAEA作成）より抜粋＞

・点検は、記録があって評価されていることが必要。今のままではクラス1のサポートの健全性は大丈夫

という根拠がない。デモンストレーションは何も根拠にはならない。又インタビューは記録ではなく記憶を

エビデンスとするもの。

・点検計画が「一式」で、それが明確にされていない揚合は「全て」と考える。さらに重要な機器は範囲ち

全てと考えるのが通例。

・例えば、判定表の記載「全ての支持構造物の健全性は確認したJは1台でも見えないものがあれば「虚

偽」にもなる。

→次回保安検査若しくは立入検査をすれば、機構の主張内容の誤りは直ぐに明らかになる。

・点検実績を残すという事業者意見は、保安検査官へのコメント回答と遣う。叉機構がプレスした際の内

容とも遣う。

【主な参加者】

所長代理ＡＡ、品質保証室長Ｄ、副主幹ａａ、保全部長Ｋ

91 平成26年4月25日へ

91 平成26年4月25日から

検査官との打

ち合わせ

補足＜平成26年度第1回保安検査報告書p.4より抜粋＞

保安検査官は、４月３０日に原子炉容器室内に設置されている十数台の配管

支持構造物の点検が行われていないことを確認し、機構に対し、原子炉容器

室内の配管支持構造物の健全性、安全性の確保がどのように確認されてい

るか説明を求めたが、機構から回答が得られなかった。

【主な参加者】

保全部次長Ｙ、機械保修課ＴＬ Ｂ12、品質保証室副主幹ａａ

平成25年度第4回保安

検査を踏まえた今後の

対応について

（敦賀規制事務所）

補足＜規制庁との面談記録より抜粋＞

・平成２５年度第４回保安検査において、原子力保安検査官より提示された原子炉等

規制法第４３条の３の２４に関する保安規定違反事項判定表に対する原子炉設置者

の考え方について説明を受けた。

・今後の機構の対応としては、今回の指摘事項を踏まえ、不適合処置等必要な対応

を行い、保全計画についても、今後抜本的な見直しを実施するとの説明を受けた。

【主な参加者】

所長代理ＶＶ、品質保証室長Ｄ、保全部長Ｋ、保全部技術主席Ｂ18

補足＜Ｈ26年第1回保安検査報告書P4より抜粋＞

機構は、５月１日に、前回保安検査での指摘事項

①配管支持構造物の点検において、機能を発揮しうる状態にあるか否かの観点での点検が点検要領書

に記載されていない、

②可視可能範囲以外の配管支持構造物に対する点検が実施されていない、

③点検結果が配管支持構造物別に記載されていない

に対する回答として、「点検担当者が現場の配管を追いかけながら配管支持構造物を確認しており、点検

は有効である。しかしながら、点検記録において配管支持構造物一式で「良」とし、個々の配管支持構造物

が特定できないことから、点検記録に不備（不適合）があった」として、「再点検を行い、記録を置き換える」

旨の回答を当庁に行った。但し、この回答では、「可視可能範囲以外の配管支持構造物に対する点検が

実施されていないこと（未点検状態の配管支持構造物が存在すること）」に対する処置を明確にしなかった。

補足＜説明資料より抜粋＞

4/25、4/30の説明資料を用いて説明

・支持構造物の識別を行うとともに必要な機能要求を明確にし

た上で、それに従って再点検を速やかに実施する。

・平成25年2月～5月の当該点検記録については不適合管理を

実施し、今後見直しを行う点検計画の実績では、再点検の記

録に置き換える。

【機械保修課】

配管支持構造物（A

ループ）の点検開始

第1回

もんじゅ安

全改革小委

員会

補足＜資料1‐4 支持構造物の再点検の概要より＞
＜指摘の内容を踏まえた再点検の方針＞

・ 1次主冷却系配管等の支持構造物はクラス１機器であるため、全ての支持構造物を点
検対象とする。

・個別の機器を識別できるようにした上で、可視可能な範囲で外観点検を行い、見えな

いところは技術評価により健全性を確認する。

＜その他の配管支持構造物（「一式」表示）の再点検について＞

・クラス１、クラス２、耐震クラスA、AS、使用前検査対象となっている配管支持構造物に
ついては、重要な配管支持構造物として、＜点検方法＞に示した方法で点検を実施す

る。

・それ以外の「配管支持構造物については、配管支持構造物を個別に特定しないで、系

全体の検査として範囲を明確にし、可視可能な範囲で、外観目視点検を実施する。

補足＜資料1‐4 監事Nの留意すべき事項（メモ）より＞
２．可能な範囲のみの点検は不可

・一次冷却系の支持装置では可視可能範囲のみの点検とし、見えないところ

は点検を行っていなかった。

・見えない箇所は未点検状態。機能が維持されているとは言えないのでは。

・必要な点検なら足場をかけてでもやる必要がある。

・「運転中だから」「現実的ではないから」は理由にならない。

・点検を行わない場合や代替点検とする場合は、それで機能を維持できるこ

とを説明できなければならない。

・他でも、点検計画と点検要領のずれがみられるが、安易に点検要領に点

検計画を合わせるべきでない。

補足＜議事録より＞

（5）点検方針とその具体的内容
視察を踏まえて今後の点検方針と具体的対応を議論。特に一次系セル室の点検委は

ナトリウムドレンが必要なことから、点検・評価方法の妥当性・網羅性を再確認すること、

水平展開含め、もれなく点検項目を抽出しているかを確認すること等の指摘がされた。

【主な参加者】

理事長Ｃ4、監事Ｃ6、所長Ｂ15、理事Ｃ4、所長代理Ｃ5、所長代理ＶＶ、運営管理室長Ｆ、
品質保証室長Ｄ、保全部長Ｋ、保全部技術主席Ｂ18、保修計画課長ｍI
事務局：もんじゅ安全・改革室

93

平成26年5月2日へ

93 平成26年5月1日から

92

平成26年5月2日へ

92

平成26年4月30日から

もんじゅ保全

計画改善検

討委員会（第

7回）

補足＜議事録より抜粋＞

（資料①支持構造物の再点検について）

・ Aセル室内の配管支持構造物の再点検実施状況について確認した。
・直接目視の困難な支持構造物の点検・評価方向についてはLWR支持基準（VT‐3）をレファレンスとする
方針

・保温材内の支持構造物については、できる限り詳細な点検記録を取り、例えば支持状態変化が検出

できるロジックなど、今後の点検の基盤として取り扱う。

・現在までに、Aセルの支持構造物の全て1133件の点検を完了した。このうち、一部の支持構造物につ
いては修繕の必要性などを確認する。

・原子炉廻りの配管支持構造物については、設計の考え方を整理しておくこと。

【主な参加者】

所長Ｂ15、所長代理Ｃ5、所長代理ＶＶ、運営管理室長Ｆ、品質保証室長Ｄ、保全部長Ｋ、保全部技術主
席Ｃ7、機械保修課長Ｏ

【機械保修課】

配管支持構造物（A

ループ）の点検完了

平成25年第4回保安

検査に係る面談(2）

(規制庁 本庁) 補足＜面談記録より抜粋＞

１次系配管支持構造物の点検の実施状況につ

いて説明があった。

【主な参加者】

運営管理室技術主席Ｃ7、室員Ｃ8

補足＜JAEA作成議事メモより＞
外観点検について、最初はフローシートに沿って全部

見たと言っていたが、次は可視範囲で見たと言い直し、

今回再点検したら割ピンがないものがあった。

【要因T１－３９１】

【Ｄ-149】

再掲

【要因T１－３９１】

【Ｄ-149】

再掲

【要因T１－３９１】

【Ｄ-149】

再掲

【要因T１－３９１】

【Ｄ-149】

再掲

【要因T１－３９１】

【Ｄ-149】

再掲

【要因T１－３９１】

【Ｄ-149】

再掲
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平成26年9月4日

～

平成26年9月5日

平成25年度

第4四半期の保安検

査の実施状況につ

いて

(原子力規制庁)

補足＜規制委員会資料より抜粋＞

クラス1機器を含む安全重要度の高い1次主冷却系及び1次アルゴンガス系の配管支持構造物について、点検要領書に基づき可視可能範囲での外観点検は実施さ

れていたが、一部の配管支持構造物の点検が実施されていない等、以下の観点から保全計画上の点検としては不十分であった。

・配管支持構造物としての機能を発揮しうる状態にあるか否かの観点からの点検(作動性等の確認)を行うことが点検要領書に記載されていない。

・保全計画では一式として全ての配管支持構造物を点検することになっているにも関わらず、点検要領書では可視可能範囲を対象とし、それ以外の点検が実施され

ていない。

・点検結果が｢一式｣として記録され、個々の支持構造物を特定できるように支持構造物別に記録されていない。

機械保修課不適合

報告書(14-5R1)発

行

不適合認知：4月9日

作成：5月30日

補足（報告書より抜粋）

〈不適合の内容・状況〉

追記：なお、系統ごとの配管支持構造物の数は110系309台、120系833台、130

系544台、140系744台、150系1178台である。

〈不適合の処置方法〉

変更：Aセル分の点検を5月11日から5月16日終了に変更。

追記：なおB、Cセル内等に設置されている1次主冷却系等配管支持構造物につ

いては、再点検を終えるまでの期間、機能・健全性に問題がないことを評価により

確認している。

機械保修課不適合

報告書(14-5R2)発行

不適合認知：4月9日

作成：9月4日

補足（報告書抜粋）

〈不適合の内容・状況〉

追記：点検要領書では可視可能範囲を対象として点検しており、直接的な点検が出来ない原子炉容器室内の配管支持構造物及び各セル室内のアクセス困難な配管支持構造物について健

全性の評価を行っていなかった。

〈不適合の処置方法〉

追記：①各セル室内の可視不可の支持構造物については可視可能な支持構造物の外観点検の結果を用いて健全性の

評価を実施する。健全性評価の視点は、同種の支持構造物の健全性、設置環境、過去の検査記録等とする。

②また入域する事が出来ない原子炉容器室内の支持構造物については設置時の据付記録、設置環境、設計上

の考慮、過去の点検記録（空気雰囲気室）等から健全性の評価を実施する。

③上記健全性評価にあたってはあらかじめ、要領書を定めて行う。既に実施している健全性評価については当該

視点に基づき実施されていることを確認する。

変更：処置完了予定日を9月30日から11月30日に変更。

第2回

もんじゅ安全

改革小委員

会
補足

支持構造物の外観点検結果を報告

【主な参加者】

理事長Ｃ1、理事Ｃ4、監事Ｃ6、所長Ｂ15、所長代理Ｃ5、所長代理ＶＶ、運営管理室長Ｆ、
品質保証室長Ｄ、保全部部長Ｋ、保全部技術主席Ｂ18、機械保修課長Ｏ
事務局：もんじゅ安全・改革室

1次系配管支

持構造物の点

検に係る保安

調査

（現地検査官

室）

補足（面談記録より抜粋）

平成２５年度第４回保安検査における指摘事項に対する基本的な

取り組み状況について確認した。

不適合報告書を発行するとともに、４月２６日～５月１５日にＡセル室

内の配管支持構造物の再点検を実施したこと、また、Ｃセル室内につ

いては本年６月に、Ｂセル室内については本年８月に再点検を実施

する計画であることの説明があった。

【主な参加者】

保全部部長Ｋ、保全部次長Ｙ、機械保修課長Ｏ、機械保修課ＴＬＢ12、
運営管理室副主幹ＳＳ、品質保証室長Ｄ、品質保証室副主幹ａａ

補足（議事メモ（ＪＡＥＡ作成）より抜粋）

検査官：見えない箇所、確認できない箇所は、どのように確認しようとして

いるのか。

JAEA: 見えない箇所、確認できない箇所は、評価することとしている。
検査官：支持構造物が所定の機能を発揮し得る、との観点からの点検内容

が要領書では明確になっていない。

JAEA: 計画時において、要領書では明確になっていないところもある。
検査官：不適合をいつどのように認識したのか。一式管理から、機能要求

を満足しているかどうかに不適合の視点が変わっている。ＱＭＳに従って実

施していることがわかる時系列を示してほしい。⇒次回以降

1次系配管支

持構造物の

点検に係る保

安調査(2)

（現地検査官

室）

補足（面談記録より抜粋）

平成２６年５月２７日に実施した１次系配管支持構造物の点検に係る保安調査において、

当庁より必要なエビデンスを準備し、説明を行うよう指示した事項について、機構から回

答を受けたがが、内容として不十分なものであったことから、再度、内容を整理し、平成２

６年６月９日より実施する保安検査において説明を行うよう指示した。

【主な参加者】

保全部部長Ｋ、保全部次長Ｙ、機械保修課長Ｏ、機械保修課ＴＬＢ12、品質保証室長Ｄ、
品質保証室副主幹ａａ

補足（議事メモ（JAEA作成）より抜粋）
①Ａセル室内の再点検について

規：機構がどのように悪さを認識して、QMSに基づいて
どのように改善してきたかの時系列を知りたい。

・4/11の不適合報告では、「点検記録を1式としていたこ
とが不適合」であるとしていたものを5月には機能要求
を満足する点検をするとしている。この間の変遷を確認

できるエビデンスを示すこと。管理された状態とは見え

ない。

Index.1002

1次系支持構

造物の時系

列説明

補足

Aセル室の支持構造物の点検について、点検方法および必要な手続き、検討内容を時系列で説明。
説明後、コメントNo.23が発生した。

（コメントシートより抜粋）

コメントNo.23
「１次系支持構造物の時系列」（Ｉｎｄｅｘ１００２）の４月３０日に、「今後見直しを行う点検計画の実績

では、再点検の記録に置き換える。」について、品質記録の管理の観点から説明すること。

【主な参加者】

所長代理Ｃ5、炉主任ａ、運営管理室長Ｆ、品質保証室長Ｄ、保全部長Ｋ、機械保修課長Ｏ、機械保
修課ＴＬＢ12 他

Index.1021

6/11分の保

安検査コメン

ト回答

（No.23）

補足

6/11に発生したコメントNo.23の回答を作成し、説明した。

（コメントNo.23回答より）
1次アルゴンガス系支持構造物の外線点検について、平成25年2月に実施した点検が十
分ではなかったことから、平成26年5月に再点検を実施した。
品証記録としては、平成25年2月の点検記録も平成26年5月の点検記録も有効であること
から、品質記録として両方管理する。

「今後見直しを行う点検計画の実績では、再点検の記録に置き換える」とは、次回点検期

限の起点となる点検が、平成25年2月から平成26年5月に換わることを意味している。

【主な参加者】

炉主任ａ、品質保証室長Ｄ、保全部長Ｋ、保全部次長Ｙ、機械保修課長Ｏ 他

補足（議事メモ（JAEA作成）より抜粋）

・平成２５年２月に実施した点検が不十分であった場合、平成２６年５月の

再点検は補完の位置づけとなり、次回点検期限の起点は平成２５年２月

ではないか。行われた点検の内容が不十分であった場合の補完点検の

管理（点検期限の起点設定のルールとその遵守）を説明していただきた

い。

・当初の説明の「置き換える」は品質記録の管理としてあり得ない。

Ｈ26年第1回

保安検査結果

補足＜規制委員会資料より抜粋＞

未点検状態の配管支持構造物については、Ａセル室内の配管支持構造物の点検結果を基に健全性評

価が行われていることを確認した。

しかしながら、配管支持構造物の再点検に関する不適合報告書はいずれも作業終了後に発行され、ま

た、再点検に関する不適合報告書には未点検状態の配管支持構造物があることの記載が無く、その処

置の記載も無かった。このように、未点検状態の配管支持構造物が存在しているにも拘わらず、未点検

であることを識別せず、未点検に対する処置が明確にされていなかった。

過去の保安

検査指摘事

項等に対する

対応状況

（現地検査

官）

補足

機械保修課より、支持構造物の点検に係る不適合の承認、要領書策定、契約、点検開始について時系列を説明。

【主な参加者】

保全部長Ｋ、保全部技術主席Ｂ18、機械保修課長Ｏ、機械保修課副主幹Ｂ12、炉主任ａ、品質保証室長Ｄ、 他

（面談記録より抜粋）

○次回保安検査において更なる確認を実施することとした。

・クラス１機器の点検時期超過（平成２５年度第４回違反事項）等の不適合内容の識別、不適合の除去の状況、

直接原因分析及び根本原因分析へのインプットの状況、並びに、割ピンの欠損事象の原因調査及び原子炉容器

室内の支持構造物の健全性確認状況。

補足（8/26 保安調査議事概要より抜粋）
・検査側は、未点検機器（点検するよう定められているにもかかわらず、点検されていない）が存在した

と認識している。機構側では、未点検機器は存在せず、行われた点検が不十分である機器があったと

いう認識であるなら、検査側と機構側において認識の相違がある。

・次回の保安検査では、１次系のすべての配管支持構造物について、１個１個の機器の点検状況がわ

かるエビデンスを用意すること。次回の保安検査で、そのエビデンスを精査して、点検がされていない機

器の有無を確認する。

・「点検が不十分」と「点検がされていないものが存在する」では、不適合処理が全く異なってくる。

・ 「未点検」とは、見ることが困難（点検ができない）配管支持構造物の点検をしていないこと。「十分で

ない」は「点検項目は満たしているが、点検内容に不十分さがあることである。

・ 点検計画に「一式」と記載されていること自体は、間違っているとは、考えていない。点検計画は「一

式」でも、個々の点検要領書で、もれなく展開すれば点検漏れは発生しない。

規制庁地域

規制統括調

整官との面

談

（規制庁敦賀

原子力事務

所）

補足

もんじゅの当面の重要課題、保全計画の見直し作業の状況等について説明。

【主な参加者】

理事Ｃ4、品質保証室長Ｄ

（以下、面談記録より抜粋）

（原子力機構の説明）

・過去の検査で、本当に自信を持って説明出来ないような、グレーなものもある。今回は、ある程

度自信がなくグレーとなる機器は「黒だ」という前提で、全部やり直すという気持ちでやるが、不

十分なものはグレーなものとして扱うことになる。

（規制庁のコメント）

・不十分なものはグレーとして扱うとのことだが、是正措置を行う場合、未点検であることを前提

にしてやる場合と対応の仕方が変わってくる。「未点検」ということを前提にする必要がないか

しっかりご検討いただきたい。場合によっては「未点検が更にありました」と宣言せざるを得ない

かも知れない。

補足（議事メモより抜粋）

当方：

・昨年の夏はグレイのものがあったが、これについて、グレイのものはクロにして再点

検する。しかし、グレイなものはグレイなので、それはとにかく（過去に）点検している

ので不十分として再点検する。これは、真っクロではないという判断。最新（直近）は、

しっかり点検している。

・再点検は11月に終わらないものもある。それは特定して計画的に点検する。

規制庁：

・クロではないもの、すなわち未点検としないことで、是正処置が変わるのではない

か？（是正処置が）変わらないことをしっかり説明してもらう。

当方：

・検査ではしっかり説明する。

【要因T１－３９１】

【Ｄ-149】

再掲

【要因T１－３９１】

【Ｄ-149】

再掲

【要因T１－３９１】

【Ｄ-149】

再掲

【要因T１－３９１】

【Ｄ-149】

再掲

【要因T１－３９１】

【Ｄ-149】

再掲

【要因T１－３９１】

【Ｄ-149】

再掲

【問題事象1-26】（要因T１－４００）

もんじゅは、平成25年度第4回保安検査で配管

支持構造物の点検について一部点検が実施さ

れていないものと指摘されたにも関わらず、平成

26年度第２回保安検査まで指摘された箇所の扱

いを適切に処置しなかった 【Ｂ-146】
【要因T１－３９８】

【Ｄ-146】

再掲

【要因T１－３９９】

もんじゅでは、自ら定めた保全計画（点検計画）の基に

全ての機器を特定して点検すべきであったが、保全計画

（点検計画）の当該設備（配管支持構造物）は「1式」で点

検を実施することとなっており、点検要領では、外観点

検は可視可能な範囲としていたことから、保安検査官の

指摘について、保全計画（点検計画）に立ち返った要求

事項に対する検討が行われず、不適合の識別ができて

いなかった【Ｃ-146】



時系列「保全を担当するプラント保全部において、保全計画（点検計画）に定めた点検期限を超過、あるいは手続きをしないで点検頻度を変更した」(70/70) 添付資料-３

保全プログラム

プラント保全部

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ
技術主席Ｂ18

保修計画課

課長
ｆ

Ｉ (次長兼務）
L

担当
OO
A6
JJ
KK
ｊ

課長代理
（課代)
L
M

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW

チームリーダ
(TL)
SS
担当
Ｃ8

運営管理室

室長
E
F

特別嘱託Ｂ17
技術主席Ｃ7

部長
J
I
K

次長
I
F
Y
Z

所大
チェック班

プラント
管理部長

施設保全課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

燃料環境課

課長
Y
ii  '

課長代理（課代）

チームリーダ（TL)
計装-ｊｊ
機械-ｋｋ
管理-A3

担当
ｍｍ、ｎｎ、oo

担当
ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＥＥ，ＦＦ，

ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，
ＤＤ

Ｂ13,Ｂ41，Ｂ45，Ｂ46，Ｂ
47

試験・工程管理チーム

チームリーダ
（TL）
RR

機械保修課

課長
U
Ｖ
B3

課長
Ｎ
Ｏ
Ｑ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

副主幹
B20

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ

Ｂ10、B12、Ｂ23

担当
ｋ
A4

電気保修課

課長代理
（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

チームリーダ（ＴＬ） 担当

計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT
計装A2

電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
電気-ｓｓ
水蒸気-e
水蒸気-dd

計装
Ａ2、ee、MM、gg、hh、pp、
ｆｆ、uu、ｘｘ、qq、ｙｙ、ｔｔ

電気、水蒸気
ＱＱ、bb、cc、ｒｒ、ｖｖ

総括

日付 トピックス

理事長
Ａ①（～Ｈ
22.8.16）

Ａ②（Ｈ22.8.17
～）
Ｃ1

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

原子炉主任技術
者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

理事
A③
A④
Ｃ4

監事
Ｃ6

敦賀本部長
A⑤
A⑥
本部長
代理
A⑦
A⑧

敦賀本部
安全品質推進

部長
A⑩

もんじゅ総括調
整Ｇｒ
次長Ｃ3

安全統括部
部長
A⑨

所長
A
B
A④
Ｂ15

所長代理
ＶＶ
Ｃ5
副所長
A１
H

安全品質管理室
長C

副主幹ｍ

品質保証室長
D

室長代理c

Ｂ31
副主幹
ａａ

平成26年9月8日

平成26年9月11日

～

平成26年9月12日

平成26年9月16日

チェックシートNo.1

「不適合の識別、除

去の実施状況」の回

答説明

補足

チェックシートNo.1「配管支持構造物に関する不適合報告書の状況について説明す
ること」との問いに対し、それぞれの不適合の発行、是正処置の承認等の関係およ

び時系列を示した図を用いて説明。

チェックシートNo.1の説明後、コメントNo.6が発生した。

（コメントNo.6より抜粋）
平成２５年第４回保安検査、平成２６年第１回保安検査及びその間検査官が複数回

行った現場との対話内容も踏まえ、未点検があったという認識があったのか、自ら

何を検討し、改善策を出したかを経緯を含めて明らかにすること。

【主な参加者】

機械保修課長Ｏ、課代Ｑ、ＴＬＢ12、保全部長Ｋ、所長代理Ｃ5、副所長Ｂ31、炉主
任ａ、運営管理室長Ｆ、品質保証室長Ｄ 他

補足

（議事録より抜粋）

・ 未点検はあってはいけないことで、万が一未点検の機器が発生してしまったら未点検

のままにせず、速やかに点検がなされないといけない。にもかかわらず、不適合報告書

からは速やかに処置されたことが確認できない。

・検査側として危惧するのは、点検計画の「一式」管理の中に、可視可能範囲以外に機器

があった場合、点検計画に従った点検を行っても未点検で管理された状態にない機器が

発生するおそれがある。

コメントNo.6

（9/8発生分）
「未点検状態にある設

備」の存在認識の回

答作成

【部長Ｋ】

確認

【室長Ｄ】

確認

【所代Ｃ5】

作成

【所長Ｂ15】

承認

補足

平成26年9月8日に発生したコメント
No.6（「未点検の認識の有無、機構自
らの検討と改善の経緯について説明

すること）に対する回答を所内で作成。

コメントNo.6

（9/8発生分）

「未点検状態

にある設備」

の存在認識」

の

回答説明

補足

未点検状態にある設備の認識についてのコメント回答内容を説明。

【主な参加者】

所長代理Ｃ5、副所長Ｂ31、炉主任ａ、運営管理室長Ｆ、品質保証室長Ｄ、保全部長
Ｋ、機械保修課長Ｏ、課代Ｔ

（コメントシートより抜粋）

（コメントNo.23）
本日の回答に、組織としての対応内容を補強し、再提出のこと。その中には、今後

の方向性を示すための、「未点検機器の定義」を記載すること。

補足（議事録より抜粋）

（規制庁）未点検機器の定義等、一部混乱があったとしても、双方の意思疎通に平成２５年度第４回保安検査以降今回の検査ま

での半年を要しており、あまりにも時間がかかりすぎている。なぜ、そのように時間がかかったのか、不信感が払しょくできない

（機構）未点検機器の定義を「点検計画及び要領書通り点検をしていない」としており、それに固執していた。また、検査での吊り

上げを恐れるあまり、認識している課題を素直に説明できなかった。これは、一式問題から、場所の特定、有効性評価など検査を

重ねるたび要求がステップアップしていったように感じていたためと認識している。

（規制庁）“未点検”の扱いについては、具体的に管理されていない状態の認識から平成２６年度第１回保安検査以降、①全く見え

ないもの（放置状態）、②見えるが完全に認識できないもの（保全管理上適切に実施されていない）など、検査側としても区別して

扱ってきた。

（機構）保全計画見直しにおいて、保守管理が適切になされていない（未点検状態にある）と認識している“悪どころ”については、

過去超過・現在超過を問わず、自ら膿みを出し切り、そのうえで適切な措置を的確に実施することで対応したい。これらは、管理さ

れた状態での取り組みであり、未点検状態にある設備といわないと考える。

（検査側）ＱＭＳに従って適切に実施することは「管理された状態」である。ただし、人や部室課によって考え方に差異があってはな

らない。組織内で判断が一本化しない可能性を危惧する。

（機構）組織内部での業務展開としてしっかり対応したい。

【問題事象1-26】（要因T１－４００）（再掲）

もんじゅは、平成25年度第4回保安検査で、配

管支持構造物の点検について一部点検が実施

されていないものと指摘されたにも関わらず、平

成26年度第２回保安検査まで指摘された箇所の

扱いを適切に処置しなかった【Ｂ-146】 【要因T１－３９９】

【Ｃ-146】

再掲

【要因T１－３９１】

【Ｄ-149】

再掲

【頂上事象Ａ】要因T１－５１（再掲）

保全を担当するプラント保全部において、保全

計画（点検計画）に定めた点検期限を超過、ある

いは手続きをしないで点検頻度を変更した【A-1】

（頂上事象ａ-8 機械保修課及び燃料環境課では、

保全計画（点検計画）に基づく配管支持構造物

の点検ができていなかった）



時系列「保守管理上の不備に係る調査が不十分で何度も繰り返した」(1／14) 　　　添付資料－３

責任者 確認者 事務局

副所長H

炉主任a
管理部長I
保全部長K
品証副主幹m
特命嘱託B17
技術部長B18

運管室代ZZ
副主幹e
主幹o

担当者B21

電気保修課 責任者 X
主幹B11

課長L
課長O
課長ｍ

課長代理B19 TL及び担当者（JJ）
課長O
課長Q

課長代理Q
課長代理R

技術副主幹B20、TL及び担当者
課長V
課長B3

課代W
課代X

ＴＬ及び担当者
「未点検機器」確定に伴う課内再々

確認作業チーム

平成24年9月13日

平成24年9月18日～

平成24年10月17日

平成24年11月5日

機械保修課

確認員

電気保修課

時　期 トピックス

所長B15
所長A④
所長B
副所長B2
副所長B1
所長代理VV
【敦賀本部】
理事長

所大チェック班
データベース班

炉主任a
品質保証室
室長Ｄ

運営管理室
室長F
室代ZZ

プラント管理部
部長I

安全管理課長B7

プラント保全部
部長Ｋ

プラント保全部次長Y

プラント保全部
他課

（施設保全課長B6）
（燃料環境課長ii）
（主幹L）
（副主幹A7）

保修計画課

平成24年度第2
回保安検査（平

成24年9月3日
～9月14日）

保安検査の抜打ち

検査対応にて、SID
の点検計画の変更

に関し、必要な手続

きが遅れていること

を確認し、保安検査

官に説明

【部長K】
保安検査に

同席

【部長K】
他に同様な

機器がない

か確認する

よう各設備

担当課へ指

示

【燃料環境課

課長ii、課代、各
TL及び担当者】
【施設保全課

課長B6、課代、
各TL及び担当

者】

部長の指示を受

け、課長がTL、
担当に点検計

画の変更手続き

が未完了のまま

点検計画が変

更されているも

のがないかの調

査を指示し、調

査を開始した。

↓

調査の結果、点

検計画の変更

手続き未完了の

まま点検計画を

変更したものが

なかったため、

その旨をプラン

ト保全部長へ報

告（平成24年10
月15日）

【課長O】

部長の指示を受け、

TL、担当に点検計画
の変更手続きが未完

了のまま点検計画が

変更されているもの

がないかの調査を指

示

【各TL及び担当者】
課長の指示を受け、調

査を開始

調査の結果、点検計画の変更手続き未完了のまま点検計画を変更した

ものがなかったため、その旨をプラント保全部長へ報告（平成24年10月9
日）

【課長V】

部長の指示を受け、

TL、担当に点検計画
の変更手続きが未完

了のまま点検計画が

変更されているもの

がないかの調査を指

示

【各TL及び担当者】
課長の指示を受け、調

査を開始

補足

当該SIDの不適合（SID検出器の保全計

画変更手続き遅れ）と同様なことが他の機

器においても発生していないかを課内にお

いてrev0,2,5の保全計画（点検計画）原本

を用いて、まずはチェックするべきとの話が

なされ、調査を始めたものである。

【課長V】
調査で点検項目が膨大

であり、調査には相当な

時間を要するため、11月
5日までに調査すること
をプラント保全部長に報

告

【部長K】
電気保修課か

ら調査には相

当の時間を要

すると報告を受

けた。

【課長V】
調査を続けた結果、点

検計画に関する手続き

が多数ある（数量は未

確定）であることをプラン

ト保全部へ報告

【部長K】
電気保修課に

数量を確定す

るよう指示

【要因の凡例】

直接要因

組織要素を含

む要因

頂上事象 →

問題事象 →

→

→

【要因T2‐2】
プラント保全部長は、点検期限超過の調査を指示

するにあたり、各課の状況によるものとして、直近の

点検実績だけでなく保全プログラム導入時までに

遡って確認する等の調査条件を明確にせず共有化

を図らなかった

【Ｅ‐156】

【要因T2‐1】
プラント保全部長は、点検期限超過の調査についての調査条件や方法を

統一した上で調査すべきであったが、SIDと同様な事象がないことを確認す
る目的で調査を依頼したので、調査の詳細を指示する必要を感じなかった

【F‐156】

【要因T2‐8】
電気保修課員は、保全計画（点検計画）と点検実績

を確認するために作成したチェックシートに点検計画

に記

載している点検周期の転記ミスをした【Ｃ‐171】

【要因T2‐4】
電気保修課管理職は、ＳＩＤと同様な事象の調査にあたり、調査計画を明確にし

て実行すべきであったが、計画を立案して作業を進めるよう指示するという認識

が不足していた。【Ｄ‐166】

【要因T2‐3】
電気保修課長は、ＳＩＤと同様な事象の調査に

あたり、調査計画を明確にして実行すべきであっ

たが、ＳＩＤの事象について既に課員に説明してお

り、調査内容は課員が理解していると思っていた。

【Ｅ‐166】

【要因T2‐6】
電気保修課では、調査に用いる電子データの整理を確

実に実施すべきであったが、マスターファイル（電子デー

タ）の履歴管理をしていなかった。【Ｅ‐171】

【要因T2‐9】
電気保修課や機械保修課のライン職は、保全計画（点検計画）及び実績管理に必要なデータを担当課員以外でも確認できるように管理

を統一しておくべきであったが、自ら行うべき役割、職務と責任の自覚が不足しており、自営の点検管理や保全計画（点検計画）のデータ

管理を担当者に任せているなど、保全計画（点検計画）から点検報告書、記録までの一元管理ができていなかった【Ｆ‐167】

【要因T2‐17】
電気保修課員は、所掌する設備の点検の計画と実績を整理しておく必要があった

が、実績確認に当たって、確認すべき点検項目（特性試験）について先入観があり、

調査の必要を認識しなかった【Ｅ‐169】

【要因T2‐14】
電気保修課員は、所掌する設備の点検の計画と実績

を整理しておく必要があったが、調査すべき点検項目

（特性試験）の点検内容の理解が不足していた。【Ｇ‐
169】

【要因T2‐16】
電気保修課員は、所掌する設備の点検の計画と実績を整理して

おく必要があったが、絶縁抵抗測定は、系統の停電が必要である

が、停電した記憶がないので、実績がないと誤認した【Ｆ‐170】

【要因T2‐13】
電気保修課長は、所掌する設備の点検項目と点検内容を課員に周

知・理解させておく必要があったが、課内マニュアルの教育が設備

の概要を紹介する程度であり、設備点検の実施項目と実施内容に

ついての教育が十分でなく、課員の一部では保全に係る基礎的な

知識が不足していた【Ｈ‐169】

【要因T2‐22】
プラント保全部長は、電気保修課が作成した説明資料がエビ

デンスに基づき正確に作成され、精査されていることを確認する

必要があったが、電気保修課の作業量を把握しておらず、説明

資料の内容確認作業をプラント保全部で展開する体制を敷かな

かった【Ｅ‐173】

【要因T2‐20】
【Ｆ‐172】
再掲

【要因T2‐21】
電気保修課長は、エビデンスに基づく説明資料が正確に作成

されていることを確認する必要があったが、点検期限超過に

係る調査に労力と時間が必要であるにも関わらず、説明資料

の内容確認についてもんじゅ及びプラント保全部に応援体制

を要請しなかった【Ｅ‐172】

【要因T2‐20】
電気保修課長は、プラント保全部長へ調査の状況を報告する際、

点検期限超過が否定できず、正確な報告資料として精査ができ

ない状況にあったにも関わらず、点検期限超過の設備、機器の

確定に時間を要することのみ伝え、課内のみで調査を継続した

【Ｆ‐172】

【要因T2‐19】
電気保修課長は、課内で作成した説明資料が

エビデンスに基づき正確に作成されていること

を確認すべきであったが、SIDの類似調査や点
検実績入力は電気保修課内で行うものと考え、

業務量や作成資料の重要性の観点から部レベ

ルで取り組む課題との認識がなかった【Ｇ‐172】

補足

インタビュー

→

→

【要因T2‐5】
電気保修課管理職は、ＳＩＤと同様な事象の調査にあたり、調査

計画を明確にして実行すべきであったが、調査開始時期に具

体的な調査方法、スケジュール、調査体制の指示をしなかった

ので調査情報が統一されていなかった【Ｃ‐166】

【要因T2‐18】
電気保修課では、SIDと同様な
事象の調査にあたり、所掌する

設備の点検の計画と実績を管

理しておく必要があったが、照

合調査作業を行う際、点検報告

書の調査が不十分だった。【Ｄ‐
167】

【要因T2‐7】
電気保修課員は、調査に用いる電子データの確認を確実に行う

べきであったが、調査対象とする保全計画（点検計画）とは異なる

電子データをチェックシートに用いた【Ｄ‐171】

【要因T2‐10】
電気保修課員は、ＳＩＤと同様な事象の調査にあたり、所掌する設備について保全計画（点検計画）と関連づけ

た点検実績管理（一元管理）をしておく必要があったが、点検計画と点検報告書の関連づけが明確になってい

なかったことから、設備担当者以外が点検報告書のタイトルから調査しようとしている対象機器及び点検項目

を探し出すことが難しかった。【Ｅ‐167】

【要因T2‐12】
電気保修課員は、所掌する設備の点検の実績を確実に把握しておく必要があっ

たが、確認すべき点検項目（特性試験）を自営で行っているとは思わず、自営の

点検報告書まで確認しなかった。【Ｅ‐168】

【要因T2‐11】
電気保修課員は、所掌する設備の点検の実績を確実に把

握しておく必要があったが、自営で行った点検の実績管理

が行われていなかった。【Ｆ‐168】

【要因T2‐15】
電気保修課員は、所掌する設備の点検の計画と実績を

整理しておく必要があったが、調査すべき点検項目（特

性試験）は、「絶縁抵抗測定」であり、「漏れ電流測定」で

も認められるとは思わなかった。【Ｆ‐169】

【要因T2‐68】
【Ｄ‐156】



時系列「保守管理上の不備に係る調査が不十分で何度も繰り返した」(2／14) 　　　添付資料－３

責任者 確認者 事務局

副所長H

炉主任a
管理部長I
保全部長K
品証副主幹m
特命嘱託B17
技術部長B18

運管室代ZZ
副主幹e
主幹o

担当者B21

電気保修課 責任者 X
主幹B11

課長L
課長O
課長ｍ

課長代理B19 TL及び担当者（JJ）
課長O
課長Q

課長代理Q
課長代理R

技術副主幹B20、TL及び担当者
課長V
課長B3

課代W
課代X

ＴＬ及び担当者
「未点検機器」確定に伴う課内再々

確認作業チーム

機械保修課

確認員

電気保修課

時　期 トピックス

所長B15
所長A④
所長B
副所長B2
副所長B1
所長代理VV
【敦賀本部】
理事長

所大チェック班
データベース班

炉主任a
品質保証室
室長Ｄ

運営管理室
室長F
室代ZZ

プラント管理部
部長I

安全管理課長B7

プラント保全部
部長Ｋ

プラント保全部次長Y

プラント保全部
他課

（施設保全課長B6）
（燃料環境課長ii）
（主幹L）
（副主幹A7）

保修計画課

平成24年11月6日

平成24年11月13日

平成24年11月14日

平成24年11月21日

平成24年11月25日

平成24年11月26日

【要因T2‐30】
運営管理室長は、点検期限超過の調査について、「課題発生時対応要領」に基づき対応を図るべきであっ

たが、プラント保全部が実施している調査について所長から調査内容や状況が伝えられていなかったため、

もんじゅとしての課題との認識に至らず、「課題発生時対応要領」に基づいた対応に思い至らなかった【Ｆ‐
174】
【要因T2‐31】
運営管理室長は、点検期限超過の調査について、「課題発生時対応要領」に基づき対処すべきであったが、

点検期限超過の情報入手後はプレス対応の準備に追われ同要領のことを失念しており、同要領に基づく手

続きをとらなかった【Ｆ‐175】

【部長K】
所長及び所長

代理へ状況説

明

【所長B】
プラント保全部

長より説明を受

け、早い段階で

の経営層への

報告を準備す

るよう指示

【課長V,課代W,X、各TL、各担当】
部長からの指示を受け、これまでの調査内容から数量確定作業を開始

補足

点検計画を変更したものに「保守管理要領」に

基づく保全の有効性評価の手続きが行われてい

ないものや点検時期を延長する手続きがおこな

われていないものが多数あった（数量は未確認）

【次長Y】
所長からの指

示を受け、本部

長、本部長代

理及び理事に

状況説明

【本部長A⑥、
本部長代理A
⑦、A⑧、理事
長A④】

説明を受けた

【所長B】
センター内に協

力体制を設置

することを指示

補足

部長からの連絡を受け、理事長及び本部

長への報告を踏まえて、自らセンターとして

運営管理室が事務局、品保証室長が協力

という体制で対応するよう判断した。

【部長K】
所長から指示

を受け、副主幹

eに要領書を作
成する旨を指

示

【副主幹e】
「電気・計装制

御設備の点検

計画の手続き

遅れに関する

機器個数の確

認調査センター

内確認チーム

による確認要

領書」作成

【課長ii】
確認

【課長O】
確認

【室代：ZZ】
確認

【部長K】
確認

【部長I】
確認

【室長F】
確認

【室長D】
確認

【炉主任a】
確認

センター内確認チームによる確認作業実施

確認結果（H24.11.25現在）
A「保全計画の点検時期を一時的に延長」に係る保守管理の不（プラント工程の変更に伴い、必要な手続きがなされないうちに点検時期を超過したもの）が総数8128個

内訳①電気設備：機能が要求されている機器等39個、その他の機器等44個
内訳②計測制御設備：機能が要求されている機器等792個、その他の機器等7253個

B保全計画の点検間隔・頻度の変更に係る保守管理の不備（保全計画の点検間隔・頻度が変更されているのに、必要な保全の有効性評価の手続きがされていないもの）が総数1551個
内訳①電気設備：機能が要求されている機器等23個、その他の機器等287個
内訳②計測制御設備：機能が要求されている機器592個、その他の機器11823個

【課長V、課代W】
不適合報告書「電気・計測制御設備の保守管理の

不備について」作成

平成24年第3回
保安検査（平成

24年11月26日
～12月11日）

補足

保守管理の不備については、保全計画に従った保守点

検が行われておらず点検期限超過となった機器があるこ

と、これらの機器には、安全上重要度の高いクラス1機器

も含まれていたことから、原子炉等規制法第35条第1項

（原子炉施設の保全）及び第37条第4項（保安規定の遵

守）に違反し、原子炉施設の保全が適切に実施されてい

ないと判断する。

【要因T2‐29】
所長は、点検期限超過の調査についてもんじゅ大の対応を図る

べきであったが、点検期限超過の事実が明らかになっているに

も関わらず、点検超過数の確定を優先することとし、速やかにも

んじゅ幹部に情報共有を図らなかった【Ｇ‐174】

【要因T2‐28】
所長は、点検期限超過の事実についてもんじゅ大の対応を図るべきであったが、プラ

ント保全部長からの報告の際、数が確定するまでもんじゅ内外への情報開示を待って

欲しいと要請され、情報整理が第一と考え、これを受け入れた【Ｈ‐174】
【要因T2‐24】
電気保修課では、エビデンスに基づく説明資料が正確に作成

されていることを確認する必要があったが、作成した説明資料の

内容の精査が十分にできなかった【Ｃ‐172】

【要因T2‐25】
電気保修課では、ＳＩＤと同様な事象の調査にあたり、所掌す

る設備の点検の計画と実績を整理しておく必要があったが、保

全計画（点検計画）と点検実績の照合が十分にできなかった【Ｃ‐
167】

【要因T2‐8】
再掲

【Ｃ‐171】

【要因T2‐23】
電気保修課では、エビデンスに基づく説明資料が正確に

作成されていることを確認する必要があったが、管理職も

設備の健全性確認や点検期限超過の件数を確定するにあ

たり、機器数や機能要求別にまとめなおす作業を行ってお

り、精査まで手が回らなかった【Ｄ‐172】

【要因T2‐33】
所長の指示に基づきもんじゅ内に組織した調査・確認チームは、電気保修課

が作成した説明資料がエビデンスに基づき正確に作成されていることを確認す

る必要があったが、電気保修課で用意したチェックシートやエビデンスまでの

チェックは行わなかった【Ｃ‐174】

【要因1‐111】
センター幹部は、電気保修課が作成した説明資料がエビデンスに基

づき正確に作成されていることを確認する必要があったが、点検実績

の調査方法について、エビデンスにまで遡るなどの欠落や過誤等を

客観的に確認するような横断的チェック機能が十分に働かなかった

【要因1‐111】
センター幹部は、電気保修課が作成した説明資料がエビデンスに基

づき正確に作成されていることを確認する必要があったが、点検実績

の調査方法について、エビデンスにまで遡るなどの欠落や過誤等を

客観的に確認するような横断的チェック機能が十分に働かなかった

【要因T2‐34】
もんじゅ幹部は、電気保修課が作成した説明資料がエビデンスに基

づき正確に作成されていることを確認する必要があったが、点検実績

の調査の方法について、エビデンスにまで遡るなどの欠落や過誤等

を客観的に確認するような横断的チェック機能が十分に働かなかった

【E‐174】

【問題事象2‐5】（要因T2‐35）
電気保修課で作成した点検期限超過に係る調査結

果の説明資料が適切であるかの確認が不足してい

た【Ｂ‐174】
していた

【要因T2‐33】
【C‐174】
再掲

【問題事象2‐4】（要因T2‐36）
電気保修課では、エビデンスに基づく点検期限超過

に係る調査結果の説明資料の作成が正確にできな

かった【Ｂ‐166】

【要因T2‐5】【C‐166】
【要因T2‐8】【C‐171】
【要因T2‐25】【C‐167】
【要因T2‐24】【C‐172】
再掲

【要因T2‐32】
もんじゅの調査・確認チームは、電気保修課が作成した説明資料がエビ

デンスに基づき正確に作成されていることを確認する必要があったが、

同チームが行った作業は、電気保修課が調査した件数を確定するため

の内容となっていた【Ｄ‐174】

【要因T2‐27】
プラント保全部長は、点検期限超過の事実についてもんじゅ大の対応を

図るべきであったが、本件をもんじゅ内外へ情報開示するには、数に関す

る情報を整理する必要があった【Ｉ‐174】

【要因T2‐26】
プラント保全部長や電気保修課長は、不適合が発生した場合、積極的か

つ迅速に対応すべきであったが、過去の経験から件数の扱いは慎重にす

るべきと捉えて数の確定に傾注していたため、もんじゅ内外への対応が遅

れた【Ｊ‐174】



時系列「保守管理上の不備に係る調査が不十分で何度も繰り返した」(3／14) 　　　添付資料－３

責任者 確認者 事務局

副所長H

炉主任a
管理部長I
保全部長K
品証副主幹m
特命嘱託B17
技術部長B18

運管室代ZZ
副主幹e
主幹o

担当者B21

電気保修課 責任者 X
主幹B11

課長L
課長O
課長ｍ

課長代理B19 TL及び担当者（JJ）
課長O
課長Q

課長代理Q
課長代理R

技術副主幹B20、TL及び担当者
課長V
課長B3

課代W
課代X

ＴＬ及び担当者
「未点検機器」確定に伴う課内再々

確認作業チーム

機械保修課

確認員

電気保修課

時　期 トピックス

所長B15
所長A④
所長B
副所長B2
副所長B1
所長代理VV
【敦賀本部】
理事長

所大チェック班
データベース班

炉主任a
品質保証室
室長Ｄ

運営管理室
室長F
室代ZZ

プラント管理部
部長I

安全管理課長B7

プラント保全部
部長Ｋ

プラント保全部次長Y

プラント保全部
他課

（施設保全課長B6）
（燃料環境課長ii）
（主幹L）
（副主幹A7）

保修計画課

平成25年1月18日頃

平成25年1月26日

～

平成25年1月28日

【要因Ｔ１－１８２】

【Ｆ‐42】
【要因Ｔ２－１３１】

【Ｇ‐195】

【電気保修課】

所内確認班として対応実施

【課代W、各担当者】
保安検査にて指摘のあった点検実施日、点検報告書の再確認のため、再度不適合件数確

定に向け、「電気・計測制御設備の手続き遅れに関する不適合件数再確認要領書」に基づ

き、再確認作業開始【整合性確認班】

点検計画Rev5整合性確認

【点検実施日

整合確認班】

点検実施日

と点検報告

書の整合確

認

【データベー

ス再構築班】

未点検機器

確認データ

ベース作成

【管理部特別

チーム】

機能要求に

対するダブ

ルチェック

【課代W】
随時、進捗

を確認し、理

事に報告

補足（抜粋）

実施の手順

・点検計画の整合性確認にて作成した点検計画Rev.5電子

データの点検計画欄に対応させながら、既存のデータ

（点検時期、機能要求フラグ欄等）の情報を追記

（コピーし貼り付け）していく。（以降これを点検計画

データベースという）

・準評価の遅れがあり、機能要求があり、現在点検時期を

超過し、 点検していないものに対しては、安全重要度

分類を記載しておく。

・点検超過の有無を日付関数で算出できるよう

フォーマットを作成。

・12月中にダミーでフラグを入力し、1回以上は確認する。

紙出力し、手計算でカウントした数とエクセル関数で

算出した数が一致していることを確認する。

補足（抜粋）

実施の手順

・平成21年1月以降の点検実績報告書を準備する。

・データ入力用フォーマットに記載されている点検実施日に

対し、

報告書等を参照し、確認した結果の日付データを記入する。

・ 点検実施日の記載は、点検報告書などのエビデンスの11

月末

までのものとする。

・記入された点検実績日に対する報告書の内容に対し、疑

義が

ある場合は、同ファイル上の疑義の欄にチェックし、備考欄

に

疑義の理由を記載する。

補足（抜粋）

実施の手順

・電気保修課が作成した機能要求リストの

考え方に基づき、抜けがないという観点で確

認を行う。

・確認結果に基づいて、機能要求リストの見

直しを行う。

電気保修課員 インタビュー

未点検機器確認データベース作成作業において、

データベース構築班内でのダブルチェック等フィード

バックをかけながらの作業は行っていない。

【データベー

ス再構築班】

未点検機器

確認データ

ベース最終

統合

【データベー

ス再構築班】

未点検機器

数数量算出

補足（抜粋）

実施の手順

・実績日入力データ、機能要求データ、重要度データ等それぞれのデータを統合し、不適合の整理の結果を出力する。

・点検時期を延長する手続きの不適合、点検間隔・頻度の変更に係る手続きの不適合について、機能要求別、点検

時期超過の有無のリストを出力する。

補足

エクセルシートにて作成された「未点検機器確認データベース」は、点検間隔・頻度に「1サイク

ル」等のサイクル表記が入力されているものだけを「未点検機器」、「未点検機器以外」と判定す

るシステムであり、それ以外の点検間隔・周期に対しては「未点検機器以外」と判定されるため、

これらを自動計算させるためには点検間隔入力欄に手動で数値を入力する必要があった（点検

間隔/頻度が「6ヶ月」なら、点検間隔入力欄に「6M」と入力する必要がある）。この入力対象の抽

出に失敗した結果、点検間隔・頻度が6ヶ月と設定されていた9機器は数値入力がなされず、「未

点検機器以外」と判定された。
【課代W、各担当者】

保安検査にて指摘のあった点検実施日、点検報告書の再確認のため、再度不適合件数確定に向け、

「電気・計測制御設備の手続き遅れに関する不適合件数再確認要領書」に基づく作業完了

【部長K】
原案作成

【室長F】
平成25年1月
報告書案の

作成

補足

平成24年11月末までの電気・計測制御設

備の点検計画の手続きの遅れに関する不

適合件数についての報告書

第124～126
回保安管理

専門員会に

付議

【要因T2‐37】
未点検機器確認データベース作成班長は、サイクル表記外

の項目に対する周期計算有無の確認を担当者任せにし、ダブ

ルチェック等で確認を行わなかった【Ｄ‐203】

【T2‐38】
未点検機器確認データベース作成担当者は、自動計算できな

いサイクル表記外について、周期計算有無の確認を行ったが、

点検間隔/頻度の6ヶ月を見落とした【Ｄ‐204】

【要因T2‐39】
未点検機器確認データベース作成時において、担当者は、全ての超

過の有無判定ができるようにする必要があったが、誤って6ヶ月（サイ
クル表記以外）に対しては確認が漏れ、6Ｍと入力しなかったことから、
当該機器について点検超過の自動判定ができないデータベースと

なった【Ｃ‐203】
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責任者 確認者 事務局

副所長H

炉主任a
管理部長I
保全部長K
品証副主幹m
特命嘱託B17
技術部長B18

運管室代ZZ
副主幹e
主幹o

担当者B21

電気保修課 責任者 X
主幹B11

課長L
課長O
課長ｍ

課長代理B19 TL及び担当者（JJ）
課長O
課長Q

課長代理Q
課長代理R

技術副主幹B20、TL及び担当者
課長V
課長B3

課代W
課代X

ＴＬ及び担当者
「未点検機器」確定に伴う課内再々

確認作業チーム

機械保修課

確認員

電気保修課

時　期 トピックス

所長B15
所長A④
所長B
副所長B2
副所長B1
所長代理VV
【敦賀本部】
理事長

所大チェック班
データベース班

炉主任a
品質保証室
室長Ｄ

運営管理室
室長F
室代ZZ

プラント管理部
部長I

安全管理課長B7

プラント保全部
部長Ｋ

プラント保全部次長Y

プラント保全部
他課

（施設保全課長B6）
（燃料環境課長ii）
（主幹L）
（副主幹A7）

保修計画課

平成25年1月29日

平成25年１月末

平成25年2月14日

～

平成25年2月15日

平成25年2月25日

平成25年3月

・機能が要求される機器でクラス1の機器55個のうち、平成25年1月末までに
50個の点検が終了。残り5個は、できるプラント状態となりしだい、速やかに
点検を実施する。

・機能が要求される機器でクラス2以下の機器315個は速やかに点検を実施
する。

・現在のプラント状態において、機能が要求されていない機器については、プ

ラント状態を考慮しつつ、計画から着実に点検を行う

原子力規制庁より

命令文書「核原料

物質、核燃料物質

及び原子炉の規

制に関する法律

第36条第1項の規

定に基づく保安の

ために必要な措置

命令について」及

び「核原料物質、

核燃料物質及び

原子炉の規制に

関する法律第67

条第1項の規定に

基づく報告の徴収

について」に基づく

報告

【室長F】
回議書起案

【理事長】

決裁

保守管理不備

立ち入り検査

補足

新たな機器の点検期限超過が発見された。

【淡水供給設備制御盤、排水移送系計測・制御設備現場操作盤】

１４機器のうち１機器

補足

D/G‐Aコールドドレンサンプ排水移送制御盤（S‐D1011）はA4（分類A4：点検時期の延長に係る手続きの不
備、機能要求なし、点検期限超過なし）に分類されていたが、点検計画の点検間隔・頻度「毎月」に対して実

際は3ヶ月に1回しか点検を行ってなかった。

【課代X】

1月31日に報告した

保守管理上の不備

にて発生した不適

合件数に対し、不適

合件数の再確認を

実するために「数量

再確認結果に対す

る再確認要領作成」

補足（要領より記載）

1.対象範囲と実施内容

1月31日に報告した不適合の件数（電気保修課分）は、保全部における電気保修課以外の

課及び管理部特別チームによる確認を行い、不適合の件数を算出していたが、以下の範囲

で再確認を行い点検実績が適切であることを確認する。

1-1.点検時期の超過に対する判定方法は、点検周期/頻度を基にチームでの確認結果を表

計算（エクセル）を使用し自動で判定するようにしている。しかしながら、点検周期/頻度の記

載がサイクル表記以外のものの中で、自動計算ができないものがあり（1回/年等）、電気保

修課の確認を得つつ不適合件数確定班にて項目ごとに個別で判定をしている。このため、こ

れらの項目について、再確認チームによる再確認を行う。

1-2.不適合の件数を算出するに当たり、機器が重複しているもの等は削除し、不適合件数算

出を行っている。このため重複等による削除項目を再確認する。

補足

重複について、当該機器は検出されなかった。
【部長K】
確認

【副所長H】
承認

【担当】

771系MS‐1リスト（保安
検査用）作成

【TL】
確認

【課長Q】
確認

【室長D】
確認

【炉主任a】
確認

【保修計画課】

保安検査対応資料取りまとめ

補足（担当者インタビュー結果）

保全計画Rev11作成時のデータで点検項目単位でクラ
ス記載（MS‐1等）が空欄となっているリストからクラス1
の抽出をおこなったため、清水膨張タンク等の外観点

検項目が抜けたリストとなってしまった。

補足（不適合報告書12‐45から記載）
保安検査の要求事項によるクラス1機能要求ありの機器に対し、点検実績を確
認できるリストを点検計画Rev11からデータを抽出を行い、作成した。

要因【要因T2‐53】
機械保修課長及びライン職は、担当者が作成したＭＳ‐1機器の点検リストに
抜けがないか確認すべきであったが、担当者から点検計画に基づき作成し

たと聞いたため、チェックを行わずそのまま採用した【Ｄ‐183】

【問題事象2‐3】（要因T2‐48）
もんじゅでは、措置命令報告書の精査が不十分であ

り、電気・計測制御設備の点検期限を超過した安全機

能の重要度分類のうちクラス1の機器について、点検
を完了した機器数に誤りがあった【Ｂ‐164】

【要因T2‐47】
報告書確認者（所長代理）、プラント保全部長及び未点検機

器点検班は、点検実施状況の確認にあたっては、エビデンス

との照合を行うべきであったが、電気・計測制御設備のクラス

1機器について電気保修課から点検が完了した旨の口頭の
連絡を受けたことで全ての機器が完了したものと誤認し、点

検済み機器をリスト等のエビデンスで確認していなかった【C‐
164】

【要因T2‐44】
所大で未点検機器の点検を行う際には、各班の

活動スケジュールを明確にしておく必要があっ

たが、報告書提出に向けた各班の活動のスケ

ジュール管理が不十分であった【Ｅ‐165】

【要因T2‐43】
運営管理室長は、「課題発生時対応要領」において実施計画

の段階で進捗管理を明確にすることとされているにも関わら

ず、実施計画の中で報告書の提出に向けた進捗管理の具体

的方法を明確にしていなかった【Ｆ‐165】

【要因T2‐40】
所長及び品質保証室長は、点検期限超過の調査の実施計画において、各班の実施プ

ロセスに対するインプットとアウトプットを明確にする必要があったが、調査に係る情報

の流れや職務と責任が明確化されていないことを指摘できず、横断的チェック機能が

十分に働かなかった【Ｇ‐162】

【要因T2‐42】
所大で対応を図る必要が生じた場合に適用される「課題発生時対応要領」では、運営管理室長が、課題発生時対応の実施計画段

階で対応体制の情報共有について明確にするとされているが、保守管理不備に係る点検期限超過の調査の実施計画において、各

班の実施プロセスに対するインプットとアウトプットを明確にしていなかった【Ｆ‐162】

【要因T2‐49】
電気保修課及び「数量再確認結果に基づく再確認」チームは、「数量再確

認結果に対する再確認要領」に、サイクル表記以外の項目の抽出方法およ

びそのチェックを明記すべきであったが、ダブルチェックを行うことを担当者に

口頭で説明しただけで、抽出方法やチェック体制などを明記しなかった【Ｅ‐
205】

【T2‐9】
再掲【F‐167】

【要因T2‐54】
機械保修課担当者は、保全計画（点検計

画）からＭＳ‐1機器の点検リストを抽出す
る際に清水膨張タンク等の開放点検は抽

出したが、外観点検が抽出できなかった

【Ｃ‐181】

【要因T2‐52】
機械保修課の担当者は、自らが作成したＭＳ‐1機器の点検リストを確認しなくてはならなかったが、保全計画（点検計画）と安全機能の重要度クラスを関
係付けたデータによっていること、また、ＭＳ‐1機器の抽出作業は難しいものでないことから、抜けがあることを想定せず、作成されたＭＳ‐1機器の点検リ
ストに抜けがないかのチェックを行わなかった【Ｄ‐182】

【要因Ｔ1‐182】
【Ｆ‐42】

【要因T2‐50】
機械保修課は、保全計画（点検計画）及びそれに付随するデータをきちんと管理すべきであったが、設備担当チームが管理している点検計

画と安全機能の重要度クラスを関係付けたデータに清水膨張タンク等の外観点検項目を追加した際、担当者が失念したことにより点検項

目に併記すべき安全機能の重要度クラスが記載されなかった【Ｅ‐181】

【要因T2‐51】
機械保修課担当者は、ＭＳ‐1機器を抽出する際、設備担当チーム毎に作成・
管理している点検計画と安全機能の重要度クラスを関係付けたデータから抽

出したが、そのデータには清水膨張タンク等の外観点検がMS‐1機器の点検項
目として関係付けられていなかった【Ｄ‐181】

【要因Ｔ1‐182】
【Ｆ‐42】

【要因T2‐53】
再掲【Ｄ‐183】

【問題事象2‐10】（要因T2‐55）
機械保修課は、保安検査で要求のあった安全機能の

重要度クラス１（ＭＳ‐1）の機器の抽出結果を取りまと
めたＭＳ‐1機器リストから清水膨張タンク等の点検項
目が漏れていた【Ｂ‐181】

【要因T2‐41】
運営管理室長や所大チェック事務局は、点検期限超過の調査の実施計画において、

（「課題発生時対応要領」や「業務の計画に係る作成要領」に定められた）調査に必要

な条件や内容を明確にする必要があったが、調査を実施するための要求事項など「7.1
業務の計画」を理解して計画を作成する取組みが不足していた【Ｇ‐163】

【要因T2‐46】
未点検機器点検班は、点検実施状況の確認にあたっては、

エビデンスとの照合を行うべきであったが、不適合件数確定

班から点検の完了確認に必要な点検対象リスト（点検実施結

果含む）を報告書提出前に入手できていなかった【D‐164】

【要因T2‐45】
未点検機器の点検を行う際には、各班の活動に必要な情報を

明確にしておく必要があったが、複数班での活動において、各

班の活動に必要な情報が明確になっておらず、未点検機器の

確定に必要な情報が未点検機器点検班に提供されなかった

【Ｅ‐164】

【要因Ｔ1‐129】
【Ｉ‐8】

【要因Ｔ1‐128】
【Ｉ‐9】

【要因T2‐131】
【Ｇ‐195】

【要因T1‐177】
【Ｆ‐42】
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責任者 確認者 事務局

副所長H

炉主任a
管理部長I
保全部長K
品証副主幹m
特命嘱託B17
技術部長B18

運管室代ZZ
副主幹e
主幹o

担当者B21

電気保修課 責任者 X
主幹B11

課長L
課長O
課長ｍ

課長代理B19 TL及び担当者（JJ）
課長O
課長Q

課長代理Q
課長代理R

技術副主幹B20、TL及び担当者
課長V
課長B3

課代W
課代X

ＴＬ及び担当者
「未点検機器」確定に伴う課内再々

確認作業チーム

機械保修課

確認員

電気保修課

時　期 トピックス

所長B15
所長A④
所長B
副所長B2
副所長B1
所長代理VV
【敦賀本部】
理事長

所大チェック班
データベース班

炉主任a
品質保証室
室長Ｄ

運営管理室
室長F
室代ZZ

プラント管理部
部長I

安全管理課長B7

プラント保全部
部長Ｋ

プラント保全部次長Y

プラント保全部
他課

（施設保全課長B6）
（燃料環境課長ii）
（主幹L）
（副主幹A7）

保修計画課

平成25年3月4日

平成25年3月7日

平成25年3月15日

平成25年3月25日

補足

特別な保全計画へ移行しているとしていた機器について、「点検計画の

備考欄記載」と「特別な保全計画の関係整理表」にて説明している。

点検計画（Rev5）の備考欄の記載が「原子炉停止中の機能要求がなく、

起動に備えて適切な時期に点検する。（停止中の状態確認は、特別な保

全計画にて実施する。）」と記載されているもののみが適切に特別な保全

計画へ移行されていることの説明。

保安検査対応

平成24年度第4
回保安検査（平

成25年3月4日
～3月22日）

【課長Ｏ、課代Ｑ】

不適合報告書「「低温停止モード」にて機能要求が

あり、かつ安全機能の重要度クラス１の設備（機械

【要因T2‐68】
プラント保全部では、点検期限超過の調査についての調査条件や方法を

統一した上で調査すべきであったが、調査にあたっての方法が統一されて

いなかった【Ｄ‐156】

【要因T2‐62】
機械保修課の一部では、前回点検時を起点とした点検期限とすべきであったが、

第2保全サイクルに移行した時点が、点検間隔の起点であると考えていた（ゼロリ
セット））【D‐153】
【要因T2‐63】
機械保修課の一部では、点検期限を定める際、機器停止期間を定められた点検

期限にカウントしないアウトオブサービスはＱＭＳに規定のないことを認識すべきで

あったが、アウトオブサービスが適用できると考えていた【D‐154】
【要因T2‐64】
機械保修課の一部は、点検期限を延長する場合は不適合管理の下で必要な手続

きを行う必要があったが、保安規定と整合しない技術評価や「準じた確認」を用い

て点検期限を延長して管理した【Ｄ‐155】

【要因T2‐67】
機械保修課長は、電気保修課の点検期限超過の事案を水平展開すべき

であったが、最初の調査において、直近の点検が期限内に行っていること

を確認したので、再度調査する必要はないと判断していた【D‐158】

【要因T2‐69】
機械保修課は、他の保守担当課で行われた調査方法や結果について把

握しておく必要があったが、電気保修課で行った調査方法やその結果の

情報を知らなかった【Ｄ‐157】

【要因T2‐68】
再掲【Ｄ‐156】

【課代Q】
保守管理上の不備に係

る点検実績確認要領書

（電気保修課分を除く）を

作成

【施設保全課長】

【燃料環境課長ii】
確認

【課長Q】
確認

【次長Y】
確認

【部長K】
承認

【部長I】
確認

【副所長H】
確認

【室長D】
確認

【室長F】
確認

補足（業連から記載）

要領書制定：平成25年3月25日

目的：保守管理上の不備（電気保修課以外設備）に係る不適合（未点検及び点検期限超過）個数の確認を行うため点

検実績（平成21年1月～平成25年3月）を調査し、平成25年3月末において未点検及び点検期限超過がないことの確認を

行う。

作業内容：

①点検計画表記載の点検実績日及び点検報告書の確認

②データベースの構築

【TL及び各担当者】
「数量再確認結果に対する

再確認要領」に基づき、再確

認作業実施

【副所長H】
「数量再確認結

果に対する再確

認要領」に基づく

再確認結果を確

認

電気保修課 計装チーム員インタビュー

「サイクル表記以外」の抽出は、エクセルのソート

機能を用いて各種類ごとに抽出していったが、6ヶ月
の抽出が漏れてしまった。、

補足

新たに15件の未点検機器が発覚した。
しかし、本温度計スイッチ等の9機器については「6M」の入力が抜けていたため、「未点
検機器以外」と判定され、抽出されなかった。

【要因T2‐72】
電気保修課抽出リスト作成者は、点検間隔/頻度がサイクル表記以外でソートをかけ
るべきであったが、点検間隔/頻度のソート候補から該当するものを抜き出す方法で抽
出リストを作成し、担当者は再確認したが、誤って本件「6ヶ月」のタスクを抽出すること
ができなかった【Ｄ‐205】

【要因T2‐73】
平成25年3月に行われた「数量再確認結果に基づく再確認」による
作業において、電気保修課抽出リスト作成者は、未点検機器確認

データベースからサイクル表記以外の一つである「6ヶ月」の抽出を
誤って行わなかったため、超過の発見ができなかった【Ｃ‐205】

補足

平成24年度第4回保安検査にて機械保修課
ディーゼル機関発電機について当時ルールにな

いアウトオブサービスを適用しており、他課と統

一がとれていない（電気計装設備は、点と点で

整理しているはずであり、保全計画Rev11制定以
前は、アウトオブサービスが定められていない）

ことを指摘された。

【課代W インタビュー】

・アウトオブサービスを決めたのは平成２

５年２月のころであることから、平成２５年

２月以前の点検計画の運用ではアウトオ

ブサービスは適用できず、点検超過と判

断されたものである。

・当時は、セルモニタ及び予熱ヒータにつ

いて、点と点としては評価日～評価日とい

う考え方で管理していることから水平展開

は行わなかった

【【担当ｒｒ インタビュー】

・保安検査でＤＧが指摘された時点では、予

熱ヒータについて課内での水平展開はな

かった

【要因T2‐59】
電気保修課では、予熱ヒータの点検実績と

して、前回点検実績日と次回点検実施日と

すべきであったが、実際には前回評価日か

ら次回評価日で管理していたにも関わらず、

点検間隔が点と点で管理されているため、

水平展開を行わなくてもよいと誤解していた

【Ｃ‐180】

【要因T2‐58】
プラント保全部では、点検期限管理の考え

方について部内に周知して考え方の統一を

図っておくべきであったが、アウトオブサービ

スの考え方が周知されず、各課の思いで運

用されていた【Ｄ‐180】

【要因Ｔ1‐93】
【Ｈ‐36】

【保修計画課長Lインタビュー】
・電気保修課は点検終了日と次回点検終了

日の考え方で行っていたため、機械保修課

と同様なものは無いとの回答であった。

【電気保修課長Ｖ インタビュー】

・平成24年12月当時の未点検機器確認に伴う点検実績確認
時には、予熱ヒータ及びセルモニタについての点検間隔/頻
度の考え方は、「様式‐1評価日～次回の点検日まで（あるい
は点検終了後リリース日又は様式‐1の評価日）である。

補足

・もんじゅにおけるアウトオブサービスとは、点検

対象機器や設備が点検を開始した日又は保守

担当者による点検着手日をいう

【要因T2‐70】
機械保修課では、電気保修課の点検期限超過の事案に基づき、電気保修

課が行った現在点検期限を超過している機器だけでなく、過去において点

検期限を超過した機器についても調査を行うための水平展開をすべきで

あったが、再度調査を行わなかった【Ｃ‐156】

【問題事象2‐1】（要因T2‐71）
機械保修課では、点検期限を超過した機器の調査方

法の確認が不足していた【Ｂ‐153】
【要因T2‐65】
機械保修課の一部では、点検期限の調査にあたって保安規定と整合し

た保全計画に基づいて点検実績を確認すべきであったが、点検期限を管

理する考え方が不適切であったことから、点検期限を超過した機器を超過

していないものとした【Ｃ‐153】

【要因T2‐2】【Ｅ‐156】
【要因T2‐1】【Ｆ‐156】
再掲

【頂上事象Ｂ】（要因T2‐61）
保守管理上の不備に係る調査

が不十分で何度も繰り返した【Ａ

‐153】

（ｂ‐4 電気保修課は、点検実施
期間を点検間隔の期間算定に

含めずに管理していたため、保

全計画（点検計画）に定められ

た点検期限を超過した事案を発

見するまでに期間を要した）

【問題事象2‐9】（要因T2‐60）
平成24年度第4回保安検査にて、非常用ＤＧの点検
間隔/頻度の考え方について当時のルールにないア
ウトオブサービスを適用するなど、点検管理の考え方

の統一が取れてないとの指摘を受けた際、電気保修

課での調査時における点検間隔／頻度の考え方に

問題がないことを再確認しなかった【Ｂ‐180】

【課代Ｗインタビュー】

・平成24年11月末までの特別な保全計画へ
の移行手続きに関するものを対象としてい

た。

平成25年2月の保全計画（Rev11）にて全て
特別な保全計画へ移行していると考えて、

平成24年11月末に報告した機器以外につ
いて再度確認に思いが至っていない

【要因T2‐57】
電気保修課は、点検計画から特別な保全計画へ

の移行手続きをまとめて実施した平成25年5月の
保全計画Rev.12改正時に、移行手続きが不十分
なため点検期限を超過した機器が発生している

ことを発見し不適合管理すべきであったが、過去

に移行手続きが不十分で未点検となっている機

器(平成25年1月に点検期限超過）について確認
を行わなかった【Ｃ‐179】

【要因T2‐56】
電気保修課は、平成25年3月の保安検査に際し、特
別な保全計画への移行手続きの方法を説明した際、

当時の保全計画で手続きが適切に行われていること

を水平展開として確認する必要があったが、保全計画

（Rev11）（平成25年2月施行）の改正にて全て反映され
ていると思い込んでおり、再度確認することに思いが

至らなかった 【Ｄ‐179】

【要因T2‐2】【Ｅ‐156】
【要因T2‐1】【Ｆ‐156】
再掲

【要因Ｔ1‐182】
【Ｆ‐42】

【T2‐49】
再掲

【要因Ｔ2‐63】
←【要因Ｔ1‐175】
【Ｅ‐8】

【要因T2‐62】
←【Ｔ1‐140】
【Ｉ‐2】

【要因T2‐64】
←【Ｔ1‐151】
【Ｃ‐40】

【要因T2‐66】
機械保修課は、電気保修課で確認された過去における点検期限超過につ

いても調査すべきであったが、直近の点検で健全性が確認できていれば、

過去の点検の有無を確認する必要はないと理解していた【E‐158】
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責任者 確認者 事務局

副所長H

炉主任a
管理部長I
保全部長K
品証副主幹m
特命嘱託B17
技術部長B18

運管室代ZZ
副主幹e
主幹o

担当者B21

電気保修課 責任者 X
主幹B11

課長L
課長O
課長ｍ

課長代理B19 TL及び担当者（JJ）
課長O
課長Q

課長代理Q
課長代理R

技術副主幹B20、TL及び担当者
課長V
課長B3

課代W
課代X

ＴＬ及び担当者
「未点検機器」確定に伴う課内再々

確認作業チーム

機械保修課

確認員

電気保修課

時　期 トピックス

所長B15
所長A④
所長B
副所長B2
副所長B1
所長代理VV
【敦賀本部】
理事長

所大チェック班
データベース班

炉主任a
品質保証室
室長Ｄ

運営管理室
室長F
室代ZZ

プラント管理部
部長I

安全管理課長B7

プラント保全部
部長Ｋ

プラント保全部次長Y

プラント保全部
他課

（施設保全課長B6）
（燃料環境課長ii）
（主幹L）
（副主幹A7）

保修計画課

平成25年4月9日

平成25年4月11日

平成25年4月15日

～

平成25年4月18日

平成25年4月頃

平成25年5月10日

平成25年5月12日
～

平成25年5月24日

【要因T2‐81】
所大のチェックでは、点検期限の変更が行われている可能性がある箇所については、記載内容

や手続きの妥当性を確認する必要があったが、共通保修設備燃取機器洗浄設備（計装分）が平

成24年12月に点検期限を超過していることを検知できなかった【D‐161】

【要因T2‐76】
燃料環境課長は、点検期限超過に係る調査において、

点検期限が変更されている場合には変更に係る手続

きを確認する必要があったが、保全計画（点検計画）の

「次回点検期限」欄が変更されている設備について、

【担当CC】
業連「保守管理上の不

備に係る点検実績確認

要領書（電気保修課分を

除く）に基づく確認作業

の実施について」作成

【課長Q】
承認

【燃料環境課TL ｊｊ】
センター確認チー

ムからの指示（業

連）を受け、TLｊｊは、
作業用電子データ

に点検実績日及び

報告書番号及び

ページ番号欄を設

けた

【燃料環境課担当

者 ｍｍ、nn】
点検報告書を基に

点検実績日（平成

21年1月～平成25
年3月）の入力を開
始した（平成25年3
月から見て直近の

実績を先行して入

力）

補足（業連より抜粋）

保守管理上の不備に係る点検実績確認要

領書（電気保修課分を除く）の制定に伴う確

認作業の実施依頼

【課代Q】
保守管理上の不備に係

る点検実績確認要領書

（電気保修課分を除く）を

作成

補足（業連から記載）

要領書制定：平成25年4月11日
目的：保守管理上の不備（電気保修課以外設備）に関し、点検計画Rev11
における直近の点検実績を調査し、平成25年3月現在において点検超過
が無いかを確認する。

確認内容：

①点検計画表に記載の点検実施日及び点検報告書の確認

②点検期限から、点検間隔超過がないことを確認する。

③所内ダブルチェック（別途要領書に従い実施）【課長Q】
確認

【次長Y】
確認

【部長K】
承認

【部長I】
確認

【副所長H】
確認

【室長D】
確認

【室長F】
確認

【施設保全課長B6】
【燃料環境課長ii】

確認

【燃料環境課担当

者mm、nn】

担当者mm,nnは、

平成25年3月現在

から見て直近の

データの入力が完

了した時点で、点検

間隔／頻度を考慮

し、点検期限超過

がないことを自ら確

認し、印刷してTL-ｊｊ

へ提出した

【燃料環境課TL-ｊ

ｊ】

燃料環境課の電

気・計装分を取り

まとめて、ダブル

チェック班事務局

へ提出

【保全部副主幹

e】
電気保修課以

外で「クラス2以
下で機能要求な

し」の機器等に

対する点検要領

を作成

【副所長H】
確認

所内ダブル

チェック班による

確認

補足（要領から記載）

要領書制定：平成25年4月11日
目的：電気保修課以外の課の所掌機器において「クラス2以下の機器で機
能が要求されていない機器」に対して、直近の点検実績日と点検周期を

確認し、平成25年3月現在で点検周期を超過していないか確認する。
【作業内容】

①チェックシートに記載されている直近の点検実績日及び報告書番号と

ページの記載と報告書に相違がないことを確認する。

②直近の実施日と周期を確認し、現在超過の有無を確認する。

【注意事項】

・記載に相違があった場合は、担当課員へ連絡し指示を受ける。

補足

点検計画の次回点検期

限に着目したチェックと

はなっていない

補足（ダブルチェック員インタビュー）

不明な点があった場合には、ダブルチェックの事務局

へ確認していた

【要因T2‐82】
点検期限超過を調査するために設けられたもんじゅとしての調査・確認チーム

は、点検期限の変更が行われている可能性がある箇所については、記載内容

や手続きの妥当性を確認する必要があったが、「次回点検期限」欄が変更され

ている設備について、変更に係る手続きを確認しなかった【Ｃ‐161】

【要因T2‐80】
所大のチェックでは、点検期限の変更が行われている可能性がある箇所については、記載内容

や手続きの妥当性を確認する必要があったが、共通保修設備燃取機器洗浄設備（計装分）につ

いて、「次回点検期限」欄を確認し、「次回使用時」と記載されていたため、現時点で超過している

と思わなかった【Ｅ‐161】

要因２－１５０】

←【要因１－１６４】
センター大のチェックでは、直近の点検実績日と点

検周期を確認して、現時点での超過の有無を確認

するとともに、記載に相違がある場合には、保守担

当課へ連絡する要領になっているにも関わらず、

チェック担当者へ確認方法の事前周知が徹底され

【要因T2‐79】
所大のチェックでは、直近の点検実績日と点検周

期を確認して、現時点での超過の有無を確認する

とともに、記載に相違がある場合には、保守担当

課へ連絡する要領になっているにも関わらず、

チェック担当者へ確認方法の事前周知が徹底され

ていなかった（ＰよりＤが先になっている）【Ｆ‐161】

【要因T2‐78】
燃料環境課長は、点検期限超過に係る調査において、点検期

限が変更されている場合には変更に係る手続きを確認する必

要があったが、保全計画（点検計画）の「次回点検期限」欄が変

更されている設備について、変更に係る手続きを確認していな

かったものがあった【Ｃ‐159】

【要因T2‐76】
燃料環境課の担当者は、点検期限超過に係る調査を行うにあたって、超過に必要となる手続きを

確認しておく必要があったが、点検期限を明確にした保全計画（点検計画）の第11次改正におい
て、「次回点検期限」欄に次回使用時と記載した上で「備考」欄にその解説を記載する処置を講じ

たので点検期限の超過に係る手続きは不要と思った【Ｅ‐159】

【部長K】
未点検機器数

確定作業のた

め12月～3月
までの点検実

績を明確にす

【副主幹e】
平成24年12月
から平成25年3
月までの点検実

績を確認するた

めに「実績入力

データに対する

ダブルチェック

要領」作成

【副所長H】
承認

【電気保修課】

「点検実績入力済みの平成25年1月報告書作成のための未点検機器確認デー
タベース」に12月～3月までの点検実績を入力

【電気保修課】

「点検実績入力済みの平成25年1月報告書作成のための未点検機器確認デー
タベース」に12月～3月までの点検実績を入力

「実績入力デー

タに対するダブ

ルチェック要領」

に基づき、12月
～3月までの点
検実績について、

所内ダブル

チェックを実施

補足

手順書制定：平成25年5月10日
目的：電気保修課において平成２４年12月から平成２５年３月まで
の点検実績入力データに対して、点検実績日と点検実績エビデン

スを確認し、エビデンスと入力データ記載内容に間違いがないか

確認する。

補足（要領書から記載）

手順書制定：平成25年5月10日
目的：

電気保修課において平成２４年12月から平成２５年３月までの点検実績入力データに対して、点検実績日と点検実績エビデンスを確認し、エビデンスと入力データ記載内容に間違いがないか確認する。
作業内容：

①電気保修課から「点検実績日」及び「実施日が記載された報告書（エビデンス）番号」と「その報告書該当ページ」が記載されたチェックシートの提示を受ける。

②チェックシートに記載されている報告書（エビデンス）の指示を受け、チェックシートの記載と相違ないか確認し、チェックシートへチェック（✔）する。

【要因T2‐88】
電気保修課では、平成24年12月に入った時点で点検期限を超過していることを早期
に発見すべきであったが、平成25年7月、8月に調査を実施するまでに行った調査では、
平成24年12月から平成25年3月までに実施した点検の実績が報告書と比較して誤りが
ないかを確認するのみであり、平成24年12月に入った時点での点検期限超過を発見で
きる調査ではなかった【Ｃ‐176】

【要因T2‐86】
電気保修課の調査に用いられた所大チェックの要領書では、点検期限を超過している機器を全て発見できるよう、あらゆる視点から計画的にチェッ

クすべきであったが、平成25年7月、8月までに実施した調査は、保安検査等で指摘のあった視点を用い、必要最低限のチェックとしていた（保安検査
の指摘等の課題や懸念事項を解消するための限定的なチェックとなっていた）【Ｅ‐176】
←【要因T2‐85】
所大チェックの要領書を作成した事務局では、点検期限を超過している機器を全て発見できるよう、あらゆる視点から計画的にチェックすべきであっ

たが、あらゆる視点からチェックできるような業務の計画を整えなかった 【Ｆ‐176】
←【要因T2‐84】
事務局は、所大チェック業務を確実に実施するために、保全計画（点検計画）の見直し、見直しに至る作業プロセス、チェックする確認員の力量、作

業、責任者による実施結果の確認と次の工程へのリリース許可が適切に実施されていることを確認する手立て（設備所管課長の処理の妥当性を評

価する仕組みや記録）等について、それらの必要があるかどうかの検討が不足していた【Ｇ‐176】
←【要因T2‐41】
再掲

【Ｆ‐165】

【要因T1‐292】
【Ｅ‐47】

【要因T1‐136】
【Ｋ‐3】

供用前第２保全

サイクルの保全

計画改正（改正

12）

改正Ｈ25/5/24
施行Ｈ25/5/24

【問題事象2‐8】（要因T2‐89）
電気保修課は、保全計画における点検計画から

特別な保全計画への移行手続きを整理した保全計

画Rev.12制定の際に、移行手続き不備により点検
期限が超過していることの調査が適切に実施できて

いなかった【B‐179】

【要因T2‐57】
再掲【C‐179】

【問題事象2‐2】（要因T2‐83）
もんじゅの調査・確認チーム及び燃料環境課では、点

検期限の超過に係るエビデンスの確認が不足していた

【Ｂ‐159】

【要因T2‐77】
燃料環境課長は、点検期限超過に係る調査について、設備の担当者以外の者に担当させ、点検

期限の超過に係る必要な手続きがなされていることを確認する必要があったが、点検時期や点検

期限の詳細については設備担当者が最も知り得ているとして担当させ、同担当者は点検期限超

過を回避する手続きが不要と思い込んでいたために超過に係る手続きを確認しなかった【Ｄ‐159】

【要因T2‐75】
もんじゅ幹部は、点検実績の確認においては、調査担当者の思い込

みを防止するために、設備の担当者以外の者にチェックを担当させる

要領とすべきであったが、プラント保全部が作成した点検実績確認要

領では、設備の担当者以外の者が点検期限超過に係る必要な手続

きがなされていることを確認する方法とはなっていなかった【Ｅ‐160】

【要因T2‐74】
もんじゅ幹部は、プラント保全部が作成した点検実績確認要領において、調査を担当す

る者の要件や点検実績の調査方法が手続きの不備等を確実に発見できるようになって

いることを確認すべきであったが、設備の担当者以外の者によって必要な続きを客観的

に確認する要領となっていることを確認するという横断的なチェックが機能していなかっ

た【Ｆ‐160】

【要因T2‐87】
電気保修課では、平成24年12月に入った時点で点検期限を超過していることを早期に
発見すべきであったが、平成25年7月、8月までに実施した調査は、調査範囲を限定した
ものであった【Ｄ‐176】

【頂上事象Ｂ】（要因T2‐61）（再
掲）

保守管理上の不備に係る調査

が不十分で何度も繰り返した【Ａ

‐153】

（ｂ‐5機械保修課では、デイーゼ
ル発電機の付属機器である清

水膨張タンク等の点検期限超

過が、平成25年4月に実施され
た所大チェックまで確認できな

かった）
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責任者 確認者 事務局

副所長H

炉主任a
管理部長I
保全部長K
品証副主幹m
特命嘱託B17
技術部長B18

運管室代ZZ
副主幹e
主幹o

担当者B21

電気保修課 責任者 X
主幹B11

課長L
課長O
課長ｍ

課長代理B19 TL及び担当者（JJ）
課長O
課長Q

課長代理Q
課長代理R

技術副主幹B20、TL及び担当者
課長V
課長B3

課代W
課代X

ＴＬ及び担当者
「未点検機器」確定に伴う課内再々

確認作業チーム

機械保修課

確認員

電気保修課

時　期 トピックス

所長B15
所長A④
所長B
副所長B2
副所長B1
所長代理VV
【敦賀本部】
理事長

所大チェック班
データベース班

炉主任a
品質保証室
室長Ｄ

運営管理室
室長F
室代ZZ

プラント管理部
部長I

安全管理課長B7

プラント保全部
部長Ｋ

プラント保全部次長Y

プラント保全部
他課

（施設保全課長B6）
（燃料環境課長ii）
（主幹L）
（副主幹A7）

保修計画課

平成25年5月30日

平成25年6月3日

～

平成25年6月19日

平成25年7月24日

～

平成25年7月26日

【要因T2‐42】
再掲

【F‐162】

【次長 Y】

確認・押印

平成25年度第1

回保安検査実

施（6月3日～6

月21日）

【燃料環境課】

平成25年度第1回保

安検査にて、共通保

修設備（65機器）の

未点検機器が発見さ

れた。

【部長 K】

承認・押印

【課代 W】

「未点検機器個数」確定に

伴う課内再々確認作業要領

書作成

【課長 V】

確認・押印

【課長代理 W】

平成25年12月に点検

期限超過となるものと

して管理していたリスト

に未点検とはならない

ものがあることを保安

検査官から指摘を受

けた。

【課長 V】

各ＴＬ、担当者

指示

【TL及び担当】

点検実績確認用リストより、

疑義事項を抽出する。

疑義の有無により、次のよう

に処理する。

疑義有り：点検実績確認用リ

ストに黄マーキング

疑義無し：点検実績確認用リ

ストに青マーキング

電気保修課

「未点検機器

個数」確定に

伴う課内再々

確認作業要領

書制定

点検超過機器

（H25年4月以降）

の有無確認要領

策定（平成25年7

月24日）

【主幹 L】

点検超過機器

（H25年4月以降）

の有無確認要領

策定

補足（不適合報告書13-25より）

平成25年度第1回保安検査時に未点検機器の確認を行った際に点

検期限が平成24年12月であるのに対し、至近の点検実績が平成22

年8月23日であり、点検期限を超過していたことが確認された。（他

にも64機器、同様なものが確認された。）

補足

点検実績確認用リストにおいて、観測用地震計の点検実績

が間違っていたため、点検期限が来ていないのに不適合と

してしまった。

保安検査の12月以降不適合の実績抜き取り確認において、

「12月末を点検期限とした観測用地震計の点検が平成23年

7月に行われており、点検頻度2サイクルであることから、点

検期限が平成25年11月であり、不適合管理しなくてもよい

のでは」との指摘を受けた。

補足

課長指示を受け、「点検実績入力済みの平成25年

度1月報告書作成のための未点検機器確認データ

ベース」に12月～3月までの未点検機器確認デー

タベース（：約2.3万個）の点検実績全数について再

確認を実施。

電気保修課

「未点検機器

個数」確定に

伴う課内再々

確認作業を開

始

保守管理上の

不備に係る点

検実績確認要

領書（電気保

修課を除く）

（Rev2）改正
（5/30）

[課代Q]
保守管理上の不備に

係る点検実績確認要

領書（電気保修課分

を除く）を改正（改正

2）

[施設保全課長
B6]

[燃料環境課長
ii]

[課長Q]
確認

[次長Z]
確認

[部長K]
承認

[部長]
確認

[室長F]
確認

[室長D]
確認

[副所長H]
確認

データベース班

からデータ入力

シートの入力内

容チェック作業

（所内チェック）

の作業内容確

認会を実施

[データベース
班]

電子データにて

自動計算ソフト

にて、自動検査

を実施し、各課

担当へ点検期

限超過個数等

に間違いがな

いかの確認を

依頼

データベース入

力用フォーマッ

トから所内ダブ

ルチェックに必

要な項目を抜

粋して印刷し、

燃料環境課の

ダブルチェック

及びダブル

チェック班へ提

所内ダブル

チェック班によ

る確認（6/3～
6/8）

[燃料環境課
担当ｍｍ]

データベース作

成班から点検

期限超過個数

等の確認依頼

を受け、65台に
ついて、点検期

限が超過してい

る記載となって

おり、超過でな

いと判断し、「エ

クセルによる判

定が困難な

データの評価

（手動フラグ）欄

のうち、「現在

の超過」欄に

「0：無し」を記入

補足（要領書から記載）

要領書改正：平成25年5月30日
平成25年4月11日に承認を受けた「保守管理上の不備に係る点検実績確認要領書（電気保修課分除く）」の実
施内容に所内ダブルチェック作業を追加

【設備担当課によるクロスチェック】

１．点検間隔の一時的延長（手続き文書の確認）のチェック

①担当チームにて、点検間隔の一時的延長手続きに係る資料を準備する。

②機器の点検項目の一時的延長手続きの有無を確認する。

③「一時的延長」欄に正しく入力されていることを確認する。

２．点検間隔/頻度 変更確認の「有効性評価」のチェック

３．点検超過の基準の「数値（手入力）」及び単位のチェック

【所内ダブルチェック】

１．エクセルによる判定が困難なデータの評価（手動強制フラグ：過去の超過）の確認

「チェック用データ入力シート」にて、「過去の超過」欄に入力されている機器を対象とし、

チェックシートにより点検実績日－点検実績日の間隔を確認する。

補足（担当者mmインタビュー）
次回点検期限も「次回使用時」となっていることか

ら、過去の超過及び現在の超過はないと判断した
【要因2‐82】
再掲【C‐161】

【要因T2‐91】
もんじゅの調査・確認チームのうちデータベース班は、点検期

限超過の可能性があることが確認された場合には、ダブル

チェック班へ連絡すべきであったが、「次回点検期限」欄が変

更されており期限超過の可能性のある機器を算出した際に、

点検期限超過に係る手続き確認の役割は担っていなかったこ

とから、担当課へ確認処理を依頼しただけであった【Ｄ‐162】
←【要因T2‐90】
もんじゅの調査・確認チームでは、データベース班が点検期限

超過の可能性を発見した場合、ダブルチェック班へ連絡し確認

すべきであったが、データベース班が出した点検期限超過の

可能性のある情報が、燃料環境課内担当者の確認のみで処

理されており、未点検機器の確定に必要な情報が所内ダブル

チェック班に提供されなかった【Ｅ‐162】

【要因T2‐42】
再掲

【F‐162】
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責任者 確認者 事務局

副所長H

炉主任a
管理部長I
保全部長K
品証副主幹m
特命嘱託B17
技術部長B18

運管室代ZZ
副主幹e
主幹o

担当者B21

電気保修課 責任者 X
主幹B11

課長L
課長O
課長ｍ

課長代理B19 TL及び担当者（JJ）
課長O
課長Q

課長代理Q
課長代理R

技術副主幹B20、TL及び担当者
課長V
課長B3

課代W
課代X

ＴＬ及び担当者
「未点検機器」確定に伴う課内再々

確認作業チーム

機械保修課

確認員

電気保修課

時　期 トピックス

所長B15
所長A④
所長B
副所長B2
副所長B1
所長代理VV
【敦賀本部】
理事長

所大チェック班
データベース班

炉主任a
品質保証室
室長Ｄ

運営管理室
室長F
室代ZZ

プラント管理部
部長I

安全管理課長B7

プラント保全部
部長Ｋ

プラント保全部次長Y

プラント保全部
他課

（施設保全課長B6）
（燃料環境課長ii）
（主幹L）
（副主幹A7）

保修計画課

平成25年7月26日

平成25年7月30日

【要因T2-107】

事務局は、責任者による所大チェック結果の

最終判断と次の工程へのリリース許可に係

る記録を、所大チェック手順書及び疑義処理

手順に記載していなかった【Ｄ198】

【要因T2-106】

所大チェック事務局は、所大チェック手順書の作成にあたり、

所大チェック作業を行う前に、未点検を確実に抽出できること

をレビューすべきであったが、手順書のレビュー項目を決めて

いなかった

【Ｃ‐188】

【要因T2-114】

所大チェック責任者は、所大チェック結果を確

認して次の工程へリリースすべきであったが、

未点検機器確認作業の状況、設備所管課長

による疑義処理の結果、所大チェック完了の

状態を確認していなかった

【C-199】

【要因T2-112】

責任者は、所大チェック作業の進捗

状況を把握して必要な指示等をする

立場であったにも関わらず、所大

チェック手順書に「責任者への報告」

が記載されていないこと、所掌業務

（ＰＰ）が忙しくなったことから、進捗状

況を自ら把握する姿勢に欠けていた

【Ｄ-199】

【要因T2-113】

事務局は、所大チェック班の責任者の役割を決めておらず、また、

所大チェック手順書に、未点検機器確認作業の状況、設備所管

課長による疑義処理の結果、所大チェック完了の状態を、所大

チェック責任者へ報告して確認を受ける手順を定めていなかった

【Ｄ-200】

【要因T2‐
110】
【F‐187】
再掲

【上席嘱託 Hインタビュー結果】

。作成された手順書については、作業手順に問

題がないか程度の確認をした上で、承認印を

押した。所大チェックは実質的にプラント保全部

がやっていたので、手順書作成や進捗管理等

の作業は事務局に任せていた。その理由は、

実施責任者にはなっていたが、ちょうど同じ時

期（７月）に受けたＰＰ（核物質防護）検査で違

反事項の指摘があり、その対応（７月～10月）

に多くの時間がとられ、所大チェック作業には

ほとんど関われなかった。

【要因T2-110】

責任者は、所大チェックの要求事項を明確にするなど、

ＱＭＳの観点から過不足がないことを指導すべきであっ

たが、自らが担当している核物質防護（ＰＰ）の規定違

反事案への対応が急務となり、責任者の職務を遂行で

きなくなったことから、手順書作成を事務局に任せてい

た【Ｆ-187】

【要因Ｔ1‐182】
【F‐42】

点検成績書の記

載に係る所大

チェック手順書

制定

【副所長 H】

承認

【副主幹 e】

「点検成績書の

記載に係る所大

チェック手順書

」の作成

平成25年8月19日へ

【電気保修課ＴＬ及び担当者】

疑義（赤マーキング）を疑義リストにまとめ２次スクリーニ

ングを実施した。

２次スクリーニング：処置方針の策定

【ＴＬ及び担当者】

黄マーキングを疑義リスト（電気

課内用エクセル）にまとめ、１次

スクリーニングを実施した。

１次スクリーニング：疑義内容の

パターンわけ→分別

（疑義が残る場合：赤マーキン

グ）疑義が残るもの

（赤マーキング）

平成25年8月19日へ

疑義が残るもの

（赤マーキング）

疑義解消

（オレンジ

マーキング）

平成25年8月19日へ

【安全管理課長

B7】

確認作業を実施。

（作業期間：平成

25年7月26日まで

継続して実施）

【施設保全課B6】

【燃料環境課ii】

確認作業を実施。

（作業期間：平成

25年7月26日まで

継続して実施）

（施設保全課に

ついては25日ま

で）

【TL及び担当者】

確認作業を実施。

（作業期間：平成

25年7月26日まで

継続して実施）

【施設保全課】

点検超過機器

（H25年4月以降）

の有無確認結果

を作成し、課長

確認

【燃料環境課】

点検超過機器（H25

年4月以降）の有無

確認結果を作成し、

課長確認

【Tl及び担当者】

点検超過機器

（H25年4月以降）

の有無確認結果

を作成

【課長代理】

確認

【課長】

確認

【安全管理課】

点検超過機器

（H25年4月以降）

の有無確認結果

を作成し、課長確

認

【次長 Y】

確認

【部長 K】

承認

不適合件数確

定特別チーム

打ち合わせ（第

3回）

【副所長 H】

不適合件数確定

特別チーム打ち合

わせに参加

【炉主任 a】

不適合件数確定

特別チーム打ち合

わせに参加

【プラント保全部

部長 K】

不適合件数特別

チーム打ち合わ

せに参加

【プラント保全部

次長 Y】

不適合件数特別

チーム打ち合わ

せに参加

【副主幹 e、主

幹 o】

不適合件数確

定 特別チーム

打ち合わせに参

加

【機械保修課長

Q】

不適合件数特別

チーム打ち合わ

せに参加

【機械保修課長

代理 R】

不適合件数特別

チーム打ち合わ

せに参加

【保修計画課 JJ、

j】

不適合件数特別

チーム打ち合わ

せに参加

【電気保修課長 V】

不適合件数特別チーム

打ち合わせに参加

【運管室 室長 F、

室代 ZZ、B21】

不適合件数特別

チーム打ち合わせ

に参加

【所長代理 VV、副所長

B2】

不適合件数確定 特別

チーム打ち合わせに参

加

【電気保修課 課代 W、

課代 X】

不適合件数特別チーム

打ち合わせに参加

【保全部 主幹 L、

燃料環境課 課代 B25、

施設保全課長 B6】

不適合件数特別チー

ム打ち合わせに参加

【主幹 o】

「点検成績書の

記載に係る所大

チェック手順書

」の改定案を作

成

CBA

補足

電気保修課は、間違ったデータが多数あると認識し、直近、

直々近だけではなく、全部対象としてチェックした。（所大

チェックは直近、直々近のみをチェック）

補足

【不適合件数確定特別チーム 打合せ概要】

（点検時期調査事案の機器個数の確定について(平成25年7月25日

本部長説明資料)）

本資料についての本部長のコメントとしては主に以下の通り

・数の確定は必須であるが、今回のような未点検機器が発生し、点

検ができないような事態となると致命的となる。直近に未点検機器

がないことを最優先に確認しておくこと。

・疑義リストに基づく解釈集を作成し、判定基準を明確にすること。

補足

（点検成績書の紐付に係る疑義パターンと所大チェックによる摘

出のための「ものさし」について）

平成25年7月19日の所大抜き取り確認において、点検成績書の

紐付に係る疑義が、概ねどのように分類されるかを説明し、疑義

を分類した情報を基に整理した「ものさし」を用いて、所大チェック

員が点検成績書のチェックを行うことを説明した。

補足

点検時期調査事案のt機器個数の確定について（対応状況）につ

いて説明した。

補足

【不適合件数確定特別チーム 打合せ概要】

（点検成績書の紐付に係る疑義のパターンと所大チェックによる摘出のための“ものさし”につい

て）

疑義のパターンのうち、点検計画表と点検成績書の記載が一致しないものが存在するが、 点検

成績書は修正できない。しかし、保安検査では確実に対象物が確認されることとなる。

→点検計画表も設備図書の名称から記載しているため、名称については安易には修正できない。

設備図書で確認できない部分については各担当の判断でわかりやすい記載としていると考えら

れる。

→混乱をきたす可能性があるので、点検計画書の記載は修正しないこととする。

ここで策定した「ものさし」に当たらないものはすべて疑義として挙げることとする。

挙げられたもの（点検計画と齟齬が認められるもの）については、以下のように分類できる。

①表現の適正化（不適合処理）

②要領書等の中で読めるもの

③技術的評価（有効性評価）を実施するもの

補足（「点検成績書の記載に係る所大チェック手順書」より抜粋）

１．適用

本作業は、「未点検機器個数」確定のための再確認作業の一環で実施する。

５．チェック作業の概要

保安検査用点検実績リスト（以下「実績リスト」という）に記載されている点検実績のうち、直

近２回分の点検実績について、その根拠となっている点検成績書の記載内容と点検計画の

記載内容との整合性を確認する。

６．チェック作業の内容

報告書番号、ページ番号、点検実施日の確認

機器名称、機器番号の確認

点検項目の確認

点検内容の確認

判定結果の確認

点検成績書の記

載に係る所大

チェック手順書

作成

【要因T2-101】

所大チェック事務局（プラント保全部）は、所大チェック手順書において、所大チェックで保全計画（点検計画）の誤りを厳格に抽出できる作業内容とすべ

きであったが、確認する範囲を「直近２回分（直近及び直々近）」に限定したり、疑義とする判断基準に代替点検等を容認しうるような表現を用いる等の内

容にしていた

【Ｃ-184】

補足（事務局配信メールより）

当初の基準では、ほとんどが疑義として抽出されてしまう

ため、「同義」と取れる「表現」、「記述」は認めることとした。

炉主任、部長等についても確認済み。

【要因T2‐101】
再掲【C‐184】

【要因T2-95】

所大チェック事務局は、所大チェック手順書の作成にあたって、

未点検を確実に抽出するための必要な事項を明確にすべき

であったが、作業の要求事項、プロセスの確立、資源の提供、

監視・測定、記録を検討せず、それらを所大チェック手順書に

記載しなかった

【Ｃ-186】

【要因T2-102】

所大チェック班は、保全計画のすべてを対象に疑義の有無を確認すべきであったが、確認対象範囲を限定する等としたため、所大確認において発見さ

れた記録の不備等を疑義として抽出できなかった【Ｃ-202】

疑義無し

（青マーキング）

疑義有り

（黄マーキング）

点検超過機器

（H25年4月以降）

の有無確認作業

を実施

補足

各課が所有する信頼性が高い不適合件数確認用

データベースにて、点検計画に記載されている「直

近の実績」、「点検間隔/頻度」、「次回点検期限」

を確認し、点検超過がないことを確認する作業を

実施。

補足

平成25年7月24日～平成25年8月30日まで作業継続

【要因T2-99】

事務局は、点検間隔／頻度に応じて未点検か否かを確認するには、保全プログラ

ム導入時（平成２１年１月）に遡って点検実績を確認すべきであったが、所大チェッ

ク時点で未点検状態でないこと、当時の保安検査では直近と直々近の点検実績が

確認されていたことから、それ以外の実績を確認することに考えが及ばなかった

【Ｄ-184】

【要因T2-98】

事務局は、もんじゅが目標に掲げた「平成２５年度第２回保安検査（９月）までに不

適合件数を確定して保全計画（点検計画）を改訂する、平成２５年９月末までに未

点検機器の点検を完了する」ことを踏まえ点検計画改訂には“点検実績／予定”欄

の４年度分の実績を確認すべきであったが、未点検機器個数確定に着目して、特

に“直近”の点検実績を確認すればよいと考えて手順書化した【Ｅ-184】

【要因Ｔ2-100】

事務局は、保全計画（点検計画）と点検成績書との点検内容が整合するか否かを

確認するには、整合を判断する基準を明確にすべきであったが、記載の一字一句

を厳密にすると疑義ばかりになり、類似な表現で内容が同意語は問題ないとして

「同義語可」等としたことから、同義語等を拡大解釈して、未点検とすべきものが点

検したものと誤認されることに考えが及ばなかった【Ｄ-185】

【要因T2-94】

事務局は、所大チェック業務を確実に実施するために、保全計画（点検計画）の見直し、見直

しに至る作業プロセス、チェックする確認員の力量、作業、責任者による実施結果の確認と次

の工程へのリリース許可が適切に実施されていることを確認する手立て（設備所管課長の処

理の妥当性を評価する仕組みや記録）等について、それらの必要があるかどうかの検討が不

足していた【Ｄ-186】

【要因T2-93】

事務局は、所大チェック手順書を作成するにあたり、ＱＭＳ文書「業務の計画に係る作成要領」

を適用して、作業プロセス等の必要性を検討してプラント保全部内に諮る又は品質保証室に相

談するなどの対応をとるべきであったが、ＱＭＳの文書管理とは異なり、過去の“保守管理の不

備”に係る要領や手順を参考に、作成者の経験等を基に作成するなど、ＱＭＳ文書の認識が不

十分であった【Ｅ-186】

【要因T2-111】

所大チェック班の責任者は、事務局に対して、チェック作業の流れや

抜け等の問題だけではなく、所大チェック手順書がＱＭＳに即したも

のになっていることを指導すべきであったが、ＱＭＳ文書「業務の計

画に係る作成要

領」と適合していることなどの具体的な指導をしていなかった【Ｅ-

【要因T2-105】

事務局は、所大チェックに関する手順書をＱＭＳ文書「文書管理要領」の内部文

書と位置付けて、ＱＭＳ文書「業務の計画に係る作成要領」（内部文書の作成等

に係る要領）に準拠してレビューすべきであったが、所大チェック手順書等を「業

務の計画に係る作成要領」の“個別業務”として取り扱わなかった【Ｄ-188】

【要因T2-104】

事務局は、所大チェック手順書等が「業務の計画に係る作成要領」の“個別業務”

に該当し、内部文書として管理する必要があることに考えが至っていないなど、Ｑ

ＭＳ文書の認識が不十分であった【Ｅ-188】

【要因T2-108】

所大チェック事務局は、所大チェック業務を

監視・測定し、所大チェック結果を次の工程

にリリースできていることを確認し、記録化

すべきであったが、所大チェックが確実に

実施できていることを監視・測定していな

かった

【Ｃ-198】

【要因T2-94】

再掲【D‐186】

【要因T2‐94】
再掲【D‐186】

【要因T2-97】

事務局は、作業手順等の作成に際し、未点検機器個数確定と保全

計画（点検計画）改訂に向け、所大チェックによる疑義抽出や疑義の

処理の作業が適切に実施できるよう検討すべきであったが、点検計

画改訂までの各作業ステップの作業範囲・内容、次の作業ステップ

へのリリース内容・方法など、全体スケジュールにおける各作業工程

や必要な作業プロセス等

の構築が不足していた【Ｆ-184】

【要因T2-96】

事務局又はプラント保全部は、所大チェックによる疑義抽出から

疑義の処理、不適合件数確定や保全計画（点検計画）改訂まで

の一連作業をセンター目標の時期までに行う作業量の見積もり

が十分にできておらず、抽出した疑義に対して、点検の実施、保

全の有効性評価、不適合発行等を実施する作業期間を確保でき

ていなかった【Ｆ-185】

【要因T2-92】

プラント保全部長、運営管理室長及び品質保証室長は、もんじゅを挙げて実施す

る所大チェック手順書の作成に際し、手順書を内部文書として、その内容を所掌業

務の視点で問題がないかを確認すべきであったが、その確認を行うことが明確に

なっておらず、確認が不十分であった【Ｆ-186】【要因T2‐
111】
【E‐187】

【次長 Y （前プラント保全部次長）インタビュー結果】

現時点において未点検(点検時期超過)になっていないかどうかを判断するために

は「直近」と「直々近」の実績を確認する必要があった。

【プラント保全部／技術主幹 e インタビュー結果】

設備機器の点検期限超過の問題については、当時、9月末までにすべての措置を

完了することを対外的に約束しており、それを守る必要があった。

【プラント保全部／技術主幹 e インタビュー結果】

当時の保安検査での確認対象にならって、「直近」と「直々近」とした。

【炉主任インタビュー結果】

平成24年の9月の保安検査において、電気保修課の点検記録に不備があった。当

時のプラント保全部長が同じような不備がないか確認指示をしたところ、いくつもの

不備があった状況であった。そのため、その状態をどういう形で公表するかをもん

じゅを含む敦賀本部大で検討し、点検記録に係る不備を、①点検期限超過に関す

るもの、と、②保全の有効性評価を行っていないもの、とに分類して、同年12月の保

安検査で提示することとした。同じ頃（平成24年11月27日）に、プレス発表した。その

プレス発表した数値がのちのちまで後を引くこととなり、その説明のためには「直近」

と「直々近」の点検記録を調査しなければならない状況になっていたものだと思う。

【プラント保全部／技術主幹 e  インタビュー結果】

当初作成したチェックシートを用いて作業を進めると問題の無い多くのものにも疑義が発生

し、本当の疑義が隠れてしまうことを危惧したため、緩和するという意識ではなく、類義語や

同義語で読めるものは問題ないものするようにチェックシートを変更した。類義語、同義語

の判別には具体例を示している。一方、「一式」の件については、当時、頭の中になかった。

なお、緩和した条件でのチェックでもかなりの疑義が発生していた。

【プラント保全部／技術主幹 e インタビュー結果】

疑義対応については、９月末期限に向けて時間がなかったため、また、各課の対応

により「表１」未点検機器数が0となったため、作業フローの途中の段階（「処置方法

の決定。事務局が「所大確認班欄」へ記入。）ではあったが、所大チェック班の作業

を終了してしまった。そのため、当初予定していた解釈集の作成は行っていない。

疑義リストの対応だけ、担当課長が押印するまで（10月下旬）作業を継続した。

【燃料環境課／技術主幹 o インタビュー結果】

要領書作成当時、品質記録管理要領までは気がまわらなかった。事実、作成者のよりどこ

ろとした「業務の計画に関わる作成要領」には、「品質記録管理要領」の記述もなく「記録の

名称」、「記録の日付」、「記録の管理部署」等の併記に気付くのは困難と思われる。もん

じゅのＱＭＳ文書の関連性が分かりにくいと感じている

【プラント保全部／技術主幹 eインタビュー結果】

他者によるレビューやコメント確認については、要領書の作成

の際に、設備担当課の確認を受けて制定した。一方で、安全

技術検討会などの会議体に諮るようなことはしていない。

【プラント保全部／技術主幹 e インタビュー結果】

要領書作成にあたって、「課題発生時対策要領」があ

ることを念頭に置いていなかった。

【要因Ｔ2-41】

再掲【G‐163】

【要因Ｔ1-182】

【F‐42】

【要因T2-97】

【Ｆ-184】

【問題事象2‐15】（要因T2‐109）
所大チェック班は、所大チェッ

ク業務について、保安規定の

「7.5.1業務の管理」を踏まえた
管理と運営をしていなかった

【Ｂ‐198】

【問題事象2‐11】（要因Ｔ2‐103）
未点検か否かにつぃて点検内容と点検成績書で確認するための「点検成績書の記載に係る

所大チェック手順書」（以下「所大チェック手順書」という。）は、保全計画（点検計画）の誤りを

十分に抽出できるものではなかった【Ｂ‐184】

【要因Ｔ1‐129】
【Ｉ‐8】

補足（ダブルチェックデータから）

以下のような疑義を抽出

・B1次主冷却系循環ポンプM-Gセット界磁しゃ断器：作動試

験において、名称、機器が読み取れない。

・1次主循環ポンプA軸封部供給第1停止弁：外観点検が読

み取れない。（特性試験を実施している記録しか存在しない）
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責任者 確認者 事務局

副所長H

炉主任a
管理部長I
保全部長K
品証副主幹m
特命嘱託B17
技術部長B18

運管室代ZZ
副主幹e
主幹o

担当者B21

電気保修課 責任者 X
主幹B11

課長L
課長O
課長ｍ

課長代理B19 TL及び担当者（JJ）
課長O
課長Q

課長代理Q
課長代理R

技術副主幹B20、TL及び担当者
課長V
課長B3

課代W
課代X

ＴＬ及び担当者
「未点検機器」確定に伴う課内再々

確認作業チーム

機械保修課

確認員

電気保修課

時　期 トピックス

所長B15
所長A④
所長B
副所長B2
副所長B1
所長代理VV
【敦賀本部】
理事長

所大チェック班
データベース班

炉主任a
品質保証室
室長Ｄ

運営管理室
室長F
室代ZZ

プラント管理部
部長I

安全管理課長B7

プラント保全部
部長Ｋ

プラント保全部次長Y

プラント保全部
他課

（施設保全課長B6）
（燃料環境課長ii）
（主幹L）
（副主幹A7）

保修計画課

平成25年8月1日
～

平成25年8月9日

成績書に対する

コメント・疑義及

び対応リストの

処理手順制定

（8/8）

【副主幹 e】

「成績書に対す

るコメント・疑義

及び対応リスト

の処理手順」の

作成

【副所長 H】

承認（8/8）

【副主幹 e】

疑義リストを所定

のフォーマットで

作成し、サーバー

に保管

【副主幹 e】

所大チェックにて

挙げられた疑義・

コメントを疑義リ

ストに入力

【副主幹 e】

疑義に対して、担

当課見解、処置

方針の記載を依

頼

【安全管理課長

B7】

依頼を受理

【安全管理課 担

当者】

サーバー上に保

管されている疑義

リストに「担当課

見解・処置方針」

を入力

【施設保全課長

B6】

[燃料環境課長ii]

依頼を受理

【施設保全課 担当

者】

[燃料環境課 担当

者]

サーバー上に保管さ

れている疑義リストに

「担当課見解・処置方

針」を入力

【機械保修課長

Q】

依頼を受理

【確認員】

ダブルチェック

を実施し、疑義

事項を抽出

平成25年8月12日へ

要約

ダブルチェック班による確認で出た疑義に対する処理手順を定めた要領

空気冷却器用

送風機入口

ベーン

(8/1)

液体貯蔵タンク

A安全弁(8/4)

1次主冷却系循

環ポンプM-G

セット流体継手

(8/5)

1次主冷却系循

環ポンプ（セル

室以外）(8/5)

1次主冷却系循

環ポンプM-G

セット装置油装

置非常用油ポ

ンプC(8/5)

1次主冷却系弁

(8/1)

潤滑油タンクC

給油ラインドレ

ン弁(8/6)

【副所長 H】

「点検成績書の

記載に係る所大

チェック手順書

」R1承認（8/4）

補足（ダブルチェックデータ及び疑義リストより）

・空気冷却器用送風機入口ベーン

（疑義内容）

点検記録では、送風機全体の図面が添付された記録しかない。

補足（ダブルチェックデータ及び疑義リストより）

・液体貯蔵タンクA安全弁（他463系安全弁15機器）

（疑義内容）

分解点検を16Mと記載しているが、作動試験を実施していることで分解

点検を実施していない。

補足（ダブルチェックデータ及び疑義リストより）

・1次主冷却系循環ポンプ（セル室以外）

（疑義内容）

「セル室内」の点検記録は存在するが、「セル室以外」の点検記録がな

い。

補足（ダブルチェックデータ及び疑義リストより）

・1次主冷却系循環ポンプM-Gセット流体継手（他2機器）

（疑義内容）

外観を行った記録が存在しない。

補足（ダブルチェックデータ及び疑義リストより）

・1次主冷却系循環ポンプM-Gセット装置油装置非常用油ポンプC（他11

機器）

（疑義内容）

漏えいの有無を確認した記録が存在しない。

補足（ダブルチェックデータ及び疑義リストより）

・1次主冷却系弁

（疑義内容）

外観点検記録で機器名称・番号が特定できない。

補足（ダブルチェックデータ及び疑義リストより）

・潤滑油タンクC給油ラインドレン弁

（疑義内容）

点検内容について、点検計画に定められた内容と差異がある。

D

補足

実施日：平成25年7月30日～8月8日

1.目的：点検成績書の記載に係る所大チェック結果を取りまとめた成績書に対するコメント・疑義リスト（以下

「疑義リスト」という）の処理手順を定める。

2.手順

（1）コメント・疑義リスト化

所大チェックで出たコメントについては、事務局にてサーバー上の疑義リストの「疑義箇所、内容」欄の

入力作業を 以下の手順で実施する。

（a）所大チェックで使用した実績リスト上に記載されたコメント・疑義を疑義リストに転記する。

（ｂ）点検計画と成績書が照合できた項目にはグレーの色をつける。

（2）設備担当課における疑義リストの確認

設備担当者は疑義リストの内容を確認し、「担当課見解・処置方針」を検討し、サーバ上の疑義リストの

「担当課処置方針」の欄に以下の項目を考慮しつつ記入する。

（d）「点検内容」等の具体的な点検内容が所大チェック班で照合できなかった箇所については、該当する

成績書の頁番号を「担当見解・処置方針」欄に記載するものとする。

（e）所大チェック班の判断に異論がある場合、（グレーにしたことも含む）でも「疑義箇所、内容」欄を変更

せずに、「担当課見解・処置方針」欄に記載するものとする。

（3）所大確認班への提示

（4）対応の実施

補足（保安検査判定表より）

次の疑義を抽出できなかった。

・1次アルゴンガス系配管支持構造物の外観点検

・1次主冷却系配管支持構造物

点検計画上、「一式」として表記されていることから要領

書、成績書双方においても、「一式」として点検を行い、「一

式」として点検記録を残している。

【要因T2-115】

所大チェック事務局は、疑義処理手順の作成にあたり、疑義処理作

業を行う前に、疑義を確実に処理できることをレビューすべきであっ

たが、手順書のレビュー項目を決めていなかった

【Ｃ‐191】

【要因T2-117】

所大チェック事務局は、１次アルゴンガス系設備の支持構造物の外観点検では、機器個数が「１

式」とした構成機器の点検実績が特定できないことを疑義として抽出できるような手順書とすべきで

あったが、所大チェック手順書には、「１式」表記の構成機器の点検実績を確認する方法が明記され

ていなかった

【Ｃ-192】

補足

平成25年7月24日～平成25年8月30日まで作業継続

【要因T2-122】

所大チェック事務局は、疑義処理手順において、所大

チェックで抽出した疑義が確実に保全計画（点検計画）の

見直しに反映されていることを確認できる作業フローにす

べきであったが、保全計画（点検計画）の見直しに反映す

るかどうかの処理を設備担当課に判断させる作業フロー

にした【Ｃ‐189】

【要因T2-116】

事務局は、所大チェック手順の作成（変更）時に、所大チェックが適切に疑義を抽出できることをレ

ビューして確認（実証）すべきであったが、機器個数が「一式」について確認できないこと、点検項目

と点検内容に整合できていないことに考えが及ばなかった【Ｄ-192】

【要因T2‐
105】
【D‐188】
再掲

【要因T2‐97】
再掲【F‐184】

【要因T2‐105】
再掲【D‐186】

【次長 Y（前プラント保全部次長）インタビュー結

果】

所大チェックに上げられた疑義のは、設備機器

に対する疑義であるため、担当課が一番詳しく、

担当課でないと適切な対応の判断が取れない

【要因T2-121】

事務局は、設備所管課で所大チェックの疑義に対する処

理を適切に実施するものと考えていた【Ｄ-189】

【要因T2-119】

事務局は、疑義処理の判断は設備所管課が適切である

こと、疑義処理手順に明示した「点検計画改正に係る手

続き」のとおりに処理できること、その処理に困った場合

に確認班に相談することとしたことから、設備所管課長

が「点検実績に問題ない」として処理した判断根拠やそ

の妥当性を所大チェック班で確認する必要があることに

考えが及ばなかった【Ｅ-189】

【要因T2-120】

プラント保全部長、運営管理室長

及び品質保証室長は、設備所管

課が起案した「保全の有効性評価

記録」が回付された際に、評価の

内容を所掌業務の視点で問題が

ないかを確認すべきであったが、

その確認が不十分であった【Ｅ-

190】

【技術主幹 o インタビュー結果】

所大チェックで抽出された全ての疑義が所大確認班

の判断を仰がなければならないものであるとは限らな

い。

担当課で処理対応を悩んだ疑義については、所大確

認班に上げているはずである。

【要因Ｔ1‐129】
【Ｉ‐8】

【問題事象2‐13】（要因T2‐118）
所大チェック班の確認員は、所大チェック手順書に従って作業を実施したが、一

部を疑義として抽出できなかった【Ｂ‐192】

【問題事象2‐12】（要因T2‐123）
所大チェックの疑義を処理するための「成績

書に対するコメント・疑義及び対応リストの処

理手順」（以下「疑義処理手順」という。）では、

設備担当課に任せた疑義処理の結果を所大

チェック班で再確認するようになっていなかっ

た【Ｂ‐189】

B‐16

【電気保修課代Ｗインタビュー】

・保全計画（Rev11）では特別な保全計画へ機器を追加したが、点検計画の備考欄に
特別な保全計画へ移行して管理する旨の記載を行っていないことから、特別な保全

計画への移行手続きがうまくできなかったため、特別な保全計画へ移行した機器に

ついても、9月末までには特別な保全計画に移行している、していないに関わらず、
12月～3月末の間で点検周期を超えたものは未点検として扱い、点検を行うこととし
た。

・これまでに、特別な保全計画への移行で失敗していたことから、この際に未点検機

器として計上しておかないと後から指摘を受ける可能性が払拭できなかった。特別な

保全計画へ移行した機器であっても、点検周期を超えてしまった機器を点検超過とし

て上げておいて、9月末までには、すべて点検あるいは有効性評価を実施して、9月
末に不適合を出すときには点検が終了したものとした。

・4月以降は、月末が来ると不適合管理で先延ばしすることはやめて、何としてでも期
限が来るまでに点検を実施するという所内の方針に従った。そのため、4月以降の点
検期限超過は出ていない。

【上席嘱託 H インタビュー結果】

作成された手順書については、作業手順に問題がないか程度の確認

をした上で、承認印を押した。所大チェックは実質的にプラント保全部

がやっていたので、手順書作成や進捗管理等の作業は事務局に任せ

ていた。その理由は、実施責任者にはなっていたが、ちょうど同じ時期

（７月）に受けたＰＰ（核物質防護）検査で違反事項の指摘があり、その

対応（７月～10月）に多くの時間がとられ、所大チェック作業にはほとん

ど関われなかった。

「点検成績書の

記載に係る所大

チェック手順書

」R1制定（8/4）
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責任者 確認者 事務局

副所長H

炉主任a
管理部長I
保全部長K
品証副主幹m
特命嘱託B17
技術部長B18

運管室代ZZ
副主幹e
主幹o

担当者B21

電気保修課 責任者 X
主幹B11

課長L
課長O
課長ｍ

課長代理B19 TL及び担当者（JJ）
課長O
課長Q

課長代理Q
課長代理R

技術副主幹B20、TL及び担当者
課長V
課長B3

課代W
課代X

ＴＬ及び担当者
「未点検機器」確定に伴う課内再々

確認作業チーム

機械保修課

確認員

電気保修課

時　期 トピックス

所長B15
所長A④
所長B
副所長B2
副所長B1
所長代理VV
【敦賀本部】
理事長

所大チェック班
データベース班

炉主任a
品質保証室
室長Ｄ

運営管理室
室長F
室代ZZ

プラント管理部
部長I

安全管理課長B7

プラント保全部
部長Ｋ

プラント保全部次長Y

プラント保全部
他課

（施設保全課長B6）
（燃料環境課長ii）
（主幹L）
（副主幹A7）

保修計画課

平成25年8月12日

平成25年8月8日
～

平成25年8月14日

平成25年8月15日
～

平成25年8月16日

平成25年8月19日
～

平成25年8月22日

【炉主任 a】

設備担当から依

頼された検討事

項に対して処置

方針を決定。

【副主幹 e】

所大確認班が

決定した処置方

針を疑義リスト

に入力

【副主幹 e】

点検成績書の記

載に係る所大

チェック手順書R2

作成

点検成績書の

記載に係る所

大チェック手順

書R2制定

（8/12）

【安全管理課長

B7】

疑義リストに入

力されている担

当課見解・処置

方針を確認

課長にて判断が

できないものに

ついては所大

チェック班に確認

を依頼

[燃料環境課 課

長ii、課長代理、

TL、担当者]

課内 管理職ヒア

で、疑義リスト中

の「担当課判断

で処置」か「所大

確認班に確認」

かを選定し、課

長にて判断がで

きないものにつ

いては所大

チェック班に確認

を依頼

【機械保修課 TL

及び担当者】

サーバー上に保

管されている疑義

リストに「担当課

見解・処置方針」

を入力

【機械保修課長

Q】

疑義リストに入

力されている担

当課見解・処置

方針を確認

課長にて判断が

できないものに

ついては所大

チェック班に確認

を依頼

【副所長 H】

承認

【副主幹 e】

炉主任確認が

終了し、炉主任

コメントを疑義リ

ストに入力が完

了したことを関

係者にメールに

て周知

【確認員】

ダブルチェック

実施（8/19～

8/22）

【副主幹 e】

青マーキングに

関する疑義を入

力（データをサー

バーに保管）

平成25年8月4日から

課長にて処置方針

を判断（平成25年8

月15～16日へ）

課長にて処置方針

を判断（平成25年8

月15～16日へ）

課長にて処置

方針を判断（平

成25年8月15

～16日へ）

平成25年8月14日から

【担当】

点検実績確認用

リストのうち、青

マーキングにて識

別されたものを所

大チェック班へ提

示

【事務局 o】

リストを受理

平成25年7月24日より

疑義無し

（青マーキング）

【電気保修課】

途中より、時間が切迫し、1次スクリーニングと2次スクリーニングを同時に実施した。

また、処置方針の課長確認を実施した。

平成25年7月24日より

疑義が残るもの

（赤マーキング）

疑義解消

（オレンジマーキング）

平成25年7月24日より

【機械保修課 TL

及び担当者】

未点検機器確認

用データベース

（エクセルシート）

の修正作業を開

始（実績日、報告

書番号等）

平成25年8月27日へ

要約

電気保修課にて実施したチェックで疑義なしと判断したもの（青マーキング）を所大チェックの対象に追加し、

「点検成績書の記載に係る所大チェック手順書」を改正した。D

補足（手順書より）

次の内容について追加

3.実施日：平成25年8月19日～平成25年8月21日（電気保修課を対象）

5.チェック作業の概要

なお、電気保修課については、直近2回分のうち、青マーキングにて明示された点検実績を対象とする。以

下同様

点検実績確認用リストには、点検実績をマーキングしており、それぞれの色は次のことを示す。

・黄色：平成25年7月24日から実施した「未点検機器個数」確定に伴う課内再々確認」において電気保修課が

疑義と判断したもの

・青色：平成25年7月24日から実施した「未点検機器個数」確定に伴う課内再々確認」において電気保修課が

疑義と判断しなかったもの

E E
補足

保安検査における指摘の内、以下の７件が課長判断

で処理された。

（１）液体窒素貯蔵タンクＡ安全弁

（２）空気冷却器用送風機入口ベーン

（３）1次主冷却系循環ポンプ（セル室以外）

（４）1次主冷却系循環ポンプM-GセットＡ流体継手

（５）1次主冷却系循環ポンプM-Gセット装置油装置非

常用油ポンプＣ

（６）1次系主冷却系弁

（７）潤滑油タンクＣ給油ラインドレン弁

E

M

E

A B C

補足

多数の疑義が発生し、それまでは1次スクリーニング、

2次スクリーニングを別の者が実施していたが、数をこ

なすため、１名で１次スクリーニング、２次スクリーニン

グを一緒に実施することとした。

補足

青マーキング： 電気保修課の

チェックにて疑義なしと判断したも

のを示す。

補足

平成25年7月24日～平成25年8月30日まで作業継続

補足

平成25年7月24日～平成25年8月30日まで作業継続

補足

平成25年7月24日～平成25年8月30日まで作業継続

補足（保安検査判定表より）

次の疑義を抽出できなかった。

・１次主冷却系循環ポンプM-GセットC油冷却器出

口温度計

外観点検の代替点検として絶縁抵抗測定及び導

通確認を実施することとしたが、引き続き外観点検

が実施されていた。 【要因T2-129】

所大チェック事務局は、１次主冷却系循環ポンプＭ－ＧセットＣ油冷却器出口温度計の外観点検では、外観点

検（点検項目）の代替点検として絶縁抵抗測定及び導通確認（点検内容）を実施していることを疑義として抽出

できるような手順書とすべきであったが、所大チェック手順書では、点検計画の記載内容（「点検項目」と「点検

内容」等）を個々に点検成績書で確認することのみになっていた

【Ｃ-193】

補足

電気保修課によるチェックで疑義なしと判断したものに

ついて所大チェックを実施。

【要因T2-124】

機械保修課は、「表現の適正化」を厳格に適用するべきで

あったが、疑義処理手順の表現の適正化の事例として記載さ

れた「同義語や条件が明記していないため、疑義が生じるも

のを適正化する」を用いることで、誤記修正による不適合を発

行せずに、未点検を解消できるものと解釈して、その判断の

妥当性を所大チェック班の確認班に相談する必要もないとし

てしまった【Ｄ-197】

点検成績書の

記載に係る所

大チェック手順

書R2作成

（8/12）

【要因T2-126】

電気保修課長は、所大チェックで疑義として抽出した事項に

ついて、点検実績が直接確認できる点検を点検実績ありと

すべきであったが、抽出された疑義の一部について、点検

項目で要求されている点検内容を間接的な記録等で点検の

実績があるとみなした【Ｃ-201】

所大チェック班

が抽出した疑

義に対し各課

（電気保修課以

外）で、担当課

見解、処置方針

を判断

【要因T2‐94】
再掲【D‐186】

【要因T2‐
116】
再掲【D‐192】

【問題事象2‐14】（要因T2‐128）
所大チェックで抽出された点検実績等の疑義に対して、設備所

管課長の判断で「問題ないもの（点検を実施したもの）」として

処理していた【Ｂ‐194】

【要因T2‐
131】
【Ｆ‐195】

【要因T2‐
133】
再掲【D‐194】

【問題事象2‐16】（要因T2‐127）
平成25年度第4回保安検査で対象とすることとした未点検機器
以外の機器（７００機器）を対象に、平成26年2月～3月に所大
で確認（以下「所大確認」という。）を行ない、誤りを訂正印で処

理した箇所の一部については、平成25年7月～9月に実施した
所大チェックで疑義として取り上げていたにも関わらず、保全

計画を改訂していなかった【Ｂ‐201】

【T2-125】

機械保修課は、液体窒素貯蔵タンクＡ安全弁の分解点検等では、分解点検の記録がないことから、未点

検として不適合処理すべきであったが、点検要領書に「作動試験の結果が否である場合に、分解点検を

行う」旨を記載しており、“分解点検は「作動試験」に含む”という理由で、本件は保全計画（点検計画）の

点検内容の表現が適正でなかったものとして処理した【Ｃ‐197】
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責任者 確認者 事務局

副所長H

炉主任a
管理部長I
保全部長K
品証副主幹m
特命嘱託B17
技術部長B18

運管室代ZZ
副主幹e
主幹o

担当者B21

電気保修課 責任者 X
主幹B11

課長L
課長O
課長ｍ

課長代理B19 TL及び担当者（JJ）
課長O
課長Q

課長代理Q
課長代理R

技術副主幹B20、TL及び担当者
課長V
課長B3

課代W
課代X

ＴＬ及び担当者
「未点検機器」確定に伴う課内再々

確認作業チーム

機械保修課

確認員

電気保修課

時　期 トピックス

所長B15
所長A④
所長B
副所長B2
副所長B1
所長代理VV
【敦賀本部】
理事長

所大チェック班
データベース班

炉主任a
品質保証室
室長Ｄ

運営管理室
室長F
室代ZZ

プラント管理部
部長I

安全管理課長B7

プラント保全部
部長Ｋ

プラント保全部次長Y

プラント保全部
他課

（施設保全課長B6）
（燃料環境課長ii）
（主幹L）
（副主幹A7）

保修計画課

平成25年8月26日
～

平成25年8月30日

～

平成25年9月17日

平成25年9月21日

【問題事象2‐6】（要因T2‐144）
電気保修課は、平成25年7月、8月の電気保
修課内での調査を実施するまで、平成24年
12月に入った時点で点検期限を超過している
機器があることを発見できなかった【Ｂ‐176】

【部内管理職 ii、A7、

L】

処置方針内容を、確

認した。

【保修計画課長

O】

処置方針内容を、

確認した。

【室長代理 n、副

主幹 B9】

処置方針内容を、

確認した。

【電気保修課】

途中より、時間が切迫し、他課課長に処置方針の確認・検討作業の助勢を依頼した。

【課長代理 W】

処置方針内容を、確

認した。

【ＴＬ TT、ff】

処置方針内容を、確

認した。

【課長 V】

処置方針内容を、確

認した。

【機械保修課長 Q】

処置方針内容を、確

認した。

【電気保修課】

１次、2次スクリーニング完了

【副主幹 e】

所大確認班が決

定した処置方針

を疑義リストに

入力

【プラント保全部

次長Y】

メール受信

【燃料環境課

課長、課代ii】

【施設保全課

課長B6】

【主幹 L】

メール受信

【保修計画課

課長L】

メール受信

【保修計画課

課代M】

メール受信

【機械保修課

課長O】

メール受信

【機械保修課

課代Q】

メール受信

【電気保修課

課長V】

メール受信

【電気保修課

課代W】

メール受信

補足

電気保修課は、間違ったデータが多数あると認識し、

直近、直々近だけではなく、全部対象としてチェックし

た。（所大チェックは直近、直々近のみをチェック）

補足

電気保修課は、次の疑義の処置方針を決定

・1次主循環ポンプA軸封部供給第1停止弁

外観点検が読み取れない（特性試験を実施している記録しか存在しない）ことについて、有効性

評価をすればよいとしている

・B1次主冷却系循環ポンプM-Gセット界磁しゃ断器

しゃ断器の作動適切である。エビデンスはＭＧセットの負荷試運転の記録に単線結線図、シー

ケンス等を補足資料として試運転時に盤全体を含めて作動試験を実施していると処置

補足（メールより）

未点検機器の点検終了までに行う点検計画の変更は、電気保修課の未点検機器を点検する

ことなく、点検済みとするための点検計画の変更に限定する。

その他、反映すべき事項は、10月以降に実施する。

【要因T2-135】

電気保修課は、１次主循環ポンプＡ軸封部供給第１停止弁の外観点検

では、外観点検の記録がないことから、未点検として不適合処理すべ

きであったが、“特性試験（機能試験）の記録をもって、外観点検を実施

したと見なす”とする「保全の有効性評価」で処理することで、未点検を

点検したものとして扱えると判断した【Ｃ-194】

【要因T2‐136】
電気保修課は、Ｂ１次冷却系循環ポンプＭ－Ｇセット界磁遮断機の機

能・性能試験等では、機能・性能試験（作動試験）の記録がないことか

ら、未点検として不適合処理すべきであったが、機器の運転状態で“遮

断器の不動作状態が確認できる”という理由で、作動試験の未点検を

点検したものとして判断した【Ｃ-196】

【要因T2-134】

電気保修課は、「保全の有効性評価」を厳格に適用するべ

きでったが、疑義処理手順の有効性評価の事例として記載

された「点検計画の項目・内容が実際の点検計画内容と異

なるもので、妥当性が評価できる場合」を用いることで、未点

検を解消できるものと考えてしまった【Ｄ-194】

【要因T2-133】

設備所管課（保守担当課）は、もんじゅの目標“平成２５年９月末までに未点検機器個数を解消す

る”とした期限が迫り、未点検機器の点検実施が困難な状況で、「未点検機器個数の解消ができな

い」旨を強調して、プラント保全部長及び所大に報告すべきであったが、目標期限が迫っている時期

に未点検機器があるということを表明できないという雰囲気があり、点検実施が困難な状況を報告

出来なかっ【Ｅ‐194】

【要因T2-131】

事務局は、所大チェックの疑義を設備所管課長が「点検実績に問題ない」とし

て処理した場合には、判断根拠やその妥当性を所大チェック班で確認すべき

であったが、疑義処理手順の作成に際しては、「設備所管課では疑義に対す

る処理を適切に実施する」ものと考えていた【Ｆ-195】

電気保修課が

自ら抽出した疑

義に対し担当

課見解、処置方

針を判断

補足

電気保修課が自ら抽出した疑義に対し担当課見解、処

置方針を判断

【プラント保全部

部長 K】

未点検機器の点

検終了までに行う

点検計画の変更

は、電気保修課

に限定する旨を

各課へ打診（メー

ル）

【要因T2‐
134】
再掲【D‐194】

【T2-126】

再掲【Ｃ-201】

【課長Ｖ、課代Ｗ他】

修正したⅠリストを基にして、未点検機器や点検期限超過機器の有無を確認し、また、電気保修課の確認で不適合事象として認知した

もの、所大チェック班の疑義を受けて電気保修課の処置検討で不適合事象として認知したものを再度確認した結果、以下の不適合事

象を確定し、不適合報告書の起案を決定した。

補足

◆不適合事象の確定

①210A(C)LT061A1（B1） 蒸発器液面計プリアンプ：特性試験記録から機器番号が読めない
②672‐AD001A～681‐AD010B ダンパ（換気空調系）：機能・性能試験の記録がない
③130系計装弁：外観点検の記録がない
④210A‐PT001 2次主冷却系循環ポンプ出口圧力伝送器：特性試験の点検内容の不一致
⑤C‐L008，C‐L115，C‐214 2次Ａｒガス（250系）ガスクロ：特性試験の記録から機器番号が読み
とれない

⑥410C‐PI003C 補機冷却系ポンプ出口圧力指示計：特性試験の点検内容が不一致
⑦471‐PI002A/B 復水移送ポンプ（ボイラ）出口圧力指示計：特性試験の点検内容が不一致
⑧674系（空調）圧力指示計：特性試験の点検内容が不一致
⑨712‐CI002C2 原子炉容器ﾅﾄﾘｳﾑ液位指示計：外観点検の点検内容の不一致

【課代Ｗ】

不適合報告書（13-49）

作成

不適合管理委員

会に付議

【要因T2‐142】
電気保修課では、平成２４年９月末～１１月

末に入力した点検実績に加えて、平成２５年３

月末までの点検実績について、平成２５年６月

までの間に再確認したが、その中で確認され

た誤った実績を修正していなかった【Ｃ‐178】

【要因T2‐139】
電気保修課では、平成２４年９月末～１１月末

に入力した点検実績について、平成２５年４月

（平成２５年３月末までの実績確認作業）までの

間、入力した実績を確認していなかった【Ｃ‐177】

【要因T2‐141】
電気保修課のチームリーダーは、平成２５年４月以降、

点検実績情報（平成２５年３月末までの点検実績を入力し

た情報）の誤りを確認し、点検実績を修正する必要がある

ことを進言したが、課長から「平成２５年３月末までの実績

確認を踏まえた未点検機器個数が変わるようなことはで

きない」旨を伝えられたことから、平成２５年７月以降の所

大での確認が行われるまで、実績の修正には至らなかっ

た【Ｄ‐178】

【要因T2‐140】
電気保修課長は、点検実績情報誤りの不適合の報告が

あった（不適合発生を認知した）場合には、積極的かつ迅

速に課員の問題意識を吸い上げて、不適合処理をすべき

であったが、点検実績の情報として突貫工事的に作成して

いたＤＢ（点検実績リスト）の信頼性に疑問を感じており、Ｄ

Ｂの整合確認が済むまでは、未点検機器個数が変わる点

検実績の修正を決断できなかった【Ｅ‐178】

【要因T2‐26
再掲【Ｊ‐174】

【要因T2‐138】
電気保修課の担当者及びチームリーダーは、所掌する

機器の入力実績を確認すべきであったが、平成２４年９月

末～１１月末の点検実績入力作業では、ＴＬも一担当者と

して、また、所掌する機器の担当者以外の者の応援を受

けて実施するほど、点検実績を入力することで精一杯な

状況であった【Ｄ‐177】

【要因T2‐19】
再掲【G‐172】

【要因T2‐
59】
再掲【C‐
180】

【要因T2‐88】
再掲【C‐176】

【要因2‐137】
電気保修課長は、未点検機器の個数確定を確実にする

ためには、入力した実績を確認する作業工程を設けてプラ

ント保全部内等に働きかけるべきであったが、平成２４年

度第３回保安検査前までに間に合わせる中で作業の工程

の調整と管理ができなかった【Ｅ‐177】

【頂上事象Ｂ】（要因T2‐61）
（再掲)
保守管理上の不備に係る調査が不十分で何度も繰り返した【Ａ‐153】

（ｂ‐1 電気保修課は、平成24年12月に入った時点で点検期限を超過している事案
を発見するまでに長期間を要した）

（ｂ‐2 電気保修課は、点検実績が認められず点検期限を超過している事案を発見
するまでに長期間を要した）

（ｂ‐4 電気保修課は、点検実施期間を点検間隔の期間算定に含めずに管理して
いたため、保全計画（点検計画）に定められた点検期限を超過した事案を発見す

るまでに期間を要した）

【問題事象2‐7】（要因T2‐143）
電気保修課では、平成25年7月～9月の電気
保修課内確認及び所大の未点検機器個数確

定のための点検成績書の調査（以下「所大

チェック」という。）を実施するまで、250系2次
アルゴンガス系ガスクロ等の外観点検に係る

点検実績を問題ないものとしていた【Ｂ‐177】

【問題事象2‐9】（要因T2‐60）（再掲）
平成24年度第4回保安検査にて、非常用
ディーゼル発電機設備の点検間隔/頻度の考
え方について当時のルールにないアウトオブ

サービスを適用するなど、点検管理の考え方

の統一が取れてないとの指摘を受けた際、電

気保修課での調査時における点検間隔/頻度
の考え方に問題がないことを再確認しなかっ

た【Ｂ‐180】

【要因T2‐130】
もんじゅの幹部やプラント保全部の管理職は、所

大チェックで抽出した疑義の処理や未点検機器確

認データベースの入力を設備所管課が適切に実

施していることを確認する仕組みを構築すべきで

あったが、設備所管課長が判断した処理内容や担

当者が入力したデータの妥当性を所大チェック班

或いは第三者的な審議体等で確認する仕組みを

設ける等の取組みが十分でなかった【Ｇ‐195】

【要因T1‐346】
再掲【Ｆ‐75】

【要因T2-132】

保守担当課長は、「保全の有効性評価」や「表現の適正化」にて未点検の解消ができない場合には、

「不適合」を発行した上で、解消できない状況であることを表明すべきであったが、もんじゅでは未点

検機器を出さないことに傾注していたことが保守担当課の判断に影響し、未点検機器の調査に係る

意思決定が適切に行われていなかった【Ｆ‐194】
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責任者 確認者 事務局

副所長H

炉主任a
管理部長I
保全部長K
品証副主幹m
特命嘱託B17
技術部長B18

運管室代ZZ
副主幹e
主幹o

担当者B21

電気保修課 責任者 X
主幹B11

課長L
課長O
課長ｍ

課長代理B19 TL及び担当者（JJ）
課長O
課長Q

課長代理Q
課長代理R

技術副主幹B20、TL及び担当者
課長V
課長B3

課代W
課代X

ＴＬ及び担当者
「未点検機器」確定に伴う課内再々

確認作業チーム

機械保修課

確認員

電気保修課

時　期 トピックス

所長B15
所長A④
所長B
副所長B2
副所長B1
所長代理VV
【敦賀本部】
理事長

所大チェック班
データベース班

炉主任a
品質保証室
室長Ｄ

運営管理室
室長F
室代ZZ

プラント管理部
部長I

安全管理課長B7

プラント保全部
部長Ｋ

プラント保全部次長Y

プラント保全部
他課

（施設保全課長B6）
（燃料環境課長ii）
（主幹L）
（副主幹A7）

保修計画課

平成25年9月24日
～

平成25年9月25日

平成25年9月25日

平成25年9月26日

平成25年9月27日

【副所長】

承認

【所大チェック班】

平成25年度上期

機器点検作業実

績の所大抜取確

認手順書に従い、

ダブルチェックを

実施

【保修計画課L】

平成25年3月時点で

未点検機器に位置

づけられた機器に

ついて、平成25年9

月までの点検実績

を入力したリストを

表1のカテゴリー別

に準備し、所大

チェック班に提示

【所大チェック班】

選定された機器

の点検項目の点

検記録を準備

【炉主任 a】

【炉主任代行】

抜き取り確認実施
【安全管理課長

B7】

抜き取り確認実

施

保全計画Rev14

保安管理専門委

員会審議

保全計画Rev14

施行

第175回安全技

術検討会にて審

議

平成25年度上期

機器点検作業実

績の所大抜取確

認手順書策定

【電気保修課長V】

点検計画を掲示

【電気保修課長

V】

付議

【保修計画課

JJ】

安全技術検討会

審議付議

【保修計画課長

O】

確認

【プラント保全部

次長 Y】

確認

【品質保証室長

D】

受付

【管理部長 I】

協議

【運営管理室長

F】

合議

【B・T主任 ZZ】

合議

【品証室長（電

気主任） D】

合議

【RI主任者 b】

合議

【炉主任 a】

合議

【所長 A④】

承認

【所長A④】

答申

【所長A④】

答申を受理

【機械保修課 課長Q】

確認

【事務局】

平成25年度上

期 機器点検作

業実績の所大

抜取確認手順

書 作成

【保修計画課

JJ】

保安管理専門委

員会 審議申請

【電気保修課長

V】

付議

【プラント保全部

部長 K】

確認

【保修計画課長

O】

申請確認

【プラント保全部

次長 Y】

申請確認

【保全部長 K】

保全計画作成

補足

未点検機器の確定作業の疑義対応の中で、保全の有効性評価、

不適合処理を行う必要がある機器について、保全計画へ反映を

行った。

保全の有効性評価及び不適合報告書の承認状況の確認、変更

点リストへの反映状況の抜取り（２～５件程度）確認を実施した。

補足（安全技術検討会議資料から）

今般の保守管理不備に伴う未点検機器の点検実施にあたって、点検計画、特別な保全計画、

補修、取替え及び改造計画の変更を要するものを適正な保全計画をするため、至急見直しが必

要な項目のみ見直しを行う。

（1）保全の有効性評価を受けて計画を改正するもの

（2）不適合処理により計画を改正する必要があるもの

補足

審議では、電気保修課における点検計画、特別な保全計

画、補修、取替え及び改造計画の更新内容について、原

子炉の安全上問題のないことを確認した。

所大チェック結果の内容に関する確認は実施していない。

補足（保安管理専門委員会議事録より）

未点検機器の確定作業の疑義の中で、保全の有効性評価、不適合処理を行う必要のある機

器が挙げられている。この内、未点検機器を点検することが必ずしも合理的でないものや点検内

容に誤りがあるものについて、保全の有効性評価を行った結果を受け、点検計画、補修、取替え

及び改造計画を改正する。

また、特別な保全計画についても変更を実施する。

補足（要領より抜粋）

要領制定：平成25年9月27日

目的

本手順書は「平成25年度上期 機器点検作業の実績確認要領」に基づき所大にて実施し

た実績確認のうち、平成25年3月末時点にて未点検機器となった電気保修課所掌の機器に

ついて、点検完了の再確認を目的に所大で実施する抜取確認作業について定める。

内容

（１）所大チェック班の構成

炉主任a、炉主任代行、安全管理課長の１班で構成：電気保修課（238個）

（２）作業手順

①平成25年3月時点で未点検機器に位置づけられた機器について、平成25年9月までの

点検実績を入力したリストを表1のカテゴリー別に準備する。

②未点検機器チェックリストより、表１に準じたカテゴリー毎に任意で確認対象を選定する。

③チェック班は点検項目の点検記録を準備し、以下の事項を確認する。

・機器名称／機器番号

・点検実施日

・点検項目、点検内容

・判定結果

④未点検機器チェックリストに記載の以下の事項を確認し、確実に点検されていることを

確認する。

・機器名称／機器番号

・点検項目、点検内容

⑤問題なしの場合、未点検機器チェックリスト

⑥前記の疑義について疑義リストに整理する。処理を電気保修課に依頼する。

補足

３月末で未点検となっている機器が９月末時点で点検完了となっていることを示した「表2」から

合計238個の機器を任意に抜取り、点検記録等の証拠書類と照合し、以下の確認を実施した。

・9月末までに確実に点検されているか否か。

・必要に応じて保全の有効性評価が行われているか否か。

抜き取り確認の結果、問題がないことを確認した。

補足

確認対象機器を抜き取るため、9月26日に更新したIリストを用いて作成し

た「表1」「表2」を準備

要約

平成25年3月末時点にて未点検機器となった機器について、抜取りによる確認作業を所大で実

施する。電気保修課所掌の機器が対象。表１のカテゴリー毎に任意で確認対象を選定。点検記

録と未点検機器チェックリストを用いて、確実に点検されていることを確認する。疑義は疑義リス

トに整理する。

【課代Ｗ】

不適合報告書（13-58）

作成

【課代Ｗ】

不適合管理委員会付議

【課代Ｗ】

修正

【課長Ｖ】

確認

【品質保証室

長D】

【炉主任ａ】

確認

【部長Ｋ】

確認

【問題事象2‐8】（再掲）（要因T2‐89）
電気保修課は、保全計画における点検計画か

ら特別な保全計画への移行手続きを整理した保

全計画Rev.12制定の際に、移行手続き不備によ
り点検期限が超過していることの調査が適切に

実施できていなかった【B‐179】

【要因T2‐57】
再掲【C‐179】

補足(不適合報告書より)

（1）平成25年7月から実施した「未点検機器個数」の確定作業に伴い、平成24年11

月末時点の点検実績が確定した。これに伴い、平成24年12月末以降に点検期限を

向える機器が確定した。

電気保修課では、平成24年11月末時点で確定していた点検実績をもとに平成25

年12月末以降平成25年3月末までに点検期限を向えながら、プラント状態等によりど

うしても点検ができない機器については、各月末に不適合管理していた。

今回の数確定により、12月以降の不適合で管理していた機器以外に商機超過と

なった機器が発生した。

【頂上事象Ｂ】（要因T2‐61）
(再掲)
保守管理上の不備に係る調査

が不十分で何度も繰り返した

【A‐153】

（ｂ‐3 電気保修課は、点検期
限を超過していることを発見す

るまでに時間を要した）
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責任者 確認者 事務局

副所長H

炉主任a
管理部長I
保全部長K
品証副主幹m
特命嘱託B17
技術部長B18

運管室代ZZ
副主幹e
主幹o

担当者B21

電気保修課 責任者 X
主幹B11

課長L
課長O
課長ｍ

課長代理B19 TL及び担当者（JJ）
課長O
課長Q

課長代理Q
課長代理R

技術副主幹B20、TL及び担当者
課長V
課長B3

課代W
課代X

ＴＬ及び担当者
「未点検機器」確定に伴う課内再々

確認作業チーム

機械保修課

確認員

電気保修課

時　期 トピックス

所長B15
所長A④
所長B
副所長B2
副所長B1
所長代理VV
【敦賀本部】
理事長

所大チェック班
データベース班

炉主任a
品質保証室
室長Ｄ

運営管理室
室長F
室代ZZ

プラント管理部
部長I

安全管理課長B7

プラント保全部
部長Ｋ

プラント保全部次長Y

プラント保全部
他課

（施設保全課長B6）
（燃料環境課長ii）
（主幹L）
（副主幹A7）

保修計画課

平成25年9月28日

平成25年9月30日

　

第150回保安管

理専門委員会

【所長A④】

答申

【所長A④】

答申を受理

【運営管理室担当

者B⑥】

回議書起案

【運営管理室長F】

回議書確認

「核燃料物質、

核燃料物質及

び原子炉の規

制に関する法律

第36条第1項の

規定に基づく保

安のために必要

な措置命令につ

いて（平成25年5

月29日 原管P

発第1305293

号）」に対する結

果報告書（その

1）提出

【理事長】

回議書決済

【品質保証室長

D】

受付

【保修計画課

担当】

保安管理専門委

員会 審議申請

【保修計画課長】

申請確認

【プラント保全部

部長 K】

確認

【運営管理室

担当、室長】

保安管理専門委

員会 審議申請

補足（保安管理専門委員会議事録より抜粋）

【委員長】

所長 A④

【委員】

炉主任代行、プラント管理部長、プラント保全部長（第1議題の説明者を兼ねる）、運営管理室長、品質保証室長、副所長

【専門家】

（出席要請なし）

【同席】

所長代理、副所長、副所長

【説明者】

プラント保全部次長、技術副主幹（所大チェック）、保修計画課長、

電気保修課長、電気保険修課長代理、燃料環境課長、運営管理室長代理、運営管理室員

【議題】

1.点検期限を超過している未点検機器の点検終了について

2.「核燃料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第36条第1項の規定に基づく保安のために必要な措置命令について（平成25年5月29日 原

管P発第1305293号）」に対する結果報告書（その1）について

1.については平成25年9月29日に安全管理課を含め、R2として報告。

補足

未点検機器の点検終了と報告書の審議結果を受けて

３６条報告書（その1）の回議書を起案。

補足（報告書の内容）

点検計画に基づく機器について、未点検機器の有無に係る調査を行っ

た。その調査結果を踏まえ、点検計画について必要な修正を行い、適

正化するとともに所要の点検を全て完了したことを報告した。

【安全管理課】

未点検機器数確

定データベースへ

点検実績の反映

【機械保修課】

未点検機器数確定データベースへ点検実績の反映

【電気保修課】

未点検機器数確定データベースへ点検実績の反映

【安全管理課】

平成25年3月までの実績をシス

テムにインポートするため、未

点検機器数確定データベース

のデータ提出

【機械保修課】

平成25年3月までの実績をシステムにインポートするため、未点検機器数確定データベースの

データ提出

【電気保修課】

平成25年3月までの実績をシステムにインポートするため、未点検機器数確定データベースの

データ提出

【ＴＬ及び担当者】

インポート用に準備した

データと紐づけるための

マクロを作成

【ＴＬ及び担当者】

未点検機器数確定デー

タベースの実績データを

インポートするための準

備作業実施。その際、電

気保修課分のデータに

ついて一部抽出する範

囲を誤って設定

【ＴＬ及び担当者】

キー番号を基にマクロ処

理により紐づけ作業実施

補足

準備作業内容

・必要な情報のみをインポートするため、情報として使用する列を限定

・データの行のフォームが異なることから、セルの結合解除

・各年後の実績日変更に伴う実績日の修正

・年度内に複数実績のある項目の最終日判定

・所大ダブルチェックエビデンスの連結

補足

インポートデータの記載とシステムより出力したデータを自動で比

較し、完全に一致する場合、そのデータと同じものと判断し紐づけ

を行うマクロを組んでデータの紐づけを行った

補足

保守管理システム管理チームは、未点検機器確認データベースか

ら点検実績日の集計をマクロ（集計プログラム）にて実施した際、実

績データの抽出を誤った（全29件）

【問題事象2‐18】（要因T2‐145）
電気保修課は、全ての機器に対して自動で未点検機器が確認

できるデータベースを作成すべきだったが、作成された未点検

機器確認データベースは一部の機器の点検期限が超過して

いるにも関わらず自動超過判定ができず、点検期限超過の発

見ができなかった【B‐203】

【所長A④】

承認

【頂上事象Ｂ】（要因T2-61）（再掲）

保守管理上の不備に係る調査が不十分で何度

も繰り返した【Ａ-1】
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責任者 確認者 事務局

副所長H

炉主任a
管理部長I
保全部長K
品証副主幹m
特命嘱託B17
技術部長B18

運管室代ZZ
副主幹e
主幹o

担当者B21

電気保修課 責任者 X
主幹B11

課長L
課長O
課長ｍ

課長代理B19 TL及び担当者（JJ）
課長O
課長Q

課長代理Q
課長代理R

技術副主幹B20、TL及び担当者
課長V
課長B3

課代W
課代X

ＴＬ及び担当者
「未点検機器」確定に伴う課内再々

確認作業チーム

機械保修課

確認員

電気保修課

時　期 トピックス

所長B15
所長A④
所長B
副所長B2
副所長B1
所長代理VV
【敦賀本部】
理事長

所大チェック班
データベース班

炉主任a
品質保証室
室長Ｄ

運営管理室
室長F
室代ZZ

プラント管理部
部長I

安全管理課長B7

プラント保全部
部長Ｋ

プラント保全部次長Y

プラント保全部
他課

（施設保全課長B6）
（燃料環境課長ii）
（主幹L）
（副主幹A7）

保修計画課

平成26年2月21日

～

平成26年2月22日

平成26年2月22日

～

平成26年3月5日

平成26年3月5日

平成26年3月10日

～

平成26年3月28日

平成26年6月3日

平成26年6月5日

平成26年6月6日

不適合報告書

「未点検機器の

不適切な確認作

業について（14-

16）」承認

【課長代理 B7】

不適合報告書「未

点検機器の不適切

な確認作業につい

て（14-16）」作成

【プラント保全部

長】

確認

【品室保証室長】

確認

【炉主任 a】

確認

【所長】

承認

平成25年度

第4回保安検

査実施

【副所長 H】

平成25年度第4

回保安検査にて

検査官より所大

チェックに係るイ

ンタビューを受け

た（平成26年3月

28日）

【プラント管理部

長 I】

平成25年度第4

回保安検査にて

検査官より所大

チェックに係るイ

ンタビューを受け

た（平成26年3月

28日）

【プラント保全部

長 K】

平成25年度第4

回保安検査にて

検査官より所大

チェックに係るイ

ンタビューを受け

た（平成26年3月

28日）

【課長 B6】

不適合報告書

「未点検機器の

不適切な確認作

業について（14-

16）」確認

【主幹 o】

「未点検機器

以外の点検実

績状況確認要

領」作成

【課長 O】

「未点検機器

以外の点検実

績状況確認要

領」作成を指示

【保修計画課長

L】

【機械保修課長

O】

【電気保修課長

B3】

【施設保全課長

B6】

【燃料環境課長ii】

【安全管理課長

B7】

【プラント管理部長

I】

【プラント保全部長

K】

【所長代理H】

承認

【品質保証室長D】

確認

確認要領に基づく、未点検機器以外の機器について、保安検査の対象として選定された機器の点検実施状況について確認を受ける（チェック班による確認）

チェック班メンバー：副所長H、主幹L、発電用原子炉主任技術者、主幹V、プラント管理部長、副主幹A7、プラント保全部次長A1、プラント保全部次長 Y

説明者：安全管理課、機械保修課、電気保修課、施設保全課、燃料環境課

【機械保修課】

保安検査前までに発行する不適合数（機械保修課）作成

【電気保修課】

保安検査前までに発行する不適合数（電気保修課）作成

【安全管理課】

保安検査抜き取

り700個に該当す

る機器（タスク

数）新規分作成

補足（確認要領より抜粋）

１．目的

本要領は、平成25年度第4回保安検査で計画されている検査のうち「未点検機器以外の機器」の点検

実施状況の確認対象について実施する所大の確認作業の要領を定める。

なお、本確認作業では、①36条報告（その1）の時点（平成25年9月末）で未点検がないことの確認を主

目的とし、②それ以降（平成25年10月から平成26年1月末）において未点検が発生していないことも確認

するものとする。

２．適用範囲

本要領は、安全管理課、機械保修課、電気保修課、施設保全課及び燃料環境課（以下、「保守担当課」

という）が所掌する機器のうち、未点検機器以外の機器について、保安検査の対象として選定された機器

の点検実施状況の所大にて行う確認作業に適用する。

６．実施期間

平成26年2月22日～平成26年3月5日

補足（インタビュー記録より）

インタビューの目的

平成25年7～9月の所大チェックの事実関係について

確認する。

・各課の作業状況については各課まかせとしており、

内容については各課から口頭にて報告を受けていた。

・疑義内容の処理が終了した報告を受けていない。

等

補足（インタビュー記録より）

・疑義内容の反映は8月中に終了していた。

・確認日が記載された最終版では確認は行っていない。 等

補足]（インタビュー記録より）

・いつ疑義処理が完了したかの報告は受けていない。

・各担当課が疑義処理が終了したと判断する場合にあたっては

データベースに精通している精通しているものに応援させ、作業を

実施させており、作業が遅れている担当課へは終了した課からさ

らに応援者を出してt処理を実施した。 等

補足（不適合報告書14-16から抜粋）

発生（認知）日：平成26年5月14日

作成日：平成26年6月3日

1.不適合の内容・状況（発生場所）

平成25年度第4回保安検査にて所大チェックについて、確認を実施した結果次の確認結

果から保安規定第3条及び第103条に違反するものであるとの判定を受けた。

（1）保安規定違反事項判定表（整理番号：25-4-も-2）

【保安活動の問題点】

機構が組織として、所大チェックの計画及び実施段階で、以下の要求事項の明確化不

足及び不十分な対応により、第三者チェックで抽出された疑義が、設備所管課長による判

断により、解消されることなく、問題なしと評価され、組織として、判断根拠及びその妥当性

の確認がなされることなく、9月30日の原子力規制委員会に対する報告（その1）にインプッ

トされた。さらに、責任者等により報告書策定工程へのリリース許可が行われた記録が策

定されていない。

・設備担当課長が、第三者が抽出した疑義を否定する場合の基準、プロセス

・所大チェック責任者が行う、最終判断

・所大チェックから報告書のリリース許可を行うための基準及びプロセス

・所大チェック結果の記録策定

【要因T2-126】

再掲【C-186】【要因T2‐102
再掲【C‐184】

「未点検機器

以外の点検実

績状況確認要

領」作成

「未点検機器

以外の点検実

績状況確認要

領」制定

【問題事象2-17】（要因T2-146）

所大確認し訂正印で処理した箇所の一部は、平成25年7月～9月に実

施した所大チェックで疑義として抽出できていなかった【Ｂ-202】

【問題事象2-16】（要因T2-127）（再掲）

平成２５年度第４回保安検査で対象とすることとした未点検機器以外の機器（７００

機器）を対象に、平成26年2月～3月に所大で確認（以下「所大確認」という。）し、誤

りを訂正印で処理した箇所の一部については、平成２５年７月～９月に実施した所

大チェックで疑義として取り上げていたにも関わらず、保全計画を改正していなかっ

た【Ｂ-201】

【頂上事象Ｂ】（要因T2-61）（再掲）

保守管理上の不備に係る調査が不十分で何度も繰り

返した【Ａ-153】

（ｂ-6 平成25年7月から9月の未点検機器確認作業に

係る所大チェックでは、保全計画（点検計画）の誤りを

見つけられなかった）



時系列「保守管理の不適合が適切に管理されなかった」(1/22) 添付資料-３

平成22年6月3日

平成22年6月11日

平成22年7月16日

日付 トピックス

所長
A
B
Ｂ１５

副所長
A１
H

所長代理
A
 Ｂ

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理
室長C

副主幹ｍ

品質保証室長D

室長代理
ｃ
Ｂ

電気保修課 機械保修課

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW
ＲＲ

担当
OO
A
JJ
KK
ｊ

課長
U
Ｖ
Ｂ3

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

チームリーダ（TL）
電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd
計装Ⅰ-A2
計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長
ｆ

Ｉ 【次長兼務】
L
Ｏ

主幹ＸＸ
課長代理
（課代)
L
M

運営管理室

所大チェック班

プラント保全部 保修計画課

担当
bb、cc、ee、MM、gg、

hh、ｒｒ、ｖｖ

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
担当者

ＡＡ、ＢＢ、ＣＣ、ＤＤ、ＥＥ

他課
プラント
管理部長Ｉ
技術部長Ｂ1

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

室長
E
F

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

チームリーダ
(TL)
SS

部長
J
I
K

次長
I
F
Y
Z

【要因Ｔ３－４】

プラント保全部では、島根発電所での不適合事

象を受けて発出されたNISA指示文書への報告に
おいて、類似事象の発生防止に努めていくとして

いるが、島根発電所の不適合事象を受けて入手

した「保守管理の実施状況の確認フロー」は保安

検査のみで使用するものと考え、またその後に発

生した他電力での類似事象についてはニューシ

ア情報が最終報告となっていないとして、水平展

開や教育に活かさなかった【Ｈ－２１２ 】

【要因Ｔ３－２】

プラント保全部では、保守管理における点検期限

超過等の不適合については、これが放置される

ことがないよう不適合管理の下で処置すべきで

あったが、保守管理に関して、不適合状態が長

期間放置されない仕組みが構築されていると誤

認していた【Ｄ－２１１】

ＮＩＳＡ指示文書に対

する回答提出

島根発電所の保守

管理の不備等の報

告に係る機構への

確認に基づく報告

補足（指示文書回答より抜粋）

中国電力からの報告で主要な直接的な原因とされている点検計画表の策定段階の問題、点検の実施段階における問題、保守管理の運用の問題については、もんじゅにおいて同様の問題はなく、また、仮に

誤りが発生した場合においても適切に是正がなされ、保守管理に関して不適合状態が長期間放置されない仕組みとなっていることを確認した。

２．確認結果

①もんじゅにおいては、点検計画表は、設備を熟知した設備担当課が運転再開に向けて実施した設備健全性確認等の点検報告書、取扱説明書等を基に作成し、課長までの確認を得て設定している。また点検

実績反映等に誤記が確認された場合には、設備担当課が点検計画表の見直しを行なっている。

②点検の実施段階における問題

何らかの理由により計画した点検及び交換が実施できない場合には、契約変更手続きを行うとともに、設備担当課が対象設備の健全性の評価を行った上で、保全計画の改正を行う仕組みとなっていることを確

認した。設備の健全性の評価結果が否となった場合には、不適合管理により適切な処理を行うこととしている。

③点検実施の反映段階の問題

点検計画表に点検実績を反映する段階で点検漏れ等を確認した場合においても、設備担当課が不適合管理を行うとともに、設備の健全性の評価を行った上で、保全計画の改正を行う仕組みとなっていることを

確認した。

【要因Ｔ３－１７】

【Ｆ－２１１ 】

NISA指示文書

受理

島根対応

補足（指示文書より抜粋）

中国電力株式会社島根原子力発電所第1号機及び第2号機の保守管理の不備等の最終報告に係る各社への確認について（指示）[平成22・06・09原院第1号]

島根発電所の調査報告書（最終）（最終報告における根本原因分析により、下記の問題が明らかとなりましたので原子炉設置者において、下記と同様な問題がないかを確認することの指示を受けた。

【問題】

①規制要求事項の変更に速やかに対応してマネジメントできる仕組みが十分でなく適切な対応ができなかったこと。

②不適合管理が適切に行われず、また、不適合の判断が限られた箇所で決定されるなど、不適合管理を適切、確実に行うための仕組みが不足していたこと

③安全文化要素のうち、「報告する文化」及び「常に問いかける姿勢」が組織として不足していたこと

NISA指示文書に対

する回答提出

補足（指示文書回答書より抜粋）

NISA指示文書を受けた原子力機構の回答

・中国電力株式会社の保守管理の不備等の最終報告における根本原因分析により、(1)規制要求事項の変更に対応する仕組みの問題 (2)不適合管理の仕組みの問題 (3)安全文化に関する意識の問題が明

らかとなった。

これらの点についてもんじゅの状況を調査した結果、いずれも適切な対応がなされており、同様な問題がないことを確認した。

２．確認結果

(2)不適合管理の仕組みの問題

もんじゅにおいては、設備の故障、些細な不具合等の不適合情報を積極的かつ迅速に吸い上げるために、安全品質管理室長、原子炉主任技術者、各課室員等が出席する不適合管理委員会を毎朝開催するこ

とを「もんじゅ不適合管理要領」で規定している。委員会では、所長承認文書の周知漏れ、業務連絡書の誤記、保修票等、不適合として処理するかどうか判断に迷うような事象も取り上げ、事象の内容確認、不

適合区分の判断、処置担当課の決定、ヒューマンエラー防止検討会の付議要否の決定等を行っており、センター大で不適合の判断を行っている。また月1回センターの幹部が出席し、不適合の処置状況の情報

を共有する仕組みとしている。

(3)安全文化に関する意識の問題

もんじゅにおいては、安全文化醸成活動として、ナトリウム漏えい検出器の点検体制等及びアニュラス排気ダクト腐食孔の発生に係る根本原因分析結果を受けて、「トップマネジメントのコミットメント」、「上級管

理者の明確な方針と実行」及び「内部コミュニケーションの充実」に重点を置いた活動を行っている。

３．今後の対応

もんじゅにおいては、中国電力株式会社が行った根本原因分析により明らかとなった問題については、いずれも適切な対応がさなれており、同様な問題がないことを確認した。これらの対応については、今後と

も、品質保証活動及び安全文化醸成活動の中で、継続的に改善を行い、類似事象の発生防止に努めていく。

【要因Ｔ３－３】

プラント保全部では、島根発電所での不適合事

象を受けて発出されたNISA指示文書への報告

において、類似事象の発生防止に努めていくと

しているが、その後に発生した他電力での類似

事象がNUCIAにおいて最終報告となっておらず、

教育対象の資料に該当しなかった【Ｉ－２１２】

【課長Ｏ】

過去の点検実績

等を基に技術評価

を行い、点検時期

を一時的に延長す

ることとし、技術評

価の実施を担当者

ＡＡに指示した

【担当者ＡＡ】

課長Ｏの指示

を受け、技術評

価について、検

討開始した

【安全品質管

理室長Ｃ】

保修計画課

長Ｌから、「技

術評価を行っ

て、点検期限

超過を回避

することは、

不適合か」の

相談を受け、

「点検期限前

の評価であ

れば、不適合

にはならな

い」と回答し

た。

【課長L】

安全品質

管理室長Ｃ

に「技術評価

を行って、点

検期限超過

を回避する

ことは、不適

合か」の相

談をした

【課長Ｌ】

安全品質

管理室長Ｃ

から点検期

限前に技術

評価して健

全性の確認

ができれば

不適合扱い

にしなくても

よいとの認

識に至った

1

平成23年1月11日へ

【要因Ｔ３－５】

安全品質管理室長は、点検期限超過前の技術評

価は保全の有効性評価のことであると誤認し、不

適合とならないと判断した【Ｊ２１５ 】

工程変更に伴う技術評価の実施

【各TL及び担当者】
課長の指示を受け、調

査を開始

【要因の凡例】

直接要因

組織的な要素

を含む要因

頂上事象 →

問題事象 →

→

→

補足

インタビュー

→

→【要因Ｔ３－１】

プラント保全部では、期限内に点検ができない場

合には不適合管理の下で処理する必要があった

が、点検が出来ない場合、健全性評価を行い、評

価結果が否となった場合のみ不適合とし、それ以

外は、点検計画の変更を行う仕組みとしていた【Ｅ

－２１１ 】

【要因Ｔ３－１６】

【Ｇ－２１１ 】
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日付 トピックス

所長
A
B
Ｂ１５

副所長
A１
H

所長代理
A
 Ｂ

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理
室長C

副主幹ｍ

品質保証室長D

室長代理
ｃ
Ｂ

電気保修課 機械保修課

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW
ＲＲ

担当
OO
A
JJ
KK
ｊ

課長
U
Ｖ
Ｂ3

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

チームリーダ（TL）
電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd
計装Ⅰ-A2
計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長
ｆ

Ｉ 【次長兼務】
L
Ｏ

主幹ＸＸ
課長代理
（課代)
L
M

運営管理室

所大チェック班

プラント保全部 保修計画課

担当
bb、cc、ee、MM、gg、

hh、ｒｒ、ｖｖ

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
担当者

ＡＡ、ＢＢ、ＣＣ、ＤＤ、ＥＥ

他課
プラント
管理部長Ｉ
技術部長Ｂ1

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

室長
E
F

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

チームリーダ
(TL)
SS

部長
J
I
K

次長
I
F
Y
Z

平成22年10月22日

平成22年11月24日

平成22年12月1日

平成22年12月13日

平成23年1月上旬

平成23年1月11日

～

【担当者ＡＡ】

空調用冷水冷凍

機ＩＢの簡易点検の

点検時期を変更す

るための評価書を

作成した。

（H22.11→H23.11)

【機械ⅡＴＬ-Ｔ】

確認

【課長O】

承認

【課代Ｐ】

確認

【機械保修課長Ｏインタビュー

結果】

当該設備は重要度の低い設

備であり、部長までの上覧の

必要性を感じなかった。

技術評価１
【要因Ｔ３－６】

電気保修課及び機械保修課の担当者は、設備

の点検時期の一時的な延期を行う場合には不適

合管理の下で延期する時期までの設備の健全性

評価を行う必要があったが、設備の安全は確保

されていると思っていたので不適合と認識してい

なかった【Ｄ－２１０ 】

【Ｔ１-１５１】

【C-40】

【担当ＪＪ】

工程変更

に伴い、保全

計画を見直

すことは、

「保守管理の

実施状況の

確認フロー」

によると不適

合と考えられ

るため、不適

合報告書

（案）を作成

し、課長Lに

メールで相談

した。

【課長L】

担当者JJ

から相談を受

け、点検期限

を超過するよ

うな機器につ

いて事前に

評価すれば、

不適合になら

ないと口頭で

回答した。

1

工程変更に伴う保全

計画見直し（Rev2）

平成22年9月下旬から

平成22年度第3

回保安検査

（平成22年11月

29日～12月10

日）

補足（保安検査報告書から抜粋）

平成22年度第3回保安検査 島根原子力発電所と同様・類似不備の確認状況

・検査の結果、島根原子力発電所の保守管理の不備に対する機械品、電気品、計装品について、保安規定第103条（建設段階における保守管理計画）に定める保全計画の策定に基づき、保全計画の策定状

況、保全計画の変更、点検の実施について抜き取りにより38項目（内訳は、機械品、電気品各々12項目、計装品14項目）を確認し、これらの実施状況が適正に行われていることを判定フローチャートにより確認

した。

また、島根水平展開における追加確認について保安院指示事項に基づく、12機器を系統図及び配置図から選定し、保全計画に含まれていること、及び現場での設置状況について確認した。

・機構として自主的に確認したものはない。

【要因Ｔ３－８】

保修計画課長は、島根発電所の保守管理不備を受けて入手

した「保守管理の実施状況の確認フロー」を保守管理業務に

適用すべきであったが、点検期限を超過する場合の管理に

「保守管理の実施状況の確認フロー」を使用するものとして扱

わなかった【Ｉ－２１３ 】

【要因Ｔ３－７】

プラント保全部では、島根発電所の保守管理不備を受けて入手

した「保守管理の実施状況の確認フロー」を保守管理業務に適

用すべきであったが、「保守管理の実施状況の確認フロー」は、

保安検査での点検実施状況の確認時のみに適用した【Ｊ－２１

３ 】

【機械保修課担当ＡＡインタビュー結果】

「保守管理の実施状況の確認フロー」は、保安検査での確

認時のみ

【担当者ＡＡ】

中央制御室空調

ファンBの簡易点

検の点検時期を変

更するための評価

書を作成した

（H23.1→H24.1）

【機械ⅡTL-Ｔ】

確認

【課長Ｏ】

承認

【課代Ｐ】

確認

技術評価３

【要因Ｔ３－６】

技術評価の要因と同じ

【担当者ＢＢ】

２次系配管支持装

置（C) 外観点検

の点検時期を変更

するための評価書

を作成した

（H22.12→H23.12)

【機械ⅠTL-Ｒ】

確認

【課長Ｏ】

承認

【課長Ｐ】

確認

技術評価２

【要因Ｔ３－６】

技術評価の要因と同じ

【課長Ｏ】

技術評価で対応

することを指示した。

【担当者ＡＡ】

課長Oの指示に

より、技術評価を

実施した。

【担当者ＢＢ】

点検期限を超過

する時の手続きとし

て技術評価を担当

者ＤＤに指導しても

らいながら、一緒に

作成した。

【機械I TL-R】

保修計画課の担

当からの回答を受

け、担当者BBに、

技術評価を行うこ

とを伝えた。

【要因Ｔ３－１１】

保修計画課長は、点検期限を超過する機器に対し、

島根発電所の保守管理不備を受けて入手した「保守

管理の実施状況の確認フロー」に基づき処理する必

要があったが、点検期限を超過する機器について、

「保守管理の実施状況の確認フロー」と異なる処理を

妥当と判断した【Ｇ－２１５ 】
【要因Ｔ３－９】

保修計画課長は、安全品質管理室長に相談し、点検期限超過前に技術評価を行えば

不適合とならないとの回答を得た【Ｉ－２１５ 】

【要因Ｔ３－５】

【 Ｊ－２１５】

再掲

【要因Ｔ３－４】

【Ｈ－２１２】

再掲

【Ｔ１-１６５】

【G-67】

【要因Ｔ３－１０】

保修計画課長は、点検期限を超過する機器に対し、島根発電所の保守管理不備を受

けて入手した「保守管理の実施状況の確認フロー」に基づき処理する必要があったが、

点検期限を超過する前に健全性に関する技術的な評価をすれば不適合にならないと誤

認していた【Ｈ－２１５ 】
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日付 トピックス

所長
A
B
Ｂ１５

副所長
A１
H

所長代理
A
 Ｂ

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理
室長C

副主幹ｍ

品質保証室長D

室長代理
ｃ
Ｂ

電気保修課 機械保修課

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW
ＲＲ

担当
OO
A
JJ
KK
ｊ

課長
U
Ｖ
Ｂ3

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

チームリーダ（TL）
電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd
計装Ⅰ-A2
計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長
ｆ

Ｉ 【次長兼務】
L
Ｏ

主幹ＸＸ
課長代理
（課代)
L
M

運営管理室

所大チェック班

プラント保全部 保修計画課

担当
bb、cc、ee、MM、gg、

hh、ｒｒ、ｖｖ

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
担当者

ＡＡ、ＢＢ、ＣＣ、ＤＤ、ＥＥ

他課
プラント
管理部長Ｉ
技術部長Ｂ1

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

室長
E
F

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

チームリーダ
(TL)
SS

部長
J
I
K

次長
I
F
Y
Z

平成23年1月中旬

平成23年2月1日

～

平成23年2月4日

平成23年2月4日

【担当JJ】

業連「工程

見直しに伴

う保全計画

の見直し方

針について」

作成

補足（業連から抜粋）

プラント工程の変更（IVTM及びDGトラブル反映）に伴う、第２保全サイクルの点検計画において、年度毎に管理している項目については、

本サイクルが平成24年度まで及ぶことを考慮し、平成24年度までの計画を記載すること。また、サイクル単位で管理している項目について

は、工程変更により、追加、再点検を実施するもの（次サイクルにて実施予定の項目を前倒しで実施する項目）を工程変更分として明確に

記載することとした。（工程変更分欄追加）

【TL-Ａ6】

確認

【課代Ｍ】

確認

【課長Ｌ】

承認

【担当ＪＪ】

課長Lから

の回答を受

け、事前に評

価すれば、不

適合にならな

いと認識した。

【担当者ＣＣ】

有効性評価の様

式を用いて技術評

価を実施した。

【担当者ＣＣ】

作成した技術評

価（案）を保修計画

課長に相談した。

【課長Ｌ】

機械保修

課担当者Ｃ

Ｃから技術

評価の内容

について相

談を受け、こ

のようなもの

でよいと回

答した。 【担当者ＣＣ】

保修計画課長Ｌ

から資料に対し、

このようなもので

よいとの回答を得

た。

【課長Ｏ】

担当者ＣＣから相

談を受け、技術評価

で対応することを指

示した。

【担当者ＣＣ】

ディーゼル発電

機設備 ディーゼ

ル機関B号機（始

動弁、クランク

室）の外観点検

及び分解点検の

点検頻度を一時

的に変更するた

め有効性評価の

様式を用いた評

価書を上覧した。

（1サイクル→2サ

イクル）

【課長Ｏ】

作成

【室長Ｅ】

確認

【室長Ｃ】

確認

【部長 Ｉ】

承認

技術評価４

【要因Ｔ３－６】

技術評価の要因と同じ

電気保修課の点検計画（電気・計測制御設備）改正(Rev2)

この段階で保全の有効性評価の手続き前に点検周期を変更した。

機器数の内訳は次のとおり

計装分：11件、電気分：5件

（H25.1.31現在）

【電気保修課TL A2インタビュー結果】
・有効性評価について保修計画課からは、

何か評価すればよいとのことであったが、

データがなく、わからなかった。

・有効性評価について、過去の実績管理と

その考え方が整理されていないので、計画

の見直しの検討ができない状態であった。

【電気保修課ＴＬ A2インタビュー結果】

予定を急に変えられて、有効性評価をすればよいと言われて

も評価が追い付かない。現場があって、評価に必要なデータを

整理できる時間が取れない

【電気保修課担当MMインタビュー結果】

課のチームリーダは、運営管理室、保修計画課には点検期限

を超過することを相談したが、「有効性評価を行うこと」との回答

だった

【頂上事象Ｃ】（要因Ｔ３－１３）

保守管理の不適合が適切に管理されなかった

【Ａ－２０６】
（要因Ｔ３－２５）

【Ｃ－２１０】

←（要因Ｔ３－６）

【Ｄ－２１０】

再掲

【問題事象3-3】（要因Ｔ３－１２）

電気保修課及び機械保修課では、トラブ

ル等による工程変更に伴い、点検時期

が延期される設備機器が発生した際に

必要な手続きをしなかったものがあった

【Ｂ－２１０ 】
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日付 トピックス

所長
A
B
Ｂ１５

副所長
A１
H

所長代理
A
 Ｂ

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理
室長C

副主幹ｍ

品質保証室長D

室長代理
ｃ
Ｂ

電気保修課 機械保修課

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW
ＲＲ

担当
OO
A
JJ
KK
ｊ

課長
U
Ｖ
Ｂ3

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

チームリーダ（TL）
電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd
計装Ⅰ-A2
計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長
ｆ

Ｉ 【次長兼務】
L
Ｏ

主幹ＸＸ
課長代理
（課代)
L
M

運営管理室

所大チェック班

プラント保全部 保修計画課

担当
bb、cc、ee、MM、gg、

hh、ｒｒ、ｖｖ

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
担当者

ＡＡ、ＢＢ、ＣＣ、ＤＤ、ＥＥ

他課
プラント
管理部長Ｉ
技術部長Ｂ1

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

室長
E
F

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

チームリーダ
(TL)
SS

部長
J
I
K

次長
I
F
Y
Z

平成23年3月23日

平成23年4月1日

～

平成23年4月8日

平成23年4月7日

平成23年4月27日

【工程ＴＬ-Ｓ

Ｓ】

・口頭で室長

に確認後、

3/23版の設備

点検日割工程

表を関係各室

に連絡。

・今後、非常

用Ｄ/Ｇ（C）の

復旧状態を踏

まえ工程見直

しを行う（D/G

（B)点検調整

中のためNa

充填ドレン時

期未定）

ディーゼル発電機Ｃ号機のトラブル復旧状態を踏まえた日

割り工程策定

【担当者ＤＤ】

Ｄ/Ｇ（C）の復旧

状態を踏まえ工程

見直しが行われ、

D/G（B)点検工程が

調整中のためNa充

填ドレン時期未定と

なり、点検が困難と

なった

技術評価

【担当者ＤＤ】

ナトリウム・水反

応生成物収納設備

カバーガス第１圧

力開放弁Ａ，Ｃ、カ

バーガス第２圧力

開放弁Ａ，Ｃの点検

期限を変更するた

めの有効性評価の

様式を用いて評価

書を作成した（Ｈ

23.4→Ｈ24.3）

【課長Ｏ】

作成

【部長 Ｉ】

承認

【室長Ｅ】

確認

【室長Ｃ】

確認

技術評価５

【要因Ｔ３－６】

技術評価の要因と同じ

補足（業連から抜粋）

平成22年度 第4回保安検査において、点検計画に記載している絶縁抵抗測定の管理基準と点検要領書に記載さ

れている判定基準が異なっており、「絶縁抵抗の判定基準値について、保全計画と実際の点検記録との整合を図る

こと」との指摘を受け、管理基準値を判定基準に統一する作業を各課へ依頼した。
【担当JJ】

業連「保全

計画の改正

について」作

成

【TL-Ａ6】

確認

【課代Ｍ】

確認

【課長Ｌ】

承認

保全計画改正

（Rev3）

【課長V、各TL、各担当】

点検計画の改正を実施し、点検計画を作成

【課長O、各TL、各担当】

点検計画の改正を実施し、点検計画を作成

【課長、各TL、

各担当】

点検計画の

改正を実施

し、点検計画

を作成

【課長、各TL、

各担当】

点検計画の改

正を実施し、点

検計画を作成

【部長Ｉ】

確認
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日付 トピックス

所長
A
B
Ｂ１５

副所長
A１
H

所長代理
A
 Ｂ

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理
室長C

副主幹ｍ

品質保証室長D

室長代理
ｃ
Ｂ

電気保修課 機械保修課

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW
ＲＲ

担当
OO
A
JJ
KK
ｊ

課長
U
Ｖ
Ｂ3

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

チームリーダ（TL）
電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd
計装Ⅰ-A2
計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長
ｆ

Ｉ 【次長兼務】
L
Ｏ

主幹ＸＸ
課長代理
（課代)
L
M

運営管理室

所大チェック班

プラント保全部 保修計画課

担当
bb、cc、ee、MM、gg、

hh、ｒｒ、ｖｖ

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
担当者

ＡＡ、ＢＢ、ＣＣ、ＤＤ、ＥＥ

他課
プラント
管理部長Ｉ
技術部長Ｂ1

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

室長
E
F

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

チームリーダ
(TL)
SS

部長
J
I
K

次長
I
F
Y
Z

平成23年4月28日

平成23年5月9日

【室長Ｃ】

確認

【炉主任ａ】

確認

【所長Ｂ】

承認

【室長Ｅ】

確認

【部長】

協議

【部長I】

保全計画

作成

【担当JJ】

保全計画本

文作成及び

点検計画のと

りまとめ

補足（保全計画本文から抜粋）

６．点検計画

見直し後の工程に従い、今サイクルの保全計画において点検間隔目標値

のN年＋4ヶ月を超過した場合は、評価を実施し管理するか若しくは点検間

隔目標値の期間内で点検を計画する。

*2：点検時期/頻度を保全サイクル単位とする場合には、点検間隔をN年＋

4ヶ月以内を目標に設定する。

供用前第2保全サイ

クルの保全計画の

承認（所長）及び確

認（平成23年4月28

日改正3/平成23年

4月28日施行）

●改正内容

・ＩＶＴＭのトラブルに

伴う保全計画の見

直し（ＩＶＴＭの取替

え作業を特別な保

全計画へ移行（ＩＶＴ

Ｍ復旧までの作業

を特別な保全計画

で管理、ＩＶＴＭのト

ラブルに係る設備を

点検計画から除外）、

保全計画本文の見

直し）

・平成22年度第4期

保安検査コメント反

映（絶縁抵抗基準

値の点検記録との

整合（点検計画））

・記載の適正化、誤

記等の見直し

補足（保全計画本文から記載）

・IVTMのトラブルにより、IVTM関連の作業等について特別な保全計画策定に伴う改訂

・関連業連発行：11も保(業)040701；平成22年第４回保安検査での「絶縁抵抗の判定基準値

について、保全計画と実際の点検記録との整合を図ること」とのコメントを受けての改正

・保全計画（平成23年4月6日施行版）では、点検期限を超過した場合の扱いを不適合処理と

するとしていたが、本改正において不適合処理の記載を削除し、点検期限を超過した場合、

評価を実施し管理するか若しくは点検間隔目標値の期間内で点検を計画することとした。 【保全プロセスの調査から抽出された問

題点（1）】

【要因Ｔ３－２０】と同じ【Ｇ－２１４】

【担当者ＥＥ】

機械チーム内の

情報共有によりＤ/

Ｇ（Ｃ）の復旧が遅

れ、Ｄ/Ｇ（Ｂ）の点

検工程が遅れるこ

とが分かり、点検

が困難な状況に

なった

【担当者ＥＥ】

ＴＬ-Ｔ、課長に原

子炉補機冷却水

系及び海水系の

点検期限までに点

検することが困難

であることを相談

した。

【担当者ＥＥ】

点検周期を変更

する時は有効性評

価しかないと思い、

先行のＤ/Ｇの技術

評価のやり方を参

考にして、有効性

評価のフォーマット

を使用して、技術

評価を行った。

【課長Ｏ】

担当者ＥＥから相

談を受け、技術評

価で対応することを

指示した。

【機械ＩＩTL-Ｔ】

担当者ＥＥか

ら相談を受けた

【機械ＩＩＴＬ-Ｔ】

技術評価を行う

ことを課長Oより指

示を受けた。

【担当者ＥＥ】

保修計画課にも

相談した

技術評価

【工程担当ＴＬ-ＲＲ、担当者Ｊ

Ｊ】

担当者ＥＥから相談を受け、

有効性評価を行うよう回答し

た。

【要因Ｔ３－１７】

プラント保全部では、期限内に点検ができな

い場合には不適合管理の下で処理する必要

があったが、点検間隔又は頻度を超過した場

合に不適合として扱うことについてルールを

理解していなかった 【Ｆ－２１１ 】

【要因Ｔ３－１６】

不適合が発生した場合には不適合管理要領に則った処理が必要であるが、

プラント保全部では、保守管理要領に記載された不適合のみが保守管理上

の不適合であると誤解していた 【Ｇ－２１１ 】

【要因Ｔ３－１５】

QMS文書に規定された事項の不履行が発見された場合には、不適合管理を行う必要があったが、プ

ラント保全部では、保守管理要領と不適合管理要領の関係が十分に理解されていなかった 【Ｈ－２１

１ 】

【要因Ｔ３－４】

【Ｈ－２１２ 】

再掲

【要因Ｔ３－２０】

Ｈ23年4月6日の保全計画改訂時においては、点検期限を超過した場

合不適合処理するとしていたが、Ｈ23年4月28日の保全計画改訂時

では、不適合処理の記載をなくし、評価を実施し管理するか若しくは

点検間隔目標値の期間内で点検を計画することとした【Ｇ－２１４ 】

【要因Ｔ３－１９】

プラント保全部長は、点検期限を超過する場合にはその理由に依らず不適

合として管理する必要があったが、外的な要因で点検時期が動かされ点検

期限を超過するような場合は、評価し管理する方法があってもよいとして不

適合と考えなかった【Ｈ－２１４ 】

【要因Ｔ３－１６】

【Ｇ－２１１ 】

【要因Ｔ３－２０】

【Ｇ－２１４ 】

【要因Ｔ３－１１】

【Ｇ－２１５ 】

再掲

【要因Ｔ３－１４】

プラント保全部では、QMS文書に規定された事項の不履行について、保守管理要領に記載された不適合のみでなく不

適合管理要領の下で処置する必要があるが、点検期限の超過が発生した場合でも保全の有効性評価をすれば不適

合として扱わない等、保守管理で発生した不適合事象の扱いについて保守管理要領と不適合管理要領の関係を理解

しておらず、品質マネジメントシステムの教育が十分でなかった 【Ｉ－２１１ 】

【要因Ｔ３－１８】

プラント保全部長及び安全品質管理室長は、点検期限を超過する場合に

は不適合として管理すべきであったが、島根発電所における保守管理不

備を受けて発信された「保守管理の実施状況の確認フロー」を用いるなど

して、その判断基準を明確にしなかった 【Ｉ－２１４ 】
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日付 トピックス

所長
A
B
Ｂ１５

副所長
A１
H

所長代理
A
 Ｂ

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理
室長C

副主幹ｍ

品質保証室長D

室長代理
ｃ
Ｂ

電気保修課 機械保修課

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW
ＲＲ

担当
OO
A
JJ
KK
ｊ

課長
U
Ｖ
Ｂ3

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

チームリーダ（TL）
電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd
計装Ⅰ-A2
計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長
ｆ

Ｉ 【次長兼務】
L
Ｏ

主幹ＸＸ
課長代理
（課代)
L
M

運営管理室

所大チェック班

プラント保全部 保修計画課

担当
bb、cc、ee、MM、gg、

hh、ｒｒ、ｖｖ

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
担当者

ＡＡ、ＢＢ、ＣＣ、ＤＤ、ＥＥ

他課
プラント
管理部長Ｉ
技術部長Ｂ1

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

室長
E
F

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

チームリーダ
(TL)
SS

部長
J
I
K

次長
I
F
Y
Z

平成23年5月10日

～

平成23年6月14日

平成23年6月6日

平成25年1月25日

平成25年7月17日

平成23年6月15日

平成23年10月6日

～

平成23年10月11日

×

平成23年6月に「もんじゅ不適合管理要領」に「文書等の誤りに対する不適合区分の考え方」を導入した際及びその後の定期的な

文書レビューで当該不整合を抽出すべきだったが、当該文書レビューにおける当該文書の整合性の確認が不十分だった

E-7

×

品質保証室長は、「別表－4」を解説している「別表－4の参考」では業務の品質に影響を与えるものであっても現在影響を与えていないものを不適合管

理の対象外としているが、別表－4では業務の品質に影響を与えるものは不適合管理の対象と定めており、文書内の不整合に気付かなかった

D-7

不適合管理要領

の文書レビュー実

施

不適合管理要領に

参考資料が導入

【品質保証室員B30インタビュー結果】

保安検査官に示した資料の内容を表にし、「参考」として要領に導入することとなりました。「参考」としたのは、これを基準としないようにするためです。あくまでも、不適合区

分判断時の“一助”として活用し、最終的には不適合管理委員会にて不適合区分を決定するという理解の上で要領の改正に至りました。

【要因Ｔ３－２２】

平成23年6月に「もんじゅ不適合管理要領」に「文書等の誤りに対する不適合区分の考え方」を導入した際及びその後の定期的な文書

レビューで当該不整合を抽出すべきだったが、当該文書レビューにおける当該文書の整合性の確認が不十分だった

【Ｅ－２２７】

【要因Ｔ３－２１】

品質保証室長は、不適合管理要領に新たな区分を導入する際に文書に不整合がないかという確認、及

びルールを変更した際に明文化すべきだったが、不適合管理要領の確認が不十分であること、現場が

遵守している運用のルールを明文化しなかった等、ＱＭＳの維持管理に関する対応が不足していた

【Ｆ－２２７】

【要因Ｔ３－２３】

品質保証室長は、「別表－4」を解説している「別表－4の参考」では業務の品質に影響を与えるものであっても現在影響を与えていないものを不適合管理の対象外としてい

るが、別表－4では業務の品質に影響を与えるものは不適合管理の対象と定めており、文書内の不整合に気付かなかった

【Ｄ－２２７】

【安全品質管理室長（現在の品質保証室）Cインタビュー結果】

H22年度の性能試験要領書に誤記が見つかり、保安調査の中でもんじゅでの誤記に係る不適合管理の考え方を説明したような記憶がある。参考は、その際の説明内容を

ルールに添付したもの思われるが、当時福島対応で手いっぱいで記憶にない。

補足（不適合管理要領の改正）

もんじゅ不適合管理要領 識別番号：MQ830-01

平成23年6月14日改正 文書に関する不適合の参考資料の追記

別表-4 区分Dに以下の但し書きが記載

ただし、下記については不適合管理の対象外とすることができる。

文書・記録において軽微な訂正(誤記、記載漏れ等）が必要なものであって業務の品質に影響を与えないもの

追加された参考に以下の記載

業務に影響を与えるものは不適合を実施しない。

ただし、業務に影響を与えるものとは、影響が及び前に文書／記録の改正／訂正を実施する（した）場合

【品質保証室長Dインタビュー結果インタビュー結果2.（1）】

レビューの時には、管理職として担当者が行った結果について

チェック行ったため、参考について気にかけてみていなかった。

【担当者ＥＥ】

原子炉補機冷却

水系熱交換器B

開放点検の点検頻

度を一時的に変更

した（1サイクル

→30ケ月）

【課長Ｏ】

作成

【室長Ｅ】

確認

【室長Ｃ】

確認

【担当者ＥＥ】

原子炉補機冷却

海水系 海水ポン

プB 簡易点検の

点検頻度を一時的

に変更した（1サイ

クル→30ケ月）

【課長Ｏ】

作成

【室長Ｅ】

確認

【室長Ｃ】

確認

【担当者ＥＥ】

原子炉補機冷却

海水系海水ポンプ

B出口逆止弁分解

点検の頻度を一時

的に変更した（1サ

イクル→30ケ月）

【課長Ｏ】

作成

【室長Ｅ】

確認

【室長Ｃ】

確認

【部長 Ｉ】

承認

【部長 Ｉ】

承認

【部長 Ｉ】

承認

技術評価６

技術評価７

技術評価８

【要因Ｔ３－６】

技術評価の要因と同じ

ＩＶＴＭ引抜き状況、

水・蒸気系試験の

進捗状況によりナ

トリウム充填・ドレ

ン工程の漸次延長

状態が継続

【担当者ＤＤ】

2次ナトリウム

オーバーフロー系

空気作動弁、2次ナ

トリウム純化系空

気作動弁及び2次

アルゴンガス系空

気作動弁の点検期

限を一時的に延長

するため有効性評

価の様式を用いた

技術評価を行った

（Ｈ23.10→Ｈ24.10）

【課長Ｏ】

作成

【室長Ｅ】

確認

【室長Ｄ】

確認

【部長 Ｉ】

承認

技術評価９

【要因Ｔ３－６】

技術評価の要因と同じ
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日付 トピックス

所長
A
B
Ｂ１５

副所長
A１
H

所長代理
A
 Ｂ

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理
室長C

副主幹ｍ

品質保証室長D

室長代理
ｃ
Ｂ

電気保修課 機械保修課

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW
ＲＲ

担当
OO
A
JJ
KK
ｊ

課長
U
Ｖ
Ｂ3

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

チームリーダ（TL）
電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd
計装Ⅰ-A2
計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長
ｆ

Ｉ 【次長兼務】
L
Ｏ

主幹ＸＸ
課長代理
（課代)
L
M

運営管理室

所大チェック班

プラント保全部 保修計画課

担当
bb、cc、ee、MM、gg、

hh、ｒｒ、ｖｖ

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
担当者

ＡＡ、ＢＢ、ＣＣ、ＤＤ、ＥＥ

他課
プラント
管理部長Ｉ
技術部長Ｂ1

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

室長
E
F

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

チームリーダ
(TL)
SS

部長
J
I
K

次長
I
F
Y
Z

平成24年1月18日

平成24年1月24日

平成24年1月26日

～

平成24年2月9日

平成24年2月10日

当面の日割工

程は、センター

の方針に従いＩ

ＶＴＭナトリウム

中機能確認試

験及び２次系保

温材パッケージ

化工事を優先さ

せたプラント状

態となり、点検

工程が定まらな

くなった

【担当ＡＡ】

燃料取扱設備

室給気ファンＩ

Ａの点検期限

までに点検す

ることが困難で

あることから、

技術評価を実

施

技術評価

【担当者ＡＡ】

燃料取扱設備

室 給気ファン

ＩＡ簡易点検の

点検間隔を延

長する評価書

を作成（２サイ

クル→３サイク

ル）

【機械ⅡTL-Ｔ】

確認

【課長Ｏ】

承認

【課代Ｑ】

確認

技術評価１０

【要因Ｔ３－６】

技術評価の要因と同じ

【担当者ＡＡ】

蒸気発生器室

（Ａ） 給気ファ

ンＢ及び蒸気

発生器室（C）

給気ファンＢの

点検期限まで

に点検すること

が困難である

ことから、技術

評価を実施

【担当者ＡＡ】

蒸気発生器室

（Ａ） 給気ファ

ンＢ及び蒸気

発生器室（C）

給気ファンＢ簡

易点検の点検

間隔を延長す

る評価書を作

成（２サイクル

→３サイクル）

【機械ⅡTL-Ｔ】

確認

【課長Ｏ】

承認

【課代Ｑ】

確認

技術評価１１
【要因Ｔ３－６】

技術評価の要因と同じ
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日付 トピックス

所長
A
B
Ｂ１５

副所長
A１
H

所長代理
A
 Ｂ

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理
室長C

副主幹ｍ

品質保証室長D

室長代理
ｃ
Ｂ

電気保修課 機械保修課

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW
ＲＲ

担当
OO
A
JJ
KK
ｊ

課長
U
Ｖ
Ｂ3

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

チームリーダ（TL）
電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd
計装Ⅰ-A2
計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長
ｆ

Ｉ 【次長兼務】
L
Ｏ

主幹ＸＸ
課長代理
（課代)
L
M

運営管理室

所大チェック班

プラント保全部 保修計画課

担当
bb、cc、ee、MM、gg、

hh、ｒｒ、ｖｖ

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
担当者

ＡＡ、ＢＢ、ＣＣ、ＤＤ、ＥＥ

他課
プラント
管理部長Ｉ
技術部長Ｂ1

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

室長
E
F

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

チームリーダ
(TL)
SS

部長
J
I
K

次長
I
F
Y
Z

平成24年2月29日

平成24年9月3日

～

平成24年9月14日

平成24年11月5日

平成24年11月25日

平成24年11月26日

平成24年11月27日

平成24年度第2

回保安検査

（平成24年9月3

日～9月14日）

補足（保安検査報告書より抜粋）

保安検査において、1次系SIDの一部で、フィラメントの交換周期の点検

計画の変更(2サイクル→3サイクル)に関し、有効性評価の必要な手続き

が遅れていることを確認

「電気・計測制御設

備の点検間隔超過

に対する健全性確認

作業要領書」及び

「確認調査要領書」

制定

【電気保修課]

所内チェック班によるダブルチェックを受け、不適合件数確定

（H24.11.25現在）

補足（要領書より記載）

【確認調査要領書】

平成24年度第2回保安検査において、1次系SIDの保全計画の変更手続き遅れが判明し、同様なことがないか保全計画に記載された全設備について自主的に調査を行う。

調査内容①：第2保全サイクルの保全計画（点検計画）において、点検間隔/頻度（点検サイクル）が変更されているものについて、必要な手続きが行われているかの調査

⇒調査手順：点検計画のＲｅｖ0版とＲｅｖ2版及びＲｅｖ2版とＲｅｖ5版を比較し、点検時期/頻度が変更したものについて抽出する。（集計に際しては、既に有効性評価を終えている機

器は除外する。）

調査内容②：点検の実施時期が点検間隔/頻度で定めた期間を超過したものはないかの調査。

⇒調査手順：②-1 平成24年11月末を現時点として調査する。（別紙参照：点検周期１サイクルの場合、点検時期が平成23年7月以前→期限を超える 平成23年7月以降→期限内）

②-2 第2保全サイクルにおける点検実績を点検記録等により調査し、点検計画Ｒｅｖ5と同内容の調査用電子データに点検実績を入力する。

②-3 点検周期を超過している機器を抽出する。

【健全性確認作業要領書】

第2保全サイクルにおける保守管理不備（電気・計測制御設備の点検間隔超過）に伴い、電気・計測制御設備の点検対象品が、点検間隔を超過した場合の健全性を評価する。

確認対象：電気・計測制御設備の第２保全サイクル点検対象とし、現時点において点検間隔を超過しているもの（至近の点検時期と点検間隔から判断して11月末時点で点検期

限を超えているもの）を対象として、健全性評価を実施する。

【課代Ｘ】

不適合報告書「電

気・計測制御設備の

保守管理の不備に

ついて(12-24)」起案

【課長Ｖ】

確認

【部長Ｋ】

確認

補足（不適合報告書より抜粋）

電気・計測制御設備の保守管理の不備について（R0）

Ａ：「保全計画の点検時期を一時的に延長」に係る保守管理の不備（プラント工程の変更に伴い必要な手続きがされないうちに点検

時期を超過したもの）が総数8,128個

内訳①電気設備：機能が要求されている機器等39個、その他の機器等44個

内訳②計測制御設備：機能が要求されている機器等792個、その他の機器等7,253個

Ｂ：保全計画の点検間隔・頻度の変更に係る保守管理の不備（保全計画の点検間隔・頻度が変更されているのに必要な保全の有

効性評価の手続きがされていないもの）が総数1,551個

内訳①電気設備：機能が要求されている機器等23個、その他の機器等287個

内訳②計測制御設備：機能が要求されている機器等59個、その他の機器等1,182個

Ｂ（保全計画の点検間隔・頻度が変更されているのに、必要な保全の有効性評価の手続きがされていないもの）の設備について、

保全計画の点検時期を一時的に延長する場合に行う健全性の確認を行う。（11/25済）。その後、速やかに「保全の有効性評価」の

承認手続きを行う。保全の有効性評価の承認手続きが完了するまでの間は、設備の健全性が確認されていることから現在の点検

計画を特別採用とする。

電気保修課における

保守管理不備に係る不適合対応計装チーム側

212_TIS05,7,9A,C

212_dps01～03

11月時点で超過機

器（報告対象）

補足

212_TIS05(A,C),7(A,C),9(A,C) ：平成23年10月 点検超過

212_dps01～03                    ：平成24年8月 点検超過

計9機器はH24年11月末時点で点検超過機器であった。

2

平成26年3月15日へ

電気保修課の点検計画（電気・計測制御設備)改正(Rev5）

この段階で保全の有効性評価を実施せず、点検周期を変更した。

機器数の内訳は次のとおり

計装分：1203件、電気分：302件（H25.1.31現在）

なお、うち2件は改正0→改正2の段階でも変更しているため重複して

計上している。

（Ｈ25.1.31現在）

【頂上事象C】（要因Ｔ３－１３）（再掲）

保守管理の不適合が適切に管理されな

かった

【Ａ－２０６】

【問題事象3-3】（要因Ｔ３－１２）（再掲）

電気保修課及び機械保修課では、トラ

ブル等による工程変更に伴い、点検時

期が延期される設備機器が発生した

際に必要な手続きをしなかったものが

あった 【Ｂ－２１０ 】

【要因Ｔ３－２５】

【Ｃ－２１０ 】

【要因Ｔ３－２５】

プラント保全部では、設備の点検時期の一時的な延期を行う

場合には不適合管理の下で延期する時期までの設備の健

全性評価を行う必要があったが、規制庁からの指摘を受け

るまで試験工程の変更等で点検期限を延長する場合、不適

合管理に基づく改善措置をしなかった【Ｃ－２１０ 】

【要因Ｔ３－６】

【Ｄ－２１０ 】

【要因Ｔ３－２】

【Ｄ－２１１ 】

再掲

【要因Ｔ３－２５】

【Ｃ－２１０ 】

再掲

不適合管

理委員会

付議

補足（不適合管理委員会議事録より抜粋）

審議案件：電気・計測制御設備の保守管理の不備について

出席者：（委員長）品質保証室長Ｄ、（委員）炉主任ａ、運営管理室代ｎ，Ｎ、プラント保全部

長Ｋ、保修計画課代Ｍ、電気保修課代、燃料環境課代、安全管理課代

事務局：品質保証室

コメント：

①センター大で原因究明及び対策の検討を実施するため、ヒューマンエラー防止検討会

での審議は「否」とする。

②本件では、不適合管理番号「12-16」（1次系SID検出器の保全計画の変更手続き遅れ）

を含めて管理する。

③本件について、安全統括部へRCAを依頼するかどうかを所長と品質保証室長と協議の

上、判断する。

④本不適合の不適合区分は、重大な事象のため区分B以上の事象とし、区分は「B-⑥」

とする。

【炉主任ａ】

確認

【室長Ｄ】

確認

【部長K】

確認

【所長Ｂ】

承認

【要因Ｔ３－２７】

平成24年9月の保安検査で指摘された保守管理の不備事案を受けて実施した水平展開の報告が

2ヶ月後の11月27日の不適合管理委員会まで報告されなかった 【Ｄ－２１７】

【要因Ｔ３－１７】

【Ｆ－２１１ 】

再掲

【要因Ｔ３－２６】

不適合が発生した場合、積極的かつ迅速に吸い上げるこ

とを、島根発電所での不適合事象を受けて発出された

NISA指示文書の対応として報告（平成22年7月）している

にも関わらず、不適合の報告が遅れた 【Ｅ－２１７】

【要因Ｔ３－２８】

不適合管理委員会及びその後の確認を行ったライン職は、

電気保修課で発生した点検期限超過による不適合に対して、

不適合管理の下で是正処置を行うべきであったが、電気保

修課が行った「準じた確認」による点検期限の延長を妥当と

判断した 【Ｅ２１６ 】

【要因Ｔ１－２６４】

【Ｅ-44】

【要因Ｔ３－２８】

【Ｅ－２１６ 】

【要因Ｔ３－２４】

電気保修課は、点検期限超過による不適合に対して、不適

合管理の下で是正処置を行うべきであったが、「準じた確

認」を用いて点検期限の延長を行い、不適合を解消した

【Ｄ２１６ 】

【要因Ｔ２－２６】

【Ｊ-174】
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日付 トピックス

所長
A
B
Ｂ１５

副所長
A１
H

所長代理
A
 Ｂ

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理
室長C

副主幹ｍ

品質保証室長D

室長代理
ｃ
Ｂ

電気保修課 機械保修課

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW
ＲＲ

担当
OO
A
JJ
KK
ｊ

課長
U
Ｖ
Ｂ3

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

チームリーダ（TL）
電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd
計装Ⅰ-A2
計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長
ｆ

Ｉ 【次長兼務】
L
Ｏ

主幹ＸＸ
課長代理
（課代)
L
M

運営管理室

所大チェック班

プラント保全部 保修計画課

担当
bb、cc、ee、MM、gg、

hh、ｒｒ、ｖｖ

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
担当者

ＡＡ、ＢＢ、ＣＣ、ＤＤ、ＥＥ

他課
プラント
管理部長Ｉ
技術部長Ｂ1

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

室長
E
F

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

チームリーダ
(TL)
SS

部長
J
I
K

次長
I
F
Y
Z

平成24年12月26日

～

平成24年12月28日

平成25年1月21日

【ＴＬ及び各担当者】

１２月末期限切れ機器に対する準じた確認に

より、維持可能期間を評価し、評価を実施した

リストを不適合報告書に添付し、課代へ提出

補足

電気チーム分は１２月に期限切れとなる機器がなかったことから、

計装分のみ不適合を発行している

【課代Ｗ】

対応方針に従い、１

２月末期限切れ機

器に対する不適合

報告（12-30）を起案

（計装分のみ）

【課代Ｗインタビュー結果】

リスト情報から１２月期限対象の機器を把握し

た上で、電気チームは点検ができるので当月

は「点検期限超過なし」と判断した

不適合管理委員会

付議

補足（不適合管理委員会議事録より抜粋）

審議案件：「保守管理要領に基づく、点検計画の「点検時期」変更」

出席者：（委員長）品質保証室代、（委員）炉主任代行b、保修計画課代Ｍ、電気保修課代、燃料環境課代、安全管理課代

事務局：品質保証室

コメント：

①「２．不適合の処置方法」について、2行目の「できるだけ早い時期までに」を削除すること。

②処置完了予定日を平成25年3月31日に修正すること。

【要因Ｔ３－３０】

不適合管理委員会は、不適合区分について発生事象や設備の重要度によって区分す

る必要があるにも関わらず、新たに発生した点検期限超過に係る不適合に対し、「不

適合区分D」で管理することとした 【Ｄ－２０８】

【要因Ｔ３－２９】

不適合管理委員会は、不適合発生の都度、発生事象や設備の重要度によって是正処置

及び予防処置の要否について検討する必要があるが、今回の「保守管理の不備」に係る

是正処置及び予防処置で全般的な再発防止対策が図られているとして、是正措置を不

要とした 【Ｅ－２０８】

【要因Ｔ３－３７】

【Ｅ－２０６】

【課代Ｗインタビュー】

・この時点ではチェックが終了していると思っており、特にチェックは

行っていない。

【TL-ＴＴ インタビュー】

不適合処理を行い点検時期の変更を行ったものの、

実際の次回点検期限管理は、各担当者の管理に任せてい

る

【課長Ｖ】

確認

【部長Ｋ】

承認

【室長Ｄ】

確認

【炉主任ａ】

確認

【課長Ｖインタビュー】

・この時点ではチェックが終了していると思っており、特にチェックは行っていな

い。

平成24年12月末に

点検期限を迎える

機器に対する点検

を実施

（平成24年12月26

日～年内）

プラント保全

部安全技術

検討会（第

154回）付議

補足（第154回安全技術検討会議事録より抜粋）

議題：保守管理要領の改正

出席者：（委員長）プラント保全部次長Ｙ、（委員）保修計画課長Ｌ、機械保修課代Ｑ、電気保修課長Ｖ、燃料環境課長、施設保全課長

事務局：保修計画課

検討内容：保守管理の不備での対策である点検間隔/頻度を超過した際の取扱いを明確にする

第13条第１項 *1：点検間隔/頻度は、原則として「月」単位（サイクル単位を月単位に変更する場合は、（12ヶ月×Nサイクル）＋４ヶ月で換算する。）で設定し、定められた点検間隔/頻度以内で点検を実施する。

第21条第１項 保守担当課長は、次の各号に該当する場合には、「もんじゅ不適合管理要領」に基づき、不適合管理を行った上で、前条で定める点検・補修等の結果の確認・評価の結果を踏まえて実施すべき原子炉施設の点検

等の方法、実施頻度及び時期の是正処置並びに予防処置を講じる。

(1)点検・補修等を実施した構築物、系統及び機器が所定の機能を発揮しうることを確認・評価できない場合

(2)最終的な機能確認では十分な確認・評価ができない場合であって、定められたプロセスに基づき、点検・補修等が実施されていることが確認・評価できない場合

(3) 決められた点検間隔/頻度以内で点検計画が作成されていない場合

(4) 第13条第４項(2)の発生を受け、運用中の点検計画に定める点検間隔/頻度を一時的に超える可能性がある場合

コメント：なし

【課長Ｌ】

申請者

【担当ＫＫ】

申請担当者

補足

プラント保全部長承認

平成25年1月24日

指示：なし

【課長Ｌ】

確認

【担当ＫＫ】

申請書作成

【部長Ｋ】

申請

【担当ＫＫインタビュー】

保安検査の指摘を踏まえ、点検期限を超過する場合は、不適合管

理の下で処置するよう要領を改正することについて、課長より指示

があった

点検期限を超過する場合の不適合処置について

の保守管理要領の改正
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日付 トピックス

所長
A
B
Ｂ１５

副所長
A１
H

所長代理
A
 Ｂ

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理
室長C

副主幹ｍ

品質保証室長D

室長代理
ｃ
Ｂ

電気保修課 機械保修課

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW
ＲＲ

担当
OO
A
JJ
KK
ｊ

課長
U
Ｖ
Ｂ3

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

チームリーダ（TL）
電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd
計装Ⅰ-A2
計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長
ｆ

Ｉ 【次長兼務】
L
Ｏ

主幹ＸＸ
課長代理
（課代)
L
M

運営管理室

所大チェック班

プラント保全部 保修計画課

担当
bb、cc、ee、MM、gg、

hh、ｒｒ、ｖｖ

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
担当者

ＡＡ、ＢＢ、ＣＣ、ＤＤ、ＥＥ

他課
プラント
管理部長Ｉ
技術部長Ｂ1

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

室長
E
F

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

チームリーダ
(TL)
SS

部長
J
I
K

次長
I
F
Y
Z

平成25年1月18日

～

平成25年1月23日

～

ＱＭＳ文書

専門部会

付議

補足

保安管理専門委員会委員長からの諮問

保安管理専

門委員会

（第124回）付

議

補足（ＱＭＳ文書専門部会答申書より抜粋）

議題：保守管理要領の改正

出席者：（部会長）品質保証室長Ｄ、（メンバー）技術課員、安全管理課員、発電課TL、保修計画課代Ｍ、保修計画課員ＫＫ、機械保修課員ＣＣ、電気保修課ＴＬ-ＴＴ

事務局：品質保証室

検討内容：第154回プラント保全部安全技術検討会検討内容に同じ。

コメント：

１．別添-1 本図（点検間隔/頻度の考え方について）は、混乱を招くおそれがあるため、削除すること。

２．第21条第１項 原案の第１号～第４号は、保全の計画面と実行面が混在している。よって、第２項（変更なし）を第３項とし、新規に定める第３号及び第４号を第２項に移動すること。また、原案の第３号の「決められた点

検間隔/頻度以内で点検計画が作成されていない場合」は、点検計画の誤植を指すと受け取れるため、「決められた点検間隔/頻度以内に点検時期が設定されていない場合」と修正すること。

ＱＭＳ文書専

門部会

部会長確認

補足（保安管理専門委員会議事録より抜粋）

出席者：（委員長）所長Ｂ、（委員）炉主任、技術部長、プラント保全部長Ｋ、運営管理室長Ｆ、品質保証室長Ｄ、危機管理室長Ｈ

事務局：品質保証室

議題①：高速増殖原型炉もんじゅにおける電気・計測制御設備の保守管理上の不備に係る報告について

コメント：原子炉等規制法第67条第1項に基づく報告については、原子炉の安全上問題のないことを確認した。原子炉等規制法第36条第1項の規定に基づく保安のために必要な措置の結果報告については、コメント事項を反映したものを再審議する。

１．36条報告について、「はじめに」に「供用前第2保全サイクル」、「点検計画」、「保全計画」等の定義を記載すること。また、もんじゅは、建設段階で保全プログラムを導入した経緯を記載すること。

２．36条報告について、2.1.1の最後の「特別採用とすることとした」について、現行システムで実施した点検期限のための準評価が無効となることがないよう、本件は通常ケースと異なり、点検時期超過を不適合管理で扱うよう強く求められているため、

バックフィットも想定し、施行日を検討すること。

３．36条報告について、2.1.1の最後のパラグラフの「本保守管理の不備」について、この時点で使う用語としては不適切であると考える。検討すること。

４．36条報告について、3．保全の有効性評価と保全計画の見直しについては、保安規定で定めている広い意味での評価の観点で全体的に再考すること。

５．67条報告について、「はじめに」等36条報告との共通部分は整合させること。

６．67条報告について、全体的に、実施した調査の手順は簡単な記載にとどめ、目的を明確に記載すること。

７．67条報告について、原案の2.4.4の冒頭で、当初の報告と比べて機器数が変化した理由（ダブルカウント、数え落とし、記録等の誤記による係数ミス等）を記載すること。

議題②：保守管理要領の改正

検討内容：QMS文書専門部会検討内容にコメントを反映したもの。

コメント：

１．第21条第2項第１号と第２号を入れ替え、第２号（元の第１号）の「第13条第４項第２号の発生を受け、」の部分を「予算、組織、工程等の保守管理に影響する事象が発生により、」（もんじゅ不適合管理要」第27次改正案の別表-4の改正部分の冒頭）と

修正すること。

２．第21条第２項の最後の「不適合管理を実施する。」を「不適合管理、是正処置及び予防処置を実施し、記録する。」と修正することを含めて、文章を整えること。

補足（ＱＭＳ文書専門部会答申書より抜粋）

議題：保守管理要領の改正

出席者：（部会長）品質保証室長Ｄ

事務局：品質保証室

検討内容：コメントが反映されていることを確認した。

補足（ＱＭＳ文書専門部会答申書より抜粋）

QMS文書専門部会答申書：平成25年1月26日

保守管理において、定められた点検時期を超過するおそれがある場合に不適合としての処

置を行うことは、保安規定第３条8.3不適合管理と整合している。

【課代W】

1月末期限切れ機器

に対する不適合報告

書作成のため、不適

合対象項目の洗い出

しを各チームへ口頭

指示 【電気担当者ｃｃ】

課代Ｗからの指示を

うけて点検計画[Ｒｅｖ

11]の電子データの

「次回点検期限」の情

報から、平成25年1月、

2月に点検期限が切

れる機器を抽出しリス

トを作成

補足

「次回点検期限」に誤記（H25.2のところH26.7と記載）があったこ

とにより、「次回点検期限」でソートしたリストには260系C補助冷

却設備CDU、THU（特性試験、機能・性能試験）は含まれていな

い

【電気担当者ｃｃ】

抽出結果を課長代理

へ提出

【課代Ｗ】

受け取った抽出結

果に基づき「準じた

確認」により評価を

行うよう指示

補足

2月に点検期限切れとなる機器につ

いても、点検できないことが判ってい

たことから、月末毎の発行を避けるた

め、2月期限のものも含めることを口

頭で指示

【課代Ｗインタビュー結果】

・抽出リストは間違いないと思い込み、

以前に入手していた誤りのない点検

期限を迎える機器の情報と一致して

いないことを確認しなかった

【課代Ｗインタビュー結果】

点検期限切れ機器の抽出にあたって、使用

する情報の具体的な指示はしていない

平成25年1月、2月の点検期限超過に係る不適合処理

（補助冷却設備（ACS）関連）

3平成25年1月30日へ

【要因Ｔ３－３２】

電気保修課の課長、課長代理及び電気チーム

リーダーは、補助冷却設備CDU盤等の一部の
機器の点検期限切れ（平成25年2月）を把握し
ており、不適合報告を発行する際には対象機器

を確認すべきであったが、担当者が抽出した不

適合とする機器について、当該機器が抽出され

ていないことを確認しなかった【Ｃ－２１８】

【要因Ｔ３－３１】

電気保修課の課長、課長代理及び電気チームリーダーは、担当者からの

情報に対して既に得ている情報と照合すべきであったが、担当者が保全

計画（点検計画）[Ｒｅｖ11]の電子データを基に、Ｈ25年2月に点検期限切
れとなる機器を抽出していたことから、参照したデータに間違いがないと

思い、担当者に任せていた【Ｄ－２１８ 】
【要因Ｔ１－１７２】

【Ｆ－４２】

【問題事象3-4】（要因Ｔ３－３３）

電気保修課では、補助冷却設備CDU盤

等の一部の機器の点検期限切れについ

て、不適合管理の対象としていなかった

【Ｂ－２１８】
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日付 トピックス

所長
A
B
Ｂ１５

副所長
A１
H

所長代理
A
 Ｂ

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理
室長C

副主幹ｍ

品質保証室長D

室長代理
ｃ
Ｂ

電気保修課 機械保修課

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW
ＲＲ

担当
OO
A
JJ
KK
ｊ

課長
U
Ｖ
Ｂ3

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

チームリーダ（TL）
電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd
計装Ⅰ-A2
計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長
ｆ

Ｉ 【次長兼務】
L
Ｏ

主幹ＸＸ
課長代理
（課代)
L
M

運営管理室

所大チェック班

プラント保全部 保修計画課

担当
bb、cc、ee、MM、gg、

hh、ｒｒ、ｖｖ

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
担当者

ＡＡ、ＢＢ、ＣＣ、ＤＤ、ＥＥ

他課
プラント
管理部長Ｉ
技術部長Ｂ1

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

室長
E
F

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

チームリーダ
(TL)
SS

部長
J
I
K

次長
I
F
Y
Z

平成25年1月28日

平成25年1月30日

補足（改正案より抜粋）

第13条 保全計画の策定及び変更

*1：点検間隔/頻度は、原則として「月」単位（サイクル単位を月単位に変更する場合は、（12ヶ月×Nサイクル）＋4ヶ月で換算する。）で設定し、定められた点

検間隔/頻度以内で点検を実施する。

第21条 点検・補修等の不適合管理、是正処置及び予防処置

2 保守担当課長は、次の各号に該当する場合には、不適合管理を実施し、記録する。

(1) 予算、組織、工程等の保守管理に影響する事象の発生により、運用中の保全計画の点検計画に定める点検間隔/頻度を超える可能性がある機器・設備

に対し、事前に点検計画の点検時期を一時的に延長し、点検を行うまでの期間を特別採用とする場合

(2) その他、決められた点検間隔/頻度以内に点検時期が設定されていない場合

【頂上事象Ｃ】（要因Ｔ１－１３）（再掲）

保守管理の不適合が適切に管理されなかった

【Ａ－２０６】

【室長D】

もんじゅ不適

合管理要領

の改正につ

いての回議

書を起案

【要因Ｔ３－３４】

品質保証室長は、不適合区分について発生事象や設備の重要度によって区分する

必要があるにも関わらず、「もんじゅ不適合管理要領」に予算、組織、工程等により、

点検期限を一時的に延長する場合は「不適合区分D」として管理することとした 【Ｃ－
２０６ 】

点検期限を一時的に延長する場合は「不適合区分D」

として管理することとしたもんじゅ不適合管理要領の

改正

【要因Ｔ３－３０】

【Ｄ－２０８】

再掲

【要因Ｔ３－３９】

【Ｄ－２０７】

もんじゅ不適合管理

要領

(27次改正H25/1/30;

施行H25/2/18) 【所長Ｂ】

決裁

【室長Ｆ】

合議

部長 Ｉ

合議

【炉主任a】

合議

【部長Ｋ】

作成

【問題事象3-1】（要因Ｔ３－４０）

今回の保守管理上の不備の調査

の中で、新たに確認された不適合

を「区分Ｄ」として処理することとし

て、是正処置の対象外とした【Ｂ－

２０６ 】

【頂上事象Ｃ】（要因Ｔ１－１３）（再掲）

保守管理の不適合が適切に管理されなかった

【Ａ－２０６】
【要因Ｔ３－３８】

もんじゅのライン職は、不適合区分について発生事象や設備の

重要度によって区分する必要があるにも関わらず、予算、組織、

工程等により点検期限を一時的に延長する場合は「不適合区

分D」として管理することで妥当と判断した【Ｄ－２０６】

【要因Ｔ３－３７】

もんじゅのライン職及び会議体のメンバーは、不適合については、発生の都度原因を

究明しその再発防止に努める必要があるが、不適合の理由によって不適合の程度

（区分）や特別採用についての扱いを決めるものではないにも関わらず、予算、工程

等の理由によって不適合の程度（区分）や特別採用の適用を決めており、適切な保

安活動や設備の健全性確認の観点から不適合管理を適用し、不適合の改善を図る

ことが理解されていなかった 【Ｅ－２０６】

【要因Ｔ３－３９】

もんじゅでは、不適合管理における不適合区分につ

いては、発生事象や設備の重要度によって区分する

必要があるにも関わらず、「点検・補修等の結果の確

認・評価要領」の中に不適合管理対応手順を取り込

み、点検期限の超過が健全性が維持される期間内で

あれば、是正処置は必要ない「不適合区分Ｄ」とした

【Ｄ－２０７】

【要因Ｔ３－３４】

【Ｃ－２０６】

再掲

【要因Ｔ３－３０】

【Ｄ－２０８】

再掲

【要因Ｔ３－３７】

【Ｅ－２０６】

再掲

保守管理要領

(30次改正H25/1/28;

施行H25/2/18)

【部長Ｋ】

起案

【所長Ｂ】

決裁

【室長Ｆ】

合議

【室長Ｄ】

合議

部長 Ｉ

合議

【炉主任a】

合議

【問題事象3-2】要因Ｔ３－３６

ライン職及び会議体は、保守管理要領の第21条に

予算、組織、工程等を理由に点検期限を一時的に

延長することについて、不適合管理の中の「特別採

用」を用いることとした 【Ｂ－２０９ 】

【要因Ｔ３－３５】

もんじゅでは、不適合管理における「特別採用」は対象物や

発生事象のグレードによるものでなく技術的な安全性の確

保を前提とした措置にも関わらず、過去において、予算、組

織、工程等の理由により点検期限を一時的に延長すること

があったために、当該理由であるならば、不適合管理の「特

別採用」を適用することは妥当と判断した【Ｃ－２０９ 】

【要因Ｔ３－３７】

【Ｅ－２０６ 】

【担当ＫＫ】

保守管理要

領、他の改

正について

の回議書を

起案

【課長Ｌ】

起案

【要因Ｔ１－２４９】

【Ｈ－１】

【要因Ｔ３－３８】

【Ｄ－２０６ 】

【課代Ｗインタビュー】

・外観点検は12月に作成した要領書に基づき実施

している。

・それ以外の点検については年度当初から計画し

ていたものは、契約に基づき点検を実施していた。

どちらもできない場合には、不適合として処理して

いた

補足

保守管理要領に基づく、点検計画の「点検時期」

変更（Ｈ25.1月）

１月末が点検期限となる機器（リストアップ）。

・保守管理要領第２０条による確認又はそれに準

じた確認による判断の手続きを行い、安全上の機

能が確保されていることを確認する

【課長Ｖ、課代Ｗ】

不適合報告書「保

守管理要領に基づ

く、点検計画の「点

検時期」変更（Ｈ

25.1月）」作成（12-

35）

【電気担当者ｃｃ】

1月、2月末期限切

れ機器に対する技

術評価により、維持

可能期間を評価し、

不適合報告書に添

付

平成25年1月、2月の点検期限超過に係る不適合処理

（補助冷却設備（ACS）関連）

3 平成25年1月18日頃から

【問題事象3-4】（要因Ｔ３－３３）（再掲）

電気保修課では、補助冷却設備CDU盤等

の一部の機器の点検期限切れについて、

不適合管理の対象としていなかった 【Ｂ－２

１８】

【要因Ｔ３－３２】

【Ｃ－２１８】

再掲
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日付 トピックス

所長
A
B
Ｂ１５

副所長
A１
H

所長代理
A
 Ｂ

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理
室長C

副主幹ｍ

品質保証室長D

室長代理
ｃ
Ｂ

電気保修課 機械保修課

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW
ＲＲ

担当
OO
A
JJ
KK
ｊ

課長
U
Ｖ
Ｂ3

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

チームリーダ（TL）
電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd
計装Ⅰ-A2
計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長
ｆ

Ｉ 【次長兼務】
L
Ｏ

主幹ＸＸ
課長代理
（課代)
L
M

運営管理室

所大チェック班

プラント保全部 保修計画課

担当
bb、cc、ee、MM、gg、

hh、ｒｒ、ｖｖ

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
担当者

ＡＡ、ＢＢ、ＣＣ、ＤＤ、ＥＥ

他課
プラント
管理部長Ｉ
技術部長Ｂ1

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

室長
E
F

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

チームリーダ
(TL)
SS

部長
J
I
K

次長
I
F
Y
Z

平成25年1月31日

～

平成25年2月1日

平成25年2月14日

～

平成25年2月15日

平成25年2月25日

平成25年2月以降

【課長Ｖ】

確認

【部長Ｋ】

承認

【室長Ｄ】

確認

【炉主任ａ】

確認

不適合管理委員会

審議（1/31）

不適合管理委員

会開催

【品質保証室長Dインタビュー結果2.（1）③】

平成24年11月に点検超過があることが分かったあとに、プラント保全部から誤記があることを聞いた。その際、参考資料で区分すればよいのかと確認があったのだが、保守管理の不備について参考の区分を適用してしまうと不備の原因がわからなくなってしまうのですべて不適合管理を行

うことをプラント保全部に提案した。その後は、すべて不適合管理を行っている。すべて不適合管理を行うという運用している期間に数名から、要領と違うと言われたことがあった。

【品質保証室長インタビュー結果4.（5）】

保守管理の不備に関するものは不適合で管理するという運用を開始した後は、記載の誤りに対してきちんと不適合管理されていたので、要領を変えることにまで思いが至っていなかった。

【品質保証室長インタビュー結果6.（1）】

保全計画で発生した誤記を不適合管理する運用は、一時的な措置と考えていたのでルールに定めることを考えていなかった。（当時はこのように長期にわたる認識がなかった。）

補足（不適合管理委員会審議記録より抜粋）

【平成25年1月31日】

単純な誤記については、すぐに不適合報告書を発行した方が良い

【平成25年2月1日】

本日審議の不適合報告書3件について、「もんじゅ不適合管理要領」の参考に基づけば不

適合に該当しないものである。しかしながら、電気保修課が保全計画の誤記に係る不適

合報告書を発行しており、機械保修課、施設保全課、及び燃料環境課も同様に誤記が

あったことから、措置命令を受けていることを鑑みて発行した。

【要因Ｔ３－４２】

品質保証室長は、平成25年1月に不適合管理委員会で決定した「保全計画で抽出し

た誤りは不適合管理する」という運用しているルールを判断基準として明文化すべき

だったが、決定したルールを不適合管理要領に定めていなかった

【Ｄ－２２８】
【要因Ｔ３－４１】

品質保証室長は、現場が「保全計画で抽出した誤りは不適合管理する」と

いう運用のルールで対応しており基準を明確にする認識が不足していた

【Ｅ－２２８】

【要因Ｔ３－２１】

【Ｆ－２２７】

再掲

【発電用原子炉主任技術者ａインタビュー結果1.（1）】

点検実績日等の誤りは重要なものであるのと認識から不適合管理は必須

と考えていた。

【課代Ｘ.】

1月31日に報告した

保守管理上の不備

にて発生した不適合

件数に対し、不適合

件数の再確認を実

施するために「数量

再確認結果に対する

再確認要領」作成

補足（要領より記載）

1.対象範囲と実施内容

1月31日に報告した不適合の件数（電気保修課分）は、保全部における電気保修課以外の

課及び管理部特別チームによる確認を行い、不適合の件数を算出していたが、以下の範囲

で再確認を行い点検実績が適切であることを確認する。

1-1.点検時期の超過に対する判定方法は、点検周期/頻度を基にチームでの確認結果を

表計算（エクセル）を使用し自動で判定するようにしている。しかしながら、点検周期/頻度の

記載がサイクル表記以外のものの中で、自動計算ができないものがあり（1回/年等）、電気

保修課の確認を得つつ不適合件数確定班にて項目ごとに個別で判定をしている。このため、

これらの項目について、再確認チームによる再確認を行う。

1-2.不適合の件数を算出するに当たり、機器が重複しているもの等は削除し、不適合件数

算出を行っている。このため重複等による削除項目を再確認する。

電気保修課における

保守管理不備に係る再調査の実施

電気保修課にて自

前で外観点検を実

施

【部長Ｉ】

確認

【副所長Ｈ】

承認

【部長Ｋ】

確認

【ＴＬ 及び 各担当者】

「数量再確認結果に対する再確認要領」に基づき、再確認作業実施

【副所長Ｈ】

「数量再確認結果

に対する再確認要

領」に基づく再確認

結果を確認

補足

新たな機器の点検期限超過が発見された。

【淡水供給設備制御盤、排水移送系計測・制御設備現場操作

盤】

１４機器のうち１３機器4 平成25年9月24日へ

保守管理不備

立ち入り検査

補足（立入検査議事録を基に記載）

本立入検査は、「核物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第36条第1項の規定に基づく保安

のために必要な措置命令、法第67条第1項の規定に基づく報告」に対して、平成25年1月31日付で提出した

報告書に記載されている事実関係及び原因を把握し、再発防止対策の有効性を評価するために行われた。

現場における確認で、保全計画では１回/月の頻度で外観点検を行うとしていた機器が、巡視点検シート

では１回/３ヶ月の頻度で点検されていたことを確認した。

報告書（平成25年1月31日提出）に対す

る

立ち入り検査の受検

保全計画の誤記に係る不適合区分の決定
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日付 トピックス

所長
A
B
Ｂ１５

副所長
A１
H

所長代理
A
 Ｂ

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理
室長C

副主幹ｍ

品質保証室長D

室長代理
ｃ
Ｂ

電気保修課 機械保修課

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW
ＲＲ

担当
OO
A
JJ
KK
ｊ

課長
U
Ｖ
Ｂ3

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

チームリーダ（TL）
電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd
計装Ⅰ-A2
計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長
ｆ

Ｉ 【次長兼務】
L
Ｏ

主幹ＸＸ
課長代理
（課代)
L
M

運営管理室

所大チェック班

プラント保全部 保修計画課

担当
bb、cc、ee、MM、gg、

hh、ｒｒ、ｖｖ

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
担当者

ＡＡ、ＢＢ、ＣＣ、ＤＤ、ＥＥ

他課
プラント
管理部長Ｉ
技術部長Ｂ1

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

室長
E
F

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

チームリーダ
(TL)
SS

部長
J
I
K

次長
I
F
Y
Z

平成25年3月

平成25年7月24日

平成25年9月24日

平成25年9月27日

【電気保修課】

課長指示を受け、「点検実績入力済みの平成25年度1月報告書作成

のための未点検機器確認データベース」に12月～3月までの点検実績

を入力したリスト（以降 Ｉリストとする）の点検実績全数について再確

認を実施。

【課代Ｗ】

不適合報告書

（13-58）

作成

【課長Ｖ】

確認

不適合管理委員会

にて審議

【課代Ｗ】

修正

【室長Ｄ】

確認

【部長Ｋ】

確認

【炉主任ａ】

確認

補足

1.目的

電気保修課所掌機器の点検実績確認用リスト（Iリスト：約2.3万個）に手入力されたデータ（点検実績日、点検報告書番号及び記録頁、不適合フラグ（機器数、機能要求、サイクル変更）、重要度分類）の再確認を行い、当リストの信頼性を

確保して、平成25年3月末時点における不適合機器（未点検機器）の確定を行う。

2.確認元データ

①各機器の点検記録（過去から平成25年3月までの点検記録）

②点検実績確認用リストの「重要度分類」チェック生データ（紙ベース）

③Ｈ25年5、6月段階におけるＷチェック生データ（紙ベース、1，2，3回目のもの）

④Ｈ25年1月段階におけるＷチェック後の確定データ（電子データ）

⑤保全計画（Rev.5、11）内の点検計画（紙ベース）

3.確認方法

（1）平成25年3月末時点における不適合機器（未点検機器）の確定

Ｉリストと確認元データを比較確認し手入力されたデータの信頼性を確保する。信頼性を確保してリストを基本に、平成25年3月末時点における不適合機器（未点検機器）の確定する。

（２）前項（１）の点検実績データと月間作業実績管理表および点検計画（Ｒｅｖ12）の整合性確認

前項（１）の信頼性を確保してリストの点検実績データと月間作業実績管理表および点検計画（Ｒｅｖ12）の点検実績との整合性を確認することにより、平成24年12月以降の不適合管理すべき機器を確定する。

【他課】

電気保修課再確認作業の応援

「未点検機器個数」

確定に伴う課内

再々確認作業要領

書作成

（Rev.2）

【課長V】

確認・押印

【次長Y】

確認・押印

【部長K】

承認・押印

【電気保修課代インタビュー】

・本要領書の承認者は部長である

【電気保修課代Ｗインタビュー】

・保全計画（Rev11）では特別な保全計画へ機器を追加したが、点検計画の備考欄に特別な保
全計画へ移行して管理する旨の記載を行っていないことから、特別な保全計画への移行手続

きがうまくできなかったため、特別な保全計画へ移行した機器についても、9月末までには特別
な保全計画に移行している、していないに関わらず、12月～3月末の間で点検周期を超えたも
のは未点検として扱い、点検を行うこととした。

・これまでに、特別な保全計画への移行で失敗していたことから、この際に未点検機器として計

上しておかないと後から指摘を受ける可能性が払拭できなかった。特別な保全計画へ移行した

機器であっても、点検周期を超えてしまった機器を点検超過として上げておいて、9月末までに
は、すべて点検あるいは有効性評価を実施して、9月末に不適合を出すときには点検が終了し
たものとした。

・4月以降は、月末が来ると不適合管理で先延ばしすることはやめて、何としてでも期限が来る
までに点検を実施するという所内の方針に従った。そのため、4月以降の点検期限超過は出て
いない。

補足

点検実績を確定（Iリスト）後、電気保修課内で点検期限超過の有無につ

いて確認・判定したところ、平成２４年１２月～平成２５年３月に点検期限

を超過した機器があることがわかった。

【他課】

電気保修課再確認作業の応援

【要因Ｔ３－４４】

電気保修課長代理は、不適合が発生し

た場合、迅速に不適合管理委員会へ報

告すべきであったが、迅速性の認識が

甘く、その報告が遅くなった

【Ｃ－２１９】

【要因Ｔ３－４３】

電気保修課長代理は、不適合が発生した場合、迅速に対応すべきであったが、

立入検査で明らかとなった不適合事象であり、立入検査後に規制庁及び保安

検査官へ報告しており、所内においても周知の事実であることから、迅速な不

適合報告の必要性を感じず、不適合報告の対応が遅れた

【Ｄ－２１９】

【要因Ｔ３－４６】

【Ｄ－２２０】

再掲

平成25年2月以降より

4

【品質保証室長Dインタビュー】
・立入検査の指摘事項は品質保証室でまとめている

・本不適合報告書の起案が９月となっている件は、電気保修課の事案につ

いては、問題が発覚する度に担当課が状況を整理すると持ち帰り、その後

の報告が遅れていた

・品質保証室の不適合報告書対応に係る実態として、指摘された問題の内

容は分からないので、当該問題の処理は担当課に任せている。

・品質保証室として指摘事項の進捗をフォローすべきと認識しているが、本

件に関するフォローが実施されていないのは事実なので、何故かと問われ

れば失念していたことになる。

【要因Ｔ３－４６】

品質保証室長は、保安検査での指摘等の不適合が発生した場合、迅速に不適合

管理委員会へ報告されるようフォローすべきであったが、不適管理委員会へ報告す

るよう要請しなかった 【Ｄ－２２０】

【次長Ｙインタビュー】

・不適合状況について、いつ、どのようにフォローを行っ

たのかと問われるとはっきりとした答えが無いが、本件

に対して不適合管理を行うように日々の業務の中でフォ

ローを行っていたと思う。

・保安検査や立ち入り検査の指摘等の対応は、当該担

当課以外の課室としては品質保証室が対応の所管であ

る【部長Kインタビュー】
・フォローは行っていない

【電気保修課長Vインタビュー】
・フォローは行っていない

・課長代理へ任せていた

【要因Ｔ３－４５】

品質保証室長は、保安検査での指摘事項などの不適合が発生した場合、迅速に不適

合管理委員会へ報告されるよう指導・助言すべきであったが、電気保修課（処置担当

課）に任せっきりにし、その実施状況を自ら確認しておらず、品質保証の観点から適

切な指導・助言を行う仕組みが機能していなかった 【Ｅ－２２０】

電気保修課における保守管

理不備に係る不適合対応

【課代W インタビュー】

・本件は規制庁と保安検査官にも報告しており、不適合報告書を作

成しなければならないという認識はあったが、提出せずに9月になっ
てしまった。

・不適合報告書の提出が遅れていることについて、品質保証室から

のフォローはなかった

補足

平成25年7月18日の所内抜き取り確認を受けるための準備

作業（点検実績シートの確認等）にて発見された

260系補助冷却設備

A、Cの盤（CDU盤、

インバータ盤、極数

変換器盤）、弁、ダン

パ（CDU、THU）、

しゃ断器（高速、低

速）（外観点検、特性

試験、機能・性能試

験）点検期限

（H25.2）超過

【要因Ｔ３－３２】

【Ｃ－２１８】

再掲

【要因Ｔ１－１００】

【Ｇ－１４６】

【頂上事象Ｃ】（要因Ｔ１－１３）（再掲）

保守管理の不適合が適切に管理されなかった

【Ａ－２０６】

【問題事象3-4】（要因Ｔ３－３３）（再掲）

電気保修課では、補助冷却設備CDU盤等の一部の機器の点検

期限切れについて、不適合管理の対象としていなかった 【Ｂ－

２１８】



時系列「保守管理の不適合が適切に管理されなかった」(14/22) 添付資料-３

日付 トピックス

所長
A
B
Ｂ１５

副所長
A１
H

所長代理
A
 Ｂ

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理
室長C

副主幹ｍ

品質保証室長D

室長代理
ｃ
Ｂ

電気保修課 機械保修課

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW
ＲＲ

担当
OO
A
JJ
KK
ｊ

課長
U
Ｖ
Ｂ3

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

チームリーダ（TL）
電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd
計装Ⅰ-A2
計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長
ｆ

Ｉ 【次長兼務】
L
Ｏ

主幹ＸＸ
課長代理
（課代)
L
M

運営管理室

所大チェック班

プラント保全部 保修計画課

担当
bb、cc、ee、MM、gg、

hh、ｒｒ、ｖｖ

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
担当者

ＡＡ、ＢＢ、ＣＣ、ＤＤ、ＥＥ

他課
プラント
管理部長Ｉ
技術部長Ｂ1

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

室長
E
F

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

チームリーダ
(TL)
SS

部長
J
I
K

次長
I
F
Y
Z

平成25年9月28日

平成26年1月29日

平成26年2月12日

平成26年2月28日へ

【所長Ｂ】

承認

【所長Ｂ１５】

承認

【室長Ｆ】

「課題発生

報告・承認

書」

作成

【室代ＺＺ】

「保全計画

改善実施

計画書」

作成

【部長Ｋ】

確認
【部長Ｉ、部

長Ｂ１】

確認

【室長Ｆ】

確認

【室長Ｄ】

確認

【所代Ａ、Ｂ】

確認

補足（課題発生報告・承認書より抜粋）

（内容）

平成26年1月15日の原子力規制委員会において、保全計画の見直し（Ｒｅｖ15）に対する誤りについて、「機構が、保全計画の内容について確認作業を行っている

状況にありがなら、委員会に対し措置が完了した旨の報告を行った事実は、もんじゅに係る機構の保守管理体制及び品質保証体制の再構築が未だ不十分であ

ることを示すもの。」との報告がなされた。

この報告を受け、この誤りについては、品質管理において重要な課題と捉え、保全計画の徹底的な改善を実施する必要がある。

補足（計画書より抜粋）

（目的）

第1条 本計画は、高速増殖炉研究開発センター（以下「センター」という。）課題発生時対応要領に基づき、平成25年11月19日付けで原子力規制

委員会に報告した保全計画の見直し（Rev.15）に対して、誤りが確認されたことを踏まえ、品質管理において重大な課題と認識し、保全計画の徹

底的な見直しすることを目的とする。

(もんじゅ保全計画改善検討委員会)

第7条 もんじゅ保全計画改善検討委員会の開催は、所長、所長代理、タスクフォース、作業チームの要請により、開催する。

2 もんじゅ保全計画改善検討委員会の構成は、所長、所長代理、副所長、品質保証室長、プラント管理部長、タスクフォース、作業チームとし必

要に応じて関係者の参加も可能とする。

【所長Ｂ１５】

承認

第3回もんじゅ保全

計画改善検討委員

会開催

補足（議事録より抜粋）

３．参加者： 所長以下8名

オブザーバー10名

文部科学省：1名

４．会議資料

①点検実績（直近）に係る項目の確認作業における要領書

②点検実績（直近）に係る項目の確認作業の進捗状況

③作業要領書（点検計画、点検実績に係る項目）の概要

④もんじゅ内外の支援体制の確認

⑤点検実績に係る項目の確認作業における未点検機器の発生想定と措置対応

⑥不適合報告書１３-７４「保全計画（Ｒｅｖ15）の誤りについて」の対応状況

⑦未点検機器以外の点検等の実施状況確認について（案）

５．議事内容

・①点検実績（直近）に係る項目の確認作業における要領書及び②点検実績（直近）に係る項目の確認作業の進捗状況について

・作業要領書の概要について

・もんじゅ内外の支援者体制の確認について

・⑤点検実績に係る項目の確認作業における未点検機器の発生想定と措置対応

・資料⑥不適合報告書13-74「保全計画（Rev15）の誤りについて」の対応状況

・今後の確認作業において出てくる保全計画の変更箇所は、不適合とする事案・記載の適正化又は誤記とする事案を明確に区分する。

・日々の確認結果を五月雨式に報告することは避けるべきであり、不適合発生の確認までの期間を踏まえて適切に対応していく等の検討が必要。

・⑦未点検機器以外の点検等の実施状況確認について（案）

・次回までの課題

・次回の委員会開催

【所長インタビュー結果1.（1）】

これまで確認された点検計画の誤りが重要度に応じて分類せず、明らかな誤記を含め

て不適合管理されていることに疑問を感じ、関係者に内容を吟味し区分するよう指示し

た。

【所長インタビュー結果1.（5）】

不適合管理委員会に付議する必要があることは、品質保証室を含め一切聞いていな

いため、手続きに問題はないと考えていた。

【室長Ｄインタビュー結果1.（1）】

保全計画Ｒｅｖ15の誤り（804件）の中が、本当にすべて不適合なのかという議論があった。

やはり、軽微なものもあるのではないかという意見が出た。804件については、不適合区分

を精査されたものではない。今後は、不適合管理するものだけを出していくという方針が出

された。

【室長Ｄインタビュー結果3．（1）】

それまで月間不適合管理員会（所長、所長代理Ａ出席）を実施していたことから、（点検計

画の誤りを不適合管理していたことは、）所内では周知のことと誤認していた

【部長Ｋインタビュー結果7.（1）】

不適合管理の状況について報告するのは品質保証室の役割であると

認識していたことから、保全部から点検計画の誤りにおけるこれまでの

不適合管理の状況について報告はしていない。

【副所長Ａ１６インタビュー結果1.（1）】

保全計画の誤りについて報告を受けた際、その中には誰が見ても明らかに誤

記とわかるような誤記も含まれているとの説明があった。誤記は誤りであるが、

通常の誤りとは扱いが違うはずなので、区別をするようにとの議論があったよう

に思う。ただし、それ以上の議論があったとの記憶はない。

【要因Ｔ３－５０】

「もんじゅ保全計画改善検討委員会」で、プラント保全部は保全計画に

関する誤りには（記載の適正化や「てにをは」の修正等の）「明らかな誤

記」があることを説明したが、804件の誤りを不適合管理した中には当

該誤記は含まれていないことまでは説明しなかったため、説明を受け

た側は、「明らかな誤記」を全て不適合管理しているととらえ「不適合と

する事案・記載の適正化又は誤記とする事案を整理する」との方針を

決定した 【Ｄ－２２２】

【要因Ｔ３－４９】

プラント保全部は、不適合管理の状況（「明らかな誤記」は、804件の

誤りの中には含まれていなかった）について正しい情報を説明すべき

だったが、誤解を招く説明をしてしまい、適切な判断を行うために必

要な情報を正しく伝えていなかった 【Ｅ－２２２】

【要因Ｔ３－４８】

プラント保全部は、保全計画に関する不適合管理の情報を所もん

じゅ幹部に対して正確に伝達すべきだったが、不適合管理の実施状

況を正確に説明しておらず、組織判断のためのコミュニケーションが

不足していた

【Ｆ－２２２】

補足

不適合処置の状況等（是正処置及び予防処置の

完了率、発生件数等）について報告を行う委員会

【保修計画課長Ａ１６インタビュー結果3.（1）】

2月12日のもんじゅ保全計画改善検討委員会で、プラント保全

部は保全計画に関する誤りには、記載の適正化や「てにをは」

の修正等の明らかな誤記があることを説明した。804件の誤り

を不適合管理した中には同じような誤りを含んでいないことま

では説明しなかった。

補足（不適合報告書１３－５８より抜粋）

平成２５年２月の立入検査（１月３１日の報告に対する検査）において、点検頻度「毎月」の機器に対し、点検を「１回/３ヶ月」で実施していた機器に超

過の疑義が発生した。機構の整理は、平成２４年１０月に点検を行っていることから、過去に超過はしているが、平成２４年度１１月時点では超過なしと

していたが、１１月に点検を行う計画もなく、１２月に入った時点で超過となることは自明なことから超過機器と判定すべきであった。
【要因Ｔ３－４４】

【Ｃ－２１９】

再掲

【問題事象3-5】（要因Ｔ３－４７）

平成25年2月の立入検査で指摘された保

守管理上の不備事案が、同年9月の不適

合管理委員会まで報告されなかった

【Ｂ-219】

【頂上事象Ｃ】（要因Ｔ１－１３）（再掲）

保守管理の不適合が適切に管理されなかっ

た

【Ａ－２０６】

5



時系列「保守管理の不適合が適切に管理されなかった」(15/22) 添付資料-３

日付 トピックス

所長
A
B
Ｂ１５

副所長
A１
H

所長代理
A
 Ｂ

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理
室長C

副主幹ｍ

品質保証室長D

室長代理
ｃ
Ｂ

電気保修課 機械保修課

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW
ＲＲ

担当
OO
A
JJ
KK
ｊ

課長
U
Ｖ
Ｂ3

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

チームリーダ（TL）
電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd
計装Ⅰ-A2
計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長
ｆ

Ｉ 【次長兼務】
L
Ｏ

主幹ＸＸ
課長代理
（課代)
L
M

運営管理室

所大チェック班

プラント保全部 保修計画課

担当
bb、cc、ee、MM、gg、

hh、ｒｒ、ｖｖ

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
担当者

ＡＡ、ＢＢ、ＣＣ、ＤＤ、ＥＥ

他課
プラント
管理部長Ｉ
技術部長Ｂ1

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

室長
E
F

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

チームリーダ
(TL)
SS

部長
J
I
K

次長
I
F
Y
Z

平成26年2月21日

～

平成26年2月22日

【副主幹Ｂ１１】

「未点検機器以

外の点検実績

状況確認要領」

作成

【課長ii、Ｂ

6】

合議

【課長Ｑ】

合議
【課長Ｂ３】

合議

【課長Ｂ7】

合議

【部長Ｋ】

確認
【部長Ｉ】

確認

【室長Ｄ】

確認

【所代ＶＶ】

承認

補足（確認要領より抜粋）

１．目的

本要領は、平成25年度第4回保安検査で計画されている検査のうち「未点検機器以外の機器」の点検実施状況の確認対象について実施する所大の確

認作業の要領を定める。

なお、本確認作業では、①36条報告（その1）の時点（平成25年9月末）で未点検がないことの確認を主目的とし、②それ以降（平成25年10月から平成26

年1月末）において未点検が発生していないことも確認するものとする。

２．適用範囲

本要領は、安全管理課、機械保修課、電気保修課、施設保全課及び燃料環境課（以下、「保守担当課」という）が所掌する機器のうち、未点検機器以外

の機器について、保安検査の対象として選定された機器の点検実施状況の所大にて行う確認作業に適用する。

６．実施期間

平成26年2月22日～平成26年3月5日

【副主幹Ｂ１１インタビュー結果1.（2）】

未点検機器が保安検査の対象となったため、保修計画課長又は次長の指示で作成した

【副主幹Ｂ１１インタビュー結果1.（3）】

未点検機器以外の状況が第4四半期の保安検査の対象になり、所大でのチェックが必要となったため、

作成した。

【課長Ｏ】

合議

【次長Y】

「未点検機

器以外の点

検実績状況

確認要領」

作成を指示

【プラント保全部次長Ｙインタビュー結果】

保安検査の対象となった事案については、

事前に所大での確認を行うことが慣例と

なっていた。



時系列「保守管理の不適合が適切に管理されなかった」(16/22) 添付資料-３

日付 トピックス

所長
A
B
Ｂ１５

副所長
A１
H

所長代理
A
 Ｂ

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理
室長C

副主幹ｍ

品質保証室長D

室長代理
ｃ
Ｂ

電気保修課 機械保修課

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW
ＲＲ

担当
OO
A
JJ
KK
ｊ

課長
U
Ｖ
Ｂ3

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

チームリーダ（TL）
電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd
計装Ⅰ-A2
計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
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平成26年2月22日
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平成26年3月5日

平成26年2月28日

平成26年3月4日

補足

有効性評価（2-0028）（抜粋）

1） 特性試験（絶縁抵抗試験）、特性試験（導通確認）

当該指示スイッチは水銀充満圧力式を採用してお

り、その原理は封入する水銀の膨張収縮を機械的変位と

して取り出し、

指針を動かすことにより温度指示をしている。した

がって。温度測定系に電気回路は存在せず、絶縁抵抗測

定及び導通確認を

実施する回路が存在しない。また、スイッチ機能を

持つ回路は通常「開」であり、温度上昇し設定値を超えた

場合に

「閉」となるため、通常時の導通確認もできない。さ

らに、スイッチ回路に対し絶縁抵抗測定の高電圧をかけ

ることは好ましくなく、

測定する目的もない。したがって、健全性確認には

必要のない項目であり、当該項目の削除は可能と判断す

る。

確認要領に基づく、未点検機器以外の機器について、保安検査の対象として選定された機器の点検実施状況について確認を受ける（チェック班による確認）

チェック班メンバー：副所長H、主幹L、発電用原子炉主任技術者、主幹V、部長Ｉ、副主幹A7、次長A1、部次長 Y

説明者：安全管理課、機械保修課、電気保修課、施設保全課、燃料環境課

【所代ＶＶ】

未点検機器以外の

点検実績状況確認

の中で新たな誤りが

確認されていること

を連絡

【室長Ｄ】

所の方針及び所代A

からの情報を受け、

具体的な区分方法

及び保全計画の修

正方法について検討

【所長代理Ａインタビュー結果1.（1）】

11月に制定したRev15に804件の誤記が合ったことを第3回の保安検査で指摘された。804件の誤記が世間に

与えたインパクトは非常に大きかったが、実際の中身を確認すると転記ミスまで含んだ件数であり、なぜ今回

の誤りが特別大きく取りあげられたのかと感じていた。そのため、誤りがあったことを単に報告するのではなく、

誤りの中身まできちんと説明することが重要と考えていた。

【所長代理Ａインタビュー結果2.（1)】

誤字の訂正の仕方があるはずだから、それに従ってやれば、訂正印で処理できるやり方があるのではないか

と話をした。

【所長代理Ａインタビュー結果2.（3)】

未点検機器以外の機器の誤りに関する情報が入ってきて、それらについて不適合管理要領の参考が適用で

きないかという話を品質保証室長にした。

【所長代理Ａインタビュー結果3.（2)】

不適合管理に関する仕組みがあったわけで、組みの存在を知った時、それは適用できると考えた。経営陣か

らのプレッシャーはなく、自ら考えた。

【室代Ｂ2】

品質保証室長から具

体的な区分方法及び

保全計画の修正方法

について相談を受け

る

【要因Ｔ３－５８】

品質保証室長は、ＱＭＳの観点からの考え方を変更したことによる問

題点を検討すべきだったが、周囲の意見（品質保証室長代理に相談し

たところ「要領に定めてあるから適用しても良いのではないか」と意見

があった.。また、プラント保全部長に相談したところ、特にコメントがな

かった）を聞いて安易に判断した 【Ｆ－２２５】

【要因Ｔ３－５６】

所長代理は、不適合区分を変更することの重大性を確認す

るために必要な情報を収集し検討すべきだったが、方針が

決定されたこと、自らも不適合を区分することが必要である

と考え、品質保証室長に不適合の区分変更に関する検討を

指示した際に、適切な判断を行うための情報提供（変更する

ことによるデメリット等）を指示しなかった 【Ｄ－２２３】

【要因Ｔ３－５５】

所長代理は、品質保証室長への指示の際に、適切な判断を

行うための情報提供（変更することによるデメリット等）を含

めた不適合区分の変更に関する計画を検討するよう指示す

べきだったが、一方的（視野狭窄的）な指示となり、品質保証

室長の誤った対応を招いた 【Ｅ－２２３】

【要因Ｔ１－１２

７】

【Ｉ－９ 】

【要因Ｔ３－５４】

品質保証室長は、所長代理からの指示に対して、不適合の区分を変更すること

の重大性を伝えるべきだったが、所長代理の指示を実現することが最重要事項

であるというプレッシャを感じていたため、様々な視点での検討（変更することに

よるデメリット等）を検討していなかった（気が付かなかった） 【Ｅ－２２６】

【要因Ｔ３－５３】

品質保証室長は、所長代理の指示に対して適切な判断を行うための正し

い情報を伝達すべきだったが、様々な視点での検討（変更することによる

デメリット等）を行い意見具申しなかった 【Ｆ－２２６】

【室長Ｄインタビュー結果1.（2 )】

2月28日に所長代理から、700機器に対する所大チェックで誤りが確認されてい

る旨を聞いた際に、この誤りについては、不適合管理要領の別表-4の参考を

適用して、不適合の区別を行う旨の指示だと受け取り、プラント保全部長に相

談しようと考えた。事前に、品質保証室長代理に話を聞いたところ、ルールとし

て存在するのであれば適用することは問題ないといわれ、自身もそう認識して

いた。その後、最初にプラント保全部長に、相談した。

【室長Ｄインタビュー結果2.（4)】

保全計画改善検討員会で決まった不適合について軽重を付けるという方針に

ついての検討指示のような感覚でとらえた。

【要因Ｔ３－５６】

【Ｄ－２２３】

【要因Ｔ３－５７】

所長代理は、保安検査前の所大チェックで抽出した誤記等の誤り

について、方針が決定されたこと、自らも不適合を区分することが必

要であると考え、保安検査までに対応できないかと思い、訂正印に

よる修正を事例に出し品質保証室長にその対応を指示した 【Ｄ－２

３５】

【要因Ｔ３－５２】

プラント保全部及び電気保修課は、点検間隔/頻度を超

過した場合には不適合管理の下で処理する必要があっ

たが、重複記載の一方を削除することで不適合にならな

いと考えており、不適合管理に関する認識が十分でな

かった 【Ｄ－２３７】

【要因Ｔ３－５１】

プラント保全部長及び電気保修課のライン職は、ＱＭＳ文書

「保守管理要領」に定められた点検計画及びQMS文書「不適

合管理要領」に関して、十分な知識を有しているべきであった

が、内容の理解が不足していた 【Ｅ－２３７】

【課代Ｗ、ＴＬ、担当】

2次主冷却系循環ポンプモータ駆動装置温度スイッチ9機器を、電気保修課

の計装チームと電気チームが点検計画に重複登録しており、

当該機器は電気チーム側設備であり、計装チーム側の点検計画が誤りで

あることを確認

【課長Ｂ3】

確認

【部長Ｋ】

確認

補足

計装チーム側の212-TIS07Aの抜き取りが

行われ、確認の最中に重複及び点検超過が

判明した。

しかし、点検超過に関しては電気チーム側

で点検が行われていたため、未点検機器で

ないと判断した。

【担当】

保全の有効性評価

を改定

（供用前第2-0028）

【ＴＬ】

確認

【課代W】

確認

【課長】

確認 補足

２次主冷却系循環ポンプ温度スイッチ9機器

（212_TIS05(A～C),07(A～C),09(A～C)）について、絶縁

抵抗確認、導通試験を点検項目から削除する。

平成26年3月7日へ

【要因Ｔ３－８１】

【Ｃ－２３７】

【要因Ｔ３－１４】

【Ｉ－２１１ 】

再掲

平成26年2月12日から 5
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平成26年3月5日

平成26年3月5日

直接要因１

品質保証室長

は、保全計画

に関する不適

【室長Ｄ】

「もんじゅ不適合管理

要領」の別表-4不適

合区分の参考資料

「文書等の誤りに対

する不適合区分の考

え方」に従い判断し

訂正印で処理するこ

とをプラント保全部長

に提案

【要因Ｔ３－５９】

品質保証室長は、保全計画の点検実績日、機器個数などの誤りは不適合

管理すると判断すべきだったが、「別表－4」と整合していない「別表－4の参
考」の「業務品質に影響を与えるものであっても影響が及ぶ前に文書／記録

の改正／訂正を実施する（した）場合は、不適合管理は不要」と記載している

定義を適用して区分すればよいと考え判断を誤った 【Ｃ－２２７】

【室代Ｂ2インタビュー結果1.（2）】

品質保証室長から、「もんじゅ不適合管理要領 別表－４」の参考「文書等の誤り

に対する不適合区分の考え方」に基づいて不適合区分を検討する案について相

談を受けた。もんじゅの規定を確認したところ、「もんじゅ不適合管理要領」では、

品質記録の軽微な訂正（点検計画の誤り）を不適合と不適合未満に区分できる

内容になっていたため、規定に乗っ取って対応すること自体は問題ないのではと

回答した。また、各課が区分分けを行った結果についてのレビュー依頼も受けた。

【要因Ｔ３－２３】

【Ｄ－２２７】

再掲

【室長Ｄインタビュー結果1.（4)】

各課が不適合区分を分類した結果をレビューするよう品質保証室長代理に依頼した。

【室長Ｄインタビュー結果1.（6 )】

不適合管理要領別表-4の参考に記載している“５-（2）”は、品質に影響を及ぶが、及ぶ前に直せば、不適合D未満であるというも

のである。誤記があったが、影響が及ぶ前に、直せば良いという考え方。

【要因Ｔ３－６９】

品質保証室長は、保全計画に関する不適合区分の考え方の変更内容が適切かを検討すべきだったが、「もんじゅ保全計画改善検討委員会」での決定事項及び所長

代理からの指示を踏まえ、これまで不適合管理委員会で決定し対応してきた不適合の考え方をやめて不適合管理要領に定めた区分に従って分類できるとし不適合

管理委員会で検討する必要はないと誤認し、所長及び所長代理に当該区分を適用することを説明し了解された 【Ｃ－２２1】

【部長Ｋ】

「もんじゅ不

適合管理要

領」の別表-4

不適合区分

の参考資料

「文書等の誤

りに対する不

適合区分の

考え方」に従

い判断し訂

正印で処理

することを了

承

【室長Ｄ】

「もんじゅ不適合管理

要領」)の別表-4不適

合区分の参考資料

「文書等の誤りに対

する不適合区分の考

え方」に従い判断し

訂正印で処理するこ

とを所幹部に説明

【要因Ｔ３－６８】

品質保証室長は、不適合管理委員会で意見を

求めるべきだったが、適用する区分が既に不適

合管理要領で定められていること、品質保証室

長が所管する要領であることから不適合管理

委員会で検討が必要であるという意識が希薄

だった

【Ｄ－２２４】

【要因Ｔ３－６７】

品質保証室長は、運用として保全計画の

誤りを不適合処理すると決めた事項を組

織が決定したことと認識すべきだったが、

品質保証室が不適合管理要領を所管し

ており、品質保証室長が判断しなければ

ならないと誤った判断をした 【Ｅ－２２４】

【要因Ｔ１－１２７】

【Ｉ－９ 】

【要因Ｔ３－６５】

品質保証室長は、既に定められている手順を安易に適用す

るという対応をとってしまった 【Ｅ－２２５】

【要因Ｔ３－５６】

【Ｄ－２２３】

再掲

【要因Ｔ３－６３】

品質保証室長は、保全計画を文書と捉えるべきだったが、品質記録管理要領第13
条（記録の修正）で定めているルールに従い保全計画を記録の訂正で対応できると

誤認し、所長及び所長代理に訂正印により修正することを説明し了解された 【Ｃ－

２３３】

【要因Ｔ３－６２】

品質保証室長は、保安検査までに対応しなければならない状況で、保全計画には

点検日の実績といった記録を記載している部分があることから「記録」でもあるとと

らえてしまい保全計画が「文書」であることを正しく理解していなかった 【Ｄ－２３３】

【要因Ｔ３－６１】

プラント保全部が所管している「保全計画検討要領別表-4文書・記録一覧表」で、

保全計画を記録として扱う場合を明確に記載すべきだったが、保全計画が文書と

記録の両方に該当し、その意味が明確になっていない等、誤解を招く表現となって

いた

また、管理課が所管している「文書管理要領別表-4文書・記録一覧表」も同様の記

載となっていた。 【Ｅ－２３３】

【要因Ｔ３－６０】

管理課及びプラント保全部は、文書及び記録の定義とその扱いについて明確にすべ

きだったが、文書と記録の定義があいまいに読み取れる等、ＱＭＳの維持管理に関

する理解が不足していた 【Ｆ－２３３】

【部長インタビュー結果1.（2）】

保全部としては、保安検査の中で誤りを指摘される

前に、事業者自らが誤りを発見して不適合報告すべ

きと考えていたこと等から点検計画の誤りはすべて

不適合管理すべきとの認識であった。

【部長インタビュー結果1.（4）】

初めて作業でこのようなやり方は大丈夫かという認

識はありつつも、品質保証室長が判断し所の方針と

して決定したのであれば、ひとつの手法として認めら

れたものと考え、それに従う判断をした。

【問題事象3-6】（要因Ｔ３－７０）

もんじゅ幹部、品質保証室長、プラント保全部及びプラント管理部の管理職は、プラント保全部

で作成した「未点検機器以外の点検実施状況確認要領」に従い平成25年度第4回保安検査で

対象となった機器を調査（所大確認）して抽出した誤りについて、不適合管理要領の「別表－4の

参考」の「業務品質に影響を与えるものであっても影響が及ぶ前に文書／記録の改正／訂正を

実施する（した）場合は、不適合管理は不要」との記載に従い、該当する誤りを不適合管理の対

象外と判断した 【Ｂ－２２１】

【問題事象3-7】（要因Ｔ３－６４）

もんじゅ幹部、品質保証室長、プラント保全部及びプラント管理部の管理職は、不

適合管理要領の「別表－4の参考」に従って不適合管理を不要に区分した誤りに

ついて、訂正印で修正することを判断し、保全計画の誤りを不適合管理しないまま

訂正印で修正した

【Ｂ－２３３】

【要因Ｔ３－５８】

【Ｆ－２２５】

再掲

【室長Ｄインタビュー結果1.（3)】

保全部長に説明した後、所長と所長代理に、参考に従い区分することを説明した。

所長は、参考に従い区分することができるのであれば、そうするべきであるとの意見を述べた。

【室長Ｄ結果2.（2)】

本来、委員会に付議して決定すべきところを少人数で決定してしまった。また、要領書どおりに実施するわけだから特に付議しなくても問題ないと考えた。ただし、付議しないので室長代理やプラント保全部長（保全部の考えを確認するため）に相談は行った。

【室長Ｄインタビュー結果1.（2)】

品質保証室長代理に話を聞いたところ、ルールとして存在するのであれば適用することは問題ないといわれ、自身もそう認識していた。

【室長Ｄインタビュー結果4.（4)】

不適合管理要領に従うと決めたのが品質保証室だったから、特に不適合管理の件は、品質保証室が動かないと何も動かないと考えた。 他の要領だったら品質保証室は動かなかったと思う。

【室長Ｄインタビュー結果4.（8)】

委員会での意見がきっかけになっている。所長の発言や所長代理の助言などもきっかけにはなったかもしれない。プレッシャーはゼロではないが、100でもないと思う。変えてよいのかという思いはあった。

【室長Ｄインタビュー結果5.（2)】

訂正印で対応する話が出た段階で既に当該要領（品質記録管理要領）に基づいた対応であることを認識していた。

【室長Ｄインタビュー結果2.（5)】

(所長及び所長代理に対して)参考の表に従い行うことを説明したと思う。また、品質記録管理要領に記載されている訂正印で行う手法で修正することも説明したと思う。プラント保全部長に最初に行った時も同様の話をしたと思う。

【室長Ｄインタビュー結果6.（3)】

保全計画検討要領において保全計画が文書と記録の両方に○が付いている認識はありました。訂正印問題のときは、（明確に認識していたわけではありませんが）実績部は記録で計画部は文書という認識でした。

【要因Ｔ３－６６】

品質保証室長は、所長代理の指示及び

「もんじゅ保全計画改善検討委員会」（平

成26年2月12日）での方針の決定に従う

必要があると考え、これまで不適合管理

してきたことよりも、指示を第一に実現す

る必要があると考えた 【Ｄ－２２５】

補足（品質記録管理要領より抜粋）

品質記録管理要領 識別番号：QAP424

（記録の修正）

第13条 各室課長は、作成された記録に誤りが認められた場合には、誤りに訂正二重

線を施し、その側に正しい情報及び訂正日を記入する。また、修正した記録は、元の記

録を承認した者又は組織が存在しない場合はそれと同等の権限を持つ者の確認印を

得る。

【要因Ｔ３－５４】

【Ｅ－２２６】

再掲

【要因Ｔ３－５９】

【Ｃ－２２７】

再掲

【要因Ｔ３－７７】

【Ｃ－２２９】

【要因Ｔ３－４２】

【Ｄ－２２８】

再掲
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日付 トピックス

所長
A
B
Ｂ１５

副所長
A１
H

所長代理
A
 Ｂ

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理
室長C

副主幹ｍ

品質保証室長D

室長代理
ｃ
Ｂ

電気保修課 機械保修課

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW
ＲＲ

担当
OO
A
JJ
KK
ｊ

課長
U
Ｖ
Ｂ3

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

チームリーダ（TL）
電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd
計装Ⅰ-A2
計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長
ｆ

Ｉ 【次長兼務】
L
Ｏ

主幹ＸＸ
課長代理
（課代)
L
M

運営管理室

所大チェック班

プラント保全部 保修計画課

担当
bb、cc、ee、MM、gg、

hh、ｒｒ、ｖｖ

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
担当者

ＡＡ、ＢＢ、ＣＣ、ＤＤ、ＥＥ

他課
プラント
管理部長Ｉ
技術部長Ｂ1

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

室長
E
F

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

チームリーダ
(TL)
SS

部長
J
I
K

次長
I
F
Y
Z

平成26年3月5日

【問題事象3-7】

（要因Ｔ３－６４）（再掲）

【Ｂ－２３３】

【問題事象3-6】

（要因Ｔ３－７０）（再掲）

【Ｂ－２２１】

【所代ＶＶ】

「もんじゅ不適合管

理要領」の別表-4不

適合区分の参考資

料「文書等の誤りに

対する不適合区分

の考え方」に従い判

断し訂正印で処理す

ることを了承

【所長Ｂ１５】

「もんじゅ不適合管

理要領」の別表-4

不適合区分の参考

資料「文書等の誤り

に対する不適合区

分の考え方」に従い

判断し訂正印で処

理することを説明を

受け、対応すること

を決定

【所代ＶＶインタビュー結果1.（3）】

ＱＭＳルールで認められた処置でなければならないと考えていたが、自らも既存のルールで認め

られていると認識しており、品質保証室長が確認し提案していることからもルール上は問題ないと

考えていた。

【所長インタ

ビュー結果

1.(2)】

品質保証室長

の説明であっ

たことからルー

ルで認められ

ているものと考

え、対応を指示

した。

【要因Ｔ３－７２】

所長、所長代理は、不適合区分の変更について、説明者が品質保証室長であれば、不適合区

分の変更内容が問題ないことをチェックしていると考え、当該区分の方法の妥当性を確認しな

かった 【Ｄ２２１】

【要因Ｔ３－６３】

【Ｃ－２３３】

再掲

【要因Ｔ３－７３】

所長、所長代理は、訂正印による修正について、説明者が品質保証室長であれば、訂正印による修正の対

応が問題ないことをチェックしていると考え、訂正印による修正の妥当性を確認しなかった 【Ｄ２３４】

×

所長、所長代理は、品質保証室長から不適合の区分の変更に関する説明があった際に、適切な

判断を行うための情報（変更することによるデメリット等）を確認し判断すべきだったが、品質保証

室長の検討結果にゆだねており（属人主義的な意思決定）、区分を変更することの妥当性を確認

するチェック機能が働かなかった

E-1

【要因Ｔ３－７１】

所長、所長代理は、品質保証室長から不適合区分の変更に関する説明があった際に、適切な判

断を行うための情報（変更することによるデメリット等）を確認し判断すべきだったが、品質保証室

長の検討結果にゆだねており（属人主義的な意思決定）、区分を変更することの妥当性を確認す

る意識が不足していた 【Ｅ２２１】

【課長Ｏ】

「もんじゅ不

適合管理要

領」の別表-4

不適合区分

の参考資料

「文書等の誤

りに対する不

適合区分の

考え方」に従

い判断し訂正

印で処理する

ことを説明を

受ける

【課長Ｑ】

「もんじゅ不適合管

理要領」の別表-4不

適合区分の参考資

料「文書等の誤りに

対する不適合区分

の考え方」に従い判

断し訂正印で処理

することを説明を受

ける

【課長Ａ8】

「もんじゅ不適合管

理要領」の別表-4不

適合区分の参考資

料「文書等の誤りに

対する不適合区分

の考え方」に従い判

断し訂正印で処理

することを説明を受

ける

【室長Ｄ】

「もんじゅ不適合管理

要領」の別表-4不適

合区分の参考資料

「文書等の誤りに対す

る不適合区分の考え

方」に従い判断し訂正

印で処理することをプ

ラント保全部に説明

電気保修課に対して

不適合管理することを

指示

【部長Ｋ】

「もんじゅ不

適合管理要

領」の別表-

4不適合区

分の参考資

料「文書等

の誤りに対

する不適合

区分の考え

方」に従い判

断し訂正印

で処理する

ことを説明

【室代Ｂ2】

「もんじゅ不適合管

理要領」の別表-4

不適合区分の参考

資料「文書等の誤り

に対する不適合区

分の考え方」に従い

判断した不適合区

分の妥当性確認び

依頼を受け了承

【課長Ｑインタビュー結果1.(3)】

既に所の方針として決まっていたと認識していたことか

ら、これに従う点についても問題に感じなかった。

【課長A8インタビュー結果2.(1)②】

当初は、不適合にあげればよいと思って

いたため、そんなことが可能なのか？と

思ったが、区分の整理で、不適合管理要

領をこのように運用すれば読めると説明

を受け、了承した。

【課長インタビュー結果1.(4)】

同席していた。紙を見せられ、説明を受け

た。その場で異議を唱える者はいなかった

が、そんなことができるのかと感じた。

【室長Ｄインタビュー結果2.（5)①】

所長のところに説明に行った後プラント保全部に説明

に行ったがその場では、部長や各課長が今回の不適

合について議論をしているところだった。不適合の内

容を確認しながら、区分を分類した理由等をまとめた

表の作成を指示した。基準については、あくまで参考

の表なので別途説明はしていない。また、分類した結

果については、品証室で確認することも説明した。

なお、参考の表を適用することに異論は、なかった。

【室代Ｂ2インタビュー結果2.（2)⑤】

電気保修課の誤りの数が多いことについては、品質

保証室長と相談し、不適合管理することとした。なお、

現場への指示は品質保証室長が出している。

直接要因３

プラント保全部長、プラント管理部長及び不適合発見

課長は、「もんじゅ不適合管理要領」の参考「文書等の

誤りに対する不適合区分の考え方」及び訂正印による

処置に従い、不適合とする事案・記載の適正化または

誤記とする事案に区分するという品質保証室長の提案

に対して、これまでの運用のルールと異なることについ

て意見すべきだったが、意見しなかった。【C‐9】

【要因Ｔ３－７８】

プラント保全部及びプラント管理部が訂正印による修正

を適用したことに関する分析について、プラント保全部及

びプラント管理部の関係者は、誤りを未処置にしている

状況を保安検査で指摘されないよう、保安検査までに対

応するため、不適合管理を進めていたが、品質保証室

長から訂正印による修正の指示があったため、その指

示に従った 【Ｃ－２３６】

【要因Ｔ３－７７】

プラント保全部長、プラント管理部長及び各課長は、

「別表－4の参考」に従い区分し訂正印により修正する
という品質保証室長の説明に対して、これまでの運用

のルールと異なることについて意見すべきだったが、

意見しなかった

【Ｃ－２２９】

【要因Ｔ３－７５】

プラント保全部長は「別表－4の参考」（訂正印による修正を

含む）を適用し変更することについて疑問に思ったが、品質

保証室長からの指示事項であること、センターの方針である

からその指示に従えばよいと考えた 【Ｄ－２２９】

【要因Ｔ３－７４】

【Ｅ－２２９】

再掲

【要因Ｔ３－７６】

プラント保全部及びプラント管理部の各課長は、プ

ラント保全部長からの指示に対して、これまでの運

用と異なっていることについて疑問に思ったことを言

うべきだったが、品質保証室長の指示であること、

センターの方針であると認識していたことから、その

指示に従えばよいと考えた 【Ｄ－２３０】

【部長Ｋインタビュー結果2.（3）②】

所長のところから戻ってきて説明があった際はい

た。品質保証室長が、所長に説明に上がった後、

これでやってくださいと言われたので、直接的な説

明はなかったが、所長・所長代理が認めたのだと

受け取った。

【部長Ｋインタビュー結果1.（4）】

初めて作業でこのようなやり方は大丈夫かという

認識はありつつも、品質保証室長が判断し所の方

針として決定したのであれば、ひとつの手法として

認められたものと考え、それに従う判断をした。

【要因Ｔ３－６３】

【Ｃ－２３３】

再掲

【要因Ｔ３－６９】

【Ｃ－２２１ 】

再掲

【要因Ｔ３－６３】

【Ｃ－２３３】

再掲

【要因Ｔ３－６９】

【Ｃ－２２１ 】

再掲

【要因Ｔ３－７４】

プラント保全部長、プラント管理部長及び各課長は、不適合

管理に関して自らがＰＤＣＡを展開しているという意識を持っ

て業務を行うべきだったが、不適合管理に関しては品質保証

室の所管であり、その判断に従えばよいと考え、自ら検討し

ていなかった 【Ｅ－２２９】

【問題事象3-6】要因Ｔ３－７０(再掲)

もんじゅ幹部、品質保証室長、プラント保全部の

管理職及びプラント管理部の管理職は、プラン

ト保全部で作成した「未点検機器以外の点検実

施状況確認要領」に従い平成25年度第4回保安

検査で対象となった機器を調査（所大確認）して

抽出した誤りについて、不適合管理要領の「別

表－4の参考」の「業務品質に影響を与えるもの

であっても影響が及ぶ前に文書／記録の改正

／訂正を実施する（した）場合は、不適合管理

は不要」との記載に従い、該当する誤りを不適

合管理の対象外と判断した 【Ｂ－２２１】

【問題事象3-7】要因Ｔ３－６４

（再掲）

もんじゅ幹部、品質保証室長、

プラント保全部の管理職及びプ

ラント管理部の管理職は、不適

合管理要領の「別表－4の参

考」に従って不適合管理を不要

に区分した誤りについて、訂正

印で修正することを判断し、保

全計画の誤りを不適合管理しな

いまま訂正印で修正した 【Ｂ－

２３３】

【問題事象3-6】

（要因Ｔ３－７０）（再掲）

【Ｂ－２２１】

【問題事象3-7】

（要因Ｔ３－６４）（再掲）

【Ｂ－２３３】
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日付 トピックス

所長
A
B
Ｂ１５

副所長
A１
H

所長代理
A
 Ｂ

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理
室長C

副主幹ｍ

品質保証室長D

室長代理
ｃ
Ｂ

電気保修課 機械保修課

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW
ＲＲ

担当
OO
A
JJ
KK
ｊ

課長
U
Ｖ
Ｂ3

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

チームリーダ（TL）
電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd
計装Ⅰ-A2
計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長
ｆ

Ｉ 【次長兼務】
L
Ｏ

主幹ＸＸ
課長代理
（課代)
L
M

運営管理室

所大チェック班

プラント保全部 保修計画課

担当
bb、cc、ee、MM、gg、

hh、ｒｒ、ｖｖ

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
担当者

ＡＡ、ＢＢ、ＣＣ、ＤＤ、ＥＥ

他課
プラント
管理部長Ｉ
技術部長Ｂ1

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

室長
E
F

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

チームリーダ
(TL)
SS

部長
J
I
K

次長
I
F
Y
Z

平成26年3月5日

～

平成26年3月6日

平成26年3月7日

【要因Ｔ３－７９】

電気保修課長代理は、これまでの運用と異なる

ことについて品質保証室とプラント保全部での打

ち合わせの中で意見したが、プラント保全部長

から、センターの方針であるとの説明を受け、説

得させられた 【Ｄ－２３２】

【課長Ａ8、担当TL】

誤り箇所について、「もんじゅ不適合管理要領」（MQ830-01）の「文書

等の誤りに対する不適合区分の考え方」に従い検討

【課長Ａ８、課代】

誤り箇所について、

「もんじゅ不適合管理

要領」（MQ830-01）の

「文書等の誤りに対

する不適合区分の考

え方」に従い検討

【課長Ａ8】

「保安検査前までに発行する不適合」の一覧

表に記載の各々の事象について不適合区分

を分類

【課長Ａ8、担当TL】

「保安検査前までに発行する不適合」の一覧表に記載の各々の事象に

ついて不適合区分を分類

【担当ＫＫ】

「保全計画へ

の訂正印の

プロセスにつ

いて」

作成

【部長Ｋ】

訂正印によ

る修正を実

施する際の

手順書作成

を指示

【部長Ｋ】

確認

【担当ＫＫインタビュー結果1.（1）】

プラント保全部長の指示で作成し

た。

【室代Ｂ2】

電気保修課及び機

械保修課が保安検

査までに発行する不

適合一覧表に記載

の各々の事象につ

いて不適合区分を

分類際、必要に応じ

て指導

【電気保修課長代理インタビュー結果2.（3 )】

訂正印による修正でよいのか？といった。

【部長Ｋインタビュー結果2.（3）②】

プラント保全部電気保修課課長代理がそんなのでいい

のかと異議を唱えたが、自分が、所の方針だからと

言ってしまった。 【要因Ｔ３－７５】

【Ｄ－２２９】

再掲

【課長A8インタビュー結果2.(1)②】

品質保証室長代理が説明に来た際、電気保修

課課長代理から、こんなやり方でいいのか？と

の発言があった。

【部長Ｋインタビュー結果2.（3）①】

品質保証室長から訂正印による修正でやると説明が

あったが、具体的にどうやったらいいか分からなかっ

たので、品質保証担当者に要領を作成させた。

【担当】

「保全計画

への訂正印

のプロセス

について」

を各課に配

信

【担当TL】

二重線及び訂正印

にて点検計画を修

正

【担当TL】

二重線にて点検計

画を修正

平成26年3月8日へ 平成26年3月8日へ

【課長Ａ8】

訂正箇所に訂正印

を押印

【課長Ｑ】

訂正箇所に訂正印

を押印

【課長代理】

「もんじゅ不適合管理

要領」(MQ830-01)の

別表-4不適合区分の

参考資料「文書等の

誤りに対する不適合

区分の考え方」に従

い判断することを説

明を受ける

【課代A10、担当TL】

誤り箇所について、「も

んじゅ不適合管理要

領」（MQ830-01）の「文

書等の誤りに対する不

適合区分の考え方」に

従い検討

【要因Ｔ３－７７】

【Ｃ－２２９】

再掲

不適合報告書「点

検計画Rev.15にお

ける多数の誤記に

ついて（電気保修

課）」

不適合報告書「点

検計画の記載にお

ける不整合につい

て（電気保修課）」

承認

【室長Ｄ】

「もんじゅ不適合管理

要領」(MQ830-01)の

別表-4不適合区分の

参考資料「文書等の

誤りに対する不適合

区分の考え方」に従

い判断することを指

示

【室長Ｄインタビュー結果2.(6)③】

安全管理課については、品質保証室

長代理から説明を行った。

【要因Ｔ３－７６】

【Ｄ－２３０】

再掲

【室代Ｂ2】

「もんじゅ不適合管理

要領」(MQ830-01)の

別表-4不適合区分

の参考資料「文書等

の誤りに対する不適

合区分の考え方」に

従い判断することを

説明

【室代Ｂ2インタビュー結果5.(1)】

室長の指示を受け、安全管理課への

説明を行った。

8 8

平成26年3月7日へ

7



時系列「保守管理の不適合が適切に管理されなかった」(20/22) 添付資料-３

日付 トピックス

所長
A
B
Ｂ１５

副所長
A１
H

所長代理
A
 Ｂ

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理
室長C

副主幹ｍ

品質保証室長D

室長代理
ｃ
Ｂ

電気保修課 機械保修課

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW
ＲＲ

担当
OO
A
JJ
KK
ｊ

課長
U
Ｖ
Ｂ3

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

チームリーダ（TL）
電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd
計装Ⅰ-A2
計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長
ｆ

Ｉ 【次長兼務】
L
Ｏ

主幹ＸＸ
課長代理
（課代)
L
M

運営管理室

所大チェック班

プラント保全部 保修計画課

担当
bb、cc、ee、MM、gg、

hh、ｒｒ、ｖｖ

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
担当者

ＡＡ、ＢＢ、ＣＣ、ＤＤ、ＥＥ

他課
プラント
管理部長Ｉ
技術部長Ｂ1

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

室長
E
F

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

チームリーダ
(TL)
SS

部長
J
I
K

次長
I
F
Y
Z

平成26年3月8日

平成26年3月9日

【課長Ｂ7】インタビュー結果1.(3)】

都合により課長代理に対応を任せており、結果について

は3/7に課長代理から電話による報告を受けた

【課長Ｂ7】インタビュー結果1.(4)】

これまでの対応と異なっている点について本当にいいの

か疑問であった。

【課長Ｂ7】インタビュー結果1.(4)】

保修計画課より保安検査抜き取り対象の設備における

誤記等で「業務の品質に影響を与えるもの（影響を与え

る前）」又は「業務の品質に影響を与えないもの」に分類

されるものは全て訂正印にて対応をすることが所の方針

であることの説明を受けたことからそれを了承した。

【担当ＴＬ】

「保全計画（Rev.15）誤

記修正まとめ表）」作

成

【課代A10、担当TL】

「保安検査前までに発

行する不適合」の一覧

表に記載の各々の事

象について不適合区

分を分類

【室代Ｂ2】

安全管理課の不適

合区分について妥当

性を確認

【課代A10】

確認

【課代Ａ10】

所の決定を電話に

て報告

【部長Ｋ】

訂正箇所を

確認し、確認

印を押印

【部長Ｉ】

報告を受け、

確認印を押

印を許可

【課長Ｂ7】

報告を受け、確認

印を押印を許可

【TLＢ5】

二重線にて点検計

画を修正

【課長Ｂ7】

訂正印にて修正さ

れた点検計画を確

認

平成26

年3月7

日から

平成26年3月7日から

【課代Ｂ8】

訂正箇所に訂正印

を押印

【部長Ｉインタビュー結果1.(3)】

品質保証室が決めたのなら、それが

ルールなのだろうと考えそれに従った。

直接要因３

再掲

【問題事象3-7】（要因Ｔ３－６４）（再掲）

所幹部、品質保証室長、プラント保全部の管理職及びプラント管理部の管

理職は、不適合管理要領の「別表－4の参考」に従って不適合管理を不要

に区分した誤りについて、訂正印で修正することを判断し、保全計画の誤

りを不適合管理しないまま訂正印で修正した 【Ｂ－２３３】

【要因Ｔ３－７７】

【Ｃ－２２９】

再掲

【要因Ｔ３－８０】

プラント管理部長は、「別表－4

の参考」（訂正印による修正を含

む）の適用に関し疑問に思ったこ

とを言うべきだったが、品質保証

室長からの指示事項であること

からその指示に従えばよいと考

えた 【Ｄ－２３１】

【要因Ｔ３－７６】

【Ｄ－２３０】

再掲

【要因Ｔ３－７４】

【Ｅ－２２９】

再掲

【ＴＬ、担当】

不適合報告書「有効性評価の未実施につ

いて（電気保修課）」作成

（13-99）

【課代W】

確認

【課長Ｂ3】

確認

【部長Ｋ】

確認

【室長Ｆ】

確認

【炉主任

ａ】

確認

【部長Ｋ】

承認

補足

保全の有効性評価記録が作成されていないものが確認されたため、不適合

管理として処置することとした。

供用前第2-0028（EM）は点検頻度の変更については述べているが、点検項

目の削除については評価していなかったため、以前の有効性評価に記載内

容を追加する。

平成26年3月5日から

【ＴＬ、担当】

不適合報告書「点検計画の記載における不

整合について」作成

（13-103）（3/7）

【課代W】

確認

【課長Ｂ3】

確認

【部長Ｋ】

確認

【室長Ｆ】

確認

【炉主任

ａ】

確認

【部長Ｋ】

承認

平成26年3月5日から
補足

２次主冷却系循環ポンプ温度スイッチ9機器（212_TIS05(A

～C),07(A～C),09(A～C)）の重複に対する不適合

【要因Ｔ３－８１】

電気保修課は、記載が重複している

機器の点検間隔／頻度が異なるにも

関わらず、単純な重複記載と考え、

点検を実施している一方を正の保全

計画（点検計画）とし、点検を実施し

ていない計装チーム分を削除するこ

とで未点検にならないとした

【Ｃ－２３７】

【部長Ｋ】

承認

6

6

8

7

【問題事象3-8】（要因Ｔ３－８２）

電気保修課は、保全計画（点検計画）に重

複して記載された機器について、どちらか

片方でも点検超過している場合には、点検

期限超過としての不適合処理を行うべきで

あったが、計装チームの当該機器を保全

計画（点検計画）から削除するという不適

合報告書の発行により、未点検機器になら

ないと判断した 【Ｂ－２３７】



時系列「保守管理の不適合が適切に管理されなかった」(21/22) 添付資料-３

日付 トピックス

所長
A
B
Ｂ１５

副所長
A１
H

所長代理
A
 Ｂ

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理
室長C

副主幹ｍ

品質保証室長D

室長代理
ｃ
Ｂ

電気保修課 機械保修課

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW
ＲＲ

担当
OO
A
JJ
KK
ｊ

課長
U
Ｖ
Ｂ3

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

チームリーダ（TL）
電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd
計装Ⅰ-A2
計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長
ｆ

Ｉ 【次長兼務】
L
Ｏ

主幹ＸＸ
課長代理
（課代)
L
M

運営管理室

所大チェック班

プラント保全部 保修計画課

担当
bb、cc、ee、MM、gg、

hh、ｒｒ、ｖｖ

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
担当者

ＡＡ、ＢＢ、ＣＣ、ＤＤ、ＥＥ

他課
プラント
管理部長Ｉ
技術部長Ｂ1

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

室長
E
F

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

チームリーダ
(TL)
SS

部長
J
I
K

次長
I
F
Y
Z

平成26年3月10日

平成26年3月10日

【所長Ｂ１５】

品質保証室長の承認

を得るよう指示

【部長Ｋ】

訂正印にて

修正した点

検計画につ

いて所長承

認を得るよう

指示

【次長Ｙ】

訂正印にて

修正した点

検計画につ

いて承認を

依頼

【次長Ｙインタビュー結果1.（6）】

所長承認を得る際、訂正箇所のひとつひとつについて

説明を実施しなかった.。

【所長インタビュー結果2.(1)】

平成26年3月7日の説明の際に、第三者的に品質保証室が確認をするよ

う指示したが、確認したことを表す品質保証室長の印がなかったため差

し戻した。

【所長Ｂ１５】

承認

【次長Ｙ】

品証室長の

確認を得たこ

とを報告

【所長Ｂ１５】

品質保証室長の確認

のサインがあることを

確認

【所長インタビュー結果(4)】

各課長、保全部長、第3者

チェックとして品質保証室

長の確認がなされているこ

とを条件に承認を行った。

【所長インタビュー結果(4)】

各課長、保全部長、第3者チェックとして品質保証室

長の確認がなされていることを受けて承認を行った。

【次長Ｙ】

確認結果（サ

イン記入箇

所）を記載

【室長Ｄ】

確認のサインを記

入

【所長B15】

承認

【頂上事象Ｃ】（要因Ｔ１－１３）（再掲）

保守管理の不適合が適切に管理されなかっ

た

【Ａ－２０６】



時系列「保守管理の不適合が適切に管理されなかった」(22/22) 添付資料-３

日付 トピックス

所長
A
B
Ｂ１５

副所長
A１
H

所長代理
A
 Ｂ

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理
室長C

副主幹ｍ

品質保証室長D

室長代理
ｃ
Ｂ

電気保修課 機械保修課

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW
ＲＲ

担当
OO
A
JJ
KK
ｊ

課長
U
Ｖ
Ｂ3

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

チームリーダ（TL）
電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd
計装Ⅰ-A2
計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

課長
ｆ

Ｉ 【次長兼務】
L
Ｏ

主幹ＸＸ
課長代理
（課代)
L
M

運営管理室

所大チェック班

プラント保全部 保修計画課

担当
bb、cc、ee、MM、gg、

hh、ｒｒ、ｖｖ

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ
担当者

ＡＡ、ＢＢ、ＣＣ、ＤＤ、ＥＥ

他課
プラント
管理部長Ｉ
技術部長Ｂ1

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

室長
E
F

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

チームリーダ
(TL)
SS

部長
J
I
K

次長
I
F
Y
Z

平成26年3月11日

平成26年3月13日

平成26年3月15日

平成26年6月5日

【所長Ｂ１５】

承認印を押印した箇

所の文書の記載の一

部誤り箇所について

訂正印を押印

【課長Ｏ】

サイン記入箇

所の文章に

一部誤りがあ

ることを発見

し、二重線に

て修正

【課代Ｗ、ＴＬ、担当】

自動判定機器の確認作業開始（～3/15）

補足（抜粋）

対象範囲と実施内容

平成25年度第4回保安検査の確認対象として、電気保修課計装

分の抜取対象分に点検間隔/頻度に6ヶ月のものがあり、自動計算

されていないものがあった。同様の機器がないことを以下の方法に

よって確認する。

平成25年9月30日に報告した未点検機器の算出に用いたデータ

ベースを対象とし、その判定評価表から自動計算外の機器を抜き

出し、自動計算外リストを作成する。作成したリストに対し点検実績

等の評価を行い、判定の妥当性を調査する。

保安検査において、

機器の説明

【部長K】

自動判定

機器判定

漏れの水

平展開指補足

H24年11月時点で当該機器の点検実績は電気チーム側しかないが、電気チーム側の点

検計画が正であり、計測チーム側の点検計画からは不適合13-103により削除したため問

題ない（未点検機器でない）というこの時点での考えを説明（後付の考え）。

補足

上記説明に対し、重複機器であっても点検計画に記載されているのであれば点検しなけ

ればならないのではないかとの指摘を受けた。

【課代Ｗ、ＴＬ、担当】

重複登録されていた2次主循環ポンプモータ駆動装置温度スイッチ9

機器（212_TIS05(A～C),07(A～C),09(A～C)）のうち、A系とC系の6機器

が2012年11月で未点検であること、および重複登録はされていないが、

2次主循環ポンプモータ駆動装置圧力スイッチ3機器（212_dps01～03）

が2012年11月で未点検状態であることを確認

【課長Ｂ3】

確認
【部長Ｋ】

確認

2 平成24年11月26日から

【TL、担当者】

不適合報告書「点検計画の記載における不

適合について(13-103R)」改訂

不適合報告書「保安規定違反事項判定表

「監視」（２次主冷却系循環ポンプ温度スイッ

チの点検時期超過」（14－19）発行

【課代Ｗ】

確認

【課長Ｂ3】

確認

【室長Ｄ】

確認(6/6)

【炉主任

ａ】

確認(6/6)

【部長】

確認(6/6)

【所長B15】

承認(6/6)

補足

不適合報告書「保安規定違反事項判定表「監視」（２

次主冷却系循環ポンプ温度スイッチの点検時期超

過」（14－19)について、題名は「温度スイッチ」である

が、「他８機器」として差圧スイッチも含む

【頂上事象Ｃ】（要因Ｔ１－１３）（再掲）

保守管理の不適合が適切に管理されなかっ

た

【Ａ－２０６】
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平成20年8月22日

平成20年10月17日

平成20年11月1日

平成20年11月24日

平成20年11月27日

平成20年12月15日

保全プログラム導入検討開始

チームリーダ(TL)
ｌ

原子炉
主任技術者
（炉主任）
C

（代行）
ａ

敦賀本部長
安全品質管理室長

N
安全管理課

土木建築チーム

プラント第２課 プラント第３課

燃料取扱保守チー
ム
計装・

廃棄物保守チーム

技術支援チーム

チームリーダ(TL)
ｇ

課長ｆ 担当
ｈ
ⅰ

室長K

総括チーム

担当
KK

日付 トピックス
所長
A

理事長 課代
U
L

理事 敦賀本部長代理
電気チーム
計装チーム

機械Ⅰチーム
機械Ⅱチーム

管理課長
ｄ

もんじゅ開発部長
VV

運営管理室
（タスクチーム）

臨時マネジメントレビュー会議

開催

【理事長】

臨時マネジメ

ントレビュー

を実施

補足（マネジメントレビュー会議記録より抜粋）

平成20 年3 月26 日、１次メンテナンス冷却系原子炉容器入口１次止め弁内部の接触型ナトリウム漏えい検出器（以下「CLD」という。）から誤警報が発報を踏まえ、機構における品質保証活動をより一層推進するため、敦賀本部及び本部からのインプット

情報を中心に臨時のマネジメントレビューを実施した

出席者：理事長、理事、敦賀本部長、所長

6.レビュー結果

インプット情報（安全統括部からの抜粋）

この度の「もんじゅ」に係る諸問題は、保守管理、異常時対応時の連絡通報等の個別業務（保安活動）が品質保証のルールに基づき実施されるべきであったが、そのルール通りに実施されていなかった。また、原子炉補機冷却海水配管の外面腐食への対

応では、平成18年の保安検査で約束した腐食配管の補修期限が遅延し、対外約束事項をフォローする仕組みに問題があったと考える。これらは、保安活動を統括する経営幹部及び管理者等に原子力安全・品質保証意識が十分に浸透できていなかったこ

とが反省として考えられる。そのような反省を踏まえ、特に対外約束事項を重視し、品質方針の「法令・ルールを遵守する」を「法令・ルール及び社会との約束を守る」に変更することを提案する。

6-1 品質方針の変更について

品質方針「（2）法令・ルールを遵守する。」を「（2）法令及びルール（社会との約束を含む。）を守る。」に変更する。

【理事長】

臨時マネジメ

ントレビュー

からの指示

事項を安全

統括部を経

由し業連にて

発信

補足（業連より抜粋）

原子力機構における原子力施設の保安活動の継続的な改善を図るため、「もんじゅ」に係る活動を中心として、平成20年10月17日に理事長による臨時のマネジメントレビューが開催された。その結果、理事長か

ら改善の指示が出されたので連絡する。

関係する本部及び各拠点においては、平成20年度の品質目標及び業務の計画を確認し、理事長指示事項を反映し対応すること。

【理事長指示事項】

1）各施設に共通する事項

(1)品質保証活動の充実、改善のための見直し

(2)設備保全業務に係る仕組みの見直し

(3)品質保証の専門的知識を有する要員の育成

2）「もんじゅ」に係る個別事項

(1)「もんじゅ」に係る保安管理体制の見直し

(2)不適合管理に係る仕組みの見直し

【本部長】

受信

【所長Ａ】

受信

【課長ｄ】

業連を関係

各課へ配信

【室長Ｎ】

業連にて、セ

ンター品質目標

を各課へ周知

及び展開依頼

【課長f】

品質目標改正

補足（平成20年度センター品質目標より抜粋）

臨時マネジメントレビューの結果を受けて変更された品質方針に基づきセンターの品質目標に以下の項目を追加した。

機構の品質方針：

「（2）法令・ルール（社会との約束を含む。）を守る。」

センターの品質目標：

機構の品質方針「（2）法令・ルール（社会との約束を含む。）を守る。」に対するセンターの品質目標として以下を追加し

た。

品質目標：「（5）社会との約束を守る」（臨時ＭＲ：品質方針改正対応）

管理尺度：対外約束事項管理要領に従った管理の実施。

目標値：約束漏れ0件

とりまとめ部署：運営管理室

【室長Ｎ】

センター品質

目標改正開

始

【室長Ｎ】

センター品質

目標を改正

【課長】

品質目標改正

【課長】

品質目標改正

【理事長】

品質方針を

設定

補足（業連より抜粋）

【原子力安全に係る品質方針】

原子力に関する研究開発機関として、原子力施設の安全の確保を最優先に、品質マネジメントシステムのもとに保安活動を行い、業務の継続的な改善に取り組む。

保安活動の実施に当たり、以下の方針を定める。

（1）安全の確保を最優先とする。

（2）法令及びルール（社会との約束を含む。）を守る。

（3）リスクを考えた保安活動に努める。

（4）双方向のコミュニケーションを推進する。

（5）業務の目標を定めて、定期的にレビューする。

臨時マネジメン

トレビューの実

施

【凡例】

補足

インタビュー

QMSの改正

保全計画改正

→

→

→

→

保全プロセスの

調査から抽出さ

れた問題点
→

【要因の凡例】

要因１：問題点

抽出からの要因

要因２：要因分

析から出た要因

頂上事象 →

問題事象 →

→

→

新検査制度（保全プログラムを

基礎とする検査）の導入に伴う

ワーキンググループ設立
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チームリーダ(TL)
ｌ

原子炉
主任技術者
（炉主任）
C

（代行）
ａ

敦賀本部長
安全品質管理室長

N
安全管理課

土木建築チーム

プラント第２課 プラント第３課

燃料取扱保守チー
ム
計装・

廃棄物保守チーム

技術支援チーム

チームリーダ(TL)
ｇ

課長ｆ 担当
ｈ
ⅰ

室長K

総括チーム

担当
KK

日付 トピックス
所長
A

理事長 課代
U
L

理事 敦賀本部長代理
電気チーム
計装チーム

機械Ⅰチーム
機械Ⅱチーム

管理課長
ｄ

もんじゅ開発部長
VV

運営管理室
（タスクチーム）

平成21年1月1日

平成21年2月27日

　　　　　　第１保全サイクル開始

組織変更前（～平成21年2月26日）

① プラント第２課 技術支援チーム及び総括チーム

② プラント第２課 電気チーム及び計装

③ プラント第２課 機械Ⅰチーム及び機械Ⅱチーム

④ プラント第２課 土木建築チーム

⑤ プラント第３課

⑥ プラント第１課

⑦ 安全管理課

組織変更後（平成21年2月27日～）

① プラント保全部 保修計画課

② プラント保全部 電気保修課

③ プラント保全部 機械保修課

④ プラント保全部 施設保全課

⑤ プラント保全部 燃料環境課

⑥ プラント管理部 発電課

⑦ プラント管理部 安全管理課

第１保全サイクル開始
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平成22年7月23日

平成24年11月1日

平成24年11月3日

～

平成24年11月9日

平成24年11月26日

平成24年12月12日

平成25年1月7日

平成25年1月10日

平成25年1月31日

第２保全サイクル開始

課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ

担当
ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＥＥ，ＦＦ，

ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，
ＤＤ

課長
Y
ii

チームリーダ（TL)
計装-ｊｊ
機械-ｋｋ
管理-A3

担当
ｍｍ、ｎｎ、oo

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

室長
E
F

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

チームリーダ
(TL)
SS

部長
J
I
K

プラント
管理部長

試験・工程管理チーム

課長
U
Ｖ

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

燃料環境課

施設保全課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

課長
ｆ

I(次長兼務）
L

課長代理
（課代)
L
M

保全プログラム

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW

担当
OO
A6
JJ
KK
ｊ

チームリーダ
（TL）
RR

チームリーダ（TL）
電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd
計装Ⅰ-A2
計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT

担当
bb、cc、ee、MM、gg、hh、

ｒｒ、ｖｖ

保修計画課 電気保修課 機械保修課

担当
ｋ
A4

プラント保全部

日付 トピックス
理事長
Ａ①
Ａ②

理事
A③
A④

安全統括部
部長
A⑨

敦賀本部長
A⑤
A⑥
本部長
代理
A⑦
A⑧

敦賀本部
安全品質推進

部長
A⑩

所長
A
B

副所長
A１
H

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理
室長C

副主幹ｍ
品質保証室長

D

室長代理c

運営管理室

次長
I
F
Y
Z

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

【室長D】

業連「管理責

任者（敦賀本

部長）へ報告

する情報の

提出依頼に

ついて〔平成

２４年度理事

長マネジメン

トレビュー報

告分〕」を各

室課長に発

信

（1/25）

【部長A⑩】

安全文化の

醸成及び法

令等の遵守

に係る年度

報告(暫定）

の送付

【部長A⑨】

安全文化の

醸成及び法

令等の遵守

に係る年度

報告(暫定）

の受領

補足

・安全統括部長から、各拠点の長に業連「法令

遵守及び安全文化醸成に係る活動実績等の報

告及び調査について」にて年度の活動計画に

対する実績とその評価結果の提出を依頼

（H24/11/1）。

・敦賀本部（もんじゅ、ふげんを含む。）全体の

取りまとめ結果を受領。

【所長B】

業連受信

【部長A⑨】

業連「平成

24年度理

事長マネジ

メントレ

ビューの実

施につい

て」を発信

(1/10)
【部長

A⑩】

業連受信

1

平成25年2月8日へ

平成24年度品質保証活動に係る定期マネジメントレビュー及び

安全文化醸成等の活動に係る理事長レビューの実施

【部長A⑨】

安全文化の

醸成及び法

令等の遵守

に係る年度

活動報告(期

中）依頼

【部長A⑩】

安全文化の

醸成及び法

令等の遵守

に係る年度

活動報告(期

中）依頼

(11/9)

【所長A】

安全文化の

醸成及び法

令等の遵守

に係る年度活

動報告(期中）

回答

2
平成25年2月15日へ

第２保全サイクル開

始

平成24年度第3回保

安検査

（平成24年11月26日

～12月11日）

補足（保安検査報告書より抜粋）

・保守管理の不備については、保全計画に従っ

た保守点検が行われず点検時期超過となった機

器があること、これら機器には安全上重要度の

高いクラス１機器も含まれていることから、原子

炉等規制法第３５条第1 項（原子炉施設の保全）

及び第３７条第４項（保安規定の遵守）に違反し、

原子炉施設の保全が適切に実施されていないと

判断する。

原子力規制庁より命

令文書「核原料物質、

核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法

律第36条第1項の規

定に基づく保安のた

めに必要な措置命令

について」及び「核原

料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に

関する法律第67条第

1項の規定に基づく報

告の徴収について」

受領

原子力規制庁より命

令文書「核原料物質、

核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法

律第36条第1項の規

定に基づく保安のた

めに必要な措置命令

について」及び「核原

料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に

関する法律第67条第

1項の規定に基づく報

告の徴収について」に

基づく報告

～～
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課長
Ｎ
Ｏ

課長代理（課代）
Ｏ
Ｐ
Ｑ

チームリーダ（TL）
機械Ⅰ-Ｒ
機械Ⅰ-Ｓ
機械Ⅱ-Ｔ

担当
ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＥＥ，ＦＦ，

ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ，
ＤＤ

課長
Y
ii

チームリーダ（TL)
計装-ｊｊ
機械-ｋｋ
管理-A3

担当
ｍｍ、ｎｎ、oo

安全管理課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

室長
E
F

室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N

チームリーダ
(TL)
SS

部長
J
I
K

プラント
管理部長

試験・工程管理チーム

課長
U
Ｖ

課長代理（課代）
Ｗ、aa、Ｘ

燃料環境課

施設保全課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

課長
ｆ

I(次長兼務）
L

課長代理
（課代)
L
M

保全プログラム

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW

担当
OO
A6
JJ
KK
ｊ

チームリーダ
（TL）
RR

チームリーダ（TL）
電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd
計装Ⅰ-A2
計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT

担当
bb、cc、ee、MM、gg、hh、

ｒｒ、ｖｖ

保修計画課 電気保修課 機械保修課

担当
ｋ
A4

プラント保全部

日付 トピックス
理事長
Ａ①
Ａ②

理事
A③
A④

安全統括部
部長
A⑨

敦賀本部長
A⑤
A⑥
本部長
代理
A⑦
A⑧

敦賀本部
安全品質推進

部長
A⑩

所長
A
B

副所長
A１
H

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理
室長C

副主幹ｍ
品質保証室長

D

室長代理c

運営管理室

次長
I
F
Y
Z

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

平成25年2月8日

平成25年2月12日

～

平成25年2月15日

平成25年2月18日

平成25年2月19日

平成25年2月21日

平成25年2月26日

平成25年3月5日

平成25年3月6日

【要因Ｔ４－５】

敦賀本部安全品質推進部長は、もんじゅの保守管理上の不備を

踏まえて活動方針の見直しを提案すべきであったが、安全統括部

との連携や情報伝達が十分でなく、安全統括部が最新の当該情報

の重要性を認識できず、理事長レビュー（定期理事長マネジメント

レビューと合同開催）までに活動方針を再検討する機会を逸した

【D‐120】

補足

保安規定第2条の２、第2条の3に基づき、年度の実施状況を取りまとめ、評
価した結果を委員会で審議。

(コメント）
・平成２４年度に発生した法令に基づき報告や是正を求められた事象は、法

令遵守の観点からも重要と認識し、再発防止に取り組んでいく必要がある旨

を文章（活動方針の前文）に追記すること。

補足（安全統括部からの事前説明の内容）

・日程、レビューの着眼点、議論のポイント（案）、各拠点からの改善ための提案、安全統括部からの主なインプット情報を

説明。

・品質方針の変更の要否について、安全統括部から次のインプット情報を提示（3/7のマネジメントレビューでも同じ内容を

インプット）。

○安全確保を最優先として、現行の品質方針を継続する。ただし、もんじゅの保守管理不備に関する根本原因分析の

結果を踏まえ、現方針のうち、法令及びルールを守ると双方向のコミュニケーションに対する具体的な目標を設定し、得ら

れた教訓を保安活動に反映することが必要。

補足（議事録より抜粋）

もんじゅのインプット情報に対する管理責任者の

評価

・今般の「保守管理上の不備」に対する再発防止

対策については、改善のための行動計画を具体

化し確実に実施していく。また、進捗については、

定期的にフォローしていく。

・自立した保全品質保証体制の確立に向けて、情

報を漏れなくインプットし、行動計画が確実に実施

されていることを管理してく。また、「保守管理上の

不備」に関わる再発防止対策に対する行動計画と

合わせて、保全活動が確実に改善されるよう管理

していく。

【本部長A

⑥】

定期マネジ

メントレ

ビューへの

インプット情

報報告書確

認

【所長B】

定期マネジメ

ントレビュー

へのインプッ

ト情報報告書

確認

【室長D】

各室課からの

定期マネジメ

ントレビュー

のインプット

情報をとりま

とめ所長ヒア

リングを実施

【要因Ｔ４－２】

センターでは、定期マネジメントレビューのインプット情報の取りまとめ時

期が未点検機器数の確定作業や国の立入検査及び保安検査対応と重

なっており、保守管理不備の対応途上であったため、もんじゅのQMS活
動に関する評価が不足していた【Ｅ‐116】

【要因Ｔ４－７】

敦賀本部長（管理責任者）は、もんじゅの保守管理上の

不備を踏まえて品質方針の見直しを提案すべきであっ

たが、定期マネジメントレビューでは、保守管理不備に

係る不適合の状況について暫定的評価としてのインプッ

トを行い、品質方針を見直す提案に至らなかった【D‐
117】

【要因Ｔ４－６】

敦賀本部長（管理責任者）は、もんじゅの保守管理上の不備を踏

まえて品質方針の見直しを提案すべきであったが、定期マネジメ

ントレビューの実施時期までにもんじゅの保守管理上の不備に関

する再発防止の具体的な対応計画（行動計画）の検討が十分に

進んでおらず、不適合の状況のみを報告した【E‐117】

【要因Ｔ４－４】

敦賀本部安全品質推進部長は、根本原因分析の提言を

受けて実施した「職場の安全風土の調査」結果から安全

文化上の弱点の抽出を踏まえて12月末の暫定報告を修
正（2/21安全・品質推進会議了承）したにも関わらず、修
正内容を安全統括部へ報告しなかった【E‐120】

1

安全管理担

当課長会議

（2/8）
・活動方針及

び活動施策

案を提示し、

会議で検討

【敦賀本部】

定期マネジ

メントレ

ビューへの

インプット情

報報告書確

認

中央安全審

査・品質保証

委員会

（2/26）
・活動方針及

び活動施策

案を報告し、

審議の結果、

了承

【理事長A②、理事A③】

レビューの着眼点、議論

のポイント（案）等を確認

【部長A⑨】

インプット情

報取りまと

め、理事長

に事前説明

補足（理事長コメント）

・もんじゅからの改善の提案（保守管理上の不

備についは、機構大で再発防止対策に取組

んでいく必要がある）に対しは、自らの対策の

計画を明確にすることが必要。

・もんじゅへの改善の指示は具体化が必要。

理事長が行う事項（プラント保全部の体制強

化のための人的資源の確保）を議論のポイン

トに追加すること。

平成25年1月7日より

2 平成25年1月7日より

【本部長Ａ

⑥】

安全・品質推

進会議安全

文化の醸成

及び法令等

の遵守に係

る年度活動

(期中）審議

【本部長A

⑥】

安全・品質

推進会議安

全文化の醸

成及び法令

等の遵守に

係る年度活

動(期中）再

審議

【要因Ｔ４－１】

センターは、保守管理上の不備に関して、保全プログラムとＱＭＳ活

動の観点から総合的に評価すべきであったが、保全プログラムによ

る保守管理活動の改善として保守管理の不備に係る直接要因の対

策を行うこととし、品質方針を見直すような評価に至っていなかった

【Ｆ‐116】

【要因Ｔ４－２】

再掲

【Ｅ‐116】

【要因Ｔ４－３】

敦賀本部安全品質推進部長は、2/21の安全・品質推進
会議で了承した「職場の安全風土の調査」報告の修正内

容を安全統括部長に報告すべきであったが、安全統括部

長からの第3四半期までの活動状況についてインプット情
報として整理するとの指示に従い、修正内容は安全統括

部へ報告しなかった【Ｆ‐120】

【要因Ｔ４－１７】

【F-118】
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チームリーダ（TL）
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室長
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室長代理
(室代)
K
ZZ
ｎ
N
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SS

部長
J
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K

プラント
管理部長

試験・工程管理チーム

課長
U
Ｖ
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Ｗ、aa、Ｘ

燃料環境課

施設保全課

課長
課長代理（課代）
チームリーダ（TL）

担当

課長
ｆ

I(次長兼務）
L

課長代理
（課代)
L
M

保全プログラム

チームリーダ
(TL)
ｈ
A6
WW

担当
OO
A6
JJ
KK
ｊ

チームリーダ
（TL）
RR

チームリーダ（TL）
電気-ＰＰ
電気-ＱＱ
水蒸気-e
水蒸気-dd
計装Ⅰ-A2
計装Ⅰ-ff
計装Ⅱ-g
計装Ⅱ-TT

担当
bb、cc、ee、MM、gg、hh、

ｒｒ、ｖｖ

保修計画課 電気保修課 機械保修課

担当
ｋ
A4

プラント保全部

日付 トピックス
理事長
Ａ①
Ａ②

理事
A③
A④

安全統括部
部長
A⑨

敦賀本部長
A⑤
A⑥
本部長
代理
A⑦
A⑧

敦賀本部
安全品質推進

部長
A⑩

所長
A
B

副所長
A１
H

原子炉主任技
術者

（炉主任）ａ

（代行）ｂ

安全品質管理
室長C

副主幹ｍ
品質保証室長

D

室長代理c

運営管理室

次長
I
F
Y
Z

主幹ZZ
技術副主幹

ｅ

平成25年3月7日

平成25年3月27日

定期マネジメントレ

ビュー会議開催
【理事長A

②】

定期マネジ

メントレ

ビューを実

【理事長A

②】

臨時マネジ

メントレ

ビューから

の指示事項

を安全統括

部を経由し

業連にて発

信

補足（マネジメントレビュー会議記録より抜粋）

定期マネジメントレビューの結果

6.レビュー結果

6-1 共通的な改善事項

各拠点においては、品質マネジメントシステム（ＱＭＳ）をよく理解し、それを確実にし、かつ実質的な品質保証活動が行われることが必要である。このためには、ま

ず現場において、三現主義（現場、現物、現実）を基本として、改善の取り組みを展開することが重要である。

また、今年度に行われたもんじゅ、再処理施設の不適合に対する根本原因分析（ＲＣＡ）結果から、他施設にも共通する組織要因に関する重要な教訓が得られた。

各拠点は、共通する組織要因の教訓を自らの問題として受け止め、十分に討議し、その結果を踏まえてQMS活動等に取り入れるなど、ＱＭＳの充実及び業務の質

の向上につなげることが必要である。

今回のレビューを踏まえて、本部及び各拠点の長並びに管理責任者は、品質保証活動の更なる充実を図るため、次に示す事項について、実情に応じて工夫・改

善を図ること。

(2) 根本原因分析から得られた共通する教訓等の保安活動への反映

各拠点の長は、根本原因分析から得られた共通する組織要因からの教訓等について、施設の事情に応じて保安活動に反映し、業務の質の向上につなげること。ま

た、安全統括部長は、分析対象となった拠点の具体的な対策や例示等を周知すること。なお、個々の取り組み内容は別添に示す。

①予防保全を基本とする原子力施設の保全活動の更なる充実を図ること＜区分：ｂ＞

②保安のための双方向のコミュニケーションをより一層推進すること＜区分：ｂ＞

③保守管理に関する教育・訓練の充実を図ること＜区分：ａ又はｂ＞

6-2 各施設個別の改善事項

拠点の長及び管理責任者は、次の該当する改善事項について適切に対応すること。また、拠点自ら次年度の改善計画に取り組む事項については、計画的に実施

すること。なお、その他、各施設に対する意見については別添に示す。

(1) もんじゅ

もんじゅにおける保守管理の不備では、IVTM/DG 故障トラブル対応等によって日常業務に影響を与えていたが、全体の工程管理と日常業務に矛盾等がないか

チェックすることが必要であったことを踏まえ、以下の処置を行うこととする。

① もんじゅの組織ガバナンスとして、工程上の影響など横断的なチェック機能を強化するため、これを担当する者を配置する。＜区分：ｃ＞

② プラント保全部電気保修課において、日常業務の実施と工程上の調整が行える体制を整えるため、保修要員を増強する。＜区分：ｃ＞

③敦賀本部と連携して、RCA 結果からの直接要因及び組織要因に対する対策の具体的な計画を策定し、速やかに経営に報告すること。また、対策の実施状況に

ついて適宜、対策後はその有効性を評価し、経営に報告すること。＜区分：ｂ＞

6-3 品質方針の評価について

平成24年度の品質方針に従って、各施設において品質目標を定め、継続的改善を行うことによって適切な品質保証活動が行われていることを確認した。

平成25年度は、引き続き、現行の品質方針の下に原子力施設の安全確保を最優先として、品質保証活動を展開する。

ただし、各拠点の長は、もんじゅ等の根本原因分析結果から得られた教訓を踏まえ、「法令及びルール（社会との約束を含む。）を守る。」及び「双方向のコミュニ

ケーションを推進する。」に対する具体的な目標を設定し、保全活動に反映すること。

【所長B】

受信

【本部長A

⑥】

受信

補足（マネジメントレビューのインプット情報より抜粋）

【もんじゅ】

２．原子力安全の達成に関する外部の受け止め方

２－１．国の受け止め方

（３）規制当局指示文書の対応

①「保守管理上の不備」に対する対応

平成24年度第2回保安検査において、ナトリウム漏えい検出器点検計画の変更手続きの不備が確認されたため、9～10月にかけて担当課により同様な事

象がないか調査を行い、11月からは、センターを挙げて、不適合件数の把握及び不適合の除去に取組み、平成24年11月27日に、原子力規制庁への報告

を行った。

第3回保安検査後の平成２４年１２月１２日に原子力規制委員会から発出された「措置命令」及び「報告の徴収」を受け、担当理事がセンターに常駐する等、

機構を挙げた特別な対応体制を組み、点検時期を超過している機器の点検を実施するとともに、保全の有効性評価及び保全計画の見直し、事実関係の調

査、原因究明・再発防止策、組織要因・企業風土の問題等の根本原因分析を踏まえた再発防止策に関し、「もんじゅ保守管理改善検討委員会」の意見を踏

まえた報告書について、平成２５年１月３１日付けで原子力規制委員会に提出した。

本事象に対する根本原因として、「点検実績の管理や保全の有効性評価等のマネジメントが不十分」、「工程変更等に係る経営層と現場のコミュニケーショ

ンが不十分」など５件が抽出され、これらの再発防止策を添付２－１－２により実施していく。

また、上記報告書の報告内容に一部誤りが認められたことから、平成２５年２月８日に、原子力規制委員会への報告を行った。現在、不適合件数について

再確認を行っている。

（８）「保守管理上の不備」に対する立入検査

平成２５年２月１３日に原子力規制委員会から「高速増殖原型炉もんじゅに対する立入検査の実施について」（原管Ｐ収第130131001号）を受け、機構が平

成２５年１月３１日付けで提出した報告書の内容の事実認定、原因と再発防止対策の妥当性等について、原子力規制委員会による立入検査が、平成２５年

２月１４日～２月１５日に行われた。検査の結果、検査項目のうち、「準評価に係る時系列」等については、今後のヒアリング等で確認を受けることとなった。

引き続き、平成２５年２月２０、２２、２６、２７日に、立入検査で確認できなかった事項について、原子力規制庁への説明を行った。この中で受けたコメントに

ついては、平成２４年度第４回保安検査期間中に回答を行う予定である。

２－３．機構内の外部有識者による委員会

（２）もんじゅ保守管理改善検討委員会

「保守管理上の不備」に対する原子力規制委員会からの「措置命令」及び「報告の徴収」に対し、外部有識者により機構の取り組みとその過不足、及び原因

究明や再発防止策を検討する委員会を平成２４年１２月２０日に設置した。

第１回委員会が平成２５年１月１４日に開催され、「不適合解消に向けた取組みと対応状況」、「直接原因分析と再発防止策及び根本原因分析の方針と実

施方法」などについて審議された。その結果、設備点検、機器点検に当たっては、重要度分類を行い重要度に応じた点検を行っていく必要がある、今回の

ようなことが発生した際わかる仕組みになっているのか、抜けた場合どうフォローするのかを確認する必要がある、などの意見があった。

第２回委員会が平成２５年１月２５日に開催され、前回の委員会の意見を反映した「直接原因分析と再発防止策」、「根本原因分析に基づく対策提言を踏ま

えた再発防止策」などについて審議された結果、これらの再発防止策は概ね妥当と判断されたが、「再発防止策を確実に実行できるようチェックすべき」、

「実効可能な再発防止策とすべき」などの意見があり、原子力規制委員会からの「措置命令」及び「報告の徴収」に対する報告書に反映した。

３．保安活動のプロセスの実施状況、並びに検査及び試験の結果

３－１．保全計画の実施状況

保全計画（４０％出力プラント確認試験終了まで）について、同試験が先送りになり原子炉停止状態が継続することになったことに伴い、点検計画の一部を

特別な保全計画で対応することとした。一方、設備健全性確認は、点検等による機器・設備レベルの確認を実施した後、系統の調整運転・試験により系統・

プラントの確認を段階的に実施していく。

また、「保守管理上の不備」に対する再発防止策として、以下に示す改善を図った。また、保全計画管理に係る電算処理システムを平成２５年度から導入し、

試行運用を開始する。更に、保全計画の状況については、センター所長による年４回のレビュー（管理責任者報告時）を行うこととした。

・保全計画（４０％出力プラント確認試験終了まで）の点検間隔／頻度の単位を原則として月単位に変更し、更に、点検終了日、次回点検期限を追記した。

・「保安管理専門委員会規則」の審議事項に、「保全計画の策定及び見直しに関する事項」を追加した。

・「もんじゅ不適合管理要領」に、点検頻度や間隔を超過する際の不適合の管理方法を追加した。

４．予防処置及び是正処置の状況

４－1.是正処置及び予防処置の実施状況

③根本原因分析への対応状況

ｂ）「もんじゅ点検間隔等の変更に係る保守管理上の不備」に関する根本原因分析

ＲＣＡチームによる根本原因分析の結果、根本原因として、「点検実績の管理や保全の有効性評価等のマネジメントが不十分」、「工程変更等に係る経営層

と現場のコミュニケーションが不十分」、など５件が抽出された。これらを受け、「保全プログラムの合理的な管理システムの早期導入」、「点検計画の見直し

が生じた場合、点検契約時の仕様内容を確認し、見直された点検計画が反映される仕組みの構築」等が提言された。これら各々の提言については、是正

処置及び予防処置として、対策を実施中である。

【頂上事象Ｄ】要因Ｔ４－２５

マネジメントレビュー等で品質方針等が見直されなかった【A‐114】

【問題事象４－１】要因Ｔ４－１５

理事長は、マネジメントレビューにおいて、現行の品質方針を変更せずに継

続することを決定した【B‐238】

【問題事象４－２】要因Ｔ４－２４

理事長は、理事長レビューにおいて、現行の法令等の遵守活動方

針及び安全文化醸成活動方針を変更せずに継続することを決定し

た【B‐242】

【要因Ｔ４－１４】

理事長は、保守管理の不備が法令及び保安規定違反

という重大な問題であることを受け、品質方針を見直す

べきであったが、品質方針に係る具体的な目標を設定

して保安活動に展開する品質目標で対応することで妥

当とした【C‐114】

【要因Ｔ４－７】

【D‐117】
再掲

【要因Ｔ４－１３】

安全統括部長は、もんじゅの保守管理上の不備

を踏まえて品質方針の見直しを提案すべきであっ

たが、『もんじゅ等のＲＣＡ結果を踏まえ、品質方

針に係る具体的な目標を設定して保安活動に反

映するが、引き続き、現行の品質方針のもとで品

質保証活動を行うことで妥当と考える。』と理事長

へインプットし、品質方針を変更する提案は行わ

なかった【D‐114】

【要因Ｔ４－９】

安全統括部長は、もんじゅの保守

管理上の不備を踏まえて品質方

針を見直すことをインプットすべき

であったが、原子炉等規制法や

保安規定の違反等、原子力安全

に重大な影響を及ぼす事案に対

して、内外情勢を踏まえて柔軟に

品質方針を見直すための視点が

明確でなかった【F‐114】

【要因Ｔ４－１１】

安全統括部長は、もんじゅの保守管理上の

不備を踏まえて品質方針の見直しを提案す

べきであったが、過去の経験から行動計画に

よる再発防止対策の進捗状況をみて臨時マ

ネジメントレビューが必要と考えていたため、

その実施を提起するまでのインプットには至

らなかった【E‐115】
←【要因Ｔ４－１０】
安全統括部長は、もんじゅの保守管理上の

不備を踏まえて品質方針の見直しを提案す

べきであったが、定期マネジメントレビューの

実施時期（3月）までは保守管理不備の対応
が続き、それまでに再発防止の具体的な対

応計画（行動計画）に係る具体的な進展は見

られないと考え、臨時マネジメントレビューの

実施を判断するに至らなかった【F‐115】

【要因Ｔ４－２１】

理事長は、保守管理の不備が法令

及び保安規定違反という重大な問

題であることを受け、活動方針を見

直すべきであったが、活動方針より

も同方針を具体化する活動施策の

見直しに留めてしまった【C‐118】

【要因Ｔ４－２０】

安全統括部長は、理事長のコミットメント

である安全文化醸成等の活動方針と活

動施策が、もんじゅに対して十分に機能

していない状況であったにも関わらず、

根本原因分析の報告にある安全文化醸

成等に係る提言は、活動方針にて網羅

されており、活動施策をもって具体的な

活動を拠点へ示すことで対応できると考

えたことから、活動方針の見直しには至

らなかった【D‐118】

【要因Ｔ４－１７】

安全総括部長は、もんじゅの保守管理上の不備を踏まえて安全文化醸成等の活

動方針を見直すことをインプットすべきであったが、活動方針の見直しは理事長が

判断するものとして、原子炉等規制法や保安規定の違反等、原子力安全に重大

な影響を及ぼす事案等に対して、内外情勢を踏まえて柔軟に活動方針を見直す

ための視点を明確にしていなかった【F‐118】

【要因Ｔ４－１８】

安全統括部長は、もんじゅの保守管理上の不備を踏まえて安全最優先で再発防

止対策に取り組む機構自らの姿勢を内外に示すことが必要であったにも関わらず、

安全文化醸成等の活動方針を変更するときの視点が明確になっていなかった【E‐
118】

【要因Ｔ４－１９】

安全統括部長は、従前より活動方針と

活動施策を合わせたものが理事長のコ

ミットメントと考えていたため、保安検査

の質疑で認識した「活動方針がコミットメ

ントである」という規制側の考え方を十

分受け止めるに至らなかった【E‐119】

【要因Ｔ４－５】

【D‐120】
再掲

【要因Ｔ４－２３】

安全統括部長は、もんじゅの保守管理上の不備を踏まえ

て活動方針の見直しを提案すべきであったが、活動方針

及び活動施策を審議する理事長レビューの時間が短く、

特筆事項の報告等になっていることから、当該審議時間を

十分に確保していなかった【C‐121】

【要因Ｔ４－８】

安全統括部長は、もんじゅの保守管理上の不備を

踏まえて品質方針を見直すことをインプットすべき

であったが、品質方針の見直しはトップマネジメント

が判断するものとして、見直すためのインプットする

具体的な視点を整理していなかった【G‐114】

【要因Ｔ４－２】

【Ｅ‐116】
再掲

【要因Ｔ４－２２】

←【Ｔ４－１７】
【F‐118】

【要因Ｔ４－２２】

理事長は、もんじゅの保守管理上の不備が原

子炉等規制法等違反という社会的に多大な影

響を及ぼす事案であるにも関わらず、理事長レ

ビューを通常時の運営方法で対応し、タイム

リーな検討・審議を行わなかった【D‐121】

【要因Ｔ４－１６】

安全統括部長は、もんじゅの保守管理上の不備を踏まえて安全文化醸成等の活

動方針を見直すことをインプットすべきであったが、活動方針の見直しはトップマネ

ジメントが判断するものと考えていた【Ｇ‐118】

【要因Ｔ４－１２】

安全統括部長は、もんじゅの保守管理上の不備を踏ま

えて安全最優先で再発防止対策に取り組む機構自ら

の姿勢を内外に示すことが必要であったにも関わらず、

品質方針を変更するときの視点が明確になっていな

かった【E‐114】
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プラント保全部では、点検方法の継承

のために、点検要領書の整備や標準化

を進めるべきであったが、設備保全に

必要な点検要領書が、点検をメーカー

に発注することで作成されてきているこ

とから、点検担当者自らが保全計画（点

検計画）の要求事項等を満足する点検

要領となるように作成する風土がなく、

そのためのOJTなどの教育も行われて

いなかった

（要因T１－１３１）

プラント保全部では、保全技術の継続的な維持・

向上を図るために保守管理技術者を適切に配置

した体制を敷くべきであったが、プラントの長期停

止によって定常的に点検が必要な設備に係る保

守要員を最低限確保すればよいとしており、長期

的観点に立ったプロパーの配置がなされていな

いため豊富な経験を持つ保守員が不足し、点検

管理システムやプラント状態に合った保全プログ

ラム、高速炉の保全プログラムの確立に向けて、

継続的かつ組織的に技術を蓄積・継承し反映し

ていけるような体制ではなかった

（要因T１－１３２）

トップマネジメントは、必要な経営資源を投

入して、保安規定に定められた保全計画に

基づき設備の点検を確実に行うことによっ

て品質方針に定めた安全を最優先とする

メッセージを確実に実行すべきであったが、

もんじゅの幹部が、保全計画（点検計画）に

基づく点検の実施よりもプラント起動のため

の工程を優先する認識であることを把握で

きておらず、点検に必要な予算や工程を確

保して安全を最優先するというトップマネジ

メントのメッセージが、もんじゅの幹部を含

む現場の業務にまで浸透出来ていなかった

（要因T１－３７３）

もんじゅ幹部は、プラントの安全を

確保するために保全計画（点検計

画）を確実に履行すべきであった

が、試験工程を優先することを重

要視しており点検計画を遵守しな

ければならないという意識が浸透

していなかった

（要因T１－２４９）

プラント保全部長は、保全計画（点検

計画）に基づき時間基準保全を行う設

備に係る点検工程の確保を確実にして

いく必要があったが、設備の重要度が

高く時間基準保全を行っていく機器を

整理させ、当該機器の点検工程と試験

工程の整合について保守担当部署に

確認しなかった

（要因T１－７８）

保全を担当するプラント保全部に

おいて、保全計画（点検計画）に

定めた点検期限を超過、あるい

は手続きをしないで点検頻度を

変更した

（要因T１－５１）

第2保全サイクルの点検工程は、

保全サイクル開始時に策定された

保全計画にある点検計画（点検間

隔/頻度）を満足できる工程である

べきだったが、電気・計測制御設備

の一部の機器において、第2保全

サイクル開始直後の燃料交換時期

に点検期限超過が発生する点検

工程になっていた

（要因T１－６７）

頂上事象 Ａ 問題事象 1-1

直接要因1-(1)（プロセス的問題）

プラント保全部長は、保全計画（点

検計画）に則った設備点検を実施

できるように試験工程への意見具

申を行うべきであったが、もんじゅ

所長から、もんじゅの試験工程に

ついては外部からのプレッシャー

が大きく、また、予算要求のベース

となる工程の変更は難しいなど、試

験工程優先が示唆されていた事を

重要視していた

（要因T１－７５）

経営層及びもんじゅの幹部は、保

全計画（点検計画）を確実に履行

するために必要な方針を明確にし、

実行すべきであったが、プラント工

程を確定させる作業において試験

工程優先の考えから、安全を最優

先させる方針を明確に示さなかっ

た

（要因T１－１８４）

プラント工程策定を担う運営管理室

長は、第2保全サイクル開始に伴うプ

ラント工程について保全計画との整

合を確認すべきであったが、運営管

理室長が炉心確認試験の起動遅延

を受けて策定したプラント工程は、遅

延分だけを後送りした工程となって

おり、保全計画（点検計画）との整合

について確認されなかった

（要因T１－６６）

運営管理室が事務局を担う現地マス

ター工程検討会では、プラントの運転

や保守に係る諸条件を満足するよう

にプラント工程の検討がなされるべき

であったが、保守管理のための工程

を考慮することなく、炉心確認試験に

係る起動承認が予定より遅れた場合

は遅れた分だけ全体工程を後送りす

る方針とされていた

（要因T１－６５）

現地マスター工程検討会では、プラン

トの安全を確保するために、保全計

画（点検計画）に則った点検が実施で

きるプラント工程とすべきであったが、

現地マスター工程検討会では、点検

のための工程を考慮することなく試験

工程が優先され、保全計画との整合

を図るという認識がなかった

（要因T１－６４）

＊17

保守担当課は、設備の点検周期N

サイクルを踏まえた点検が確実に

実施できる計画とする必要があった

が、電気保修課及び機械保修課の

一部では、機器毎の点検期限を確

認しなかった

（要因T１－１１０）

保守担当課は、保全計画（点検計

画）において設備の点検周期Nサ

イクル（N年+4ヶ月）を明確にした際

に、機器毎に設定された点検周期

を厳守すべきであったが、電気保

修課及び機械保修課の一部では、

保全サイクルの期間内に点検が

行われればよいと誤解していた

（要因T１－１４０）

保守担当課は、設備機器の時間基準

保全のためには、保全計画（点検計

画）に規定された点検周期Nサイクル

（N年+4ヶ月）を厳守することを確実に

すべきであったが、電気保修課及び機

械保修課の一部では、点検周期の起

点の考え方が点検期限の管理に必要

不可欠なものであることが十分に理解

されていなかった

（要因T１－１３９）

保修計画課長は、保守担当課員に対し、

保全計画（点検計画）策定前に点検周

期Nサイクル（Ｎ年＋4ヶ月）の起点等、

第2保全サイクルの点検計画策定に関

する注意事項等の理解を確実にすべき

であったが、その教育がなされていな

かった

（要因T１－１３８）

＊6

保修計画課長は、保守担当課員に対して、

第2保全サイクルの保全計画（点検計画）

を作成する前に、点検周期Nサイクル（N

年+4ヶ月）の起点の考え方等を周知徹底

するべきであったが、プラント保全部にお

いては第1保全サイクル開始時から第2保

全サイクルのための点検計画を継続して

作成してきたことから、点検周期の起点

の考え方等の第2保全サイクルの点検計

画作成に特化した教育を行うことに考え

が及ばなかった（要因T１－１３７）

直接要因1-(3)（プロセス的問題）

要領類の審査・承認等を行うライン

職及び各会議体は、アウトオブ

サービスの考え方等について機器

毎の点検期限を管理するための要

領類で明確にしておくべきであった

が、アウトオブサービスの考え方を

整理した機器毎の点検期限の管理

ができる要領類でないことを指摘で

きなかった

（要因T１－１２９）

保修計画課が保全計画（点検計画）策

定後に行った教育では、点検周期の起

点の考え方等の保全計画（点検計画）策

定に直接関連する点検期限に係る教育

であるにも関わらず、当該保全計画（点

検計画）策定のために変更された要領

類の施行前に教育が行われていないこ

とや教育の受講率の設定が適切でなく、

プラント保全部全員に事前受講を課すよ

うな教育の仕組みがなかった

（要因T１－１３５）

4.中間管理要因
4-7-4 教育・訓練

機械保修課長及び同課の一部では、

QMSに規定されていない場合は業

務に適用できないにも関わらず、点

検期限を設定するにあたって、機器

の点検のために当該機器を停止し

ていた期間は次の点検までの期間

に含めない（アウトオブサービス）と

考えていた

（要因T１－１９８）

もんじゅのQMSにおいて規定され

ていない場合は業務に適用できな

いにも関わらず、機械保修課長及

び同課の一部では、軽水炉でアウ

トオブサービスの考え方を取り入れ

た点検期限の管理がなされており、

同様の考え方が適用できると思っ

た

（要因T１－１９７）

機械保修課長及び同課の一部では、

QMSにアウトオブサービスが規定さ

れていないにも関わらず、点検期間

中の機器は停止していることから劣

化の進行がなく、その期間を点検周

期に考慮しなくてよいと考えた

（要因T１－１９６）

プラント保全部では、アウトオブサー

ビスを考慮した点検周期の起点の考

え方を要領類で明確にした上で業務

に適用する必要があったが、アウト

オブサービスの扱いを要領類で明確

にしていなかった

（要因T１－１９５）

＊2

＊5

＊3

＊45

プラント保全部では、点検期限管理

が適切でなく、自ら定めた保全計画

（点検計画）どおりの点検ができて

いなかった

（要因T１－１４１）

プラント保全部長は、点検周期Ｎ

サイクル（Ｎ年+4ヶ月）の導入によ

る保全計画（点検計画）への影響

を保守担当課へ確認すべきであっ

たが、点検周期Nサイクルの導入

以降も各課の責任で点検が問題

なく行われると考えていた

（要因T１－７７）

保守担当課長は、点検周期Nサイク

ル（Ｎ年+4ヶ月）の導入に伴い保全計

画（点検計画）が工程に及ぼす影響

を確認し、課題を上申すべきであっ

たが、点検周期Nサイクル（Ｎ年+4ヶ

月）を取り入れた点検計画が点検工

程に及ぼす影響を十分に検討してお

らず、工程が成立するための課題を

プラント保全部長に意見具申しな

かった

（要因T１－７６）

3.経営管理要因
3-1 トップマネジメントのコミットメント

＊１

＊１

＊7

＊16
＊12

直接要因1-(2)（プロセス的問題）

直接要因1-(4)（プロセス的問題）

凡例

問題事象○
運営管理室（現運営管理部）は、プラ

ント工程設定にあたっては、保全計

画（点検計画）との整合を図る必要が

あったが、点検周期が明確化された

ことによる点検工程への影響につい

て、プラント工程を調整した際にプラ

ント保全部から意見がなかったため、

確認できていなかった

（要因T１－８７）

プラント保全部は、点検周期Nサ

イクル（Ｎ年+4ヶ月）を導入した保

全計画（点検計画）が工程に及ぼ

す影響について確認すべきであっ

たが、十分に検討しておらず、運

営管理室へ課題の提起ができな

かった

（要因T１－７９）

：本報告における「問題事象」の番号を示す

：本報告における「直接要因」及びその番号を示す

：本報告における「組織要因を含む背後要因」及び

その番号を示す

直接要因○

○-○

：JOFL組織要因分類表に基づく該当する分類を示す。

頂上事象○ ：本報告における「頂上事象」を示す

第2保全サイクルの保全計画（点検

計画）は、点検間隔/頻度内で点検

時期を設定すべきであったが、電

気保修課及び機械保修課が所掌

する設備の一部の機器において、

第2保全サイクル期間中に点検期

限超過が発生する点検計画となっ

ていた

（要因T１－１１１）

保修計画課長は、保守管理に重要な情

報については、プラント保全部内での教

育に係る受講率の指標を高く設定し周

知を徹底すべきであったが、同課長が

実施した保全計画（点検計画）策定後に

行われた教育では、保守管理に関わる

担当者全員が受講しなければならない

教育計画となっていなかったことから、

特に機械保修課の受講率が低く、点検

周期Ｎサイクル（Ｎ年＋4ヶ月）の起点の

考え方がプラント保全部内で統一され

ていなかった（要因T１－１３６）

：連鎖の断ち切り点

要領、報告や記録類の審査・承認等を行

う職位は、（アウトオブサービスの考え方

等について機器毎の点検期限を管理す

る等）目的に沿った要領類等となってい

ることを確実にしておくべきであったが、

自ら行うべき役割、職務と責任の自覚が

不足しており、品質保証室においては保

安規定との整合性確認等の品質保証や

人的過誤の観点から、運営管理室にお

いては工程の観点から等の各々の立場

でチェックを行う仕組みが機能していな

かった（要因T１－１２８）

4.中間管理要因
4-2-2 ルールの遵守

＊8

＊2

1-①

1-②

1-⑤

保守担当の出向者は、3年程度で交

替しており、もんじゅに特有の保全管

理に関係した技量が備わった頃に出

向解除となり、周囲の人によるOJTで

はカバーできないマンツーマンで行う

べきことが出来ず、「技術は人に蓄積

されていく」という状況にはなかった

（要因T１－１３３）

プラント保全部の保守担当者は出向者

が多く、交替時に確実な技術継承をす

べきであったが、前任者との直接引継

ぎのオーバラップ期間がなく、技術伝承

がほとんどなかったことから、点検実施

状況やナトリウムの系統管理を考慮し

た期限管理の考え方等に基づいた対

応が十分になされていない状況があっ

た

（要因T１－１３４）

4.中間管理要因
4-3-2 技術伝承

1-③

プラント保全部では、人に頼ることなく

点検技術や要領の技術継承ができる

ように点検要領の標準化を行っておく

べきであったが、保全計画（点検計

画）に基づく点検要領の標準化や点検

要領書の作成が計画的かつ組織的に

行われていなかった

（要因T１－３１）

4.中間管理要因
4-3-2 技術伝承

1-④

＊11

＊52

＊53

Ｉ-1

Ｉ-2

○-○ ：*番号先のアドレス
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ＭG H I J K ＬA B C D E F

K-9 L-9 M-9

K-10 L-10 M-10

K-11 L-11 M-11

K-12 L-12 M-12

K-13 L-13 M-13

K-14 L-14 M-14

K-15 L-15 L-15

K-16 L-16 M-16G-16 H-16 I-16 J-16A-16 B-16 C-16 D-16 E-16 F-16

H-15 I-15

G-13 H-13 I-13 J-13

J-15

16

A-15 B-15 C-15 D-15 E-15 F-15 G-15

15

14

A-13 B-13 C-13 D-13 E-13 F-13

G-14 H-14 I-14 J-14A-14 B-14 C-14 D-14 E-14 F-14

G-12 H-12 I-12 J-12

13

A-12 B-12 C-12 D-12 E-12 F-12

12

A-11 B-11 C-11 D-11 E-11 F-11

G-10 H-10 I-10 J-10

G-11 H-11 I-11 J-11

11

A-10 B-10 C-10

10

A-9 B-9 C-9 D-9 E-9 F-9

9

G-9

D-10 E-10 F-10

H-9 I-9 J-9

経営層、敦賀本部における経営支援組織や

もんじゅでは、保全計画（点検計画）に関わる

課題を経営に上げるという役割を認識した上

でその実施義務を果たす必要があったが、組

織部署及び会議体の相互関係における責任

と権限が明確でなく、実施義務が認識されて

おらず、点検工程確保に係る課題を解決する

ために其々が果たすべき現場の実態把握や

連携が不足し、「保守管理のガバナンス（経営

層やもんじゅの各組織部署及び会議体の長

が、点検工程確保に係る課題について、現場

の実態を把握して課題解決に係る意思決定

を行って適切に処置すること）」が機能してい

なかった（要因T１－１１６）

プラント保全部長及び運営管理室長

は、建設段階に見合った保全プログ

ラムを適用し、その運用実績を積み

重ねながら、本格運転状態での保

全プログラムを構築すべきであった

が、本格運転開始に向けた保全プロ

グラムを充実・発展させるための資

源投入に係る取組みや展開が十分

でなかった

（要因T１－１１９）

プラント保全部の安全技術検討会に

おいては、点検期限管理に係る考え

方を検討する機会があったにも関わ

らず、第2保全サイクル開始直後に

点検期限が超過する機器があること

についての問題点が明らかにされな

かった

（要因T１－８１）

プラント保全部各課長は、保全計

画（点検計画）と点検工程との整合

性を確認すべきであったが、第2保

全サイクルにおける設備点検につ

いて、期限内に点検の実施が困難

となるような場合には、必要な手続

きを行うこととして点検工程上の問

題は生じないと思った

（要因T１－８０）

＊6

保全計画（点検計画）には、点検期

限の管理を確実にするための情報

が記載されているべきであったが、

機器毎の点検時期と点検期限が明

記されていなかった

（要因T１－１２３）

プラント保全部長は、点検周期Nサ

イクル（Ｎ年＋４ヶ月）が明確化され

たことに伴って、点検期限の管理が

できるように必要な様式の変更を行

うべきであったが、点検期限管理方

法を変更した際に保全計画（点検

計画）を適切に改善しなかった

（要因T１－９９）

プラント保全部長は、設備機器の点

検に係る管理については保全計画

（点検計画）で行うべきであったが、

実際の点検時期や実績の把握につ

いては、従来から運用している保全

サイクル作業計画の月間レビューで

実施するものと考え、点検計画の変

更に思いが至らなかった

（要因T１－９８）

電気・計測制御設備に係る点検

計画の点検間隔/頻度は、点検

実績等のデータに基づいて評価

した結果から設定すべきであるが、

劣化モード等のデータが不足して

いたため、メーカーの推奨値を保

守的なものとして採用した。その

結果、点検数量が点検不可能な

ほどに膨大となっていた

（要因T１－１２２）

電気保修課では、保全計画（点検計

画）の根拠となるデータを整備し、プ

ラント状態を考慮した設備の状態に

相応しい保全計画とすべきであった

が、データ不足を補充する方策の検

討や日常の保守点検を通じて点検

間隔を延ばすための分析が不足し

ていた

（要因T１－１２１）

直接要因1-(7)（人的過誤）

直接要因1-(5)（プロセス的問題）

直接要因1-(8)（技術的問題）

プラント保全部長は、点検周期Ｎサ

イクル（Ｎ年＋４ヶ月）を明確化され

たことに伴って、点検期限の管理が

できるように要領の改定を行うべき

であったが、保全計画（点検計画）に

おいて、機器毎の点検時期と点検期

限を明記するような要領（保全計画

検討要領）としていなかった

（要因T１－１３０）

プラント保全部長や品質保証室長は、

（アウトオブサービス等の点検期限管理

の仕組みを保全計画や月間レビュー等

で明らかにする等）保安規定で要求され

る保守管理や不適合管理に関する重要

事項については、各種会議体でチェック

する仕組みとするべきであったが、ライ

ン職等の一部の関係者だけで処理され

る案件もあり、組織として複数の視点で

チェックする機会を設けていなかった

（要因T１－１２７）

＊14

＊4

4.中間管理要因
4-2-2 ルールの遵守

プラント保全部長は、点検期限を

超える場合は、不適合管理の下で

健全性を評価し、特別採用として

対処する必要があったが、次回点

検までの設備、機器の健全性を評

価することで点検期限超過に対処

できるとした誤った記載とした保全

計画を作成した

（要因T１－８６）

プラント保全部長は、プラントの安全

を確保するために点検計画を確実に

履行すべきであったが、外部情勢等

から試験工程が優先されるものと考

え、保全計画（点検計画）を守るとい

う認識が低かった

（要因T１－８２）

保全計画を確認・承認するライン職

では、点検期限を超過する場合は不

適合管理の下で設備、機器の健全

性評価を行う必要があったが、保全

計画に記載された内容のみのチェッ

クを行い、不適合管理を行う必要が

あることについて保全計画が適切で

ない記載となっていることを見落とし

た

（要因T１－８５）

保全計画を確認・承認するライン職

では、保全計画とその上位規定であ

る保安規定との整合を確認する必要

があったが、保安規定と整合してい

ることの確認をしなかった

（要因T１－８４）

経営層及びもんじゅの幹部は、安全最

優先を確実にするための高速炉に相応

しい保全プログラムに向けて具体性、

実効性を持って取り組む必要があった

が、高速炉用の保全プログラムの開発

のためのサポート体制や戦略をもって

取り組まなかった

（要因T１－１１８）

4．中間管理要因
4-1-1 部署レベルの目標・戦略

＊4

＊3

所長は、日常の保守管理業務を通して保

全プログラムを充実・発展させる必要が

あったが、保全に係る評価は各保全サイ

クル終了時に行えばよいとして、理事長

が定めた保守管理の実施方針である「保

守管理活動の定期的な評価を実施する」

に基づいた適切な時期に定期的に評価し

継続的な改善を行うことを保守管理目標

に定めて取り組まなかった（要因T１－１０

４）

＊5

＊7

3.経営管理要因
3-2-3 組織目標・戦略

＊9

（保全計画の策定や月間レビュー

について、）部大や所大の技術的

検討の場としてのプラント保全部

安全技術検討会や保安管理専門

委員会の審議事項となっていな

かった

（要因T１－１２６）

＊9

直接要因1-(6)（プロセス的問題）

保修計画課長は、点検期限の管理に

必要な知識の一つとして規定にない

事項は業務に適用できないことをプラ

ント保全部内で周知徹底すべきで

あったが、保全計画（点検計画）策定

に係る教育において、アウトオブサー

ビスの考え方の教育を実施しておら

ず、プラント保全部内で統一されてい

なかった

（要因T１－１９４）

プラント保全部長及び安全品質管理

室長は、業務の手順を修正・追加等

する場合には、必要な要領類を見直

すべきであるが、点検の実績などは

月間レビューに記載するものと考え、

点検周期Ｎサイクル（N年＋4ヶ月）を

導入した際に、点検実績管理に係る

要領や保全計画（点検計画）の改善

の要否を確認しなかった

（要因T１－９７）

プラント保全部長は、保全計画の遂

行についてQMSの規定に基づいて

実施していくべきであったが、過去

の経験からトラブル等で点検工程が

動くことへの対応として、次回点検

までの健全性評価を行う処置を行っ

ていた

（要因T１－８３）

プラント保全部長は、保全プログラムを

適用するにあたって、建設段階におけ

るプラント状態に相応しい点検間隔/頻

度を設定するために必要なデータの分

析を行い、適切な保全計画（点検計

画）を設定するべきであったが、本格運

転のプラント状態を基本とした点検計

画を設定し、これを運用しながら本格

運転開始までに段階的に良くしていけ

ばよいものとして、建設段階に適した

保全計画を設定しなかった

（要因T１－１２０）

＊8

経営層及びもんじゅの幹部は、安全

最優先を確実にするための高速炉に

相応しい保全プログラムに向けて具

体性、実効性を持って取り組む必要

があったが、プラントの本格運転まで

には時間的猶予があることに加え、

H21年1月から導入した保全プログラ

ムの運用に問題はないと思っていた

（要因T１－１１７）

所長は、理事長が定めた保守管理

の実施方針である「保守管理活動の

定期的な評価を実施する」に基づい

て、定期的に評価し継続的な改善を

行う必要があったが、「保守管理の

有効性評価」は保全サイクル終了時

に行うことになっていた

（要因T１－１０３）

＊10

1-⑥

1-⑧

1-⑩

＊18

プラント保全部長や保修計画課長（現保全

管理課長及び保全計画課長）及び安全品

質管理室長（現品質保証室長）は、（点検

周期Ｎサイクルの導入など）ＱＭＳのプロセ

スを修正・追加等する場合には要領類を見

直す必要があったが、保全計画の運用に

関することは保全計画のみに記載したり業

務連絡書や口頭説明で対処すればよいと

して要領や保全計画（点検計画）の見直し

を行っておらず、ＱＭＳの維持管理に関す

る理解が不足していた

（要因T１－９６） 1-⑦

＊24

4.中間管理要因
4-2-3 ルールの維持管理

1-⑨

3．経営管理要因
3-2-2 組織構造

Ｋ-3

Ｇ-11

Ｈ-8

Ｅ-7

Ｇ-1

Ｉ-8

Ｉ-9
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保修計画課長は、原子炉施設の保修

の計画及び管理に関する業務の履行

を確実にすべきであったが、島根発電

所の保守管理の不備等で得られた教

訓から、保全プログラムの定着化を図

るためには、保全計画（点検計画）の

管理を各保守担当課で行うべきである

と誤認し、各課との調整や総合的な工

程管理が不足していた

（要因T１－１２４）

所長以下のライン職、主任技術者等

は、IVTM等のトラブルを受けて変更

したプラント工程に合わせて改定し

た保全計画（点検計画）を確認・承認

する際に、電気・計測制御設備の点

検期限の超過や点検頻度が変更さ

れていることを見つけられなかった

（要因T１－１８３）

プラントの安全に影響するような規定

類を制改定する場合には、会議体等

で複数の視点から検討・協議される

べきであるが、保全計画の制改定に

ついて、もんじゅ及びプラント保全部

で複数の視点で検討・協議する場が

なかった

（要因T１－２０３）

もんじゅ幹部は、プラントの安全を

確保するために点検期限の管理状

況を確認した上で保全計画（点検

計画）の精査を確実にすべきで

あったが、保全計画の承認の際に、

点検期限の管理状況についての

確認が不十分であった

（要因T１－２０５）

もんじゅ幹部は、保全計画の承認を

受けるべき変更箇所に「点検期限を

超過した場合」と記載されているにも

かかわらず、プラント保全部長から

は新旧対比表を用いた説明がなく、

トラブル（IVTMやDG）対応に意識が

集中し、既に点検超過があるかどう

かの確認に思い至らなかった

（要因T１－２０４）

保全計画の変更は、施設設備の安

全に直結するためセンターとして会

議体等で確認審議すべきであるが、

保全計画の制改正は、センターの保

安管理専門委員会及びプラント保全

部の安全技術検討会での審議事項

となっておらず、保安上の重要事項

として審議されていなかった

（要因T１－２０２）

プラント保全部長は、施設設備の安

全を確保するために点検期限の管

理を確実に行うべきであったが、工

程変更に伴う保全計画（点検計画）

の変更時における点検期限の影響

等があるとの情報や報告がなく自ら

確認もしなかったことから、保安上の

重要事項と認識していなかった

（要因T１－２０１）

プラント保全部長は、工程変更に伴

う保全計画（点検計画）の変更時に

おける点検期限の影響を保守担当

課へ確認すべきであったが、各課の

責任で点検計画の変更が問題なく行

われると考えていた

（要因T１－２００）

プラント保全部長は保全計画、（点

検計画）を変更する場合は変更点に

おける保安上の重要事項を確認し

ておくべきであるが、点検計画の変

更にあたり、保安上の重要事項があ

る場合は、保修計画課長から課題と

して挙げられてくるものと考えていた

が、課題の報告がなかった

（要因T１－１８１）

問題事象 1-2

直接要因1-(15)（プロセス的問題）

直接要因1-(14)（プロセス的問題）

＊14

保修計画課長は、保安規定上の職

務として、「保守担当課長の行う原子

炉施設の保修の計画及び管理に関

する業務」とあるのに対し、管理の業

務を保守担当課に委ねて保全計画

（点検計画）の変更に関与していな

かった

（要因T１－１２５）

4.中間管理要因
4-4-1 セクショナリズム

直接要因1-(13)（人的過誤） 1-⑫

電気保修課及び機械保修課は、保

全計画（点検計画）に基づき施設設

備の点検期限内に点検を完遂するた

めの工程を確保する必要があったが、

工程変更に伴い、点検工程を確保す

るべくプラント保全部長に意見具申し

なかった

（要因T１－１７１）

電気保修課では、保全計画（点検計

画）における点検周期の変更につい

てラインで管理されるべきであった

が、担当者が行った点検周期の変

更を覚知できなかった

（要因T１－１７９）

電気保修課では、保全計画（点検

計画）を変更する場合のルールを

構築して点検周期の変更管理を確

実にすべきであったが、点検計画

の改正時において、点検計画の点

検周期のチェックが不十分であっ

た

（要因T１－１７８）

プラント保全部では、保全計画（点

検計画）マスターファイルを容易に変

更できないようにアクセス制限を設

ける必要があったが、保全計画のマ

スターファイルには自由にアクセス

及び変更が可能であった

（要因T１－１７６）

プラント保全部では、保全計画（点検

計画）マスターファイルの変更に係る

ルールを構築して点検計画の管理を

行うべきであったが、点検計画のマス

ターファイルの管理に関するアクセス

制限や履歴管理等のルールを明確

にしていなかった

（要因T１－１７５）

電気保修課の担当者は、設備機器

の点検周期を変更する場合には

チームリーダーの確認を受け必要

な手続きを経るべきであったが、保

全計画（点検計画）のマスターファイ

ルを変更した際、チームリーダーへ

報告しなかった

（要因T１－１７７）

もんじゅでは、施設設備の安全を確保

するために保全計画（点検計画）に基づ

く点検工程の確保を確実にする必要が

あるが、試験工程優先となっており、運

営管理室に相談しても手続きで対応す

るよう示唆されるだけであった

（要因T１－２６０）

＊１

プラント保全部では、保全計画（点検

計画）に合致した点検業務が部レベ

ル、課レベルで管理されるべきであっ

たが、各保守担当課の担当者任せと

なっており、組織として管理する仕組

みが欠けていた

（要因T１－１８２）

＊13

＊19

直接要因1-(11)（プロセス的問題）

直接要因1-(12)（プロセス的問題）

プラント保全部長及び電気保修課長は、

保守管理データが人の手で管理不能

な量であったにも関わらず、点検期限

のチェックや月間レビューを合理的に

管理するシステムの導入が図られてい

なかった

（要因T１－１０５）

保守管理の実施にあたり、保全計

画（点検計画）に基づいて外部への

点検発注を確実に行う必要がある

が、電気保修課の一部では、第2保

全サイクルの保全計画における当

該年度の点検項目と発注仕様書に

記載された点検内容との整合を確

認しなかった

（要因T１－１１５）

第2保全サイクルの保全計画の策定

にあたり、発注仕様書と設備点検項

目との整合について確認すべきであ

るが、電気保修課の一部では、保全

計画策定前に当該年度の設備点検

に係る契約が完了していたとして、確

認を行わなかった

（要因T１－１１４）

電気保修課では、設備機器の安全

を確保するために保全計画（点検計

画）を確実に履行すべきであったが、

点検計画は遵守しなければならない

ものとの認識が薄く、新たな保全サ

イクルでは、既に発注済みの設備点

検内容について新たな計画に基づき

見直すべきであるにも関わらず、そ

れを十分に理解していなかった

（要因T１－１１２）

直接要因1-(10)（プロセス的問題）

電気保修課長は、設備機器の安全

を確保するために保全計画（点検

計画）を確実に履行すべきであった

が、電気・計測制御設備の点検項

目が多く、一つ一つの項目に対して

点検実績を確認することができな

かった

（要因T１－１０９）

電気保修課長は、点検数量が膨大

である電気・計測制御設備の点検

管理のために人的資源や管理方

式を整えるべきであったが、数万

点に及ぶ機器の点検項目を人の

手で管理していた

（要因T１－１０８）

＊13

直接要因1-(9)

（技術的問題、人的過誤）

＊39

電気保修課の一部では、年度当初

に契約が完了していても、第2保全

サイクルの保全計画の策定に伴っ

て発注仕様書と設備点検項目との

整合を確認すべきであったが、第2

保全サイクルの計画が従来と大き

く変わらないと考え、年度当初に前

回の実績を踏まえて発注を行って

いるため、前年度どおりの仕様の

ままとしていた

（要因T１－１１３）

＊10

＊2

＊32

＊15

＊15

＊8

＊12

＊11

プラント保全部長は、「保守管理の有効

性評価」結果から適切な人員配置を

行っていくことと改善指示を受けていた

にも関わらず、業務量に比して保守要

員が不足していたことについて、組織と

して業務範囲の適正化や管理者及び保

守担当者の増員等をフォローアップせ

ず適切な資源の管理を行わなかった

（要因T１－１０７）

1-⑪

4.中間管理要因
4-4-2 労使関係や職場の人事管理

プラント保全部長は、「保守管理の

有効性評価」結果からの改善指示

を受けて適切な人員配置を行って

いく必要があったが、ＩＶＴＭや非常

用D/G等の連続して発生したトラブ

ル対応に集中せざるを得なくなり、

プラント保全部としての業務範囲の

適正化や管理者、スタッフの増員

等の対応に手が回らなかった

（要因T１－１０６）
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電気保修課では、点検時期が延期

される設備機器が発生した際には、

有効性評価を行い点検間隔又は頻

度を変える必要があるが、有効性評

価ができなかった

（要因T１－２２１）

電気保修課のチームリーダー及び担

当は、過去の点検データ等を用いた

設備機器の劣化特性の評価が可能

なスキルを有しておくべきであったが、

設備機器の経年劣化の長期的傾向

監視・分析の経験が乏しかった

（要因T１－２１４）

電気保修課では、点検で得られた知

見等について、設備の維持管理に

反映して行く風土が醸成されている

べきであったが、業務で得られた経

験・知見を分析し、さらなる業務改善

に活かすようにチームリーダー及び

担当の意識が育成されていなかった

（要因T１－２１３）

電気保修課では、保全の有効性評

価を行う場合に「保全の有効性評

価要領」に基づいて過去の点検実

績やそれを用いた評価が必要であ

るにも関わらず、評価を実施するた

めの方法の具体化が不足し、有効

性評価に取組めなかった

（要因T１－２２０）

電気保修課及び機械保修課では、ト

ラブル等によるプラント工程の変更に

伴って点検時期が延期される設備機

器が発生した際に、必要な手続きをし

なかった

（要因T１－１８０）

IVTM等のトラブルを受けて第2保全

サイクル中に変更したプラント工程は、

電気・計測制御設備の一部の機器の

点検が実施できなくなるものであった

（要因T１－１９３）

施設設備の安全を確保するために保

全計画（点検計画）を確実に実行でき

るプラント工程とする必要があるが、

設備の点検時期が点検期限を超えた

プラント工程となった

（要因T１－１９２）

運営管理室は、試験工程設定にあ

たって設備点検計画への影響等の調

整をプラント保全部及びプラント管理

部と工程調整会議等で行うこととして

いるが、プラント保全部から点検計画

の課題が正式に提起されず、IVTM等

のトラブル対応を優先とした工程となり、

保全計画（点検計画）との整合につい

ての調整ができなかった

（要因T１－１４２）

プラント保全部は、試験工程を変更す

る場合、保全計画（点検計画）に基づ

く施設設備の点検期限を守れるような

工程となるよう調整する必要があった

が、工程変更に伴う設備点検への影

響の課題について正式な提案ができ

なかった

（要因T１－１８５）

電気保修課長は、設備の維持管理に必

要な能力と責任感を課員に与えて業務の

改善に取組むべきであったが、点検デー

タ等を用いて劣化特性を評価する等の保

守員としての技能が十分でないことを把

握しておらず、常に問いかける等して課員

の経験・知見を伸ばして業務改善に活か

すような取組みが十分でなかった

（要因T１－２１２）

もんじゅの幹部は、試験工程を変更す

る場合、保全計画（点検計画）に基づく

施設設備の点検期限を守れるような工

程となるよう調整する必要があったが、

トラブル処理のために設定された目標

や40％出力プラント確認試験の工程は

守るものとし、保全計画との整合性に

ついて確認しなかった

（要因T１－１９１）

1-⑭

6.個人要因
6-2 管理者のリーダーシップ

敦賀本部長、敦賀本部長代理

（担当理事）及び所長は、トラブル

等によって工程変更する必要が

ある場合、試験工程の維持よりも

プラント施設設備の安全確保の

ための点検工程を確保すること

について、現場とのコミュニケー

ションが十分でなかった

（要因T１－１８９）

問題事象 1-4

問題事象 1-3

直接要因1-(16)（プロセス的問題）

直接要因1-(17)（プロセス的問題）

直接要因1-(18)（技術的問題）

運営管理室長は、施設設備の安全を確

保するために、保全計画（点検計画）を

確実に実行できるプラント工程とする必

要があるが、平成23年度の現地マス

ター工程検討会において、ＩＶＴＭや非常

用ＤＧのトラブルにより当面の工程が流

動的であり確定できず、点検工程を確

保するような現地マスター工程が制定

できなかった

（要因T１－１９９）

＊16

＊17

運営管理室長及びプラント保全部長は、

トラブル等により工程が遅延するような場

合において、点検工程等への影響につ

いて十分な情報収集を行っておらず、保

安規定を遵守し、保全計画（点検計画）

に基づく点検工程を確保する必要がある

ことを敦賀本部長、敦賀本部長代理（担

当理事）及び所長に意見具申することが

できなかった

（要因T１－１９０）

電気保修課では、保全の有効性評

価の方法や点検データ等の活用策

を理解しておく必要があったが、有効

性評価の方法を十分に理解していな

かった

（要因T１－２１５）

保修計画課長は、プラント保全部が

所掌する設備機器の特徴を踏まえ

て、各担当者が活用できる保全の有

効性評価に係る教育を実施するべ

きであったが、教育内容が機械類の

ものであり、電気・計装の全てに適

用できるものではなかった

（要因T１－２１１）

保修計画課長は、保全の有効性評

価のために各保守担当課に有効的

な教育とすべきであったが、保全の

有効性評価手法の一例として機械

類のものを示したことで電気・計装系

も対応できると考えた

（要因T１－２１０）

保修計画課長は、実践的な保全の有効

性評価手法を教育すべきであったが、

実際の保全の有効性評価の実施は保

守担当課が行うものであるとして、具体

的な実施方法等の実務的・実効的な評

価方法の適用について教育機会を設け

るなどのフォローをしなかった、特にプラ

ント保全部の管理職は、保全の有効性

評価等の職務遂行にあたって本来持た

なければならない力量が不足していた

（要因T１－２０９）

＊20

＊21

＊12

＊19

＊18

＊18

＊22

もんじゅ幹部は、保全計画（点検計

画）に則り点検を確実に遂行する

必要があるが、予算の関係から点

検計画で点検を予定された全ての

設備ではなく、安全確保に必要な

最低限の設備点検を行うことを確

実にすることが重要と考えていた

（要因T１－１８６）

＊12

＊31

もんじゅでは、プラント工程のうち、

試験工程を決めた後で点検工程

を組み立てていけばよいとして経

営とプラント工程を議論できる「も

んじゅ特別チーム」等にて試験工

程の時期を検討したが、点検の

工程は諮問していなかった

（要因T１－１８８）

もんじゅでは、経営が現場の状況を

把握する仕組みとして「もんじゅ特別

チーム」等が設置されていたため、

当該会議体に試験工程を諮問すれ

ば時期が示され、もんじゅとしてのプ

ラント工程を引くことができるとして、

当該会議等に課題の解決を依存す

る風土があった

（要因T１－１８７）

3．経営権利要因
3-2-4 本社の意思決定

1-⑬

Ｆ-1

Ｊ-1 Ｊ-15

Ｈ-1

Ｊ-15

Ｈ-1

Ｆ-22
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プラント保全部安全技術検討会では、

QMSにルールを採り入れる際には保

安規定との整合について確認すべき

であるが、点検期限の一時的な延長

の手法について議論されて認められ

ていたが、上位規定との整合に係る

検討がなされておらず保安規定に整

合しないものであった

（要因T１－２７２）

電気保修課及び機械保修課の一部の

課員は、必要な場合には上司あるい

は同僚の協力を得ながら業務を遂行

すべきであったが、自らの経験により、

有効性評価を提出したが、内容が不

十分であった

（要因T１－２０８）

保全の有効性評価のためには、不

足した情報量を補うために自らの

点検データに捉われず類似プラント

や公開情報等も採り入れて評価方

法を検討する必要があるが、電気

保修課の担当者は、他プラント等の

類似のデータを使用する考えに至

らなかった

（要因T１－２１８）

＊20

電気保修課の担当者は、保全の有

効性評価を行うために過去の点検

データ等を十分に把握し活用する必

要があるが、プラント工程変更時まで

に得られた保守担当者の把握してい

る情報量が不足していた

（要因T１－２１９）

電気保修課では、保全の有効性評価

を行うために設備の状況に応じた評

価方法を用いる必要があったが、電

気・計測制御設備の機器類に係る具

体的な有効性評価方法について、劣

化兆候把握のための温度、振動、摩

耗量、使用環境等の評価指標を多様

化しようとする取り組みが継続的に

実施されていなかった

（要因T１－２１７）

電気保修課では、設備の状況に適し

た保全の有効性評価を行うために、

自らの点検データはもとより類似プラ

ント等の情報を活用すべきであった

が、有効性評価の手法を確立し多様

化するためには、点検データが必要

だと考えていた

（要因T１－２１６）

プラント保全部及び電気保修課の管理

職は、課員が実施する保全の有効性

評価が円滑に行えるような技術指導や

支援に努めるべきであるが、有効性評

価に係る技術的支援が十分でなかった

（要因T１－２０７）

電気保修課では、トラブル等による

試験工程変更に伴い点検時期が延

期される際に、不適合管理の下で延

期する時期までの設備の健全性評

価を行う必要があったが、点検期限

超過する設備・機器に対して、点検

期限の一時的な延長を簡便に行う方

法を持ち合わせておらず、一時的な

延長の手続きを行うことが出来な

かった

（要因T１－２２２）

設備の点検期限の一時的な延長を

行う場合には、不適合管理の下で延

長する期限までの設備の健全性評

価を行う必要があったが、機械保修

課では点検期限の一時的な延長と

して「技術評価」あるいは「準じた確

認」を用い、また電気保修課では一

時的な延長に係る様式等の整備を

進めなかった

（要因T１－２７４）

直接要因1-(20)（プロセス的問題）

機械保修課では、設備の点検間隔/頻

度を設定する際には他プラントの実績

を十分に把握しておく必要があったが、

保全の有効性評価を実施した際、他プ

ラントの実績等（始動弁、クランクケー

ス）に係る調査が不十分であった

（要因T１－９５）

電気保修課の担当者は、自らで解決で

きない課題に直面した場合、上司に相

談すべきであったが、保全の有効性評

価の内容が「現状の内容では将来を予

測できない」との安全品質管理室長（当

時）からの指摘に対して、課長に相談す

ることなく、評価を諦めてしまった

（要因T１－２２３）

機械保修課では、点検期限を延長す

る必要が発生した際に、点検期限ま

でに保全の有効性評価を実施する

必要があるが、必要な保全の有効性

評価に係る手続きが遅れてしまった

（結果として手続きしなかったと同様

な扱い）

（要因T１－８８）

＊2

機械保修課は、設備の点検間隔/頻

度を設定する際には他プラントの実

績を十分に把握しておく必要があっ

たが、軽水炉の同種機器に対する点

検間隔/頻度等の情報収集を行うこと

に思い至らなかった

（要因T１－９４）

電気保修課長は、設備の点検時期

の一時的な延期を行う場合の対応と

して、不適合管理の下で延期する時

期までの設備の健全性評価を行う

必要があったが、一時的な延期の手

法として用いられている「準じた確

認」はJEAC4209にないものであると

してＱＭＳに取り入れられていたが、

修正することなく「準じた確認」方法

の整備にも取り組まなかった

（要因T１－２７３）

機械保修課は、保全の有効性評価を

実施するに当たっては、QMSの要領

に従って対応するべきであったが、保

全の有効性評価に係るQMS要領の

理解（他プラントの経年劣化傾向を参

照すること）が不足していた

（要因T１－９３）

保修計画課長は、保守管理のPDCAを回

すために必要な知識についての教育を

徹底すべきであったが、保全の有効性評

価について、他プラントの事例を踏まえる

ことの教示が不足している等、保守管理

に必要な評価方法や手続き（保全の有効

性評価方法や特別な保全計画への移行

手続き、アウトオブサービスの適用方法）

が理解できる教育としていなかった

（要因T１－９２）

＊21

4.中間管理要因
4-3-1 学習意欲の促進

＊20

電気保修課の管理職は、課員が自ら解

決できない課題に直面した場合、課員

との情報共有を図り課題解決に取り組

むべきであったが、課員の満足度や職

務遂行意欲及び作業ストレスを評価す

るような方法を持っておらず、課員のモ

チベーション高揚やストレス低減に係る

フォローを行っていなかった

（要因T１－２０６）

6.個人要因
6-6 満足度、モチベーション

＊8

直接要因1-(19)（プロセス的問

1-⑮

1-⑯

＊22

＊50

＊71

Ｅ-30

Ｈ-30

Ｅ-30

Ｈ-31

Ｉ-2

Ｉ-8
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もんじゅ幹部やプラント保全部のラ

イン職は、保守管理業務の内容を

自ら確認して業務を確実に実施す

べきであったが、自ら行うべき役割、

職務と責任の自覚が不足しており、

担当者等に業務を任せっきりにし

てその計画や実施結果を自ら確認

しておらず、ラインとしてのフォロー

やチェックができていなかった（要

因T１－１７２）

保守管理要領の改正を確認・承認したラ

イン職及び各会議体のメンバーは、品質

マネジメントシステムの要領類の制定・

改正を行う場合には保安規定との整合

を確実にする必要があるが、規制法下で

は許認可等の手続き事項のみが実施可

能な行為であることの理解が不足し、こ

れらを是正する役目を担う品質保証室の

介入が不足していたため、保安規定に明

記されていないことは別にルールを制定

すれば対処できると誤認していた

（要因T１－１４４）

機械保修課では、点検期限を一時的

に延長する場合には保安規定に則っ

た手続きで処理する必要があったが、

既に「準じた確認」と同様な「技術評

価」を実施してきており実績があるの

で、この「技術評価」の手続きを明文

化する必要があると誤認した

（要因T１－２５０）

保修計画課長は、点検期限を一時

的に延長する場合には保安規定に

則った手続きで処理する必要があっ

たが、保安規定に整合しない手続き

である「準じた確認」をQMSに採り入

れるよう同課の担当者に指示した

（要因T１－２５１）

「保守管理要領」の改訂を確認・承認

したライン職及び各会議体は、点検

期限を一時的に延長する場合には保

安規定に則った手続きとなっているこ

とを確認する必要があったが、「準じ

た確認」を採り入れた保守管理要領

は保安規定と整合しているとして、判

断を誤った

（要因T１－２５５）

「保守管理要領」の改訂を確認・承認

したライン職及び各会議体は、点検期

限を一時的に延長する場合には保安

規定に則った手続きとなっていること

を確認する必要があったが、「準じた

確認」を採り入れた保守管理要領が、

点検期限超過を前提とした内容であ

るにも関わらず誤って承認した

（要因T１－２５６）

機械保修課長は、トラブル等による

試験工程変更に伴い点検時期が延

期された際に、不適合管理の下で

延期する時期までの設備の健全性

評価を行う必要があったが、保安規

定との整合性のない「技術評価」あ

るいは「準じた確認」を適用して点検

期限の一時的な延長を行った

（要因T１－１５１）

保修計画課長は、設備の点検時期の

一時的な延期を行う場合には、不適合

管理の下で延期する時期までの設備

の健全性評価を行う必要があったが、

トラブル等による試験工程の変更に伴

う点検時期の変更に対応するため、点

検期限の一時的な延長のための簡便

な手続きが必要と判断した

（要因T１－１４５）

保修計画課長は、設備の点検時期の

一時的な延期を行う場合には、保安規

定に則って不適合管理の下で延期す

る時期までの設備の健全性評価を行う

必要があったが、機械保修課長へ回

答した技術評価について、保安規定と

の整合性をチェックしなかった

（要因T１－１４６）

機械保修課長から相談を受けた保修計

画課長は、設備の点検時期の一時的な

延期を行う場合の対応として、不適合管

理の下で延期する時期までの設備の健

全性評価を行うよう回答すべきであった

が、ＪＥＡＣ４２０９【解説５０】に記載され

ている点検間隔の変更時に行う技術評

価を何らかの技術評価をすればよいも

のと曲解し、点検期限の一時的延長に

使えると回答した

（要因T１－１４７）

プラント保全部長は、点検期限を一

時的に延長する場合には保安規定

に則った手続きで処理する必要が

あったが、「準じた確認」を点検期限

の一時的な延長のための方法として

保守管理要領に規定した

（要因T１－２６４）

機械保修課長は、設備の点検時期

の一時的な延期を行う場合の対応と

して、不適合管理の下で延期する時

期までの設備の健全性評価を行う必

要があったが、点検期限を変更する

手続きである保全の有効性評価は、

定常的に点検頻度を変更する際に用

いる手法であり一時的に点検期限を

延長する場合には、他の手法が必要

だと思った

（要因T１－１５０）

プラント保全部長及び安全品質管理室

長/品質保証室長並びに運営管理室

長は、保全の有効性評価の確認・承認

にあたってはＱＭＳの「保全の有効性

評価要領」に従った評価が行われてい

ることを確認すべきであったが、技術

評価の中身を十分確認せずに承認し

たため保安規定や規格にない「技術評

価」であることを認識できなかった

（要因T１－１７３）

プラント保全部長及び安全品質管理

室長/品質保証室長並びに運営管理

室長は、保全の有効性評価の確認・

承認にあたってはＱＭＳの「保全の有

効性評価要領」に従った評価が行わ

れていることを確認すべきであったが、

保全の有効性評価の様式を用いて評

価が行われていたため、「技術評価」

を保全の有効性評価だと誤解して評

価結果を認めた

（要因T１－１７４）

保修計画課は、設備の点検時期の

一時的な延期を行う場合の対応とし

て、不適合管理の下で延期する時期

までの設備の健全性評価を行う必要

があったが、保守管理要領に「準じ

た確認」を採り入れたことに伴い教

育を行った

（要因T１－２６５）

＊23

＊23

保修計画課長は、点検期限を一時的

に延長する場合には保安規定に則っ

た手続きで処理する必要があったが、

点検期限の一時的な延長のための

「技術評価」を認めた際、それをルー

ルとして定めず、また、検討内容を記

録として残さず関係者に周知しなかっ

た

（要因T１－１４９）

プラント保全部内では、設備の点検時期

の一時的な延期を行う場合の対応として、

不適合管理の下で延期する時期までの

設備の健全性評価を行う必要があった

が、「技術評価」の導入時や「準じた確

認」が「保守管理要領」にルール化され

た際、一時的な延期であり担当課長の

裁量で任意の様式を用いて評価を行え

ばよいとしていた

（要因T１－１４８）

＊26

＊8

直接要因1-(21)（人的過誤）

＊29

4.中間管理要因
4-2-2 ルールの遵守

1-⑰

＊25

＊25

＊25

＊24

1-⑱

＊34

4.中間管理要因
4-7-1 役割・責任

Ｉ-8

Ｅ-39

Ｈ-11

Ｇ-40

Ｇ-40
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保修計画課長は、点検期限超過に係る

保全計画（点検計画）の各項目の記載

内容のチェックを行うにあたってチーム

リーダーと調査の視点を確実に共有す

べきであったが、保守担当課での本格的

調査への参考程度と考え、保守担当課

へ例示できる修正箇所を摘出するため

の調査の視点を計画してチームリーダー

と共有する取組みが十分でなかった

（要因T１－３３８）

保全計画（点検計画）における点検間隔/頻

度等を変更する場合には、保全の有効性評

価によって設備の安全性を確認した上で保

全計画を変更する手続きが必要であるが、

燃料環境課のチームリーダーは、保守管理

の手続きの理解不足により保修計画課が

行った保全計画見直しの説明会での内容に

ついて、点検計画の備考欄に次回点検実施

時期が判るように記載すれば変更手続きをし

たことになると思い込み、誤解した手続き方

法を課員に指導した

（要因T１－２９６）

保全計画（点検計画）を変更する場合

には保全の有効性評価によって設備

の安全性を確認する手続きが必要で

あるが、燃料環境課のチームリー

ダーは、点検間隔/頻度の変更を伴

わず点検期限を一時的に延長する場

合に係る手続きの理解が不足してい

た

（要因T１－２９７）

プラントの安全確保に必要な保全計画

（点検計画）遂行のための予算は、常に

確保されるべきものであるが、機構全体

での予算調整においてセンター所長か

ら点検計画を遵守するための予算を確

保する必要があることについての説明

が不足したため、トップマネジメントとし

て「安全を最優先に必要な資源を確保し

充当する」というコミットメントができな

かった

（要因T１－２６６）

燃料環境課のチームリーダーは、「一

時的に点検期限を延長することに係る

エビデンスが判るように、点検計画の

備考欄等に関連性を表記すればよい

のではないか」とした保修計画課から

の説明を誤解し、点検期限を一時的に

変更する場合は、解説を備考欄に記載

することと捉えていた

（要因T１－２９１）

保全計画（点検計画）を変更する場合

には保全の有効性評価によって設備

の安全性を確認する手続きが必要で

あるが、燃料環境課のチームリーダー

は、点検間隔/頻度の変更を伴わず、

点検期限を一時的に延長する場合は、

保全の有効性評価の手続きを不要とし

ていた

（要因T１－２９３）

保全計画（点検計画）を変更する場

合には保全の有効性評価によって

設備の安全性を確認する必要があ

るが、燃料環境課のチームリー

ダーは、一時的に点検期限を延長

する場合には、点検計画の「次回

点検期限」欄と「備考」欄に次回の

点検実施時期が解るような記載を

することで対応できると誤解してい

た

（要因T１－２９２）

保全計画（点検計画）の履行に必要

な予算を確保し計画に則った点検を

行う必要があるが、燃料環境課では、

年度当初は保全計画（点検計画）ど

おりに点検を予定していたにも関わら

ず、全体予算削減の中で、燃料環境

課の一部の設備の点検予算が確保

できなくなった（要因T１－２６８）

保全計画（点検計画）を変更する場

合には保全の有効性評価によって設

備の安全性を確認する必要があるが、

燃料環境課では、予算の影響により

共通保修設備燃取機器洗浄設備（計

装分）の点検期限を延長する際、必

要な手続きをしなかった

（要因T１－２９８）

6.個人要因
6-3 安全に対する意欲、慎重さ

＊27

1-⑲

燃料環境課では、予算の影響により

保全計画（点検計画）どおりの点検を

実施しなかった

（要因T１－３６４）

問題事象 1-5

直接要因1-(22)（プロセス的問題）

直接要因1-(23)（人的過誤）

保修計画課の確認者は、点検期限

が変更されている箇所を確認し必要

な手続きがなされていることをチェッ

クする必要があったが、チームリー

ダーの指示にしたがって横並びチェッ

クを実施した際、燃料環境課におけ

る共通保修設備燃取機器洗浄設備

（計装分）の点検期限が誤っているこ

とを指摘できなかった

（要因T１－３４４）

保修計画課長は、横並びチェッ

クの視点としてある程度細かく指

示しているので、（確認者には）そ

の観点でチェックしてもらえばよく、

横並びチェックは概要的なチェック

であるとして、（チェックの）実施結

果について細かな確認は行わな

かった

（要因T１－３５８）

保修計画課チームリーダーは、点検

期限が変更されている箇所を確認し

必要な手続きがなされていることを

チェックする必要があったが、各担当

者が実施した横並びチェックの結果に

ついて精査を行わなかった

（要因T１－３５６）

*28

保修計画課長は、保守担当課が作

成した保全計画（点検計画）の改正素

案を確認した際に、いくつかの誤記等

を発見したために、主要な修正箇所

を摘出し保守担当課へ指摘することと

し、「次回点検期限」欄に文字で記載

がある場合も主要な調査項目として

チームリーダーへ指示しなかった

（要因T１－３３９）

保修計画課長及びチームリーダー

は、「次回点検期限」欄に文字で記載

がある場合でも誤りの有無を確認す

る調査方法とすべきであったが、チー

ムリーダーは、保全計画（点検計画）

を確定するのは保守担当課であるの

で、今回の横並びチェックは保守担

当課が修正を確実に行うためのきっ

かけを与えるものであると考えていた

（要因T１－３４１）

*28

保修計画課長及びチームリーダー

は、「次回点検期限」欄に文字で記載

がある場合でも誤りの有無を確認す

る必要があったが、実際の設備状況

は保修計画課では把握できず、保守

担当課がきちんと確認する必要があ

ると考えていた

（要因T１－３４０）

保修計画課長は、保守の計画を管理

する課としてチームリーダーが行った

調査結果を自らも確認し点検期限が変

更されている箇所については必要な手

続きがなされていることを確認する必

要があったが、チェックの内容をチーム

リーダーへメールで伝えていたことから、

保守担当課に精査を促すことの主旨を

理解してやってくれていると思い、その

作業方法を任せていた

（要因T１－３５７）

燃料環境課長は、計画変更される設

備に関する必要な手続きの有無を確

認する必要があったが保全計画、（点

検計画）のような大量なデータをチェッ

クする場合の仕組みやツールの使用

策を構築していなかったために、ライ

ンとしてのチェックが十分に行えな

かった

（要因T１－２９４）

燃料環境課長は、チームリーダーか

ら保全計画（点検計画）の改正案の

説明を受けた際、計画変更される設

備に関する必要な手続きの有無を確

認する必要があったが、共通保修設

備燃取機器洗浄設備（計装分）の手

続きが実施されずに「次回点検期限」

欄が変更されていることを指摘できな

かった

（要因T１－２９５）

4.中間管理要因
4-9-3 工程・計画

＊19

保修計画課のチームリーダーは、

「次回点検期限」欄に文字で記載があ

る場合でも誤りの有無を確認する必

要があったが、「次回点検期限」欄が

「次回使用時」と文字で記載された共

通保修設備燃取機器洗浄設備（計装

分）の点検期限が誤っていることを抽

出できないチェック方法としてしまった

（要因T１－３４３）

保修計画課のチームリーダーは、

「次回点検期限」欄に文字で記載があ

る場合でも誤りの有無を確認する必

要があったが、確認者達に対して、次

回点検期限の欄が文字で記載されて

いる場合には、保守担当課で評価が

行われているものと思い、数字で記載

されているものだけをチェック対象と

するよう口頭指示した

（要因T１－３４２）

*28

もんじゅ所長は、プラントの安全確保

に必要な保全計画（点検計画）遂行

のための予算を常に確保すべきであ

るが、機構全体業務の調整（設備維

持管理費の削減）の中で削減される

ことを受入れた

（要因T１－２６７）

＊32
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保全計画（点検計画）を変更した場合

にはプラント保全部安全技術検討会

等の会議体で審議する（H25.1.28プラ

ント保全部安全技術検討会運営マ

ニュアル改訂）こととしていたにも関わ

らず、点検間隔/頻度を変更せず次回

点検期限を変更した事案を見つけら

れなかった

（要因T１－３７９）

燃料環境課では、プラント保全部安

全技術検討会にて、保全計画（点検

計画）を変更した事案を洩れなく説明

する必要があったが、点検間隔/頻

度を変更せずに次回点検期限を変更

した事案について説明しなかった

（要因T１－３７８）

燃料環境課では、保全計画（点検計画）を

変更した事案についてはプラント保全部

安全技術検討会運営マニュアルに従い同

検討会において、もれなく説明する必要

があったが、「点検計画で定められた点

検時期等の変更理由、変更後の実施時

期の妥当性、変更による影響等について

検討する」との運営マニュアルに規定され

た事項が浸透しておらず、点検計画の変

更箇所の一部について説明されていな

かった

（要因T１－３７７）

プラント保全部では、プラント保全部

安全技術検討会運営マニュアルの改

正に係る教育を行うべきであったが、

改正履歴を電子メールで周知しただ

けだった

（要因T１－３７６）

保全計画の策定及び見直しに関する

事項の審議を規定した「プラント保全

部安全技術検討会運営マニュアル」

改正のプラント保全部内への周知が、

保全計画（点検計画）変更に係るプラ

ント保全部安全技術検討会審議日と

同じ日であった

（要因T１－３７５）

原子力安全監査において、監査チー

ムは、電気・計測制御設備の点検期

限の超過及び点検頻度が変更されて

いることを検出できなかった

（要因T１－３１２）

監査チームは、電気・計測制御設備

におけるプロセス型監査として計画

段階のプロセスである保全計画（点

検計画）と発注仕様書との整合性を

確認すべきであったが、点検内容の

実績の確認は行ったが、保全計画と

の照合は行わなかった

（要因T１－３１１）

監査チームは、プロセス型監査として

ＰＤＣＡの各段階ごとに任意の業務に

ついて対象とすべきであったが、監査

計画において業務の完了したものを

対象としていたため、計画段階のプロ

セスを発注仕様書で確認した

（要因T１－３０７）

監査チームは、点検計画について保

全計画における業務の計画として監

査対象とすべきであったが、保全計

画は保安規定に基づき定められたも

のであり、業務の計画の要求事項と

認識しており、監査の対象としていな

い

（要因T１－３１０）

監査チームは、点検計画について

保全計画における業務の計画とし

て監査対象とすべきであったが、

保全計画は保安規定と同様に国

によって確認されているものと認

識し、規定への適合性の確認は

必要ないと判断していた

（要因T１－３０９）

監査チームは、保全計画を遂行する

ための業務の計画として点検計画を

監査対象とするべきであったが、保全

計画に係る業務の計画としての点検

計画が点検を実施するために確実な

ものとなっていないことを認識していな

かった

（要因T１－３０５）

監査チームは、保全計画を対象に

監査計画を立案すべきであったが、

発注仕様書を基に作成された点検

要領等を保全計画に係る要求事項

に基づく業務の計画と認識して監査

した

（要因T１－３０６）

監査チームは、保全に係る監査を実

施するために必要な保全プログラムを

構成する各プロセスを熟知しておく必

要があったが、保全計画に係る業務

のプロセスの理解が不足していた

（要因T１－３０４）

監査チームには、保全に係る監査

を実施するために必要な保全プロ

グラムを構成する各プロセスを熟知

しておく必要があったが、保全計画

に係る業務のプロセスを熟知した専

門家が配置されていなかった

（要因T１－３０３）

監査チームは、保全に係る監査を実

施するために必要な保全プログラム

を構成する各プロセスを熟知しておく

必要があったが、保全計画に係る業

務のプロセスの学習が不足していた

（要因T１－３００）

監査員は、監査対象施設における業

務のプロセスを熟知しておく必要があ

るが、監査の対象施設が多く、かつ

事業も異なるため、監査手法の統一

化が困難であることから、現状の監

査員数では業務が多忙で自主的に

行う学習には限界がある

（要因T１－２９９）

安全監査室長は、対象施設の監

査に必要な知識を有する専門家

の協力を得る必要があったが、安

全統括部長に対し監査の対象施

設毎の専門家を監査部門に配置

することについて、働きかけを強く

行わなかった

（要因T１－３０２）

もんじゅの保守管理活動を原子力安全監

査する場合には、保全プログラムの運用

方法を熟知しておく必要がある等、監査

内容に応じた監査の対象施設を熟知した

専門家を監査部門に招へいする必要が

あるが、対象施設を熟知した専門家は当

該施設でも有用な人材なため、当該人材

を必要時に招へいできるような環境が整

備されておらず、安全監査室長は要請し

ても要員確保は困難と認識していた

（要因T１－３０１）

＊33

3.経営管理要因
3-6 自己評価

監査チームは、保全計画は軽水炉と

同様に国への届出事項であると思い

込みがあった

（要因T１－３０８）

＊30

直接要因1-(24)（人的過誤）

＊33
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燃料環境課は、保全計画（点検計

画）を変更した設備には保全の有効

性評価に係る手続きが行われている

ことを確認する必要があったが、保修

計画課による横並びチェックにて共通

保修設備 燃取機器洗浄設備（計装

分）の点検期限についてコメントがな

かったため、必要な手続きを行わな

かった

（要因T１－３６２）

燃料環境課は、保全計画（点検計

画）を変更した設備には保全の有効

性評価に係る手続きが行われている

ことを確認する必要があったが、保修

計画課からの指摘の観点に立って、

自らの担当設備を網羅的に再確認し

なかった

（要因T１－３６１）

保修計画課における横並びチェック

の結果を受け取った保守担当課では、

保全計画（点検計画）を変更した設備

には保全の有効性評価に係る手続き

が行われていることを再確認する必要

があったが、保修計画課がプラント全

体の横並びチェックを行ったことから、

点検計画全体の問題点が明らかにさ

れているものと誤認した

（要因T１－３６０）

保修計画課長は、保守担当課に対

して保修計画課が行った横並びチェッ

クは主要な設備に対してのものであ

ることを明確に伝えるべきであったが、

保全計画（点検計画）の誤記等につ

いて、保修計画課が行ったチェックの

結果を参考として、保守担当課で網

羅的に設備全体の再確認が必要であ

ることを明確に要請しなかった

（要因T１－３５９）

＊19

問題事象 1-6
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プラント保全部長、保修計画課長

（現保全管理課長及び保全計画課

長）及び電気保修課長は、保全計画

（点検計画）を確実に実施するため

に設けられている月間レビューにお

いて、電気・計測制御設備の一部の

機器で、点検期限が超過することを

見つけられなかった

（要因T１－１５７）

電気保修課長は、ルールに基づき所

掌する設備の点検予定と実績を取り

纏めた月間レビューを保修計画課へ

提出すべきであったが、月間レビュー

は担当及びチームリーダーが責任を

持って行うもので実績を記入する程度

のものであることから、手続きに時間

をかけるよりは現場が大事と認識して

いた

（要因T１－２３２）

電気保修課長は、ルールに基づき所

掌する設備の点検予定と実績に係る

月間レビューを保修計画課へ提出す

べきであったが、月間レビューを行っ

て、設備点検の実績管理をきちんと

行うよう保修計画課長からの再三の

提出要請に対して提出しない場合が

あった

（要因T１－２３６）

電気保修課の担当は、ルールに基づ

き担当する設備の点検予定や実績を

取りまとめた上で、電気保修課長へ

報告すべきであったが、月間レビュー

への実績の記入に時間が掛かり、期

限内に提出できず、報告を行わない

ことがあった

（要因T１－２３５）

約700ページに及ぶ月間レビュー（エク

セルシート）への点検実績入力は、

データ数が多く、効率的に行う必要が

あったが、現場作業後の残業時間帯

に集中するため、複数の担当者が同

時に使用できずに時間がかかった

（要因T１－２３４）

電気保修課では、月間レビューを確実

に実施すべきであったが、担当者１人

で数千個の機器を担当する場合もあり、

現場作業で手一杯で月間レビューに

時間を割けなかった

（要因T１－２３３）

プラント保全部（電気保修課）では、月間

レビューを用いて設備の点検予定と実績

の管理を確実にする必要があったが、月

間レビューは管理マニュアルに記載され

た「保全計画を確実に実施する」ために

行うものであることを理解しておらず、月

間レビューで設備管理する意識がなく、

実績記入だけのやらされ感があった

（要因T１－２３１）

6.個人要因
6-6 ストレス

＊13

＊39

問題事象 1-7

保修計画課長は、設備の点検期限

超過を防ぐために、点検予定と実績

の管理を確実にする必要があったが、

ルールどおりプラント保全部長へ月

間レビューの報告を実施しなかったこ

とがあった

（要因T１－２３０）

保修計画課長は、ルールに基づき保

守担当課が作成した実績を取りまと

めた上で、プラント保全部長へ報告

すべきであったが、「保全サイクル作

業計画管理マニュアル」において、

「月間レビューをとりまとめ部長の承

認を得る」との規定を遵守しておらず、

担当者に任せていた

（要因T１－２２８）

プラント保全部長は、「保全サイクル

作業計画管理マニュアル」では、プラ

ント保全部長が承認を毎月行うことと

なっているにも関わらず、保修計画

課の担当者に対し、現場の負担軽減

のために3ヵ月程度まとめて報告す

るよう指示した

（要因T１－２２６）

保修計画課担当者は、ルールに基づ

き保守担当課が作成した実績を取り

まとめた上で、保修計画課長へ報告

すべきであったが、月間レビューの取

り纏め結果を保修計画課長に上覧し

なかった

（要因T１－２２９）

＊38

保全計画を適切に実施するためには、

点検期限の管理を確実にすべきであ

るが、プラント保全部長が実績管理

のために設けた月間レビューは、点

検期限をチェックするツールとして使

えるものとなっていなかった

（要因T１－１５４）

プラント保全部長は、点検期限を管理

するために点検間隔/頻度や前回の

点検実績を把握しておく必要があっ

たが、月間レビューには、前回の点検

日や点検間隔/頻度を記入する様式

にはなっていなかった

（要因T１－１５３）

プラント保全部長は、点検周期Nサイ

クル（Ｎ年＋4ヶ月）の導入に係る保

守管理要領の改正及び試験工程変

更があった際に、設備点検の予実績

管理を確実にする必要があったが、

月間レビューにおいて何を確認する

かの検討や様式の見直しが行われ

ていなかった

（要因T１－１０２）

プラント保全部長は、月間レビューを

用いて設備点検の予実績管理を確実

にする必要があったが、プラント保全

部では月間レビューは作業スケジュー

ル程度のものであると認識し、月間レ

ビューにおいて点検期限について管

理する意識がなかった

（要因T１－１０１）

直接要因1-(25)（プロセス的問題）

保修計画課長は、マニュアルを制定

した場合は施行に先立ち教育を実施

すべきであったが、プラント保全部員

に対して、月間レビューの実施前に、

年度作業計画管理マニュアルの教育

（目的：保全計画を確実に実行するた

めに月間レビューを行うこと）を実施し

なかった

（要因T１－１５５）

プラント保全部保守担当課では、設

備の点検予定と実績の管理を確実

にし、期限超過を防ぐ必要があった

が、点検期限の管理ができていな

かった

（要因T１－１５６）

電気保修課長は、ルールに基づき所

掌する設備の点検予定と実績を取り

纏めた月間レビューを保修計画課へ

提出すべきであったが、保修計画課

長からのコメントに対し、課内に対応

を指示しなかった

（要因T１－２５９）

保修計画課担当者は、プラント保全

部長からの月間レビューの報告頻度

の見直し指示について、マニュアル

に則っていないことを意見具申せず、

また、課長に連絡及び相談すること

なく指示を受け入れた

（要因T１－２２７）

1-㉒

＊9

直接要因1-(26)（人的過誤）
＊37

プラント保全部長は、「保全サイクル

作業計画管理マニュアル」では、月

間レビューの承認を毎月行う必要が

あったが、トラブル対応している現場

の負担を出来るだけ軽減することと

して指示したもののマニュアルの変

更をしようとの思いには至らなかった

（要因T１－２２５）

＊36

＊36

＊35

＊3

保修計画課担当者は、プラント保

全部長からの指示について課長

に連絡・相談すべきであったが、

部長からの指示でありルールに

則っていないとの認識に思い至ら

なかった

（要因T１－２２４）

＊39

＊34
＊38
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プラント保全部長は、月間レビューに

よって点検の実施状況を確認する必

要があったが、保守担当課により保

全計画（点検計画）通りに点検が実施

されていると思っていた

（要因T１－１６９）

保修担当課長は、保全計画（点検計

画）通りに点検を実施するための課題

を把握してプラント保全部長に報告す

る必要があったが、保守担当課長か

らプラント保全部長へ点検が出来な

いという情報は上がってこなかった

（要因T１－１６８）

プラント保全部長は、保全計画（点検

計画）の実施状況を把握するために、

月間レビューによって点検の実施状

況を確認する必要があったが、保全

計画（点検計画）に基づく点検の実施

状況を確認していないことがあった

（要因T１－１７０）

保修計画課長は、保安規定上の職

務として、「保守担当課長の行う原子

炉施設の保修の計画及び管理に関

する業務」とあるにも関わらず、管理

の業務を保守担当課に委ねていた

（要因T１－１６２）

保守担当課の担当者は、点検期限を

超える場合は課長に報告すべきで

あったが、点検間隔/頻度のメーカ推

奨値には余裕があり点検期限を少し

超えても健全性は維持されると思っ

たので、点検期限を超えたことを課長

に報告しなかった

（要因T１－１６７）

保守担当課の担当者は、保全計画

（点検計画）に基づいて設備の点検期

限を守る必要があったが、点検計画

を守るという認識が低かった

（要因T１－１６６）

保修計画課長は、保全計画（点検計

画）通りに点検を実施するための課題

を把握してプラント保全部長に報告す

る必要があったが、保修計画課長から

プラント保全部長へ点検計画の管理に

係る問題が課題として挙がってこな

かった

（要因T１－１６３）

＊19

直接要因1-(27)（人的過誤）

＊37

電気保修課では、補助冷却設備

CDU盤等の一部について、次回

点検期限が平成25年2月である

ことを管理できず点検期限を超

過した

（要因T１－３７２）

保全計画を適切に実施するため

には、点検期限の管理を確実に

すべきであるが、プラント保全部

長が予実績管理のために設けた

月間レビューは、点検期限を

チェックするツールとして使える

ものとなっていなかった

（要因T１－１５４ 再掲）

保守担当課は、設備の点検周期N

サイクルを踏まえた点検が確実に

実施できる計画とする必要があった

が、電気保修課及び機械保修課の

一部では、機器毎の点検期限を確

認しなかった

（要因T１－１１０ 再掲）

直接要因1-(3)（再掲：プロセス的問題）

電気保修課長は、設備機器の安全

を確保するために保全計画（点検

計画）を確実に履行すべきであった

が、電気・計測制御設備の点検項

目が多く、一つ一つの項目に対して

点検実績を確認することができな

かった

（要因T１－１０９ 再掲）

電気保修課では、所掌する設備

の点検実績と点検間隔/頻度に

基づいて点検期限を管理すべき

であったが、保全計画（Ｒｅｖ.11）

における補助冷却設備CDU盤等

の一部について次回点検期限

欄が間違って入力されていた

（要因T１－３７１）

電気保修課の課長、課長代理、電

気チームリーダー及び担当者は、

業務請負者等が入力した補助冷

却設備CDU盤等の次回点検期限

について、当該機器の点検実績と

点検間隔に基づき算出して入力さ

れていることを確認すべきであった

が、誤って入力された次回点検期

限を確認しなかった

（要因T１－３７０）

作業依頼された業務請負者等は、

補助冷却設備CDU盤等の次回点

検期限を入力する際、当該機器の

点検実績に基づき次回点検期限

を算出して入力すべきであったが、

他の機器の点検実績と取り違えて

誤って入力したままとしていた

（要因T１－３６９）

作業依頼された業務請負者等は、

第三者にチェックを受けるべきで

あったが、自ら入力した結果を

チェックしたことから、間違いに気

づかなかった

（要因T１－３６７）

＊13

＊40

＊40

＊34

＊1

＊6

＊35

＊39

問題事象 1-8

直接要因1-(28)（プロセス的問題）

プラント保全部では、設備の点検は保全計

画（点検計画）の間隔/頻度を遵守して期限

までに行うべきであるが、長期使用可能な

機器であってもメーカーからは１年毎の点

検を推奨されている事例を経験しており、

技術的な評価に基づくことなく、メーカーの

推奨値には安全裕度が加味されているも

のであると誤認してメーカー推奨値を用い

て設定した期限を延長させた

（要因T１－１６５）

設備の点検間隔/頻度はメーカの推

奨の有無に関わらず、これを遵守し

て期限までに点検を行うべきである

が、電気保修課では、元々、電気・計

測制御設備に係る点検間隔又は頻

度は、メーカの推奨値を保守的なも

のと考え、少々の期限超過では設備

の健全性に影響しないとしていた

（要因T１－１６４）

5.集団要因
5-2 集団としての学習意欲
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２-（１） 平成24年11月末時点での点検期限管理がなされず、同年12月に点検期限超過となった件（電気保修課）
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保修計画課長は、保守管理のPDCAを

回すために必要な知識についての教育

を徹底すべきであったが、（保全の有効

性評価について他プラントの事例を踏

まえることの教示が不足しているなど）

保守管理に必要な評価方法や手続き

（保全の有効性評価方法や特別な保全

計画への移行手続き、アウトオブサー

ビスの適用方法）が理解できる教育とし

ていなかった

（要因T１－９２）

電気チームリーダーは、メール

の送信にあたって、周知や重要

度等を明確にして担当者へ送付

すべきであったが、周知等を明

確にせずとも担当者にメールを

送信することで認識してくれると

考えた

（要因T１－３４８）

電気チームリーダーは、自らの調

査（過去の実績から算出）において、

H24.12の時点で補助冷却設備CDU

盤等の次回点検期限がH25.2であ

る旨をリスト化しており、その内容

を担当者へ確実に伝えるべきで

あったが、そのリストを担当者に

メールで転送したのみで、内容を明

確に周知しなかった

（要因T１－３４９）

電気担当者は、電気チームリー

ダーからのメールに対し、指示、

周知、情報共有の区別を確認す

べきであったが、当該メールには

対応を指示するような記載もなく、

口頭による連絡もなかったことか

ら、内容をよく確認していなかっ

た

（要因T１－３５０）

当該機器の次回点検期限が

H25.2であることの情報を入手して

いた電気保修課長、課長代理及

び電気チームリーダーは、担当者

に対しその情報を周知し保全計

画（点検計画）に反映すべきで

あったが、担当者への周知が確

実に行われず、点検計画に反映

されていなかった

（要因T１－３６８）

電気担当者は、電気チームリー

ダーからのメールに対し、補助冷

却設備CDU盤等の情報に注意を

払うべきであったが、当該機器等

の次回点検期限に関する情報で

あったにも関わらず、重要な情報

を受け取ったとの認識をしていな

かった

（要因T１－３５１）

電気保修課長及び課長代理は、

点検期限に関する情報を重要と

考え、部下へ周知すべきであっ

たが、保守管理不備の対応に追

われ保全計画（点検計画）を確

実に精査することに気が回らず、

担当者への周知ができなかった

（要因T１－３４７）

電気保修課長、課長代理及び電気チー

ムリーダーは、課員が抱える業務上の

課題を共有して課題解決に向けた指導

や支援を行う必要があったが、保守管

理の不備への対応で忙しく、点検管理

に係る情報・状況や点検実績確認の重

要性を保守担当と共有しておらず、点

検の計画・管理や未点検機器の調査を

正しく仕上げるための取組みが十分で

なかった（要因T１－３４６）

4.中間管理要因
4-5-1 部署レベルのコミュニケーション

保全計画（点検計画）Ｒｅｖ11を審

査・承認するライン職及び会議

体メンバーは、点検計画の変更

内容を確認すべきであったが、

点検計画の「次回点検期限」欄

は全機器の全点検項目（約９万

６千件）にわたっており、当該箇

所の誤記を指摘できなかった

（要因T１－３８０）

電気担当者は、作業者に対し日常

業務の対応であったことから、指

示文書の提示や作業結果のエビ

デンスを要求する指示をしなかっ

た

（要因T１－３６６）

＊41

＊13

1-㉔

＊41

＊41

平成24年11月末時点での点検期限管

理がなされず、同年12月に点検期限

超過となった

電気保修課の計装チームは、設備

を特別な保全計画にて管理する場合

には、特別な保全計画に設備を記載

するとともに、点検計画の備考欄に特

別な保全計画に移行する旨の記載を

行うこととしていたにも関わらず特別

な保全計画への記載を行っておらず、

点検計画の備考欄への記載内容も

誤った

（要因T１－２５３）

電気保修課は、点検計画から特別な

保全計画へ移行する際の手続きが不

十分であったにも関わらず、特別な保

全計画へ移行したものと誤認して、点

検を実施しなかった

（要因T１－３３２）

電気保修課計装チームリーダーは、

特別な保全計画にて管理する場合に

は、特別な保全計画に当該設備を記

載するとともに点検計画の備考欄に

特別な保全計画に移行する旨の記

載を行う必要があることを理解した上

で担当者へ指導すべきであったが、

保修計画課が実施した業務連絡やそ

の説明会等で周知された当該手続き

を誤認し、担当者へ適切な指導がで

きなかった

（要因T１－２４４）

保修計画課は点検計画から特別な

保全計画へ移行する場合の具体的方

法について、ＱＭＳとして取り入れ

ルール化して教育すべきであったが、

ＱＭＳ文書を制改定せず保修計画課

長の決裁による業連と説明やメール

で対処したのみであり、理解の徹底

化を図らなかった

（要因T１－２３８）

点検計画から特別な保全計画へ移行

する作業において、設備担当課と保修

計画課間にて、十分に協議し計画した

上で改正作業を確実にする必要が

あったが、電気保修課計装チームリー

ダーと保修計画課担当者間で特別な

保全計画へ移行するための手続きを

共有する取組みが十分でなかった（要

因T１－２４０）

1-㉕

4.中間管理要因
4-9-3 工程・計画

電気保修課計装チームリーダーは、手

続きを十分理解した上でチーム員へ周

知すべきだったが、説明会後の保修計

画課への再確認において、点検計画の

備考欄に記載すれば特別な保全計画へ

の移行手続きを行ったことになるかと問

い合わせしたことに対し、保修計画課か

ら移行したことになるとの回答を得たた

めそのままチーム員に指導し、特別な保

全計画への記載を怠った（要因T１－２４

３）

保修計画課は、保守担当課員によ

る特別な保全計画への移行手続きが

確実となるように理解させておく必要

があったが、電気保修課では手続き

を誤認し結果としてプラント保全部内

で特別な保全計画への移行手続きが

統一されていなかった

（要因T１－２４２）

1-⑯(再掲）

保修計画課長は、事前に業務連絡

票で通知していた特別な保全計画へ

の移行手続きについて、説明会出席

者の理解が十分でないと感じたこと

から、説明会の場で特別な保全計画

の内容や手続きを周知することとした

が、説明会であったためにその理解

程度までは把握していなかった（要因

T１－２３９）

4.中間管理要因
4-3-1 学習意欲の促進

*42

*42

頂上事象 a-1

直接要因1-(29)（人的過誤）

問題事象 1-9

＊47

*24

Ｆ-75

Ｆ-75

Ｅ-17

Ｈ-11

Ｆ-80
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ＭG H I J K ＬA B C D E F

K-８２ L-８２ M-８２

K-８３ L-８３ M-８３

K-84 L-84 M-84

K-85 L-85 M-85

K-86 L-86 M-86

K-87 L-87 M-87
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82

A-８２ B-８２ C-８２ D-８２ E-８２

J-８３

F-８２ G-８２ H-８２ I-８２ J-８２

電気保修課担当者及びチームリー

ダーは、非常用DG 計装ラック（現場

計器）について保全計画（点検計画）

の点検間隔/頻度に基づき、平成24

年11月中に点検を実施すべきであっ

たが、担当者は、第２保全サイクル

中に１回実施すれば良いと誤認し、

チームリーダーは、年度内に１回点

検すればよいと誤解していた

（要因T１－２７１）

電気保修課チームリーダーは、設

備機器の時間基準保全のためには、

保全計画（点検計画）に規定された点

検周期Nサイクル（N年+4ヶ月）を厳守

することを確実にすべきであったが、

第2保全サイクルの直前に導入され

た点検間隔/頻度の考え方が電気保

修課内で統一されておらず、適切に

理解されていなかった

（要因T１－２６９）

電気保修課では、アニュラス循環排

気装置計測・制御設備の点検に係る

予算が十分に確保できなかったこと

から、点検期限までに点検を実施で

きなかった

（要因T１－３２９）

電気保修課チームリーダー及び担

当者は、保全計画（点検計画）の点

検間隔/頻度に基づき、平成24年11

月中に点検を実施すべきであったが、

平成24年9月からの保守管理不備の

対応や別の作業の管理（現場のアイ

ソレーション）に手いっぱいであり、当

該計器の点検に思いが至らなかった

（要因T１－３２０）

電気保修課長及び課長代理は、保

全計画（点検計画）の点検間隔/頻度

に基づき、平成24年11月中に点検を

実施できるように部下の業務管理を

適切にすべきであったが、電気保修

課における保守管理不備に係る作業

が多く、課内の業務管理が適切でな

かった

（要因T１－３１８）

電気保修課チームリーダー及び担

当者は、アニュラス循環排気装置計

測・制御設備の点検について、平成

24年11月までに点検を実施しなけれ

ばならなかったが、平成24年度にお

いて外注による点検に必要な予算が

十分に確保できず、点検をあきらめ

た

（要因T１－３１７）

電気保修課チームリーダー及び担

当者は、アニュラス循環排気装置計

測・制御設備について、平成24年11

月までに点検を実施しなければなら

なかったが、「機能要求のある機器」

の点検を優先して実施することで、当

該機器の点検は次年度に点検予算

を確保し、実施すればよいと考えた

（要因T１－３１５）

電気保修課チームリーダー及び担

当者は、設備機器の安全を確保する

ために保全計画（点検計画）を確実

に履行すべきであったが、点検計画

は遵守しなければならないものとの

認識がなく、点検間隔/頻度に基づ

き点検を確実に実施しなければなら

ないことを十分に理解していなかっ

た （要因T１－３１４）

電気保修課長は、保全計画（点検計

画）を保安規定に基づくＱＭＳ文書とし

て遵守すること、その点検計画（点検

内容や点検間隔／頻度等）に従って

機器の点検を実施することについて、

課員が理解して確実にできるような教

育が不足し、保全計画（点検計画）を

遵守する意識の共有が図られていな

かった

（要因T１－３１３）

4.中間管理要因
4-7-4 教育・訓練

1-㉖

電気保修課では、保全計画（点検

計画）における点検間隔/頻度に基

づき点検を実施しなければならない

ことを十分に理解していなかったこと

から、非常用DG 計装ラック（現場計

器）について点検期限までに点検し

なかった

（要因T１－３３０）

電気保修課担当者は、設備機器の

安全を確保するために保全計画（点

検計画）を確実に履行すべきであっ

たが、点検計画は遵守しなければな

らないものとの認識がなく、点検間

隔/頻度に基づき点検を確実に実施

しなければならないことを十分に理

解していなかった （要因T１－２７０）

*44

*44

電気保修課チームリーダー及び担

当者は、アニュラス循環排気装置計

測・制御設備の点検について、前年

度の概算要求時に発注を予定してい

た業者ではなく従来から点検を発注

していた設備メーカに発注を行なわ

ざるを得なかったため、当該計器の

点検を行わずに、優先順位の高い機

器の点検を優先した

（要因T１－３１６）

電気保修課では、２次冷却系液面

計計装設備について、保全計画（点

検計画）における点検間隔/頻度に

基づいて、点検を自前で実施するこ

ととしていたが、点検期限を失念して

点検を実施しなかった （要因T１－３

２８）

電気保修課チームリーダー及び担

当者は、保全計画（点検計画）の点

検間隔/頻度に基づき、平成24年11

月中に点検を実施できるよう、自らが

実施すべき点検についての管理がで

きていなかった

（要因T１－３１９）

*43

電気保修課長及び課長代理は、点

検計画から特別な保全計画への移行

手続きが適切になされていないことを

指摘すべきであったが、その手続き

が適切になされていないことを指摘で

きなかった

（要因T１－２５２）

保修計画課長は、特別な保全計画

への移行手続き等について正しく処

理されていることを確認すべきであっ

たが、保全計画を確認した際に移行

されている機器が少ないと思ったもの

の実際の手続きは保守担当課が行う

ものであるとして、保全計画への移行

が適切に行われてるどうかについて

十分なフォローをしなかった

（要因T１－２４１）

電気保修課では、設備機器の安

全を確保するために保全計画（点

検計画）を確実に履行すべきで

あったが、点検計画は遵守しなけ

ればならないものとの認識が薄く、

点検計画に基づく点検が実施でき

ない場合には、見直すべきである

にも関わらず、それを十分に理解

していなかった （要因T１－３１２）

*44

*43
直接要因1-(30)（プロセス的問題）

直接要因1-(31)（人的過誤）

直接要因1-(32)（プロセス的問

題）

問題事象 1-10

問題事象 1-11

問題事象 1-12

*19

*34

*3

*41

*34

Ｆ-22

Ｆ-42

Ｆ-84

Ｋ-3

Ｆ-84

Ｅ-84

Ｆ-75

Ｆ-42
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ＭG H I J K ＬA B C D E F
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K-91 L-91 M-91
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２-（２） 点検実績が認められず点検期限超過となった件（電気保修課）
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A-90 B-90 C-90 D-90 E-90 F-90

90

電気保修課では、点検期限を超過

する前に点検を行うか、若しくは不適

合管理の下で評価し特別採用すべ

きであったが、平成24年11月の調査

において作成した健全性確認要領

書において点検間隔/頻度を超過し

た機器の健全性を評価する方法とし

て、保守管理要領に規定された「準

じた確認」を用いたことにより、点検

を行う必要がないとした

（要因T１－３２３）

電気保修課では、保全計画（点検

計画）における点検間隔/頻度で点

検を実施すべきであったが、「電気・

計測制御設備の点検間隔超過に対

する健全性確認要領書」に基づき点

検期限を超過する前に「準じた確認」

により評価して点検を行わなかった

（要因T１－３３１）

電気保修課では、保全計画（点検

計画）の点検間隔/頻度に基づき、平

成24年11月中に点検を実施できるよ

うに管理すべきであったが、担当者

が失念した場合にも、注意を促す仕

組みやラインからの働きかけがな

かった

（要因T１－３２７）

電気保修課では、保全計画（点検

計画）の点検間隔/頻度に基づき、平

成24年11月中に点検を実施できるよ

うに管理すべきであったが、点検予

定と実績を管理するシステムとして作

られていた月間レビューが点検期限

管理として使用できるものとなってい

なかった

（要因T１－３２６）

直接要因1-(33)（プロセス的問題）

直接要因1-(34)（プロセス的問題）

＊9

＊35

＊29

所大チェックで点検実績が認められず

電気保修課所掌設備で点検期限超過

した

電気保修課では、同課が所掌する一

部の機器について、保全計画（点検

計画）に定める点検項目、点検間隔

／頻度、点検内容に従った点検を実

施しておらず点検期限を超過した

（要因T１－７３）

電気保修課の担当者及びチームリー

ダーは、発注に際して、従来（保全プ

ログラム導入前）からの発注仕様書

どおりであることを確認するだけで、

保全計画（点検計画）の点検項目・内

容と発注仕様書の点検内容との整合

を図らなかった

（要因Ｔ１－２３）

電気保修課の課長代理、チームリー

ダー及び担当者は、保安規定に定め

る保全計画（点検計画）を遵守する必

要があるにも関わらず、従来からの

発注仕様書通りの点検内容と齟齬の

ある点検計画を遵守しなければなら

ないという意識がなかった

（要因Ｔ１－２０）

電気保修課長は、保全計画（点検計

画）に定める点検内容と発注仕様書の

点検内容との整合を図ることを課員に

周知し理解させていなかった

（要因Ｔ１－１９）

電気保修課の担当者及びチームリー

ダーは、点検周期Ｎサイクル（Ｎ年＋

４ヶ月）が導入され、機器毎に点検期

限を管理することが明確化されたこと

から、保全計画（点検計画）に定めた

点検間隔／頻度に従って点検期限を

超過しない時期に点検が実施できるよ

う発注を含めた点検工程を管理すべき

であったが、点検を実施した時期が既

に点検期限超過になることを確認して

いなかった（要因T１－７１）

電気保修課の担当者及びチーム

リーダーでは、点検周期Ｎサイクル

の導入により、機器毎に点検期限を

管理する必要があったが、前回の点

検実績を把握しておらず、外部に点

検発注する際に次回点検期限の確

認が不足していた

（要因Ｔ１－６９）

*44

保全計画（点検計画）を適切に実施

するためには、点検期限の管理を確

実にすべきであったが、プラント保全

部長が予定・実績管理のために設け

た月間レビューは、点検期限をチェッ

クするツールとして使えるものとなっ

ていなかった

（要因Ｔ１－７０）

電気保修課の一部では、保守管理の

実施にあたり、保全計画（点検計画）

に基づいて外部への点検発注を行う

必要があるにも関わらず、１３０系計

装弁、２１０系液面計プリアンプ等の

点検では、発注仕様書に点検計画の

点検項目・内容の記載が抜けていた

（要因Ｔ１－２４）

電気保修課の課長代理、チームリー

ダー及び担当者は、保全計画（点検計

画）が保安規定に基づくＱＭＳ文書であ

るとの認識が不足し、点検計画を遵守

しないことが保安規定違反になるとは

思っていなかった

（要因Ｔ１－１６）

電気保修課のチームリーダーは、保

全計画（点検計画）は機器の機能を

担保する項目を記載しているのに対

し、従来からの発注仕様書には、機

器の健全性を確認する上で必要な点

検が点検計画の項目以上に含まれ

ていると考えていた

（要因Ｔ１－２１）

電気保修課のチームリーダーは、保

全計画（点検計画）と発注仕様書との

内容の相違があっても、前任者を含

めて実施してきており、また、発注仕

様書に記載している点検項目が点検

計画に記載されていない場合もあり、

点検計画との違いの重要性を気付い

ていなかった

（要因Ｔ１－２２）

電気保修課の一部では、保守管理

の実施にあたり、保全計画（点検計

画）の点検間隔／頻度に従って点検

期限が超過しないように外部への点

検発注を行う必要があるにも関わら

ず、２５０系圧力発信器等の点検で

は、契約後に実施した点検の時期が

既に点検期限超過となっていた

（要因T１－７２）

電気保修課長及び課長代理は、前

回の点検実績を起点とした次回点検

期限を確認して、点検期限の時期に

点検を実施するとした点検工程管理

の重要性について、課員への指導が

不十分であった

（要因Ｔ１－６８）

電気保修課の課長代理、チームリー

ダー及び担当者は、保全計画（点検計

画）については、保守担当部署（プラン

ト保全部）として、機器の健全性をどの

ような点検で確認するかといった基本

的な考え方を整理し確定していない状

態で、また、機器の点検担当者が計画

作りに参画していない状況で作成され

たものであり、これまでの点検内容とそ

ぐわない点検計画は機器点検の目安

や参考的なものと考えていた（要因Ｔ１

－１７）

電気保修課の課長代理、チームリー

ダー及び担当者は、保全計画（点検

計画）と整合させた点検実施に基づく

保全活動がＱＭＳに基づく活動であ

り、適切な品質保証活動が保安規定

遵守につながるという理解が不足し

ていた

（要因Ｔ１－１５）

電気保修課長は、保全計画（点検計

画）に沿った発注仕様書の作成と確

認は担当者（チームリーダー含む）等

の責務として、当然チームリーダー

や課長代理の審査がなされているも

のと考えていた

（要因Ｔ１－１８）

頂上事象 a-2

直接要因1-(35)（プロセス的問

題）

直接要因1-(36)（人的過誤）

＊35

問題事象 1-13

問題事象 1-14

＊44

＊34

Ｉ-9

Ｅ-59

Ｅ-44

Ｆ-84

Ｆ-42

Ｆ-84

Ｅ-59



　根本原因分析に関する要因分析図(14/35)　 （添付資料-4）

ＭG H I J K ＬA B C D E F

K-97 L-97 M-97

K-98 L-98 M-98

K-99 L-99 M-99
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K-103 L-103 M-103G-103 H-103 I-103 J-103A-103 B-103 C-103 D-103 E-103 F-103
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99
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電気保修課の担当者は、外部へ発

注した点検の実績を管理するために

は、点検の検収にあたって、点検記

録に抜けがないことを確認すべきで

あったが、４７２系流量計や７３６系ＩＴ

Ｖ設備中継端子箱の点検では、受領

した点検報告書の一部で実施済みと

していた点検記録が抜けていること

を確認していなかった

（要因T１－５８）

電気保修課のチームリーダーは、も

んじゅにおける保安活動に係る調達

に適用されるＱＭＳ文書「物品等調

達管理要領」に従って調達製品の検

証（点検報告書等の検収）を実施す

ることを担当者に理解させる必要が

あったが、担当者に対する点検報告

書の検収を確実に実施できるような

指導が不足していた

（要因T１－５２）

電気保修課では、一部の機器につい

ての保全計画（点検計画）の記載が、

現場の機器の状況にそぐわないもの

となっており、保全計画（点検計画）

どおりの点検ができなかった

（要因T１－７４）

電気保修課では、保守管理の実施に

あたり、機器ごとに点検すべき内容を

検討して設備機器の健全性維持に

見合った保全計画（点検計画）を整

備していなかった。また、現場照合や

設備仕様との整合を確認していな

かった

（要因T１－２７）

電気保修課の担当者及びチームリー

ダーは、２１０系蒸発器液面計の保全

計画（点検計画）には液面計を構成

する機器ごとに点検を実施するとして

いるのに対し、実際の点検では機器

の健全性を確認できる液面計を構成

する全体機器（検出器、プリアンプ、

信号変換器、指示計等）を対象とした

ループ校正試験を実施していた

（要因T１－２６）

電気保修課の担当者及びチーム

リーダーは、４１０系や６７４系等の圧

力指示計の保全計画（点検計画）に

は「特性試験（圧力指示計を大気圧

としてゼロ点指示を確認する）」を実

施するとしているのに対し、点検では

この特性試験を明確にしないで測定

範囲の入出力を確認する特性試験

の一部として実施していた

（要因T１－２８）

電気保修課の担当者及びチーム

リーダーは、中央計算機の通信制御

装置（盤）の「機能・性能試験（性能確

認用プログラムを用いた作動試験）」

では、当該盤の一部が端子盤のみ

の機器で構成されており、そもそも当

該試験を実施することができないに

も関わらず、実施できない試験項目

について他の盤と同様に保全計画

（点検計画）に記載してしまった

（要因T１－１４）

電気保修課の担当者及びチームリー

ダーは、換気空調盤や６８１系ダンパ

計装品等のように、保全計画（点検

計画）と点検計画〔保安規定（第３３

条又は第１０３条）に基づく試験計画〕

（以下、「試験計画」という。）の２つの

計画に重複する点検項目（機能・性

能試験）については、点検間隔／頻

度が異なることを意識して個別に点

検する必要があったが、点検計画の

“１６Ｍ”よりも、試験計画の“１保全

サイクル”を意識していた

（要因T１－６３）

電気保修課の担当者及びチームリー

ダーは、保全計画（点検計画）の点検

内容を設備機器の仕様と照合し、設

備機器に適した点検項目や点検内

容を設定すべきであったが、他の同

種機器と同じ機器であるものとみなし

て点検項目を誤って設定してしまった

（要因T１－１３）

電気保修課の担当者は、受領した点

検報告書について、チームリーダー

から「点検記録の記載漏れ等はない

か」との質問を受けていたにも関わら

ず、点検記録の確認が抜けてしまっ

た

（要因T１－５４）

電気保修課のチームリーダーは、受

領した点検報告書全体について、

「点検記録」に抜けがないことを自ら

確認すべきであったが、当該担当者

に点検記録の確認を任せていた

（要因T１－５７）

電気保修課のチームリーダーは、受

領した点検報告書の点検記録から点

検実績を確認して、点検期限を管理

すべきであったが、所掌する設備が

多く、受領した点検報告書１件ごとの

点検結果の量も多いことから、仕様

書に記載した点検ごとの内容を点検

記録から逐一確認する必要があるこ

とへの意識が不足していた

（要因T１－５６）

電気保修課の担当者及びチームリー

ダーは、保全計画（点検計画）と試験

計画に重複する「機能・性能試験」に

ついては、課長代理から『「機能・性

能試験」は、原子炉が“低温停止”中

には機能要求がなく、起動に備えて

適切な時期に点検する』との説明を

受けて、試験計画に規定する点検間

隔／頻度の“１保全サイクル”で管理

するものと認識した

（要因T１－６２）

電気保修課長及び課長代理は、もん

じゅは燃料を装荷している状態であり、

保全計画に基づく点検の他に、原子炉

の状態に応じて保安規定で要求される

機能を確認する内容があることから、

保全計画（点検計画）の「機能・性能試

験」は不要とし、「外観点検」と「特性試

験」は点検計画で、「機能・性能試験」

は試験計画（点検間隔／頻度は“１保

全サイクル”）での実施に区分したが、

不要とした「機能・性能試験」について

は課員に連絡していなかった

（要因T１－６１）

電気保修課では、保全計画（点検計

画）の「機能・性能試験」を不要とす

るなど、新たな考え方で点検を実施

する前には点検計画を改訂する必

要があることをＱＭＳで求められてい

るにも関わらず、点検計画は機器点

検の目安や参考的なものと考え、そ

の見直しを実施していないなど、保

全活動がＱＭＳに基づく活動である

という理解が不足していた

（要因Ｔ１－５９）

電気保修課の管理職は、課員に対し

て、今回の点検実績を起点とした次

回点検期限を管理する業務の重要

性に関する指導が不十分であった

（要因T１－５５）

電気保修課長及び課長代理は、保

全計画（点検計画）と試験計画の２つ

の計画に重複している「機能・性能試

験」の取り扱いを課員が間違えない

よう、不要とした点検計画の「機能・

性能試験」を削除すべきであったが、

課員に点検計画の見直しを指示して

いなかった

（要因Ｔ１－６０）

電気保修課の担当者は、受領した点

検報告書の検収において、仕様書に

記載された点検の記録が漏れなく提

出されていることを確認する意義を理

解できておらず、点検記録を確認した

つもりでいた

（要因T１－５３）

電気保修課では、機器（機種）ごとに

健全性を確認する保全のやり方を決

めておらず、点検すべき項目を機器

に係る規格等に照らし合わせるなど、

よく吟味しないで保全計画（点検計

画）を作成していた他、点検の実態を

考慮した点検計画の見直しも実施し

ていなかった

（要因T１－２５）

保全プログラムを策定した所大の

ワーキンググループは、限られた時

間の中で現存する資料をもとに保全

計画をまとめあげることとし、作成し

た保全計画について現場照合や設

備仕様との整合を確認する等のため

の十分なスケジュールを確保してい

なかった

（要因T１－１２）

保全プログラムを策定した所大のワー

キンググループは、保安規定に基づく

保全計画の重要性を考慮して保全プロ

グラムの策定や導入のために十分な

期間を確保するとともに、設備毎の機

能要求や点検内容を教育しておく必要

があったが、現場照合や設備仕様と整

合した保全計画に仕上げるための計画

（作業期間確保や知識付与）の検討が

十分でなく、段取りが不足していた

（要因T１－１１）

4.中間管理要因
4-9-3 工程・計画

1-㉗

直接要因1-(37)（人的過誤）

直接要因1-(38)（人的過誤）
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*44

*46
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問題事象 1-15

*34

*57

*34

Ｆ-84

Ｆ-42

Ｆ-84

Ｆ-99

Ｆ-42



　根本原因分析に関する要因分析図(15/35)　 （添付資料-4）
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２-（３） 特別な保全計画へ移行する際の手続きの不備や点検期限把握誤認に気づかずに点検期限を超過した件（電気保修課）
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電気保修課の担当者及びチームリー

ダーは、４７０系や４７１系電空変換

器の保全計画（点検計画）には「分解

点検（パイロットリレー、減圧弁、フィ

ルタを交換する）」を実施するとしてい

るのに対し、点検では交換の必要が

ある部品だけを実施していた

（要因T１－２９）

特別な保全計画への移行手続き不

備や点検期限に気づかずに点検期限

を超過した

電気保修課では、保全計画（点検計

画）に基づき点検期限を迎える機器を

正確に把握しておく必要があったが、

プラント保全部次長から指示のあった

至近（平成24年12月～平成25年2月）

に点検期限を迎える機器の抽出リスト

を作成した際、当該機器の前回の点

検実績を他の実績と取り違えたことか

ら、平成23年8月と入力すべきところ

平成23年9月と誤った入力があった

（要因T１－３３６）

電気保修課では、271系ＣＬＤ（特性

試験）について、保全計画（点検計

画）に基づく点検期限を誤って把握し

ていたため、点検期限までに点検が

できなかった

（要因T１－３６３）

電気保修課の課長、課長代理及び

電気チームリーダーは、至近（平成

24年12月～平成25年2月）に点検期

限を迎える機器の抽出リストを作成し

た際、正確な点検実績が入力されて

いることを確認すべきであったが、点

検記録と点検実績が整合が取れて

いることを確認しなかったことから誤

入力に気が付かなかった

（要因T１－３３７）

*34

電気保修課計装チームリーダーは、

特別な保全計画にて管理する場合に

は、特別な保全計画に当該設備を記

載するとともに点検計画の備考欄に

特別な保全計画に移行する旨の記載

を行う必要があることを理解した上で

担当者へ指導すべきであったが、保

修計画課が実施した業務連絡やその

説明会等で周知された当該手続きを

誤認し、担当者へ適切な指導ができ

なかった

（要因T１－２４４）

電気保修課の計装チームは、設備を

特別な保全計画にて管理する場合に

は、特別な保全計画に設備を記載する

とともに、点検計画の備考欄に特別な

保全計画に移行する旨の記載を行うこ

ととしていたにも関わらず特別な保全

計画への記載を行なっておらず、点検

計画の備考欄への記載内容も誤った

（要因T１－２５３）

保修計画課は点検計画から特別な

保全計画へ移行する場合の具体的

方法について、ＱＭＳとして取り入れ

ルール化して教育すべきであったが、

ＱＭＳ文書を制改定せず保修計画課

長の決裁による業務連絡と説明会や

メールで対処したのみであり、理解の

徹底化を図らなかった

（要因１-２３８ 再掲）

電気保修課は、714系カバーガス法

破損燃料検出装置等について、点検

計画から特別な保全計画へ移行する

際の手続きが不十分であったにも関わ

らず、特別な保全計画へ移行したもの

と誤認して点検を実施しなかった

（要因T１－３６５）

電気保修課計装チームリーダーは、

手続きを十分理解した上でチーム員

へ周知すべきだったが、説明会後の

保修計画課への再確認において、点

検計画の備考欄に記載すれば特別

な保全計画への移行手続きを行った

ことになるかと問い合わせしたことに

対し、保修計画課から移行したことに

なるとの回答を得たためそのまま

チーム員に指導し、特別な保全計画

への記載を怠った（要因T１－２４３ 再

掲）

電気保修課長及び課長代理は、点

検計画から特別な保全計画への移行

手続きが適切になされていないことを

指摘すべきであったが、その手続き

が適切になされていないことを指摘で

きなかった

（要因T１－２５２）

保修計画課長は、特別な保全計画

への移行手続き等について正しく処

理されていることを確認すべきであっ

たが、保全計画を確認した際に移行

されている機器が少ないと思ったもの

の実際の手続きは保守担当課が行う

ものであるとして、保全計画への移行

が適切に行われてるどうかについて

十分なフォローをしなかった

（要因T１－２４１）

保修計画課は、保守担当課員によ

る特別な保全計画への移行手続きが

確実となるように理解させておく必要

があったが、電気保修課では手続き

を誤認し結果としてプラント保全部内

で特別な保全計画への移行手続きが

統一されていなかった

（要因T１－２４２）

保修計画課長は、事前に業務連絡

票で通知していた特別な保全計画へ

の移行手続きについて、説明会出席

者の理解が十分でないと感じたこと

から、説明会の場で特別な保全計画

の内容や手続きを周知することとし

たが、説明会であったためにその理

解程度までは把握していなかった

（要因T１－２３９）

4.中間管理要因
4-3-1 学習意欲の促進

*48

*48

電気保修課では至近（平成24年12

月～平成25年2月）に点検期限を迎

える機器の抽出リストを作成した際、

正確な点検実績が入力されているこ

とを確認すべきであったが、点検計

画のような大量なデータをチェックす

るための仕組みがなかった

（要因T１－３３３）

電気保修課担当者は、至近（平成

24年12月～平成25年2月）に点検期

限を迎える機器の抽出リストを作成し

た際、正確な点検実績が入力されて

いることを確認すべきであったが、自

ら入力した点検実績に誤りがないか

を確認しなかった

（要因T１－３３５）

電気保修課では、至近（平成24年

12月～平成25年2月）に点検期限を

迎える機器の抽出リストを作成した

際、膨大なデータを手作業で入力し

ており、チェックを実施できる時間が

確保できなかった

（要因T１－３３４）

*49

*49

頂上事象 a-3

直接要因1-(29)（再掲：人的過誤）

直接要因1-(39)（人的過誤）

＊10

問題事象 1-16

問題事象 1-17

*47

保修計画課長は、保守管理のPDCA

を回すために必要な知識についての

教育を徹底すべきであったが、（保全

の有効性評価について他プラントの

事例を踏まえることの教示が不足して

いるなど）保守管理に必要な評価方

法や手続き（保全の有効性評価方法

や特別な保全計画への移行手続き、

アウトオブサービスの適用方法）が理

解できる教育としていなかった

（要因T１－９２）

1-⑯(再掲）

*24

*19

*34
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非常用ＤＧの点検管理を自ら担当して

いる電気保修課チームリーダーは、プラ

ント保全部次長から指示のあった至近

（平成24年12月～平成25年2月）に点検

期限を迎える機器の抽出リストに基づき

点検を実施すべきであったが、当該機

器が平成24年12月に点検期限が来ると

の認識はあったものの、平成24年12月

にはＡ号機が点検中であったため、Ｃ号

機も含めて非常用ＤＧの2台を待機除外

とはできないと自ら判断した

（要因T１－３５５）

電気保修課チームリーダーは、プラ

ント保全部次長から指示のあった至近

（平成24年12月～平成25年2月）に点

検期限を迎える機器の抽出リストに基

づき点検を実施すべきであったが、Ｃ

号機が１月中旬から２月末に掛けて点

検可能となることから、その間に点検

を実施すれば良いと考えた

（要因T１－３５３）

電気保修課チームリーダーは、プラン

ト保全部次長から指示のあった至近（平

成24年12月～平成25年2月）に点検期

限を迎える機器の抽出リストに基づき点

検を実施すべきであったが、点検や不

適合管理を行うこと及びこれらについて

上司へ相談することなく、ＤＧは2台を待

機除外にできないことから点検できない

のは仕方ないと諦めてしまった

（要因T１－３５４）

電気保修課は、771系非常用DG（C

号機）の一部の機器について、保全

計画（点検計画）に基づく点検期限を

正しく把握していたにも関わらず、点

検期限までに点検を実施しなかった

（要因T１－３８１）

電気保修課チームリーダーは、設

備機器の安全を確保するために保全

計画（点検計画）を確実に履行すべき

であったが、点検計画は遵守しなけ

ればならないものとの認識がなく、保

安規定違反との認識もなかった

（要因T１－３５２）

電気保修課では、点検期限の

起点の考え方を間違って点検期

限を超過した

保修計画課長は、点検が完了し合

格した年月を次回点検時期を設定す

るための起点とすべきであったが、保

全計画(Rev11）の改正作業の実施に

当たり各課へ発行した業連では、「点

検・補修等の結果の確認評価要領」に

基づく様式-1,2,3のいずれかを起点と

することができるというあいまいな指示

を行った

（要因T１－２７７）

電気保修課では、当該予熱ヒータの次

回点検時期を設定するにあたり、起点

をヒータ個々の点検が完了したそれぞ

れの時期（平成21年10月）とすべきで

あったが、保修計画課長が内容を精査

せずに発行した点検の起点の考え方

が曖昧となっている業務連絡書の指示

に従って、予熱ヒータの点検が完了し

た後に作成した点検・補修等の結果の

確認・評価（様式-１）月（平成21年11

月）を起点として採用したこと

（要因T１－３４５）

保修計画課は、「保全計画検討要領」

において点検実績として点検の「完了

年月」を記載するよう定めていたが、当

該要領において点検完了の定義を明

確にしてルール化すべきであったが、

保修計画課長の決済による業連で対

処した（要因T１－２７６）

電気保修課では、1次、2次予熱ヒー

タについて、平成25年3月に点検を実

施すれば良いと考えていたため設備に

見合った点検期限までに点検を実施し

ておらず、点検期限の起点の考え方を

間違って点検期限を超過した（要因T１

－３８４）

保修計画課長は、予熱ヒータのように

複数の機器を一括して点検期間として

設定し、点検を終了したものから運転

を行うような機器に対して、点検実績年

月として一連の点検や試運転を完了し

た後に作成する様式-1の評価年月が

適用できるかどうかを業連を発行する

前に検討すべきであったが、保修計画

課TLが作成した様式-1を使用できると

した内容を十分に検討しないまま、業

連を発行した（要因T１－２７５）

直接要因1-(41)（プロセス的問題）

頂上事象 a-4

電気保修課では、設備機器の安

全を確保するために保全計画（点検

計画）を確実に履行すべきであった

が、点検計画は遵守しなければなら

ないものとの認識が薄く、既に発注

済みの設備点検内容について点検

計画に基づき見直すべきであるにも

関わらず、それを十分に理解してい

なかった （要因T１－２４６）

電気保修課では、保全計画

（点検計画）において毎月点検

するとしていた設備の点検期限

を超過した

電気保修課は、淡水供給設備

制御盤、排水移送系計測・制御

設備現場操作盤の外観点検に

ついて、従前から慣例的に行っ

ている3ヶ月に１回の点検しか実

施しておらず、保全計画（点検計

画）において毎月点検するとして

いた設備の点検期限を超過した

（要因T１－３２５）

電気保修課担当者は、保全計

画（点検計画）の点検内容及び

点検間隔/頻度に基づき発注を

依頼すべきであったが、点検計

画が制定される以前から1回/3ヶ

月の頻度で点検を発注していた

ことから、前年度の発注のままと

していた

（要因T１－２４７）

電気保修課は、外注で行ってい

る当該の制御盤等の点検につい

て保全計画（点検計画）の点検内

容と整合を確認し、保修計画課へ

発注依頼すべきであったが、保全

計画（点検計画）の内容と整合の

とれていない発注を依頼していた

（要因T１－２４８）

電気保修課チームリーダー及び

担当者は、保全計画（点検計画）

の点検間隔/頻度及び点検内容

が点検計画に沿っていることを常

に確認しておくべきであったが、点

検計画を常に確認し、その内容に

沿って点検を行うことが出来てい

なかった

（要因T１－２６１）

電気保修課チームリーダー及

び担当者は、保全計画（点検計

画）の点検間隔/頻度で点検を実

施しておく必要があったが、実際

に行われている制御盤等の外観

点検の点検周期と保全計画（点

検計画）における点検間隔/頻度

が整合していないことの確認がな

されていなかった（要因T１－２６

２）

電気保修課チームリーダー及

び担当者は、保全計画（点検計

画）で毎月と定められた淡水・排

水設備の制御盤等の外観点検を

1回/3ヶ月の頻度で実施している

にも関わらず、同設備における計

測計器点検において毎月点検す

る際に当該盤の外観も合わせて

点検していると考え、当該盤の外

観点検は毎月実施していると誤

認していた（要因T１－２６３）

電気保修課は、当該制御盤に

ついて保全計画（点検計画）の点

検間隔/頻度に基づき、毎月点検

を実施すべきであったが、「電気・

計測制御設備の点検間隔超過に

対する健全性確認要領書」に基

づき「準じた確認」により1回/3ヶ

月の点検を行うことにより機器の

健全性が維持されていると評価

したため、毎月の点検を行う必要

がないと考えた

（要因T１－３２２）

電気保修課は、点検期限を超

過する前に不適合管理の下で評

価し、特別採用すべきであったが、

平成24年11月の調査において作

成した「電気・計測制御設備の点

検計画の手続きの遅れに関する

確認調査要領書」において点検

間隔/頻度を超過した機器の健

全性を評価する方法として「準じ

た確認」を用いていた

（要因T１－３２１）

*51

*51

電気保修課では、保全計画（点検計

画）を保安規定に基づくＱＭＳ文書と

して遵守すること、その点検計画（点

検内容や点検間隔／頻度等）に

従って機器の点検を実施することに

ついて、課員が理解して確実にでき

るような意識の共有が図られていな

かった

（要因T１－２４５）

直接要因1-(42)

（プロセス的問題）

頂上事象 a-5

直接要因1-(43)

（プロセス的問題）

直接要因1-(44)（人的過誤）

＊29

機械保修課は、1次・2次冷却系設備

の点検間隔/頻度の考え方の統一

化の観点から保全計画（点検計画）

を改正した際に、初回点検となる機

器については点検期限の起点を保

全プログラム開始時とする必要が

あったが、そのような教育が実施さ

れておらず、保全計画（点検計画）を

改正した時点を点検期限の起点と

する誤った考え方をしていた

（要因T１－２８１）

機械保修課において、１次アルゴ

ンガス系空気作動弁について、保

全計画（点検計画）の次回点検期

限欄に誤った点検期限が記載され

ていたため、点検期限の管理がで

きず保全計画（点検計画）で定め

た点検期限を超過した

（要因T１－３８７）

機械保修課は、保全計画（点検計

画）について明確に規定されてい

ない点検期限の起点の考え方を

採用する場合、保修計画課に相談

すべきであったが、機械保修課は

課内で考え方を決め、その内容に

ついて保修計画課への確認を実

施しなかった

（要因T１－２８０）

機械保修課は、１次アルゴンガス

系空気作動弁の点検期限を設定

する際、従来の点検間隔／頻度か

ら短縮して改正するものであること

から、安全側の改正であると考え、

点検期限の起点の考え方に問題

があるとは認識していなかった

（要因T１－２７９）

機械保修課において、保全計画

（点検計画）に定められた点検期

限を超過した

保修計画課は、次回点検期限を

設定する場合、点検実績のない機

器の点検期限の起点について、そ

の考え方をルールに明記する必

要があったが、保全計画や保守管

理要領にその考え方を記載してい

なかった、また、保守担当課に対

し口頭での説明であり、十分な教

育を実施しておらず、当該ケース

に対する起点の考え方が周知され

ていなかった

（要因T１－２７８）
直接要因1-(45)

（プロセス的問題）

頂上事象 a-6

問題事象 1-18

直接要因1-(40)（人的過誤）

問題事象 1-19

問題事象 1-20

問題事象 1-21
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ＭG H I J K ＬA B C D E F

H-118 K-118 L-118 M-118

H-119 K-119 L-119 M-119

I-124 J-124 K-124 L-124 M-124

M-123

124

A-124 B-124 C-124 D-124 E-124 F-124 G-124 H-124

G-123 H-123 I-123 J-123 K-123 L-123

K-122 L-122 M-122

123

A-123 B-123 C-123 D-123 E-123 F-123

E-122 F-122 G-122 H-122 I-122 J-122

I-121 J-121 K-121 L-121 M-121

122

A-122 B-122 C-122 D-122

M-120

121

A-121 B-121 C-121 D-121 E-121 F-121 G-121 H-121

G-120 H-120 I-120 J-120 K-120 L-120

I-119 J-119

４-（２） 配管支持構造物の点検が不十分であった件（機械保修課）

120

A-120 B-120 C-120 D-120 E-120 F-120

J-118

３-（１） 過去の点検期限超過が確認された件（機械保修課）

119

A-119 B-119 C-119 D-119 E-119 F-119 G-119

118

A-118 B-118 C-118 D-118 E-118 F-118 G-118 I-118

プラント保全部安全技術検討会で

保全計画（点検計画）の改正を審

議した際、機械保修課は、QMSに

定めのない１次アルゴンガス系空

気作動弁の期限管理に係る起点

の設定を含めて点検計画の変更

点を明示し審議に諮るべきであっ

たが、その必要性に気付かず、起

点の考え方が確認・議論されるこ

とがなかった

（要因T１－３７４）

機械保修課及び燃料環境課の担

当者は、配管支持構造物としての

機能を発揮しうる状態にあるか否

かの観点からの点検内容を点検要

領書に記載すべきであったが、過

去の点検要領書（「も健」※等）を参

考にして、点検内容（表面にかき

傷・打こん・クラック等がないことの

確認等）を記載した（要因Ｔ１-３３）

機械保修課及び燃料環境課では、

保全計画（点検計画）に基づく配管

支持構造物の点検ができていな

かった

配管支持構造物の点検要領

書には、機能を発揮しうる状態

にあるか否かの観点からの点

検を行うことが記載されておら

ず、必要な点検ができていな

かった

（要因T１－４８）

※「も健」：

長期停止プラント（高速増殖原型炉

「もんじゅ」）の設備健全性確認

直接要因1-(46)

（プロセス的問題）

頂上事象 a-8

機械保修課所掌設備において、

過去の点検期限超過が確認され

た

問題事象 1-22

機械保修課では、清水膨張タンク等

の保全計画（点検計画）が定めたと

おりの点検間隔で点検管理できるも

のとなっていなかった

（要因Ｔ１-４０１）

機械保修課長及び同課の一部では、

QMSに規定されていない場合は業

務に適用できないにも関わらず、点

検期限を設定するにあたって、機器

の点検のために当該機器を停止し

ていた期間は次の点検までの期間

に含めない（アウトオブサービス）と

考えていた

（要因Ｔ１-１９８ 再掲）

直接要因1-(4)（再掲：プロセス的問

保全計画（点検計画）は、点検間

隔/頻度内で点検時期を設定すべ

きであったが、機械保修課の当該

機器については、点検期限超過が

発生する点検計画となっていた

（要因T１－１１１ 再掲）

* 45

問題事象 1-23

頂上事象 a-7

機械保修課及び燃料環境課の

担当者は、配管支持構造物の

機能や劣化モード等を理解した

上で、点検要領書を作成すべき

であったが、支持構造物の機能

や劣化モードを踏まえた点検内

容について理解が不足していた

（要因T１－３２）

機械保修課及び燃料環境課で

は、担当者の多くは当該設備の

保守経験が浅い（協力会社から

の出向者や入社数年目の職員

等）にもかかわらず、熟練者の

配置や、配管支持構造物の機

能や点検内容等に関する指導・

教育が行われていない

（要因T１－２９０）

プラント保全部では、人に頼るこ

となく点検技術や要領の技術継

承ができるように点検要領の標

準化を行っておくべきであったが、

保全計画（点検計画）に基づく点

検要領の標準化や点検要領書

の作成が計画的かつ組織的に

行われていなかった

（要因Ｔ１-３１ 再掲）

点検要領書を審査・承認するラ

イン職は、配管支持構造物とし

ての機能を発揮しうる状態にあ

るか否かの観点からの点検内

容を点検要領書に記載するよう

指摘しなかった

（要因T１－４１）

点検要領書を審査・承認するラ

イン職は、点検要領書に記載さ

れた点検内容が、保全計画（点

検計画）に基づく配管支持構造

物の外観点検ができていないと

は思わなかった

（要因T１－４０）

機械保修課チームリーダーは、

２次系の配管支持装置は、数が

多く不具合（オイルスナバの油

漏れ、ブーツ破損等）も多かった

が、１次系は腐食の懸念がない

窒素雰囲気であり、主な配管支

持構造物であるメカスナはメンテ

ナンスフリーと認識していたので、

外観上に問題なければ機能は

問題ないと考えていた

（要因T１－３８２）

点検要領書を審査・承認するラ

イン職は、保全計画（点検計画）

に基づく点検ができていないこと

を指摘すべきであったが、配管

支持構造物が所定の機能を発

揮しうる状態にあることを確認す

るための外観点検の具体的方

法や確認・評価項目について理

解が不足していたため、指摘で

きなかった

（要因T１－３８）

* 53

機械保修課長は、点検要領書

の承認時に保全計画（点検計

画）との整合等を確認していた

が、点検内容については通常の

外観点検（表面にかき傷・打こ

ん・クラック等がないことの確認

等）を行えばよいと認識していた

（要因T１－１６１）

燃料環境課長は、点検要領書

の承認時に保全計画（点検計

画）との整合等を確認していた

が、前回の点検要領書の内容

を踏襲していることから、これで

よいと考えていた

（要因T１－３９）

* 52

* 53

* 55
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* 55

Ｅ-8
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ＭG H I J K ＬA B C D E F

K-131 L-131 M-131E-131 F-131 G-131 H-131 I-131 J-131

I-130 J-130 K-130 L-130 M-130

131

A-131 B-131 C-131 D-131

M-129

130

A-130 B-130 C-130 D-130 E-130 F-130 G-130 H-130

G-129 H-129 I-129 J-129 K-129 L-129

K-128 L-128 M-128

129

A-129 B-129 C-129 D-129 E-129 F-129

E-128 F-128 G-128 H-128 I-128 J-128

I-127 J-127 K-127 L-127 M-127

128

A-128 B-128 C-128 D-128

M-126

127

A-127 B-127 C-127 D-127 E-127 F-127 G-127 H-127

G-126 H-126 I-126 J-126 K-126 L-126

K-125 L-125 M-125

126

A-126 B-126 C-126 D-126 E-126 F-126

E-125 F-125 G-125 H-125 I-125 J-125

125

A-125 B-125 C-125 D-125

保全技術の継続的な維持・向上を

図るために、新たな知見や保守経

験を蓄積し、保全計画（点検計画）

や要領書に反映するべきであった

が、そのような改善につなげる仕組

みが機能していなかった

（要因T１－４２）

4.中間管理要因
4-3-2 技術伝承

1-㉘

機械保修課及び燃料環境課で

は、保全計画（点検計画）に基

づいて点検要領書を作成して

いたが、保全計画（点検計画）

には、配管支持構造物としての

機能を発揮しうる状態にあるか

否かの観点からの点検内容が

記載されていなかった

（要因T１－４７）

直接要因1-(47)

（プロセス的問題）

機械保修課及び燃料環境課では、

保全計画（点検計画）で配管支持

構造物「１式」を点検対象として点

検範囲を限定していないにも関わ

らず、点検要領書では可視範囲に

限定し、それ以外の範囲（以下

「可視不可部」）について点検を実

施していない等、保全計画（点検

計画）に基づく配管支持構造物の

点検が適切にできていなかった

（要因T１－４９）

機械保修課及び燃料環境課では、

可視不可部の存在を認識してい

たにも関わらず、外観点検の点検

要領における可視不可部の健全

性評価の方法が明確になってい

なかった

（要因T１－４６）

直接要因1-(48)

（プロセス的問題）

問題事象 1-24

*58

保全計画（点検計画）の作成担

当者は、配管支持構造物の劣

化モード等を詳しく調べた上で

点検計画を作成すべきであった

が、期限が迫っていたことから、

「も健」※の計画書等を参照しつ

つ、点検計画の表を埋めるだけ

で精一杯だった

（要因Ｔ１－６）

保全計画（点検計画）の作成担

当者は、配管支持構造物の劣

化モード等を詳しく調べた上で

点検計画を作成すべきであった

が、H20.年11月に点検計画の作

成を開始し、保安規定の施行日

であるH21年1月1日の前までに

作成を終えなければならなかっ

た

（要因Ｔ１－３）

保全計画策定タスクチーム（以降

「タスクチーム」という。）では、保全

計画（点検計画）に所定の機能を

発揮しうる状態にあるか否かの観

点からの点検内容を記載すべきで

あったが、点検計画に記載する内

容について具体的な指示やルー

ル（保全計画検討要領）がないま

ま、担当者の判断で点検計画の作

成が進められた

（要因Ｔ１－５）

保全計画（点検計画）を審査・承認す

るライン職は、点検計画の内容を確

認した上で審査・承認すべきであっ

たが、自らはトラブル対応（アニュラ

ス排気ダクト、ナトリウム漏えい検出

器の誤警報など）に追われていたこ

とや、制定の期限が迫っていたこと

から、十分な確認を行わなかった

（要因Ｔ１－９）

保全計画（点検計画）を審査・承認

するライン職は、点検計画の内容に

ついて十分確認を行うべきであった

が、内容の適切さよりも、期日まで

に保全計画が制定されることが大

事であると認識していた

（要因Ｔ１－８）

タスクチームでは、点検計画の作

成に先立ち、保全計画（点検計画）

の記載内容について、JEAC4209や

軽水炉の情報に基づいて具体的

なルールを定め、チーム内で共有

すべきであったが、保全プログラム

の概要を説明しただけで、体系的

な教育は行われていなかった。

（要因Ｔ１－４）

もんじゅ幹部は、施行日から逆

算して、保全計画（点検計画）の

作成に必要な期間を確保すべ

きであったが、工程優先で点検

計画の作成を進めさせた

（要因Ｔ１－２）

実用炉への保全プログラム導入準備

が数年前から進められていたにも関わ

らず、建設段階にある「もんじゅ」への

保全プログラム導入の要否と導入期

限について、法律の解釈や規制側との

調整に時間を要し、保安規定の施行

日であるH21年1月1日の前までに作成

するとの方針が固まったのは平成20年

10月末であった

（要因 Ｔ１－１）

保全計画（点検計画）を審査・承認

するライン職は、作成する点検計画

は初版なので、これから改訂してい

けば良いと思っていた

（要因Ｔ１－７）

* 56

機械保修課及び燃料環境課で

は、保守経験（保全の有効性評

価等）を通じて保全計画（点検

計画）を見直すべきであったが、

見直しを行わなかった

（要因T１－１００）

機械保修課長は、保全計画（点検

計画）に記載がない点検でも、必要

があれば実施すべきと考え、起動に

備えてメーカーによる１次系メカスナ

の外観点検及び作動試験を実施し

たが、その内容を点検計画に追加

することには思い至らなかった

（要因T１－１５２）

機械保修課長は、保全計画（点検

計画）に記載がない点検でも、県の

要請等により実施した耐震支持構

造物の点検において支持構造物を

個別に識別しリスト化たことから、点

検計画に基づく点検においても、要

領書や記録に反映すべｊきであった

が、点検計画のとおり1式で点検す

べきとして考え反映しなかった

（要因T１－２５８）

* 58

燃料環境課長等は、保全計画

（点検計画）との整合・充足性等

について慎重に審査すべきで

あったが、可視範囲の配管支持

構造物が判定基準を満足すれ

ば、可視不可部も包絡されると

考えていた

（要因T１－４５）

燃料環境課長は、保全計画（点

検計画）との整合・充足性につ

いて慎重に審査すべきであった

が、点検要領書は点検計画で定

めた点検内容を具体化するもの

であり、「可視範囲」との記載を

追加しても構わないと考えてい

た

（要因T１－２３７）

機械保修課及び燃料環境課では、

可視不可部の存在を認識した時

点で、その取扱いを明確にしてお

くべきであったが、可視不可部に

対する問題意識が薄かった

（要因T１－４３）

機械保修課及び燃料環境課の担

当者と要領書を審査・承認するライ

ン職は、保全計画（点検計画）との

整合・充足性について慎重に検討

すべきであったが、点検対象を可

視範囲に限定することにより、その

上位にある点検計画への充足性が

損なわれることや健全性評価が必

要であることに思い至らなかった

（要因T１－４４）
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ＭG H I J K ＬA B C D E F
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機械保修課及び燃料環境課は、

配管支持構造物の点検結果に

ついて個々の機器を特定できる

ように記録すべきであったが、

「１式」として記録し、個々の機

器を特定できるように記録して

いなかった

（要因T１－５０）

機械保修課及び燃料環境課では、

保全計画（点検計画）に機器数量「１

式」として記載されている配管支持構

造物の点検記録について、リストや

アイソメ図を添付し、個々の支持構

造物が特定できるように記録するこ

とをルール（ＱＭＳ文書 作業要領書

標準記載要領）として明確に定めて

いなかった

（要因T１－３０）

直接要因1-(49)

（プロセス的問題）

問題事象 1-25

機械保修課及び燃料環境課の

担当者は、保全計画（点検計画）

との整合・充足性等について慎

重に検討すべきであったが、十

分な検討を行うことなく、過去の

点検要領書（「も健」※等）を参考

にして、点検対象を可視範囲に

限定した

（要因T１－３４）

タスクチーム員は、保全計画（点検

計画）に従って全ての配管支持構

造物を点検範囲と認識すべきで

あったが、全ての配管支持構造物

を対象にすると、高所で足場が必

要になったり、環境（雰囲気・放射

線）によっては立入期間が制限され

ることから、点検範囲は「可視可能

範囲」とし、目視できない支持構造

物については妥当性評価を行うも

のと認識していた

（要因Ｔ１－１０）

*53

機械保修課TLは、可視不

可部にある支持構造物に

ついて、「も健」※の計画書

の中でも評価し、当時の保

安院にも説明した実績が

あったため、あらためて健

全性評価を実施しなくても

よいと考えた

（要因 可－１４－２） ※「も健」： 長期停止プラント（高速増殖原型炉「もんじゅ」）の設備健全性確認

（独立行政法人日本原子力研究開発機構）

機械保修課は自前での点検を

行うに当たって、過去にメーカで

行っていた支持構造物の点検記

録等（可視不可能部が明確、機

能を発揮しうる状態にあるか否

かの観点での点検内容、個々の

支持構造物が識別されている記

録）を調査した上で、要領書や記

録を作成すべきであったが、自

前で行った「も健」の記録を参照

した

（要因T１－１５９）

機械保修課チームリーダーは、

可視不可部にある支持構造物

について、「も健」※の計画書の

中でも評価し、当時の保安院に

も説明した実績があったため、あ

らためて健全性評価を実施しな

くてもよいと考えた

（要因T１－１６０）

支持構造物の点検は可視不可部を明

確にし、機能を発揮しうる状態にある

か否かの観点での点検内容とし、

個々の支持構造物が識別されている

記録とすべきであったが、保全計画

（点検計画）の外観点検は、可能な限

り自前で行うことが保全部の認識とし

てあったことから、自前でできる範囲

の点検を想定していたため、足場等を

使用してのメーカーの点検内容を導入

することは考えていなかった

（要因T１－１５８）

* 58

燃料環境課長代理等は、点検要

領書の審査にあたり、リストやアイ

ソメ図を添付し、個々の支持構造

物が特定できるように指導すべき

であったが、アイソメ図を添付する

と要領書が分厚くなるのこと、アイ

ソメ図にない支持構造物があるこ

とから、配管系統図に点検範囲を

色塗りさせることで、点検範囲が

判ればよいと考えていた

（要因T１－３６）

* 53機械保修課及び燃料環境課は、

点検要領書の作成にあたり、リ

ストやアイソメ図を添付し、個々

の支持構造物を特定できるよう

にすべきであったが、保全計画

（点検計画）に機器数量「１式」と

して記載されているので、記録

も「１式」で管理すればよいと認

識していた

（要因T１－３７）

機械保修課チームリーダーは、点

検要領書の審査にあたり、リストや

アイソメ図を添付し、個々の支持構

造物を特定できるように指導すべ

きであったが、１次系にはメカニカ

ルスナッバを使用しているので基

本的にメンテナンスフリーであると

考え、自前で点検することもあり、

全ての支持構造物を個別に記録す

る必要はなく、異常を発見すればそ

の都度、個別に記録すればよいと

認識していた

（要因T１－３８３）

機械保修課及び燃料環境課は、

保全計画（点検計画）に機器数

量「１式」として記載されている

配管支持構造物の点検記録に

ついて、重要性や機能を勘案し

た上で個別に点検し記録するよ

う要領書を定めるべきであった

が、個々を特定して記録を管理

しなければならないという意識

が薄かった

（要因T１－３５）* 60

* 60

* 60

* 54

* 54
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機械保修課の担当者は、点検要領

書・報告書に点検範囲を示すもの（配

管系統図や対象機器のリスト等）を添

付し、当該箇所を色塗りすることで点

検した機器を特定できるように記録す

べきであったが、配管系統図を添付し

ていなかったり、色塗りをしていな

かった

（要因T１－２８３）

直接要因 1-(50)

（プロセス的問題）

機械保修課チームリーダーは、

福井県からの指示により実施し

た「福島の水平展開」※に際し、

点検対象（崩壊熱除去系）の支

持構造物のリストを作成し、要領

書及び成績書に使用したが、リ

スト作成は県からの要求に応え

るためと認識しており、その内容

を保全計画（点検計画）に基づく

点検に反映する考えはなかった

（要因T１－２５７）

※ 福島第一原子力発電所事故を踏まえたソフト面を含めた安全対策の内、

１次２次主冷却配管の耐震サポートの総点検

保修計画課長は、平成22年度第2回

保安検査の指摘事項（点検計画の記

載レベル統一）に対して、保全計画

（点検計画）に1台1台記載するのは膨

大になるが、実際には個別に管理す

る必要があるので、QMS文書等で管

理するよう保全部内に周知すべきで

あったが、担当者は支持構造物につ

いて個別に管理していると思い、指示

しなかった

（要因T１－１４３）

機械保修課の担当者は、点検要

領書・報告書に点検範囲を示す

もの（配管系統図や対象機器の

リスト等）を添付し、当該箇所を色

塗り等により識別すべきであると

認識していたが、うっかり添付や

色塗りを忘れてしまった

（要因T１－２８２）

機械保修課の担当者は、点検す

る場所（建屋とその階数）毎に記

録を残しておけば、点検範囲は

明確になると考え、配管系統図

などの添付が必要であることに

思い至らなかった

（要因T１－２８９）

機械保修課の担当者は、点検要

領書の作成時に、ＱＭＳ文書（作

業要領書標準記載要領）に基づ

いて配管系統図等を添付すべき

であったが、点検要領書の作成

時にＱＭＳ文書を確認していな

かった

（要因T１－２８８）

機械保修課の担当者は、点検実

施時に点検要領書に基づき点検

範囲を確認すべきであったが、点

検対象を事前に把握していたた

め、記録様式に点検結果を記載

しただけで、添付図（検査対象範

囲図）を確認せず、塗り忘れがあ

ることに気づかなかった

（要因T１－３２４）

機械保修課チームリーダーは、

点検要領書・報告書の記載内容

について、確実に審査すべきで

あったが、担当者が比較的経験

豊富だったため信頼しており、点

検記録を確認しただけで、添付

資料までは確認しなかった

（要因T１－２８５）

点検要領書・報告書を審査・承認

するライン職は、点検範囲を示す

もの（配管系統図や対象機器の

リスト等）が添付されていなかっ

たり、当該箇所を色塗りされてい

ないことを指摘すべきであったが、

これらの点に気付かなかった

（要因T１－２８６）

機械保修課のチームリーダーは、

点検要領書・報告書の記載内容

について、確実に審査すべきで

あったが、法令報告（トラブル対

応）等に追われ、審査する余裕

がなかった

（要因T１－２８４）

機械保修課の担当者は、QMS文

書の重要性を理解し、点検要領

書の作成時に作業要領書標準記

載要領を確認すべきであったが、

ＱＭＳ文書を含め点検要領書の

作成方法について十分な教育が

行われておらず、理解が不十分

だった

（要因T１－２８７）
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４-（４） 点検計画に機器が重複して記載されて一方の点検計画の点検期限を管理できなかった件（電気保修課）
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電気保修課は、平成２１年の保

全計画作成時、電気チームは

制御盤、計装チームは温度ス

イッチとして、当該機器の保全

計画（点検計画）を作成し、保

全計画（点検計画）改正で所掌

範囲が不明確なまま、詳細化

の記載に伴い双方の計画に同

じ機器番号、点検項目等が記

載された

（要因T１－２５４）

電気保修課は、保全計画（点検

計画）において、２次主冷却系

循環ポンプの温度スイッチ等が

重複記載されており、電気チー

ム側の点検は実施していたが、

計装チーム側は保全計画（点

検計画）に従った点検を実施し

ていなかった

（要因T１－９１）

電気保修課計装チームは、保

全計画（点検計画）に当該機器

が記載されているにも関わらず、

当該機器を所掌している認識が

なく、また、当該機器について保

全計画（点検計画）を確認して

いなかった

（要因T１－９０）

保全計画（点検計画）に重複記

載された2次主冷却系循環ポン

プ駆動装置温度スイッチについ

て、計装チーム分の点検期限

が超過していた

電気保修課は、課内のチーム

間の保全計画（点検計画）にお

ける機器の所掌範囲を明確に

して業務を実施すべきところ、こ

れまでの慣例に従った所掌範

囲で点検業務ができていると

思った

（要因T１－８９）

保修計画課は、エンジニアリン

グシートで電気保修課に重複機

器の確認依頼をしているが、重

複確認結果の調整・処置は各

設備担当課であるとし、修正状

況をフォローしていなかった

（要因T１－３８６）

電気保修課は、保修計画課か

らの重複に係るエンジニアリン

グシートを受け、重複を確認し

所掌範囲の調整を行うべきで

あったが、未点検機器の対応に

追われ、課内チーム間の重複

調整ができなかった

電気保修課は、保修計画課か

らの重複に係るエンジニアリン

グシートを受け、重複を確認し

所掌範囲の調整を行うべきで

あったが、担当者の交替に伴う

引き継ぎが十分なされず、課内

チーム間の重複調整を後回に

してしまった

（要因T１－３８５）

直接要因1-(52)（人的過誤）

頂上事象 a-9

直接要因1-(53)（人的過誤）

問題事象 1-27

*62

*62

*34

*34

*34

もんじゅは、平成25年度第4回保安検

査で配管支持構造物の点検について

一部点検が実施されていないものと

指摘されたにも関わらず、平成26年

度第２回保安検査まで指摘された箇

所の扱いを適切に処置しなかった

（要因T１－４００）

もんじゅでは、自ら定めた保全計画

（点検計画）の当該設備（配管支持構

造物）は「一式」で点検を実施すること

になっており、点検要領では、外観点

検は可視可能な範囲としていたことか

ら、保安検査官の指摘について保全

計画（点検計画）に立ち返った要求事

項に対する検討が行われず、不適合

の識別ができていなかった（要因T１

－３９９）

直接要因1-(51)（プロセス的問題）

運営管理室長及びプラント保全部長は、

検査官からの指摘に対してＱＭＳのルー

ルに則って処置すべきであったが、4/9

に「点検計画の実績から削除する」と回

答したことについて、現在超過にしない

ための対応策として、「不十分であると指

摘されている個別機器が特定できていな

いことを不適合管理し、支持構造物一式

の点検は実施していることから当該記録

は次回点検終了まで特別採用する」との

誤った処置方法を説明した。（要因T１－

３９２）

4/16の小委員会では、4/9に「点検計

画の実績から削除する」と回答したこと

について、個別機器が特定されていな

いにも関わらず、現場側から「支持構造

物の点検は要領に従い実施してい

る。」との一面的な説明や点検実績を

削除するこで想定される影響の説明を

受け、「要領に従い、点検を実施してい

るのであれば、再交渉を行い、速やか

に再点検できる準備を行うこと。具体的

な対応については所長が責任をもって

まとめること。」とした

（要因T１－３９７）

所長代理及び運営管理室長は、保守

管理の不備に係る不適合管理を適切

に行い、未点検状態を解消することを

議論し、適切な判断を行うための情報

を提示すべきであったが、4/11の新聞

報道「もんじゅ虚偽報告疑い（新たに

未点検機器）」を受け、（不十分ではあ

るが）点検は実施されていることから、

プラントの安全性が確保されていない

と評価されるリスクを回避するために、

視野狭窄的な資料作成や提案となっ

ていた（要因T１－３９４）

保安検査対象部署は、保安検査官か

ら指摘された内容を詳細に検討し、不

適合を識別し、管理された状態とすべ

きであったが、不適合を理解しておら

ず、未点検部分の取り扱いや定義付

けの検討が遅れていた

（要因T１－３９１）

保安検査対象部署は、保安検査官

からの指摘を理解し、詳細に検討

すべきであったが、不適合を識別

することや未点検部分の取扱いに

関して保安検査官とのコミュニケー

ションが足りなかった

（要因T１－３８９）

保安検査対象部署は、保安検査官か

らの指摘を自らの安全の考え方に照

らして、内包する課題を検討した上で

適切に処置すべきであったが、不適

合の的確な処置と改善に繋げるため

の有効なアクションができていなかっ

た

（要因T１－３８８）

1-㉛

小委員会では、プラント保全部長から

「未点検機器を未点検機器でないと主張

することで36条措置命令違反となる可能

性がある」こと、品質保証室長から「未点

検機器が発生するものの、きちんとした

不適合管理を行うことが必要と考える」と

の説明があったが、運営管理室長から

の影響想定に対する対応策が重要と捉

え、再交渉していくことを決定した

（要因T１－３９６）

運営管理室長は、4/9回答した「点検計

画から実績を削除する」ことは止むを得

ない判断であったとしつつ、不適合報告

書を発行する影響の想定として、①点検

実績を削除すると未点検扱いとなること、

②未点検状態により、もんじゅ施設の安

全性が確保されているとは言えないと評

価される可能性があること、③措置命令

解除の時期が遅延すること等、機構が

受ける影響の大きさが強調される説明

内容となっていた（要因T１－３９５）

所長代理及び運営管理室長は、ＱＭＳ

のルールに則って保守管理の不備に

係る不適合管理を適切に行い、未点

検状態を解消することを議論し、適切

な情報を提示すべきであったが、適切

な判断に必要な情報の伝達や検討結

果の妥当性の確認が十分に行われて

いなかった

（要因T１－３９３）

４．中間管理要因

４－１－４ 発電所の意思決定

1-㉚

１．外部環境要因

１－４ 組織間関係（外部コミュニケーション）

所長は、課題を検討してPDCAを回し

て改善に努めるべきだったが、4/16保

全計画点検・改善小委員会（理事長出

席、以下「小委員会」という。）の決定

に基づき、要領に従い点検を実施して

いることから、点検は実施していると主

張した上で、点検実績は削除しなくて

も良い方向で再交渉を行うこととし、保

安検査官からの指摘について詳細な

検討に至らなかった

（要因T１－３９８）

もんじゅでは、不適合が発生した場

合、要求事項に適合しない状況が

放置されることを防ぐために、不適

合を迅速に識別し、機器の健全性

を評価して適切な処置を行うべき

であったが、不適合管理が正しく理

解されておらず、QMSの教育が十

分でなかった

（要因T１－３９０）

4.中間管理要因
4-7-4 教育・訓練

* 59

* 59

問題事象 1-26

1-㉙

Ｇ-146

Ｆ-42

Ｆ-42

Ｄ-150

Ｆ-42
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機械保修課の一部は、点検期限を延

長する場合は不適合管理の下で必要

な手続きを行う必要があったが、保安

規定と整合しない技術評価や「準じた

確認」を用いて点検期限を延長して管

理した

（要因T2-64）

保守管理上の不備に係る調査

が不十分で何度も繰り返した

（要因T2-61）

機械保修課の一部では、点検期限の

調査にあたって保安規定と整合した保

全計画に基づいて点検実績を確認す

べきであったが、点検期限を管理する

考え方が不適切であったことから、点

検期限を超過した機器を超過していな

いものとした

（要因T2-65）

機械保修課の一部では、点検期限を

定める際、機器停止期間を定められ

た点検期限にカウントしないアウトオ

ブサービスはＱＭＳに規定のないこと

を認識すべきであったが、アウトオブ

サービスが適用できると考えていた

（要因T2-63）

機械保修課の一部では、前回点検時

を起点とした点検期限とすべきであっ

たが、第2保全サイクルに移行した時

点が、点検間隔の起点であると考え

ていた（ゼロリセット）

（要因T2-62）

機械保修課では、点検期限を超過し

た機器の調査方法の確認が不足し

ていた

（要因T2-71）

＊2

＊45

機械保修課では、電気保修課の点検

期限超過の事案に基づき、電気保修

課が行った現在点検期限を超過して

いる機器だけでなく、過去において点

検期限を超過した機器についても調

査を行うための水平展開をすべきで

あったが、再度調査を行わなかった

（要因T2-70）

機械保修課長は、電気保修課の点検

期限超過の事案を水平展開すべきで

あったが、最初の調査において、直近

の点検が期限内に行っていることを

確認したので、再度調査する必要は

ないと判断していた

（要因T2-67）

機械保修課は、他の保守担当課で

行われた調査方法や結果について

把握しておく必要があったが、電気

保修課で行った調査方法やその結

果の情報を知らなかった

（要因T2-69）

機械保修課は、電気保修課で確認さ

れた過去における点検期限超過につ

いても調査すべきであったが、直近

の点検で健全性が確認できていれば、

過去の点検の有無を確認する必要

はないと理解していた

（要因T2-66）

プラント保全部では、点検期限超過

の調査についての調査条件や方法を

統一した上で調査すべきであったが、

調査にあたっての方法が統一されて

いなかった

（要因T2-68）

＊26

もんじゅの調査・確認チーム及び燃

料環境課では、点検期限の超過に

係るエビデンスの確認が不足してい

た

（要因T2-83）

燃料環境課の担当者は、点検期限超

過に係る調査を行うにあたって、超過

に必要となる手続きを確認しておく必

要があったが、点検期限を明確にした

保全計画（点検計画）の第11次改正に

おいて、「次回点検期限」欄に次回使

用時と記載した上で「備考」欄にその

解説を記載する処置を講じたので点検

期限の超過に係る手続きは不要と

思った （要因T2-76）

燃料環境課長は、点検期限超過に係

る調査において、点検期限が変更さ

れている場合には変更に係る手続き

を確認する必要があったが、保全計

画（点検計画）の「次回点検期限」欄

が変更されている設備について、変

更に係る手続きを確認していなかっ

たものがあった

（要因T2-78）

＊27

＊64

プラント保全部長は、点検期限超過

の調査を指示するにあたり、各課の

状況によるものとして、直近の点検実

績だけでなく保全プログラム導入時ま

でに遡って確認する等の調査条件を

明確にせず共有化を図らなかった

（要因T2-2）

プラント保全部長は、点検期限超過

の調査についての調査条件や方法を

統一した上で調査すべきであったが、

SIDと同様な事象がないことを確認す

る目的で調査を依頼したので、調査

の詳細を指示する必要を感じなかっ

た

（要因T2-1）

4.中間管理要因
4-9-3 工程・計画

2-①

直接要因 2-(1)（プロセス的問題）

直接要因 2-(2)（プロセス的問題）

直接要因 2-(3)（人的過誤）

直接要因 2-(4)（プロセス的問題）

問題事象 2-1

問題事象 2-2

燃料環境課長は、点検期限超過に係

る調査について、設備の担当者以外

の者に担当させ、点検期限の超過に

係る必要な手続きがなされていること

を確認する必要があったが、点検時

期や点検期限の詳細については設備

担当者が最も知り得ているとして担当

させ、同担当者は点検期限超過を回

避する手続きが不要と思い込んでい

たために超過に係る手続きを確認し

なかった （要因T2-77）

＊63

＊63

もんじゅ幹部は、プラント保全部が作成

した点検実績確認要領において、調査

を担当する者の要件や点検実績の調

査方法が手続きの不備等を確実に発

見できるようになっていることを確認す

べきであったが、設備の担当者以外の

者によって必要な手続きを客観的に確

認する要領となっていることを確認する

という横断的なチェックが機能していな

かった

（要因T2-74）

もんじゅ幹部は、点検実績の確認に

おいては、調査担当者の思い込みを

防止するために、設備の担当者以外

の者にチェックを担当させる要領とす

べきであったが、プラント保全部が作

成した点検実績確認要領では、設備

の担当者以外の者が点検期限超過

に係る必要な手続きがなされているこ

とを確認する方法とはなっていなかっ

た

（要因T2-75）

＊8

＊9

＊64

＊34

頂上事象 Ｂ

凡例

問題事象○ ：本報告における「問題事象」の番号を示す

：本報告における「直接要因」及びその番号を示す

：本報告における「組織要因を含む背後要因」及び

その番号を示す

直接要因

○-○

：JOFL組織要因分類表に基づく該当する分類を示す。

頂上事象○ ：本報告における「頂上事象」を示す

：連鎖の断ち切り点

○-○ ：*番号先のアドレ
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Ｅ-8
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問題事象 2-4

電気保修課では、エビデンスに基づく

点検期限超過に係る調査結果の説

明資料の作成が正確にできなかった

（要因T2-36）

電気保修課では、ＳＩＤと同様な事象

の調査にあたり、所掌する設備の点

検の計画と実績を整理しておく必要

があったが、保全計画（点検計画）と

点検実績の照合が十分にできなかっ

た

（要因T2-25）

電気保修課では、ＳＩＤと同様な事象

の調査にあたり、所掌する設備の点

検の計画と実績を整理しておく必要

があったが、照合調査作業を行う際、

点検報告書の調査が不十分だった

（要因T2-18）

電気保修課員は、所掌する設備の点

検の実績を確実に把握しておく必要

があったが、確認すべき点検項目（特

性試験）を自営で行っているとは思わ

ず、自営の点検報告書まで確認しな

かった

（要因T2-12）

電気保修課や機械保修課のライン職は、

保全計画（点検計画）及び実績管理に

必要なデータを担当課員以外でも確認

できるように管理を統一しておくべきで

あったが、自ら行うべき役割、職務と責

任の自覚が不足しており、自営の点検

管理や保全計画（点検計画）のデータ管

理を担当者に任せているなど、保全計

画（点検計画）から点検報告書、記録ま

での一元管理ができていなかった（要因

T2-9）

電気保修課員は、ＳＩＤと同様な事象

の調査にあたり、所掌する設備につ

いて保全計画（点検計画）と関連づけ

た点検実績管理（一元管理）をしてお

く必要があったが、点検計画と点検

報告書の関連づけが明確になってい

なかったことから、設備担当者以外

が点検報告書のタイトルから調査し

ようとしている対象機器及び点検項

目を探し出すことが難しかった

（要因T2-10）

電気保修課管理職は、ＳＩＤと同様な

事象の調査にあたり、調査計画を明

確にして実行すべきであったが、計

画を立案して作業を進めるよう指示

するという認識が不足していた

（要因T2-4）

電気保修課管理職は、ＳＩＤと同様な

事象の調査にあたり、調査計画を明

確にして実行すべきであったが、調査

開始時期に具体的な調査方法、スケ

ジュール、調査体制の指示をしなかっ

たので調査情報が統一されていな

かった

（要因T2-5）

電気保修課長は、ＳＩＤと同様な事象

の調査にあたり、調査計画を明確に

して実行すべきであったが、ＳＩＤの事

象について既に課員に説明しており、

調査内容は課員が理解していると

思っていた

（要因T2-3）

電気保修課員は、所掌する設備の点

検の実績を確実に把握しておく必要

があったが、自営で行った点検の実

績管理が行われていなかった

（要因T2-11）

4. 中間管理要因
4-7-1 役割・責任

2-③

直接要因2-(8)（プロセス的問題）

直接要因2-(9)（プロセス的問題）

＊64

もんじゅでは、措置命令報告書の精

査が不十分であり、電気・計測制御

設備の点検期限を超過した安全機

能の重要度分類のうちクラス1の機

器について、点検を完了した機器数

に誤りがあった

（要因T2-48）

報告書確認者（所長代理）、プラント保

全部長及び未点検機器点検班は、点

検実施状況の確認にあたっては、エビ

デンスとの照合を行うべきであったが、

電気・計測制御設備のクラス1機器に

ついて電気保修課から点検が完了し

た旨の口頭の連絡を受けたことで全て

の機器が完了したものと誤認し、点検

済み機器をリスト等のエビデンスで確

認していなかった

（要因T2-47）

未点検機器点検班は、点検実施状

況の確認にあたっては、エビデンスと

の照合を行うべきであったが、不適

合件数確定班から点検の完了確認

に必要な点検対象リスト（点検実施

結果含む）を報告書提出前に入手で

きていなかった

（要因T2-46）

未点検機器の点検を行う際には、各

班の活動に必要な情報を明確にして

おく必要があったが、複数班での活

動において、各班の活動に必要な情

報が明確になっておらず、未点検機

器の確定に必要な情報が未点検機

器点検班に提供されなかった

（要因T2-45）

所大で未点検機器の点検を行う際に

は、各班の活動スケジュールを明確

にしておく必要があったが、報告書提

出に向けた各班の活動のスケジュー

ル管理が不十分であった

（要因T2-44）

所大で対応を図る必要が生じた場合に

適用される「課題発生時対応要領」では、

運営管理室長が、課題発生時対応の

実施計画段階で対応体制の情報共有

について明確にするとされているが、保

守管理不備に係る点検期限超過の調

査の実施計画において、各班の実施プ

ロセスに対するインプットとアウトプット

を明確にしていなかった

（要因T2-42）

もんじゅの調査・確認チームのうち

データベース班は、点検期限超過の

可能性があることが確認された場合

には、ダブルチェック班へ連絡すべき

であったが、「次回点検期限」欄が変

更されており期限超過の可能性のあ

る機器を算出した際に、点検期限超

過に係る手続き確認の役割は担って

いなかったことから、担当課へ確認処

理を依頼しただけであった

（要因T2-91）

点検期限超過を調査するために設け

られたもんじゅとしての調査・確認チー

ムは、点検期限の変更が行われてい

る可能性がある箇所については、記

載内容や手続きの妥当性を確認する

必要があったが、「次回点検期限」欄

が変更されている設備について、変更

に係る手続きを確認しなかった

（要因T2-82）

運営管理室長は、「課題発生時対応

要領」において実施計画の段階で進

捗管理を明確にすることとされている

にも関わらず、実施計画の中で報告

書の提出に向けた進捗管理の具体

的方法を明確にしていなかった

（要因T2-43）

所長及び品質保証室長は、点検期限

超過の調査の実施計画において、各

班の実施プロセスに対するインプット

とアウトプットを明確にする必要が

あったが、調査に係る情報の流れや

職務と責任が明確化されていないこ

とを指摘できず、横断的チェック機能

が十分に働かなかった

（要因T2-40）

運営管理室長や所大チェック事務局は、

点検期限超過の調査の実施計画にお

いて、（「課題発生時対応要領」や「業務

の計画に係る作成要領」に定められた）

調査に必要な条件や内容を明確にする

必要があったが、調査を実施するため

の要求事項など「7.1業務の計画」を理

解して計画を作成する取組みが不足し

ていた（要因T2-41）

4.中間管理要因
4-9-3 工程・計画

＊65

2-②

直接要因2-(7)（人的過誤）

直接要因2-(6)（プロセス的問題）

直接要因2-(5)（プロセス的問題）

問題事象 2-3

もんじゅの調査・確認チームでは、

データベース班が点検期限超過の可

能性を発見した場合、ダブルチェック

班へ連絡し確認すべきであったが、

データベース班が出した点検期限超

過の可能性のある情報が、燃料環境

課内担当者の確認のみで処理され

ており、未点検機器の確定に必要な

情報が所内ダブルチェック班に提供

されなかった

（要因T2-90）

＊66

＊67

＊66

所大のチェックでは、点検期限の変

更が行われている可能性がある箇所

については、記載内容や手続きの妥

当性を確認する必要があったが、共

通保修設備燃取機器洗浄設備（計装

分）について、「次回点検期限」欄を

確認し、「次回使用時」と記載されて

いたため、現時点で超過していると思

わなかった

（T2-80）

所大のチェックでは、点検期限の変更

が行われている可能性がある箇所に

ついては、記載内容や手続きの妥当

性を確認する必要があったが、共通

保修設備燃取機器洗浄設備（計装分）

が平成24年12月に点検期限を超過し

ていることを検知できなかった

（T2-81）

所大のチェックでは、直近の点検実績

日と点検周期を確認して、現時点での

超過の有無を確認するとともに、記載に

相違がある場合には、保守担当課へ連

絡する要領になっているにも関わらず、

チェック担当者へ確認方法の事前周知

が徹底されていなかった（ＰよりＤが先

になっている）

（要因T2-79）

＊65

＊67

＊3

＊8

＊9

＊34

＊68

Ｋ-3

Ｉ-8

Ｉ-9

Ｆ-162

Ｇ-162

Ｇ-163

Ｅ-156

Ｆ-42
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電気保修課長は、所掌する設備の点

検項目と点検内容を課員に周知・理

解させておく必要があったが、課内マ

ニュアルの教育が設備の概要を紹介

する程度であり、設備点検の実施項

目と実施内容についての教育が十分

でなく、課員の一部では保全に係る

基礎的な知識が不足していた

（要因T2-13）

電気保修課では、エビデンスに基づく

説明資料が正確に作成されているこ

とを確認する必要があったが、作成し

た説明資料の内容の精査が十分にで

きなかった

（要因T2-24）

電気保修課員は、保全計画（点検計

画）と点検実績を確認するために作

成したチェックシートに点検計画に記

載している点検周期の転記ミスをした

（要因T2-8）

電気保修課員は、所掌する設備の点

検の計画と実績を整理しておく必要

があったが、実績確認に当たって、確

認すべき点検項目（特性試験）につい

て先入観があり、調査の必要を認識

しなかった

（要因T2-17）

電気保修課員は、所掌する設備の点

検の計画と実績を整理しておく必要

があったが、調査すべき点検項目（特

性試験）は、「絶縁抵抗測定」であり、

「漏れ電流測定」でも認められるとは

思わなかった

（要因T2-15）

電気保修課員は、所掌する設備の点

検の計画と実績を整理しておく必要

があったが、絶縁抵抗測定は、系統

の停電が必要であるが、停電した記

憶がないので、実績がないと誤認し

た

（要因T2-16）

電気保修課員は、所掌する設備の点

検の計画と実績を整理しておく必要

があったが、調査すべき点検項目（特

性試験）の点検内容の理解が不足し

ていた

（要因T2-14）

電気保修課では、エビデンスに基づく

説明資料が正確に作成されているこ

とを確認する必要があったが、管理職

も設備の健全性確認や点検期限超過

の件数を確定するにあたり、機器数

や機能要求別にまとめなおす作業を

行っており、精査まで手が回らなかっ

た

（要因T2-23）

電気保修課長は、エビデンスに基づ

く説明資料が正確に作成されている

ことを確認する必要があったが、点

検期限超過に係る調査に労力と時間

が必要であるにも関わらず、説明資

料の内容確認についてもんじゅ及び

プラント保全部に応援体制を要請し

なかった

（要因T2-21）

電気保修課長は、課内で作成した説

明資料がエビデンスに基づき正確に

作成されていることを確認すべきで

あったが、SIDの類似調査や点検実

績入力は電気保修課内で行うものと

考え、業務量や作成資料の重要性の

観点から部レベルで取り組む課題と

の認識がなかった

（要因T2-19）

電気保修課では、調査に用いる電子

データの整理を確実に実施すべきで

あったが、マスターファイル（電子

データ）の履歴管理をしていなかった

（要因T2-6）

電気保修課員は、調査に用いる電子

データの確認を確実に行うべきであっ

たが、調査対象とする保全計画（点検

計画）とは異なる電子データをチェッ

クシートに用いた

（要因T2-7）

プラント保全部長は、電気保修課が

作成した説明資料がエビデンスに基

づき正確に作成され、精査されてい

ることを確認する必要があったが、電

気保修課の作業量を把握しておらず、

説明資料の内容確認作業をプラント

保全部で展開する体制を敷かなかっ

た

（要因T2-22）

4.中間管理要因
4-9-3 工程・計画

もんじゅの調査・確認チームは、電気

保修課が作成した説明資料がエビデ

ンスに基づき正確に作成されているこ

とを確認する必要があったが、同チー

ムが行った作業は、電気保修課が調

査した件数を確定するための内容と

なっていた

（要因T2-32）

もんじゅ幹部は、電気保修課が作成

した説明資料がエビデンスに基づき

正確に作成されていることを確認す

る必要があったが、点検実績の調査

の方法について、エビデンスにまで

遡るなどの欠落や過誤等を客観的に

確認するような横断的チェック機能が

十分に働かなかった

（要因T2-34）

所長の指示に基づきもんじゅ内に組

織した調査・確認チームは、電気保

修課が作成した説明資料がエビデン

スに基づき正確に作成されていること

を確認する必要があったが、電気保

修課で用意したチェックシートやエビ

デンスまでのチェックは行わなかった

（要因T2-33）

2-⑤

直接要因2-(10)（プロセス的問題）

直接要因2-(11)（人的過誤）

直接要因2-(12)（人的過誤）

直接要因2-(13)（プロセス的問題）

電気保修課で作成した点検期限超過

に係る調査結果の説明資料が適切で

あるかの確認が不足していた

（要因T2-35）

所長は、点検期限超過の調査につい

てもんじゅ大の対応を図るべきであっ

たが、点検期限超過の事実が明らか

になっているにも関わらず、点検超過

数の確定を優先することとし、速やか

にもんじゅ幹部に情報共有を図らな

かった

（要因T2-29）

所長は、点検期限超過の事実につい

てもんじゅ大の対応を図るべきであっ

たが、プラント保全部長からの報告

の際、数が確定するまでもんじゅ内

外への情報開示を待って欲しいと要

請され、情報整理が第一と考え、これ

を受け入れた

（要因T2-28）

プラント保全部長は、点検期限超

過の事実についてもんじゅ大の対

応を図るべきであったが、本件をも

んじゅ内外へ情報開示するには、

数に関する情報を整理する必要が

あった

（要因T2-27）

運営管理室長は、点検期限超過の

調査について、「課題発生時対応要

領」に基づき対処すべきであったが、

点検期限超過の情報入手後はプレ

ス対応の準備に追われ同要領のこと

を失念しており、同要領に基づく手続

きをとらなかった

（要因T2-31）

電気保修課長は、プラント保全部長へ

調査の状況を報告する際、点検期限

超過が否定できず、正確な報告資料

として精査ができない状況にあったに

も関わらず、点検期限超過の設備、機

器の確定に時間を要することのみ伝

え、課内のみで調査を継続した

（要因T2-20.）

4.中間管理要因
4-7-4 教育・訓練

＊69

2-④

問題事象 2-5

運営管理室長は、点検期限超過の

調査について、「課題発生時対応要

領」に基づき対応を図るべきであった

が、プラント保全部が実施している調

査について所長から調査内容や状況

が伝えられていなかったため、もん

じゅとしての課題との認識に至らず、

「課題発生時対応要領」に基づいた

対応に思い至らなかった

（要因T2-30）

＊68

＊70

プラント保全部長や電気保修課長は、不

適合が発生した場合、積極的かつ迅速に

対応すべきであったが、過去の経験から

件数の扱いは慎重にするべきと捉えて、

数の確定に傾注していたため、もんじゅ内

外への対応が遅れた

（要因T2-26）

4.中間管理要因
4-5-2 報告する文化

2-⑥

Ｆ-167
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２-（１） 平成24年11月末時点での点検期限管理がなされず、同年12月に点検期限超過となった件（電気保修課）
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２-（２） 点検実績が認められず点検期限超過となった件（電気保修課）
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２-（３） 特別な保全計画へ移行する際の手続きの不備や点検期限把握誤認に気づかずに点検期限を超過した件（電気保修課）
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電気保修課は、平成25年7月、8月の

電気保修課内での調査を実施するま

で、平成24年12月に入った時点で点検

期限を超過している機器があることを

発見できなかった

（要因T2-144）

電気保修課は、平成24年12月に

入った時点で点検期限を超過して

いる事案を発見するまでに長期間

を要した

電気保修課では、平成24年12月に

入った時点で点検期限を超過している

ことを早期に発見すべきであったが、

平成25年7月、8月に調査を実施するま

でに行った調査では、平成24年12月か

ら平成25年3月までに実施した点検の

実績が報告書と比較して誤りがないか

を確認するのみであり、平成24年12月

に入った時点での点検期限超過を発

見できる調査ではなかった

（要因T2-88）

電気保修課では、平成24年12月に

入った時点で点検期限を超過している

ことを早期に発見すべきであったが、

平成25年7月、8月までに実施した調査

は、調査範囲を限定したものであった

（要因T2-87）

電気保修課の調査に用いられた所大

チェックの要領書では、点検期限を超

過している機器を全て発見できるよう、

あらゆる視点から計画的にチェックす

べきであったが、平成25年7月、8月ま

でに実施した調査は、保安検査等で指

摘のあった視点を用い、必要最低限の

チェックとしていた（保安検査の指摘等

の課題や懸念事項を解消するための

限定的なチェックとなっていた）

（要因T2-86）

所大チェックの要領書を作成した事

務局では、点検期限を超過している機

器を全て発見できるよう、あらゆる視点

から計画的にチェックすべきであったが、

あらゆる視点からチェックできるような

業務の計画を整えなかった（要因T2-

85）

事務局は、所大チェック業務を確実に

実施するために、保全計画（点検計画）

の見直し、見直しに至る作業プロセス、

チェックする確認員の力量、作業、責

任者による実施結果の確認と次の工

程へのリリース許可が適切に実施され

ていることを確認する手立て（設備所

管課長の処理の妥当性を評価する仕

組みや記録）等について、それらの必

要があるかどうかの検討が不足してい

た （要因T2-84）

頂上事象 b-1

直接要因2-(14)（プロセス的問題）

電気保修課では、平成25年7月～9月

の電気保修課内確認及び所大での未

点検機器個数確定のための点検成績

書の調査（以下「所大チェック」という。）

を実施するまで、250系2次アルゴンガ

ス系ガスクロ等の外観点検に係る点検

実績を問題ないものとしていた

（要因T2-143）

電気保修課は、点検実績が認めら

れず点検期限を超過している事案

を発見するまでに長期間を要した

電気保修課では、平成２４年９月末～１

１月末に入力した点検実績について、

平成２５年４月（平成２５年３月末まで

の実績確認作業）までの間、入力した

実績を確認していなかった

（要因T2-139）

電気保修課の担当者及びチームリー

ダーは、所掌する機器の入力実績を確

認すべきであったが、平成２４年９月末

～１１月末の点検実績入力作業では、

ＴＬも一担当者として、また、所掌する

機器の担当者以外の者の応援を受け

て実施するほど、点検実績を入力する

ことで精一杯な状況であった

（要因T2-138）

電気保修課では、平成２４年９月末～１

１月末に入力した点検実績に加えて、

平成２５年３月末までの点検実績につ

いて、平成２５年６月までの間に再確認

したが、その中で確認された誤った実

績を修正していなかった

（要因T2-142）

電気保修課長は、未点検機器の個数

確定を確実にするためには、入力した

実績を確認する作業工程を設けてプラ

ント保全部内等に働きかけるべきで

あったが、平成２４年度第３回保安検

査前までに間に合わせる中で作業の

工程の調整と管理ができなかった

（要因T2-137）

電気保修課のチームリーダーは、平成

２５年４月以降、点検実績情報（平成２

５年３月末までの点検実績を入力した

情報）の誤りを確認し、点検実績を修

正する必要があることを進言したが、

課長から「平成２５年３月末までの実績

確認を踏まえた未点検機器個数が変

わるようなことはできない」旨を伝えら

れたことから、平成２５年７月以降の所

大での確認が行われるまで、実績の修

正には至らなかった

（要因T2-141）

電気保修課長は、点検実績情報誤り

の不適合の報告があった（不適合発生

を認知した）場合には、積極的かつ迅

速に課員の問題意識を吸い上げて、不

適合処理をすべきであったが、点検実

績の情報として突貫工事的に作成して

いたＤＢ（点検実績リスト）の信頼性に

疑問を感じており、ＤＢの整合確認が

済むまでは、未点検機器個数が変わる

点検実績の修正を決断できなかった

（要因T2-140）

頂上事象 b-2

直接要因2-(15)（人的過誤）

直接要因2-(16)（人的過誤）

問題事象 2-6

問題事象 2-7

電気保修課は、点検計画から特別な

保全計画への移行手続きをまとめて実

施した平成25年5月の保全計画Rev.12

改正時に、移行手続きが不十分なた

め点検期限を超過した機器が発生して

いることを発見し不適合管理すべきで

あったが、過去に移行手続きが不十分

で未点検となっている機器(平成25年1

月に点検期限超過）について確認を行

わなかった（要因T2-57）

電気保修課は、平成25年3月の保安

検査に際し、特別な保全計画への移

行手続きの方法を説明した際、当時の

保全計画で手続きが適切に行われて

いることを水平展開として確認する必

要があったが、保全計画（Rev11）（平

成25年2月施行）の改正にて全て反映

されていると思い込んでおり、再度確

認することに思いが至らなかった

（要因T2-56）

電気保修課は、点検期限を超過し

ていることを発見するまでに時間を

要した

電気保修課は、保全計画におけ

る点検計画から特別な保全計画へ

の移行手続きを整理した保全計画

Rev.12制定の際に、移行手続き不

備により点検期限が超過しているこ

との調査が適切に実施できていな

かった

（要因T2-89）

直接要因2-(17)（プロセス的問題）

頂上事象 b-3
問題事象 2-8
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ＭG H I J K ＬA B C D E F

　

180

I-180 J-180 K-180 L-180 M-180

３-（１） 過去の点検期限超過が確認された件（機械保修課）

A-180 B-180 C-180 D-180 E-180 F-180 G-180 H-180

２-（４） 機器の点検のために停止した期間は次の点検期限までの期間に含めない（アウトオブサービス）と考えて点検期限を超過した件（電気保修課）

L-181 M-181

182

A-182 B-182 C-182 D-182 E-182 F-182

F-181 G-181 H-181 I-181 J-181 K-181

181

A-181 B-181 C-181 D-181 E-181

I-183 J-183 K-183 L-183 M-183

4-（3） 平成25年7月～9月の所大チェックで保全計画の誤りが見つけられなかった件

M-182

183

A-183 B-183 C-183 D-183 E-183 F-183 G-183 H-183

G-182 H-182 I-182 J-182 K-182 L-182

H-185 I-185 J-185 K-185 L-185 M-185

L-184 M-184

185

A-185 B-185 C-185 D-185 E-185 F-185 G-185

F-184 G-184 H-184 I-184 J-184 K-184

184

A-184 B-184 C-184 D-184 E-184

平成24年度第4回保安検査にて、非

常用ＤＧの点検間隔/頻度の考え方に

ついて当時のルールにないアウトオブ

サービスを適用するなど、点検管理の

考え方の統一が取れてないとの指摘

を受けた際、電気保修課での調査時

における点検間隔/頻度の考え方に問

題がないことを再確認しなかった

（要因T2-60）

電気保修課は、点検実施期間を

点検間隔の期間算定に含めずに管

理していたため、保全計画（点検計

画）に定められた点検期限を超過し

た事案を発見するまでに期間を要

した

電気保修課では、予熱ヒータの点検

実績として、前回点検実績日と次回点

検実施日とすべきであったが、実際に

は前回評価日から次回評価日で管理し

ていたにも関わらず、点検間隔が点と

点で管理されているため、水平展開を

行わなくてもよいと誤解していた（要因

T2-59）

プラント保全部では、点検期限管理

の考え方について部内に周知して考

え方の統一を図っておくべきであった

が、アウトオブサービスの考え方が周

知されず、各課の思いで運用されてい

た

（要因T2-58）

頂上事象 b-4

直接要因2-(18)（人的過誤）

機械保修課担当者は、保全計画（点

検計画）からＭＳ-1機器の点検リスト

を抽出する際に、清水膨張タンク等

の開放点検は抽出したが、外観点検

が抽出できなかった（要因T2-54）

機械保修課は、保安検査で要求

のあった安全機能の重要度クラス

１（ＭＳ-1）の機器の抽出結果を取

りまとめたＭＳ-1機器リストから清

水膨張タンク等の点検項目が漏れ

ていた（要因T2-55）

機械保修課担当者は、ＭＳ-1機器

を抽出する際、設備担当チーム毎

に作成・管理している点検計画と

安全機能の重要度クラスを関係付

けたデータから抽出したが、その

データには清水膨張タンク等の外

観点検がMS-1機器の点検項目と

して関係付けられていなかった（要

因T2-51）

機械保修課は、保全計画（点検計

画）及びそれに付随するデータを

きちんと管理すべきであったが、設

備担当チームが管理している点検

計画と安全機能の重要度クラスを

関係付けたデータに清水膨張タン

ク等の外観点検項目を追加した際、

担当者が失念したことにより点検

項目に併記すべき安全機能の重

要度クラスが記載されなかった（要

因T2-50）

機械保修課長及びライン職は、担

当者が作成したＭＳ-1機器の点検

リストに抜けがないか確認すべき

であったが、担当者から点検計画

に基づき作成したと聞いたため、

チェックを行わずそのまま採用した

（要因T2-53）

機械保修課の担当者は、自らが

作成したＭＳ-1機器の点検リスト

を確認しなくてはならなかったが、

保全計画（点検計画）と安全機能

の重要度クラスを関係付けたデー

タによっていること、また、ＭＳ-1

機器の抽出作業は難しいものでな

いことから、抜けがあることを想定

せず、作成されたＭＳ-1機器の点

検リストに抜けがないかのチェック

を行わなかった（要因T2-52）

機械保修課では、デイーゼル発電

機の付属機器である清水膨張タン

ク等の点検期限超過が、平成25年

4月に実施された所大チェックまで

確認できなかった

直接要因2-(19)

（プロセス的問題）

頂上事象 b-5

事務局は、点検間隔／頻度に応じて

未点検か否かを確認するには、保全

プログラム導入時（平成２１年１月）に

遡って点検実績を確認すべきであっ

たが、所大チェック時点で未点検状

態でないこと、当時の保安検査では

直近と直々近の点検実績が確認され

ていたことから、それ以外の実績を

確認することに考えが及ばなかった

（要因T2-99）

未点検か否かにつぃて点検内容と点

検成績書で確認するための「点検成

績書の記載に係る所大チェック手順

書」（以下「所大チェック手順書」とい

う。）は、保全計画（点検計画）の誤り

を十分に抽出できるものではなかっ

た

（要因T2-103）

事務局は、保全計画（点検計画）と点

検成績書との点検内容が整合する

か否かを確認するには、整合を判断

する基準を明確にすべきであったが、

記載の一字一句を厳密にすると疑義

ばかりになり、類似な表現で内容が

同意語は問題ないとして「同義語可」

等としたことから、同義語等を拡大解

釈して、未点検とすべきものが点検し

たものと誤認されることに考えが及ば

なかった

（要因T2-100）

所大チェック事務局（プラント保全部）

は、所大チェック手順書において、所

大チェックで保全計画（点検計画）の

誤りを厳格に抽出できる作業内容と

すべきであったが、確認する範囲を

「直近２回分（直近及び直々近）」に

限定したり、疑義とする判断基準に

代替点検等を容認しうるような表現

を用いる等の内容にしていた

（要因T2-101）

平成２５年７月から９月の未点検機器

確認作業に係る所大チェックでは、保

全計画（点検計画）の誤りを見つけら

れなかった

事務局は、もんじゅが目標に掲げた

「平成２５年度第２回保安検査（９月）

までに不適合件数を確定して保全計

画（点検計画）を改訂する、平成２５

年９月末までに未点検機器の点検を

完了する」ことを踏まえ点検計画改訂

には“点検実績／予定”欄の４年度

分の実績を確認すべきであったが、

未点検機器個数確定に着目して、特

に“直近”の点検実績を確認すれば

よいと考えて手順書化した

（要因T2-98）

事務局は、作業手順等の作成に際し、

未点検機器個数確定と保全計画（点

検計画）改訂に向け、所大チェックに

よる疑義抽出や疑義の処理の作業

が適切に実施できるよう検討すべき

であったが、点検計画改訂までの各

作業ステップの作業範囲・内容、次

の作業ステップへのリリース内容・方

法など、全体スケジュールにおける

各作業工程や必要な作業プロセス等

の構築が不足していた

（要因T2-97）

事務局又はプラント保全部は、所大

チェックによる疑義抽出から疑義の

処理、不適合件数確定や保全計画

（点検計画）改訂までの一連作業を

センター目標の時期までに行う作業

量の見積もりが十分にできておらず、

抽出した疑義に対して、点検の実施、

保全の有効性評価、不適合発行等

を実施する作業期間を確保できてい

なかった

（要因T2-96）

直接要因2-(20)（プロセス的問

題）

頂上事象 b-6

問題事象 2-9

問題事象 2-10

問題事象 2-11

＊34
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＊34

＊67

＊34
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Ｆ-42

Ｆ-42

Ｆ-42
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ＭG H I J K ＬA B C D E F
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186

A-186 B-186 C-186 D-186 E-186
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189

A-189 B-189 C-189 D-189 E-189 F-189 G-189
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188

A-188 B-188 C-188 D-188 E-188

H-191 I-191 J-191 K-191 L-191 M-191

L-190 M-190

191

A-191 B-191 C-191 D-191 E-191 F-191 G-191

F-190 G-190 H-190 I-190 J-190 K-190

190

A-190 B-190 C-190 D-190 E-190

所大チェック事務局は、所大チェック

手順書の作成にあたって、未点検を

確実に抽出するための必要な事項を

明確にすべきであったが、作業の要

求事項、プロセスの確立、資源の提

供、監視・測定、記録を検討せず、そ

れらを所大チェック手順書に記載し

なかった

（要因T2-95）

事務局は、所大チェック業務を確実

に実施するために、保全計画（点検

計画）の見直し、見直しに至る作業プ

ロセス、チェックする確認員の力量、

作業、責任者による実施結果の確認

と次の工程へのリリース許可が適切

に実施されていることを確認する手

立て（設備所管課長の処理の妥当性

を評価する仕組みや記録）等につい

て、それらの必要があるかどうかの

検討が不足していた

（要因T2-94）

事務局は、所大チェック手順書を作

成するにあたり、ＱＭＳ文書「業務の

計画に係る作成要領」を適用して、

作業プロセス等の必要性を検討して

プラント保全部内に諮る又は品質保

証室に相談するなどの対応をとるべ

きであったが、ＱＭＳの文書管理とは

異なり、過去の“保守管理の不備”に

係る要領や手順を参考に、作成者の

経験等を基に作成するなど、ＱＭＳ

文書の認識が不十分であった

（要因T2-93）

所大チェック班の責任者は、事務局

に対して、チェック作業の流れや抜け

等の問題だけではなく、所大チェック

手順書がＱＭＳに即したものになって

いることを指導すべきであったが、Ｑ

ＭＳ文書「業務の計画に係る作成要

領」と適合していることなどの具体的

な指導をしていなかった

（要因T2-111）

責任者は、所大チェックの要求事項

を明確にするなど、ＱＭＳの観点から

過不足がないことを指導すべきで

あったが、自らが担当している核物

質防護（ＰＰ）の規定違反事案への対

応が急務となり、責任者の職務を遂

行できなくなったことから、手順書作

成を事務局に任せていた

（要因T2-110）

所大チェックの疑義を処理するため

の「成績書に対するコメント・疑義及

び対応リストの処理手順」（以下「疑

義処理手順」という。）では、設備担

当課に任せた疑義処理の結果を所

大チェック班で再確認するようになっ

ていなかった

（要因T2-123）

所大チェック事務局は、疑義処理手順

において、所大チェックで抽出した疑義

が確実に保全計画（点検計画）の見直

しに反映されていることを確認できる

作業フローにすべきであったが、保全

計画（点検計画）の見直しに反映する

かどうかの処理を設備担当課に判断さ

せる作業フローにした

（要因T2-122）

事務局は、疑義処理の判断は設備

所管課が適切であること、疑義処理

手順に明示した「点検計画改正に係

る手続き」のとおりに処理できること、

その処理に困った場合に確認班に

相談することとしたことから、設備所

管課長が「点検実績に問題ない」とし

て処理した判断根拠やその妥当性を

所大チェック班で確認する必要があ

ることに考えが及ばなかった

（要因T2-119）

所大チェック事務局は、所大チェック

手順書の作成にあたり、所大チェッ

ク作業を行う前に、未点検を確実に

抽出できることをレビューすべきで

あったが、手順書のレビュー項目を

決めていなかった

（要因T2-106）

事務局は、所大チェック手順書等が

「業務の計画に係る作成要領」の“個

別業務”に該当し、内部文書として管

理する必要があることに考えが至っ

ていないなど、ＱＭＳ文書の認識が

不十分であった

（要因T2-104）

事務局は、所大チェックに関する手

順書をＱＭＳ文書「文書管理要領」の

内部文書と位置付けて、ＱＭＳ文書

「業務の計画に係る作成要領」（内部

文書の作成等に係る要領）に準拠し

てレビューすべきであったが、所大

チェック手順書等を「業務の計画に係

る作成要領」の“個別業務”として取

り扱わなかった

（要因T2-105）

所大チェック事務局は、疑義処理手

順の作成にあたり、疑義処理作業を

行う前に、疑義を確実に処理できるこ

とをレビューすべきであったが、手順

書のレビュー項目を決めていなかっ

た

（要因T2-115）

事務局は、設備所管課で所大チェッ

クの疑義に対する処理を適切に実施

するものと考えていた

（要因T2-121）

プラント保全部長、運営管理室長及

び品質保証室長は、設備所管課が

起案した「保全の有効性評価記録」

が回付された際に、評価の内容を所

掌業務の視点で問題がないかを確

認すべきであったが、その確認が不

十分であった

（要因T2-120）

プラント保全部長、運営管理室長及

び品質保証室長は、もんじゅを挙げ

て実施する所大チェック手順書の作

成に際し、手順書を内部文書として、

その内容を所掌業務の視点で問題

がないかを確認すべきであったが、

その確認を行うことが明確になって

おらず、確認が不十分であった

（要因T2-92）

直接要因2-(21)（プロセス的問

題）

直接要因2-(22)（プロセス的問

題）

直接要因2-(23)（プロセス的問題）

直接要因2-(24)（プロセス的問

題）

問題事象 2-12
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＊67
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所大チェック班は、所大チェック業務

について、保安規定の「7.5.1業務の

管理」を踏まえた管理と運営をしてい

なかった

（要因T2-109）

所大チェック事務局は、所大チェック

業務を監視・測定し、所大チェック結

果を次の工程にリリースできているこ

とを確認し、記録化すべきであったが、

所大チェックが確実に実施できてい

ることを監視・測定していなかった

（要因T2-108）

事務局は、責任者による所大チェック

結果の最終判断と次の工程へのリ

リース許可に係る記録を、所大チェッ

ク手順書及び疑義処理手順に記載し

ていなかった

（要因T2-107）

責任者は、所大チェック作業の進捗

状況を把握して必要な指示等をする

立場であったにも関わらず、所大

チェック手順書に「責任者への報告」

が記載されていないこと、所掌業務

（ＰＰ）が忙しくなったことから、進捗状

況を自ら把握する姿勢に欠けていた

（要因T2-112）

所大チェック責任者は、所大チェック

結果を確認して次の工程へリリース

すべきであったが、未点検機器確認

作業の状況、設備所管課長による疑

義処理の結果、所大チェック完了の

状態を確認していなかった

（要因T2-114）

所大チェック事務局は、１次アルゴン

ガス系設備の支持構造物の外観点

検では、機器個数が「１式」とした構

成機器の点検実績が特定できないこ

とを疑義として抽出できるような手順

書とすべきであったが、所大チェック

手順書には、「１式」表記の構成機器

の点検実績を確認する方法が明記さ

れていなかった

（要因T2-117）

所大チェック事務局は、１次主冷却系

循環ポンプＭ－ＧセットＣ油冷却器出

口温度計の外観点検では、外観点

検（点検項目）の代替点検として絶縁

抵抗測定及び導通確認（点検内容）

を実施していることを疑義として抽出

できるような手順書とすべきであった

が、所大チェック手順書では、点検計

画の記載内容（「点検項目」と「点検

内容」等）を個々に点検成績書で確

認することのみになっていた

（要因T2-129）

所大チェック班の確認員は、所大

チェック手順書に従って作業を実施し

たが、一部を疑義として抽出できな

かった

（要因T2-118）

電気保修課は、Ｂ１次冷却系循環ポ

ンプＭ－Ｇセット界磁遮断機の機能・

性能試験等では、機能・性能試験

（作動試験）の記録がないことから、

未点検として不適合処理すべきで

あったが、機器の運転状態で“遮断

器の不動作状態が確認できる”とい

う理由で、作動試験の未点検を点検

したものとして判断した

（要因T2-136）

事務局は、所大チェック手順の作成

（変更）時に、所大チェックが適切に

疑義を抽出できることをレビューして

確認（実証）すべきであったが、機器

個数が「一式」について確認できない

こと、点検項目と点検内容に整合で

きていないことに考えが及ばなかっ

た

（要因T2-116）

所大チェックで抽出された点検実績

等の疑義に対して、設備所管課長の

判断で「問題ないもの（点検を実施し

たもの）」として処理していた

（要因T2-128）

電気保修課は、１次主循環ポンプＡ

軸封部供給第１停止弁の外観点検

では、外観点検の記録がないことか

ら、未点検として不適合処理すべき

であったが、“特性試験（機能試験）

の記録をもって、外観点検を実施し

たと見なす”とする「保全の有効性評

価」で処理することで、未点検を点検

したものとして扱えると判断した

（要因T2-135）

電気保修課は、「保全の有効性評

価」を厳格に適用するべきであったが、

疑義処理手順の有効性評価の事例

として記載された「点検計画の項目・

内容が実際の点検計画内容と異なる

もので、妥当性が評価できる場合」を

用いることで、未点検を解消できるも

のと考えてしまった

（要因T2-134）

設備所管課（保守担当課）は、もん

じゅの目標“平成２５年９月末までに

未点検機器個数を解消する”とした

期限が迫り、未点検機器の点検実施

が困難な状況で、「未点検機器個数

の解消ができない」旨を強調して、プ

ラント保全部長及び所大に報告すべ

きであったが、目標期限が迫ってい

る時期に未点検機器があるというこ

とを表明できないという雰囲気があり、

点検実施が困難な状況を報告出来

なかった（要因T2-133）

保守担当課長は、「保全の有効性評

価」や「表現の適正化」にて未点検の

解消ができない場合には、「不適合」

を発行した上で、解消できない状況

であることを表明すべきであったが、

もんじゅでは未点検機器を出さない

ことに傾注していたことが保守担当

課の判断に影響し、未点検機器の調

査に係る意思決定が適切に行われ

ていなかった（要因T2-132）

4．中間管理要因
4-5 コミュニケーション

機械保修課は、液体窒素貯蔵タンク

Ａ安全弁の分解点検等では、分解点

検の記録がないことから、未点検とし

て不適合処理すべきであったが、点

検要領書に「作動試験の結果が否で

ある場合に、分解点検を行う」旨を記

載しており、“分解点検は「作動試

験」に含む”という理由で、本件は保

全計画（点検計画）の点検内容の表

現が適正でなかったものとして処理

した（要因T2-125）

機械保修課は、「表現の適正化」を厳

格に適用するべきであったが、疑義

処理手順の表現の適正化の事例と

して記載された「同義語や条件が明

記していないため、疑義が生じるもの

を適正化する」を用いることで、誤記

修正による不適合を発行せずに、未

点検を解消できるものと解釈して、そ

の判断の妥当性を所大チェック班の

確認班に相談する必要もないとして

しまった（要因T2-124）

事務局は、所大チェックの疑義を設

備所管課長が「点検実績に問題な

い」として処理した場合には、判断根

拠やその妥当性を所大チェック班で

確認すべきであったが、疑義処理手

順の作成に際しては、「設備所管課

では疑義に対する処理を適切に実施

する」ものと考えていた

（要因T2-131）

もんじゅの幹部やプラント保全部の管理

職は、所大チェックで抽出した疑義の処

理や未点検機器確認データベースの入

力を設備所管課が適切に実施している

ことを確認する仕組みを構築すべきで

あったが、設備所管課長が判断した処

理内容や担当者が入力したデータの妥

当性を所大チェック班あるいは第三者

的な審議体等で確認する仕組みを設け

る等の取組みが十分でなかった（要因

T2-130）

4．中間管理要因
4-9-3 工程・計画

2-⑧

2-⑦

直接要因2-(25)

（プロセス的問題）

直接要因2-(26)

（プロセス的問題）

直接要因2-(28)（人的過誤）

直接要因2-(27)（人的過誤）

直接要因2-(29)（人的過誤）

直接要因2-(30)（人的過誤）

直接要因2-(31)（人的過誤）

問題事象 2-13

問題事象 2-14

問題事象 2-15

＊75

＊75

＊78

＊79

＊76

＊79

＊80

Ｄ-186

Ｆ-195

Ｄ-186

Ｆ-187



　根本原因分析に関する要因分析図(29/35)　 （添付資料-４）
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4-（４） 点検計画に機器が重複して記載されて一方の点検計画の点検期限を管理できなかった件（電気保修課）
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事務局は、所大チェック班の責任者

の役割を決めておらず、また、所大

チェック手順書に、未点検機器確認

作業の状況、設備所管課長による疑

義処理の結果、所大チェック完了の

状態を、所大チェック責任者へ報告し

て確認を受ける手順を定めていな

かった

（要因T2-113）

平成25年度第4回保安検査で対象と

することとした未点検機器以外の機

器（７００機器）を対象に、平成26年2
月～3月に所大で確認（以下「所大確

認」という。）し、誤りを訂正印で処理

した箇所の一部については、平成25
年7月～9月に実施した所大チェック

で疑義として取り上げていたにも関

わらず、保全計画を改正していな

かった

（要因T2-127）

電気保修課長は、所大チェックで疑

義として抽出した事項について、点

検実績が直接確認できる点検を点検

実績ありとすべきであったが、抽出さ

れた疑義の一部について、点検項目

で要求されている点検内容を間接的

な記録等で点検の実績があるとみな

した（要因T2-126）

所大チェック班は、保全計画のすべ

てを対象に疑義の有無を確認すべき

であったが、確認対象範囲を限定す

る等としたため、所大確認において

発見された記録の不備等を疑義とし

て抽出できなかった（要因T2-102）

所大確認し訂正印で処理した箇所の

一部は、平成25年7月～9月に実施し

た所大チェックで疑義として抽出でき

ていなかった

（要因T2-146）

直接要因2-(32)（人的過誤）

直接要因2-(33)（人的過誤）

電気保修課は、全ての機器に

対して自動で未点検機器が確

認できるデータベースを作成す

べきだったが、作成された未点

検機器確認データベースは一

部の機器の点検期限が超過し

ているにも関わらず自動超過判

定ができず、点検期限超過の

発見ができなかった（要因T2-

145）

未点検機器確認データベース

作成時において、担当者は、全

ての超過の有無判定ができる

ようにする必要があったが、

誤って6ヶ月（サイクル表記以

外）に対しては確認が漏れ、6Ｍ

と入力しなかったことから、当該

機器について点検超過の自動

判定ができないデータベースと

なった（要因T2-39）

未点検機器確認データベース

作成班長は、サイクル表記外

の項目に対する周期計算有

無の確認を担当者任せにし、

ダブルチェック等で確認を行

わなかった。（要因T2-37）

保守管理不備について正しい

不適合総件数を報告できな

かった（要因2-61）

電気保修課及び「数量再確認結

果に基づく再確認」チームは、「数

量再確認結果に対する再確認要

領」に、サイクル表記以外の項目

の抽出方法およびそのチェックを

明記すべきであったが、ダブル

チェックを行うことを担当者に口頭

で説明しただけで、抽出方法や

チェック体制などを明記しなかっ

た。（要因T2-49）

電気保修課抽出リスト作成者は、

点検間隔/頻度がサイクル表記以

外でソートをかけるべきであった

が、点検間隔/頻度のソート候補

から該当するものを抜き出す方法

で抽出リストを作成し、担当者は

再確認したが、誤って本件「6ヶ

月」のタスクを抽出することができ

なかった。（要因T2-72）

平成25年3月に行われた「数量

再確認結果に基づく再確認」に

よる作業において、電気保修課

抽出リスト作成者は、未点検機

器確認データベースからサイク

ル表記以外の一つである「6ヶ

月」の抽出を誤って行わなかっ

たため、超過の発見ができな

かった（要因T2-73）

未点検機器確認データベース

作成担当者は、自動計算でき

ないサイクル表記外について、

周期計算有無の確認を行った

が、点検間隔/頻度の6ヶ月を

見落とした。（要因T2-38）

頂上事象 b-7

直接要因2-(34)（人的過誤）

直接要因2-(35)（人的過誤）

問題事象 2-16

問題事象 2-17

問題事象 2-18
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＊75

＊78

＊72

＊74
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＊34

＊80

＊80

＊34

＊80
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Ｆ-42

Ｇ-195



　根本原因分析に関する要因分析図(30/35)　 （添付資料-４）
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保全プログラム導入時から所大チェック（平成25年7月～9月）を行うまでに発生した保守管理上の不備（２）　保全計画・点検計画変更時
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ライン職及び会議体は、保守管理要

領の第21条に予算、組織、工程等を

理由に点検期限を一時的に延長す

ることについて、不適合管理の中の

「特別採用」を用いることとした

（要因Ｔ３－３６）

もんじゅでは、不適合管理における

「特別採用」は対象物や発生事象の

グレードによるものでなく技術的な安

全性の確保を前提とした措置にも関

わらず、過去において、予算、組織、

工程等の理由により点検期限を一時

的に延長することがあったために、

当該理由であるならば、不適合管理

の「特別採用」を適用することは妥当

と判断した

（要因Ｔ３－３５）

保守管理の不適合が適切に管

理されなかった（要因Ｔ３－１３）

品質保証室長は、不適合区分に

ついて発生事象や設備の重要度

によって区分する必要があるにも

関わらず、「もんじゅ不適合管理

要領」に予算、組織、工程等によ

り、点検期限を一時的に延長する

場合は「不適合区分D」として管理

することとした

（要因Ｔ３－３４）

＊12

もんじゅのライン職は、不適合区

分について発生事象や設備の重

要度によって区分する必要がある

にも関わらず、予算、組織、工程

等により点検期限を一時的に延長

する場合は「不適合区分D」として

管理することで妥当と判断した（要

因Ｔ３－３８）

不適合管理委員会は、不適合区分

について発生事象や設備の重要度

によって区分する必要があるにも関

わらず、新たに発生した点検期限超

過に係る不適合に対し、「不適合区

分D」で管理することとした（要因Ｔ３

－３０）

不適合管理委員会は、不適合発生

の都度、発生事象や設備の重要度

によって是正処置及び予防処置の

要否について検討する必要がある

が、今回の「保守管理の不備」に係

る是正処置及び予防処置で全般的

な再発防止対策が図られていると

して、是正措置を不要とした（要因Ｔ

３－２９）

もんじゅのライン職及び会議体のメンバー

は、不適合については、発生の都度原因を

究明しその再発防止に努める必要がある

が、不適合の理由によって不適合の程度

（区分）や特別採用についての扱いを決め

るものではないにも関わらず、予算、工程

等の理由によって不適合の程度（区分）や

特別採用の適用を決めており、適切な保

安活動や設備の健全性確認の観点から不

適合管理を適用し、不適合の改善を図るこ

とが理解されていなかった（要因Ｔ３－３７）

もんじゅでは、不適合管理における

不適合区分については、発生事象

や設備の重要度によって区分する

必要があるにも関わらず、「点検・補

修等の結果の確認・評価要領」の中

に不適合管理対応手順を取り込み、

点検期限の超過が健全性が維持さ

れる期間内であれば、是正処置は

必要ない「不適合区分Ｄ」とした（要

因Ｔ３－３９）

4．中間管理要因
4-2-2 ルールの遵守

3-①

今回の保守管理上の不備の調査の

中で、新たに確認された不適合を

「区分Ｄ」として処理することとして、

是正処置の対象外とした

（要因Ｔ３－４０）

直接要因3-(1)（人的過誤）

直接要因3-(2)（人的過誤）

問題事象 3-1

問題事象 3-2

＊81

＊81

＊81

＊81

頂上事象 Ｃ

凡例

問題事象○ ：本報告における「問題事象」の番号を示す

：本報告における「直接要因」及びその番号を示す

：本報告における「組織要因を含む背後要因」及び

その番号を示す

直接要因○

○-○

：JOFL組織要因分類表に基づく該当する分類を示す。

頂上事象○ ：本報告における「頂上事象」を示す

：連鎖の断ち切り点

プラント保全部では、島根発電所での不

適合事象を受けて発出されたNISA指示

文書への報告において、類似事象の発

生防止に努めていくとしているが、島根

発電所の不適合事象を受けて入手した

「保守管理の実施状況の確認フロー」は

保安検査のみで使用するものと考え、ま

たその後に発生した他電力での類似事

象についてはニューシア情報が最終報

告となっていないとして、水平展開や教

育に活かさなかった（要因Ｔ３－４）

プラント保全部では、QMS文書に規定され

た事項の不履行について、保守管理要領に

記載された不適合のみでなく不適合管理要

領の下で処置する必要があるが、点検期限

の超過が発生した場合でも保全の有効性

評価をすれば不適合として扱わない等、保

守管理で発生した不適合事象の扱いにつ

いて保守管理要領と不適合管理要領の関

係を理解しておらず、品質マネジメントシス

テムの教育が十分でなかった（要因Ｔ３－１

４）

不適合が発生した場合には不適合

管理要領に則った処理が必要である

が、プラント保全部では、保守管理要

領に記載された不適合のみが保守

管理上の不適合であると誤解してい

た

（要因Ｔ３－１６）

電気保修課及び機械保修課の担当者

は、設備の点検時期の一時的な延期

を行う場合には不適合管理の下で延

期する時期までの設備の健全性評価

を行う必要があったが、設備の安全は

確保されていると思っていたので不適

合と認識していなかった

（要因Ｔ３－６）

プラント保全部では、期限内に点検が

できない場合には不適合管理の下で

処理する必要があったが、点検間隔

又は頻度を超過した場合に不適合とし

て扱うことについてルールを理解して

いなかった

（要因Ｔ３－１７）

QMS文書に規定された事項の不履行

が発見された場合には、不適合管理を

行う必要があったが、プラント保全部で

は、保守管理要領と不適合管理要領

の関係が十分に理解されていなかっ

た

（要因Ｔ３－１５）

＊26

4.中間管理要因
4-7-4 教育・訓練

プラント保全部では、設備の点検時期

の一時的な延期を行う場合には不適合

管理の下で延期する時期までの設備

の健全性評価を行う必要があったが、

規制庁からの指摘を受けるまで試験工

程の変更等で点検期限を延長する場

合、不適合管理に基づく改善措置をし

なかった

（要因Ｔ３－２５）

保修計画課長は、島根発電所の保守

管理不備を受けて入手した「保守管

理の実施状況の確認フロー」を保守

管理業務に適用すべきであったが、

点検期限を超過する場合の管理に

「保守管理の実施状況の確認フロー」

を使用するものとして扱わなかった

（要因Ｔ３－８）

プラント保全部では、島根発電所の

保守管理不備を受けて入手した「保

守管理の実施状況の確認フロー」を

保守管理業務に適用すべきであった

が、「保守管理の実施状況の確認フ

ロー」は、保安検査での点検実施状

況の確認時のみに適用した

（要因Ｔ３－７）

プラント保全部では、期限内に点検

ができない場合には不適合管理の下

で処理する必要があったが、点検が

出来ない場合、健全性評価を行い、

評価結果が否となった場合のみ不適

合とし、それ以外は、点検計画の変

更を行う仕組みとしていた

（要因Ｔ３－１）

プラント保全部では、保守管理におけ

る点検期限超過等の不適合について

は、これが放置されることがないよう不

適合管理の下で処置すべきであった

が、保守管理に関して、不適合状態が

長期間放置されない仕組みが構築さ

れていると誤認していた

（要因Ｔ３－２）

＊83

4.中間管理要因
4-3-3 自社及び国内外運転経験の反映

3-②

3-③

＊84

プラント保全部では、島根発電所で

の不適合事象を受けて発出された

NISA指示文書への報告において、類

似事象の発生防止に努めていくとし

ているが、その後に発生した他電力

での類似事象がNUCIAにおいて最終

報告となっておらず、教育対象の資

料に該当しなかった

（要因Ｔ３－３）

直接要因3-(3)（人的過誤）

＊85

電気保修課及び機械保修課では、トラ

ブル等による工程変更に伴い、点検時

期が延期される設備機器が発生した際

に必要な手続きをしなかったものがあっ

た

（要因Ｔ３－１２）

問題事象 3-3

＊82

＊90

○-○ ：*番号先のアドレ

Ｅ-206

Ｅ-206

Ｅ-206

Ｈ-1

Ｃ-40

Ｇ-67



　根本原因分析に関する要因分析図(31/35)　 （添付資料-４）
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２-（５） 点検計画で毎月点検するとしていた設備の点検期限を超過した件（電気保修課）
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保全プログラム導入時から所大チェック（平成25年7月～9月）を行うまでに発生した保守管理上の不備（４）　補助冷却設備の点検実績管理時
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電気保修課は、点検計画で毎

月点検するとしていた設備の点

検期限を超過したことに対する

不適合報告が遅れた

品質保証室長は、保安検査での指

摘等の不適合が発生した場合、迅速

に不適合管理委員会へ報告されるよ

うフォローすべきであったが、不適管

理委員会へ報告するよう要請しな

かった

（要因Ｔ３－４６）

電気保修課長代理は、不適合

が発生した場合、迅速に不適合

管理委員会へ報告すべきであっ

たが、迅速性の認識が甘く、そ

の報告が遅くなった

（要因Ｔ３－４４）

品質保証室長は、保安検査での指摘

事項などの不適合が発生した場合、迅

速に不適合管理委員会へ報告される

よう指導・助言すべきであったが、電気

保修課（処置担当課）に任せっきりにし、

その実施状況を自ら確認しておらず、

品質保証の観点から適切な指導・助言

を行う仕組みが機能していなかった

（要因Ｔ３－４５）

4. 中間管理要因
4-2-2 ルールの遵守

3-④

平成25年2月の立入検査で指摘さ

れた保守管理上の不備事案が、同年

9月の不適合管理委員会まで報告さ

れなかった

（要因Ｔ３－４７）

電気保修課長代理は、不適合が発

生した場合、迅速に対応すべきであっ

たが、立入検査で明らかとなった不適

合事象であり、立入検査後に規制庁及

び保安検査官へ報告しており、所内に

おいても周知の事実であることから、迅

速な不適合報告の必要性を感じず、不

適合報告の対応が遅れた（要因Ｔ３－

４３）

直接要因3-(5)（人的過誤）

頂上事象 c-1 問題事象 3-5

保修計画課長は、点検期限を超過す

る機器に対し、島根発電所の保守管理

不備を受けて入手した「保守管理の実

施状況の確認フロー」に基づき処理す

る必要があったが、点検期限を超過す

る前に健全性に関する技術的な評価

をすれば不適合にならないと誤認して

いた

（要因Ｔ３－１０）

プラント保全部長及び安全品質管理室

長は、点検期限を超過する場合には不

適合として管理すべきであったが、島

根発電所における保守管理不備を受

けて発信された「保守管理の実施状況

の確認フロー」を用いるなどして、その

判断基準を明確にしなかった

（要因Ｔ３－１８）

Ｈ23年4月6日の保全計画改訂時にお

いては、点検期限を超過した場合不適

合処理するとしていたが、Ｈ23年4月28

日の保全計画改訂時では、不適合処

理の記載をなくし、評価を実施し管理す

るか若しくは点検間隔目標値の期間内

で点検を計画することとした（要因Ｔ３

－２０）

プラント保全部長は、点検期限を超過

する場合にはその理由に依らず不適

合として管理する必要があったが、外

的な要因で点検時期が動かされ点検

期限を超過するような場合は、評価し

管理する方法があってもよいとして不

適合と考えなかった

（要因Ｔ３－１９）

保修計画課長は、点検期限を超過

する機器に対し、島根発電所の保守

管理不備を受けて入手した「保守管

理の実施状況の確認フロー」に基づ

き処理する必要があったが、点検期

限を超過する機器について、「保守

管理の実施状況の確認フロー」と異

なる処理を妥当と判断した（要因Ｔ３

－１１）

保修計画課長は、安全品質管理室長

に相談し、点検期限超過前に技術評

価を行えば不適合とならないとの回答

を得た

（要因Ｔ３－９）

安全品質管理室長は、点検期限超過

前の技術評価は保全の有効性評価の

ことであると誤認し、不適合とならない

と判断した

（要因Ｔ３－５）

電気保修課は、点検期限超過による

不適合に対して、不適合管理の下で

是正処置を行うべきであったが、「準

じた確認」を用いて点検期限の延長

を行い、不適合を解消した

（要因Ｔ３－２４）

不適合管理委員会及びその後の確認

を行ったライン職は、電気保修課で発

生した点検期限超過による不適合に

対して、不適合管理の下で是正処置を

行うべきであったが、電気保修課が

行った「準じた確認」による点検期限の

延長を妥当と判断した

（要因Ｔ３－２８）

＊29

平成24年9月の保安検査で指摘され

た保守管理の不備事案を受けて実施

した水平展開の報告が2ヶ月後の11

月27日の不適合管理委員会まで報

告されなかった

（要因Ｔ３－２７）

不適合が発生した場合、積極的かつ

迅速に吸い上げることを、島根発電所

での不適合事象を受けて発出された

NISA指示文書の対応として報告（平成

22年7月）しているにも関わらず、不適

合の報告が遅れた

（要因Ｔ３－２６）

＊83

＊84

＊85

電気保修課では、補助冷却設備

CDU盤等の一部の機器の点検期限

切れについて、不適合管理の対象と

していなかった

（要因Ｔ３－３３）

電気保修課の課長、課長代理及び電

気チームリーダーは、補助冷却設備

CDU盤等の一部の機器の点検期限

切れ（平成25年2月）を把握しており、

不適合報告を発行する際には対象機

器を確認すべきであったが、担当者

が抽出した不適合とする機器につい

て、当該機器が抽出されていないこと

を確認しなかった

（要因Ｔ３－３２）

電気保修課の課長、課長代理及び電

気チームリーダーは、担当者からの情

報に対して既に得ている情報と照合す

べきであったが、担当者が保全計画

（点検計画）[Ｒｅｖ11]の電子データを基

に、Ｈ25年2月に点検期限切れとなる

機器を抽出していたことから、参照し

たデータに間違いがないと思い、担当

者に任せていた

（要因Ｔ３－３１）

直接要因3-(4)（プロセス的問題）

＊34

問題事象 3-4

＊69

＊34

＊59

G-211

H-212

Ｅ-44

F-211

Ｊ-174

Ｆ-42

Ｆ-42

Ｇ-146



　根本原因分析に関する要因分析図(32/35)　 （添付資料-４）
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保全計画の誤りを不適合管理さ

れないまま訂正印で修正した

平成23年6月に「もんじゅ不適合管理

要領」に「文書等の誤りに対する不適

合区分の考え方」を導入した際及び

その後の定期的な文書レビューで当

該不整合を抽出すべきだったが、当

該文書レビューにおける当該文書の

整合性の確認が不十分だった（要因Ｔ

３－２２）

もんじゅ幹部、品質保証室長、プラント保

全部及びプラント管理部の管理職は、プラ

ント保全部で作成した「未点検機器以外

の点検実施状況確認要領」に従い平成25

年度第4回保安検査で対象となった機器

を調査（所大確認）して抽出した誤りにつ

いて、不適合管理要領の「別表－4の参

考」の「業務品質に影響を与えるもので

あっても影響が及ぶ前に文書／記録の改

正／訂正を実施する（した）場合は、不適

合管理は不要」との記載に従い、該当す

る誤りを不適合管理の対象外と判断した

（要因Ｔ３－７０）

品質保証室長は、保全計画に関する

不適合区分の考え方の変更内容が適

切かを検討すべきだったが、「もんじゅ

保全計画改善検討委員会」での決定

事項及び所長代理からの指示を踏ま

え、これまで不適合管理委員会で決

定し対応してきた不適合の考え方をや

めて不適合管理要領に定めた区分に

従って分類できるとし不適合管理委員

会で検討する必要はないと誤認し、所

長及び所長代理に当該区分を適用す

ることを説明し了解された（要因Ｔ３－

６９）

品質保証室長は、「別表－4」を解説し

ている「別表－4の参考」では業務の

品質に影響を与えるものであっても現

在影響を与えていないものを不適合

管理の対象外としているが、別表－4

では業務の品質に影響を与えるもの

は不適合管理の対象と定めており、

文書内の不整合に気付かなかった

（要因Ｔ３－２３）

品質保証室長は、保全計画の点検実

績日、機器個数などの誤りは不適合管

理すると判断すべきだったが、「別表－

4」と整合していない「別表－4の参考」

の「業務品質に影響を与えるもので

あっても影響が及ぶ前に文書／記録

の改正／訂正を実施する（した）場合

は、不適合管理は不要」と記載してい

る定義を適用して区分すればよいと考

え判断を誤った（要因Ｔ３－５９）

品質保証室長は、不適合管理委員

会で意見を求めるべきだったが、適

用する区分が既に不適合管理要領

で定められていること、品質保証室

長が所管する要領であることから不

適合管理委員会で検討が必要であ

るという意識が希薄だった（要因Ｔ３

－６８）

品質保証室長は、運用として保全計画

の誤りを不適合処理すると決めた事項

を組織が決定したことと認識すべき

だったが、品質保証室が不適合管理

要領を所管しており、品質保証室長が

判断しなければならないと誤った判断

をした（要因Ｔ３－６７）

品質保証室長は、既に定められて

いる手順を安易に適用するという

対応をとってしまった（要因Ｔ３－６

５）

品質保証室長は、不適合管理要領に

新たな区分を導入する際に文書に不

整合がないかという確認、及びルール

を変更した際に明文化すべきだったが、

不適合管理要領の確認が不十分であ

ること、現場が遵守している運用の

ルールを明文化しなかった等、ＱＭＳ

の維持管理に関する対応が不足して

いた（要因Ｔ３－２１）

品質保証室長は、ＱＭＳの観点からの

考え方を変更したことによる問題点を

検討すべきだったが、周囲の意見（品

質保証室長代理に相談したところ「要

領に定めてあるから適用しても良いの

ではないか」と意見があった.。また、プ

ラント保全部長に相談したところ、特に

コメントがなかった）を聞いて安易に判

断した（要因Ｔ３－５８）

４．中間管理要因

４-２-３ ルールの維持管理

品質保証室長は、所長代理の指示

及び「もんじゅ保全計画改善検討

委員会」（平成26年2月12日）での

方針の決定に従う必要があると考

え、これまで不適合管理してきたこ

とよりも、指示を第一に実現する必

要があると考えた（要因Ｔ３－６６）

品質保証室長は、所長代理からの

指示に対して、不適合の区分を変

更することの重大性を伝えるべき

だったが、所長代理の指示を実現

することが最重要事項であるという

プレッシャを感じていたため、様々

な視点での検討（変更することによ

るデメリット等）を検討していなかっ

た（気が付かなかった）（要因Ｔ３－

５４）

所長代理は、不適合区分を変更する

ことの重大性を確認するために必要

な情報を収集し検討すべきだったが、

方針が決定されたこと、自らも不適合

を区分することが必要であると考え、

品質保証室長に不適合の区分変更

に関する検討を指示した際に、適切

な判断を行うための情報提供（変更

することによるデメリット等）を指示し

なかった（要因Ｔ３－５６）

品質保証室長は、所長代理の指示に

対して適切な判断を行うための正しい

情報を伝達すべきだったが、様々な視

点での検討（変更することによるデメ

リット等）を行い意見具申しなかった（要

因Ｔ３－５３）

４．中間管理要因

４-１-４ 発電所の意思決定

所長代理は、品質保証室長への指示

の際に、適切な判断を行うための情報

提供（変更することによるデメリット等）

を含めた不適合区分の変更に関する

計画を検討するよう指示すべきだった

が、一方的（視野狭窄的）な指示となり、

品質保証室長の誤った対応を招いた

（要因Ｔ３－５５）

４．中間管理要因

４-１-４ 発電所の意思決定

所長、所長代理は、不適合区分の

変更について、説明者が品質保証

室長であれば、不適合区分の変更

内容が問題ないことをチェックしてい

ると考え、当該区分の方法の妥当

性を確認しなかった（要因Ｔ３－７２）

プラント保全部は、不適合管理の状

況（「明らかな誤記」は、804件の誤り

の中には含まれていなかった）につ

いて正しい情報を説明すべきだった

が、誤解を招く説明をしてしまい、適

切な判断を行うために必要な情報を

正しく伝えていなかった（要因Ｔ３－４

９）

プラント保全部は、保全計画に関する

不適合管理の情報をもんじゅ幹部に

対して正確に伝達すべきだったが、

不適合管理の実施状況を正確に説

明しておらず、組織判断のためのコ

ミュニケーションが不足していた（要因

Ｔ３－４８）

「もんじゅ保全計画改善検討委員会」

で、プラント保全部は保全計画に関す

る誤りには（記載の適正化や「てにを

は」の修正等の）「明らかな誤記」があ

ることを説明したが、804件の誤りを不

適合管理した中には当該誤記は含ま

れていないことまでは説明しなかった

ため、説明を受けた側は、「明らかな

誤記」を全て不適合管理しているとと

らえ「不適合とする事案・記載の適正

化又は誤記とする事案を整理する」と

の方針を決定した（要因Ｔ３－５０）

所長、所長代理は、品質保証室長から

不適合区分の変更に関する説明があっ

た際に、適切な判断を行うための情報

（変更することによるデメリット等）を確認

し判断すべきだったが、品質保証室長

の検討結果にゆだねており（属人主義

的な意思決定）、区分を変更することの

妥当性を確認する意識が不足していた

（要因Ｔ３－７１）

４．中間管理要因

4-1-4 発電所の意思決定

４．中間管理要因

４-１-４ 発電所の意思決定

直接要因3-(6)（人的過誤）

頂上事象 c-2

直接要因3-(7)（人的過誤）

3-⑤

3-⑥

3-⑦

3-⑧

3-⑨

問題事象 3-6

＊86

＊87

＊87

＊9

＊9 Ｉ-9

D-223

Ｉ-9



　根本原因分析に関する要因分析図(33/35)　 （添付資料-４）
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プラント保全部及びプラント管理部

の各課長は、プラント保全部長から

の指示に対して、これまでの運用と

異なっていることについて疑問に

思ったことを言うべきだったが、品

質保証室長の指示であること、セン

ターの方針であると認識していたこ

とから、その指示に従えばよいと考

えた（要因Ｔ３－７６）

プラント保全部長、プラント管理部長

及び各課長は、「別表－4の参考」に

従い区分し訂正印により修正すると

いう品質保証室長の説明に対して、

これまでの運用のルールと異なるこ

とについて意見すべきだったが、意

見しなかった（要因Ｔ３－７７）

プラント保全部長は「別表－4の参

考」（訂正印による修正を含む）を適

用し変更することについて疑問に

思ったが、品質保証室長からの指示

事項であること、センターの方針で

あるからその指示に従えばよいと考

えた（要因Ｔ３－７５）

品質保証室長は、現場が「保全計画

で抽出した誤りは不適合管理する」と

いう運用のルールで対応しており基準

を明確にする認識が不足していた（要

因Ｔ３－４１）

品質保証室長は、平成25年1月に不

適合管理委員会で決定した「保全計

画で抽出した誤りは不適合管理する」

という運用しているルールを判断基準

として明文化すべきだったが、決定し

たルールを不適合管理要領に定めて

いなかった（要因Ｔ３－４２）

プラント保全部長、プラント管理部長及

び各課長は、不適合管理に関して自ら

がＰＤＣＡを展開しているという意識を

持って業務を行うべきだったが、不適

合管理に関しては品質保証室の所管

であり、その判断に従えばよいと考え、

自ら検討していなかった（要因Ｔ３－７

４）

４．中間管理要因

４-１-４ 発電所の意思決定

直接要因3-(8)（人的過誤） 3-⑩

＊89

＊88



　根本原因分析に関する要因分析図(34/35)　 （添付資料-４）
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プラント管理部長は、「別表－4の参

考」（訂正印による修正を含む）の

適用に関し疑問に思ったことを言う

べきだったが、品質保証室長から

の指示事項であることからその指

示に従えばよいと考えた（要因Ｔ３

－８０）

電気保修課長代理は、これまでの

運用と異なることについて品質保

証室とプラント保全部での打ち合

わせの中で意見したが、プラント保

全部長から、センターの方針であ

るとの説明を受け、説得させられた

（要因Ｔ３－７９）

もんじゅ幹部、品質保証室長、プラント

保全部及びプラント管理部の管理職

は、不適合管理要領の「別表－4の参

考」に従って不適合管理を不要に区分

した誤りについて、訂正印で修正する

ことを判断し、保全計画の誤りを不適

合管理しないまま訂正印で修正した

（要因Ｔ３－６４）

品質保証室長は、保安検査までに

対応しなければならない状況で、保

全計画には点検日の実績といった

記録を記載している部分があること

から「記録」でもあるととらえてしま

い保全計画が「文書」であることを

正しく理解していなかった（要因Ｔ３

－６２）

品質保証室長は、保全計画を

文書と捉えるべきだったが、品

質記録管理要領第13条（記録

の修正）で定めているルールに

従い保全計画を記録の訂正で

対応できると誤認し、所長及び

所長代理に訂正印により修正

することを説明し了解された（要

因Ｔ３－６３）

プラント保全部及びプラント管理

部が訂正印による修正を適用し

たことに関する分析について、プ

ラント保全部及びプラント管理部

の関係者は、誤りを未処置にして

いる状況を保安検査で指摘され

ないよう、保安検査までに対応す

るため、不適合管理を進めていた

が、品質保証室長から訂正印に

よる修正の指示があったため、そ

の指示に従った（要因Ｔ３－７８）

所長代理は、保安検査前の所大

チェックで抽出した誤記等の誤り

について、方針が決定されたこと、

自らも不適合を区分することが必

要であると考え、保安検査までに

対応できないかと思い、訂正印に

よる修正を事例に出し品質保証室

長にその対応を指示した（要因Ｔ３

－５７）

プラント保全部が所管している「保全

計画検討要領別表-4文書・記録一覧

表」で、保全計画を記録として扱う場

合を明確に記載すべきだったが、保全

計画が文書と記録の両方に該当し、

その意味が明確になっていない等、誤

解を招く表現となっていた

また、管理課が所管している「文書管

理要領別表-4文書・記録一覧表」も同

様の記載となっていた。（要因Ｔ３－６

１）

管理課及びプラント保全部は、文書及

び記録の定義とその扱いについて明

確にすべきだったが、文書と記録の定

義があいまいに読み取れる等、ＱＭＳ

の維持管理に関する理解が不足して

いた（要因Ｔ３－６０）

４．中間管理要因

４-２-３ ルールの維持管理

所長、所長代理は、訂正印による

修正について、説明者が品質保

証室長であれば、訂正印による

修正の対応が問題ないことを

チェックしていると考え、訂正印に

よる修正の妥当性を確認しな

かった（要因Ｔ３－７３）

直接要因3-(9)（人的過誤）

3-⑪

電気保修課は、保全計画（点検計

画）に重複して記載された機器につ

いて、どちらか片方でも点検超過し

ている場合には、点検期限超過とし

ての不適合処理を行うべきであった

が、計装チームの当該機器を保全

計画（点検計画）から削除するという

不適合報告書の発行により、未点検

機器にならないと判断した（要因Ｔ３

－８２）

点検計画の重複は不適合に当た

るとしていたが、点検超過の事実

は不適合としていなかった

電気保修課は、記載が重複している

機器の点検間隔／頻度が異なるにも

関わらず、単純な重複記載と考え、点

検を実施している一方を正の保全計

画（点検計画）とし、点検を実施してい

ない計装チーム分を削除することで未

点検にならないとした（要因Ｔ３－８１）

プラント保全部長及び電気保修課の

ライン職は、ＱＭＳ文書「保守管理要

領」に定められた点検計画及びQMS

文書「不適合管理要領」に関して、十

分な知識を有しているべきであったが、

内容の理解が不足していた（要因Ｔ３

－５１）

プラント保全部及び電気保修課は、

点検間隔/頻度を超過した場合には

不適合管理の下で処理する必要が

あったが、重複記載の一方を削除す

ることで不適合にならないと考えてお

り、不適合管理に関する認識が十分

でなかった（要因Ｔ３－５２）

頂上事象 c-3

直接要因3-(10)（人的過誤）

問題事象 3-7

問題事象 3-8
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　根本原因分析に関する要因分析図(35/35)　 （添付資料-４）
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マネジメントレビュー等で品質方針等を見直さなかったことについて
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安全統括部長は、もんじゅの保守管理

上の不備を踏まえて安全文化醸成等の

活動方針を見直すことをインプットすべ

きであったが、活動方針の見直しは理

事長が判断するものとして、原子炉等規

制法や保安規定の違反等、原子力安全

に重大な影響を及ぼす事案等に対して、

内外情勢を踏まえて柔軟に活動方針を

見直すための視点を明確にしていな

かった（要因Ｔ４－１７）

安全統括部長は、もんじゅの保守管

理上の不備を踏まえて品質方針の見

直しを提案すべきであったが、定期マ

ネジメントレビューの実施時期（3月）ま

では保守管理不備の対応が続き、そ

れまでに再発防止の具体的な対応計

画（行動計画）に係る具体的な進展は

見られないと考え、臨時マネジメントレ

ビューの実施を判断するに至らなかっ

た

（要因Ｔ４－１０）

安全統括部長は、もんじゅの保守管理

上の不備を踏まえて品質方針の見直

しを提案すべきであったが、「もんじゅ

等のＲＣＡ結果を踏まえ、品質方針に

係る具体的な目標を設定して保安活

動に反映するが、引き続き、現行の品

質方針のもとで品質保証活動を行うこ

とで妥当と考える。」と理事長へイン

プットし、品質方針を変更する提案は

行わなかった（要因Ｔ４－１３）

安全統括部長は、もんじゅの保守管

理上の不備を踏まえて安全最優先

で再発防止対策に取り組む機構自

らの姿勢を内外に示すことが必要で

あったにも関わらず、品質方針を変

更するときの視点が明確になってい

なかった

（要因Ｔ４－１２）

安全統括部長は、もんじゅの保守管

理上の不備を踏まえて品質方針を

見直すことをインプットすべきであっ

たが、原子炉等規制法や保安規定

の違反等、原子力安全に重大な影

響を及ぼす事案に対して、内外情

勢を踏まえて柔軟に品質方針を見

直すための視点が明確でなかった

（要因Ｔ４－９）

安全統括部長は、従前より活動方針と

活動施策を合わせたものが理事長の

コミットメントと考えていたため、保安

検査の質疑で認識した「活動方針がコ

ミットメントである」という規制側の考え

方を十分受け止めるに至らなかった

（要因Ｔ４－１９）

理事長は、もんじゅの保守管理上の不

備が原子炉等規制法等違反という社会

的に多大な影響を及ぼす事案であるに

も関わらず、理事長レビューを通常時の

運営方法で対応し、タイムリーな検討・

審議を行わなかった

（要因Ｔ４－２２）

安全統括部長は、理事長のコミットメン

トである安全文化醸成等の活動方針と

活動施策が、もんじゅに対して十分に

機能していない状況であったにも関わ

らず、根本原因分析の報告にある安全

文化醸成等に係る提言は、活動方針

にて網羅されており、活動施策をもって

具体的な活動を拠点へ示すことで対応

できると考えたことから、活動方針の見

直しには至らなかった

（要因Ｔ４－２０）

敦賀本部安全品質推進部長は、根本

原因分析の提言を受けて実施した「職

場の安全風土の調査」結果から安全

文化上の弱点の抽出を踏まえて12月

末の暫定報告を修正（2/21安全・品質

推進会議了承）したにも関わらず、修

正内容を安全統括部へ報告しなかっ

た（要因Ｔ４－４）

敦賀本部安全品質推進部長は、もん

じゅの保守管理上の不備を踏まえて活

動方針の見直しを提案すべきであった

が、安全統括部との連携や情報伝達

が十分でなく、安全統括部が最新の当

該情報の重要性を認識できず、理事長

レビュー（定期理事長マネジメントレ

ビューと合同開催）までに活動方針を

再検討する機会を逸した（要因Ｔ４－

５）

安全統括部長は、もんじゅの保守管

理上の不備を踏まえて活動方針の

見直しを提案すべきであったが、活

動方針及び活動施策を審議する理

事長レビューの時間が短く、特筆事

項の報告等になっていることから、

当該審議時間を十分に確保してい

なかった

（要因Ｔ４－２３）

理事長は、保守管理の不備が法令

及び保安規定違反という重大な問題

であることを受け、活動方針を見直

すべきであったが、活動方針よりも

同方針を具体化する活動施策の見

直しに留めてしまった

（要因Ｔ４－２１）

マネジメントレビュー等で品質方

針等が見直されなかった

（要因Ｔ４－２５）

敦賀本部長（管理責任者）は、もんじゅ

の保守管理上の不備を踏まえて品質

方針の見直しを提案すべきであったが、

定期マネジメントレビューでは、保守管

理不備に係る不適合の状況について

暫定的評価としてのインプットを行い、

品質方針を見直す提案に至らなかった

（要因Ｔ４－７）

理事長は、マネジメントレビューにお

いて、現行の品質方針を変更せずに

継続することを決定した

（要因Ｔ４－１５）

理事長は、保守管理の不備が法令

及び保安規定違反という重大な問題

であることを受け、品質方針を見直す

べきであったが、品質方針に係る具

体的な目標を設定して保安活動に展

開する品質目標で対応することで妥

当とした

（要因Ｔ４－１４）

敦賀本部長（管理責任者）は、もん

じゅの保守管理上の不備を踏まえて

品質方針の見直しを提案すべきで

あったが、定期マネジメントレビュー

の実施時期までにもんじゅの保守管

理上の不備に関する再発防止の具

体的な対応計画（行動計画）の検討

が十分に進んでおらず、不適合の状

況のみを報告した

（要因Ｔ４－６）

安全統括部長は、もんじゅの保守

管理上の不備を踏まえて品質方針

の見直しを提案すべきであったが、

過去の経験から行動計画による再

発防止対策の進捗状況をみて臨時

マネジメントレビューが必要と考え

ていたため、その実施を提起するま

でのインプットには至らなかった

（要因Ｔ４－１１）

直接要因4-(1)（人的過誤）

理事長は、理事長レビューにおいて、

現行の法令等の遵守活動方針及び

安全文化醸成活動方針を変更せずに

継続することを決定した

（要因Ｔ４－２４）

直接要因4-(2)（人的過誤）

直接要因4-(3)（人的過誤）

安全統括部長は、もんじゅの保守管

理上の不備を踏まえて安全最優先で

再発防止対策に取り組む機構自らの

姿勢を内外に示すことが必要であっ

たにも関わらず、安全文化醸成等の

活動方針を変更するときの視点が明

確になっていなかった

（要因Ｔ４－１８）

＊92

＊93

＊93

問題事象 4-1

問題事象 4-2

安全統括部長は、もんじゅの保守管

理上の不備を踏まえて品質方針を見

直すことをインプットすべきであった

が、品質方針の見直しはトップマネジ

メントが判断するものとして、見直す

ためのインプットする具体的な視点を

整理していなかった

（要因Ｔ４－８）

3.経営管理要因
3-2-5 本社のQMS、コンプライアンスの推進活
動

安全統括部長は、もんじゅの保守管

理上の不備を踏まえて安全文化醸成

等の活動方針を見直すことをインプッ

トすべきであったが、活動方針の見

直しはトップマネジメントが判断するも

のと考えていた

（要因Ｔ４－１６）

3.経営管理要因
3-2-5 本社のQMS、コンプライアンスの推進活動

4-②

敦賀本部安全品質推進部長は、2/21

の安全・品質推進会議で了承した「職

場の安全風土の調査」報告の修正内

容を安全統括部長に報告すべきであっ

たが、安全統括部長からの第3四半期

までの活動状況についてインプット情

報として整理するとの指示に従い、修

正内容は安全統括部へ報告しなかっ

た（要因Ｔ４－３）

＊93

4-①

＊92

＊91

もんじゅでは、定期マネジメントレ

ビューのインプット情報の取りまとめ

時期が未点検機器数の確定作業や

国の立入検査及び保安検査対応と

重なっており、保守管理不備の対応

途上であったため、もんじゅのQMS

活動に関する評価が不足していた

（要因Ｔ４－２）

もんじゅは、保守管理上の不備に関し

て、保全プログラムとＱＭＳ活動の観

点から総合的に評価すべきであった

が、保全プログラムによる保守管理活

動の改善として保守管理の不備に係

る直接要因の対策を行うこととし、品

質方針を見直すような評価に至ってい

なかった

（要因Ｔ４－１）

＊91

頂上事象 Ｄ

凡例

問題事象○ ：本報告における「問題事象」の番号を示す

：本報告における「直接要因」及びその番号を示す

：本報告における「組織要因を含む背後要因」及び

その番号を示す

直接要因○

○-○

：JOFL組織要因分類表に基づく該当する分類を示す。

頂上事象○ ：本報告における「頂上事象」を示す

：連鎖の断ち切り点

F-238

E-240

F-242

F-242

○-○ ：*番号先のアドレ
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過去の根本原因分析等の調査結果からの反映事項 

過去 RCA 等からの対策の不足事項とその要因 
共通する保守管理上の不備に係る 

組織の要素を含む背後要因 
組織要因の評価への反映事項 

 JOFL 4. 中間管理要因   

  4-3-1 学習意欲の促進   

1 「ナトリウム漏えい検出器の点検体制等」及び「屋外排気ダクトの腐食孔の確認」のＲＣＡの

結果として、プラント保全部では、プラントの長期停止によって保全の意識が低下していたこと

から、一般教育計画の中に保守管理の PDCA を認識させるため保全プログラム全般に係る集

合教育を追加し、保守管理の PDCA の意識を醸成する対策を実施してきたが、今般の保守管

理上の不備では、点検周期Nサイクルの点検期限管理ができる計画となっておらず、一部の設

備においては保全計画（点検計画）の要求事項を満足する点検が行われず、また、保全計画

（点検計画）に基づく実施状況の確認もなされていなかった。 

これは、教育が、点検の起点の考え方や保守管理に必要な評価方法・手続き・設備点検内

容等を理解させるには十分な教育内容でなく、また、プラント保全部全員に要領類施行前の受

講を課す教育の仕組みになっていなかったため、プラント保全部における保全予算の効率的運

用や保守員の保全技術に係る力量の不足によって保全プログラムに基づく保守管理の PDCA

により点検を確実に実施していくという意識が浸透しておらず、PDCA サイクルをまわすための

基礎的な知識や意欲に関わる教育や動機づけが十分でなかったことによる。 

 

保修計画課が保全計画（点検計画）策定後に行った教育では、点検周期の起点

の考え方等の保全計画(点検計画)策定に直接関連する点検期限に係る教育であ

るにも関わらず、当該保全計画（点検計画）策定のために変更された要領類の施行

前に教育が行われていないことや教育の受講率の設定が適切でなく、プラント保全

部全員に事前受講を課すような教育の仕組みがなかった。 （1-②） 

 

反映済み 

  

 

保修計画課長は、保守管理の PDCA を回すために必要な知識についての教育を

徹底すべきであったが、保全の有効性評価について、他プラントの事例を踏まえる

ことの教示が不足している等、保守管理に必要な評価方法や手続き（保全の有効

性評価方法や特別な保全計画への移行手続き、アウトオブサービスの適用方法）

が理解できる教育としていなかった。 （1-⑯） 

 

電気保修課長は、保全計画（点検計画）を保安規定に基づくＱＭＳ文書として遵

守すること、その点検計画（点検内容や点検間隔／頻度等）に従って機器の点検を

実施することについて、課員が理解して確実にできるような教育が不足し、保全計

画（点検計画）を遵守する意識の共有が図られていなかった。 （1-㉖） 

 

電気保修課長は、所掌する設備の点検項目と点検内容を課員に周知・理解させ

ておく必要があったが、課内マニュアルの教育が設備の概要を紹介する程度であ

り、設備点検の実施項目と実施内容についての教育が十分でなく、課員の一部で

は保全に係る基礎的な知識が不足していた。 （2-④） 

 

 4-5-1 部署レベルのコミュニケーション   

2 「ナトリウム漏えい検出器の点検体制等」のＲＣＡの結果として、保守管理の保全方式等を定

期的に見直す仕組みがなかったことから「保修履歴及び過去のトラブル等のデータベース化と

保全計画（点検計画）への反映」及び「保全サイクルの終了時における保全または保守管理の

有効性評価」を実施してきたが、点検間隔／頻度の変更に係る保全の有効性評価に必要な点

検データや評価方法の整備が十分でなく、担当者による評価が困難であった。 

これは、プラント保全部長が、部員の保守管理の技能や職務遂行意欲を評価する方法を持

たず、それらを向上させるフォローもせず、さらに、点検管理の状況や点検実績確認の重要性

を保守担当と共有していなかったことから、保守管理の技術的課題を共有し解決する部署内の

コミュニケーションが不足していたことによる。 

 

電気保修課長は、設備の維持管理に必要な能力と責任感を課員に与えて業務

の改善に取り組むべきであったが、点検データ等を用いて劣化特性を評価する等

の保守員としての技能が十分でないことを把握しておらず、常に問いかける等して

課員の経験・知見を伸ばして業務改善に活かすような取組みが十分でなかった。 

（1-⑭） 

 

反映済み 

 

電気保修課の管理職は、課員が自ら解決できない課題に直面した場合、課員と

の情報共有を図り課題解決に取り組むべきであったが、課員の満足度や職務遂行

意欲及び作業ストレスを評価するような方法を持っておらず、課員のモチベーション

高揚やストレス低減に係るフォローを行っていなかった。 （1-⑮） 

 

電気保修課長、課長代理及び電気チームリーダーは、課員が抱える業務上の課

題を共有して課題解決に向けた指導や支援を行う必要があったが、保守管理の不

備への対応で忙しく、点検管理に係る情報・状況や点検実績確認の重要性を保守

担当と共有しておらず、点検の計画・管理や未点検機器の調査を正しく仕上げるた

めの取組みが十分でなかった。 （1-㉔） 

 

    

添付資料－５
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過去 RCA 等からの対策の不足事項とその要因 
共通する保守管理上の不備に係る 

組織の要素を含む背後要因 
組織要因の評価への反映事項 

 4-7-1 役割・責任   

3 「ナトリウム漏えい検出器の点検体制等」、「屋外排気ダクトの腐食孔の確認」及び「炉内中

継装置の落下による変形」のＲＣＡの結果並びに「安全性総点検報告」では、重要度の高い一

部の静的機器等に対して予防保全がなされてこなかったことから、保全の計画的実施を目的と

して、（高速炉特有の）安全上重要な機器に対する保全の重要度を明確にした保全計画（点検

計画）を策定することとし当時の主要な機器の重要度分類に応じた保全計画（点検計画）を作

成してきたが、プラント保全部では機器・設備の詳細な重要度分類が適切に整理されていなか

った。 

これは、炉心確認試験後に発生した IVTM の落下や非常用ディーゼル発電機のシリンダーラ

イナーのひび割れ等のトラブル対応に集中し、役割と責任に基づいた設備機器の詳細な重要

度分類作業が行われていなかったこと、また、この分類作業において確実な進捗管理が十分で

なかったことによる。 

 

 

もんじゅ幹部やプラント保全部のライン職は、保守管理業務の内容を自ら確認し

て業務を確実にすべきであったが、自ら行うべき役割、職務と責任の自覚が不足し

ており、担当者等に業務を任せっきりにしてその計画や実施結果を自ら確認してお

らず、ラインとしてのフォローやチェックができていなかった。 （1-⑱） 

 

反映済み 

 

電気保修課や機械保修課のライン職は、保全計画（点検計画）及び実績管理に

必要なデータを担当課員以外でも確認できるように管理を統一しておくべきであった

が、自ら行うべき役割、職務と責任の自覚が不足しており、自営の点検管理や保全

計画（点検計画）のデータ処理を担当者に任せているなど、保全計画（点検計画）か

ら点検報告書、記録までの一元管理ができていなかった。 （2-③） 

 4-9-3 工程・計画   

4 「ナトリウム漏えい検出器の点検体制等」のＲＣＡの結果として、漏えい検出器の数量に係る

保全計画（点検計画）が「業務の計画」に基づく要求事項を明確にしておらず、対象とする検出

器の洗い出しが不足するなど、「業務の計画」の重要性が認識されていなかったため、「業務の

計画」の作成及びレビューの必要性を教育するとともに、その後は「業務の計画に係る作成要

領」を定めて「業務の計画」を確実にするための対策を実施してきた。しかしながら、保守管理

においては、「業務の計画」に従った保全計画（点検計画）を策定しておらず、また、「業務の計

画に係る作成要領」の制定後に保全計画（点検計画）の見直しを行わず、点検期限超過を招い

た。 

これは、プラント保全部において、点検を実施するための要求事項など QMS が理解されてお

らず、また、業務を確実に実施するために必要な業務のプロセスを計画し、構築するという「業

務の計画」の重要性が理解されていなかったため、保全計画（点検計画）が「業務の計画」の一

部であることの認識がなかったことによる。 

 

 

保全プログラムを策定した所大のワーキンググループは、保安規定に基づく保全

計画の重要性を考慮して保全プログラムの策定や導入のために十分な期間を確保

するとともに、設備毎の機能要求や点検内容を教育しておく必要があったが、現場

照合や設備仕様と整合した保全計画に仕上げるための計画（作業期間の確保や知

識付与）の検討が十分でなく、段取りが不足していた。 （1-㉗） 

 

反映済み 

 

運営管理室長や所大チェック事務局は、点検期限超過の調査の実施計画におい

て、（「課題発生時対応要領」や「業務の計画に係る作成要領」に定められた）調査

に必要な条件や内容を明確にする必要があったが、調査を実施するための要求事

項など「7.1 業務の計画」を理解して計画を作成する取組みが不足していた。 （2-

②） 

 JOFL 5. 集団要因   

  5-2 集団としての学習意欲   

5 「ナトリウム漏えい検出器の点検体制等」のＲＣＡの結果として、保守管理の保全方式等を定

期的に見直す仕組みがなかったことから「保修履歴及び過去のトラブル等のデータベース化と

保全計画（点検計画）への反映」及び「保全サイクルの終了時における保全または保守管理の

有効性評価」を実施してきたが、点検間隔／頻度の変更に係る保全の有効性評価に必要な点

検データや評価方法の整備が十分でなく、担当者による評価が困難であった。 

これは、プラント保全部長が、保全の有効性評価に利用できるデータベース化の取組みに対

する計画検討（機器毎の劣化条件、監視等を考慮した計画）や一般産業界等のデータの活用

よる評価手法の拡充などの検討が不足していたこと、加えて評価の方法や手順の教育並びに

サポート体制を十分に構築していなかったことによる。 

 

 

経営層及びもんじゅの幹部は、安全最優先を確実にするための高速炉に相応し

い保全プログラムに向けて具体性、実効性を持って取り組む必要があったが、高速

炉用の保全プログラムの開発のためのサポート体制や戦略をもって取り組まなかっ

た。 （1-⑧） 

 

反映済み 

  

 

プラント保全部では、設備の点検は保全計画（点検計画）の間隔/頻度を遵守し

て期限までに行うべきであるが、長期使用可能な機器であってもメーカーからは１

年毎の点検を推奨されている事例を経験しており、技術的な評価に基づくことなく、

メーカーの推奨値には安全裕度が加味されているものであると誤認してメーカー推

奨値を用いて設定した期限を延長させた。 （1-㉓） 
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過去 RCA 等からの対策の不足事項とその要因 
共通する保守管理上の不備に係る 

組織の要素を含む背後要因 
組織要因の評価への反映事項 

 JOFL 6. 個人要因   

  6-3 安全に対する意欲、慎重さ   

6 「1 次メンテナンス冷却系ナトリウム漏えい検出器の不具合」及び「非常用ディーゼル発電機

C 号機シリンダーライナーのひび割れ」のＲＣＡの結果として、施工状態や作業手順の意味を考

え理解しようとする「常に問いかける姿勢」を従業員に定着させることを目的として当該トラブル

事例を基にした教育を対策として実施してきたが、保守担当課員の一部では、点検周期の起点

の考え方を明確に確認せずにサイクル開始時や年度当初を起点とするなど各々の考え方で点

検期限を管理していたため、点検期限を超過することとなった。 

これは、計画検討時や作業開始前に「常に問いかける姿勢」を確実にするように教育すると

してきたが、そのための教育がトラブル事例の周知に止まり、自ら問いかけ問題点を発見する

ような意識を醸成する教育内容とはなっていなかったことによる。 

 

保全計画（点検計画）における点検間隔/頻度等を変更する場合には、保全の有

効性評価によって設備の安全性を確認した上で保全計画を変更する手続きが必要

であるが、燃料環境課のチームリーダーは、保守管理の手続きの理解不足により

保修計画課が行った保全計画見直しの説明会での内容について、点検計画の備

考欄に次回点検実施時期が判るように記載すれば変更手続きをしたことになると思

い込み、誤解した手続き方法を課員に指導した。 （1-⑲） 

 

反映済み 

  

 

プラント保全部（電気保修課）では、月間レビューを用いて設備の点検予定と実績

の管理を確実にする必要があったが、月間レビューは管理マニュアルに記載された

「保全計画を確実に実施する」ために行うものであることを理解しておらず、月間レ

ビューで設備管理する意識がなく、実績記入だけのやらされ感があった。 （1-㉒） 

 

  6-6 ストレス   

7 「ナトリウム漏えい検出器の点検体制等」、「屋外排気ダクトの腐食孔の確認」及び「炉内中

継装置の落下による変形」のＲＣＡの結果として、点検作業の実施計画の作成を含めてメーカ

ーに任せっきりで自らプラントを保守管理するという認識が低かったことから、マイプラント意識

を醸成し自ら主体的に保守していく考え方の定着に向けて、ＲＣＡを行ったトラブル事例の教育

等を対策として実施してきたが、月間レビューなどでは実績記入だけのやらされ感があったこと

等、保全計画（点検計画）に基づき点検期限を遵守した設備点検を行い設備の健全性を確保

するという保守管理活動ができていなかった。 

これは、マイプラント意識の醸成を図る対策として実施してきた教育がＲＣＡを行ったトラブル

事例の紹介に止まっており、マイプラント意識として必要となる任された設備の健全性確保の

責任が自らにあることを自覚させ、自信を持たせるような教育（OJT）となっていなかったことに

よる。 

 

プラント保全部（電気保修課）では、月間レビューを用いて設備の点検予定と実績

の管理を確実にする必要があったが、月間レビューは管理マニュアルに記載された

「保全計画を確実に実施する」ために行うものであることを理解しておらず、月間レ

ビューで設備管理する意識がなく、実績記入だけのやらされ感があった。 （1-㉒） 

反映済み 

  

 JOFL 4. 中間管理要因   

  4-12 是正処置・予防処置   

8 過去のトラブルに対して、その都度ＲＣＡを行い、その結果に基づき対策を図ってきている

が、この対策によっても過去の要因が解決されずに残っている原因として、対策の仕組みは作

ったがその原因となった組織要因に対する効果がどうかなどについて、現場の第一線までの確

認が必ずしも十分でなかったこと、対策の定着が不十分であったことから、対策のフォローアッ

プが組織要因を解決するための対処として十分でなく「対策の有効性のフォローアップができて

いなかった」ことが要因である。 

 

なし 反映が必要 

 「組織要因の候補⑱」：対策の有効性のフォローア

ップが不十分 

もんじゅの幹部、敦賀本部安全品質推進部長（現

敦賀事業本部安全品質推進室長）及び本部安全統

括部長（現安全・核セキュリティ統括部長）は、RCA

の結果に基づく対策の効果がどうかなどについて、

現場の第一線までの確認を十分に行っていない

等、対策のフォローアップが「組織要因」を解決する

ための対処として十分なものとなっていない。 

 





根本原因分析から得られた直接要因と分析の視点 添付資料－６

頂上事象 問題事象 直接要因 直接原因の分析の視点

Ａ：　保全を担当するプラント保
全部において、保全計画（点検
計画）に定めた点検期限を超
過、あるいは手続きをしないで
点検頻度を変更した

1-1：　プラント保全部では、点検期限管理
が適切でなく、自ら定めた保全計画（点検計
画）どおりの点検ができていなかった

1-(1)：　運営管理室（現運営管理部）は、プラント工程設定にあたっては、保全計画（点
検計画）との整合を図る必要があったが、点検周期が明確化されたことによる点検工
程への影響について、プラント工程を調整した際にプラント保全部から意見がなかった
ため、確認できていなかった

プロセス的問題：
・ホールドポイント

1-(2)：　プラント工程策定を担う運営管理室長は、第2保全サイクル開始に伴うプラント
工程について保全計画との整合を確認すべきであったが、運営管理室長が炉心確認
試験の起動遅延を受けて策定したプラント工程は、遅延分だけを後送りした工程となっ
ており、保全計画（点検計画）との整合について確認されなかった

プロセス的問題：
・要領書・手順書

1-(3)：　保守担当課は、設備の点検周期Nサイクルを踏まえた点検が確実に実施でき
る計画とする必要があったが、電気保修課及び機械保修課の一部では、機器毎の点
検期限を確認しなかった

プロセス的問題：
・要領書・手順書

1-(4)：　機械保修課長及び同課の一部では、QMSに規定されていない場合は業務に
適用できないにも関わらず、点検期限を設定するにあたって、機器の点検のために当
該機器を停止していた期間は次の点検までの期間に含めない（アウトオブサービス）と
考えていた

プロセス的問題：
・要領書・手順書
・教育・訓練

1-(5)：　プラント保全部長は、点検周期Ｎサイクル（Ｎ年＋４ヶ月）が明確化されたことに
伴って、点検期限の管理ができるように必要な様式の変更を行うべきであったが、点検
期限管理方法を変更した際に保全計画（点検計画）を適切に改善しなかった

プロセス的問題：
・要領書、手順書

1-(6)：　プラント保全部長は、点検周期Ｎサイクル（Ｎ年＋４ヶ月）を明確化されたことに
伴って、点検期限の管理ができるように要領の改定を行うべきであったが、保全計画
（点検計画）において、機器毎の点検時期と点検期限を明記するような要領（保全計画
検討要領）としていなかった

プロセス的問題：
・要領書・手順書

1-(7)：　プラント保全部の安全技術検討会においては、点検期限管理に係る考え方を
検討する機会があったにも関わらず、第2保全サイクル開始直後に点検期限が超過す
る機器があることについての問題点が明らかにされなかった

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

1-(8)：　電気保修課では、保全計画（点検計画）の根拠となるデータを整備し、プラント
状態を考慮した設備の状態に相応しい保全計画とすべきであったが、データ不足を補
充する方策の検討や日常の保守点検を通じて点検間隔を延ばすための分析が不足し
ていた

技術的問題：
・学習・伝承

1-(9)：　電気保修課長は、点検数量が膨大である電気・計測制御設備の点検管理のた
めに人的資源や管理方式を整えるべきであったが、数万点に及ぶ機器の点検項目を
人の手で管理していた

技術的問題：
・設備管理
人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

1-(10)：　保守管理の実施にあたり、保全計画（点検計画）に基づいて外部への点検発
注を確実に行う必要があるが、電気保修課の一部では、第2保全サイクルの保全計画
における当該年度の点検項目と発注仕様書に記載された点検内容との整合を確認し
なかった

プロセス的問題：
・セルフチェック
・要領書・手順書
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根本原因分析から得られた直接要因と分析の視点 添付資料－６

頂上事象 問題事象 直接要因 直接原因の分析の視点

1-2：　所長以下のライン職、主任技術者等
は、ＩＶＴＭ等のトラブルを受けて変更したプ
ラント工程に合わせて改定した保全計画
（点検計画）を確認・承認する際に、電気・
計測制御設備の点検期限の超過や点検頻
度が変更されていることを見つけられな
かった

1-(11)：　電気保修課の担当者は、設備機器の点検周期を変更する場合にはチーム
リーダーの確認を受け必要な手続きを経るべきであったが、保全計画（点検計画）のマ
スターファイルを変更した際、チームリーダーへ報告しなかった

プロセス的問題：
・コミュニケーション

1-(12)：　プラント保全部では、保全計画（点検計画）マスターファイルを容易に変更でき
ないようにアクセス制限を設ける必要があったが、保全計画のマスターファイルには自
由にアクセス及び変更が可能であった

プロセス的問題：
・作業環境

1-(13)：　保修計画課長は、保安規定上の職務として、「保守担当課長の行う原子炉施
設の保修の計画及び管理に関する業務」とあるのに対し、管理の業務を保守担当課に
委ねて保全計画（点検計画）の変更に関与していなかった

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

1-(14)：　もんじゅ幹部は、プラントの安全を確保するために点検期限の管理状況を確
認した上で保全計画（点検計画）の精査を確実にすべきであったが、保全計画の承認
の際に、点検期限の管理状況についての確認が不十分であった

プロセス的問題：
・ホールドポイント

1-(15)：　プラントの安全に影響するような規定類を制改定する場合には、会議体等で
複数の視点から検討・協議されるべきであるが、保全計画の制改定について、もんじゅ
及びプラント保全部で複数の視点で検討・協議する場がなかった

プロセス的問題：
・要領書・手順書

1-(9)と同じ

1-3：　ＩＶＴＭ等のトラブルを受けて第2保全
サイクル中に変更したプラント工程は、電
気・計測制御設備の一部の機器の点検が
実施できなくなるものであった

1-(16)：　プラント保全部は、試験工程を変更する場合、保全計画（点検計画）に基づく
施設設備の点検期限を守れるような工程となるよう調整する必要があったが、工程変
更に伴う設備点検への影響の課題について正式な提案ができなかった

プロセス的問題：
・要領書・手順書

1-(17)：　もんじゅの幹部は、試験工程を変更する場合、保全計画（点検計画）に基づく
施設設備の点検期限を守れるような工程となるよう調整する必要があったが、トラブル
処理のために設定された目標や40％出力プラント確認試験の工程は守るものとし、保
全計画との整合性について確認しなかった

プロセス的問題：
・要領書・手順書

1-4：　電気保修課及び機械保修課では、ト
ラブル等によるプラント工程の変更に伴って
点検時期が延期される設備機器が発生し
た際に、必要な手続きをしなかった

1-(18)：　電気保修課では、点検時期が延期される設備機器が発生した際には、有効
性評価を行い点検間隔又は頻度を変える必要があるが、有効性評価ができなかった

技術的問題：
・学習・伝承

1-(19)：　機械保修課では、点検期限を延長する必要が発生した際に、点検期限までに
保全の有効性評価を実施する必要があるが、必要な保全の有効性評価に係る手続き
が遅れてしまった（結果として手続きしなかったと同様な扱い）

プロセス的問題：
・教育・訓練
・要領書・手順書
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根本原因分析から得られた直接要因と分析の視点 添付資料－６

頂上事象 問題事象 直接要因 直接原因の分析の視点

1-(20)：　設備の点検期限の一時的な延長を行う場合には、不適合管理の下で延長す
る期限までの設備の健全性評価を行う必要があったが、機械保修課では点検期限の
一時的な延長として「技術評価」あるいは「準じた確認」を用い、また電気保修課では一
時的な延長に係る様式等の整備を進めなかった

プロセス的問題：
・要領書・手順書

1-(21)：　機械保修課長は、トラブル等による試験工程変更に伴い点検時期が延期さ
れた際に、不適合管理の下で延期する時期までの設備の健全性評価を行う必要が
あったが、保安規定との整合性のない「技術評価」あるいは「準じた確認」を適用して点
検期限の一時的な延長を行った

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

1-5：　燃料環境課では、予算の影響により
保全計画（点検計画）どおりの点検を実施し
なかった

1-(22)：　保全計画（点検計画）の履行に必要な予算を確保し計画に則った点検を行う
必要があるが、燃料環境課では、年度当初は保全計画（点検計画）どおりに点検を予
定していたにも関わらず、全体予算削減の中で、燃料環境課の一部の設備の点検予
算が確保できなくなった

プロセス的問題：
・要領書・手順書

1-(23)：　保全計画（点検計画）を変更する場合には保全の有効性評価によって設備の
安全性を確認する必要があるが、燃料環境課では、予算の影響により共通保修設備
燃取機器洗浄設備（計装分）の点検期限を延長する際、必要な手続きをしなかった

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

1-6：　原子力安全監査において、監査チー
ムは、電気・計測制御設備の点検期限の超
過及び点検頻度が変更されていることを検
出できなかった

1-(24)：　監査チームは、電気・計測制御設備におけるプロセス型監査として計画段階
のプロセスである保全計画（点検計画）と発注仕様書との整合性を確認すべきであった
が、点検内容、実績の確認は行ったが、保全計画との照合は行わなかった

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

1-(25)：　プラント保全部長は、点検周期Nサイクル（Ｎ年＋4ヶ月）の導入に係る保守管
理要領の改正及び試験工程変更があった際に、設備点検の予実績管理を確実にする
必要があったが、月間レビューにおいて何を確認するかの検討や様式の見直しが行わ
れていなかった

プロセス的問題：
・要領書・手順書

1-(26)：　保修計画課長は、設備の点検期限超過を防ぐために、点検予定と実績の管
理を確実にする必要があったが、ルールどおりプラント保全部長へ月間レビューの報
告を実施しなかったことがあった

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

1-(27)：　プラント保全部長は、保全計画（点検計画）の実施状況を把握するために、月
間レビューによって点検の実施状況を確認する必要があったが、保全計画（点検計画）
に基づく点検の実施状況を確認していないことがあった

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

1-(9)と同じ

1-8：　電気保修課では、補助冷却設備CDU
盤等の一部について、次回点検期限が平
成25年2月であることを管理できず点検期
限を超過した

1-(28)：　電気保修課では、所掌する設備の点検実績と点検間隔／頻度に基づいて点
検期限を管理すべきであったが、保全計画（Ｒｅｖ.11）における補助冷却設備CDU盤等
の一部について次回点検期限欄が間違って入力されていた

プロセス的問題：
・セルフチェック

1-7：　プラント保全部長、保修計画課長（現
保全管理課長及び保全計画課長）及び電
気保修課長は、保全計画（点検計画）を確
実に実施するために設けられている月間レ
ビューにおいて、電気・計測制御設備の一
部の機器で、点検期限が超過することを見
つけられなかった
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根本原因分析から得られた直接要因と分析の視点 添付資料－６

頂上事象 問題事象 直接要因 直接原因の分析の視点

1-(3)と同じ

1-(9)と同じ

1-(25)と同じ

1-9：　電気保修課は、点検計画から特別な
保全計画へ移行する際の手続きが不十分
であったにも関わらず、特別な保全計画へ
移行したものと誤認して、点検を実施しな
かった

1-(29)：　電気保修課の計装チームは、設備を特別な保全計画にて管理する場合に
は、特別な保全計画に設備を記載するとともに、点検計画の備考欄に特別な保全計画
に移行する旨の記載を行うこととしていたにも関わらず特別な保全計画への記載を
行っておらず、点検計画の備考欄への記載内容も誤った

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

1-10：　電気保修課では、アニュラス循環排
気装置計測・制御設備の点検に係る予算
が十分に確保できなかったことから、点検
期限までに点検を実施できなかった

1-(30)：　電気保修課チームリーダー及び担当者は、アニュラス循環排気装置計測・制
御設備の点検について、平成24年11月までに点検を実施しなければならなかったが、
平成24年度において外注による点検に必要な予算が十分に確保できず、点検をあきら
めた

プロセス的問題：
・コミュニケーション

1-11：　電気保修課では、保全計画（点検計
画）における点検間隔／頻度に基づき点検
を実施しなければならないことを十分に理
解していなかったことから、非常用ＤＧ計装
ラック（現場計器）について点検期限までに
点検しなかった

1-(31)：　電気保修課担当者及びチームリーダーは、非常用DG 計装ラック（現場計器）
について保全計画（点検計画）の点検間隔／頻度に基づき、平成24年11月中に点検を
実施すべきであったが、担当者は、第２保全サイクル中に１回実施すれば良いと誤認
し、チームリーダーは、年度内に１回点検すれば良いと誤解していた

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

1-12：　電気保修課では、2次冷却系液面計
計装設備について、保全計画（点検計画）
における点検間隔／頻度に基づいて、点検
を自前で実施することとしていたが、点検期
限を失念して点検を実施しなかった

1-(32)：　電気保修課チームリーダー及び担当者は、保全計画（点検計画）の点検間隔
/頻度に基づき、平成24年11月中に点検を実施すべきであったが、平成24年9月からの
保守管理不備の対応や別の作業の管理（現場のアイソレーション）に手いっぱいであ
り、当該計器の点検に思いが至らなかった

プロセス的問題：
・セルフチェック

1-(33)：　電気保修課では、保全計画（点検計画）の点検間隔／頻度に基づき、平成24
年11月中に点検を実施できるように管理すべきであったが、点検予定と実績を管理す
るシステムとして作られていた月間レビューが点検期限管理として使用できるものと
なっていなかった

プロセス的問題：
・要領書・手順書
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根本原因分析から得られた直接要因と分析の視点 添付資料－６

頂上事象 問題事象 直接要因 直接原因の分析の視点

1-13：　電気保修課では、保全計画（点検計
画）における点検間隔／頻度で点検を実施
すべきであったが、「電気・計測制御設備の
点検間隔超過に対する健全性確認要領書」
に基づき点検期限を超過する前に「準じた
確認」により評価して点検を行わなかった

1-(34)：　電気保修課では、点検期限を超過する前に点検を行うか、若しくは不適合管
理の下で評価し特別採用すべきであったが、平成24年11月の調査において作成した
健全性確認要領書において点検間隔／頻度を超過した機器の健全性を評価する方法
として、保守管理要領に規定された「準じた確認」を用いたことにより、点検を行う必要
がないとした

プロセス的問題：
・要領書・手順書

1-14：　電気保修課では、同課が所掌する
一部の機器について、保全計画（点検計
画）に定める点検項目、点検間隔／頻度、
点検内容に従った点検を実施しておらず点
検期限を超過した

1-(35)：　電気保修課の担当者及びチームリーダーは、発注に際して、従来（保全プロ
グラム導入前）からの発注仕様書どおりであることを確認するだけで、保全計画（点検
計画）の点検項目・内容と発注仕様書の点検内容との整合を図らなかった

プロセス的問題：
・セルフチェック
・要領書・手順書

1-(36)：　電気保修課の担当者及びチームリーダーは、点検周期Ｎサイクル（Ｎ年＋４ヶ
月）が導入され、機器毎に点検期限を管理することが明確化されたことから、保全計画
（点検計画）に定めた点検間隔／頻度に従って点検期限を超過しない時期に点検が実
施できるよう発注を含めた点検工程を管理すべきであったが、点検を実施した時期が
既に点検期限超過になることを確認していなかった

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

1-(37)：　電気保修課の担当者は、外部へ発注した点検の実績を管理するためには、
点検の検収にあたって、点検記録に抜けがないことを確認すべきであったが、４７２系
流量計や７３６系ＩＴＶ設備中継端子箱の点検では、受領した点検報告書の一部で実施
済みとしていた点検記録が抜けていることを確認していなかった

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

1-15：　電気保修課では、一部の機器につ
いての保全計画（点検計画）の記載が、現
場の機器の状況にそぐわないものとなって
おり、保全計画（点検計画）どおりの点検が
できなかった

1-(38)：　電気保修課では、保守管理の実施にあたり、機器ごとに点検すべき内容を検
討して設備機器の健全性維持に見合った保全計画（点検計画）を整備していなかった。
また、現場照合や設備仕様との整合を確認していなかった

人的過誤：
・業務に係る業務管理要因

1-16：　電気保修課は、714系カバーガス法
破損燃料検出装置等について、点検計画
から特別な保全計画へ移行する際の手続
きが不十分であったにも関わらず、特別な
保全計画へ移行したものと誤認して点検を
実施しなかった（問題事象1-9と類似。）

1-(29)と同じ

1-17：　電気保修課では、271系CLD（特性
試験）について、保全計画（点検計画）に基
づく点検期限を誤って把握していたため、点
検期限までに点検ができなかった

1-(39)：　電気保修課では、保全計画（点検計画）に基づき点検期限を迎える機器を正
確に把握しておく必要があったが、プラント保全部次長から指示のあった至近（平成24
年12月～平成25年2月）に点検期限を迎える機器の抽出リストを作成した際、当該機器
の前回の点検実績を他の実績と取り違えたことから、平成23年8月と入力すべきところ
平成23年9月と誤った入力があった

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因
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根本原因分析から得られた直接要因と分析の視点 添付資料－６

頂上事象 問題事象 直接要因 直接原因の分析の視点

1-18：　電気保修課は、771系非常用DG（C
号機）の一部の機器について、保全計画
（点検計画）に基づく点検期限を正しく把握
していたにも関わらず、点検期限までに点
検を実施しなかった

1-(40)：　非常用DGの点検管理を自ら担当している電気保修課チームリーダーは、プラ
ント保全部次長から指示のあった至近（平成24年12月～平成25年2月）に点検期限を
迎える機器の抽出リストに基づき点検を実施すべきであったが、当該機器が平成24年
12月に点検期限が来るとの認識はあったものの、平成24年12月にはＡ号機が点検中
であったため、Ｃ号機も含めて非常用DGの2台を待機除外とはできないと自ら判断した

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

1-19：　電気保修課では、1次、2次予熱ヒー
タについて、平成25年3月に点検を実施す
れば良いと考えていたため設備に見合った
点検期限までに点検を実施しておらず、点
検期限の起点の考え方を間違って点検期
限を超過した

1-(41)：　電気保修課では、当該予熱ヒータの次回点検時期を設定するにあたり、起点
をヒータ個々の点検が完了したそれぞれの時期（平成21年10月）とすべきであったが、
保修計画課長が内容を精査せずに発行した、点検の起点の考え方が曖昧となってい
る業務連絡書の指示に従って、予熱ヒータの点検が完了した後に作成した点検・補修
等の結果の確認・評価（様式-１）月（平成21年11月）を起点として採用したこと

プロセス的問題：
・標準・規準
・教育・訓練

1-20：　電気保修課は、淡水供給設備制御
盤、排水移送系計測・制御設備現場操作盤
の外観点検について、従前から慣例的に
行っている3ヶ月に１回の点検しか実施して
おらず、保全計画（点検計画）において毎月
点検するとしていた設備の点検期限を超過
した

1-(42)：　電気保修課は、外注で行っている当該制御盤等の点検について保全計画
（点検計画）の点検内容と整合を確認し、保修計画課へ発注依頼すべきであったが、保
全計画（点検計画）の内容と整合のとれていない発注を依頼していた

プロセス的問題：
・セルフチェック
・要領書・手順書

1-(43)：　電気保修課は、点検期限を超過する前に不適合管理の下で評価し、特別採
用すべきであったが、平成24年11月の調査において作成した「電気・計測制御設備の
点検計画の手続きの遅れに関する確認調査要領書」において点検間隔／頻度を超過
した機器の健全性を評価する方法として「準じた確認」を用いていた

プロセス的問題：
・要領書・手順書

1-(44)：　電気保修課チームリーダー及び担当者は、保全計画（点検計画）の点検間隔
／頻度で点検を実施しておく必要があったが、実際に行われている制御盤等の外観点
検の点検周期と保全計画（点検計画）における点検間隔／頻度が整合していないこと
の確認がなされていなかった

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

1-21：　機械保修課において、１次アルゴン
ガス系空気作動弁について、保全計画（点
検計画）の次回点検期限欄に誤った点検期
限が記載されていたため、点検期限の管理
ができず保全計画（点検計画）で定めた点
検期限を超過した

1-(45)：　機械保修課は、1次・2次冷却系設備の点検間隔／頻度の考え方の統一化の
観点から保全計画（点検計画）を改正した際に、初回点検となる機器については点検
期限の起点を保全プログラム開始時とする必要があったが、そのような教育が実施さ
れておらず、保全計画（点検計画）を改正した時点を点検期限の起点とする誤った考え
方をしていた

プロセス的問題：
・教育・訓練
・標準・規準

1-22：　機械保修課では、清水膨張タンク等
の保全計画（点検計画）が定めたとおりの
点検間隔で点検管理できるものとなってい
なかった

1-(4)と同じ
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根本原因分析から得られた直接要因と分析の視点 添付資料－６

頂上事象 問題事象 直接要因 直接原因の分析の視点

1-23：　配管支持構造物の点検要領書に
は、機能を発揮しうる状態にあるか否かの
観点からの点検を行うことが記載されてお
らず、必要な点検ができていなかった

1-(46)：　機械保修課及び燃料環境課の担当者は、配管支持構造物としての機能を発
揮しうる状態にあるか否かの観点からの点検内容を点検要領書に記載すべきであった
が、過去の点検要領書（長期停止プラント（高速増殖原型炉「もんじゅ」）の設備健全性
確認等）を参考にして、点検内容（表面にかき傷・打こん・クラック等がないことの確認
等）を記載した

プロセス的問題：
・要領書・手順書

1-(47)：　機械保修課及び燃料環境課では、保全計画（点検計画）に基づいて点検要領
書を作成していたが、保全計画（点検計画）には配管支持構造物としての機能を発揮し
うる状態にあるか否かの観点からの点検内容が記載されていなかった

プロセス的問題：
・要領書・手順書

1-24：　機械保修課及び燃料環境課では、
保全計画（点検計画）で配管支持構造物「１
式」を点検対象として点検範囲を限定してい
ないにも関わらず、点検要領書では可視範
囲に限定し、それ以外の範囲（以下「可視
不可部」という。）について点検を実施して
いない等、保全計画（点検計画）に基づく配
管支持構造物の点検が適切にできていな
かった

1-(48)：　機械保修課及び燃料環境課では、可視不可部の存在を認識していたにも関
わらず、外観点検の点検要領における可視不可部の健全性評価の方法が明確になっ
ていなかった

プロセス的問題：
・要領書・手順書

1-25：　機械保修課及び燃料環境課は、配
管支持構造物の点検結果について個々の
機器を特定できるように記録すべきであっ
たが、「１式」として記録し、個々の機器を特
定できるように記録していなかった

1-(49)：　機械保修課及び燃料環境課では、保全計画（点検計画）に機器数量「１式」と
して記載されている配管支持構造物の点検記録について、リストやアイソメ図を添付
し、個々の支持構造物が特定できるように記録することをルール（ＱＭＳ文書 作業要領
標準記載要領）として明確に定めていなかった

プロセス的問題：
・要領書・手順書

1-(50)：　機械保修課の担当者は、点検要領書・報告書に点検範囲を示すもの（配管系
統図や対象機器のリスト等）を添付し、当該箇所を色塗りすることで点検した機器を特
定できるように記録すべきであったが、配管系統図を添付していなかったり、色塗りをし
ていなかった

プロセス的問題：
・要領書・手順書

1-26：　もんじゅは、平成25年度第4回保安
検査で、配管支持構造物の点検について
一部点検が実施されていないものと指摘さ
れたにも関わらず、平成26年度第2回保安
検査まで指摘された箇所の扱いを適切に処
置しなかった

1-(51)：　もんじゅでは、自ら定めた保全計画（点検計画）を基に全ての機器を特定して
点検すべきであったが、保全計画（点検計画）の当該設備（配管支持構造物）は「１式」
で点検を実施することになっており、点検要領では外観点検は可視可能な範囲として
いたことから、保安検査官の指摘について保全計画（点検計画）に立ち返った要求事
項に対する検討が行われず、不適合の識別ができていなかった

プロセス的問題：
・要領書・手順書

1-27：　電気保修課は、保全計画（点検計
画）において、2次主冷却系循環ポンプの温
度スイッチ等が重複記載されており、電気
チーム側の点検は実施していたが、計装
チーム側は保全計画（点検計画）に従った
点検を実施していなかった

1-(52)：　電気保修課計装チームは、保全計画（点検計画）に当該機器が記載されてい
るにも関わらず、当該機器を所掌している認識がなく、また、当該機器について保全計
画（点検計画）を確認していなかった

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因
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根本原因分析から得られた直接要因と分析の視点 添付資料－６

頂上事象 問題事象 直接要因 直接原因の分析の視点

1-(53)：　電気保修課は、平成21年の保全計画作成時、電気チームは制御盤、計装
チームは温度スイッチとして、当該機器の保全計画（点検計画）を作成し、保全計画（点
検計画）改正で所掌範囲が不明確なまま、詳細化の記載に伴い双方の計画に同じ機
器番号、点検項目等が記載された

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

Ｂ：　保守管理上の不備に係る
調査が不十分で何度も繰り返
した

2-1：　機械保修課では、点検期限を超過し
た機器の調査方法の確認が不足していた

2-(1)：　機械保修課の一部では、点検期限の調査にあたって保安規定と整合した保全
計画に基づいて点検実績を確認すべきであったが、点検期限を管理する考え方が不
適切であったことから、点検期限を超過した機器を超過していないものとした

プロセス的問題：
・教育・訓練

2-(2)：　プラント保全部では、点検期限超過の調査についての調査条件や方法を統一
した上で調査すべきであったが、調査にあたっての方法が統一されていなかった

プロセス的問題：
・標準・基準

2-(3)：　機械保修課は、他の保守担当課で行われた調査方法や結果について把握し
ておく必要があったが、電気保修課で行った調査方法やその結果の情報を知らなかっ
た

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

2-2：　もんじゅの調査・確認チーム及び燃
料環境課では、点検期限の超過に係るエビ
デンスの確認が不足していた

2-(4)：　燃料環境課長は、点検期限超過に係る調査において、点検期限が変更されて
いる場合には変更に係る手続きを確認する必要があったが、保全計画（点検計画）の
「次回点検期限」欄が変更されている設備について、変更に係る手続きを確認していな
かったものがあった

プロセス的問題：
・要領書・手順書
・セルフチェック

2-(5)：　点検期限超過を調査するために設けられたもんじゅとしての調査・確認チーム
は、点検期限の変更が行われている可能性がある箇所については、記載内容や手続
きの妥当性を確認する必要があったが、「次回点検期限」欄が変更されている設備に
ついて、変更に係る手続きを確認しなかった

プロセス的問題：
・要領書・手順書

2-3：　もんじゅでは、措置命令報告書の精
査が不十分であり、電気・計測制御設備の
点検期限を超過した安全機能の重要度分
類のうちクラス1の機器について、点検を完
了した機器数に誤りがあった

2-(6)：　所大で対応を図る必要が生じた場合に適用される「課題発生時対応要領」で
は、運営管理室長が、課題発生時対応の実施計画段階で対応体制の情報共有につい
て明確にするとされているが、保守管理不備に係る点検期限超過の調査の実施計画
において、各班の実施プロセスに対するインプットとアウトプットを明確にしていなかっ
た

プロセス的問題：
・要領書・手順書

2-(7)：　運営管理室長は、「課題発生時対応要領」において実施計画の段階で進捗管
理を明確にすることとされているにも関わらず、実施計画の中で報告書の提出に向け
た進捗管理の具体的方法を明確にしていなかった

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

2-4：　電気保修課では、エビデンスに基づく
点検期限超過に係る調査結果の説明資料
の作成が正確にできなかった

2-(8)：　電気保修課管理職は、ＳＩＤと同様な事象の調査にあたり、調査計画を明確に
して実行すべきであったが、調査開始時期に具体的な調査方法、スケジュール、調査
体制の指示をしなかったので調査情報が統一されていなかった

プロセス的問題：
・コミュニケーション
・要領書・手順書

2-(9)：　電気保修課では、ＳＩＤと同様な事象の調査にあたり、所掌する設備の点検の
計画と実績を整理しておく必要があったが、照合調査作業を行う際、点検報告書の調
査が不十分だった

プロセス的問題：
・要領書・手順書
・セルフチェック

添付6-8



根本原因分析から得られた直接要因と分析の視点 添付資料－６

頂上事象 問題事象 直接要因 直接原因の分析の視点

2-(10)：　電気保修課員は、調査に用いる電子データの確認を確実に行うべきであった
が、調査対象とする保全計画（点検計画）とは異なる電子データをチェックシートに用い
た

プロセス的問題：
・要領書・手順書
・セルフチェック

2-(11)：　電気保修課長は、エビデンスに基づく説明資料が正確に作成されていること
を確認する必要があったが、点検期限超過に係る調査に労力と時間が必要であるにも
関わらず、説明資料の内容確認についてもんじゅ及びプラント保全部に応援体制を要
請しなかった

人的過誤：
・従事者を取り巻く職場環境要
因

2-(12)：　プラント保全部長は、電気保修課が作成した説明資料がエビデンスに基づき
正確に作成され、精査されていることを確認する必要があったが、電気保修課の作業
量を把握しておらず、説明資料の内容確認作業をプラント保全部で展開する体制を敷
かなかった

人的過誤：
・物理的な環境要因

2-5：　電気保修課で作成した点検期限超過
に係る調査結果の説明資料が適切である
かの確認が不足していた

2-(13)：　もんじゅの調査・確認チームは、電気保修課が作成した説明資料がエビデン
スに基づき正確に作成されていることを確認する必要があったが、同チームが行った
作業は、電気保修課が調査した件数を確定するための内容となっていた

プロセス的問題：
・要領書・手順書

2-6：　電気保修課は、平成25年7月、8月の
電気保修課内での調査を実施するまで、平
成24年12月に入った時点で点検期限を超
過している機器があることを発見できなかっ
た

2-(14)：　電気保修課では、平成24年12月に入った時点で点検期限を超過していること
を早期に発見すべきであったが、平成25年7月、8月に調査を実施するまでに行った調
査では、平成24年12月から平成25年3月までに実施した点検の実績が報告書と比較し
て誤りがないかを確認するのみであり、平成24年12月に入った時点での点検期限超過
を発見できる調査ではなかった

プロセス的問題：
・要領書・手順書
・セルフチェック

2-(15)：　電気保修課では、平成24年9月末～11月末に入力した点検実績について、平
成25年4月（平成25年3月末までの実績確認作業）までの間、入力した実績を確認して
いなかった

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

2-(16)：　電気保修課では、平成24年9月末～11月末に入力した点検実績に加えて、平
成25年3月末までの点検実績について、平成25年6月までの間に再確認したが、その
中で確認された誤った実績を修正していなかった

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

2-8：　電気保修課は、保全計画における点
検計画から特別な保全計画への移行手続
きを整理した保全計画Rev.12制定の際に、
移行手続き不備により点検期限が超過して
いることの調査が適切に実施できていな
かった

2-(17)：　電気保修課は、点検計画から特別な保全計画への移行手続きをまとめて実
施した平成25年5月の保全計画Rev.12改正時に、移行手続きが不十分なため点検期
限を超過した機器が発生していることを発見し不適合管理すべきであったが、過去に
移行手続きが不十分で未点検となっている機器(平成25年1月に点検期限超過）につい
て確認を行わなかった

プロセス的問題：
・要領書・手順書

2-7：　電気保修課では、平成25年7月～9
月の電気保修課内確認及び所大での未点
検機器個数確定のための点検成績書の調
査（以下「所大チェック」という。）を実施する
まで、250系2次アルゴンガス系ガスクロ等
の外観点検に係る点検実績を問題ないも
のとしていた
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根本原因分析から得られた直接要因と分析の視点 添付資料－６

頂上事象 問題事象 直接要因 直接原因の分析の視点

2-9：　平成24年度第4回保安検査にて、非
常用DGの点検間隔／頻度の考え方につい
て当時のルールにないアウトオブサービス
を適用するなど、点検管理の考え方の統一
が取れてないとの指摘を受けた際、電気保
修課での調査時における点検間隔／頻度
の考え方に問題がないことを再確認しな
かった

2-(18)：　電気保修課では、予熱ヒータの点検実績として、前回点検実績日と次回点検
実施日とすべきであったが、実際には前回評価日から次回評価日で管理していたにも
関わらず、点検間隔が点と点で管理されているため、水平展開を行わなくてもよいと誤
解していた

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

2-10：　機械保修課は、保安検査で要求の
あった安全機能の重要度クラス１（MS-1）の
機器の抽出結果を取りまとめたMS-1機器リ
ストから清水膨張タンク等の点検項目が漏
れていた

2-(19)：　機械保修課担当者は、保全計画（点検計画）からＭＳ-1機器の点検リストを抽
出する際に、清水膨張タンク等の開放点検は抽出したが、外観点検が抽出できなかっ
た

プロセス的問題：
・セルフチェック

2-11：　未点検か否かについて点検内容と
点検成績書で確認するための「点検成績書
の記載に係る所大チェック手順書」（以下
「所大チェック手順書」という。）は、保全計
画（点検計画）の誤りを十分に抽出できるも
のではなかった

2-(20)：　所大チェック事務局（プラント保全部）は、所大チェック手順書において、所大
チェックで保全計画（点検計画）の誤りを厳格に抽出できる作業内容とすべきであった
が、確認する範囲を「直近２回分（直近及び直々近）」に限定したり、疑義とする判断基
準に代替点検等を容認しうるような表現を用いるなどの内容にしていた

プロセス的問題：
・要領書・手順書

2-(21)：　所大チェック事務局は、所大チェック手順書の作成にあたって、未点検を確実
に抽出するための必要な事項を明確にすべきであったが、作業の要求事項、プロセス
の確立、資源の提供、監視・測定、記録を検討せず、それらを所大チェック手順書に記
載しなかった

プロセス的問題：
・要領書・手順書

2-(22)：　所大チェック事務局は、所大チェック手順書の作成にあたり、所大チェック作
業を行う前に、未点検を確実に抽出できることをレビューすべきであったが、手順書の
レビュー項目を決めていなかった

プロセス的問題：
・要領書・手順書

2-12：　所大チェックの疑義を処理するため
の「成績書に対するコメント・疑義及び対応
リストの処理手順」（以下「疑義処理手順」と
いう。）では、設備担当課に任せた疑義処理
の結果を所大チェック班で再確認するよう
になっていなかった

2-(23)：　所大チェック事務局は、疑義処理手順において、所大チェックで抽出した疑義
が確実に保全計画（点検計画）の見直しに反映されていることを確認できる作業フロー
にすべきであったが、保全計画（点検計画）の見直しに反映するかどうかの処理を設備
担当課に判断させる作業フローにした

プロセス的問題：
・要領書・手順書

2-(24)：　所大チェック事務局は、疑義処理手順の作成にあたり、疑義処理作業を行う
前に、疑義を確実に処理できることをレビューすべきであったが、手順書のレビュー項
目を決めていなかった

プロセス的問題：
・要領書・手順書

2-13：　所大チェック班の確認員は、所大
チェック手順書に従って作業を実施したが、
一部を疑義として抽出できなかった

2-(25)：　所大チェック事務局は、１次アルゴンガス系設備の支持構造物の外観点検で
は、機器個数が「１式」とした構成機器の点検実績が特定できないことを疑義として抽
出できるような手順書とすべきであったが、所大チェック手順書には、「１式」表記の構
成機器の点検実績を確認する方法が明記されていなかった

プロセス的問題：
・要領書・手順書
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根本原因分析から得られた直接要因と分析の視点 添付資料－６

頂上事象 問題事象 直接要因 直接原因の分析の視点

2-(26)：　所大チェック事務局は、１次主冷却系循環ポンプＭ－ＧセットＣ油冷却器出口
温度計の外観点検では、外観点検（点検項目）の代替点検として絶縁抵抗測定及び導
通確認（点検内容）を実施していることを疑義として抽出できるような手順書とすべきで
あったが、所大チェック手順書では、点検計画の記載内容（「点検項目」と「点検内容」
等）を個々に点検成績書で確認することのみになっていた

プロセス的問題：
・要領書・手順書

2-14：　所大チェックで抽出された点検実績
等の疑義に対して、設備所管課長の判断で
「問題ないもの（点検を実施したもの）」とし
て処理していた

2-(27)：　電気保修課は、１次主循環ポンプＡ軸封部供給第１停止弁の外観点検では、
外観点検の記録がないことから、未点検として不適合処理すべきであったが、“特性試
験（機能試験）の記録をもって、外観点検を実施したと見なす”とする「保全の有効性評
価」で処理することで、未点検を点検したものとして扱えると判断した

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

2-(28)：　電気保修課は、Ｂ１次冷却系循環ポンプＭ－Ｇセット界磁遮断機の機能・性能
試験等では、機能・性能試験（作動試験）の記録がないことから、未点検として不適合
処理すべきであったが、機器の運転状態で“遮断器の不動作状態が確認できる”という
理由で、作動試験の未点検を点検したものとして判断した

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

2-(29)：　機械保修課は、液体窒素貯蔵タンクＡ安全弁の分解点検等では、分解点検
の記録がないことから、未点検として不適合処理すべきであったが、点検要領書に「作
動試験の結果が否である場合に、分解点検を行う」旨を記載しており、“分解点検は
「作動試験」に含む”という理由で、本件は保全計画（点検計画）の点検内容の表現が
適正でなかったものとして処理した

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

2-15：　所大チェック班は、所大チェック業務
について、保安規定の「7.5.1業務の管理」を
踏まえた管理と運営をしていなかった

2-(30)：　所大チェック事務局は、所大チェック業務を監視・測定し、所大チェック結果を
次の工程にリリースできていることを確認し、記録化すべきであったが、所大チェックが
確実に実施できていることを監視・測定していなかった

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

2-(31)：　所大チェック責任者は、所大チェック結果を確認して次の工程へリリースすべ
きであったが、未点検機器確認作業の状況、設備所管課長による疑義処理の結果、所
大チェック完了の状態を確認していなかった

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

2-16：　平成25年度第4回保安検査で対象
とすることとした未点検機器以外の機器（７
００機器）を対象に、平成26年2月～3月に
所大で確認（以下「所大確認」という。）し、
誤りを訂正印で処理した箇所の一部につい
ては、平成25年7月～9月に実施した所大
チェックで疑義として取り上げていたにも関
わらず、保全計画を改正していなかった

2-(32)：　電気保修課長は、所大チェックで疑義として抽出した事項について、点検実績
が直接確認できる点検を点検実績ありとすべきであったが、抽出された疑義の一部に
ついて、点検項目で要求されている点検内容を間接的な記録等で点検の実績があると
みなした

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

2-17：　所大確認し訂正印で処理した箇所
の一部は、平成25年7月～9月に実施した
所大チェックで疑義として抽出できていな
かった

2-(33)：　所大チェック班は、保全計画のすべてを対象に疑義の有無を確認すべきで
あったが、確認対象範囲を限定する等としたため、所大確認において発見された記録
の不備等を疑義として抽出できなかった

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因
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根本原因分析から得られた直接要因と分析の視点 添付資料－６

頂上事象 問題事象 直接要因 直接原因の分析の視点

2-18：　電気保修課は、全ての機器に対し
て自動で未点検機器が確認できるデータ
ベースを作成すべきだったが、作成された
未点検機器確認データベースは一部の機
器の点検期限が超過しているにも関わらず
自動超過判定ができず、点検期限超過の
発見ができなかった

2-(34)：　未点検機器確認データベース作成時において、担当者は、全ての超過の有
無判定ができるようにする必要があったが、誤って6ヶ月（サイクル表記以外）に対して
は確認が漏れ、6Ｍと入力しなかったことから、当該機器について点検超過の自動判定
ができないデータベースとなった

人的過誤：
・作業固有の要因

2-(35)：　平成25年3月に行われた「数量再確認結果に基づく再確認」による作業にお
いて、電気保修課抽出リスト作成者は、未点検機器確認データベースからサイクル表
記以外の一つである「6ヶ月」の抽出を誤って行わなかったため、超過の発見ができな
かった

人的過誤：
・作業固有の要因

Ｃ：　保守管理の不適合が適切
に管理されなかった

3-1：　今回の保守管理上の不備の調査の
中で、新たに確認された不適合を「区分Ｄ」
として処理することとして、是正処置の対象
外とした

3-(1)：　品質保証室長は、不適合区分について発生事象や設備の重要度によって区
分する必要があるにも関わらず、「もんじゅ不適合管理要領」に予算、組織、工程等に
より、点検期限を一時的に延長する場合は「不適合区分D」として管理することとした

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

3-2：　ライン職及び会議体は、保守管理要
領の第21条に予算、組織、工程等を理由に
点検期限を一時的に延長することについ
て、不適合管理の中の「特別採用」を用いる
こととした

3-(2)：　もんじゅでは、不適合管理における「特別採用」は対象物や発生事象のグレー
ドによるものでなく技術的な安全性の確保を前提とした措置にも関わらず、過去におい
て、予算、組織、工程等の理由により点検期限を一時的に延長することがあったため
に、当該理由であるならば、不適合管理の「特別採用」を適用することは妥当と判断し
た

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

3-3：　電気保修課及び機械保修課では、ト
ラブル等による工程変更に伴い、点検時期
が延期される設備機器が発生した際に必要
な手続きをしなかったものがあった

3-(3)：　プラント保全部では、設備の点検時期の一時的な延期を行う場合には不適合
管理の下で延期する時期までの設備の健全性評価を行う必要があったが、規制庁か
らの指摘を受けるまで試験工程の変更等で点検期限を延長する場合、不適合管理に
基づく改善措置をしなかった

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

3-4：　電気保修課では、補助冷却設備CDU
盤等の一部の機器の点検期限切れについ
て不適合管理の対象としていなかった

3-(4)：　電気保修課の課長、課長代理及び電気チームリーダーは、補助冷却設備CDU
盤等の一部の機器の点検期限切れ（平成25年2月）を把握しており、不適合報告を発
行する際には対象機器を確認すべきであったが、担当者が抽出した不適合とする機器
について、当該機器が抽出されていないことを確認しなかった

プロセス的問題：
・要領書・手順書
・セルフチェック

3-5：　平成25年2月の立入検査で指摘され
た保守管理上の不備事案が、同年9月の不
適合管理委員会まで報告されなかった

3-(5)：　電気保修課長代理は、不適合が発生した場合、迅速に不適合管理委員会へ
報告すべきであったが、迅速性の認識が甘く、その報告が遅くなった

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因
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根本原因分析から得られた直接要因と分析の視点 添付資料－６

頂上事象 問題事象 直接要因 直接原因の分析の視点

3-6：　もんじゅ幹部、品質保証室長、プラン
ト保全部及びプラント管理部の管理職は、
プラント保全部で作成した「未点検機器以
外の点検実施状況確認要領」に従い平成
25年度第4回保安検査で対象となった機器
を調査（所大確認）して抽出した誤りについ
て、不適合管理要領の「別表－4の参考」の
「業務品質に影響を与えるものであっても影
響が及ぶ前に文書／記録の改正／訂正を
実施する（した）場合は、不適合管理は不
要」との記載に従い、該当する誤りを不適合
管理の対象外と判断した

3-(6)：　品質保証室長は、保全計画に関する不適合区分の考え方の変更内容が適切
かを検討すべきだったが、「もんじゅ保全計画改善検討委員会」での決定事項及び所
長代理からの指示を踏まえ、これまで不適合管理委員会で決定し対応してきた不適合
の考え方をやめて不適合管理要領に定めた区分に従って分類できるとし不適合管理
委員会で検討する必要はないと誤認し、所長及び所長代理に当該区分を適用すること
を説明し了解された

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

3-(7)：　品質保証室長は、保全計画の点検実績日、機器個数などの誤りは不適合管
理すると判断すべきだったが、「別表－4」と整合していない「別表－4の参考」の「業務
品質に影響を与えるものであっても影響が及ぶ前に文書／記録の改正／訂正を実施
する（した）場合は、不適合管理は不要」と記載している定義を適用して区分すればよ
いと考え判断を誤った

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

3-(8)：　プラント保全部長、プラント管理部長及び各課長は、「別表－4の参考」に従い
区分し訂正印により修正するという品質保証室長の説明に対して、これまでの運用の
ルールと異なることについて意見すべきだったが、意見しなかった

人的過誤：
・従事者を取り巻く職場環境要
因

3-7：　もんじゅ幹部、品質保証室長、プラン
ト保全部及びプラント管理部の管理職は、
不適合管理要領の「別表－4の参考」に従っ
て不適合管理を不要に区分した誤りについ
て、訂正印で修正することを判断し、保全計
画の誤りを不適合管理しないまま訂正印で
修正した

3-(9)：　品質保証室長は、保全計画を文書と捉えるべきだったが、品質記録管理要領
第13条（記録の修正）で定めているルールに従い保全計画を記録の訂正で対応できる
と誤認し、所長及び所長代理に訂正印により修正することを説明し了解された

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

3-(8)と同じ

3-8：　電気保修課は、保全計画（点検計
画）に重複して記載された機器について、ど
ちらか片方でも点検超過している場合に
は、点検期限超過としての不適合処理を行
うべきであったが、計装チームの当該機器
を保全計画（点検計画）から削除するという
不適合報告書の発行により、未点検機器に
ならないと判断した

3-(10)：　電気保修課は、記載が重複している機器の点検間隔／頻度が異なるにも関
わらず、単純な重複記載と考え、点検を実施している一方を正の保全計画（点検計画）
とし、点検を実施していない計装チーム分を削除することで未点検にならないとした

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

Ｄ：　マネジメントレビュー等で
品質方針等が見直されなかっ
た

4-1：　理事長は、マネジメントレビューにお
いて、現行の品質方針を変更せずに継続す
ることを決定した

4-(1)：　理事長は、保守管理の不備が法令及び保安規定違反という重大な問題である
ことを受け、品質方針を見直すべきであったが、品質方針に係る具体的な目標を設定
して保安活動に展開する品質目標で対応することで妥当とした

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因
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根本原因分析から得られた直接要因と分析の視点 添付資料－６

頂上事象 問題事象 直接要因 直接原因の分析の視点

4-2：　理事長は、理事長レビューにおいて、
現行の法令等の遵守活動方針及び安全文
化醸成活動方針を変更せずに継続すること
を決定した

4-(2)：　理事長は、保守管理の不備が法令及び保安規定違反という重大な問題である
ことを受け、活動方針を見直すべきであったが、活動方針よりも同方針を具体化する活
動施策の見直しに留めてしまった

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因

4-(3)：　安全統括部長は、もんじゅの保守管理上の不備を踏まえて活動方針の見直し
を提案すべきであったが、活動方針及び活動施策を審議する理事長レビューの時間が
短く、特筆事項の報告等になっていることから、当該審議時間を十分に確保していな
かった

人的過誤：
・作業に係る業務管理要因
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添付 7－1 

 

組織要因の評価（その１） 

大分類 要素 組織の要素を含む背後要因 組織要因の候補 組織要因 

管理者の 

コミットメント 

⑥ 安全行為の定義と

管理（作業の明確

化と管理） 

所長は、日常の保守管理業務を通して保全プログラムを充実・発展させる必要があったが、保全に係る

評価は各保全サイクル終了時に行えばよいとして、理事長が定めた保守管理の実施方針である「保守

管理活動の定期的な評価を実施する」に基づいた適切な時期に定期的に評価し継続的な改善を行うこ

とを保守管理目標に定めて取り組まなかった《3-2-3 組織目標・戦略：保守管理活動を定期的に評価す

る仕組みが不足》 （1-⑩） 

 

①保守管理活動の評価の仕組みが不十分 
トラブル等で保全サイクルが長期化したことにより、「保守

管理の実施方針」に則って行うべき保守管理活動の定期的

な評価と改善がなされていない 

 

⑤ 責任の明確化 

もんじゅ幹部やプラント保全部のライン職は、保守管理業務の内容を自ら確認して業務を確実に実施す

べきであったが、自ら行うべき役割、職務と責任の自覚が不足しており、担当者等に業務を任せっきりに

してその計画や実施結果を自ら確認しておらず、ラインとしてのフォローやチェックができていなかった

《4-7-1 役割・責任：管理者層による保守管理業務のフォローやチェックが不足》 （1-⑱） 

 

②役割と責任が不明確 
もんじゅの幹部やプラント保全部の管理・監督者は、自らの役

割と責任の自覚が不足し、重要度分類等の保全計画の根拠整

備等に係る「業務の計画」や進捗管理が確実になされておら

ず、また、管理者自らがプレーヤーとなっていたため保守管理

業務を担当者等へ委ねて進捗管理や実施結果の確認を自ら

行えていない等、管理・監督者としての役割と責任が果たされ

ていない。また、トラブル対応に追われ、管理者の過大な業務

範囲を適正化するフォローアップがなされていない 

 

 

電気保修課や機械保修課のライン職は、保全計画（点検計画）及び実績管理に必要なデータを担当課

員以外でも確認できるように管理を統一しておくべきであったが、自ら行うべき役割、職務と責任の自覚

が不足しており、自営の点検管理や保全計画（点検計画）のデータ処理を担当者に任せているなど、保

全計画（点検計画）から点検報告書、記録までの一元管理ができていなかった《4-7-1 役割・責任：管理

者層による保守管理情報の一元的な管理が不足》 （2-③） 

 

⑥ 安全行為の定義と

管理（作業の明確

化と管理） 

プラント保全部長は、「保守管理の有効性評価」結果から適切な人員配置を行っていくことと改善指示を

受けていたにも関わらず、業務量に比して保守要員が不足していたことについて、組織として業務範囲

の適正化や管理者及び保守担当者の増員等をフォローアップせず適切な資源の管理を行わなかった

《4-4-2 労使関係や職場の人事管理：組織として業務範囲の適正化へのフォローアップが不足》 （1-

⑪） 

 

保修計画課長は、点検期限超過に係る保全計画（点検計画）の各項目の記載内容のチェックを行うにあ

たってチームリーダーと調査の視点を確実に共有すべきであったが、保守担当課での本格的調査への

参考程度と考え、保守担当課へ例示できる修正箇所を摘出するための調査の視点を計画してチームリ

ーダーと共有する取り組みが十分でなかった《4-9-3 工程・計画：点検期限超過の調査の段取りが不足》

（1-⑳） 

 

③業務の計画（段取り八分）の管理が不十分 
保全プログラム導入にあたり、保全計画策定のための準備期

間の確保や事前の教育が十分でなく、現場照合や設備仕様と

整合した保全計画に仕上げる取組み（段取り）が不足してい

た。また、プラント保全部や品質保証室長、運営管理室長は、

保全計画の作成や点検期限超過の調査計画にあたり、「7.1 業

務の計画」の理解や意識の不足により要求事項や調査に必要

な条件を明確にしてそれを共有しておらず、「段取り八分」が整

っていない 

 

点検計画から特別な保全計画へ移行する作業において、設備担当課と保修計画課間にて十分に協議

して計画した上で改正作業を確実にする必要があったが、電気保修課計装チームリーダーと保修計画

課担当者間で特別な保全計画へ移行するための手続きを共有する取組みが十分でなかった《4-9-3 工

程・計画：保全計画の作成方法の共有（段取り）が不足》 （1-㉕） 

 

保全プログラムを策定した所大のワーキンググループは、保安規定に基づく保全計画の重要性を考慮

して保全プログラムの策定や導入のために十分な期間を確保するとともに、設備毎の機能要求や点検

内容を教育しておく必要があったが、現場照合や設備仕様と整合した保全計画に仕上げるための計画

（作業期間の確保や知識付与）の検討が十分でなく、段取りが不足していた《4-9-3 工程・計画：保全プ

ログラム導入時の作業期間の確保や教育（段取り）が不足》 （1-㉗） 

 

プラント保全部長は、点検期限超過の調査を指示するにあたり、各課の状況によるものとして、直近の

点検実績だけでなく保全プログラム導入時までに遡って確認する等の調査条件を明確にせず共有化を

図らなかった《4-9-3 工程・計画：点検期限超過の調査の条件の共有（段取り）が不足》 （2-①） 

 

電気保修課長は、課内で作成した説明資料がエビデンスに基づき正確に作成されていることを確認す

べきであったが、SID の類似調査や点検実績入力は電気保修課内で行うものと考え、業務量や作成資

料の重要性の観点から部レベルで取り組む課題との認識がなかった《4-9-3 工程・計画：点検期限超過

の調査の体制整備（段取り）が不足》 （2-⑤） 

 

もんじゅの幹部やプラント保全部の管理職は、所大チェックで抽出した疑義の処理や未点検機器確認デ

ータベースの入力を設備所管課が適切に実施していることを確認する仕組みを構築すべきであったが、

設備所管課長が判断した処理内容や担当者が入力したデータの妥当性を所大チェック班あるいは第三

者的な審議体等で確認する仕組みを設ける等の取り組みが十分でなかった《4-9-3 工程・計画：点検期

限超過の調査に係る第三者チェックの仕組み（段取り）が不足》 （2-⑧） 

 

 

添付資料-7 

組織要因その１（管理機能が不足） 

管理者の所掌範囲が過大であるにも関わ

らず、管理者自らが一担当者（プレーヤー）

となりマネージャーとしての意識が不足して

いたため、保全計画の制改定、点検期限調

査等の業務の段取りに係る整備状況や担

当者の保守管理業務の実施状況の確認を

自ら行っておらず、保守管理における管理

機能が十分に発揮されていなかった 



添付 7－2 

 

大分類 要素 組織の要素を含む背後要因 組織要因の候補 組織要因 

⑦ 資格付与と教育訓

練（適正な人材配

置と訓練） 

運営管理室長や所大チェック事務局は、点検期限超過の調査の実施計画において、（「課題発生時対

応要領」や「業務の計画に係る作成要領」に定められた）調査に必要な条件や内容を明確にする必要が

あったが、調査を実施するための要求事項など「7.1 業務の計画」を理解して計画を作成する取組みが

不足していた《4-9-3 工程・計画：「業務の計画」に則った点検期限超過の調査計画の検討が不足》 （2-

②） 

 以下、組織要因その１（管理機能が不足）と同じ。 

 

⑥ 安全行為の定義と

管理（作業の明確

化と管理） 

プラント保全部長や保修計画課長及び安全品質管理室長（現品質保証室長）は、（点検周期 N サイクル

の導入など）ＱＭＳのプロセスを修正・追加等する場合には要領類を見直す必要があったが、保全計画

の運用に関することは保全計画のみに記載したり、業務連絡書や口頭説明で対処すればよいとして要

領や保全計画（点検計画）の見直しを行っておらず、ＱＭＳの維持管理に関する理解が不足していた

《4-2-3 ルールの維持管理：保守管理に係る要領類の維持管理が不足》 （1-⑦） 

 

④QMS の管理の定着化が不十分 
もんじゅでは、新たに追加・規定したプロセスやルールを QMS

文書に明文化しなかったことや、文書と記録の定義があいまい

なものがある等 QMS の維持管理に関する対応が不足していた 

 

品質保証室長は、不適合管理要領に新たな区分を導入する際に文書に不整合がないかという確認、及

びルールを変更した際に明文化すべきだったが、不適合管理要領の確認が不十分であること、現場が

遵守している運用のルールを明文化しなかった等、ＱＭＳの維持管理に関する対応が不足していた

《4-2-3 ルールの維持管理：不適合要領の維持管理が不足》 （3-⑨） 

 

管理課及びプラント保全部は、文書及び記録の定義とその扱いについて明確にすべきだったが、文書と

記録の定義があいまいに読み取れる等、ＱＭＳの維持管理に関する理解が不足していた《4-2-3 ルール

の維持管理：QMS に係る文書と記録の定義が不十分》 （3-⑪） 

 

個人の 

コミットメント 

⑩ 問い直す態度（常

に問いかける姿勢） 

所長代理及び運営管理室長は、ＱＭＳのルールに則って保守管理の不備に係る不適合管理を適切に

行い、未点検状態を解消することを議論し、適切な情報を提示すべきであったが、適切な判断に必要な

情報の伝達や検討結果の妥当性の確認が十分に行われていなかった《4-1-4 発電所の意思決定：不適

合管理の判断に係る検討や情報共有が不足》 （1-㉚） 

 

⑤組織判断のための情報管理や対応が不十

分 
もんじゅの幹部は、保全計画修正等の不適合対応において適

切な判断に必要な情報の伝達や検討結果の妥当性の確認が

十分になされておらず、組織判断のための情報管理や対応が

不足していた 

 

所長、所長代理は、品質保証室長から不適合区分の変更に関する説明があった際に、適切な判断を行

うための情報（変更することによるデメリット等）を確認し判断すべきだったが、品質保証室長の検討結

果にゆだねており（属人主義的な意思決定）、区分を変更することの妥当性を確認する意識が不足して

いた《4-1-4 発電所の意思決定：保全計画修正時の不適合区分の変更に係る妥当性の確認が不足》

（3-⑤） 

 

プラント保全部では、島根発電所での不適合事象を受けて発出された NISA 指示文書への報告におい

て、類似事象の発生防止に努めていくとしているが、島根発電所の不適合事象を受けて入手した「保守

管理の実施状況の確認フロー」は保安検査のみで使用するものと考え、またその後に発生した他電力

での類似事象についてはニューシア情報が最終報告となっていないとして、水平展開や教育に活かさな

かった《4-3-3 自社及び国内外運転経験の反映：他プラントの不適合事象の水平展開が不足》 （3-③）

品質保証室長は、所長代理の指示に対して適切な判断を行うための正しい情報を伝達すべきだった

が、様々な視点での検討（変更することによるデメリット等）を行い意見具申しなかった《4-1-4 発電所の

意思決定：保全計画修正の判断に必要な情報の検討が不足》 （3-⑧） 

 

プラント保全部長、プラント管理部長及び各課長は、不適合管理に関して自らがＰＤＣＡを展開していると

いう意識を持って業務を行うべきだったが、不適合管理に関しては品質保証室の所管であり、その判断

に従えばよいと考え、自ら検討していなかった《4-1-4 発電所の意思決定：保全計画修正時の不適合区

分の変更に係る管理職層自らの確認検討が不足》 （3-⑩） 

 

⑪ 厳格で慎重な対応 

プラント保全部は、保全計画に関する不適合管理の情報をもんじゅ幹部に対して正確に伝達すべきだっ

たが、不適合管理の実施状況を正確に説明しておらず、組織判断のためのコミュニケーションが不足し

ていた《4-1-4 発電所の意思決定：保全計画修正の不適合管理に係る情報共有が不足》 （3-⑥） 

 

所長代理は、品質保証室長への指示の際に、適切な判断を行うための情報提供（変更することによる

デメリット等）を含めた不適合区分の変更に関する計画を検討するよう指示すべきだったが、一方的（視

野狭窄的）な指示となり、品質保証室長の誤った対応を招いた《4-1-4 発電所の意思決定：保全計画修

正時の検討指示が不十分》 （3-⑦） 
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大分類 要素 組織の要素を含む背後要因 組織要因の候補 組織要因 

⑫ コミュニケーション 

電気保修課長は、設備の維持管理に必要な能力と責任感を課員に与えて業務の改善に取り組むべき

であったが、点検データ等を用いて劣化特性を評価する等の保守員としての技能が十分でないことを把

握しておらず、常に問いかける等して課員の経験・知見を伸ばして業務改善に活かすような取組みが十

分でなかった《6-2 管理者のリーダーシップ：課員の経験・知見を伸ばして業務改善に活かす取組みが

不足》 （1-⑭） 

 

⑥コミュニケーションが不足 
電気保修課では、課員が抱える業務上の課題を把握・共有す

る手段や機会が不足しており、課題解決に向けた指導や支援

の取組み、課員の経験・知見を伸ばして保守管理業務の改善

につなげるように動機付けしモチベーションを高めるような取組

みが十分になされていない 

 

 

以下、組織要因その１（管理機能が不足）と同じ。 

 

電気保修課の管理職は、課員が自ら解決できない課題に直面した場合、課員との情報共有を図り課題

解決に取り組むべきであったが、課員の満足度や職務遂行意欲及び作業ストレスを評価するような方

法を持っておらず、課員のモチベーション高揚やストレス低減に係るフォローを行っていなかった《6-6 満

足度、モチベーション：課題解決を支援し課員のモチベーションを高める取組みが不足》 （1-⑮） 

 

電気保修課長、課長代理及び電気チームリーダーは、課員が抱える業務上の課題を共有して課題解決

に向けた指導や支援を行う必要があったが、保守管理の不備への対応で忙しく、点検管理に係る情報・

状況や点検実績確認の重要性を保守担当と共有しておらず、点検の計画・管理や未点検機器の調査を

正しく仕上げるための取組みが十分でなかった《4-5-1 部署レベルのコミュニケーション：課員の課題を

共有し指導・支援を行う取組みが不足》 （1-㉔） 
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組織要因の評価（その２） 

大分類 要素 組織の要素を含む背後要因 組織要因の候補 組織要因 

管理者の 

コミットメント 

⑥ 安全行為の定義と

管理（作業の明確

化と管理） 

要領、報告や記録類の審査・承認等を行う職位は、（アウトオブサービスの考え方等について機器毎の

点検期限を管理する等）目的に沿った要領類等となっていることを確実にしておくべきであったが、自ら

行うべき役割、職務と責任の自覚が不足しており、品質保証室においては保安規定との整合性確認等

の品質保証や人的過誤の観点から、運営管理室においては工程の観点から等の各々の立場でチェック

を行う仕組みが機能していなかった《4-2-2 ルールの遵守：要領類等の審査・承認において各職位の立

場でチェックを行う仕組みが機能していない》 （1-⑤） 

 

⑦ ルール遵守の定着化（横串機能）が不十分 
もんじゅでは、要領類等の審査・承認を行う際に品質保証室等

によるチェックの仕組みが機能していないことや、保全の有効

性評価に「準じた確認」等を保守管理に適用する等、ルールが

遵守されていない。また、保守管理や不適合管理に関する重

要事項について、必要な会議体を用いて複数の視点でチェック

する仕組みが欠けている 

 

 

プラント保全部長や品質保証室長は、（アウトオブサービス等の点検期限管理の仕組みを保全計画や

月間レビュー等で明らかにする等）保安規定で要求される保守管理や不適合管理に関する重要事項に

ついては、各種会議体でチェックする仕組みとするべきであったが、ライン職等の一部の関係者だけで

処理される案件もあり、組織として複数の視点でチェックする機会を設けていなかった《4-2-2 ルールの

遵守：保守管理の重要事項について各種会議体でチェックする仕組みが不足》 （1-⑥） 

 

保守管理要領の改正を確認・承認したライン職及び各会議体メンバーは、品質マネジメントシステムの

要領類の制定・改正を行う場合には保安規定との整合を確実にする必要があるが、規制法下では許認

可等の手続き事項のみが実施可能な行為であることの理解が不足し、これらを是正する役目を担う品

質保証室の介入が不足していたため、保安規定に明記されていないことは別にルールを制定すれば対

処できると誤認していた《4-2-2 ルールの遵守：別にルールを制定すれば対処できると誤認しルール遵

守が不十分》 （1-⑰） 

 

もんじゅのライン職及び会議体のメンバーは、不適合については、発生の都度原因を究明しその再発防

止に努める必要があるが、不適合の発生理由によって不適合の程度（区分）や特別採用についての扱

いを決めるものではないにも関わらず、予算、工程等の理由によって不適合の程度（区分）や特別採用

の適用を決めており、適切な保安活動や設備の健全性確認の観点から不適合管理を適用し、不適合の

改善を図ることが理解されていなかった《4-2-2 ルールの遵守：不適合管理による改善（ルール遵守）が

不十分》 （3-①） 

 

品質保証室長は、保安検査での指摘事項などの不適合が発生した場合、迅速に不適合管理委員会へ

報告されるよう指導・助言すべきであったが、電気保修課（処置担当課）に任せっきりにし、その実施状

況を自ら確認しておらず、品質保証の観点から適切な指導・助言を行う仕組みが機能していなかった

《4-2-2 ルールの遵守：不適合を管理する仕組みが十分に機能していない》 （3-④） 

 

経営層及びもんじゅの幹部は、安全最優先を確実にするための高速炉に相応しい保全プログラムに向

けて具体性、実効性を持って取り組む必要があったが、高速炉用の保全プログラムの開発のためのサ

ポート体制や戦略をもって取り組まなかった《4-1-1 部署レベルの目標・戦略：高速炉用保全プログラム

開発への計画的取組みが不足》 （1-⑧） 

 

⑧ 計画的な設備保全の取組みが不足 
経営層及びもんじゅの幹部では、保全計画（点検計画）の管理

等に係る部内の調整や総合的な工程管理、教育・サポート体

制が不足していたため、保全の有効性評価技術の充実、プラ

ント状態に合った保全計画への改善や高速炉用の保全プログ

ラム開発等への計画的な取組みが十分でない 

 

保修計画課長は、原子炉施設の保修の計画及び管理に関する業務の履行を確実にすべきであった

が、島根発電所の保守管理の不備等で得られた教訓から、保全プログラムの定着化を図るためには、

保全計画（点検計画）の管理を各保守担当課で行うべきであると誤認し、保全関係各課との調整や総

合的な工程管理が不足していた《4-4-1 セクショナリズム：保修計画課による部内の調整や総合的な工

程管理が不足》 （1-⑫） 

 

プラント保全部では、設備の点検は保全計画（点検計画）の間隔／頻度を遵守して期限までに点検を行

うべきであるが、長期使用可能な機器であってもメーカーからは１年毎の点検を推奨されている事例を

経験しており、技術的な評価に基づくことなく、メーカーの推奨値には安全裕度が加味されているもので

あると誤認してメーカー推奨値を用いて設定した期限を延長させた《5-2 集団としての学習意欲：点検間

隔/頻度の理解や点検期限管理に係る教育・サポートが不足》 （1-㉓） 

 

 

  

組織要因その２（チェック（横串）機能が不

足） 

組織としてルール遵守意識が不足してお

り、これを是正すべき品質保証室等による

チェック（横串）機能が十分に働いていなか

った。また、保全プログラム開発等への計

画的な取組みのための調整、管理機能や

サポート体制が不足していた 
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組織要因の評価（その３） 

大分類 要素 組織の要素を含む背後要因 組織要因の候補 組織要因 

管理者の 

コミットメント 

⑦ 資格付与と教育訓

練（適正な人材配

置と訓練） 

プラント保全部では、保全技術の継続的な維持・向上を図るために保守管理技術者を適切に配置した

体制を敷くべきであったが、プラントの長期停止によって定常的に点検が必要な設備に係る保守要員を

最低限確保すればよいとしており、長期的観点に立ったプロパーの配置がなされていないため豊富な

経験を持つ保守員が不足し、点検管理システムやプラント状態に合った保全プログラム、高速炉の保全

プログラムの確立に向けて、継続的かつ組織的に技術を蓄積・継承し反映していけるような体制ではな

かった《4-3-2 技術伝承：保全技術の蓄積・継承のための体制整備が不足》 （1-③） 

 

⑨ 技術蓄積・継承への取組みが不十分 
プラント保全部では、プラントの長期停止による保全への意識

の低下により保守担当者に長期的観点に立ったプロパーの配

置がなされていないため、豊富な経験を持つ保守員が不足し、

点検管理システムの整備やプラント状態に合った保全プログラ

ムの導入、保守経験を踏まえた改善並びに高速炉の保全プロ

グラムの確立に向けて継続的かつ組織的に技術を蓄積・継承

していける体制が整っていない。また、保守技術蓄積の基礎と

なる保全計画（点検計画）の見直しや技術継承のための点検

要領標準化への取組みや OJT 等などの教育もなされていない 

 

 

プラント保全部では、点検方法の継承のために、点検要領書の整備や標準化を進めるべきであったが、

設備保全に必要な点検要領書が、点検をメーカーに発注することで作成されてきていることから、点検

担当者自らが保全計画（点検計画）の要求事項等を満足する点検要領書となるように作成する風土が

なく、そのための OJT などの教育も行われていなかった《4-3-2 技術伝承：保全技術の伝承の仕組みが

不足》 （1-④） 

 

保全技術の継続的な維持・向上を図るために、新たな知見や保守経験を蓄積し、保全計画（点検計画）

や要領書に反映するべきであったが、そのような改善につなげる仕組みが機能していなかった《4-3-2

技術伝承：保全技術の蓄積の仕組みが不足》 （1-㉘） 

 

保全プログラムを策定した所大のワーキンググループは、保安規定に基づく保全計画の重要性を考慮

して保全プログラムの策定や導入のために十分な期間を確保するとともに、設備毎の機能要求や点検

内容を教育しておく必要があったが、現場照合や設備仕様と整合した保全計画に仕上げるための計画

（作業期間の確保や知識付与）の検討が十分でなく、段取りが不足していた《4-9-3 工程・計画：保全プ

ログラム導入時の作業期間の確保や教育（段取り）が不足》 （1-㉗ 再掲） 

 

もんじゅでは、不適合が発生した場合、要求事項に適合しない状況が放置されることを防ぐために、不

適合を迅速に識別して機器の健全性を評価して適切な処置を行うべきであったが、不適合管理が正しく

理解されておらず、QMS の教育が十分でなかった《4-7-4 教育・訓練：不適合管理の教育が不十分》

（1-㉙） 

 

⑩ ＱＭＳの理解に係る教育が不十分 
もんじゅでは、QMS の理解不足により保守管理業務の中で発

生した不適合が適切に処理されておらず、保守管理に係る他

プラントの不適合事象の水平展開が教育に活かされていない

等、不適合管理に係る教育が十分でない 

 

 

プラント保全部では、QMS 文書に規定された事項の不履行について、保守管理要領に記載された不適

合のみでなく不適合管理要領の下で処置する必要があるが、点検期限の超過が発生した場合でも保

全の有効性評価をすれば不適合として扱わない等、保守管理で発生した不適合事象の扱いについて

保守管理要領と不適合管理要領の関係を理解しておらず、品質マネジメントシステムの教育が十分で

なかった《4-7-4 教育・訓練：不適合に係る QMS の教育管理が不十分》 （3-②） 

 

プラント保全部では、島根発電所での不適合事象を受けて発出された NISA 指示文書への報告におい

て、類似事象の発生防止に努めていくとしているが、島根発電所の不適合事象を受けて入手した「保守

管理の実施状況の確認フロー」は保安検査のみで使用するものと考え、またその後に発生した他電力

での類似事象についてはニューシア情報が最終報告となっていないとして、水平展開や教育に活かさ

なかった《4-3-3 自社及び国内外運転経験の反映：他プラントの不適合事象の水平展開が不足》 （3-

③再掲） 

 

保修計画課が保全計画（点検計画）策定後に行った教育では、点検周期の起点の考え方等の保全計

画(点検計画)策定に直接関連する点検期限に係る教育であるにも関わらず、当該保全計画（点検計画）

策定のために変更された要領類の施行前に教育が行われていないことや教育の受講率の設定が適切

でなく、プラント保全部全員に事前受講を課すような教育の仕組みがなかった《4-7-4 教育・訓練：保守

管理のための教育の仕組みが不十分》 （1-②） 

 

⑪ 保守員の力量向上への取組みが不足 
プラント保全部では、教育内容が保守管理の PDCA を回すた

めに必要な点検期限の管理等の基礎的知識の付与や動機づ

けのために十分なものとなっておらず、保守管理に必要な力量

が十分に付与されていない。また、教育計画の設定が適切で

なく、要領類の施行前に保守員全員が受講する教育の仕組み

が成立していない 

 

 

保修計画課長は、保守管理の PDCA を回すために必要な知識についての教育を徹底すべきであった

が、保全の有効性評価について、他プラントの事例を踏まえることの教示が不足している等、保守管理

に必要な評価方法や手続き（保全の有効性評価方法や特別な保全計画への移行手続き、アウトオブサ

ービスの適用方法）が理解できる教育としていなかった《4-3-1 学習意欲の促進：保守管理の PDCA の

ために必要な教育が不足》 （1-⑯） 

 

電気保修課長は、保全計画（点検計画）を保安規定に基づくＱＭＳ文書として遵守すること、その点検計

画（点検内容や点検間隔／頻度等）に従って機器の点検を実施することについて、課員が理解して確実

にできるような教育が不足し、保全計画（点検計画）を遵守する意識の共有が図られていなかった

《4-7-4 教育・訓練：保全計画（点検計画）遵守に係る教育が不十分》 （1-㉖） 

 

電気保修課長は、所掌する設備の点検項目と点検内容を課員に周知・理解させておく必要があった

が、課内マニュアルの教育が設備の概要を紹介する程度であり、設備点検の実施項目と実施内容につ

いての教育が十分でなく、課員の一部では保全に係る基礎的な知識が不足していた《4-7-4 教育・訓

練：点検の管理や業務計画に係る教育内容が不十分》 （2-④） 

 

 

組織要因その３（保全に係る技術基盤の整

備が不足） 

保全計画や点検管理システムが構築途上

にあるにも関わらず、頻発するトラブル対応

に傾注し、保守管理に係る課題に対して本

質的な対応（保守管理に係る要領類や保

全計画の見直し、点検要領標準化への取

組み、QMS理解への取組み等）が十分でな

く、また、これらを実践する要員、体制が不

十分であった 
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大分類 要素 組織の要素を含む背後要因 組織要因の候補 組織要因 

個人のコミットメン

ト 

⑪ 厳格で慎重な対応 

保全計画（点検計画）における点検間隔／頻度等を変更する場合には、保全の有効性評価によって設

備の安全性を確認した上で保全計画を変更する手続きが必要であるが、燃料環境課のチームリーダー

は、保守管理の手続きの理解不足により保修計画課が行った保全計画見直しの説明会での内容につ

いて、点検計画の備考欄に次回点検実施時期が判るように記載すれば変更手続きをしたことになると

思い込み、誤解した手続き方法を課員に指導した《6-3 安全に対する意欲、慎重さ：保守管理意識を常

に問いかける姿勢が不足》 （1-⑲） 

 

⑫ 設備の保全意識醸成への取組みが不十分 
プラント保全部では、保守管理の手続きを誤解したまま下位者

に指導したり、月間レビューを実績記入だけのやらされ感で業

務実施する等、「常に問いかける姿勢」を確実にし、自らプラン

トを保守管理していくマイプラント意識の醸成につながるような

効果的な OJT 等の教育となっていない 

 

 

以下、組織要因その３（保全に係る技術基盤の整備が

不足）と同じ。 

⑩ 問い直す態度（常

に問いかける姿勢） 

プラント保全部（電気保修課）では、月間レビューを用いて設備の点検予定と実績の管理を確実にする

必要があったが、月間レビューは管理マニュアルに記載された「保全計画を確実に実施する」ために行

うものであることを理解しておらず、月間レビューで設備管理する意識がなく、実績記入だけのやらされ

感があった《6-6 ストレス：やらされ感で保守管理を実施し業務を確実にする意識が不足》 （1-㉒） 

 

 

 

 

  



添付 7－7 

 

組織要因の評価（その４） 

大分類 要素 組織の要素を含む背後要因 組織要因の候補 組織要因 

管理者の 

コミットメント 
⑤ 責任の明確化 

経営層、敦賀本部における経営支援組織やもんじゅでは、保全計画（点検計画）に係る課題を経営に上

げるという役割を認識した上でその実施義務を果たす必要があったが、組織部署及び会議体の相互関

係における責任と権限が明確でなく、実施義務が認識されておらず、点検工程確保に係る課題を解決

するために其々が果たすべき現場の実態把握や連携が不足し、「保守管理のガバナンス（経営層やも

んじゅの各組織部署及び会議体の長が、点検工程確保に係る課題について、現場の実態を把握して課

題解決に係る意思決定を行って適切に処置すること）」が機能していなかった《3-2-2 組織構造：部署や

会議体の責任・権限と保守管理のガバナンス機能が不十分》 （1-⑨） 

⑬ 保守管理のガバナンスが有効に機能してい

ない 
経営層、敦賀本部における経営支援組織やもんじゅの幹部は、

組織部署及び会議体が点検工程確保に係る実態を把握し課題

を解決するために果たすべき責任と権限を明確にしていないこ

と、また、もんじゅは会議体に試験工程等の課題解決を依存す

る風土があり、保守管理のガバナンスが有効に機能していない 

 

もんじゅでは、経営が現場の状況を把握する仕組みとして「もんじゅ特別チーム」等が設置されていたた

め、当該会議体に試験工程を諮問すれば時期が示され、もんじゅとしてのプラント工程を引くことができ

るとして、当該会議等に課題の解決を依存する風土があった《3-2-4 本社の意思決定：試験工程の課題

解決を会議体に依存する風土》 （1-⑬） 

 

組織の基本方針

レベルのコミットメ

ント 

① 安 全 方 針 の 表 明

（組織の安全に係

る基本方針） 

トップマネジメントは、必要な経営資源を投入して保安規定に定められた保全計画に基づき設備の点検

を確実に行うことによって、品質方針に定めた安全を最優先とするメッセージを確実に実施すべきであっ

たが、もんじゅの幹部が、保全計画（点検計画）に基づく点検の実施よりもプラント起動のための工程を

優先する認識であることを把握できておらず、点検に必要な予算や工程を確保して安全を最優先にする

というトップマネジメントのメッセージが、もんじゅの幹部を含む現場の業務にまで浸透できていなかった

《3-1 トップマネジメントのコミットメント：安全最優先のメッセージの現場業務への浸透が不十分》（1-①）

⑭ 安全最優先のメッセージの浸透が不十分 
トップマネジメントは、もんじゅにおける試験工程を優先するとの

認識を把握しておらず、点検に必要な予算や工程を確保して安

全を最優先とするメッセージをもんじゅの幹部を含む現場の業務

まで意識として浸透できていない 

 

④ 自己規制（安全活

動に対する定期的

なレビュー） 

安全統括部長は、もんじゅの保守管理上の不備を踏まえて品質方針を見直すことをインプットすべきで

あったが、品質方針の見直しはトップマネジメントが判断するものとして、見直すためのインプットする具

体的な視点を整理していなかった《3-2-5 本社の QMS、コンプライアンスの推進活動：品質方針見直しの

視点の整理が不足》 （4-①） 

⑮ 品質方針等の決定プロセスの整備が不十分 
安全統括部長は、品質方針や安全文化醸成活動の方針を見直

すための視点を明確にしておらず、トップマネジメントが適切に

評価できるような情報のインプットが行われていない 

 

安全統括部長は、もんじゅの保守管理上の不備を踏まえて安全文化醸成等の活動方針を見直すことを

インプットすべきであったが、活動方針の見直しは理事長が判断するものとして、原子炉等規制法や保

安規定の違反等、原子力安全に重大な影響を及ぼす事案等に対して、内外情勢を踏まえて柔軟に活動

方針を見直すための視点を明確にしていなかった《3-2-5 本社の QMS、コンプライアンスの推進活動：安

全文化醸成等の活動方針見直しの視点が不明確》 （4-②） 

 

管理者の 

コミットメント 

⑥ 安全行為の定義と

管理（作業の明確

化と管理） 

プラント保全部長や電気保修課長は、不適合が発生した場合、積極的かつ迅速に対応すべきであった

が、過去の経験から、件数の扱いは慎重にするべきと捉えて数の確定に傾注していたためもんじゅ内外

への対応が遅れた《4-5-2 報告する文化：保守管理の不備に係るもんじゅ内外への対応が遅れルール

遵守が不十分》 （2-⑥） 

⑯ ルール遵守の意識醸成が不十分 
もんじゅでは、保守管理上の不備に係る事象が明らかになった

時点で不適合管理へ移行しておらず、関係者との情報共有やも

んじゅ内外への対応が遅れる等、ルールを遵守する意識が徹底

されていない 

 

保安検査対象部署は、保安検査官からの指摘を自らの安全の考え方に照らして、内包する課題を検討

した上で適切に処置すべきであったが、不適合の的確な処置と改善に繫げるための有効なアクションが

できていなかった《1-4組織間関係（外部コミュニケーション）：規制側の指摘への検討や処置に係る対応

が不十分》 （1-㉛） 

⑰ 課題を吸い上げ組織の意思決定に反映する

取組みが不十分 
もんじゅでは、保守管理活動において未点検機器を出さないこと

に傾注するあまり、組織として正しい判断を行うために課題等の

情報を共有し相談できる風土が十分に醸成されていない 

 

 

保守担当課長は、「保全の有効性評価」や「表現の適正化」にて未点検の解消ができない場合には、

「不適合」を発行した上で、解消できない状況であることを表明すべきであったが、もんじゅでは未点検

機器を出さないことに傾注していたことが保守担当課の判断に影響し、未点検機器の調査に係る意思

決定が適切に行われていなかった《4-5 コミュニケーション：保守管理の課題を吸い上げ組織の意思決

定に反映する取組みが不足》 （2-⑦） 

⑤ 責任の明確化 

過去のトラブルに対して、その都度ＲＣＡを行い、その結果に基づき対策を図ってきているが、この対策

によっても過去の要因が解決されずに残っている原因として、対策の仕組みは作ったがその原因となっ

た組織要因に対する効果がどうかなどについて、現場の第一線までの確認が必ずしも十分でなかった

こと、対策の定着が不十分であったことから対策のフォローアップが組織要因を解決するための対処と

して十分なものでなかった《4-12 是正処置・予防処置：RCA 対策の効果等に係るフォローアップが不十

分》 （過去 RCA 全般） 

⑱ 対策の有効性のフォローアップが不十分 
もんじゅの幹部、敦賀本部安全品質推進部長（現敦賀事業本部

安全品質推進室長）及び本部安全統括部長は、ＲＣＡの結果に

基づく対策の効果がどうか等について、現場の第一線までの確

認を十分に行っていない等、対策のフォローアップが「組織要

因」を解決するための対処として十分なものとなっていない 

 

⑨ 監査・レビュー・比

較（業務の監査や

見直し） 

もんじゅの保守管理活動を原子力安全監査する場合には、保全プログラムの運用方法を熟知しておく

必要がある等、監査内容に応じた監査の対象施設を熟知した専門家を監査部門に招へいする必要が

あるが、対象施設を熟知した専門家は当該施設でも有用な人材なため、当該人材を必要時に招へいで

きるような環境が整備されておらず、安全監査室長は要請しても要員確保は困難と認識していた《3-6

自己評価：原子力安全監査の対象施設の情報を取得する仕組みが不足》 （1-㉑） 

⑲ 原子力安全監査の仕組みが不十分 
原子力安全監査にあたり、必要時に監査対象施設を熟知した専

門家の招へいを要請し、監査に必要な対象施設の情報を獲得

できる環境が整備されていない 

 

 

組織要因その４（安全最優先の意識と取組

みが不足） 

安全文化の劣化（組織の基本方針レベル

のコミットメント、管理者のコミットメント） 

点検期限超過等の保守管理状況の実態

把握が不足して、現場の安全を最優先と

する意識や資源確保等への取組みが不足

していた。また、過去の RCA の対策取組み

へのフォローアップも不足していた 
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組織要因と対策提言 

組織要因 組織要因の候補 対策の提言 

  

①保守管理活動の評価の仕組みが不十分 

トラブル等で保全サイクルが長期化したことにより、「保守管理の実施方針」に則って行

うべき保守管理活動の定期的な評価と改善がなされていない 

・所長は、「保守管理の実施方針」の下で、保守管理目標を年度毎に定めて毎年度保守
管理の有効性の評価を行うこと。また、その活動状況を四半期毎に評価して課題の摘
出を行い、資源運用の適正化や確保のための活動につなげること 

  

②役割と責任が不明確 

もんじゅの幹部やプラント保全部の管理・監督者は、自らの役割と責任の自覚が不足

し、重要度分類等の保全計画の根拠整備等に係る「業務の計画」や進捗管理が確実に

なされておらず、また、管理者自らがプレーヤーとなっていたため保守管理業務を担当

者等へ委ねて進捗管理や実施結果の確認を自ら行えていない等、管理・監督者として

の役割と責任が果たされていない。また、トラブル対応に追われ、管理者の過大な業務

範囲を適正化するフォローアップがなされていない 

・業務を行う場合、業務担当職位に応じた責任範囲と業務分担を「業務の計画」で明確
にし、「報連相」の励行によって個々の業務を管理職層が確実にマネジメントできるよう
にすること。また、管理職層に対して、自らの役割と責任を認識させるためにマネジメン
ト研修を実施すること 

 ・管理・監督者は、業務連絡の場として実施しているモーニング・ミーティングやイブニン
グ・ミーティングについて、週毎、日毎の「業務の計画」や進捗管理の PDCA サイクルを
回すためのツールとしても活用していくこと。また、課題発生時における部署間の横通し
と迅速な対処に結びつけるため、管理者間コミュニケーションを強化すること 

 ・業務を指示した上位職者は、管理者がプレーヤーに留まることなく管理者として、業務
が職務ラインでマネジメントされていることやその実施結果を確認すること 

 ・経営層及びもんじゅ幹部は、業務量に比して管理者層が少ない部署については、管理
者層を増強する、当該部署を業務特性から分割する等、管理者の所掌範囲の適正化を
図ること 

 ・経営層及びもんじゅ幹部は、法令改正対応や改造工事等が発生した場合の変更許可
等の技術支援を行う体制を整備し、当該案件に係る計画を適切に構築できるようにする
こと 

  

③業務の計画（段取り八分）の管理が不十分 

保全プログラム導入にあたり、保全計画策定のための準備期間の確保や事前の教育

が十分でなく、現場照合や設備仕様と整合した保全計画に仕上げる取組み（段取り）が

不足していた。また、プラント保全部や品質保証室長、運営管理室長は、保全計画の作

成や点検期限超過の調査計画にあたり、「7.1 業務の計画」の理解や意識の不足により

要求事項や調査に必要な条件を明確にしてそれを共有しておらず、「段取り八分」が整

っていない 

・「業務の計画」を始めとした QMS の知識を確実にして管理業務に適用できるよう、技術
系管理職による ISO9000 外部研修受講（監査員補申請資格取得）を促進すること 

 ・業務の実施にあたっては、業務の要求事項を明確にし、業務に特有なプロセス、資源
の必要性、妥当性確認、監視・測定、合否判定基準、記録等が適切に検討された計画
を策定し、関係者間で共有を図り「段取り八分」を整えること 

 ・適切な保全計画を確実に実施するため、計画に要求される事項を明らかにし、その業
務の検証、妥当性評価、監視・測定、検査及び試験活動、並びにこれらの合否判定、記
録等が明確化された計画を作成して、工程に縛られることなく、また必要な資源が確保
されることを確実にすること 

 ・QMS と保守管理に係る実際の業務プロセスの不整合の修正や保守管理業務の要求
事項のレビューに対し、業務計画に反映した結果を確認する体制として作成箇所以外
によるチェックを導入すること（類似事象からの反映事項） 

  

④QMS の管理の定着化が不十分 

もんじゅでは、新たに追加・規定したプロセスやルールを QMS 文書に明文化しなかった

ことや、文書と記録の定義があいまいなものがある等 QMS の維持管理に関する対応が

不足していた 

 

 

・文書レビューのやり方、視点を教育する。また、教育には具体的に何を確認したのか

を確認者に問いかける等、チェックの仕方を含めること 

 ・保安規定に整合したルールの遵守を徹底するために、ルールを変更した場合は文書

に明確すること 

 ・プラント保全部や管理課で所管している要領類の文書・記録一覧表の表記（文書とし

ての扱い、記録としての扱い）を解り易くすること 

添付資料-８ 

組織要因その１（管理機能が不足） 

管理者の所掌範囲が過大であるにも関わら

ず、管理者自らが一担当者（プレーヤー）とな

りマネージャーとしての意識が不足していた

ため、保全計画の制改定、点検期限調査等

の業務の段取りに係る整備状況や担当者の

保守管理業務の実施状況の確認を自ら行っ

ておらず、保守管理における管理機能が十

分に発揮されていなかった 
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組織要因 組織要因の候補 対策の提言 

  

⑤組織判断のための情報管理や対応が不十分 

もんじゅの幹部は、保全計画修正等の不適合対応において適切な判断に必要な情報

の伝達や検討結果の妥当性の確認が十分になされておらず、組織判断のための情報

管理や対応が不足していた 

・もんじゅの幹部は、不適合につながる情報等について是正処置プログラム（CAP：

Corrective Action Program）に係る会合を活用して必要な情報の共有化を図り、不適合

の処置など検討結果の妥当性を確認し、適切に対処すること 

・もんじゅは、他プラントの不適合情報について、水平展開の必要性を吟味し保守管理

のＰＤＣＡの取組みに活かすことができるように、情報の管理を行う仕組みを見直すこと

  

⑥コミュニケーションが不足 

電気保修課では、課員が抱える業務上の課題を把握・共有する手段や機会が不足して

おり、課題解決に向けた指導や支援の取組みや、課員の経験・知見を伸ばして保守管

理業務の改善につなげるように動機付けしモチベーションを高めるような取組みが十分

になされていない 

・管理職とチームリーダー、チームリーダーと担当者間の報告・連絡・相談の徹底によっ

て、各課室の年間業務計画に基づく業務進捗や課題を把握・管理し、フェイストゥフェイ

スでの指導・支援を強化すること 

 ・管理職は、担当者へ業務を指示する際に業務の必要性、重要性を理解させ、業務へ

の取組み意欲を持たせることの徹底化を図ること 

 ・保守のチーム毎等に「業務報告会」等を義務付け、チーム員に発表の場を与えること

によって自らの業務を振り返り、また意見交換によって改善につなげるようなモチベーシ

ョンを向上させる取組みを行うこと 

  

組織要因 組織要因の候補 対策の提言 

  

⑦ルール遵守の定着化（横串機能）が不十分 

もんじゅでは、要領類等の審査・承認を行う際に品質保証室等によるチェックの仕組み

が機能していないことや、保全の有効性評価に「準じた確認」等を保守管理に適用する

等、ルールが遵守されていない。また、保守管理や不適合管理に関する重要事項につ

いて、必要な会議体を用いて複数の視点でチェックする仕組みが欠けている 

 

・QMS 活動の推進を行う品質保証室を強化し、ルール遵守に係るチェック機能を強化す
る仕組みに改善すること。また、品質保証専任の幹部を配置する等品質保証部門の人
員を充実すること 

 ・ルールに準拠した不適合管理を徹底するために、是正処置プログラム（CAP）を導入
すること 

 ・運営管理室が担っていたもんじゅの運転再開や将来計画の検討等の事業推進機能を
もんじゅから軽減してもんじゅの運営に必要な機能のみを残し、点検工程の確保を主体
としたプラント工程となるようにチェックできることや、保全プログラムの充実等の進捗状
況をチェックできる組織とすること 

 ・もんじゅは、保守管理で重要な計画や要領類等の制改定の際に、ライン職によるチェ
ックや品質保証部門による横串チェックに加え、部や所に設置された会議体で要求事
項や規格・基準類との整合が保たれていることを審議内容として確認する仕組みにする
こと 

  

⑧計画的な設備保全の取組みが不足 

経営層及びもんじゅの幹部では、保全計画（点検計画）の管理等に係る部内の調整や

総合的な工程管理、教育・サポート体制が不足していたため、保全の有効性評価技術

の充実、プラント状態に合った保全計画への改善や高速炉用の保全プログラム開発等

への計画的な取組みが十分でない 

・経営層及びもんじゅ幹部は、法令改正対応や改造工事等が発生した場合の変更許可
等の技術支援を行う体制を整備し、当該案件に係る計画を適切に構築できるようにす
ること（「組織要因の候補②」）に係る対策提言Ⅴの再掲） 
 

・プラント保全部では、保全計画の改善等に向けた計画管理、保守担当課間における
点検工程の横通し調整や保全計画（点検計画）の確実な履行のための技術支援、教育
等のサポートを行えるように、保修計画課へ経験者を優先配置して管理調整の機能を
強化すること 

  

組織要因その２（チェック（横串）機能が不足） 

組織としてルール遵守意識が不足しており、

これを是正すべき品質保証室等によるチェッ

ク（横串）機能が十分に働いていなかった。ま

た、保全プログラム開発等への計画的な取

組みのための調整、管理機能やサポート体

制が不足していた 
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組織要因 組織要因の候補 対策の提言 

  

⑨技術蓄積・継承への取組みが不十分 

プラント保全部では、プラントの長期停止による保全への意識の低下により保守担当

者に長期的観点に立ったプロパーの配置がなされていないため、豊富な経験を持つ保

守員が不足し、点検管理システムの整備やプラント状態に合った保全プログラムの導

入、保守経験を踏まえた改善並びに高速炉の保全プログラムの確立に向けて継続的

かつ組織的に技術を蓄積・継承していける体制が整っていない。また、保守技術蓄積

の基礎となる保全計画（点検計画）の見直しや技術継承のための点検要領標準化へ

の取組みや OJT 等の教育もなされていない 

 

・技能職員の異動、キャリア採用、電力・メーカー等からの派遣受入れと保守の要員計
画に基づく計画的人材育成等により、経験を有する保守員を確保し保全技術を継続的
に維持・向上できる体制を構築すること 

 ・誤入力防止機能向上等の保守管理業務支援システムの充実を図ること 

 ・点検頻度や点検項目等の見直し等現行の保全計画（点検計画）の問題点を解消する
とともに、技術根拠に基づくプラント状態に見合った保全計画への改善見直しを継続
的・計画的に実施していくこと 

 ・誤作業や見落とし等を防止し保全技術を継承していけるよう、点検要領書の標準化・
整備を計画的に進めること 

 ・技術を継承し自らプラントを保守管理していくマイプラント意識や「常に問いかける姿
勢」を醸成するため、ライン職による直営の点検や点検の発注管理を中心とした OJT
プログラムを策定し実施していくこと 

  

⑩ＱＭＳの理解に係る教育が不十分 

もんじゅでは、QMS の理解不足により保守管理業務の中で発生した不適合が適切に

処理されておらず、保守管理に係る他プラントの不適合事象の水平展開が教育に活か

されていない等、不適合管理に係る教育が十分でない 

 

・各課室に品質保証室を兼務する品質保証担当者（JEAC4111 又は ISO9000 の内部監
査員研修を修了し合格した者相当）を配置し、作業単位毎に承認レベルでのチェック機
能を確実にする。また、担当者を輪番制として、「常に問いかける姿勢」を定着させるこ
とや QMS に係る意識の底上げを図ること 
 

 ・管理職に QMS の維持管理を着実にするための教育を行うこと。また、もんじゅ所員に
対して保守管理に係る他プラントの不適合事象からの水平展開の具体策及び今般の
保守管理の不備に関する事例（点検期限超過、調査の不備、誤ったルールの適用等）
教育の追加等により不適合管理を的確に適用するための教育を徹底すること 
 

  

⑪保守員の力量向上への取組みが不足 

プラント保全部では、教育内容が保守管理の PDCA を回すために必要な点検期限の

管理等の基礎的知識の付与や動機づけのために十分なものとなっておらず、保守管

理に必要な力量が十分に付与されていない。また、教育計画の設定が適切でなく、要

領類の施行前に保守員全員が受講する教育の仕組みが成立していない 

 

・QMS のステップに則って保守管理業務が実施され、QMS が遵守されていることを確
認し業務改善に活かしていくため、保守担当者自らが監査員となって直接関係しない
保守管理業務の内部監査を行う制度をもんじゅに導入すること 
 

 ・保守管理のための保守管理要領等と JEAG4210 の理解促進に係る教育を実施する
こと 

 ・保守管理に必要な設備機器に係る基礎的知識や保守管理技術習得のための教育プ
ログラムを研修部門と連携して策定し、教育を実施していくこと 

 ・管理者により保守員の力量に応じた育成計画を策定し、OJT 等を通して年度単位で
実行管理し評価を行うこと。また、保守管理の意味や重要性が理解できるよう、動機づ
けを図ること 
 

 

 

・QMS 文書（所長、部課長承認の要領類）の制改定時には、各課室の品質保証担当者
から施行前に担当者全員に制改定の内容を教育するよう教育計画に定め実施していく
こと 

  

⑫設備の保全意識醸成への取組みが不十分 

プラント保全部では、保守管理の手続きを誤解したまま下位者に指導したり、月間レビ

ューを実績記入だけのやらされ感で業務実施する等、「常に問いかける姿勢」を確実に

し、自らプラントを保守管理していくマイプラント意識の醸成につながるような効果的な

OJT 等の教育となっていない 

 

・技術を継承し自らプラントを保守管理していくマイプラント意識や「常に問いかける姿
勢」を醸成するため、ライン職による直営の点検や点検の発注管理を中心とした OJT
プログラムを策定し実施していくこと（組織要因の候補⑨に係る対策提言の再掲） 

 ・各課室に品質保証室を兼務する品質保証担当者（JEAC4111 又は ISO9000 の内部監
査員研修を終了し、合格した者相当）を配置し、作業単位毎に承認レベルでのチェック
機能を確実にする。また担当者を輪番制として、「常に問いかける姿勢」を定着させる

組織要因その３（保全に係る技術基盤の整備

が不足） 

保全計画や点検管理システムが構築途上に

あるにも関わらず、頻発するトラブル対応に

傾注し、保守管理に係る課題に対して本質的

な対応（保守管理に係る要領類や保全計画

の見直し、点検要領標準化への取組み、

QMS 理解への取組み等）が十分でなく、ま

た、これらを実践する要員、体制が不十分で

あった 
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組織要因 組織要因の候補 対策の提言 

ことや QMS に係る意識の底上げを図ること（組織要因の候補⑩に係る対策提言の再
掲） 

 ・ QMS のステップに則って保守管理業務が実施され、QMS が遵守されていることを確
認し業務改善に活かしていくため、保守担当者自らが監査員となって直接関係しない
保守管理業務の内部監査を行う制度をもんじゅに導入すること（組織要因の候補⑪に
係る対策提言の再掲） 

 

 

組織要因 組織要因の候補 対策の提言 

 ⑬保守管理のガバナンスが有効に機能していない 

経営層、敦賀本部における経営支援組織やもんじゅの幹部は、組織部署及び会議体

が点検工程確保に係る実態を把握し課題を解決するために果たすべき責任と権限を

明確にしていないこと、また、もんじゅは会議体に試験工程等の課題解決を依存する

風土があり、保守管理のガバナンスが有効に機能していない 

・施設の安全確保に係る保守管理を正常化させるため、もんじゅの保守に関わる状況
が経営に直接的に伝わるように可能な限りトップマネジメントともんじゅが直結するよう
な組織構成とし、保守管理のガバナンス強化を図ること 
 

 ・会議体は、責任の所在が曖昧となるような合議制的なものはなくし、施設の保安に必
要なもののみとするようルール化（チェックや改善の確認も行うことを含む。）すること。
また、プラント工程等のもんじゅ運営業務は、責任と権限を明確にしたライン組織で決
定がなされることを原則とした体制とすること 
 

 
・新しい制度等を保守管理業務等に導入する場合は、もんじゅ大で情報を共有して検
討を行い、課題となる可能性のある情報を抽出・把握し、経営資源の配分を含めて改
善につなげるようにすること（類似事象からの反映事項） 

 ⑭安全最優先のメッセージの浸透が不十分 

トップマネジメントは、もんじゅにおける試験工程を優先するとの認識を把握しておら

ず、点検に必要な予算や工程を確保して安全を最優先とするメッセージをもんじゅの幹

部を含む現場の業務まで意識として浸透できていない 

・経営と現場が直接的に対話をする場や現場からのインプット情報を受けるマネジメン
トレビュー等において、経営資源を始めとした現場の課題を経営が把握し、点検工程を
確実に確保するために的確に資源投入を行うこと 
 

 
・各部、室、課が作成する年間業務計画において、「原子力安全に係る品質方針」に示
される安全を最優先とするための視点（点検にあたり必要な工程を確保する等）を特記
する欄を設け、また、その実施状況をレビューすることにより、もんじゅの幹部から現場
の第一線まで安全最優先を意識して業務を遂行できるようにすること 

 
・安全最優先の意識を徹底するため、現場担当者等を対象とした安全文化醸成に係る
教育訓練や、幹部級職員等に対する企業の社会的責任（CSR）に係る教育を行うこと 

 ⑮品質方針等の決定プロセスの整備が不十分 

安全統括部長は、品質方針や安全文化醸成活動の方針を見直すための視点を明確

にしておらず、トップマネジメントが適切に評価できるような情報のインプットが行われ

ていない 

・安全・核セキュリティ統括部長は、品質方針や安全文化醸成に係る活動方針の見直
しの視点をトップマネジメントによるレビューの実施計画や運営要領類で明確にしてレ
ビューのためのインプット情報の一部とし、理事長が方針の見直しを的確に判断できる
ようにすること 
 

 ・トップマネジメントによるレビューを必要に応じて開催（原則として年度中期及び年度
末）できるようにすること 
 

 ⑯ルール遵守の意識醸成が不十分 

もんじゅでは、保守管理上の不備に係る事象が明らかになった時点で不適合管理へ移

行しておらず、関係者との情報共有やもんじゅ内外への対応が遅れる等、ルールを遵

守する意識が徹底されていない  

・是正処置プログラム（CAP）を導入し、ルールに準拠した不適合管理を徹底すること。
また、CAP の運用を通じてルール遵守の重要性を認識させ意識醸成を図ること 

 ⑰課題を吸い上げ組織の意思決定に反映する取組みが不十分 

もんじゅでは、保守管理活動において未点検機器を出さないことに傾注するあまり、組

織として正しい判断を行うために課題等の情報を共有し相談できる風土が十分に醸成

されていない 

・もんじゅの幹部からの業務の課題の有無について問いかけを習慣化し、不利益とな
る情報ほど速やかに共有化できるように風土の改善を図ること 

 ・もんじゅは、日々の保守管理活動上の改善情報等について、保安検査官からの指摘
等で新たに顕在化した課題となる情報は速やかに所内で共有化し、改善に繋げる仕組
みを構築すること 

組織要因その４（安全最優先の意識と取組み

が不足） 

安全文化の劣化（組織の基本方針レベルのコ

ミットメント、管理者のコミットメント） 

点検期限超過等の保守管理状況の実態把握

が不足して、現場の安全を最優先とする意識

や資源確保等への取組みが不足していた。ま

た、過去の RCA の対策取組みへのフォローア

ップも不足していた 
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組織要因 組織要因の候補 対策の提言 

 ⑱対策の有効性のフォローアップが不十分 

もんじゅの幹部、敦賀本部安全品質推進部長（現敦賀事業本部安全品質推進室長）及

び本部安全統括部長は、ＲＣＡの結果に基づく対策の効果がどうか等について、現場

の第一線までの確認を十分に行っていない等、対策のフォローアップが「組織要因」を

解決するための対処として十分なものとなっていない 

・安全・核セキュリティ統括部は、RCA 結果に対する再発防止対策の実施状況や浸透
度合いについて、現場の第一線へのインタビュー等を活用して確認し、対策の有効性
を評価して実施内容をフォローアップする。また、対策の実施状況を確認した結果、当
初の効果が見込めない等、再発防止対策の見直しが必要と判断される場合には、更
なる対策について現場と協議・立案し、再発防止対策の実効性を向上させること 
 

 
・もんじゅの各課に品質保証室を兼務する品質保証担当者を配置し、各課室における

文書レビューや教育等の QMS の推進、QA 自主診断等の業務を行わせること。また、

担当者及びチームリーダーは、作成する資料等をチーム内で発表させる等して、作成

資料等のレビューと情報の共有化を図ること 

 

 ⑲原子力安全監査の仕組みが不十分 

原子力安全監査にあたり、必要時に監査対象施設を熟知した専門家の招へいを要請

し、監査に必要な対象施設の情報を獲得できる環境が整備されていない 

・統括監査の職は、監査にあたり、事前の情報収集のために監査対象施設から専門家

を招へいできるようにすること 
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